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は じ め に 

本書は、山形県農業基本条例に基づき、令和７年度の農業及び農村の動向並び

に県施策の取組状況について、最新のデータや具体的な事例を盛り込んで取りま

とめたものです。 

 

農林水産業は、県民、国民のいのちをつなぐ重要な産業であり、地域に雇用を

創出するなど、本県経済に活力をもたらす基盤産業です。また、美しく豊かな自

然を守り、農村の伝統文化を継承するなど、多面的な機能を担っており、将来に

わたって持続的に発展させていかなければなりません。 

 

令和７年度は、本県でさくらんぼや西洋なし等の果樹栽培が始まってから150

年目の記念すべき節目の年、「やまがたフルーツ150周年」として、本県果樹産

業の発展につなげるための様々な取組みを展開してまいりました。また、水稲新

品種の名称を「ゆきまんてん」に決定し、令和９年のデビューに向けて、品種の

位置付けや今後の作付方針、販売戦略などの振興方針を策定してまいります。 

 

一方で、春先の天候不順によるさくらんぼの結実不良、夏の高温・少雨による

果実や野菜の収量減少、庄内地域における海岸林の松くい虫被害の拡大など、気

候変動により農林水産業に大きな影響が及んだ一年となりました。 

これに加えて、農業従事者の減少、資材価格の高騰など農林水産業を取り巻く

環境は厳しさを増しております。 

 

県としましては、令和７年３月に策定した「第５次農林水産業元気創造戦略」

の下、食料供給県としての本県の役割を維持するとともに、農林漁業者が豊かさ

を実感し、誇り・夢・希望を持てる農林水産業の実現に向け、施策を推進してま

いります。 

 

本書が、農林水産業の振興や農山漁村づくりに取り組む皆様の活動を支える基

礎資料として活用されるとともに、県民の皆様が農林水産業や農山漁村に関する

理解を深めていただく一助になることを願っております。 

 

 結びに、本書の取りまとめにあたり、御助言・御指導をいただきました山形県

農業・農村政策審議会の委員各位をはじめ、御協力を賜りました多くの皆様に、

心からお礼申し上げます。 

 

令和８年３月 

山形県知事 吉村 美栄子 
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特集 １ 「やまがたフルーツ 150 周年」の取組みについて 

【概要】 

 〇 明治８(1875)年に山形県にさくらんぼや西洋なしなどの果樹の苗木が植えられてか

ら、令和７(2025)年に 150 年目の記念すべき節目の年「やまがたフルーツ 150 周年」

を迎えた。 

 〇 先人たちの挑戦の歴史を振り返るとともに、その想いを未来

に受け継ぎ、本県果樹産業の発展につなげるため、県が農業や

観光の関係団体と設立した「山形県さくらんぼ＆フルーツＰＲ

協議会」が主体となり、次の３つの柱で事業を展開した。 

 

【主な取組み】 

 １ 県産フルーツの認知度向上とフルーツファンの獲得 

〇 さくらんぼメモリアルフェスタの開催 

    関係者が一堂に会して記念式典を挙行するとともに、さく

らんぼや、フルーツの加工品の販売、流しさくらんぼ等を実

施し、やまがたフルーツ 150 周年とさくらんぼシーズンの到

来を祝った。 

 

 〇 首都圏における県産フルーツのＰＲ 

    都内のマルシェでの県産フルーツの販売、レストランでの

料理イベントの開催など、生産者や関係団体と連携して、消

費者に直接県産フルーツの魅力をＰＲした。 

   

〇 やまがた紅王のプロモーション 

    本格デビュー３年目を迎えたさくらんぼ「やまがた紅王」

について、都内でのトップセールスを行うとともに、都内飲

食店の協力でやまがた紅王を使ったパフェなど特別メニュ

ーを提供した。 

 また、県内の各小学校で「やまがた紅王給食」を実施した。 

 

 〇 市町村等との連携 

    産地の市町村によるイベントやキャンペーンの実施、商業

施設での催事やホテルでの特別メニューの提供、公共施設で

の展示企画など、多様な連携により、県内各地で 150 周年を
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盛り上げた。 

 

〇 ＷＥＢ・ＳＮＳでの情報発信 

    150 周年記念ポータルサイトや Instagram で、旬のフルー

ツや産地の情報、生産者等のインタビュー、レシピなどの情

報を発信したほか、Instagram でのフルーツフラワー・フォ

トコンテストを実施した。 

 

２ フルーツをきっかけとした交流機会の拡大と関係づくり 

  〇 フルーツを活用した誘客プロモーション 

    全国のＪＲ主要駅でのポスター・のぼりの掲出や、フルー

ツを使ったスイーツのキャンペーンなど、県内外でプロモー

ションを展開した。 

   

〇 関係人口・交流人口の拡大 

    果樹園を活用したウエディングや、都内の保育園と産地が

連携した食育の取組みなど、果樹園の新たな価値の創出や

交流機会の拡大を図った。 

    また、県内の道の駅や産直施設などを巡るデジタルスタン

プラリーを実施した。 

 

３ 多様な産業との連携の深化 

 〇 やまがたフルーツＥＸＰＯの開催 

    最先端のスマート機器の展示・実演、旬のフルーツの販売、

ワークショップや料理教室など体験型のプログラムを実施

し、県産フルーツの多彩な魅力を発信するとともに、農工連

携のきっかけづくりを行った。 

 

 〇 タイアップ企画商品の展開 

    規格外の県産さくらんぼを利用した新商品が全国で発売

されるなど、民間企業と連携した多様な取組みにより、県産

フルーツの魅力の発信と利用の拡大を推進した。 
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特集 ２ 県産米をめぐる状況について（米価高騰と高温環境への対応） 

【米価高騰について】 

１ 県産米の在庫と相対取引価格の状況 

〇 令和５(2023)年以降の高温障害による生産量の不足やインバウンド需要の増加等に

より、令和５(2023)年産米の民間在庫が減少し、集荷業者による令和６(2024)年産米

の仕入れ競争が起きたことが要因となり、全国的に米価が高騰した。 

〇 県産米についても、令和６(2024)年夏頃（令和５(2023)年産米の端境期）の在庫量

は前年産と比較して、減少した。 

〇 令和７(2025)年産米の相対取引価格については、令和７(2025)年 11 月末時点で

「つや姫」は 40,054 円、「雪若丸」は 37,371 円、「はえぬき」は 36,049 円となって

おり、いずれも昨年同時期の価格よりも５割程度上昇した。 

   

 

２ 県の対応（「つや姫」「雪若丸」ブランド戦略の推進） 

全国的に米価が高騰し、消費者の米離れが懸念さ

れることから、消費者から選ばれる米どころとして

の地位を安定させるため、県産米を牽引する「つや

姫」「雪若丸」のブランド力維持・向上に向けた取組

みを下記のとおり展開し、県産米全体の購買喚起を

図った。 

（１）トップセールス 

   ・10/23 三越銀座店（東京） 

・11/19 名鉄百貨店本店（名古屋） 

・11/20 高島屋大阪店（大阪） 

 

（２）イベントＰＲ 

   ・11/1～3 全国ふるさとフェア 2025 

・2/28～3/31 ファーマーズ＆キッズフェスタ   

 

（３）ＳＮＳによる情報発信 

  ・10/27～11/7 Ｘキャンペーン 

  ・11/1～1/31 Instagram キャンペーン 

 

県産米の民間在庫量の推移 相対取引価格の推移 

10/23 三越銀座店トップセールス 

11/1～1/31 Instagram キャンペーン 
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【高温環境について】 

１ 高温環境の現状 

 令和５(2023)年産米においては、夏季の記録的な異常高温等の影響で、一等米比率は

過去最低の 41.8%と著しく品質が低下した。この状況を受け、「やまがた温暖化対応米づ

くり日本一運動」において、「高温に負けない生産体制づくりの確立」に取組み、令和

６(2024)年産米の一等米比率は 92.8％と回復した。令和７(2025)年産米においても、７

月記録的な高温・少雨など厳しい気候条件だったものの、一等米比率は 92.8％と高い品

質を確保した。 
 

２ 県の対応（高温に負けない生産体制づくりの推進） 

  高温に負けない生産体制づくりの確立に向けた取組みを、下記のとおり展開した。 

（１）スマート農業技術を活用した生産管理技術の社会実装と面的拡大 

スマート農業技術を活用して「つや姫」「雪若 

丸」「はえぬき」の品質・食味・収量をグレードア

ップする取組みの拡大を図るため、やまがた米づく

りナビ（衛星リモートセンシング）による「つや

姫」「雪若丸」「はえぬき」の生産管理技術の広域実

証を行った。 

この技術は、衛星画像や気象データから水稲の生

育状況等を総合的に可視化し、生産者の栽培判断を

支援するものである。 

令和７(2025)年度は、濃密実践モデル地区を設置

し、社会実装に向けた体制整備の構築を進めた。 
 
（２）「ゆきまんてん」の令和９年デビューに向けた取組み 

 令和７(2025)年２月に名称募集を行い、３千件を超

える応募の中から選考した結果、村山市の小学生５年

生が命名した「ゆきまんてん」に決定した。名前の由

来は「雪のように白く、美味しさ満点、笑顔満天のお

米」という願いを込めたものである。 

令和９(2027)年のデビューに向け、試験場や県内各

地で栽培マニュアル作成に向けた栽培試験を実施し、

生産・流通販売者等の意見を伺いながら、振興方針の

検討を進めている。 
 

３ 成果（一等米比率の状況） 

「やまがた温暖化米づくり日本一運動」にお

いて、高温・少雨対策マニュアルを活用した技

術指導の徹底等により、土づくりやきめ細かな

水管理など、気候変動に負けない米づくりを推

進した結果、令和７(2025)年 12 月末時点の県産

米の一等米比率は 92.8％で全国４位の一等米比

率となった。 

 

4/25 知事定例記者会見 

衛星リモートセンシングを活用し
た指導を行う普及指導員 

令和７年産の一等米比率 
（12 月末データ、（）は前年の数値） 

品種名 一等米比率(％) 

つや姫 97.1（97.3） 

雪若丸 96.5（96.6） 

はえぬき 91.7（91.7） 

ひとめぼれ 94.9（95.1） 

県平均 92.8（93.0） 
(参考) 全国平均 75.5（75.7） 
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品種名 一等米比率（％）

つや姫 97.1（97.3）

雪若丸 96.5（96.6）

はえぬき 91.7（91.7）

ひとめぼれ 94.9（95.1）

県平均 92.8（93.0）

（参考）全国平均 75.5（75.7）



特集 ３ さくらんぼの減収への対応について 

１ 気象経過と生育状況 

・主力品種「佐藤錦」は、開花期間に降雨や強風、低温が

あり、訪花昆虫の活動が十分でない園地が多かったこと

から、結実数が少なかった。また、主要な訪花昆虫であ

るマメコバチが減少していることも結実不良の要因の

一つとなった。 

・５月下旬及び６月上旬の降雨により、露地栽培に加え、

雨よけ栽培でも裂果が発生した。 

・６月中旬以降、最高気温が 30℃を超える日が続いたことから、一部で着色不良果（規

格外品）や高温障害果がみられた。 

・前年夏季の高温の影響で「紅秀峰」を中心に双子果が多かったことや着色不良で出荷

ロスが発生した。 

・以上の要因により、令和７(2025)年産さくらんぼの収穫量は、平成元(1989)年以降で

最も少ない 8,310 トンとなり（前年比 97％、平年比 65％）、令和６(2024)年産（8,590

ｔ、収穫期の高温で減収）に続き、２年連続の不作となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 対応状況 

（１）本年の収穫期の高温への対応 

・高温対策技術の適切な実施に向けて、「さくらんぼ高温

対策マニュアル」を用いた現場での講習会に加え、「いい

もの成らせるさくらんぼ便り」の発行や広報車による巡

回、ラジオにより周知した。 

・その結果、経営状況に合わせて取り組みやすい対策が導

入され、96％の経営体で高温対策が実施された。 

収穫期の高温対策の実施状況（生産者へのアンケート結果） 

対策 

内容 
全体 

早期収穫 

すぐりもぎ 

葉摘みの

工夫 

反射シート

の除去 
灌水 

白色シート

の利用 

遮光 樹上 

散水 遮光剤 寒冷紗 

実施 

割合 
96％ 87％ 61％ 44％ 50％ 34％ 12％ 8％ 10％ 

近年個体数が減少している 

マメコバチ（成体と巣） 

さくらんぼ収穫量の推移（果樹生産出荷統計） 

1
4
,9
0
0

1
1
,1
0
0

1
2
,0
0
0

1
2
,0
0
0

1
4
,3
0
0

1
5
,6
0
0

1
3
,2
0
0

1
3
,5
0
0

1
4
,5
0
0

1
3
,2
0
0

1
5
,0
0
0

1
4
,5
0
0

1
4
,2
0
0

1
1
,9
0
0

1
3
,0
0
0

9
,1
6
0

1
2
,4
0
0

1
3
,0
0
0

8
,5
9
0

8
,3

1
0

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

（トン）

ドローンによる遮光剤の散布 
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（２）次期作以降に向けた結実対策の推進 

○ さくらんぼ産地との意見交換会の実施（7/14～7/24） 

・主産地の生産者・ＪＡ・市町とさくらんぼ生産の現状

や産地維持の課題等について意見交換を行った。 

○ 「さくらんぼ産地再生会議」の開催（9/8） 

・県全体で産地の現状と今後取り組むべき課題、安定生

産に向けた方向性について協議した。 

○ 結実確保・安定生産に関する研修会・講習会の開催 

・「さくらんぼ産地再生フォーラム」を開催（1/21）した。 

・訪花昆虫の管理やその他の結実確保等に関する研修

会・講習会を各地域で開催し、安定生産に向けた意識

の統一を図った。 

 

結実確保に向けた対応技術の整理 

 

（３）さくらんぼ安定生産に向けた支援 

○ 結実対策に必要な資材導入の推進 

・加温ハウスさくらんぼ等の結実対策に使用するミツバ

チの導入や輸入花粉の購入にかかる経費を支援（補助

率 1/2 以上、うち県 1/3、市町村 1/6 以上、JA 等生産

団体・産地市場 1/12 以上（任意））した。 

○ 「佐藤錦」から晩生品種等への品種転換の推進 

・品種構成が「佐藤錦」に偏重していることが、結実不

良や気象リスク、労働力不足、収穫ロスの発生を助長

していることから、「佐藤錦」から「紅秀峰」や「やま

がた紅王」などへの改植にかかる経費を支援（補助単

価：2,000 円/本）した。 

○ 高温対策に必要な設備や資材導入の推進 

・遮光資材や灌水設備、井戸掘削、無加温ハウス、冷蔵

施設等にかかる経費を支援（補助率 1/2、うち県 1/3、

市町村 1/6）した。 

対策の項目 短期的な対応 中長期的な対応 

品種構成の見直し 

（受粉樹の導入） 

・「紅さやか」等の部分的な高接ぎ 
・切り枝の設置 

・「佐藤錦」から「やまがた紅王」や「紅
秀峰」等への部分的な改植 

訪花昆虫の導入 
・ミツバチの追加導入 
（マメコバチの減少を補填） 

・マメコバチの増殖促進 
（減少要因の解明や増殖技術の開発） 

その他対策の徹底 
・開花期の気象条件に応じた結実対策の徹底 
（人工受粉、防風ネット設置、早期被覆、灌水） 

健全な樹体生育 
・適正な樹勢への誘導に向けた肥培管理、適切な着果管理等の実施 

・早期落葉防止に向けた病害虫防除の徹底 

さくらんぼ産地再生フォーラム 

さくらんぼの品種構成 

（R４特産果樹動態等調査） 

買取りミツバチ 
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特集 ４ 松くい虫被害の現状と二次被害への対応について 

１ 松くい虫被害の拡大 

〇 庄内海岸林では、近年の夏の高温少雨の影響等によるクロマツの樹勢衰弱などが要

因となって松くい虫被害が急速に拡大した。 

〇 国有林・民有林における令和６(2024)年の被害量は合計 104,346 ㎥（182,323 本）と

対前年度比 182%（139%）と過去最大の被害を更新した。 

〇 これに伴い、大量のクロマツが枯死し、倒木や枝折れによる道路の通行障害や農業

用施設の倒壊などの二次被害が多数発生しており、地域の安全確保に深刻な影響を及

ぼす状況となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 令和７(2025)年の被害発生状況 

〇 ６月以降の記録的な猛暑と極端な少雨による乾燥状態が長期間継続したことにより、

９月以降の被害が急激に拡大・進行した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R6.9.24 撮影 R7.9.8 撮影 

■松くい虫被害の拡大・進行状況（遊佐町十里塚地内） 

農業用施設への倒木 

農道への倒木 

※ドローン撮影（オルソ画像） 
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３ 対応状況 

（１）松くい虫被害対策の検討 

○ 「松くい虫被害対策緊急検討会議」の開催（10/17） 

・庄内森林管理署（東北森林管理局）、関係市町（鶴岡市、酒田市、遊佐町）と被害状況

を共有するとともに防除対策、森林再生について検討した。 

○ 「庄内海岸林松くい虫被害対策強化プロジェクト会議」の開催（10/29） 

・庄内海岸林の防除と再生の考え方※、二次被害防止のための枯死木の伐採等の対応及

び地域住民への危険防止の周知について、情報共有や意見交換を実施した。 

 

＜防除と再生の考え方＞ 

被害が少なく、防除効果が見

込まれる森林については、引き

続き駆除と予防（薬剤散布）を実

施。必要に応じて樹幹注入を実

施し、徹底防除を行う。 

被害が多く防除効果が見込め

ない森林については、再生を目

指し更新を図る。マツ林として

の維持が困難な区域について

は、広葉樹への樹種転換を図っ

ていく。 

 

（２）危険木伐採に対する緊急対策 

＜令和７(2025)年度山形県松くい虫被害緊急対策事業＞ 

枯死木の倒木や枝折れ等による二次被害を防止するため、危険木伐採を最優先する

こととし、市町（鶴岡市、酒田市、遊佐町）が行う緊急伐採への支援を行った。 

対象経費：農業用施設や幹線道路沿い等、二次被害のおそれがある危険木の伐倒等に

要する経費 

補助率：2/10（事業費 100,000 千円） 

 

（３）国への緊急要望 

○ 松くい虫防除や二次被害防止のための伐採及び広

葉樹等の植栽に必要な予算の確保について、11月 28

日に髙橋副知事から小坂林野庁長官に対して緊急要

望を行った。 

また、12月 13 日には鈴木農林水産大臣が庄内海岸

林を視察し、現地の状況を確認するとともに、関係者

と今後の取組について意見交換を行った。 

小坂林野庁長官への緊急要望 
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特集 ５ 水産業をめぐる状況について（持続可能な水産業の実現に向けて） 
１ 現状 

本県の海面漁業漁獲量は減少傾向にあり、令和５(2023)年は2,616トンと平成以降で過

去最低の水揚げを記録した。また、漁獲量の減少に伴って生産額も減少傾向にあり、令和

５(2023)年の生産額は17.3億円で、同様に過去最低となっている。特に近年はスルメイ

カやハタハタ、サケなど、本県の水揚げを支えてきた魚種が記録的な不漁となっており、

その影響が大きい。 

 

２ 持続可能な水産業の実現に向けて 

（１）水揚量中心の水産業から新たな水産業への転換 

漁獲量が減少する中にあって、本県の水産業を持続可能なものとするには、養殖

など天然資源の増減に左右されない生産手段の拡大や、漁業に加えて海や漁村の地

域資源を活用し地域振興を図る「海業」の推進が必要である。養殖業については、

気象条件の厳しい庄内浜での事業化に向け、新たな技術や民間の活力を取り込みな

［出典］農林水産省「海面漁業生産統計調査」に基づき作成 
山形県の海面漁業漁獲量及び生産額 

山形県におけるスルメイカの漁獲量 山形県におけるハタハタ及びサケの漁獲量 

［出典］山形県の水産 ［出典］山形県の水産 
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がら推進を図るため、県漁協を中心に産学

官が連携したコンソーシアムを設立し、検

討を進めている。また、海業については、

全国的にも先進事例である由良地域協議会

「ゆらまちっく戦略会議」に続く新たなチ

ャレンジを創出するため、地域での勉強会

やワークショップの開催を支援していく。 

 

（２）県産水産物の付加価値向上 

あわせて、漁獲物の付加価値向上を図り、

漁業者の所得を増やしていく必要がある。こ

のため、蓄養による安定供給体制の強化や、県産水産物のブランド力の強化に取り組

んでいく。特に、ズワイガニに関しては令和元年から「庄内北前ガニ」としてブラン

ド化を進めるとともに、県内産地市場（鼠ヶ関）に蓄養水槽

を設置し、出荷する試みを行った結果、ズワイガニ全体の平

均単価が約140％向上している（H30(2018)：3,188円/kg➡

R6(2024)：4,474円/kg）。今後、こうした取組みを他の産地市

場（酒田、由良）にも拡大していくほか、イカ類などズワイ

ガニ以外の魚種でも活魚出荷が可能となるよう体制を整え

ていく。 

３ 第２期山形県水産振興計画の策定 

  海面漁業における全般的な不漁傾向に加え、内水面漁業・養殖業では自然災害の頻発・

激甚化、カワウやブラックバスなどの食害生物被害の拡大により生産額の減少傾向が続

いている。こうした課題を踏まえ、本県の水産振興に関する施策を総合的かつ計画的に

推進するため、令和７(2025)年12月に第２期山形県水産振興計画を策定した。本計画の

着実な推進に向け、漁業者等の積極的なチャレンジを支援していくとともに、生産から

加工、流通・販売、消費に至る各団体や市町村など関係機関が連携して各種の取組みを

展開し、付加価値の高い持続可能な水産業の実現を図っていく。 

ゆらまちっく戦略会議の活動内容 

庄内北前ガニ 

県産ズワイガニの平均単価 蓄養水槽 
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特集 ６ 鳥獣被害の状況と対応について 
【概要】 

 野生鳥獣による農作物被害は、直接的な被害のみならず、農業者の営農意欲の減退、耕

作放棄地の増加等をもたらし、農林水産業に深刻なダメージを与えている。 
本県の鳥獣による令和６(2024)年度農作物被害額は、約３億 5,500 万円(前年度比 88%)

となり、最も被害金額が多かった平成 16(2004)年の約 13 億 900 万円と比較して 73％減

少したが、イノシシによる被害は平成 29(2017)年度頃から高止まり傾向にあり、被害額

は高い。また、令和７(2025)年度のツキノワグマの目撃件数は過去最多となっており、被

害の増加が見込まれる。 
 

野生鳥獣による農作物被害対策は、鳥獣被害対策特措法に基づき市町村が被害防止計

画を策定し、国の交付金等を活用して推進している。本県では、令和６(2024)年７月に施

行された「山形県鳥獣被害対策基本条例」に基づき、県、市町村、県民等の関係者が相互

に連携しながら、生物の多様性を維持しつつ、鳥獣被害防止対策に取り組み、野生鳥獣と

共存し、安全で安心な生活環境の実現を目指すこととしている。 
 
【令和６(2024)年度の鳥獣による農作物の被害状況について】 

・約３億 5,500 万円で、令和５(2023)年度比で約 12％減、約 4,800 万円の減少 

・被害金額全体における割合は、鳥類が約 46％（約 1 億 6,200 万円）、獣類が約 54％（約

1 億 9,300 万円） 

・被害金額が多い鳥獣は、イノシシ、カラス、ムクドリ、ニホンザルで、これらで被害 

金額全体の約 67％ 

・被害金額の大きい農作物は果樹で全体の約 70％ 
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【鳥獣被害への対応について】 

 

鳥獣被害防止対策は、「被害防除対策」「生息環境管理」「捕獲対策」の３本柱が鉄則！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○市町村の被害防止計画に基づく対策への支援 

  市町村が作成する被害防止計画に基づき、市町村の鳥獣被害対策実施隊等が実施する

基本の三本柱の活動に対して支援する。 

 

○住民が主体となった農作物被害防止対策 

  野生鳥獣による農作物被害を軽減する

には、地域ぐるみの鳥獣被害対策の体制

づくりが必要であることから、県が専門

家を派遣し『地域が主体となった総合的

な対策への支援』を実施。 

 《令和７(2025)年度実施地区》 

① 戸沢村角川  ② 米沢市万世 

  ③ 川西町玉庭  ④ 鶴岡市谷定 
 
○被害防止対策推進のための人材育成 

野生鳥獣による農作物被害を軽減するため、地域住民に鳥獣被害防止対策を指導でき

る人材を育成する「鳥獣被害対策指導者養成研修会」を県が開催。 

【座学】 

・鳥獣被害対策概論 

・鳥獣ごとの生態や被害とその対策① 

（クマ、イノシシの被害防止対策について） 

・鳥獣ごとの生態や被害とその対策② 

（サルの被害防止対策について） 

【実習】 

・侵入防止柵の設置等 

（侵入防止柵の設置、追い払い等） 

・地域ぐるみの対策 

（集落環境点検、地域の合意形成について） 

《被害防除対策》 

 ・侵入防止柵の設置及び管理 

 ・鳥獣の追払い 
 
《生息環境管理》 

 ・農作物残さ等の管理 

 ・放任果樹の伐採 

 ・緩衝帯の整備 
 
《捕獲対策》 

・農地周辺等での鳥獣の捕獲 

 

 １ 被害防除対策 

２ 生息環境管理 

鳥獣被害対策の３本柱 

 ３ 捕獲対策 

小学校での研修 地域で設置研修 
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第  Ⅰ  部 

 

 

山形県の農林水産業を取り巻く諸情勢 

 

 



 



  

１ 我が国の農林水産業の情勢 

（１）我が国の農林水産業・農山漁村の動向 

【農家数の動向】 

○ 総農家数は減少傾向で推移しており、令和２(2020)年２月現在では174万７千戸と、平成

27(2015)年から18.9％減少している。 

○ 販売農家数（経営耕地面積 30ａ以上又は農産物販売金額 50 万円以上）は、令和２(2020)

年で 102 万８千戸と、平成 27(2015)年から 22.7％減少している。この減少幅は総農家数の

減少幅を上回っており、総農家数に占める販売農家数の割合は、平成 27(2015)年の 61.7％

から58.8％に低下している。 

○ 主副業別（主業経営体※1、準主業経営体※2、副業的経営体※3）にみると、主業経営体、準

主業経営体は平成27(2015)年からそれぞれ20.9％、44.8％減少している。  

 

 

 

 

 

 

【農業経営体数の動向】 

○ 農業経営体が令和２(2020)年と比べ23.0％減少する中、法人経営体数は6.5％増加してい

る。 

○ 個人経営体は減少傾向が続き、令和２(2020)年から23.9％減少している。 

　経営体数（全国）の推移 （単位：千経営体、％）

法人経営体
H22年 （Ａ） 1,679 1,644 36 22
H27年 （Ｂ） 1,377 1,340 37 27
R2年 （Ｃ） 1,076 1,037 38 31
R7年（概数値） （Ｄ） 828 789 39 33
対R2比　（Ｄ－Ｃ）/Ｃ ▲ 23.0 ▲ 23.9 2.6 6.5

資料：農林水産省「農林業センサス」

農業経営体
個人経営体 団体経営体

 

【基幹的農業従事者数の動向】 

○ 基幹的農業従事者（主として農業に従事している者）の人数は減少傾向で推移しており、

令和７(2025)年は102万1千人となっている。 

○ このうち、高齢者（65歳以上）の人数は71万人で全体の69.5％となっている。 

　基幹的農業従事者数（全国）に占める高齢者数（65歳以上）の推移 （単位：千人、％）

H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2(※） R6 R7(概数値)

基幹的農業従事者数 2,927 2,560 2,400 2,241 2,051 1,754 1,363 1,114 1,021
高齢者数 783 1,018 1,228 1,287 1,253 1,132 949 799 710
高齢者の割合 26.8 39.8 51.2 57.4 61.1 64.5 69.6 71.7 69.5

資料：農林水産省「農林業センサス」（R7は概数値）、「農業構造動態調査」

※ 2020年農林業センサスで調査区分が変更されたため、H27以前と単純比較はできない。  
 

※
１ 主業経営体  農業所得が主(農家所得の50％以上が農業所得)で、1年間に60日以上自営農業に従事している65歳未満の世帯員がいる個人経営体 

※
２ 準主業経営体 農外所得が主(農家所得の50％未満が農業所得)で、1年間に60日以上自営農業に従事している65歳未満の世帯員がいる個人経営体 

※
３ 副業的経営体 1年間に60日以上自営農業に従事している65歳未満の世帯員がいない個人経営体 

　農家戸数（全国）の推移 （単位：千戸、％）

対H27比
総農家数 （Ａ） 3,835 3,444 3,120 2,848 2,528 2,155 1,747 ▲ 18.9
販売農家数 （Ｂ） 2,970 2,652 2,337 1,963 1,632 1,330 1,028 ▲ 22.7
主業経営体 820 678 500 429 360 292(※) 231(※) ▲ 20.9
準主業経営体 954 695 599 443 389 259(※) 143(※) ▲ 44.8
副業的経営体 1,196 1,279 1,237 1,091 883 790(※) 664(※) ▲ 15.9

Ｂ／Ａ 77.4 77.0 74.9 68.9 64.6 61.7 58.8
資料：農林水産省「農林業センサス」

※ 2020年農林業センサスで調査区分が変更されたため、H22以前と単純比較はできない。

R2H2 H7 H12 H17 H27H22
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【農業産出額等の動向】  

○ 令和６(2024)年の農業総産出額（全国推計値）は 10 兆 7,801 億円で、平成８(1996)年以

来28年ぶりに10兆円台となった。 

○ 農産物価格の動向を「農産物価格指数（令和２(2020)年＝100）」でみると、令和６

(2024)年は、米が前年に比べ 24.3 ポイント上昇したことなどにより、総合で 8.7 ポイント

上昇し、117.3となっている。 

 ○ また、農業生産資材価格の動向を「農業生産資材価格指数（令和２(2020)年＝100）」で

みると、令和６(2024)年は、前年に比べ0.7ポイント下落し、120.6となっている。 

　農業総産出額（全国推計値）の推移 （単位：億円）

米 野菜 果実 花き 畜産 その他
Ｓ55年 102,625 30,781 19,037 6,916 1,719 32,187 11,985

Ｓ59年(最大) 117,171 39,300 19,718 9,428 2,070 32,897 13,758
Ｓ60年 116,295 38,299 21,104 9,383 2,302 32,531 12,676
Ｈ２年 114,927 31,959 25,880 10,451 3,845 31,303 11,489
Ｈ７年 104,498 31,861 23,978 9,140 4,360 25,204 9,955
Ｈ12年 91,295 23,210 21,139 8,107 4,466 24,596 9,777
Ｈ17年 85,119 19,469 20,327 7,274 4,043 25,057 8,949
Ｈ22年 81,214 15,517 22,485 7,497 3,512 25,525 6,678
Ｈ27年 87,979 14,994 23,916 7,838 3,529 31,179 6,523
Ｒ２年 89,370 16,431 22,520 8,741 3,080 32,372 6,226
Ｒ６年 107,801 25,524 25,510 10,112 3,423 36,654 6,580

　 資料：農林水産省「農業総産出額及び生産農業所得（全国）」

　注：水田・畑作経営所得安定対策の導入により、平成19年から麦類、大豆、てんさい、原料用ばれいしょの
　　　産出額に含まれていた交付金の一部が、過去の生産実績に対する交付金として経営体に一括して交付
　　　されることとなったため、過年次までの水準と比較する際は注意が必要である。

部門別
総産出額
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　農産物価格指数の推移 令和２年＝100

生乳 肉畜
Ｈ17年 82.2 93.2 79.6 59.7 97.5 77.5 76.3 83.8
Ｈ22年 83.7 87.6 91.6 71.3 96.0 77.3 83.2 80.4
Ｈ27年 90.1 77.6 101.1 75.1 98.9 98.0 94.3 103.0
Ｈ29年 97.7 95.0 101.8 83.1 100.4 104.1 97.1 104.9
Ｈ30年 100.7 101.2 108.8 86.0 102.7 101.7 97.7 99.2
Ｒ１年 98.5 101.7 95.9 87.5 107.9 102.2 99.5 99.8
Ｒ２年 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ｒ３年 100.8 88.6 96.7 100.9 107.8 105.6 99.4 102.5
Ｒ４年 102.2 82.0 106.2 101.4 117.2 105.3 99.9 106.7
Ｒ５年 108.6 90.2 113.3 105.3 119.1 113.4 109.9 108.6
Ｒ６年 117.3 114.5 127.7 124.9 126.1 110.6 117.0 111.9

　 資料：農林水産省「農業物価統計調査」

農産物
総合

品　　目　　別

畜産物花き果実野菜米

 
 

　農業生産資材価格指数の推移 令和２年＝100

農業生産

資材 種苗・ 畜産用 肥料 飼料 農業 諸材料 光熱 農機具 自動 建築 農用 賃借

(総合) 苗木 動物 薬剤 動力 車等 資材 被服 料等

Ｈ17年 80.8 84.7 71.3 69.4 70.8 86.5 80.3 83.0 91.2 90.5 78.1 81.9 89.7
Ｈ22年 88.8 86.6 63.4 92.0 82.0 95.4 88.8 94.0 95.6 91.9 83.8 83.4 92.5
Ｈ27年 98.2 94.8 94.0 101.2 102.1 97.8 92.9 100.9 97.7 96.4 94.3 92.8 96.3
Ｈ29年 97.1 95.8 113.9 93.8 94.4 97.2 92.6 96.6 97.9 96.5 95.5 95.1 96.6
Ｈ30年 98.9 96.2 111.2 95.4 98.2 97.2 93.7 108.0 97.9 96.9 96.5 95.4 97.1
Ｒ１年 100.1 97.4 111.5 99.2 99.4 98.2 96.9 107.8 98.4 98.1 98.4 96.8 97.9
Ｒ２年 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ｒ３年 106.7 101.5 105.9 102.7 115.6 100.2 100.1 112.3 99.9 100.4 113.0 100.3 100.8
Ｒ４年 116.6 104.0 96.2 130.8 138.0 102.9 103.3 127.3 100.9 101.0 133.3 103.0 102.3
Ｒ５年 121.3 106.8 88.3 147.0 145.7 112.9 112.3 126.9 105.0 102.2 137.2 110.0 105.0
Ｒ６年 120.6 109.6 86.8 136.9 140.5 114.8 116.9 130.0 108.3 104.2 137.0 114.0 107.8

　 資料：農林水産省「農業物価統計調査」

類　　　　別

 
 

【農業所得の動向】 

○ 令和６(2024)年の全国の農業個人経営体１経営体当たりの農業粗収益は 1,369 万９千円

であった。また、農業経営費は 1,201 万３千円で、農業粗収益から農業経営費を差し引い

た農業所得は168万６千円となった。 

　農家経済の動向（農業経営体１経営体当たり平均） （単位：千円）

農業所得 1,236 1,254 982 1,142 1,686

農 業 粗 収 益 9,922 10,769 11,656 12,479 13,699

農 業 経 営 費 8,686 9,515 10,674 11,337 12,013

農業所得率 12.5 % 11.6 % 8.4 % 9.2 % 12.3 %

  資料：農林水産省「農業経営統計調査 営農類型別経営統計」

Ｒ２ Ｒ６Ｒ４Ｒ３ Ｒ５

 

-15-



  

【林業・木材産業の動向】 

○ 我が国の林業は、採算性の悪化や森林所有者の施業意欲の低下等、多くの課題を抱えてい

る。 

○ 林業産出額は昭和 55(1980)年をピークに減少傾向にあったが、平成 22(2010)年以降は微

増傾向にあり、令和５(2023)年は 5,560 億円で、昭和 55(1980)年の 48.0％の水準となった。 

○ 生産林業所得も昭和 55(1980)年をピークに減少傾向にあったが、平成 27(2015)年以降は

微増傾向で推移しており、令和５(2023)年は 3,148 億円で、昭和 55(1980)年の 36.8％の水

準となった。 

〇 また、国内の木材生産産出額、木材生産量はともに近年上昇傾向となっていたが、令和５

(2023)年度は新規住宅着工件数の減少等により減少した。 
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【水産業の動向】 

○ 我が国の漁業・漁村は、水産資源の減少や高齢化・担い手不足の進行など様々な課題を抱

えている。 

○ 令和５(2023)年の漁業経営体数は 65,662 経営体で、前回（平成30(2018)年）調査に比べ

13,405経営体（17.0％）減少した。 

○ 海面漁業産出額は昭和57(1982)年をピークに減少したが、令和２(2020)年以降は増加傾

向にある。令和５(2023)年は１兆6,578億円で昭和57(1982)年の55.3％の水準となった。 
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【農林水産物・食品の輸出状況】 

○ 令和６(2024)年の我が国の農林水産物・食品の輸出額は１兆4,092 億円となり、このうち

農産物※1の輸出額は 9,816 億円（前年比 8.4％増）となった。野菜・果実等の品目別にみる

と、りんご・ぶどう・いちご・かんしょ・ながいもの輸出額が多い。 

○ 輸出先でみると、１位米国、２位香港、３位台湾、４位中国、５位韓国であり、東アジア

への輸出が約５割となり、我が国の重要な輸出市場となっている。 

○ 政府は、令和２(2020)年に「食料・農業・農村基本計画」（令和２(2020)年３月）及び

「経済財政運営と改革の基本方針 2020」・「成長戦略フォローアップ」（令和２(2020)年７

月）において、2025 年までに２兆円、2030 年までに５兆円という輸出額目標を設定した。

この目標を実現するために、「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」（最終改訂：令和７

(2025)年５月）を策定し、海外市場で求められるスペック（量・価格・品質・規格）の産品

を専門的・継続的に生産・販売する（＝「マーケットイン」）体制の整備を進め、農林水産

業者の利益の拡大を図るとともに、輸出の拡大を推進して「海外から稼ぐ力」を強化してい

くこととしている。 

 

農産物の輸出額の推移  (単位：億円) 

 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

輸出額 4,431 4,593 4,966 5,661 5,878 6,552 8,041 8,862 9,058 9,816 

 
対前年
増加率 

24.1 3.7 8.1 14.0 3.8 11.5 22.7 10.2 2.2 8.4 

 

 

 

 
※
１ 農産物 農林水産省の輸出入統計の農産物には、畜産品、穀物、野菜・果実、その他農産物のほか、加工食品（アルコール飲料、調味料、菓子等）

を含む。 
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（２）令和７(2025)年度における政府の動向 

【新たな食料・農業・農村基本計画の策定について】 

  農政の基本理念や政策の方向性を示す「食料・農業・農村基本法」（以下「基本法」とい

う。）が令和６(2024)年に改正され、改正基本法の基本理念に基づく、初の食料・農業・農村

基本計画（以下「基本計画」という。）が令和７(2025)年４月11日に閣議決定された。新たな

計画の主なポイントは以下のとおり。 

① 基本計画の概要 

・ 基本計画は、改正基本法の理念に基づき、施策の方向性を具体化するもの。 

・ 初動５年間で農業の構造転換を集中的に推し進めるため、計画期間を５年としている。 

② 食料、農業及び農村に関する施策についての基本的な方針 

・ 「我が国の食料供給」、「輸出の促進（輸出拡大等による「海外から稼ぐ力」の強化）」、

「国民一人一人の食料安全保障・持続的な食料システム」、「環境と調和のとれた食料シ

ステムの確立・多面的機能の発揮」、「農村の振興」のテーマごとの基本的方針を規定。 

   ア）我が国の食料供給 

     農地総量の確保、サスティナブルな農業構造の構築、生産性の抜本的な向上などにより、

「食料自給力」を確保するための方針を規定。 

    ・ 水田政策を令和９(2027)年度から根本的に見直し、水田を対象として支援する水田活

用の直接支払交付金を作物ごとの生産性向上等への支援へと転換 

    ・ コメ輸出の更なる拡大に向け、低コストで生産できる輸出向け産地を新たに育成する

とともに、海外における需要拡大を推進 

    ・ 規模の大小や個人・法人などの経営形態にかかわらず、農業で生計を立てる担い手を

育成・確保し、農地・水を確保するとともに、地域計画に基づき、担い手への農地の集

積・集約化を推進 

    ・ サスティナブルな農業構造の構築のため、親元就農や雇用就農の促進により、49 歳

以下の担い手を確保 

    ・ 生産コストの低減を図るため、農地の大区画化、情報通信環境の整備、スマート農業

技術の導入・ＤＸの推進や農業支援サービス事業者の育成、品種の育成、共同利用施設

等の再編集約・合理化等を推進 

    ・ 生産資材の安定的な供給を確保するため、国内資源の肥料利用拡大、化学肥料の原料

備蓄、主な穀物の国産種子自給、国産飼料への転換を推進 

   イ）輸出の促進 

     輸出拡大等により「海外から稼ぐ力」を強化するための方針を規定。 

    ・ マーケットイン・マーケットメイクの観点からの新たな輸出先の開拓、輸出産地の育

成、国内外一貫したサプライチェーンの構築を推進 

    ・ 食品産業の海外展開及びインバウンドによる食関連消費の拡大による輸出拡大との相

乗効果の発揮 

   ウ）国民一人一人の食料安全保障・持続的な食料システム 

食料システムの関係者の連携を通じた「国民一人一人の食料安全保障」を確保するため

の方針を規定。 
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    ・ 原材料調達の安定化、環境・人権・栄養への配慮等食品等の持続的な供給のための取

組を促進 

    ・ コストの明確化、消費者理解の醸成等を通じた食料システム全体での合理的な費用を

考慮した価格形成の推進 

    ・ ラストワンマイル物流の確保、未利用食品の出し手・受け手のマッチング、フードバ

ンク等の食料受入・提供機能の強化等を実施 

   エ）環境と調和のとれた食料システムの確立・多面的機能の発揮 

「食料システム全体で環境負荷の低減」を図りつつ、多面的機能を発揮するための方針を

規定。 

・ ＧＸに取り組む民間活力を取り込み、脱炭素化、生産性向上、地域経済の活性化を同

時に実現する「みどりＧＸ推進プラン(仮称) 」、新たな環境直接支払交付金やクロスコ

ンプライアンスの実施を通じ、環境負荷低減の取組を促進 

・ バイオマス・再生可能エネルギー利用等の農林漁業循環経済の取組を促進 

・ 多様な者の参画等を得つつ、共同活動を行う組織の体制の強化により農業生産活動の

継続を通じた多面的機能の発揮を促進 

   オ）農村の振興 

     「総合的な農村振興」、「きめ細かな中山間地域等の振興」を行うための方針を規定。 

    ・ 所得向上や雇用創出のため、農泊や農福連携等、地域資源をフル活用し付加価値のあ

る内発型新事業を創出 

    ・ 生活の利便性確保のため、自家用有償旅客運送等の移動手段の確保等の生活インフラ

等を確保 

    ・ 中山間地域等の振興のため、農村ＲＭＯの立上げや活動充実の後押しによる集落機能

の維持、地域課題に対応したスマート農業技術の開発・導入、地域の特色を活かした農

業で稼ぐための取組を支援 

 【土地改良法の改正について】 

   〇 令和７(2025)年３月 31 日に「土地改良法等の一部を改正する法律」が成立、公布され、

４月１日に施行。 

   〇 農業者の申請によらず、国又は都道府県の発意により、基幹的な農業水利施設（頭首工、

用水機場等）の更新事業を実施できる制度の創設等を規定。 

   〇 農地中間管理機構関連事業※を拡充し、都道府県に加え市町村を事業実施主体に追加。 

     ※農地中間管理機構が賃借権等を有する農用地を対象とする、農業者の費用負担によら

ない土地改良事業 

 【森林経営管理法の改正について】 

   〇 令和７(2025)年５月23日に「森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律」が成

立し、５月30日に公布され、令和８(2026)年４月１日に施行予定。 

   〇 地域の関係者で協議し、森林の将来像を定める「集約化構想」を市町村が策定すること

や、所有権を含む森林の経営管理のための権利を、出し手である所有者から、受け手とな

る林業経営体に迅速に設定又は移転できる仕組みを規定。 
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２ 山形県の農林水産業の概況 

（１）農業関係 

① 山形県農業の特徴と産出額・生産農業所得 

（本県は米や果実の生産量が全国上位を占める主要な農業県） 

○ 本県では、豊かな自然条件などを活かし、米や果実をはじめ野菜、花き、畜産など、多彩

で良質な農畜産物を生産している。 

○ 品目ごとの収穫量（令和６(2024)年）をみると、米が全国第６位、果実ではさくらんぼ、

西洋なしが第１位のほか、ぶどう、りんご、もも、すもも、かきが全国10位以内に位置し、

野菜ではすいかが第３位、メロンが第４位、えだまめが第６位となっている。 

 
（農業産出額は、米の取引価格の上昇等で増加） 

○ 令和６(2024)年の農業産出額は3,025億円で、前年に比べ584億円（23.9％）と大幅に増加

し、平成６(1994)年以来30年ぶりに3,000億円を超えた。これは、米の産出額増加が主な要

因となっている。 

○ 本県の農業産出額は、昭和60(1985)年の3,358億円をピークに減少傾向が続いていたが、

平成27(2015)年から増加傾向にある。ピーク時から減少した要因としては、米（592億円減、

31.1％減）や畜産（111億円減、20.1％減）の減少によるところが大きい。 

○ 令和６(2024)年の園芸作物の産出額は1,258億円※で、前年に比べて13億円（1.0％）増加

した。これは、野菜（18億円増、4.3％増）の増加によるところが大きい。 

 ※ 園芸作物の産出額は、果実、野菜、花き、いも類、工芸作物、種苗・苗木・その他の合計値とし県独自に集計。 

 

主要農作物収穫量及び全国順位（令和６年）
品目名 品目名 品目名

米 354,500 ｔ（6位） りんご 32,700 ｔ（4位） すいか 29,600 ｔ（3位）
さくらんぼ 8,310 ｔ（1位） もも 10,300 ｔ（4位） メロン 9,020 ｔ（4位）
西洋なし 17,800 ｔ（1位） すもも 2,180 ｔ（3位） えだまめ 3,700 ｔ（6位）
ぶどう 14,000 ｔ（4位） かき 6,480 ｔ（9位）

　資料：農林水産省「作物統計」

収穫量(全国順位) 収穫量(全国順位) 収穫量(全国順位)
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（本県の農業産出額は東北で３番目、品目別では米、果実が全国上位に） 

○ 本県の令和６(2024)年の農業産出額（3,025億円）は、全国の農業産出額10兆7,801億円の

2.8％を占め、産出額の順位は全国第13位となっている。品目別では、米は1,311億円で第６

位、果実は738億円で第５位、野菜は436億円で第21位、花きは70億円で第16位、畜産は440

億円で第23位となっている。東北における順位では、米が第３位のほか、園芸部門でも果実、

花きが第２位と上位にある。一方、畜産は第５位で、上位県との差も大きい。 

○ 本県の農業産出額構成比をみると、米（43.3％）が最も高く、次いで果実（24.4％）、畜

産（14.5％）、野菜（14.4％）となっている。東北各県ごとの割合を見ると、青森県では果

実と畜産が、岩手県では畜産が、宮城県、秋田県、福島県では米がそれぞれ高くなっている。 

 

   

農業産出額（他県との比較）

◆令和６年 （単位：億円、％）

産出額
対前年

増減率
産出額

対前年

増減率
産出額

対前年

増減率
産出額

対前年

増減率
産出額

対前年

増減率
産出額

対前年

増減率
産出額

対前年

増減率

米 25,524 67.1 1,311 77.4 955 86.9 873 65.7 1,309 79.1 1,652 76.1 1,324 92.7

(6位) (10位) (11位) (7位) (3位) (5位)

果実 10,112 5.4 738 △ 0.7 1,233 12.5 141 11.9 25 31.6 98 21.0 352 11.0

(5位) (1位) (17位) (43位) (23位) (9位)

野菜 25,510 9.8 436 4.3 762 10.9 294 15.3 321 17.2 322 8.1 541 12.7

(21位) (11位) (31位) (27位) (26位) (17位)

花き 3,423 △ 2.8 70 0.0 18 △ 5.3 44 0.0 26 4.0 25 0.0 79 △ 4.8

(16位) (41位) (25位) (37位) (38位) (12位)

畜産 36,654 △ 2.8 440 △ 0.2 1,083 △ 0.6 1,864 △ 5.6 774 △ 7.1 438 6.6 510 △ 5.9

(23位) (10位) (4位) (13位) (24位) (19位)

その他 6,578 - 30 - 68 - 53 - 39 - 37 - 68 -

農業産出額 107,801 12.8 3,025 23.9 4,119 18.8 3,269 9.9 2,494 29.6 2,572 44.6 2,874 32.9

(13位) (5位) (10位) (17位) (16位) (14位)

　(　)内は全国順位

　 資料：農林水産省「令和６年農業産出額及び生産農業所得（都道府県別）」

宮城県 秋田県 福島県全　国 山形県 青森県 岩手県
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〇 本県の令和６(2024)年の生産農業所得（農業産出額から経費を控除し、農業所得を補てん

する交付金等を加えたもの）は、全国第11位、東北第２位となっている。 
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農業産出額構成比の他県との比較（令和６年）

その他

畜産

花き

野菜

果実

米

資料 農林水産省「令和６年農業産出額及び生産農業所得（都道府県別）」 
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野　菜 果　実 花　き 肉用牛 乳用牛 豚 鶏

山形市 1,106 325 742 259 424 56 28 18 8 x 0

上山市 777 87 629 20 608 x 33 0 33 - 0

天童市 1,819 147 1,512 73 1,423 14 147 84 17 x 30

山辺町 429 44 105 9 96 x 262 0 2 x -

中山町 230 53 154 13 141 x 18 5 9 - 4

4,361 656 3,142 374 2,692 70 488 107 69 0 34

寒河江市 1,012 124 818 90 699 28 62 36 15 - 10

河北町 588 124 432 95 319 17 25 19 6 - -

西川町 68 17 25 8 14 3 25 24 - - 0

朝日町 385 40 293 8 285 x 43 21 12 x -

大江町 239 35 201 45 152 4 2 - 2 - 0

2,292 340 1,769 246 1,469 52 157 100 35 0 10

村山市 863 220 579 259 319 x 38 29 8 0 -

東根市 2,020 125 1,622 45 1,576 x 201 169 8 x 5

尾花沢市 1,128 288 461 429 5 25 369 356 3 - 9

大石田町 268 114 142 125 17 x 7 2 4 - 0

4,279 747 2,804 858 1,917 25 615 556 23 0 14

10,932 1,743 7,715 1,478 6,078 147 1,260 763 127 0 58

新庄市 616 366 160 136 5 18 85 27 48 x 7

金山町 217 107 64 60 1 2 46 3 - x 0

最上町 452 127 113 87 5 21 209 204 4 - 1

舟形町 152 94 46 41 4 1 9 2 7 - 0

真室川町 254 107 100 95 5 0 46 34 12 - 0

大蔵村 149 54 76 67 1 8 15 1 8 x -

鮭川村 344 126 74 50 3 21 142 1 - x 100

戸沢村 142 93 19 19 0 x 17 1 - x -

2,326 1,074 652 555 24 71 569 273 79 0 108

米沢市 794 275 165 83 79 x 314 96 179 x 0

南陽市 932 141 478 61 408 9 310 37 87 185 1

高畠町 843 241 487 50 432 2 109 13 90 x 0

川西町 651 366 118 90 27 x 144 60 12 x 72

3,220 1,023 1,248 284 946 11 877 206 368 185 73

長井市 425 210 112 79 31 x 87 37 29 x 1

小国町 105 45 43 43 0 x 14 13 1 - 0

白鷹町 421 85 132 96 35 x 194 24 125 x 1

飯豊町 385 143 66 52 3 10 175 115 60 - 0

1,336 483 353 270 69 10 470 189 215 0 2

4,556 1,506 1,601 554 1,015 21 1,347 395 583 185 75

鶴岡市 2,862 1,281 1,222 896 237 78 326 31 4 164 125

三川町 281 196 51 48 1 2 29 7 0 - 22

庄内町 885 487 148 42 3 103 239 10 5 193 30

4,028 1,964 1,421 986 241 183 594 48 9 357 177

酒田市 2,030 870 553 476 69 x 521 45 8 422 46

遊佐町 510 235 149 129 9 10 123 29 1 93 0

2,540 1,105 702 605 78 10 644 74 9 515 46

6,568 3,069 2,123 1,591 319 193 1,238 122 18 872 223

24,382 7,392 12,091 4,178 7,436 432 4,414 1,553 807 1,057 464

県内市町村の分野別農業産出額（令和５年）

単位：1,000万円

地　　区 市町村名
農　業
産出額
合　計

米

園　　芸 畜　　産

村山

東南
村山

小　　計

西村山

小　　計

北村山

小　　計

合　　計

最上

合　　計

置賜

東南
置賜

小　　計

西置賜

小　　計

合　　計

庄内

鶴岡
田川

小　　計

酒田
飽海

小　　計

合　　計

県全体

　　　※園芸計は、いも類、野菜、果実、花き、工芸作物、その他作物の合計値とし県独自に集計。

　　　※表記については、「０」は単位に満たないもの、「-」は事実無いもの、「×」は個人又は法人の秘密保護のため秘匿としているもの。

【出典】農林水産省「令和５年市町村別農業産出額（推計）」
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② 担い手の動向 

（販売農家数が５年間で17.2％の減少） 

○ 令和２(2020)年の総農家数は39,628戸となっており、平成27(2015)年より6,596戸

(17.2％) 減少している。 

○ このうち販売農家数は26,796戸となっており、５年間で5,559戸(14.3％)減少してい

る。 

総農家数等の推移                          単位：戸  
Ｈ７ Ｈ１２ Ｈ１７ Ｈ２２ Ｈ２７ Ｒ２ 

総農家数 75,090 67,572 61,567 53,477 46,224 39,628 

販売農家数 63,785 56,644 49,013 39,112 32,355 26,796 

 

（農業経営体が５年間で20.1％の減少、法人化した経営体が22.5％の増加） 

○ 農業経営体数でみると、令和７(2025)年は22,578経営体で令和２(2020)年より5,663経

営体（20.1％）減少している。内訳をみると、個人経営体が5,657（20.8％）、団体経営体

が６（0.8％）減少している。 

○ 法人経営体は767で、令和２(2020)年より22.5％増加しており、全国の7.9％増よりも高

い伸びを見せている。内訳では農事組合法人が23、株式会社等の会社が116増加してい

る。 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

農業経営体数の比較（経営耕地面積・農産物販売金額) 単位：経営体

合計 経営耕地なし 0.5ha未満 0.5～3.0ha 3.0～5.0ha 5.0～10.0ha 10.0ha以上

R7（概数値） 22,578   231      3,444    11,045   2,973    2,818    2,067    

R2 28,241   378      4,152    14,797   3,704    3,361    1,849    

R7/R2(%) ▲ 20.1 ▲ 38.9 ▲ 17.1 ▲ 25.4 ▲ 19.7 ▲ 16.2 11.8

合計 販売なし 50万円未満 50～100万円 100～500万円 500～1,000万円 1,000万円以上

R7（概数値） 22,578     515        2,769      2,862      8,953      3,754      3,725      

R2 28,241     780        3,583      3,915      11,981     4,540      3,442      

R7/R2(%) ▲ 20.1 ▲ 34.0 ▲ 22.7 ▲ 26.9 ▲ 25.3 ▲ 17.3 8.2

経営耕地面積規模別経営体数

農産物販売金額別経営体数

資料：農林水産省「農林業センサス」 

資料：農林水産省「農林業センサス」 
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資料：農林水産省「農林業センサス」 
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（基幹的農業従事者（個人経営体）における高齢者の割合が上昇） 

○ 農業経営体のうち個人経営体の基幹的農業従事者（仕事が主で、主に自営農業に従事した

世帯員）は令和７(2025)年が30,109人となり、前回（令和２(2020)年）に比べ8,925人、

22.9％減少した。 

○ 年齢別では、65歳以上が21,362人で全体の70.9％を占め、高齢化の進行が顕著である。

(64歳以下は8,747人で29.1％) 

○ 平均年齢は、前回の67.0歳から67.5歳となった。  

 
 

注：平成22年までは、販売農家の基幹的農業従事者数 

平成27年、令和２年、令和７年は、個人経営体（非法人の家族経営）の基幹的農業従事者数 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢別基幹的農業従事者（個人経営） 単位：人

15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～64歳 計（64歳以下）

R7（概数値） 10 329 1,075 2,271 2,469 2,593 8,747

R2 6 447 1,485 2,167 3,617 4,667 12,389

R7/R2(%) 66.7 ▲ 26.4 ▲ 27.6 4.8 ▲ 31.7 ▲ 44.4 ▲ 29.4

65～69歳 70～79歳 80～84歳 85歳以上 計（65歳以上） 合計 平均年齢（歳）

R7（概数値） 4,798 12,616 2,505 1,443 21,362 30,109 67.5       

R2 8,427 12,546 3,743 1,929 26,645 39,034 67.0       

R7/R2(%) ▲ 43.1 0.6 ▲ 33.1 ▲ 25.2 ▲ 19.8 ▲ 22.9

年齢別基幹的農業従事者数

年齢別基幹的農業従事者数（つづき）

資料：農林水産省「農林業センサス」 

資料：農林水産省「農林業センサス」 
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（認定農業者は減少、認定農業者である法人は増加） 

○ 本県の認定農業者数は、戸別所得補償モデル対策が導入された平成 22(2010)年をピーク

に減少していたが、平成 27(2015)年度から畑作物の直接支払交付金（ゲタ対策）及び米・

畑作物の収入減少影響緩和交付金（ナラシ対策）の対象者が認定農業者、集落営農及び認定

新規就農者に重点化されたことを踏まえ、市町村やＪＡ等と連携し、これら担い手の拡大を

強力に推進した結果、認定農業者は平成 27(2015)年及び平成 28(2016)年で大幅に増加した。 

○ 平成 29(2017)年以降は減少傾向にあり、令和７(2025)年３月末時点で 7,819 経営体とな

っている。 

○ 一方、認定農業者である法人は、近年増加が続いており、令和７(2025)年３月末時点で

713法人となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【認定農業者制度の仕組み】 
 
ポイント１ 

地域の農業経営目標の明確化（基本方針・基本構想） 

○ 農業経営基盤強化促進法に基づき、都道府県、市町村の段階で、農業経営基盤の強化の促 

進に関する基本方針、基本構想を定める（おおむね５年ごとにその後の10年間を期間とす 

る）。 

○ 基本方針・基本構想の中で、「効率的かつ安定的な農業経営の基本的な指標」や「地域農 

業を担う経営体への農地の利用集積の目標」などを定める。 

○ 基本方針は、都道府県段階の指標・目標等を定める。基本構想は、基本方針に即して市町 

村が定めるものであり、それぞれの市町村の特性を踏まえて、より現場の実態を反映した指 

標・目標を定める。 

 

資料：農林水産省「担い手の実態に関する調査」 
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※認定農業者：市町村に農業経営改善計画（５か年）を提出し、認定された者。

認定農業者数の推移

個人 法人

〔人〕

-28-



  

 
ポイント２ 

農業経営改善計画の認定 

○ 農業者が自らの農業経営の改善計画（５年間）を作成し、市町村（複数市町村で営農して

いる場合は県又は国）に申請、その内容が基本構想等に照らして適切であり、達成の見込み

が確実であると判断した場合に認定される。なお、認定を受けてから５年経過した場合、再

度計画を提出して再認定を受けることができる。 

  〔農業経営改善計画の内容〕 

    ・経営の規模拡大（経営耕地、作業受託等） 

    ・生産方式の合理化（機械・施設の導入、農地の利用条件等） 

    ・経営管理の合理化等 

○ 認定を受けた農業者は、スーパーＬ資金等低利資金の融資や税制上の優遇措置、農地の利 

用集積、研修の実施などの支援が受けられる。また、米・畑作物の収入減少影響緩和交付金 

（ナラシ対策）、畑作物の直接支払交付金（ゲタ対策）へ加入することができる。 

 

（農地所有適格法人数は増加） 

○ 平成21(2009)年12月に施行された改正農地法において、農地を利用する者の確保・拡大

を図るため、農業生産法人（現：農地所有適格法人）への出資制限が緩和された。 

○ 平成28(2016)年４月に施行された改正農地法においては、農地を所有できる法人の要件

について見直しが行われ（①役員等のうち１人以上が農作業に従事、②農業者の議決権が総

議決権の２分の１以上）、呼称が「農業生産法人」から「農地所有適格法人」に改められ

た。 

○ 農地法に基づき農地を所有して農業を営むことができる農地所有適格法人は、令和６

(2024)年１月現在で569あり、株式会社を中心に着実に増加している。業種別に見ると、米

麦作が345、果樹が68、そ菜が63などとなっている。 
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（集落営農組織の動向） 

○ 県内の集落営農組織の多くは、平成19(2007)年の水田経営所得安定対策（旧：品目横断

的経営安定対策）の実施に合わせて平成18(2006)年から平成19(2007)年にかけて設立さ

れ、平成21(2009)年度の水田経営所得安定対策に加入した集落営農組織は201組織となっ

た。その後、平成22(2010)年度から始まった戸別所得補償モデル対策の影響等による解散

や、平成26(2014)年度から始まった農地中間管理事業の影響による法人化の進展により、

最多であった平成24(2012)年の481組織から令和７(2025)年には300組織に減少した。 

（新規就農者数は、昭和60(1985)年度調査以降で初の400人超） 

○ 県内の新規就農者は、平成13(2001)年度以降、毎年150人程度で推移してきたが、令和

２(2020)年度以降350人を超えている。令和７(2025)年度調査では405人となり、現在の調

査方法となった昭和60(1985)年度以降で初めて400人を突破した。 

○ その内訳は、新規学卒就農者45人、Ｕターン就農者119人、農外からの新規参入者（新

規学卒就農者を除く）241人となっている。また、雇用就農者が昨年よりも４人増加し、過

去最多となっている。作目別では、野菜を基幹作物とする者が116人と最も多く、次いで水

稲100人、果樹80人となっている。 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

属性別新規就農者の推移 (人) 

資料：農業経営・所得向上推進課（年の区分：前年６月～当年５月） 

自営就農と雇用就農の推移 
(人) 
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（農村地域の人口が減少） 

○ 県人口をＤＩＤ※１と非ＤＩＤの人口に区分すると、非ＤＩＤは減少傾向で推移してお

り、令和２(2020)年は昭和35(1960)年の約６割にまで減少した。また、総人口に占める割合

も減少しており、平成７(1995)年以降は６割を切っている。 

○ 農村地域では、人口の減少や非農家世帯の増加で、農業生産や住民の共同による農業用施

設の管理、生活の助け合い、地域文化の伝承など集落機能の維持が難しくなっている。 

 
（準主業経営体が大きく減少） 

○ 経営体を主副業別にみると、特に準主業経営体※3の減少率が大きく、次いで主業経営体
※2、副業的経営体※4の順となっている。 

 

 
※
１ ＤＩＤ（人口集中地区） 人口密度が4,000人/ｋ㎡以上の基本単位区が市区町村内で互いに隣接して、それらの隣接した地域の人口が5,000人以上を

有する地区 
※
２ 主業経営体 農業所得が主（農家所得の50％以上が農業所得）で、1年間に60日以上自営農業に従事している65歳未満の世帯員がいる個人経営体 

※
３ 準主業経営体 農外所得が主（農家所得の50％未満が農業所得）で、1年間に60日以上自営農業に従事している65歳未満の世帯員がいる個人経営体 

※
４ 副業的経営体 1年間に60日以上自営農業に従事している65歳未満の世帯員がいない個人経営体 
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③ 農地の動向 

（ア）農地の動向 

（耕地面積、作付延べ面積とも減少傾向、耕地利用率はほぼ横ばい） 

○ 本県の耕地面積は、耕作放棄や宅地転用等により減少傾向にあり、令和６(2024)年

は前年に比べて300ha減の113,200haとなった。また、作付延べ面積は、前年に比べ

1,100ha減の102,300haとなった。 

○ 耕地利用率は昨年に比べ0.7ポイント減の90.4％となった。 

 

  

（水田整備率は高い水準） 

〇 本県の水田整備率は、令和５(2023)年３月末時点で79.9％と高い整備水準にある。 
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資料 農林水産省「耕地面積調査」、「作付面積調査」

耕地面積・耕地利用率の推移

耕地面積 作付延べ面積 耕地利用率
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（遊休農地面積は減少傾向で推移） 

○ 令和６(2024)年度の遊休農地面積は、前年度より30ha（2.7％）減少し、1,075haとな

った。 

○ 遊休農地のうち、１号遊休農地※１は1,057ha、２号遊休農地※2は18haとなっている。 

○ 農地法に基づく遊休農地対策として、農業委員会が農地の利用状況及び利用意向の調

査を実施し、農地所有者等が意向どおり取組みを行わない場合、農業委員会は農地所有

者等に対して農地中間管理機構との協議を勧告し、最終的に都道府県知事の裁定によ

り、農地中間管理機構が農地中間管理権※3を取得できるよう措置されている。 

  

 

  

 
※
１ １号遊休農地  現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地 

※
２ ２号遊休農地  農業上の利用の程度が周辺の地域における農地の利用の程度に比べ著しく劣っていると認められる農地 

※
３ 農地中間管理権 農地中間管理事業で貸し付けることを目的として、農地中間管理機構が取得する権利（賃借権や所有権等） 
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（イ）担い手（認定農業者 等）への農地利用集積 

（担い手に対する農地利用集積率は71.9％） 

○ 生産性の高い経営を確立し、本県の農業構造を強化していくためには、農地を担い

手に集積し、効率的な利用を促進することが必要である。また、農地を面的にまとめ

るために「農地中間管理機構」である公益財団法人やまがた農業支援センターによる

農地中間管理事業が実施されている。 
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出典：農林水産省「担い手及びその農地利用の実態に関する調査」等（各年度末（３月末）時点の数値）

○ 担い手の定義

H 7～17：認定農業者、基本構想水準到達者、特定農業団体、今後育成すべき農業者

H19～24：認定農業者、基本構想水準到達者、特定農業団体、一括管理 運営集落営農

H25：認定農業者、基本構想水準到達者、集落営農経営（特定農作業受託地のみ対象）

H26～R6：認定農業者、基本構想水準到達者、集落営農経営（特定農作業受託地のみ対象）、認定新規就農者
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④ 農畜産物の生産状況 

（ア）水稲 

（主力品種「はえぬき」の作付が59.2％、「つや姫」の作付が17.0％） 

 〇 本県の令和６(2024)年産の品種別の作付面積は、主力品種の「はえぬき」が59.2％、

「つや姫」が17.0％、次いで「雪若丸」が9.4％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域別品種別作付面積割合（令和６(2024)年産）（水稲うるち） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山形県 
59,554ha 

村山地域 
13,615ha 

最上地域 
8,285ha 

置賜地域 
12,299ha 

庄内地域 
25,354ha 

※端数処理の関係で計と内訳が 
一致しない場合がある。 

資料：農林水産部「米に関する資料」 
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作付面積（百ha）
収穫量（千t）

はえぬき

59.9%つや姫

12.1%

雪若丸

9.8%

その他

18.2%

はえぬき

59.6%
つや姫

19.0%

雪若丸

8.3%

その他

13.1%

はえぬき

64.1%

つや姫

14.8%

雪若丸

8.6%

その他

12.5%

はえぬき

52.6%
つや姫

18.8%

雪若丸

12.3%

その他

16.3%

はえぬき

59.2%
つや姫

17.0%

雪若丸

9.4%

ひとめぼれ

5.9%

コシヒカリ

3.1%

あきたこまち

1.4%
その他

4.0%

資料：農林水産部「米に関する資料」 
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（イ）果樹 

（令和６(2024)年の果樹の産出額は738億円） 

〇 本県の果樹生産（令和６(2024)年）は、主要果樹の栽培面積が8,709ha、産出額が738

億円となっており、本県農業産出額の24.4％を占めている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

主要な果樹の栽培面積の推移 

資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」 
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資料：農林水産省「生産農業所得統計」 
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億円 主要な果樹産出額の推移 
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（ウ）野菜 

（令和６(2024)年の野菜の産出額は436億円） 

〇 本県の野菜生産（令和６(2024)年）は、主要野菜の作付面積が4,600ha、産出額が436

億円となっており、本県農業産出額の14.4％を占めている。 
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にら、アスパラガスの項目はH16年以降新たに加えた(それ以前のデータはなく、その他に含む)。

資料：農林水産省「生産農業所得統計」 

資料：農林水産省「生産農業所得統計」 
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（エ）花き 

（令和６(2024)年の花きの産出額は70億円） 

〇 本県の花き生産（令和６(2024)年）は、主要花きの作付面積が488ha、産出額が70億

円となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：農林水産省「生産農業所得統計」 

資料：農林水産省「花き生産出荷統計」 
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（オ）豆類 

（令和６(2024)年産の大豆の収穫量は減少） 

〇 令和６(2024)年産の大豆の作付面積、10a当たりの収量、収穫量はいずれも減少してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：農林水産省「作物統計」 
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資料：農林水産省「作物統計」 
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（カ）そば 

（令和６(2024)年産のそばの収穫量は増加） 

〇 令和６(2024)年産のそばの作付面積は増加し、10a当たりの収量は前年並みとなったた

め、収穫量は増加している。 
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資料：農林水産省「作物統計」 

資料：農林水産省「作物統計」 
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（キ）畜産 

（令和６(2024)年の畜産の産出額は440億円） 

〇 令和６(2024)年の畜産の産出額は440億円で、本県農業産出額の14.5％を占めており、

米、果実に次ぐ基幹作目となっている。 
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⑤ 加工と流通 

（令和６(2024)年の産地直売所・農産加工所の販売額は過去最高を更新） 

〇 県内の産地直売所・農産加工所の販売額は順調に増加し、令和６(2024)年は、産地直売所

で145.9億円、農産加工所で41.8億円と過去最高を更新した。 

〇 また、県産農産物の輸出実績は、米の輸出量が増加したこと等から、令和６(2024)年度の

輸出量は3,041トン、輸出額（推計）は1,371百万円となり、いずれも過去最高を更新し

た。 
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県産農産物の輸出実績の推移 

 

 

 

 

 

  

主要品目別の輸出量 （単位：トン） 輸出額 （単位：百万円）

 年度 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ R５ R６ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ R６

計 1,319 1,742 1,908 2,474 3,041 818 867 1,051 1,148 1,371

米 990 1,453 1,369 2,001 2,451 211 298 267 366 539

りんご 101 72 269 221 306 48 42 141 124 177

もも 76 97 139 124 137 71 97 130 113 151

柿 15 3 6 4 27 4 1 2 1 9

西洋なし 11 7 9 7 15 4 3 5 4 9

メロン 7 21 14 12 12 3 9 7 6 7

ぶどう 12 6 3 5 7 24 11 6 11 13

さくらんぼ 2 1 3 2 1 5 5 14 14 4

牛肉 86 79 86 92 85 435 400 476 505 460

豚肉 12 - - - - 11 - - - -

主要輸出先別の輸出量 （単位：トン） 輸出額 （単位：百万円）

 輸出先国 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ R５ R６ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ R６

計 1,319 1,742 1,908 2,474 3,041 818 867 1,051 1,148 1,371

香港 606 1,014 773 850 1,665 304 371 334 314 504

台湾 153 151 358 334 431 373 368 539 575 625

シンガポール 139 127 199 296 261 28 19 38 51 47

カナダ 119 138 168 194 231 26 30 33 39 46

米国 59 106 106 96 101 16 29 30 26 31

欧州 9 19 9 55 100 3 7 2 14 27

マレーシア 33 36 28 26 30 13 14 16 16 13

タイ 9 9 11 16 18 10 4 7 10 13

中国 - 113 169 282 - - 16 20 33 -
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⑥ 農業経営を支える農業団体の動向 

（ア）農業協同組合 

（農業協同組合数の推移） 

○ 県内の農業協同組合（総合農協）数は、令和６(2024)事業年度末で15となっている。 

     県内の農業協同組合数の推移                       （単位：組合） 

  S37 S40 S50 S60 H2 H7 H9 H12 H13 H16 H21 H30 R6 

組合数 224 135 69 67 63 34 26 23 22 19 17 15 15 

資料：農政企画課団体検査指導室  

 

（農協組合員数は減少傾向） 

○ 組合員数は減少傾向にあり、令和６(2024)事業年度末で150,765人となっている。 

○ 正組合員※1数が年々減少している一方、准組合員※2数は増加している。また、正組合員

戸数は、令和６(2024)事業年度末で70,171戸となっており、年々減少している。 

  県内の農業協同組合員数の推移                        （単位：人、戸） 

  H２２ H２７ R２ R３ R４ R５ R６ 

正組合員 106,311 100,002 93,673 92,210 90,426 88,787 86,996 

准組合員 50,008 54,681 59,998 61,364 62,407 63,340 63,769 

計 156,319 154,683 153,671 153,574 152,833 152,127 150,765 

正組合員戸数 85,428 80,973 75,650 74,058 72,826 71,515 70,171 

資料：農政企画課団体検査指導室 

 

（事業総利益は減少、事業管理費は微増） 

○ 令和６(2024)事業年度の総合農協全体の事業総利益は278億9,400万円で、前年度比

1.4％の減少。事業管理費は262億4,100万円で前年度比0.5％の増加となった。 

○ 事業利益は前年度比24.0％減の16億5,300万円となり、経常利益は29.0％減の27億

4,400万円となった。 

○ 当期剰余金は、前年度比24.9％減の19億4,800万円となった。 

農業協同組合の事業収益の推移                       （単位：百万円） 

 資料：農政企画課団体検査指導室 

  

 
※
１ 正組合員 農業者の組合員 

※
２ 准組合員 農業者以外の組合員。総会での議決権がないなど組合の運営に関与できない。 

 

 H３０ R１ R２ R３ R４ R５ R６ 

事業総利益 31,442 30,287 29,180 28,459 28,332 28,286 27,894 

事業管理費 29,258 28,502 27,446 26,637 26,575 26,111 26,241 

事業利益 2,184 1,786 1,734 1,822 1,757 2,174 1,653 

経常利益 3,587 3,615 3,436 3,608 3,378 3,866 2,744 

当期剰余金 1,968 2,280 1,705 1,768 1,777 2,594 1,948 
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 総合農協エリア図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庄内みどり農協

金山農協

新庄市農協

もがみ中央農協

酒田市袖浦農協

余目町農協

鶴岡市農協

庄内たがわ農協
みちのく村山農協

東根市農協

さがえ西村山農協

山形市農協

山形農協

天童市農協

山形おきたま農協

（令和８年２月１日現在） 
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（イ）農業共済組合 

（セーフティネットとしての農業共済・収入保険による補償の実施） 

○ 農業共済組合は、農業保険法に基づき、自然災害等の不慮の事故により農家が受ける損

失を補てんし、農業経営安定を図る農業保険事業（農業共済・収入保険）を行っている。  

○ 令和６(2024)年度は、水稲共済では７月25日の大雨による河川の氾濫により、圃場へ

の土砂の流入等の被害が発生した。 

果樹共済では、春から夏にかけての高温の影響により、結実不良等の被害が発生した。

また、７月25日の大雨による園地への土砂の流入等の被害が発生した。 

畑作物共済では、大豆は７月25日の大雨による被害や９月から10月にかけての日照不

足により減収となった。そばは９月から10月にかけての日照不足により減収となった。 

園芸施設共済では、７月25日の大雨や冬の雪害、２月から３月の風害等により被害が発

生した。 

○ 全体（任意共済を除く）の共済金支払総額は、21億102万円となった。 

○ 令和７(2025)年度は、春の天候不順によりおうとうの結実不良等の被害が生じた。ま

た、夏場の高温・少雨により水稲など様々な品目に被害が発生した。農業共済組合では、

気象災害や各種病虫害等による被害申告に対し、迅速な被害調査を行うとともに、早期の

損害評価を行い、12月末現在で任意共済を除く共済金支払総額は約12億となっている。 

○ 品目の枠にとらわれず、収入の減少を補償する収入保険が令和元年にスタートし、令和

６(2024)年補償では3,377経営体が、令和７(2025)年補償では3,620経営体が加入した。

また、令和６(2024)年補償に対して、令和８(2026)年１月５日時点で326件、７億1180万

円の保険金等が支払われた。県としても引き続き農業共済組合と連携し加入促進を図って

いる。 

農業共済の支払共済金の推移                              （単位：千円）  

年度  
（麦・果樹（収

穫）は年産） 

農作物 
果樹 畑作物 家畜 園芸施設 

計 
（任意共済を除く） 水稲 麦 

R2 193,066 1,165 91,237 159,755 1,403,329 196,697 2,045,249 

R3 68,084 530 368,524 19,849 1,507,245 101,913 2,066,145 

R4 127,100 141 72,592 59,757 1,556,767 70,179 1,886,536 

R5 171,279 11 131,333 64,914 1,386,982 69,273 1,823,792 

R6 476,712 112 69,543 80,654 1,372,669 101,332 2,101,024 

農業共済の共済事業別加入率の推移                            （単位：％） 

年度  
（麦・果樹（収

穫）は年産） 

農作物 果樹 畑作物 家畜 
死廃 

病傷 

園芸 

施設 水稲 麦 収穫 樹体 ホップ 大豆 そば 蚕繭 

R2 77.7 66.2 11.0 3.0 100.0 65.3 32.5 100.0 
75.1 

87.2 
41.4 

R3 71.6 38.0 10.0 2.8 100.0 55.9 32.4 100.0 
75.0 

81.0 
44.5 

R4 64.3 39.2 8.6 2.7 100.0 52.9 24.4 100.0 
72.0 

80.2 
55.4 

R5 57.8 32.6 8.0 2.6 94.2 48.5 22.1 100.0 
67.3 

72.2 
65.3 

R6 54.0 22.3 7.5 2.6 94.1 45.3 21.0 100.0 
66.1 

70.8 
70.9 

資料：農政企画課団体検査指導室 
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0
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1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

収入保険の加入状況の推移

基準収入金額 加入件数

557億1,555万

537億9,893万

484億3,872万

435億697万円 

358億3,366万

266億5,015万

（万円） 
（件） 

資料：農政企画課団体検査指導室 

（17.7%） 

（24.6%） 

（33.2%） 
（36.9%） 

（39.6%） （42.2%） 

※括弧書きの数値は青色申告を行っている農業経営体に対する収入保険の加入割合（加入率）。 
※青色申告を行っている農業経営体は、令和２年農林業センサス（確定価）の青色申告のうち現金主義を除いた値。 
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収入保険の保険金等支払状況の推移

保険金等支払額 支払件数

7億1,180万円 

13億6,201万円 

16億2,225万円 

10億1,586万円 

4億1,286万円 

（万円） （件） 

資料：農政企画課団体検査指導室 
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（ウ）土地改良区 

（山形県土地改良区運営基盤強化基本計画に基づき、土地改良区の運営基盤強化を推進） 

○ 山形県土地改良区運営基盤強化基本計画（令和４(2022)年３月策定）をもとに、土地改

良区が新たな制度の定着を進めながら持続可能な組織運営を確立できるよう、関係機関と

連携協力した県内50土地改良区（令和７(2025)年４月１日現在）に対する支援体制の構

築を推進している。 

（土地改良区の組合員数、管理する面積とも減少傾向で推移） 

○ 土地改良区の組合員数は減少傾向にあり、令和７(2025)年４月１日現在で59,364人と

なっている。 

○ また、土地改良区が管理する面積は、令和７(2025)年４月１日現在で80,201haとなっ

ている。 
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資料：県農村計画課

（土地改良区数） （組合員数）
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土地改良区が管理する面積の推移

土地改良区が管理する面積 耕地面積（ｈａ）

資料：県農村計画課及び農林水産省（農林水産統計）

(１次初年度)  (２次初年度)  (３次初年度)
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（２）林業関係 

① 山形県林業の産出額  

○ 本県の林業産出額は、昭和55(1980)年の164億円をピークに減少傾向にあったが、平成

17(2005)年以降はほぼ横ばいで推移している。令和５(2023)年は木材価格が低下したこと

から前年より約4.8億円（5.5％）少ない82億円となっている。 

○ 本県の林業産出額は全国第21位で、全国の林業産出額5,560億円に占める本県の割合は

1.5％となっている。 

○ 今後は木質バイオマス発電施設の稼働に伴い、県産木材の需要拡大による木材生産の増

加が見込まれる。 

 

 

② 森林面積等の状況  

（年々森林資源が充実） 

〇 本県の森林面積は約67万haで、うち民有林は約47％となっており、国有林の占める割

合が多くなっている。 

〇 森林の蓄積が増加傾向にあり、年々森林資源が充実している。 
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資料 農林水産省「林業産出額」

林業産出額の推移（山形県）

木材生産 薪炭生産

栽培きのこ類生産 林野副産物採取
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（民有林造林面積は近年増加傾向）  

〇 令和５(2023)年の民有林造林面積は157haで前年比11ha（7.5%）増加した。平成

28(2016)年までは造林面積は減少傾向にあったが、平成29(2017)年度以降、増加傾向が続

いている。 
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（民有林間伐実施面積は減少傾向）  

〇 令和５(2023)年の民有林間伐実施面積は2,308haで前年比440ha（23.6%）増加した。平

成22(2010)年をピークに減少傾向となっている。 
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資料：「山形県林業統計」
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資料：「山形県林業統計」
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（素材入荷量はほぼ100%国産材が占める）  

〇 令和６(2024)年の素材入荷量は395千㎥と前年比81千㎥（17.0％）の減少となった。 

〇 近年は外材の入荷はほとんどなく、ほぼすべてを国産材が占めている。 

 
 

（素材生産量は増加傾向）  

 ○ 本県の素材生産量は増加傾向にあるものの、令和６(2024)年素材生産量は、前年に比べ

て4.0万㎥減の55.1万㎥となった。 
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資料：農林水産省「木材統計」
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（素材入荷量はほぼ100%国産材が占める）  

〇 令和６(2024)年の素材入荷量は395千㎥と前年比81千㎥（17.0％）の減少となった。 

〇 近年は外材の入荷はほとんどなく、ほぼすべてを国産材が占めている。 

 
 

（素材生産量は増加傾向）  

 ○ 本県の素材生産量は増加傾向にあるものの、令和６(2024)年素材生産量は、前年に比べ

て4.0万㎥減の55.1万㎥となった。 
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資料：農林水産省「木材統計」
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（特用林産物の約９割はきのこ類）  

  ○ 本県の令和５(2023)年特用林産物生産量は、7,779.1tとなった。 

  〇 このうち、９割をきのこ類が占め、山菜類は10％未満。 

 

 

③ 担い手の動向 

（就業者について）  

○ 令和６(2024)年度の林業就業者は、1,169人で前年度から36人の増加となった。 

○ 長期的に減少傾向で推移した後、近年は、1,100～1,200人程度で推移している。 
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特用林産物生産量(令和５年)

資料：農林水産省「特用林産基礎資料」

資料：森林ノミクス推進課 ※林業就業者は森林組合及び林業事業体からの雇用実績から算出 

山形県の林業就業者数 
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（新規就業者について） 

○ 令和６(2024)年度は75人で、前年度と比べ15人増加した。 

○ 新規就業者数は年度により変動しているものの、近年は微増傾向で推移している。 

○ 林業に必要な基本的技術の習得を支援する緑の雇用事業や林業就業希望者を対象とした

就業支援講習の実施などの取組みにより、近年は安定的に新規就業者が確保されている。 

     

 

（林業就業者の年齢構成）  

○ 令和６(2024)年度の高齢化率（65歳以上の割合）は19.5％で全産業平均13.0％（平成

27(2015)年「国勢調査」）と比べると高い率となっている。 

〇 39歳以下の割合は32.6％と長期的に増加傾向で推移しており、若年層の割合が高くなっ

ている。 

〇 若年層における自然や環境への関心の高まりに加え、平成28(2016)年に開学した県立農

林大学校林業経営学科の卒業生の多くが県内の林業事業体に就業していることが若返り

の要因と考えられる。 

 

山形県の林業新規就業者数 

資料：森林ノミクス推進課 

資料：森林ノミクス推進課 

林業就業者の年齢構成 
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④ 森林組合  

（森林組合数の推移）  

○ 県内の森林組合数は、令和６(2024)事業年度末現在で13となっている。 

     県内の森林組合数の推移                         （単位：組合） 

  S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2 R5 R6 

組合数 61 52 35 35 34 28 17 15 13 13 13 13 13 

資料：森林ノミクス推進課  

（組合員数は減少傾向）  

○ 組合員数は減少傾向にあり、令和６(2024)事業年度末で34,947人となっている。 

○ 正組合員※1数が年々減少している一方、准組合員※2数は増加している。 

県内の森林組合員数の推移                            （単位：人） 

  H２２ H２７ R２ R３ R４ Ｒ５ Ｒ６ 

正組合員 36,827 36,171 35,432 35,281 35,169 34,749 34,430 

准組合員 500 492 498 504 511 513 517 

計 37,327 36,663 35,930 35,785 35,680 35,262 34,947 

資料：森林ノミクス推進課 

（事業総損益は減少、事業管理費は微増）  

○ 令和６(2024)事業年度の森林組合全体の事業総損益は13億804万円で、前年度比10.1％

の増加。事業管理費は10億9,224万円で前年度比4.4％の増加となった。 

○ 事業損益は前年度比52.2％増の2億1,580万円となり、当期剰余金は、前年度比7.0％増

の１億8,396万円となった。 

森林組合の事業収益の推移                        （単位：千円） 

  

 

 

 

 

資料：森林ノミクス推進課 

                                

（３）水産業関係 

① 山形県水産業の産出額 

 ○ 本県の漁業産出額（海面漁業）は、昭和60(1985)年以降減少傾向にあり、令和５(2023)

年は17.3億円と昭和60(1985)年比で29.9％となっている。 

  ○ 全国の海面漁業産出額9,510億円に占める本県の割合は0.18％、全国39位で最下位となっ

ている。 

 
※
１ 正組合員 農業者の組合員 

※
２ 准組合員 農業者以外の組合員。総会での議決権がないなど組合の運営に関与できない。 

 

 R１ R２ R３ R４ R５ R６ 

事業総損益 971,829 1,093,848 1,187,597 1,257,572 1,188,266 1,308,039 

事業管理費 988,083 981,889 992,625 1,039,899 1,046,475 1,092,237 

事業損益 △16,254 111,959 194,972 217,673 141,791 215,802 

当期剰余金 △14,849 87,247 210,901 177,143 171,906 183,958 
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○ １人あたりの漁業産出額は令和５(2023)年に5,911千円で全国36位、東北第５位となって

いる。 

 

 

② 漁獲量等の状況 

（漁獲量は減少傾向） 

○ 海面漁業の漁獲量は、漁場環境の変化や漁業経営体の減少等により減少傾向にある。 

○ 内水面漁業についても、河川への人工構造物設置のほか、近年では猛暑や豪雨災害の頻

発等に伴い魚類の生息環境が悪化しており、漁獲量、養殖量ともに減少傾向となってい

る。 

資料 農林水産省「海面漁業生産統計調査」 

漁業産出額（海面漁業）の推移（山形県） 

資料 農林水産省「海面漁業生産統計調査」・「2023年漁業センサス」 

海面漁業者１人あたりの産出額推移（山形県） 
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③ 担い手の動向 

（漁業就業者数は減少傾向で推移） 

○ 2023年漁業センサスによると、令和５(2023)年の本県の漁業就業者（海面）は292人

で、平成30(2018)年に比べ76人減少した。うち男性は286人で、年齢区分別就業者は39

歳以下が38人（構成比13.0％）、40～59歳が66人（同22.6％）、60歳～64歳が23人

（同7.9％）、65歳以上が159人（同54.5％）となっている。なお、近年の新規就業者数

は、数名から20名弱で推移している。 

○ 底びき網漁船や定置網漁船の乗組員の世代交代により、新規就業者が一時的に増加する

海面漁獲量及び内水面漁獲量・養殖生産量の推移（山形県） 

資料 農林水産省「海面漁業生産統計調査」・水産振興課調べ 

主要漁業の漁期

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
漁業種類

　マダラ（1～2） ホッコクアカエビ（5～6） ホッコクアカエビ（9～11）　ハタハタ（11～12）

たい類（7～11）

たい類（4～6）　ぶり類（4～7）

たい類（3～4）　ぶり類（4～7）　めばる類（5～6）
サワラ（10～12）
ぶり類（10～11）

サケ（10～11）
ぶり類（10～11）

あわび（12～4） 　なまこ（4～5）
もずく（6～7）

　イワガキ（7～8）
（備考）カッコ内の数字は、主要魚種の漁期を示したものである。 資料：水産振興課

盛漁期

漁期

底びき網

ごち網

刺し網
　　　　　　　　　　　　　かれい類（2～6） ヒラメ（4～6）

はえなわ サワラ（10～12）
ぶり類（10～11）

いかつり
スルメイカ（5～10）

採貝藻

一本つり

べにずわい

かにかご ベニズワイ（5～10）

定置網
サクラマス（4～5）　ぶり類（4～7）
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ことはあるが、全体的には漁業就業者（海面）の減少と高齢化は今後も続くものと予測さ

れる。 

○ 水産業が食料供給産業として良質の水産物を安定的に供給しつつ、水産業や漁村が持つ

多面的機能を活かしながら、地域の活性化に寄与していくためには、漁業の担い手等の確

保・育成が必要である。 

 

④ 漁業協同組合 

（ア）山形県漁業協同組合 

（組合員数は減少傾向） 

○ 組合員数は減少傾向にあり、令和６(2024)事業年度末で994人となっている。 

○ 正組合員数、准組合員数いずれも減少傾向にある。 

  山形県漁業協同組合員数の推移                            （単位：人） 

  H２２ H２７ R１ R２ R３ R４ Ｒ５ Ｒ６ 

正組合員 652 541 449 428 412 395 388 368 

准組合員 840 795 697 693 674 651 613 626 

合 計 1,492 1,336 1,146 1,121 1,086 1,046 1,001 994 

 

（イ）内水面漁業協同組合 

（組合員数は減少傾向） 

○ 組合員数は減少傾向にあり、令和６(2024)事業年度末で5,337人（17組合合計）となっ

ている。 

内水面漁業協同組合員数の推移                            （単位：人） 

  H２２ H２７ R１ R２ R３ R４ Ｒ５ Ｒ６ 

正組合員 11,564 8,723 6,882 6,526 6,248 5,867 5,421 5,038 

准組合員 434 418 401 362 333 337 319 299 

合 計 11,998 9,141 7,283 6,888 6,581 6,204 5,740 5,337 

組合数 17 

 
 

<漁業就業就業者数の確保> 単位：人

自営漁業・漁業雇われ別 男

計 自営漁業 漁業雇われ 計 39歳以下 40～49 50～59 60～64 65歳以上

H20 600 356 244 563 67 32 88 102 274 37

H25 474 293 181 462 57 42 48 80 235 12

H30 368 254 114 358 51 42 38 44 183 10

R5 292 213 79 286 38 25 41 23 159 6

R5構成比 100.0% 72.9% 27.1% 97.9% 13.0% 8.6% 14.0% 7.9% 54.5% 2.1%

資料：農林水産省「漁業センサス」

年次 女

資料：農林水産省「漁業センサス」 

資料：各年度版「山形県の水産」 

資料：各年度版「山形県の水産」 
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第  Ⅱ  部 

 

第５次農林水産業元気創造戦略 

 

に基づく施策の取組状況 

 



 
 

 



１ 人口減少に対応した生産性の高い農業経営と持続可能な農村の形成 １ 多様な人材

が活躍 

人口減少下においても本県農業を持続可能な産業としていくため、新規就農者のさら

なる確保に加え、担い手に対して生産力や収益性の高い経営の確立を支援するとともに、

働き手の確保や、生産基盤の整備、スマート農業技術に代表される生産性を高める技術

の普及を推進する。  

地域資源と多様な主体の力を活かして持続可能な農村地域の形成を図るとともに、地

域の活性化に向けた取組みを促進する。 

 

（１）産地を担う農業経営体の育成 

○ 新規就農者数は過去最高を更新しているものの、農業人口の減少分を充足できてお

らず、農業分野以外の業種からの参入等も含め、幅広く担い手となる人材を確保する

とともに、定着率向上及び経営発展への誘導を行う必要がある。 

○ 特に果樹については、生産者の減少と高齢化、後継者不足が進行しており、後継者の

いない園地の第三者継承や園地貸借が進んでいない園地の継承を円滑に進める仕組み

づくりが必要である。 

○ 農家や農業就業人口が減少する中で、本県農業を持続的に発展させていくためには、

法人経営体の増加や、企業的な経営を実践する経営体の育成を継続する必要がある。 

○ 農業をめぐる情勢がこれまでにない速度で変化しており、対応できる高度な人材を

育成する必要がある。 

○ 果樹や野菜産地では繁忙期の労働力確保が大きな課題となっており、特にさくらん

ぼでの労働力不足が深刻化している。 

①農業の担い手育成・確保支援 

【方向性】 

○ 意欲ある新規就農者の確保や育成のため、動機づけから就農、定着、経営発展まで

の各段階に応じた支援を行うとともに、地域の実情に応じた受入体制づくりや異業

種からの農業参入、地域農業を支える中小規模農家への支援などを推進 
○ 東北農林専門職大学において、経営感覚と高度で専門的な知識や技術を身に付け

た地域をけん引できる人材を育成 

【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】  

（ⅰ）農業経営に係る優良事例の情報発信の強化 

○ 就農意欲を喚起するため、儲かる農業を実践しているスーパートップランナーに

よる懇談動画や県内で活躍する多様な担い手が農業の魅力を紹介する動画を

YouTube やⅩなどのＳＮＳを活用して広く発信するとともに、首都圏の各種イベント

等で放映した。 

（ⅱ）新規就農者の確保・育成に向けたきめ細かな支援 

○ ぷち農業・農村暮らし体験により短期農業体験・研修を実施した。 
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【農業短期体験の実施（やまがた農業支援センター）】 

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

参加者数（延べ） 54 人 78 人 50 人 40 人 29 人 

○ 首都圏等で開催される就農相談会への参加等、就農ＰＲ活動を実施した。 

【新・農業人フェアへの参加】※R2、R3 はオンライン出展 

年 度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

参加団体数 

（相談件数） 

10 団体 

(50 件) 

28 団体 

( 309 件 ) 

27 団体 

（281 件） 

26 団体 

（439 件） 

30 団体 

（381 件） 

 

○ 新規就農者向けのパンフレットを作成（3,000 部）し、関係機関へ配布するととも

に相談対応等で活用した。 

○ 県内の６つの農業系高等学校の主に２年生を対象に、県内法人への就農を検討す

る上での参考資料を提供した。 

○ 独立・自営就農希望者に対しては、国の「農業次世代人材投資資金(経営開始型)」、

「新規就農者総合対策（就農準備資金、経営開始資金）」や県独自の就農時 50 歳以上

の方を対象とした「独立自営就農者育成研修事業」等を活用し就農準備を支援すると

ともに定着を推進した。 
 

【農業次世代人材投資資金（準備型、経営開始型）、新規就農者総合対策（就農準備資

金、経営開始資金）の利用者（国庫事業）】 

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

利用者数 322 人 332 人 338 人 328 人 303 人 
 

【独立自営就農者育成研修事業の利用者（県単事業）】 

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

利用者数（延べ） 18 人 22 人 30 人 25 人 17 人 
 

【独立就農者定着支援事業の利用者（県単事業）】 

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

定着支援助成金利用者 ４人 ４人 ５人 ５人 ５人 

アドバイザー利用者 ９人 15 人 11 人 14 人 18 人 

 

【農の雇用事業、雇用就農資金の利用者（国庫事業）】 

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

利用者数 67 人 46 人 60 人 49 人 35 人 

 

【雇用就農支援事業の利用者（県単事業）】 

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

利用者数 ７人 ７人 ５人 ４人 ４人 
 

○ 経営継承の入口の支援として、山形県農業経営・就農支援センターに「経営継承相
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談ワンストップ窓口」を開設し、経営継承の専任職員を配置した。県全域を対象とし

た個別相談に加え、関係機関との連携・調整により経営継承を支援している。 

（ⅲ）ＳＮＳ等を活用した新規就農者の獲得 

○ 「儲かる農業」を実践するスーパートップランナーや新規就農者等の活動内容を紹

介するＰＲ動画を YouTube で配信するとともに、新・農業人フェア等の県外イベン

トで放映した。また、Ⅹ等を活用し、新規就農者の獲得に向け、広く本県農業の魅力

を発信した。 

（ⅳ）多様な人材の活躍支援 

○ 首都圏から本県への農業へ参入する企業等を呼び込むため、農林水産省が主催す

る農業参入フェアにおいて、本県の農業の特色などを周知するチラシの配付を行っ

た。 

○ 半農半Ｘ等で新規参入する農業者や地域農業を支える中小規模の農家に対して農

業機械・施設等の導入支援と栽培技術の情報提供及び指導・助言を行った。 

（ⅴ）東北農林専門職大学の運営 

○ 学生の教育と教員の研究活動を推進するとともに、開学２年目における大学運営

を円滑に行った。 

○ ２年次から必修科目となる本学教育の中核である臨地実務実習を初めて実施し、

県内および東北各地の農林業経営体の現場で学生が実践的な実習に取り組んだ。 

○ 令和８(2026)年度の入学者確保に向けて、パンフレット作成・配布、ホームペー

ジ・ＳＮＳ・入試情報サイト等の活用、県内外の高校訪問、バスツアーなど適時適切

な学生募集活動、入学者選抜試験を実施した。 

○ 地域連携事業として、小中高生等の大学視察受入れ、高校探究学習支援のための教

員派遣、フィールド型・聴講型の市民公開講座、各種団体の研修会での教員講演等を

実施した。 

【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

○ 新規就農者の確保・育成のための動機付けから就農までのきめ細かな支援により、

新規就農者は着実に増加している。 

（R3(2021)調査 357 人、R4(2022)調査 358 人、R5(2023)調査 378 人、R6(2024)調査 383

人、R7(2025)調査 405 人） 

○ 令和２(2020)年度から令和６(2024)年度までの調査で把握した新規就農者のうち、

令和７(2025)年２月までに離農した者の割合は 14.0％で、厚生労働省調査による就

職後３年間の新規学卒者の離職率（高卒 38％、大卒 35％）より低い。 
 

【新規就農者の離農状況】 

調査年度 
R4 年度調査 

(H30～R4 年度就農者) 

R5 年度調査 

(H31～R5 年度就農者) 

R6 年度調査 

(R2～R6 年度就農者) 

新規就農者数（人） 1,760 人 1,794 人 1,829 人 

離農者数  （人） 260 人 262 人 256 人 

割  合  （％） 14.8％ 14.6％ 14.0％ 

○ これまで制作した本県農業の魅力を発信するための動画を作物の収穫時期に合わ
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せ発信するなどし、視聴者への見せ方を工夫した。関係機関が有する広報媒体を活用

して情報発信するなど、より多くの方から視聴いただけるよう働きかける。 

○ 東北農林専門職大学では、開学２年目の大学運営を円滑に進めるとともに、入学者

の確保に向け、県内外での知名度の向上を図る取組みを行った。 

○ 引き続き、優れた技術と経営力、国際競争力を身に付け、農業・森林業のリーダー

となる人材の育成と、現場の課題解決・関連産業の振興に向けた研究などを行い、農

業・森林業の持続的発展と地方創生に資するよう、東北農林専門職大学の運営に取り

組むとともに、大学と地域との更なる連携を進めていく必要がある。 

②果樹農業の担い手育成 

【方向性】 

○ 果樹産地における新たな担い手の確保・定着に向け、果樹研修ファームの整備・  

活用による新規就農者の育成を進めるとともに、「樹園地継承データベース」を活

用した離農予定園地の円滑な継承を推進  

○ 新たな担い手の参入に向けて、地域の協議会や農業法人が、老朽化した園地や遊

休農地を団地化し、新植・改植により、生産性の高い園地に再編する「先行投資型

果樹団地」の整備を推進 
【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】 

（ⅰ）農業経営に係る優良事例の情報発信の強化[関連] 

○ 「儲かる農業」を実践するスーパートップランナーや新規就農者等の活動内容を紹

介するＰＲ動画を YouTube で配信するとともに、新・農業人フェア等の県外イベン

トで放映した。また、Ⅹ等を活用し、新規就農者の獲得に向け、広く本県農業の魅力

を発信した。[再掲] 

（ⅱ）新規就農者の確保・育成に向けたきめ細かな支援［関連］ 

○ ぷち農業・農村暮らし体験により短期農業体験・研修を実施した。[再掲] 

○ 首都圏等で開催される就農相談会への参加等、就農ＰＲ活動を実施した。[再掲] 

○ 新規就農者向けのパンフレットを作成（3,000 部）し、関係機関へ配布するととも

に相談対応等で活用した。[再掲] 

（ⅲ）果樹研修ファームの整備・活用による新規就農者の育成 

○ 国庫事業の活用や山形市「さくらんぼトレーニングファーム」検討チームへの支

援により令和８(2026)年４月からの研修生の募集が開始予定。 

（ⅳ）樹園地継承データベースを活用した継承支援 

○ 11月４日、既に公開している朝日町を除く４市（山形市、

鶴岡市、村山市及び東根市）においてそれぞれデータベース

を公開。翌11月５日、５市町の情報をとりまとめた県データ

ベースを公開した。12月現在、16件の農地を公開。 

（ⅴ）新たな担い手の参入に向けた「先行投資型果樹団地」 

  の整備への支援 

○ 総合支庁に配置した果樹産地再生推進員が中心となり、団

地化候補地区の掘り起こし、及びすでに整備を進めている団
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地化計画の進捗管理の支援を行った。 

○ 果樹団地の形成を行う産地に対して、「かがやく果樹産地づくり強化事業」により

園地整備、新植・改植、機械導入への支援を行った。 

【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

○ 新規就農者の確保・育成のための動機付けから就農までのきめ細かな支援により、

新規就農者は着実に増加している。 

○ 果樹研修ファームについて、山形市「さくらんぼトレーニングファーム」の整備は

順調に進んでおり、令和８(2026)年４月から研修生の受入れを開始予定。果樹研修フ

ァームの横展開を促進するため、研修園地の管理主体となり得る者の掘り起こしが必

要。 

○ 樹園地継承データベースについては、参加市町で進め方や公開時期等を共有し、予

定していた時期に公開した。掲載件数の増加に向けて、戸別訪問の実施など、効果的

な取組みが必要。 

○ 先行投資型果樹団地については、新たに２地区で果樹再生戦略計画の承認を行っ

た。 

③農業経営体育成・発展 

【方向性】 

○ 地域農業をけん引する担い手として、生産力・収益性が高く、他産業並みの所得を

確保できる経営の確立、より高い経営力と生産力に加え地域における雇用の創出や

付加価値の拡大をもたらす経営への発展に向けた取組みを支援  

○ 労働環境の改善、女性の経営参画や農福連携等、先導的な農業経営を実践する優良

経営体を育成 

【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】 

（ⅰ）認定農業者の活動支援 

○ 農業経営力向上に関する研修会を山形県認定農業者協議会と共催で開催した。 
（ⅱ）農業経営の法人化 

○ 税理士等の専門家派遣と各総合支庁に設置した「農業経営・就農支援チーム･実

践チーム」により、法人化支援を実施した。 

○ 法人化等のメリットを理解するための「法人化入門・経営力向上研修相談会」及

び法人化経営のノウハウ等を習得するための「法人化実践研修相談会」を開催し

た。 

（ⅲ）地域農業をけん引する担い手の育成支援 

○ 税理士等の専門家を派遣し、法人化や経営改善、経営発展に向けたビジネスプラ

ンの策定等を支援した（派遣回数 延べ24回 12月末現在）。 

○ 山形県農業経営・就農支援センターの地域組織として、各総合支庁に「農業経営

・就農支援チーム・実践チーム」を設置し、研修会の開催や発展段階に応じた伴走

支援により、トップランナー等の育成を図ったほか、農業経営・就農支援戦略会議

において、支援対象者の決定や各地域の取組み等の情報交換を行った。 

○ 農業者が営農しながら体系的に経営を学ぶ場として「やまがた農業ビジネス塾」
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を開催し、優れた農業経営を展開する経営体の育成を図った（受講者12人）。 

（ⅳ）先導的な農業経営を実践する優良経営体の育成支援 

○ 社会保険労務士等の専門家派遣により、労働環境改善等の向上のための支援を実 

施した。 

〇 デジタル技術を活用した経営分析力の向上を推進するため、デジタル営農管理ツ

ールに係る研修・指導を「デジタル経営塾」として各農業技術普及課単位で実施し

た。 

○ 県事業である「未来を育む担い手育成支援事業」において女性の経営力向上に関

する研修会の開催支援を行った。 

（ⅴ）農作業中の事故防止に向けた啓発 

○ 事故が多発する時期に「春季農作業事故防止運動強化期間」、「さくらんぼ作業事

故防止運動強化期間及び熱中症対策強化期間」、「秋季農作業事故防止運動強化期間

」を設定し、県内全域で一貫した事故防止の啓発運動を展開した。 

【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

○ 「山形県農業経営・就農支援センター」における専門家の派遣や「農業経営・就農 

支援チーム・実践チーム」における伴走支援を行った結果、農業経営の課題解決や法

人化等の経営発展につながっている。 

○ 「やまがた農業ビジネス育成塾」は12名が受講し、修了までにそれぞれの今後の経

営に関する事業計画を作成する予定。計画作成後も確実に実行していくため、関係機

関でも支援を継続していく必要がある。 

○ 令和２(2020)年の販売金額１千万円以上の農業経営体数は3,442経営体となり、５

年前（平成27(2015)年）の2,697経営体から745増加（＋27.6％）している。 

○ 本県の持続的な発展のためには、引き続き、経営の大規模化・高度化の推進が不可

欠であることから、トップランナー等の育成、さらには、より高い生産力を持ち、労

働環境の改善や女性の経営参画等を先導的に実践する優良経営体の育成を図っていく

必要がある。 

○ 農作業事故の約８割が高齢者によるもので、事故の要因には身体的能力の低下があ

る。基本的な安全対策とヘルメットやシートベルト等の着用について呼びかけを継続

していく必要がある。 

④多様な働き手確保 

【方向性】 

○ 農業経営に必要となる労働力の確保のため、地域における推進体制の整備とモデ

ル的な取組みを進めるとともに、求人・求職マッチング機会の創出や農福連携による

障がい者の雇用・就労の取組み等を推進 

【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】 

（ⅰ）農福連携等の推進 
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○ 農作業に従事した障がい者の数は順

調に増加しており、令和８(2026)年２

月末時点では、延べ28,709人で、屋内

作業における野菜選別・パック詰め作

業の増加が要因となっている。 

受入農家数は124経営体で、前年同

月比８経営体の増加となった。 

（ⅱ）農業における外国人材の活躍促進 

○ 農繁期における外国人材による短期

派遣の有用性について効果・検証を行

っており、16経営体・延べ30人に拡大した。 

○ 県内の農業経営体が、異なる品目間

で外国人材をリレーする仕組み（県内

リレー）を試行し、さくらんぼ農家か

ら花き農家へと長期的な受入事例を創

出した。 

○ 県営住宅の空き部屋（１部屋）を活用した、受入事例を創出した。 

（ⅲ）農繁期における働き手の確保対策 

○ 会社勤め前や子育ての合間など、すき

間時間の有効活用などで働き手確保につ

なげる「やまがた農業ぷちワーク」（１日

農業バイトアプリ「daywork」の利用促進

の取組み）を広報することで、潜在的な労

働力の掘り起こしを行った。 

○ １日農業バイトアプリ「daywork」の活

用は延べ 25,351 人で、求人と求職のマッ

チング率（成立率）は約９割と高い水準を

維持している。 
 
 

＜１日農業バイトアプリの成立件数（令和８月２月末時点）＞ 
 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 累計 

求人数 2,366 4,009 7,144 3,222 2,196 2,372 2,888 1,959 890 330 398 27,774 

成立数 2,144 3,658 6,380 2,887 2,106 2,241 2,594 1,821 862 314 344 25,351 

成立率 91% 91% 89% 90% 96% 94% 90% 93% 97% 95% 86% 91% 
 

【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

○ 農福連携に取り組む農業経営体は増加傾向にあるものの、障がい者施設からほ場

までの移送負担、指導や安全管理に割ける人員の不足で見合わせとなるなど、農福双

方での課題が多様化しており、継続的なマッチングにつながるよう理解促進が必要

である。 

農福連携マッチングの年度別推移 

（農作業に従事した利用者の延べ人数）

《R8.2 末時点》 

▼さくらんぼ選果作業 ▼すいか出荷調整作業 ▼育苗ポットの置換え作業 

やまがた農業ぷちワーク（１日農業バイトアプリ daywork） 

成立数《R8.2 末時点》 
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○ 外国人材は即戦力として評価できる一方で、受入れに当たって、コスト面・地理的

条件など短期滞在可能な住居は限られるため、活用可能な宿舎を可視化するなど情

報提供が急務となっている。 

○ １日農業バイトアプリのマッチング数は、年間を通じてマッチング数は増加して

いるものの、一方でミスマッチが依然として１割程度発生しており、その要因を明ら

かにし、改善策を検討する必要がある。 

 

（２）担い手の生産性を高める技術の普及と生産基盤の整備 

○ 生産者の高齢化や減少が進む中で生産力を維持していくためには、スマート農業技

術の導入を推進し、生産性を向上させていく必要がある。  

○ 特に果樹経営においては、規模拡大のためには作業の効率化が必須であり、スマー

ト農業技術の開発が課題となっている。  

○ 米の生産性を向上させるため、農地の大区画化や水管理の省力化等の整備を進め、

担い手への農地の集積・集約化を加速させる必要がある。  

○ 県営の基幹水利施設は耐用年数を超えた施設もあり、老朽化等によって破損した場

合は、農業用水の確保が困難となる。  

○ 基幹水利施設は主に土地改良区が管理しているが、組合員の減少に伴い業務体制の

脆弱化が懸念される。 

①スマート農業普及推進 

【方向性】 

○ 経営体の生産性を高めるため、スマート農業技術の実証やスマート農業機器等の

展示等を通して、技術の最適化を行うとともに、技術導入を促進 

○ スマート農業機器を活用して農作業を請け負う「農業支援サービス事業体」の育成

を推進 

【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】 

（ⅰ）スマート農業に関する技術の開発 

○ 試験研究機関において、「水稲におけるデータ駆動型農業実践モデルの構築」や「高

度環境制御技術を用いたトマト超多収生産技術の開発」等、各品目での技術開発を実

施した。 

（ⅱ）スマート農業技術を活用する人材の育成 

○ 東北農林専門職大附属農林大学校では学生に対し、「スマート農林業」の講義・演

習を行った。 

○ 「果樹のスマート農業研修会」を園芸農業研究所（10/28）と高畠町内ぶどう園地

（10/30）で開催し、自律ロボット台車や静電ブームスプレーヤ等のスマート農業機

器の展示・実演を行ったほか、スマート農業機器の導入に係る補助事業について説明

した。 
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（ⅲ）水稲生育管理システムの実証 

○ 衛星リモートセンシングで取得したデー

タを活用した水稲生育管理システムについ

て、今年度は新たに「刈取適期マップ」の機

能を追加し、県内全域で実証した。 

○ 各農業技術普及課において、同システムの

生育診断結果を活用した水稲巡回指導等を

実施した。 

（ⅳ）果樹農業を支えるスマート農業技術の実証 

○ 園芸農業研究所の園地で、さくらんぼにおける自動かん水システムの効果やぶど

うにおけるＬＥＤ蛍光ランプを用いた夜間補光による着色促進効果を実証した。 

（ⅴ）野菜・花き品目におけるデータ駆動型農業の推進 

○ 環境モニタリングに取り組むトマトやきゅうりのモデル展示圃等において、デー

タ活用方法に関する意見交換が行われたほか、「トマト栽培 先進事例視察研修会」

（8/28）や「環境モニタリングからはじめる野菜のスマート農業研修会 2025」（11/4）

を開催した。 

（ⅵ）畜舎等へのＩＣＴ機器導入の推進 

○ 畜産生産持続強化支援事業（県単）のうち、生産性向上・省力化ＩＣＴ機器整備支

援において１地区の機器導入を支援した。 

（ⅶ）スマート農業機械等を活用した農業支援サービス事業体の育成 

○ 農業支援サービス事業体の育成を推進するため、国庫事業の「スマート農業・農業

支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業」を活用し、農業用ドローンでの作

業に必要な技能認定の取得支援のほか農業用ドローンや自動操舵装置等の作業機械

導入を支援した。 

【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

○ 生産現場では、スマート農業の導入効果に対する理解が徐々に進み、自動操舵トラ

クターやロボット草刈機等のスマート農業機器・技術の導入が増加している。 

○ スマート農業の導入をさらに進めるためには、生産者の経営規模や品目に合うス

マート農業機器・技術の選定について、補助金等支援策や農業支援サービス事業体の

活用などを含め、生産者と県のスマート農業相談窓口（各農業技術普及課）等が連携

して検討することが必要である。 

○ スマート農業機器を活用した農業支援サービス事業体の育成と活用が必要である。 

②担い手への農地集積・集約化促進 

【方向性】 

○ 「地域計画」の実現に向けて、市町村や農業委員会等による地域における話合い、

マッチング活動を支援するとともに、県内全域で農地中間管理機構の活用を促進し、

担い手への農地の集積・集約化を推進 

【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】 

（ⅰ）農地利用の最適化の推進 

水稲生育管理システムの刈取適期情報 
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○ 令和７(2025)年３月に策定が完了した「地域計画」のブラッシュアップと実行によ

る農地の集積・集約化を推進するため、「山形県地域計画実現促進会議」を立ち上げ

た。 

○ 「山形県地域計画実現促進会議」の「地域計画実行支援チーム」では、市町村によ

る「地域計画」のブラッシュアップや実行に向けて、地域伴走型での支援を行うとと

もに、「樹園地継承課題解決支援チーム」や「中山間地域課題解決支援チーム」では、

規模拡大が難しい樹園地や生産条件が不利な中山間地において、農地の維持や継承

を進めるために、市町村や関係機関と連携した取組みを進めた。 

○ 「地域計画」の分析・検証に基づく、計画のブラッシュアップに向けた取組みの方

向性や、「地域計画」と他の計画との連携における実務のポイントや成功事例を共有

するため、市町村や県関係者を対象とした研修会を開催した。 

○ 「地域計画」のブラッシュアップに向けて、県内外の優良事例を参考に、地域の実

情や課題を踏まえた取組みを促進するため、市町村、県、農業関係機関などを対象と

した「地域計画実現促進セミナー」を開催した。 

    

（ⅱ）農地中間管理機構の活用促進 

○ 農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴い、今まで相対契約で行われていた農地

の賃貸借は、その多くが農地中間管理事業を活用した契約に移行したため、「山形県

地域計画実現促進会議」の「農地中間管理課題解決支援チーム」では契約事務負担の

平準化に向けた検討を実施した。 

〇 農地中間管理事業を活用した基盤整備である機構関連農地整備事業を11地区で実

施し、農地の集積・集約化を促進した。 

【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

○ 担い手への農地集積率は、令和７(2025)年３月末現在で、71.9％（北海道に次ぐ全

国２位）と、全国トップクラスとなっている。 

○ 策定された 368 の地域計画に基づき、農地の集積・集約化を促進していくために

は、地域において 10年後に地域農業を担う者についての徹底した話合いを継続して

いくことが重要である。 

〇 更なる農地の集積・集約化に向けて、「地域計画」のブラッシュアップを進めるた

め、関係機関と連携したきめ細かく市町村を支援することが必要である。 

○ 平成 26(2014)年度から始まった農地中間管理事業による担い手への新規集積面積

ブラッシュアップ研修会 地域計画実現促進セミナー 
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は、令和７(2025)年３月末現在で 9,420ha（全国５位）と、順調に伸びているものの、

農作業の効率化と生産性の向上を図るため、より一層の担い手への農地集積・集約化

を推進する必要がある。 

○ 農地中間管理事業が十分活用されていない中山間地域等においては、農地中間管

理機構に農地を貸付け、農地集積・集約化に協力した地域に市町村から交付する機構

集積協力金を活用した取組みを推進する必要がある。 

                               単位：ha 

 R 元年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

農地中間管理機構の 

転貸面積 
13,864 15,714 18,546 20,681 22,939 24,725 

 うち新規集積面積 5,066          5,789 6,943 7,650 8,556 9,420 

資料：農林水産省「農地中間管理機構の実績等に関する資料」（各年３月末時点） 

③水田農業の低コスト・省力化に向けた基盤整備促進 

【方向性】 

○ 農地の大区画化や用排水路のパイプライン化等による水田農業の低コスト・省力

化など、地域の担い手が効率的に営農できる基盤整備と農地の集約化を促進 

【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】 

（ⅰ）低コスト・省力化に向けた基盤整備 

○  新規採択７地区、継続 59 地区の計 66 地区において農地の大区画化や用排水路の 

パイプライン化などの基盤整備を実施した。 

（ⅱ）担い手への農地の集約化の促進 

○ 令和６(2024)年度時点で、令和７(2025)～令和 10(2028)年度に完了を予定してい

る 20地区における農地集積・集約化の達成状況を確認した。 

  農地中間管理事業を活用した農地整備事業を 11 地区で実施し、「地域計画」の実

現に向けて農地集積・集約化を促進した。 

（ⅲ）スマート農業に対応した基盤整備 

○ 農地の大区画化等の基盤整備と併せて、１地区において自動給水栓を設置した。ま

た、幅広畦畔の整備を３地区で継続して実施した。 

（ⅳ）水田農業の高付加価値化に向けた基盤整備 

○ 高収益作物への転換を後押しするため、継続６地区において地下かんがい工を実

施した。 

【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

○ 農地の大区画化等の基盤整備を実施し、大区画化整備面積は概ね順調に拡大して

いる。今後も継続地区の早期完了及び新規地区の計画的な採択を行っていく必要が

ある。 

○ 基盤整備を実施した農地での担い手に集約化される割合は概ね順調に推移してい

る。基盤整備を契機とした地域の話合い等を支援し、担い手への農地の集約化を促進

する必要がある。 

○ 自動給水栓の導入面積は順調に拡大している。農作業のさらなる省力化・効率化を
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図るため、スマート農業に対応した基盤整備を推進していく必要がある。 

○ 地下かんがいによる水田汎用化整備面積は概ね順調に拡大している。高収益作物

の導入を図るための水田の汎用化の取組みを推進する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④農業水利施設の保全・更新整備 

【方向性】 

○ 基幹水利施設の計画的な補修・更新を進め、長寿命化を推進 

○ 土地改良区の運営基盤の強化を推進 

【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】 

（ⅰ）県営造成基幹水利施設の長寿命化対策 

○ 基幹的な農業水利施設の劣化状況を踏まえた機能診断を実施し、機能保全計画を

19 箇所で策定した。 

○ 機能保全計画に基づく対策工事を 17 地区（継続 13 地区、新規４地区）で実施し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備前 整備後 

自動給水栓の設置（酒田市） 農地整備事業（舟形町・大蔵村 三光堰西地区） 

 

対
策
工
事 

老朽化した石積み水路 整備補修したコンクリート水路 
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（ⅱ）土地改良区の運営基盤の強化 

○ 県内において、西村山管内土地改良区（寒河江川・大江町・朝日町・西川町）が、

令和８(2026)年の認定に向けて、水土里ビジョン策定を進めている。 

○ 各総合支庁より管内土地改良区へ、水土里ビジョン策定の意向を確認し、サポート

を実施している。 

 ＜連携管理保全計画（水土里ビジョン）の策定＞ 

令和７(2025)年４月に土地改良法が一部改正され、水土里ビジョンの策定（任意）が創

設。 

（背景） 

•農業集落の小規模化・高齢化に伴い、地域住民による末端の農業水利施設の管理に関

する活動が困難となる傾向。 

•施設管理に要する費用は、老朽化する施設の更新費用を含め、今後も増嵩していく見

込み。 

•土地改良区においてはその半数で専任職員がおらず、施設の管理などの求められる役

割を十分に果たせなくなるおそれ。 

•これらの課題に対応するには、将来にわたり地域の農業水利施設等を適切に保全して

いくための将来像を関係者で共有し、保全に関する取組を推進する体制を構築するこ

とが必要。 

（水土里ビジョンの概要） 

「水土里ビジョン」は、「地域計画」で描かれた地域の将来の姿を踏まえ、20年から

30年後の将来を見通して、以下に関する事項について、地域の議論を経て土地改良区が

策定。 

①基幹から末端にわたる施設を保全するための役割分担や保全の取組 

（地域の農業生産基盤の保全） 

②保全の取組を確実に実施する体制を構築するための土地改良区の経営収支健全化な

どの取組（土地改良区の運営基盤の強化） 
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【水土里ビジョン策定の取組によるあるべき姿】（将来像） 

（農林水産省作成 R7.10.6 水土里ビジョン策定マニュアルより） 

（水土里ビジョン策定によるメリット措置） 

１ 法律上の制度措置 

情報通信環境整備事業の手続きの簡素化 

土地改良区の合併手続きの簡素化 

２ 予算面での支援策 

ア 土地改良機能強化支援事業 

水土里ビジョン策定を策定する場合、「合併後の面積300ha以上」を撤廃 

イ 土地改良施設維持管理適正化事業 

整備補修事業のうち、水土里ビジョンに位置付ける施設の整備補修について、補

助率を引き上げ【補助率 30.0％ → 40.0％】 

ウ 水土里ビジョン策定に位置付ける国営造成施設等の維持管理を支援する「連携保

全型」を創設【補助率 約19％ → 実質25％】 

【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

○ 計画的に機能保全計画を策定し、農業水利施設の補修・更新対策が進められ、施設

機能の維持、安定した農業用水は確保されているが、ライフサイクルコストの低減や

突発事故の未然防止を図るため、引き続き、施設の機能診断、保全計画策定、対策工

事を一体的に進める必要がある。 

〇 法改正に伴い、土地改良区自ら「連携管理保全計画」の周知は行っているが、各土

地改良区の取組みに対する考えや行動が鈍い。 

○ 水土里ビジョン策定による、メリット・デメリットを改めて示していくことも必要

と考える。 

 

（３）多様な人材や地域資源を活かした持続可能な農村づくり 

○ 中山間地域等の農村集落においては、農家や人口の減少により、農地や美しい農村

-72-



の景観・自然環境、地域に受け継がれてきた伝統文化、さらには、地域コミュニティの

維持さえも困難になりつつある。  

○ 農業者の減少や高齢化に加え、平地に比べ営農条件が悪く生産条件が不利な農地が

多いことから、農地や農業用水路の維持管理が困難になってきている。  

○ 上流域にあり農業生産条件が特に不利な棚田地域は、棚田という地域資源がありつ

つも、耕作の継続が困難で荒廃の危機に直面している。 

①中山間・棚田地域持続的農地保全・振興 

【方向性】 

○ 中山間地域等の条件不利地域における農地保全活動を持続可能なものとするとと

もに、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を推進するため、農地保全活動の

省力化やネットワーク化などの取組みを促進 

○ 良好な景観形成など魅力ある地域資源を有する棚田地域において施策横断的な取

組みを促進 

【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】 

（ⅰ）中山間地域などにおける農地保全 

○ 中山間地域等直接支払制度で農地や農業用水路などを保全する取組みを支援した。 

○ 農地管理の省力化を図るため、ラジコン式草刈機等、スマート農業機材の導入を支

援した。 

○ 遊休農地の再生作業や営農定着に向けた取組みを支援した。 

（ⅱ）棚田地域の振興 

○ 棚田関連施設において、棚田地域の特徴・魅力等を掲載した「棚田カード」「棚田

めぐりガイド」を作成・配布し、棚田地域を来訪する動機付けを行った。 

○ 県内の棚田地域を周遊する仕組みとして、「やまがたの棚田スタンプラリー2025」

を開催。棚田米やオリジナル棚田グッズを景品とすることで、参加意欲の向上を図っ

た（参加者：220 名 うち全 18 棚田コンプリート 63名）。 

○ 異分野・異業種による県内外への訴求力向上を目的に、棚田を舞台として軽トラッ

クの荷台でピアノを演奏する「軽トラピアノ」を実施。多くのフォロワーを持つ動画

配信者と中学校吹奏楽部とのコラボ演奏を行い、その様子をＳＮＳで発信した（累計

動画再生数：20 万回）。 

○ 地域住民活動の活性化に資することを目的として、どろんこバレーの開催などの

棚田地域の保全活動事業を支援した（支援件数：３件）。 

＜本県の中山間地域等直接支払交付金の実施状況＞ 

期 年度 協定数 
参加農業者等 

（人） 
認定面積 
（ｈａ） 

交付金額 
（百万円） 

5 

令和２年度 477 8,685 8,434 1,220 

令和３年度 486 8,521 8,872 1,281 

令和４年度 489 8,453 8,992 1,298 

令和５年度 489 8,451 9,011 1,290 

令和６年度 493 8,394 9,036 1,293 
 

資料：県農村計画課 
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【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

○ ラジコン草刈り機やドローンなどのスマート農業機材は、中山間地域における農

地保全の省力化で効果を上げている。耕作者の高齢化・担い手不足は一層深刻になっ

ていることから、こうした機材の導入や複数集落による共同の取組みを推進してい

くことが必要である。 

○ 棚田地域の振興においては、地域の実情を踏まえた情報発信を行うとともに、棚田

の保全や地域活性化に向けた取組み、持続可能な組織・地域づくりに向けた取組みを

推進していくことが必要である。 

②元気な農村づくり総合支援 

【方向性】 

○ 農林水産物等の豊富な地域資源と多様な主体の力を活かし、付加価値の創出や働

く場を生み出す地域内起業を促進するとともに、多様な産業分野、業種・業界、地域

の垣根を越えた連携・協働による持続可能な農村地域を形成 

【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】 

（ⅰ）元気な農村づくりに向けた機運醸成 

○ 農村地域等の先進的な取組みに関するセミナーを開催した。 

（ⅱ）地域づくりリーダーの育成と地域づくり関係者のネットワーク形成 

〇 地域への入り方から地域づくりの実践活動までを一貫してサポートできる人材の

育成研修を開催した（令和７(2025)年度受講者数：66名）。 

（ⅲ）話合いによる合意形成支援 

○ 集落・組織等の話合いによる将来像の共有を図るため、ワークショップを開催し地

域における行動計画の策定を支援した（支援地区数：５件）。 

（ⅳ）地域資源を活用した付加価値創出の支援 

○ ワークショップ等で策定された行動計画に掲げた将来像などの実現に向け、農業

生産活動等の維持・発展に向けた取組みの立上げ（試行）を２件支援した。 

（ⅴ）持続可能な農村地域の形成に向けた支援 

〇 地域と企業とのマッチングの場を設け、継続的な交流や新たなビジネスの創出な

ど外部との連携に向けた支援を行った（支援地区数：２件）。 

（ⅵ）県外出身者への新規就農・新規参入支援 

○ 短期農業体験に必要な交通費支援や最長６か月間の長期的な就農移住体験を実施 

やまがたの棚田 
スタンプラリー 

棚田×軽トラピアノ 

 

棚田カレー 
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【農業体験の実施（やまがた農業支援センター）】 

年度 Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

県外短期体験者への交通費支援 ４件 ３件 ３件 

就農移住体験者数 ５人 ２人 １人 

○ 県外から移住する半農半 X等の新規就農者を対象に、就農資金の支援を実施。 

【経営開始支援助成の実績】 

年度 Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

就農資金の支援 ７件 ３件 1 件 

 

【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

○ 農村づくりに向けた機運醸成から地域の話合い等による合意形成、地域資源を活

用した付加価値創出の取組みまで、農業生産活動を維持・発展させていくための取組

みに対し総合的な支援を継続していくことが必要である。 

○ 地域活性化に向けた話合いの場において、若者・女性の参加が少ないため、地域内

外の多様な人材の活用や、異業種・異分野など地域外部と連携した関係人口の拡大な

ど、地域づくりをサポートする人材を確保・育成していくことが必要である。 

○ 新規就農者の確保・育成のための動機付けから就農までのきめ細かな支援により、

新規就農者は着実に増加している。 

③鳥獣被害対策 

【方向性】 

○ 市町村作成の被害防止計画に基づいた総合的な被害防止活動を支援 

○ 学術機関との連携の下、取組みの効果検証を含めたモニタリングを強化するとと

もに、現場で対策を主導する専門人材や地域で活動するリーダー等の育成  

○ 住民主体の集落単位による主要な対策を組み合わせた総合的な鳥獣被害対策の推

進及びイノシシの被害対策の強化を継続 

【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】 

（ⅰ）鳥獣被害防止対策活動への支援 

○ 「有害鳥獣被害対策推進事業(県単)」で、次の事業を実施した。 

１) 侵入防止柵設置を支援した（23市町村）。 

２) イノシシ夏季捕獲を支援した（14市町村）。 

○ 「鳥獣被害防止総合対策交付金(国庫)」で、次の事業を実施した。 

１) 侵入防止柵設置を支援した（４市町村）。 

２) 追い払い、藪の刈払い、有害捕獲等を支援した（30市町村）。 

（ⅱ）鳥獣被害防止対策の推進体制の強化 

○ 地域における鳥獣被害対策を指導、支援する人材の育成を図る鳥獣被害対策指導

者養成研修会を実施した（５回)。 

○ 地域ぐるみで行う鳥獣被害防止対策の支援地区において研修会を実施した(４地

区)。 

○ サーモカメラ搭載のドローン等を使用した鳥獣の生息状況調査に係る市町村担当
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者向けの研修会を実施した（１回）。 

【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

○ 有害鳥獣被害対策推進事業は、鳥獣被害防止総合対策交付金と比較して活用して

いない市町村が多いため、市町村への周知等により活用促進を図る必要がある。 

○ 令和７(2025)年度は前年度から増加し、30 市町村が鳥獣被害防止総合対策交付金

を活用し、被害対策に取り組んだ。 

○ 鳥獣被害対策指導者養成研修会の修了者が指導者として活躍できるように支援を

行っていく必要がある。 

○ 野生鳥獣による農作物被害を軽減するためには、電気柵等侵入防止柵設置等の被

害防除対策、放棄果樹の除去、やぶの刈り払い、緩衝帯の設置等の生息環境管理及び

捕獲対策を組み合わせた総合的な対策を、住民を主体とした集落単位で行うことが

効果的であることから、引き続き地域ぐるみ（集落全体）で取り組む鳥獣被害対策を

推進し、モデル地区で得られた成果（優良事例）を周辺の地域へと波及させていく必

要がある。 
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２ 気候変動に対応した環境と調和のとれた農業生産への転換 １ 

 多様な人材が活躍 

温暖化に対応できる新たな技術の開発を進めるとともに、高温対策技術や凍霜害対策

技術の普及や、高温耐性品種や品目の作付拡大を促進することで、気候変動に対応でき

る産地への転換を加速化する。  

環境負荷を低減する取組みの拡大に向けて、国際水準ＧＡＰ取得への支援や、特別栽培

や有機栽培に関する技術の開発と普及を進めるとともに、消費者や販売事業者への理解

促進のため情報発信や取組みの見える化を推進する。  

防災、減災に向けて、農業用ため池の防災対策及び田んぼダムの取組拡大を推進すると

ともに、被災時のリスク対策のため、セーフティネット加入を推進する。 

 

（１）温暖化に対応できる産地への転換 

○ 近年、生育期間中の高温の影響で、水稲の登熟障害や果樹、野菜の高温障害、飼料作

物の生育不良、家畜への暑熱被害などにより農畜産物の生産量と品質低下が発生して

おり、今後、温暖化が進行することで、さらに生産量と品質が不安定になると見込まれ

る。  

○ 一方、温暖化が農作物にプラスの影響を及ぼすことも想定され、これまで栽培でき

なかった暖地型作物の栽培が可能になるほか、一部の作物や地域で収量・品質の向上

も想定される。  

〇 温暖化の農作物への影響が既にみられることから、「短期的」な技術開発と「中長期

的」な技術開発をバランス良く行う必要がある。また、マイナスの影響を回避・軽減し

プラスの影響を活用する「適応策」と、温室効果ガスの削減や二酸化炭素の吸収量を増

やす「緩和策」について、それぞれ研究開発を推進する必要がある。 

①温暖化対応技術開発 

【方向性】 

○ 高温耐性品種の開発及び温暖化により栽培可能になる暖地型作物の導入 

〇 高温に対応した総合的な栽培技術及び安定生産技術の開発  

○ 化学肥料や農薬の使用量削減技術や施設栽培等の省エネルギー化技術など温室効

果ガスの排出削減に資する技術開発 

【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】 

（ⅰ）高温耐性品種開発 

○ 水稲分野では高温下でも品質が確保できる高温登熟耐性の強い新品種の選抜を実

施した。果樹分野では早生、硬肉、全面着色性、自家和合性など、温暖化の影響を受

けにくい形質を持ったさくらんぼの選抜を実施した。 

（ⅱ）温暖化適応作物探索 

〇 果樹分野ではかんきつ・甘柿品種の適応性調査、野菜分野ではさつまいもの栽培調

査、飼料用作物では新規系統牧草の選定を実施した。 

（ⅲ）高温対策技術開発 

○ 水稲分野では育苗時期の高温対策の検討、果樹分野ではさくらんぼの雨よけ施設
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の遮光資材の効果の検証、野菜分野ではすいか高温耐性品種の選定及び遮光方法の

検討など、各分野で高温対策技術の開発を行った。 

（ⅳ）温室効果ガスの排出削減技術開発 

○ 農地への炭素貯留に効果的なバイオ炭をぶどう剪定枝で作成し、ぶどう園へ施用

することによる生育や果実品質、土壌理化学性に及ぼす影響を調査した。 

【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

○ 高温に強い水稲新品種「ゆきまんてん」を採用し、振興方針の策定に向けた検討を

行った。令和９(2027)年の作付開始に向けて現地実証を行い、栽培マニュアル作成に

向けたデータ収集を行った。 

○ 遮光資材設置や樹上散水によるさくらんぼ果実の温度上昇抑制効果、果肉の軟化

やウルミの発生軽減を確認した。 

○ 高温耐性の評価及び高温障害抑制技術の開発のため、高温条件下での稲の栄養状

態別の生育状況や果実等の高温障害果の発生条件などを明らかにする必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②温暖化対応技術普及 

【方向性】 

○ 県産米の品質の高位安定化に向けて、高温耐性品種の作付拡大及び高温対策技術

の導入を推進 

○ さくらんぼの安定生産に向けて、高温対策技術の導入を支援するとともに品種転

換を推進 

○ 現地実証等を通じて新品種、作型の導入を含めた温暖化対応技術の普及を推進 

○ 家畜の暑熱対策設備の導入、飼料用作物の高温対策技術の普及を推進 

【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】 

（ⅰ）水稲高温耐性品種の作付拡大 

○ 高温耐性品種の作付拡大と高温に強い新品種「ゆきまんてん」の導入へ向けた現地

実証と振興方針の検討を行った。 

（ⅱ）さくらんぼ高温対策技術の導入推進 

〇 令和７(2025)年３月に「さくらんぼ高温対策マニュアル」を発行し、ＪＡや市場を

通して県内のさくらんぼ生産者に配布した。 

○ 遮光資材や樹上散水等の高温障害対策を紹介する「さくらんぼ品質向上研修会」を

開催した（5/30）。 

〇 「さくらんぼ温暖化対応技術導入推進事業」で、気候変動に対応する設備、資材の

水稲の小型ビニルハウス 

 による高温条件の再現 

すいかのトンネル遮光 かんきつの越冬管理法の検討 
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導入について支援を行った。 

〇 「さくらんぼ品種転換緊急促進事業」で、「佐藤錦」から比較的高温に強い「紅秀

峰」や「やまがた紅王」等への改植の支援を実施した。 

（ⅲ）温暖化対応技術の普及拡大 

○ 気象変動に対応した生産技術の普及を図るため、温暖化対応技術実証圃を設置し、

現場における技術の適応性調査や技術研修会を実施した。 

（ⅳ）家畜の暑熱対策の導入推進 

○ 「畜産生産持続強化支援事業」で、暑熱ストレスの軽減を図るため、畜舎への送風

機・細霧装置の設置・稼働など、８件の暑熱対策設備等導入支援を実施した。 

【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

○ 水稲高温耐性品種の作付を拡大するとともに、新規栽培者への栽培技術の普及に

取り組み、品質、収量の安定化を推進した。 

○ 温暖化対応技術の現場における適応性の検討及び技術普及のために、複数年の気

象条件での結果を比較検討し、効果的な技術の普及を図る必要がある。 

○ 補助事業を活用してさくらんぼの高温対策に取り組む227経営体（栽培面積173ha）

の高温対策技術導入と晩生種や受粉樹等、苗木670本の導入について支援を行った。

令和７(2025)年も収穫期に高温となり、「佐藤錦」で着色遅延や軟化がみられたこと

から、事業を継続し、高温対策のさらなる導入推進を図る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）環境負荷を低減する取組みの拡大 

○ 環境保全型農業の主な取組みである特別栽培は減少から横ばい傾向にある。  

○ 特別栽培による生産物の有利販売は困難であるが、国の「環境保全型農業直接支払

交付金」や本県における「つや姫」栽培の要件となっていることから取組みが維持され

ている。  

○ ＧＡＰは持続可能な農業の実現に有効な手段であるが、県内の国際水準ＧＡＰ認証

の新規取得は年に数件にとどまっている。  

○ 有機農業は、政府の「みどりの食料システム戦略」を踏まえ、国の交付金を活用した

取組みが活性化するなど、徐々に拡大しているが、農産物の販路の拡大が課題となっ

ている。  

○ 有機農業実践者の高齢化や後継者の不在による「労力不足」が問題となっており、担

い手の確保や省力的な技術の開発・普及による生産性の向上が課題となっている。 

「ゆきまんてん」現地検討会 さくらんぼ雨よけ施設の遮光資材

の散布効果（左：散布前 右：散

布後） 

牛舎への送風機の設置 
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①持続可能な農業生産推進 

【方向性】 

○ 特別栽培について、国交付金の活用促進や防除技術の開発・普及を進め、取組みを

拡大 

○ 環境保全型農業で生産された農作物の販路拡大のため、情報発信や取組みの見え

る化を通じて消費者や販売事業者の理解を促進 

○ 国際水準ＧＡＰの認証取得へ支援を行うとともに、生産者の意欲維持、消費者や実

需者の理解促進、ＧＡＰの普及と認証取得への誘導等を目的にＰＲを実施 

【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】 

（ⅰ）環境保全型農業の全県的拡大 

○ 市町村等に対し環境保全型農業や各種認証制度の説明会を開催し、環境保全型農

業直接支払交付金の取組みの拡大を図った。 

（ⅱ）環境保全型農業に対する消費者の理解促進 

〇 やまがた持続可能な農業推進コンクールを開催し、環境保全型農業に関する優良

な取組みの顕彰を通じて、農業者や消費者からの環境保全型農業に対する評価向上

を図った。また、環境保全型農業情報サイト「山形 eco 農家」を通じて、本県の環境

保全型農業の取組みを情報発信した。 

（ⅲ）国際水準ＧＡＰの導入及び認証ＧＡＰ取得の推進 

○ 普及指導員等を対象に「ＪＧＡＰ指導員基礎研修」及

び「ＪＧＡＰ模擬審査」を開催し、指導力の向上を図っ

た。生産者に対しては、国際水準ＧＡＰの認証取得に向

けた研修会（計３回）を開催した。また、県内農業系高

校５校のＪＧＡＰ認証新規取得・維持更新に向けた支援

を行った。 

（ⅳ）主要農作物及び地域特産作物の病害虫防除対策の確立 

○ おうとうの褐色せん孔病など、現地で問題となっている病害虫について防除対策

を推進した。また、地域特産作物（うるい、たらのき）の農薬登録拡大試験を実施し、

登録農薬が少ない品目の防除対策を進めている。 

【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

○ 環境保全型農業直接支払交付金の取組みを県内 29 市町村が実施し、申請面積は

6,726ha となった。取組みのさらなる拡大に向けて、農業者の制度に対する理解促進

を図る必要がある。 

○ 引き続き、環境保全型農業に対する消費者等の理解促進を図るとともに、環境に配

慮した農産物の販路拡大に向けて、「山形 eco 農家」等を活用した情報発信を図る必

要がある。 

○ 令和７(2025)年度の県内の国際水準ＧＡＰ認証件数は 42件、内新規認証取得は２

件となっている（令和７(2025)年 12 月時点）。引き続き、ＧＡＰについて農業者等の

理解向上を図り普及を進めるとともに、国際水準ＧＡＰの認証取得を進めていく必

要がある。 

ＪＧＡＰ模擬審査 
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②有機の里づくり支援 

【方向性】 

○ 有機農業相談窓口の設置や新規実践者、志向者を対象とした研修会を開催し、担い

手を確保 

○ 有機栽培に関する省力的な技術の開発・普及を進め、取組みを拡大 

○ 有機農業で栽培された農作物の販路拡大のため、情報発信や認証取得等による取

組みの見える化を通じて消費者や販売事業者の理解を促進 

【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】 

（ⅰ）有機農業の取組拡大 

○ 有機農業オープンフィールド（県内５か所）の設置や、

やまがた有機農業の匠による「匠講座」を継続して実施

するとともに、新たに「有機農業実践講座」を開催し、

有機農業志向者等に対する基礎的な技術と知識の習得

を支援した。 

（ⅱ）有機農作物の販路拡大に向けた消費者理解の促進 

〇 消費者交流イベントとして、アンテナショップにおけ

る生産者の販売促進会「やまがた有機の里づくりフェ

ア」（東京都：８月、10 月）や、県内販売店での有機農

産物の販売促進会「オーガニックファーマーズマルシ

ェ」（山形市：８月、10 月）を開催し、消費者の有機農

業に関する理解醸成を図るとともに有機農産物等の販

路拡大を支援した。 

〇 首都圏飲食店において、県産有機農産物等を使用したメニュー提供を行い、首都圏

消費者に対するＰＲ活動を展開した。 

【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

○ 新たに有機農業に取り組む農業者等への技術的支援が進められた。有機農業の取

組拡大に向けて、引き続き研修会等を開催し、担い手の育成と生産技術の向上に取り

組む必要がある。 

○ 県内外での消費者交流イベントを通して消費者の有機農業に対する理解向上が図

られた。有機農産物のさらなる販路拡大に向けて、継続したイベント開催やＳＮＳ等

を活用した情報発信の強化が必要である。 

 

（３）自然災害へのリスク対策の普及拡大 

○ 近年、温暖化の影響で極端な気象が多発しており、令和６(2024)年７月の豪雨災害

等に代表されるような、大きな被害をもたらす自然災害が頻発している。  

○ 自然災害が発生した場合、農業用施設、農作業機械、農作物それぞれに被害をもたら

し、収入の減少に加え、復旧費用などの支出も発生するため、自然災害の頻発・激甚化

は、持続的な農業経営にとって、大きなリスクになっている。 

①災害等に強い農業・農村づくり 

有機農業実践講座 

やまがた有機の里づくりフェア 
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【方向性】 

○ 頻発・激甚化する自然災害に適切に対応し、農村の安全・安心な暮らしの実現に向

けた、ため池の適正な管理・保全・改廃等の防災・減災対策と、持続的な農業生産を

可能にする農業用水の安定供給を果たす農業水利施設の長寿命化を推進 

○ 限りある農業用水を有効活用するための高度利用に向けた取組みを推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】 

（ⅰ）ため池等の強靭化に向けた施設整備 

○ ため池防災工事を 22 箇所で実施し、豪雨や地震耐性に劣るため池を改修し、強靱

化を図った。 

○ ため池決壊時に下流域に影響を及ぼすおそれのある県内 356 箇所の防災重点農業

用ため池において、年２回（梅雨期前、台風期前）の防災点検を行いなど適切な管理

を行った。 

○ ため池サポートセンターによりため池管理者に向けた適正な管理の助言・指導を

35 箇所で行った。 

○ 用排水施設整備工事を 14 地区で実施し、近年の豪雨等による被災状況を踏まえた

排水路や排水機場の整備を行った。 

○ 県内 41 地区の農地地すべり防止区域で定期点検を行ったほか、長寿命化計画に基

づく施設の補修工事を４地区で実施し、適切な維持管理を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅱ）農業用水の安定供給と高度利用に向けた施設整備 

○ 基幹的な農業水利施設（県営造成）の劣化状況等を踏まえた機能保全計画に基づ

自然災害発生件数の増加 改修された農業用ため池 

（新庄市 小泉地区） 

ため池施設状況調査 ICT を活用したため池点検 
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き、対策工事を 17 地区（継続 13 地区、新規４地区）で実施した。 

○ 施設の老朽化による揚水機の緊急停止や送水管の破損等などの突発的な事故への

対応として、緊急工事を 11 地区で実施した。 

○ 水利用の安定と合理化を図るため、老朽化した水利施設（国営造成）の補修・更新

を２地区（継続２地区）で実施した。 

（ⅲ）多面的機能の維持・発揮に向けた地域の共同活動への支援 

○ 多面的機能支払制度を活用し、農地や農業用水路等を保全する取組み（農地や農道

の草刈り、水路の泥上げ、草刈り等の地域の共同活動）を支援した。 

○ 多面的機能支払交付金の制度改正の内容周知や取組みの維持・拡大を図るため、市

町村の要望に応じ、活動組織への説明会を実施した。 

○ 多面的機能支払交付金事務の担い手を育成するため、地域の女性・若者を対象とし

た「事務担当者育成研修」の開催や、「事務受委託登録制度」を活用した事務作業の

受委託のマッチングを支援した。 

 

                 多面的機能支払交付金の実施状況（令和６年度）     （単位：ｈａ、％） 

地域 

対象 
農用地 

面積 
Ａ 

農地維持支払 資源向上（共同） 資源向上（長寿命化） 

活動 
組織 
数 

認定 
面積 

B 

カバー
率 

B/A 

活動 
組織 

数 

認定 
面積 

C 

カバー
率 

C/A 

活動 
組織 
数 

対象 
面積 

D 

カバー
率 

D/A 

県 計 119,700 815 84,330 70.5 601 67,559 56.4 538 50,951 42.6 

 村山 34,138 203 20,030 58.7 119 12,873 37.7 133 12,334 36.1 

 最上 18,292 157 11,494 62.8 116 9,232 50.5 91 7,406 40.5 

 置賜 24,250 173 17,308 71.4 121 11,987 49.4 158 11,262 46.4 

 庄内 43,020 282 35,498 82.5 245 33,467 77.8 156 19,949 46.4 

資料：県農村計画課 

（ⅳ）水田の貯留機能を活用した「田んぼダム」の取組を支援 

○ 補助事業を活用し、田んぼダムの取組に向けた畦畔の整備や排水桝の設置を８地

区で実施した。 

○ 市町村や活動組織等の理解と取組拡大を図るため、田んぼダム研修会（多面的機能

支払交付金に係る研修会との共催）を開催した（7/29 開催、約 500 名参加）。 

○ 田んぼダムの貯留効果や水稲の生育への影響について情報共有し、新たに取組み

を検討する組織とすでに取組みを行っている組織と意見交換の場を設け、活動に係

る課題とその解決提案をテーマとしてワークショップを各総合支庁で開催した（11

月～12 月に計４回開催、延べ 163 名参加）。 

○ 主な活動組織や団体、関係機関で組織する「田んぼダム推進情報連絡会」を開催し、

取組みに係る現状と課題等を共有し、行政機関及び学識経験者等からの意見を伺い

ながら、今後の取組方策等を検討した（2/2 開催）。 

【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

○ 豪雨や地震等による被害の未然防止のため、計画的なハード対策を進めるととも

に、ため池の防災点検やＩＣＴを活用した管理監視体制の強化などソフト対策も推

進していく必要がある。 
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○ 農業水利施設の補修・更新対策を行い、施設機能の維持が図られ、安定した農業用

水は確保されているが、近年増加傾向にある経年的な劣化等を起因とする突発事故

を未然に防止するためにも、計画的な対策工事による施設の長寿命化を推進する必

要がある。 

○ 実証ほ場を活用した田んぼダムの効果検証や研修会の開催及び取組動画の配信等

による周知啓発により年々取組面積は拡大しているが、水田貯留による効果は、主に

導入地域から下流域において発現されるため、直接的なメリットが少ない上流域の

農業者の理解の促進が必要である。 

②農業経営セーフティネット強化 

【方向性】 

○ 記録的な高温や大雨など自然災害が激甚化する中、農業経営の安定化を図るため、

各種セーフティネットへの加入促進に向けた取組みを推進 

【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】 

（ⅰ）地域タスクチームを中心とした加入促進に向けた啓発 

○ 農業に携わる関係機関（県・市町村・ＪＡ・ＮＯＳＡＩ）の担当者で構成する各地

域のタスクチームにおいて、現場レベルで連携しながら加入促進活動を行った。 

（ⅱ）セーフティネット加入促進の強化 

〇 経営リスク意識の向上とセーフティネット制度への加入の契機とするため、県独

自で開発した農業者に経営リスクを把握してもらう啓発ツール（ウェブサイト）の活

用を推進した。 

【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

○ 現場レベルのタスクチームでの活動が加入促進につながり、青色申告者に占める

令和８(2026)年を補償とする収入保険の加入割合は 40％を超え、前年を上回る見込

みとなった。 

○ セーフティネットの加入促進に向け、啓発ツールの有効性を検証したうえで、農業

者に利用しやすいシステムにしていく必要がある。 
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３ 稼げる農業の実現に向けた戦略的な生産・流通・販売と産業連携 １ 

 多様な人材が活躍 

県産農産物の需要をとらえた生産やブランド力向上、付加価値向上に向けた取組みを

推進することで農業者の所得向上を目指すとともに、国内外の市場に向けた販路拡大の

取組みを推進していく。  

他産業と連携し、新たな付加価値や新ビジネスの創出を推進するとともに、農業や食を

活かした交流・関係人口の拡大に取り組む。 

 

（１）需要をとらえた生産とブランド化による所得向上 

［米、土地利用型作物］  

○ 県産米は「つや姫」「雪若丸」を筆頭に、市場から高い評価を受けている。  

○ 全国的に主食用米の需要が減少し、生産力の減退も進んでいる中、本県でも中山間

地を中心に生産の目安を下回る傾向が見られ、主食用米の生産力の維持が課題となっ

ている。  

○ 担い手の大幅な減少が見込まれているが、生産基盤の維持・拡大を図り、多様なニー

ズに応じた米生産を引き続き推進する必要がある。  

○ 米の消費拡大を図るためには、国内での売れる米づくりに加え、国外での販路開拓

と定着も必要である。  

○ 大豆・そば・小麦は輸入依存度が高く、国内における生産量の増加が求められてお

り、品質や収量の向上が必要である。 

［果樹］  

○ 人口減少が進む中で、経営体数や果樹の栽培面積は減少傾向だが、産出額は増加傾

向にある。  

○ 気象災害に起因する減収が頻繁に発生しており、対策技術や品種の開発・普及、さら

には温暖化を見据えた新たな品目の導入も求められている。  

○ 生産者の減少に伴い経営体当たりの生産規模は拡大しているが、労働力が慢性的に

不足している。これに対応した軽労的な仕立方や省力樹形の導入を推進しているが、

さらなる省力化や生産性の向上が必要である。  

○ 離農や規模を縮小する生産者が増え、遊休園地が増加しており、これらの園地を担

い手や新規就農者にスムーズに継承することが必要となっている。 

［野菜・花き］ 

○  野菜については、各品目とも、生産者数の減少、労働力不足の影響で栽培面積は横

ばい又は微減している。一方、収益性の高いすいかやアスパラガス等の品目では、新規

生産者は増加傾向である。 

○ 花きについては、主要品目（ばら、ストック、トルコぎきょう、アルストロメリア

等）の栽培面積は横ばいから減少傾向だが、露地品目（啓翁桜、りんどう）では増加傾

向。生産者は高齢化・減少が進んでいる。  

○ 施設栽培品目では、資材費の高騰の影響で、新規参入や規模拡大が進んでいない。  

○ 新規就農者や若手生産者の育成に向けて、産地間の技術情報・経営情報の共有や、規
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模拡大に対応する生産効率の向上や省力化技術の確立と普及が必要である。  

○ 近年の気候変動の影響を踏まえ、温暖化に対応した作型や技術の開発など、収量と

品質の安定化に向けた取組みが必要である。  

［畜産］  

○ 意欲的な経営体の規模拡大や法人化が進む一方、中小規模の経営体では高齢化や労

働力不足等が進展していることから、畜産担い手の育成・確保や省力化・生産性向上等

に向けた取組みが必要である。  

○ グローバル化の進展等により、国内外の産地間競争が高まる中、山形生まれ・山形育

ちの安全・安心な畜産物の生産拡大と評価向上の取組みを進め、県産畜産物のブラン

ド力強化を図る必要がある。  

○ 経済連携協定の発効等により輸出拡大を図るチャンスである一方、老朽化が進んで

いる食肉処理施設もあることから、輸出相手国の基準に適合する食肉処理施設を整備

していく必要がある。  

○ 価格高騰が続く輸入飼料への依存から県産飼料価格の生産・利用拡大を推進し、飼

料費の低減を図る必要がある。  

○ 国内外において高病原性鳥インフルエンザや豚熱等の家畜伝染病が拡大する中で、

農場における衛生管理の徹底など防疫体制を一層強化する必要がある。 

①県産米全国シェア拡大 

【方向性】 

○ 地域農業再生協議会や関係機関・団体と連携し、「生産の目安」をフルに活用した

作付けを進めながら、生産量の維持と全国に占める県産米のシェア拡大に取り組む。

また非主食用米について、需要に応じた作付転換を支援する。 

【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】 

（ⅰ）令和７(2025)年産米への対応 

○ 東北農政局山形県拠点や市町村等と連携し、地域における作付状況を把握しなが

ら、「生産の目安」のフル活用に取り組んだ結果、設定した「生産の目安」に沿った

作付けが行われ、全国の生産量に占める県産米シェアは 4.68％となった。 

○ 地域農業再生協議会に作付状況等を情報提供しながら、政府の支援施策や産地交

付金等を活用し、飼料用米等の非主食用米や大豆、そばのほか、野菜等の高収益作物

の取組みを推進した。 

（ⅱ）令和８(2026)年産米への対応 

〇 令和８(2026)年産米の「生産の目安」の設定にあたり、「需要に応じた米生産に関

するワーキンググループ会議」や４地域におけるブロック別意見交換会を開催し、市

町村をはじめ関係機関・団体との意見交換を実施したほか、「山形県米政策推進会議」

において有識者からも意見を聴取し、生産現場の意見を踏まえながら慎重に検討を

行った。 

〇 上記の検討結果を踏まえ、12 月１日に開催された山形県農業再生協議会臨時総会

において、令和８(2026)年産米の「生産の目安」は、生産量 334,900t（前年実績比

▲14,600t、前年目安比＋8,600t）、面積 55,539ha（前年実績比▲1,561ha、前年目安
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比＋1,426ha）と決定された。 

【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

○ 県産米の全国シェア拡大に向けて、引き続き、オール山形体制で需要を拡大しなが

ら、その需要に応じた米生産の推進が必要である。 

○ 「生産の目安」の設定にあたっては、全国の需給状況や県産米の販売動向等を踏ま

え検討していくこととしており、関係機関・団体と連携し、協議・検討の積み重ねが

必要である。 

○ 主食用米の価格が高騰し、非主食用米等の作付けが減少傾向にあるため、政府の支

援施策等をフルに活用しながら、非主食用米や高収益作物の取組みの推進が必要で

ある。 

＜本県の水稲作付面積＞ 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：県産米戦略推進課 

②県産米ブランド戦略推進 

【方向性】 

○ 売れる米づくりに向けて、「つや姫」や「雪若丸」等の県産米ブランド戦略を構築

し、戦略に基づいた生産・販売・コミュニケーションを展開 

○ 高品質良食味米生産を徹底しつつ、省力低コスト技術やスマート農業技術など

様々なツールの導入を支援することで、稲作経営体の規模拡大を推進 

○ 米の輸出拡大に向け、輸出先国・地域のマーケット特性に応じた生産・出荷体制づ

くりを促進 

【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】 

（ⅰ）「つや姫」ブランド戦略の推進 

○ 生産者を認定し、生産地域を限定した取組みを継続して実施した。 

○ 「つや姫マイスター基準田」（80 か所）を活用し、地域の実情に合わせた技術指導

を展開するとともに、「つや姫」「雪若丸」情報連絡員等による情報伝達の迅速化を図

りながら、高品質・良食味米生産を推進した。 

○ 人工衛星画像データを活用した「つや姫」生産管理技術の実践モデル地区（県内８

地域、うち庄内地域は広域で実践）を設定し、関係機関・団体、試験研究機関と連携

して食味や収量の改善に取り組んだ。 

○ 三大都市圏の有名百貨店でのトップセールスやＳＮＳを活用したキャンペーンの

実施等により、販売促進を図った。 

○ 首都圏等の百貨店や量販店、イベント等において、つや姫レディがＰＲ活動を行い
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販売促進を図った。 

○ ホームページのほか、ＳＮＳを活用した情報発信を行うとともに、キャンペーン等

の展開により「つや姫」ブランドの更なる浸透を図った。 

（ⅱ）「雪若丸」ブランド戦略の推進 

○ 各総合支庁農業技術普及課の普及指導員を専任サポーターとして「雪若丸」生産組

織に配置し、技術・経営面で総合的な支援を行った。 

○ 「「雪若丸」レベルアップほ場」の設置、タイムリーな技術情報の発信等を行い、

高品質・良食味米生産を推進した。 

○ 三大都市圏の有名百貨店でのトップセールスやＳＮＳを活用したキャンペーンの

実施等により、販売促進を図った。 

○ 首都圏等の百貨店や量販店、イベント等において、雪若丸クルーがＰＲ活動を行い

認知度向上及び販売促進を図った。 

（ⅲ）水稲生育管理システムの実証[関連] 

○ 衛星リモートセンシングを活用した「やまがた米づくりナビ」の普及推進、広域実

証を実施した。 

（ⅳ）経営規模拡大に対応できる栽培技術の普及 

○  省力低コスト栽培技術である直播栽培及び高密度播種苗移植栽培技術の実証と普 

及拡大を図った。 

（ⅴ）米の輸出拡大に向けた生産・出荷体制づくりの促進 

〇 米国ハワイ州において、在ホノルル日本国総領事公邸での「つや姫海をわたる」10 

周年記念レセプションや、短期大学で学生向けに「つや姫」や県産酒の紹介等を実施。 

〇 米の新品種「ゆきまんてん」について、大規模化に対応した省力・低コスト栽培技 

術の確立や輸出向け展開可能性を検証。 

【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

（ⅰ）「つや姫」ブランド戦略の推進 

○ 品質・食味・収量のグレードアップに向けた取組みを進めるとともに、インバウン

ド需要が旺盛な状況であることから、インバウンド向けメディアやデジタル技術を

活用し、顧客層にターゲティングしたプロモーションを推進する取組みが必要であ

る。 

（ⅱ）「雪若丸」ブランド戦略の推進 

〇 高品質・良食味米の高位安定生産と適正収量の維持・確保を推進するとともに、 

子育て世代等のターゲット層を中心とした県外消費者への効果的な認知度向上と購   

買喚起の取組みの強化が必要である。 

（ⅲ）水稲生育管理システムの実証[関連] 

○   衛星リモートセンシングを活用した「やまがた米づくりナビ」の現場での技術導

入が進んでいる。適期作業カレンダーや「生育診断マップ」や「刈取適期マップ」を

利用することで、適期・適作業の推進が図られた。さらなる技術普及と実装化に向

けた取組強化が必要である。 

（ⅳ）経営規模拡大に対応できる栽培技術の普及 
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 ○ 省力低コスト栽培技術の普及拡大を図り、高密度播種苗移植栽培の取組面積は拡

大している。省力低コスト化と収量・品質の確保を両立するため、栽培技術の向上

が必要である。 

（ⅴ）米の輸出拡大に向けた生産・出荷体制づくりの促進 

〇 今後、他県産との産地間競争の激化が見込まれるため、現地輸出パートナーとの関 

係強化のもと、積極的な現地プロモーションを展開し、県産米ブランドの定着や販路 

の維持・拡大への取組が必要である。 

③土地利用型作物生産性向上 

【方向性】 

○ 大豆・そばの生産拡大に向け、高位安定生産技術の導入を進め、畑作物の直接支払

交付金を十分に活用した安定的な農業経営の定着を促進  

○ 実需者等と連携しながらニーズに応える産地づくりを進め、大豆・そば・小麦の生

産性向上を推進 

【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】 

（ⅰ）高品質高収量等の安定生産の推進 

○ 大豆、そば、小麦の栽培課題を克服するため、高品質高収量栽培実証圃の設置及び

栽培研修会の実施等で技術普及を図り、収量・品質の確保を推進した。 

（ⅱ）大豆・そば等の産地評価の向上 

〇 大豆の生産組織や流通団体、実需者で構成する「県産大豆生産振興連絡協議会」に

おいて、現地視察や需要動向に関する意見交換を行い、県産大豆の栽培技術向上及び

利用拡大について推進した。 

【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

（ⅰ）高品質高収量等の安定生産の推進 

○ 大豆、そば、小麦の収量・品質の確保に向け、栽培技術向上に向けた実証を行い、 

大雨や干ばつ等の影響で収量低下となる場合が多いため、引き続き排水対策等の徹底 

等の基本技術の励行や灌水等の対応技術の徹底が必要である。 

（ⅱ）大豆・そば等の産地評価の向上 

○ 県産大豆、そばの産地評価の向上に向け、実需者の要望を的確に把握するとともに、

それに応えられる生産面の強化が必要である。 

④さくらんぼ王国やまがた産地活性化 

【方向性】 

○ 150 年にわたり先人たちが築いてきた「さくらんぼ王国やまがた」を次代へつない

でいくため、気候変動に強く、強靭で持続可能なさくらんぼ産地づくりを推進すると

ともに、「やまがた紅王」のブランド確立や生産性の向上に向けた省力・軽労的な生

産方式の導入、新興産地の育成等による「オール山形」での産地活性化を目指す 

○ 世界一のさくらんぼ産地を目指して、世界に通用する超大玉品種の開発やスマー

ト技術を活用した大規模栽培・超省力栽培の実現に向けた技術開発等を推進 

【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】 

（ⅰ）オール山形による「山形さくらんぼ」の高品質安定生産・ブランド力の強化 
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○ 山形さくらんぼブランド力強化推進協議会を開催し（4/25、8/29）、①高品質安定

生産、②厳選出荷、③「やまがた紅王」のブランド化、④産地基盤強化、⑤新興産地

拡大、⑥認知度向上の６つのプロジェクトで、山形さくらんぼのブランド力強化を推

進した。 

〇 ２年連続の不作を受け、安定生産への意識醸成を図るため、1/21 に「さくらんぼ

産地再生フォーラム」を開催した。 

（ⅱ）「やまがた紅王」の高品質大玉生産と早期のブランド確立 

〇 本県のさくらんぼ奨励品種に編入し、積極的な振興品

種として位置付けた。 

〇 高品質生産に向けた栽培研修会を開催した（4/17）。 

〇 指導機関や取りまとめ団体向けの出荷説明会を開催

した（6/4）。 

〇 東京都中央卸売市場にてトップセールスをはじめと

したセールスプロモーションを展開した（6/7）。 

〇 ２粒入り新パッケージを用いた「やまがた紅王プレミ

アム」が出荷され、２粒 15 万円で落札された（6/20、

大田市場）。 

〇 第３回「やまがた紅王」大玉コンテストを開催した

（6/20、霞城セントラル）。 

〇 令和６(2024)年までの７年間で、「やまがた紅王」の

登録生産者数は 3,016 経営体、導入本数は約 34,000 本

となった。 

（ⅲ）生産性が高い産地基盤の確立 

○ 軽労化樹形（平棚・Ｙ字・Ｖ字仕立て）の講習会、研

修会を各地で開催した。 

（ⅳ）新興産地における産地化の推進 

〇 最上さくらんぼブランド確立プロジェクト推進会議

(6/4)、庄内さくらんぼ生産振興協議会（5/23）を開催した。 

〇 産地情報発信のためのリーフレットを作成・配布した。 

（ⅴ）さくらんぼ世界一プロジェクトの推進 

○ さくらんぼ収穫ロボットの開発を山形大学大学院理

工学研究科に委託し、実用化に向けた研究が進展した。 

○ 果樹生産のスマート化に向けて、スマート農機（自律

ロボット台車、静電ブームスプレーヤ、電動式作業台車）

の研修会を実施した（10/28、10/30）。 

【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

○ 令和７(2025)年産のさくらんぼは、開花期の強風、降雨、低温のため訪花昆虫の活

動が鈍く、結実が少なかった。また、収穫期前の降雨の影響で、露地栽培に加え、雨

よけ栽培で裂果が発生した。さらに、６月の高温の影響から熟期が前進し、収穫期ま

「やまがた紅王」高品質栽培研修会 

１箱（２粒）15 万円で取引された「や

まがた紅王プレミアム」５Ｌ果実 

第３回「やまがた紅王」 

大玉コンテスト 

果樹のスマート農業研修会 
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での日数が平年より短かったことから小玉傾向となった。５月下旬の着色期に日照

時間が少なく、６月以降は高温であったことから、着色が停滞した。 

以上のことから、令和７(2025)年産さくらんぼの収穫量は、平成以降で最も少ない

8,310 トン（前年比 97％）となった。 

表 山形県のさくらんぼ生産状況 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

栽培面積(ha) 3,050 3,060 3,020 2,960 2,880 2,800 

収穫量（ｔ） 11,900 13,000 9,160 12,400 13,000 8,590 

産出額（億円） 362 333 319 378 378 320 

             資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」、「果樹生産出荷統計」、「生産農業所得統計」 

⑤果樹産地活性化 

【方向性】 

○ 省力化や生産性を向上させる技術の導入等により規模拡大を促進するとともに、

高品質安定生産を推進し市場評価の向上を図り、産地・品目の特性を活かした付加価

値の高い流通販売を進めることで産地を活性化 

【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】 

（ⅰ）ＧＩ「山形ラ・フランス」を核としたブランド力向上 

○ 登録６年目となった地理的表示（ＧＩ）「山形ラ・フラ

ンス」は、山形県「ラ・フランス」振興協議会全体で生産

工程管理に取り組み、高品質生産を推進した。 

○ 適期収穫、産地追熟を推進するため、販売開始基準日を

山形県「ラ・フランス」振興協議会で決定し、ポスター等

による啓発を行った。 

（ⅱ）シャインマスカットを核とした本県産ぶどうのブランド力強化 

○ 「シャインマスカット短梢栽培マニュアル」、「シャイ

ンマスカットカラーチャート」の配布や研修会の開催な

ど、品質向上に向けて技術支援を行った。 

○ 生産振興のモデルケースとして取組みを進めている置

賜地域において、リーフレットの作成・配布を行った。 

○ ぶどう生産者と県内ワイナリーのマッチングに向け

て、アンケート調査を実施した。 

（ⅲ）県産りんごのブランド力向上に向けた生産体制の強化 

○ 高密植栽培の県内での普及拡大に向けて、県内３か所に高密植栽培現地実証圃を

設置した。 

○ 「りんご高密植栽培現地視察研修会」を実施した（7/28 と 11/7、上山市実証圃）。 

（ⅳ）リレー出荷によるもも産地のブランド力強化 

○ 高品質な県産もものリレー出荷を図るため、基幹品種を補完する品種として、中生

品種「陽夏妃」の普及に向けて、実証圃を設置し果実特性を調査した。 

○ 品目競合や出荷の実情に合わせた、短期冷蔵による出荷調整試験を実施した（置賜

地域）。 

ＧＩ「山形ラ・フランス」 

ＰＲイベント（10/28、山形市） 

ぶどう団地の栽培研修会 

（5/19、高畠町） 
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（ⅴ）特産果樹（すもも・かき・かんきつ）の生産拡大 

○ すももについては、新規生産者の掘り起こしに向けた研修会や、新規生産者の栽培

技術向上に向けた巡回指導を行った。また、地域オリジナル品種を導入した長期出荷

に取り組んでいることから、品種特性に応じた栽培管理の徹底を図るため、講習会や

目揃え会を実施した。 

○ かきについては、庄内柿振興協議会やＪＡと連携し、大玉果実の高位安定生産や付

加価値づくりを行った。また、「高温少雨対策マニュアル」等を活用した気候変動に

対応した栽培管理についての講習会や、カラーチャートを活用した適期収穫につい

て講習会を行った。 

○ すだちについては、新規生産者の掘り起こしや既存生産者の技術向上に向けて、

「北限のすだち」栽培技術研修会を行った（年間３回）。また、実需者等からの知名

度向上と利用促進に向けて産地見学会を行った。 

【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

○ 地理的表示（GI）「山形ラ・フランス」は、消費者への認知が進み、出荷数量も増

加している。今後は、令和９(2027)年の本格運用開始に向けた県内生産者及び関係企

業への取組み周知や、さらなる消費拡大に向けたＰＲを進める必要がある。 

○ 「シャインマスカット」の導入を契機として赤系・黒系の大粒ぶどうも増加してい

ることから、着色系品種の栽培管理技術の普及推進が必要である。 

○ りんごについては、高密植栽培への関心が高まっているため、実証圃を設置し、各 

 産地での評価を進めながら、研修会等の実施により普及推進を図る必要がある。 

○ ももについては、さらなる栽培拡大を進めるため、有望品種の導入と立枯れ対策な

どの基本技術の徹底を推進する必要がある。 

○ すももについては、すもも団地の整備が進められており、新規就農者が順次参入し

ていることや、オリジナル品種の生産が拡大していることから、技術支援の強化が

必要である。 

○ かきについては、気候変動の影響による着色遅延対策や日焼け果対策について検

討する必要がある。 

○ すだちについては、新規生産者の掘り起こしと、新たに栽培を始めた生産者への技

術支援を継続していく必要がある。 
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表 山形県の西洋なし、ぶどう、りんご、もも、すもも、かきの生産状況             

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

西

洋

な

し 

栽培面積(ha) 876 872  859 843 823 797 

収穫量（ｔ） 18,900 19,100 13,900 18,200 13,200 17,800 

産出額（億円） 59 62 58 66 60 68 

ぶ
ど
う 

栽培面積(ha) 1,550 1,570 1,550 1,510 1,460 1,390 

収穫量（ｔ） 16,400 15,500 14,600 14,000 13,800 14,000 

産出額（億円） 123 158 148 137 139 150 

り
ん
ご 

栽培面積(ha) 2,250 2,210 2,170 2,120 2,060 1,980 

収穫量（ｔ） 40,500 41,500 32,300 41,200 30,300 32,700 

産出額（億円） 102 95 89 106 89 106  
 

も
も 

栽培面積(ha) 671 675 687 687 697 716 

収穫量（ｔ） 9,350 8,510 8,880 9,800 8,800 10,300 

産出額（億円） 38 44 48 47 48 54 

す
も
も 

  

栽培面積(ha) 261 264 265 261 253 243 

収穫量（ｔ） 1,890 1,810 1,700 2,080 1,720 2,180 

産出額（億円） 10 10 10 10 8 14 

か
き 

  

栽培面積(ha) 817 797 777 757 717 683 

収穫量（ｔ） 7,830 6,750 5,530 6,630 5,260 6,480 

産出額（億円） 16 15 14 13 13 17 

資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」、「果樹生産出荷統計」、「生産農業所得統計」 

⑥果菜類産地強化 

【方向性】 

○ 持続的発展が可能な果菜類の産地づくり推進に向けた新規就農者の確保、これか

らの産地をけん引する担い手の育成 

○ 産地基盤の強化に向けた生産性向上・気候変動対応技術等の開発・実証・普及 

【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】 

（ⅰ）果菜類産地の基盤強化 

○ すいかでは、「すいか農学校」等、若手生産者への技術

指導等を実施し、新規生産者の定着支援等を行った。 

○ メロンでは、関係機関と連携し、若手生産者を対象と

した研修会等を開催した。 

○ トマトやきゅうりでは、環境モニタリングに取り組む

モデル展示圃等において、データを活用した意見交換が

行われ、若手生産者の栽培技術の早期習得が図られた。 

（ⅱ）主要果菜類の産地強化 

○ すいかは、産地に導入が進んでいる新品種「羅王ザ・

スウィート」の特性把握に取り組むとともに、日焼け果

対策として遮光ネット等の効果を検討した。 

○ メロンは、近年問題となっている土壌病害（つる割病）

への対策技術として、接ぎ木苗や土壌消毒の効果を検討

した。実証結果等について、「庄内砂丘メロン研修大会」

（2/4）にて周知した。また、「やまがたフルーツ 150 周

すいか栽培講習会 

霞城セントラルにおける 

メロン試食販売会（7/19） 
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年」と連携し、庄内砂丘メロンのＰＲ（県内各地における試食提供や販売会等の開催）

を実施した。 

○ トマトやきゅうりでは、「トマト栽培 先進事例視察研修会」（8/28、41 人参加）や

「環境モニタリングからはじめる野菜のスマート農業研修会 2025」（11/4、60 人参

加）を開催し、環境モニタリングデータの活用方法等に関する知識を深めるととも

に、試験研究機関におけるスマート農業技術の開発状況や県内の環境モニタリング

データを活用した栽培事例について情報共有を図った。 

○ えだまめは、高品質安定生産の実現に向けた栽培技術

（播種時期や肥培管理等）、気候変動対応技術（灌水の

効果等）の実証に取り組んだ。生育期の灌水による増収

効果について、「山形枝豆日本一産地化フォーラム」に

て周知した（11/19、94 人参加）。また、光センサーを活

用した食味成分分析とその結果に基づいた栽培改善指

導を実施する「食味向上プログラム」のＰＲと各産地の

取組状況の情報共有を目的に、実需者（市場関係者や首

都圏のシェフ）を対象とした取組説明会を開催した

（7/28、8/26～27）。 

○ いちご品種「山形Ｓ７号」の普及拡大に向け、栽培研

修会を開催した（6/13、40 人参加）。また、普及状況等

の把握に向けて、栽培・販売状況に関するアンケート調

査を実施した（12/5～12/24）。 

○ なす品種「山形Ｎ１号」の普及拡大に向け、普及拡大

研修会を開催した（7/30、95 人参加）。また、普及状況

等の把握に向けて、栽培・販売状況に関するアンケート

調査を実施した（12/1～12/19）。 

【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

○ すいかの日焼け果対策（遮光ネット）は、産地導入が進んでおり、次年度は部会全

体に普及する見込みである。引き続き、安定生産に向けて、高温対策技術の実証に取

り組む。また、産地全体で、従来の品種から新品種に切り替わる予定のため、新品種

の特性把握や安定生産技術の確立が求められている。さらに、新規就農者が増加傾向

にあるため、関係機関との連携を強化し、定着支援に取り組む必要がある。 

○ メロンは、土壌病害（つる割病）の対策技術の実証に取り組み、その効果が確認さ

れた。被害軽減に向けて、発生状況の把握及び対策技術の普及に取り組む必要があ

る。 

○ トマトやきゅうりでは、これまで環境モニタリングに継続的に取り組んできたこ

とで、品目や営農体系に応じた多様な環境モニタリングデータの活用事例が確認さ

れている。今後、取組みの普及拡大を図っていくうえで、取組事例を整理する必要が

ある。また、現地実証技術（遮熱等）や試験研究の成果情報（簡易ミスト噴霧システ

ム、日射比例灌水同時施肥）等を基に、産地への生産性向上技術の普及を図っていく。 

「食味向上プログラム」 

取組説明会（8/26） 

なす「山形Ｎ１号」 

普及拡大研修会（7/30） 
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○ えだまめは、灌水に関する実証圃を設置したことで、地域内での灌水実施率が高ま

り、単収向上に寄与する事例がみられた。高品質安定生産の実現に向けて、気候変動

対応技術（高温少雨や大雨への対応技術）の継続実証が求められる。また、県内産地

での「食味向上プログラム」の取組拡大に向けて、「食味向上プログラム」の生産者

の認知度向上や意識醸成を図る必要がある。 

○ いちごやなすは、令和７(2025)年度から県育成オリジナル品種の一般栽培が開始

となった。両品種とも生産者からの評価は概ね好評であり、栽培希望者は増加傾向に

ある。さらなる普及拡大に向けて、展示圃の設置や研修会の継続開催による品種特性

の周知が求められる。 

⑦葉茎菜類等産地強化 

【方向性】 

○ 持続的発展が可能な葉茎菜類等の産地づくり推進に向けた若手生産者の確保・育

成、生産者間のネットワーク化、産地間の技術・経営情報の共有促進 

○ 長期安定出荷体制の確立に向けた、生産性向上・省力・気候変動対応技術の開発・

実証・普及 

【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】 

（ⅰ）葉茎菜類等産地の基盤強化 

○ アスパラガスは、庄内地域では新規栽培者及び栽培志向者向けのスタートアップ

研修会等、置賜地域では生産拡大会議等を開催し、関係

機関が連携した新規生産者の掘り起こしを推進すると

ともに、生産振興方策等について検討した。 

○ にらでは、実証圃を活用した研修会等を開催し、省力

機械化体系を推進した。 

○ セルリーでは、村山産地研究室において研修会を開催

し、成果情報（ミニセルリーの安定多収栽培体系、効果

的な灌水方法等）の技術普及を推進した。 

○ 山菜では、最上地域において、実証圃を活用した「促成山菜スタートアップ研修会」

を開催し、関係機関が連携して新規生産者の掘り起こしを実施した。 

（ⅱ）主要葉茎菜類等の産地強化 

○ アスパラガスでは、環境に配慮した栽培体系（緑肥による防草・防風効果）、新栽

培体系「採りっきり栽培」の現地適応性、高温対策技術（遮光技術）等の実証に取り

組んだ。 

○ にらでは、越冬苗と移植機を組み合わせた省力体系の

実証に取り組むとともに、実演会や講習会を開催し、技

術普及を図った。 

○ セルリーでは、抽苔発生要因の把握、高温対策技術（遮

光技術）等の実証圃設置に取り組み、安定生産を推進し

た。また、個別指導や展示圃設置により、緑肥（カラシ

ナ）や完熟堆肥等を活用した土づくりを普及推進した。 にら越冬苗を用いた機械定植 

促成山菜スタートアップ研修会 

（最上産地研究室 8/4） 
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○ たらの芽では、立枯れ症状発生軽減効果（高畝栽培）の実証と新興産地における優

良事例調査に取り組んだ。うるいでは、防除体系の実証に取り組むとともに、研修会

で情報を周知した。 

【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

○ アスパラガスは、全県的に栽培が増加傾向にある一方

で、産地間の交流は限られている。これまで各産地で実

践されてきた気候変動対応技術（遮光、灌水技術等）等

について、優良事例を収集するとともに、研修会の開催

を通して、技術情報の共有や生産者間のネットワーク化

を推進する。 

○ にらでは、実証圃の設置により越冬苗に興味を持つ生産者が増加している。越冬苗

の導入が進んでいない地域に実証圃を設置し、栽培体系の更なる普及拡大を推進す

る。また、気候変動対策について現地の優良事例を収集し、技術の情報共有を図る。 

○ セルリーでは、定植後の高温対策として遮光管理の効果が確認されたが、播種時の

発芽率の低下が課題となっていることから、育苗期の高温対策の検討が必要である。

また、産地に環境モニタリング機器が導入されたことから、モニタリングデータを活

用した栽培改善の取組みを支援する必要がある。 

○ たらの芽は、多年生作物であることから排水対策の効果について継続した実証が

求められている。また、新興産地の置賜地域では、若手生産者への栽培技術継承を促

進するため優良事例を収集し、技術情報の共有を図る。 

⑧花き産地強化 

【方向性】 

○ 品目毎に県内産地間の情報交換を進める研修会を開催し、若手生産者を育成  

○ 露地花きでは、新規生産者の確保と水田転換畑等への導入による産地拡大、施設花

きでは省力・省エネルギー化技術の導入、気候変動に対応した栽培技術を普及推進

し、産地規模を維持 

○ 県花である紅花の作付拡大や需要拡大を推進し、伝統を将来に継承するための生

産基盤を強化 

【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】 

（ⅰ）県産花きの産地強化 

○ 国の「花き産業及び花きの文化の振興に関する基本方針」を踏まえ、「山形県花き

振興計画」を改定した（９月）。 

○ 「やまがたフラワーフェスティバル」を、「つ

るおか大産業まつり[来場者数:約 30,000 名]」

と共同開催した（10/17～19、鶴岡市）。東北農

林専門職大学附属農林大学校と連携した寄せ

植え体験や県産花きを使ったフォトスポット

などの設置を行った。 

○ 山形駅で季節の県産花きを展示ＰＲした（６
高等学校生徒による花育活動（10 月） 

アスパラガスの実証圃における 

現地検討会（9/18） 
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～３月、８回）。 

○ 県内高等学校生徒が、部活動などで県産花きに触れる機会を増やすために、展示や

花育の活動の支援を行った（７～２月、20 回）。 

（ⅱ）主要露地花き品目の産地拡大 

○ 「啓翁桜」では、高品質化、省力化に向けた

実証圃（上山市、西川町、東根市、長井市、酒

田市、遊佐町）を設置するとともに、省力化技

術の定着を図る研修会を開催した（10/28、遊佐

町／10/30、高畠町）。 

○ りんどうでは、新品種の栽培体系確立実証圃

（米沢市）を設置した。 

○ ダリアでは、害虫対策、高温対策、施設栽培

による長期継続出荷の実証圃（山形市、川西町、

白鷹町）を設置した。 

〇 けいとうでは、施設を活用した栽培における品種適応性実証圃（酒田市）を設置し

た。 

（ⅲ）主要施設花き品目の産地強化 

○ トルコぎきょうでは、開花調節に向けた実証圃（庄内町）を設置するとともに、高

温対策技術の普及を図る研修会を開催した（10/15、庄内町）。 

○ アルストロメリアでは、高温対策として簡易ミスト技術実証圃（鶴岡市）を設置し

た。 

〇 ばら、ストックでは、温暖化により発生が増加している害虫の、省力的防除実証圃

（寒河江市、村山市）を設置した。 

（ⅳ）紅花の生産振興 

○ 世界農業遺産の認定に向け、農林水産省を通じて、ＦＡＯ（国際連合食糧農業機関）

に申請書を提出した（5/13）。その後、ＦＡＯ事務局からの指摘があり、再度、認定

申請書の修正を行っている。 

○ 首都圏で開催されたシンポジウムに参加し、農業システムと紅餅のＰＲを行った

（11/7）。 

〇 県立図書館において、農業遺産と「山形の最上紅花」についての展示を行う（6/30

～7/30）とともに、紅花の歴史や文化、生産、活用場面について紹介する研修会を開催

した（7/5、県立図書館）。 

〇 県内の小学校において、学習で活用いただくための紅花の種子や紅餅を配布した

（種子：34 校、紅餅：８校）。 

【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

○ ６月中旬から８月上旬の高温少雨により、生育不良、花弁着色不良や短径開花、開

花遅延、害虫の多発により収穫本数の減少や品質の低下がみられた。 

○ りんどうの産出額は、５億円（令和６(2024)年）であった。夏から秋に出荷できる

露地品目として中山間地での作付けが定着しており、多様な品種の組み合わせによる

「啓翁桜」省力化技術研修会（10 月） 
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継続出荷を推進する必要がある。 

○ 「啓翁桜」では、新産地の育成や団地化の取組みにより作付面積が拡大しており、

出荷量は増加傾向にある。夏期の高温乾燥に対応した草生栽培の実証と促成前管理技

術による品質の高位平準化技術の普及を図る必要がある。 

○ ダリアでは、実需者から長期間安定した出荷が期待されており、露地とハウスを組

み合わせた出荷期の延長や高温対策技術の導入に取り組む必要がある。 

○ トルコぎきょうの産出額は、６億円(令和６(2024)年)であった。暖地で導入例のあ

る冷房貯蔵大苗による栽培技術を導入し、品質向上に取り組む必要がある。 

○ アルストロメリアの産出額は、６億円(令和６(2024)年)であった。周年出荷されて

おり、特に夏から秋の出荷に対して実需者からの評価が高い。夏期の高温に対して、

試験研究や実証圃において効果が認められた、簡易ミスト技術の普及を図る必要があ

る。 

○ 温暖化の影響で、各品目において害虫の発生が増加しており、省力的な害虫防除対

策の導入を推進する必要がある。 

○ 加工用紅花の栽培面積は 16.2ha(令和６(2024)年)で増加傾向にある。生産者の高

齢化が進む中、安定生産のための体制検討や紅餅等紅花加工品の販路拡大に取り組む。 

⑨畜産生産基盤の育成強化 

【方向性】 

○ 地域の中心となる畜産担い手を育成するとともに、

地域を支える中小家族経営をはじめとした担い手に

ついて、規模拡大、機能強化及び生産性向上のための

施設・機械整備等を支援し、持続可能なやまがたの畜

産を構築 

【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】 

（ⅰ）地域の中心となる畜産担い手の育成 

○ 和牛繁殖雌牛や和牛子牛の飼養管理に課題がある生産者に対し、飼料分析や血液

分析などを通じた巡回指導を実施した（各地域で随時）。 

（ⅱ）畜舎等の生産基盤強化 

〇 畜産生産持続強化支援事業（県単）で 22地区（事業費計約２億円）の施設整備等

を支援。 

〇 畜産クラスター事業（国庫）で２地区（事業費計約４億円）の施設整備等を支援。 

〇 価格高騰が続く配合飼料及び単味飼料購入に係る負担を軽減するため、飼料価格

高騰対策事業による支援を実施。令和７(2025)年度については、第１四半期について

支援し、事業費の合計は約３億円。 

（ⅲ）畜舎等へのＩＣＴ機器導入の推進[関連] 

○ 畜産生産持続強化支援事業（県単）のうち生産性向上・省力化ＩＣＴ機器整備支援

において１地区（事業費計約１千万円）の機器導入（自動給餌機）を支援。 

（ⅳ）家畜の暑熱対策の導入推進[関連] 

〇 畜産生産持続強化支援事業（県単）のうち暑熱対策設備等導入支援において８地区

和牛生産者への巡回指導 
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（事業費計約３千万円）の設備導入（細霧システム等）を支援。 

【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

○ 生産者の高齢化等による畜産農家戸数の減少が続いているため、後継者や新規就

農者等の担い手を継続的に育成・確保していく。 

○ 規模拡大のための施設整備や省力化・生産性向上のための機械導入への支援を行

い、担い手の生産基盤の強化が着実に進んでいる。畜産産出額（令和 10(2028)年目

標 480 億円）の更なる向上にむけて、生産基盤の機能強化や省力化による生産性向

上等の取組みを地域ぐるみで支援していく。 

⑩安全・安心な県産畜産物生産 

【方向性】 

○ 安全・安心な畜産物の生産のため、農場での衛生管理を向上するとともに農場ＨＡ

ＣＣＰやＪＧＡＰ畜産の認証取得を推進し、県産畜産物の評価を向上 

【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】 

（ⅰ）輸出相手国の基準に適合する食肉処理施設の整備 

○ 新食肉処理施設の整備に向けて、関係機関との調整を図るとともに、情報の共有を

図るため担当者による打合せを定期的に実施。 

○ （株）山形県食肉公社は、独立行政法人農畜産業振興機構が所管する食肉処理高度

化緊急特別対策事業を活用し、冷却設備や洗浄機等の改修を実施。 

（ⅱ）家畜伝染病の発生・まん延防止 

〇 国内における豚熱や高病原性鳥インフルエンザの発生の都度、リーフレット「家畜

衛生だより」を発行し、情報提供と注意喚起、飼養衛生管理基準の遵守徹底と異状が

あった場合の早期発見・早期通報の指導を実施するとともに、異状発見時における家

畜保健衛生所への 24 時間通報受付体制を継続。 

○ 高病原性鳥インフルエンザ等への防疫対応において、県職員の負担軽減と民間の

ノウハウを活かした対応の充実を図るため、協定を締結している民間事業者と、より

円滑な防疫対応を目指した検討を継続。 

○ 本庁の防疫対策業務員及び上記の民間事業者を対象

に、防疫措置の内容の研修と防護服の着脱及び豚の殺処

分に係る演習を実施（９月、参加者 68 名）。また、各総

合支庁の防疫対策業務員を対象に、防疫措置の内容の研

修と防護服の着脱、車両消毒、現場事務所設置等に係る

演習を実施（７月～11 月）。 

（ⅲ）農場における飼養衛生管理技術の向上 

○ 農場ＨＡＣＣＰ認証取得に向けた事前指導及び認証取

得農場の継続指導を実施（６農場）。 

【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

○ 食肉処理施設の老朽化への対応や衛生管理の高度化に向けた改修整備を行い安定

稼働に努めながら、並行して合理的・持続的な食肉処理体制のあり方を山形県食肉流

通・輸出促進コンソーシアムにて検討を進め、機能再編・強化を含む本県に適した体

 
防疫演習の実施 
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制構築の実現に向けて取り組んでいく。 

○ 国内では野生イノシシでは豚熱のまん延が、野鳥では毎シーズン、高病原性鳥イン

フルエンザの侵入と拡大が見られる状況にある。特に高病原性鳥インフルエンザに

ついては、過去最悪の発生であった令和４(2022)年～令和５(2023)年シーズン以来

となる、県内野鳥での陽性事例が確認されたこと等から、県内での発生を防止するた

め、11～12 月にかけて、県内で 50 羽以上の家きんを飼養する全農場（ダチョウは 10

羽以上）を対象に消石灰を配布し、緊急消毒を実施。併せて飼養衛生管理基準の遵守

徹底を中心とした発生予防対策とともに、防疫演習や防疫資材の備蓄等の十分な備

えを継続する。 

○ これまで、農場ＨＡＣＣＰが 25 農場、畜産ＧＡＰが 11 農場認証されている。安

全・安心な県産畜産物生産及び県産畜産物の有利販売に向けて、これらの認証取得を

一層推進していく。 

⑪やまがたの和牛生産力強化・評価向上 

【方向性】 

○ 繁殖雌牛の増頭・能力向上、ＥＴ（受精卵移植）

技術の活用による優良子牛の増産、能力の高い県産

種雄牛の造成及び牛肉のおいしさの指標を通じた

県産牛肉の評価向上により、総称山形牛のブランド

力を強化 

【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】 

（ⅰ）繁殖雌牛の増頭・能力向上 

○ 県内の和牛繁殖雌牛の能力向上を図るため、生産者が行う和牛繁殖雌牛の更新に

対し、関係機関と連携して支援（優良繁殖雌牛更新加速化事業（国庫）により 81 頭

が更新予定）。 

○ （公社）山形県畜産協会が主催する第 48回山形県畜産共進会（肉用牛の部）の運

営に関係機関と連携して支援（10 月）。 

（ⅱ）優良県産種雄牛の造成 

〇 候補種雄牛の発育等の能力検定を実施した（直接検定 ４頭から１頭を選抜、現場

後代検定 ２頭から１頭を選抜（３頭検定中））。 

〇 現場後代検定において、歴代県産種雄牛の中で、脂肪交雑、上物率（４等級以上の

割合）、ＭＵＦＡ（一価不飽和脂肪酸）割合ランクが歴代１位タイを記録した「七福

久（しちふくひさ）」号が 11 月に県産種雄牛としてデビューした。今後、県内の和牛

改良と県産牛肉のブランド力向上への貢献が期待される。 

（ⅲ）ＥＴ（受精卵移植）技術の活用による優良子牛の増産 

○ ゲノミック評価技術を活用し効率的に高能力繁殖雌牛を選抜するため、新技術活

用高能力繁殖雌牛整備事業（県単）によりゲノミック評価分析に係る経費を補助し、

204 頭の分析を予定。 

○ 県内の和牛繁殖雌牛の中から能力の高い雌牛 13 頭(R8.2 月時点)を選抜し、ＯＰＵ

（経膣採卵）－ＩＶＦ（体外受精）卵の作製・配布を予定。 

県産種雄牛「七福久」号 
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○ 優良子牛の有利販売及び和牛繁殖農家の所得向上を図るため、一定能力を有する

和牛繁殖雌牛と県産種雄牛の産子の発育データ等の収集を支援（「丸藤３」等を活用

した優良子牛確保事業（県単）により 384 頭対象）(R8.2 月時点）。 

（ⅳ）総称山形牛ブランドの向上 

〇 牛肉のおいしさの目安の一つであるＭＵＦＡを測定し、その数値を表示する「見え

る化」を実証（各種枝肉共進会において、枝肉段階で食肉脂質測定装置を用いて測定

し、セリ市場で表示（10 回（実績見込み））。 

〇 生産者及び購買者等へのＭＵＦＡ・オレイン酸に対する理解醸成を図るため、和牛

塾を関係団体と連携して開催（２月）。 

【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

〇 「やまがたの和牛増頭運動」により和牛繁殖雌牛の頭数は着実に増加しているが、

依然として肥育用素牛の県外導入割合が高い状況であることや総称山形牛のブラン

ド力を高めていくことを考慮すると、和牛繁殖雌牛の増頭と能力向上が必要である。 

〇 和牛繁殖雌牛の基盤強化を図るため、ＩＣＴ機器などを導入した省力化や生産性

向上、繁殖肥育一貫経営における繁殖技術の習得支援、乳用牛への和牛受精卵移植、

ゲノミック評価技術等を活用した高能力な和牛繁殖雌牛の確保を推進していく。 

○ グローバル化の進展等により、国内外の産地間競争が激化していくことが見込ま

れることから、高品質な山形生まれ・山形育ちの総称山形牛の生産拡大や牛肉の口ど

けなど「おいしさの指標」の表示（見える化）による県産牛肉の評価向上の取組みを

進め、ブランド力の強化を図っていく必要がある。 

⑫やまがたのミルク生産力強化・消費拡大 

【方向性】 

○ 乳用牛群検定成績を活用した飼養管理指導、高能力が期待できる受精卵の作製・配

布による生乳生産効率の向上、県産牛乳等の消費拡大を図り、酪農家の所得向上を推

進 

【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】 

（ⅰ）乳用牛のベストパフォーマンス実現への支援 

○ （公社）山形県畜産協会が実施する牛群検定事業へ支援するとともに、関係機関と

連携し牛群検定農家に現地指導を実施。 

○ 遺伝的能力の高い乳用後継牛を県内の酪農家において確保するため、令和３

(2021)年度より県畜産研究所がプレミアム受精卵（北米産の受精卵産子等の県有乳

用牛をドナーとして、ＯＰＵ－ＩＶＦ技術により作製）を供給。これまで牛群検定農

家等に配布（令和３(2021)年度 60 個、令和４(2022)年度 45 個、令和５(2023)年度

55 個、令和６(2024)年度 61 個、令和７(2025)年度 45 個）しており、21 頭の雌子牛

が誕生(R8.2 月時点）。 

○ 令和５(2023)年度から、現地のプレミアム受精卵産子等の優良牛をゲノミック評

価してドナーを選定するとともに、ＯＰＵ－ＩＶＦ技術を活用して体外受精卵（フィ

ールドＯＰＵ卵）を作製し、牛群検定農家に配布（令和５(2023)年度 24 個、令和６

(2024)年度 45 個、令和７(2025)年度 54 個）。 

-101-



○ 乳用牛の能力を発揮させるとともに担い手の交流を図るための研修会として、各

地において酪農家の牛舎等を会場に、関係機関と連携して乳用牛ベストパフォーマ

ンス実現セミナーを開催し（置賜地域（10 月）、村山地域（11 月）、最上・庄内地域

（12 月））、計 81 名が参加。 

○ （公社）山形県畜産協会が主催する第 48 回

山形県畜産共進会（乳用牛の部）の運営に関係

機関と連携して支援（９月）。また、全日本ホル

スタイン共進会（北海道安平町）への出品（４

頭）に向けた活動に対し支援（10 月）。 

（ⅱ）県産牛乳等の消費拡大 

〇 牛乳・乳製品の消費拡大を図るため、山形県

牛乳普及協会（事務局：全農山形県本部畜産部）

と連携し、山形駅及び赤湯駅で牛乳を配布しな

がらＰＲ活動を実施（６月）。 

【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

○ 畜舎等の生産基盤の強化と併せ、乳用牛群検定への支援、プレミアム受精卵の配布

や飼養管理技術の改善に向けた研修会の開催等に取り組んできた。飼料をはじめと

する生産資材費の高止まり等が影響し、乳用牛の頭数は減少傾向となっている。今後

はプレミアム受精卵やプレミアム受精卵産子等から作製した受精卵を活用し、優良

な後継牛を確保し生乳生産効率を高めていく。 

○ 県産生乳を原料とした特色ある牛乳・乳製品が販売されているが、牛乳・乳製品を

はじめ食料品等が値上がりし需要の減少が懸念されることから、関係機関と連携し

県産牛乳・乳製品の消費拡大を一層推進していく。 

⑬県産銘柄豚・鶏の評価向上・販路拡大 

【方向性】 

○ 県が作出した繁殖性や肉質に優れた種豚を利用し、県産銘柄豚の生産拡大と販路

拡大を推進 

○ 肉用鶏や採卵鶏の規模拡大を支援するとともに、やまがた地鶏の新規参入者の確

保・育成、肉用鶏、採卵鶏など養鶏全体の生産拡大と販路拡大を推進 

【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】 

（ⅰ）改良型種豚の利用促進 

○ 豚の能力向上や豚肉の品質向上を図るため、県養

豚研究所において優良種豚の人工授精用精液を供

給（Ｒ７(2025)年度精液供給本数：3,195 本(R8.2 月

時点））。 

（ⅱ）県産豚肉のＰＲ等による銘柄化の推進 

〇 県産銘柄豚の知名度向上と消費拡大を図るため、

山形県産豚肉銘柄推進協議会と連携したＰＲ活動

を展開。 

第 48 回山形県畜産共進会（乳用牛の部） 

モンテディオ山形への県産銘柄豚贈呈 
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・サッカーＪリーグモンテディオ山形へ県産銘柄豚を贈呈（５月）。 

・「日本一の芋煮会フェスティバル」で、来場者へＰＲグッズを配布（９月）。 

・山形県農林水産祭「秋の食彩まつり」にて県産銘柄豚肉の試食提供を実施（10 月）。 

・山形調理師専門学校・酒田調理師専門学校とタイアップし、県産銘柄豚を使った調理

実習を実施（12 月）。 

・女子バレーボールＳＶリーグアランマーレへ県産銘柄豚を贈呈（１月）。 

（ⅲ）養鶏の生産拡大 

○ やまがた地鶏生産トライアル支援事業（県単）で新

規参入希望者（１名）の初期費用の一部を支援。 

（ⅳ）やまがた地鶏・県産銘柄鶏等の販路拡大 

〇 やまがた地鶏の知名度向上と消費拡大を図るため、

やまがた地鶏振興協議会と連携したＰＲ活動を展開。 

・Ｂ２リーグ山形ワイヴァンズへやまがた地鶏を贈呈

(11 月)。 

・米沢栄養大学とタイアップし、やまがた地鶏の調理 

実習を実施（11 月）。 

・やまがた地鶏のブランド力強化に向けた研修会を開催（11月）。 

【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

○ 国内外の産地間競争がさらに激化していくことが予想されることから、県産銘柄

豚の生産拡大と品質向上に取り組んでいく必要がある。 

○ 意欲ある養鶏生産者の生産性向上に向けた規模拡大や付加価値向上に向け、施設

整備・機械導入計画の掘り起こしを行い、各種補助事業を活用し支援を行っていく。 

○ 県産銘柄豚、やまがた地鶏の知名度を高め、新たな販路を開拓していく必要があ

る。 

⑭県産飼料生産・利活用推進 

【方向性】 

○ 外的要因に左右されない持続的な畜産物生産のため、耕畜連携の推進や、集落営農

法人をはじめとする外部組織による飼料生産の取組みを一層強化 

○ 公共牧場の強化をはじめとする飼料基盤の整備や水田フル活用による飼料生産を

推進するとともに、単収向上等により、県産飼料の増産や利活用を推進 

【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】 

（ⅰ）県産飼料の基盤整備 

○ 畜産クラスター事業（国庫）や畜産生産持続強化支

援事業（県単）で、自給飼料生産に必要な機械の導入

を支援。 

（ⅱ）飼料用イネの生産・利用の拡大 

〇 稲ＷＣＳ（稲発酵粗飼料）の更なる生産・利用拡大

を図るため、茎葉型系統品種「山形飼糯 138 号」のＰ

Ｒのため、河北町内及び尾花沢市内に普及啓発圃を

山形ワイヴァンズへの贈呈 

コントラクターによる WCS 用稲の 
収穫作業 
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設置。 

（ⅲ）耕畜連携の推進 

○ コントラクター（作業受託組織）の育成や、複数のコントラクター組織による広域

的な飼料生産の取組みを対象に、作業の分業化及び作付計画・機械利用計画、資材

管理の最適化により新たなモデルを構築するための助言・指導を実施。 

（ⅳ）子実用トウモロコシの生産・利用拡大 

〇 子実用トウモロコシの生産・利用拡大を図るため、子実用トウモロコシの作付け

や、収穫用機械の共同利用組織である山形県産子実用トウモロコシ生産利用推進協

議会の活動支援、単収向上・低コスト生産に向けた実証圃を設置。 

【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

○ 自給飼料生産のための機械導入等を支援してきたことで、収量の向上や飼料収穫・

調製作業等の効率化が図られていることから、引き続き省力化に向けた機械の導入

等を支援していく。 

○ 稲作農家と畜産農家の需給マッチングや収穫調製機械の導入支援等により、県内

の稲ＷＣＳの作付面積はこれまで拡大傾向にあったが、主食用米の価格高騰等を背

景に、令和７(2025)年の作付面積は 1,230ha となり、前年に比べ 136ha 減少した。 

○ 子実用トウモロコシについては、作付けや収穫に係る支援を行い、令和７(2025)年

度の作付面積は、98ha となり前年に比べ２ha増加した。子実用トウモロコシの生産

においては、収量の確保や低コスト栽培が重要であることから、引き続き実証圃の

設置や栽培技術指導を実施する。 

 

（２）国内外の市場に向けた県産農産物の販売拡大 

○ 人口減少や消費者ニーズの多様化が進んでおり、品目や販路、ターゲットに応じた

コミュニケーション戦略が必要である。  

○ 国内外で地域イメージと一体の「山形ブランド」の普及・定着が必要である。  

○ 県産農産物の輸出額は増加傾向であり、主な輸出先国・地域は、香港、台湾、ＡＳＥ

ＡＮ等のアジア地域、主な品目は、米、牛肉、りんご、もも等である。  

○ 県産農産物等の輸出を拡大するためには、現に輸出額が大きい国・地域だけでなく、

今後の需要が期待できる地域で人的ネットワークを活かしながら、新たな有望市場を

開拓していく必要がある。  

○ 再生産可能な価格形成や持続可能な社会に向けて、エシカル消費など社会や環境に

配慮した消費行動ができるよう、食育・地産地消を推進する必要がある。 

①県産農産物等魅力発信・認知度向上 

【方向性】 

○ 消費者の理解と共感を醸成するコミュニケーションの充実強化と県産農産物の高

付加価値化に向けたブランディング 

○ 令和７(2025)年の「やまがたフルーツ 150 周年」を契機とした県産フルーツのプ

ロモーションを行い、県産フルーツ全体の認知度を向上 

【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】 
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（ⅰ）「おいしい山形」推進機構の運営 

○ おいしい山形推進機構総会を開催し、令和６(2024)年度事業の成果を検証すると

ともに令和７(2025)年度事業計画を決定した（５月）。 

（ⅱ）消費者の理解度・共感度の醸成及び魅力発信 

○ おいしい山形推進機構ホームページや Instagram に

おいて、旬の県産農林水産物等の情報を発信するととも

に、プレゼントキャンペーン等を実施した。 

○ 県内及び首都圏・関西圏の百貨店やホテル等において

「山形フェア」を開催し、シンボルマーク等を活用した

ＰＲを実施した（随時）。 

○ 東京・大阪等の卸売市場及び百貨店において、旬の時

期に合わせ、さくらんぼ、夏果実（すいか、ぶどう、も

も、すもも）、ラ・フランスのトップセールス等を実施した。 

○ さくらんぼの販売時期に合わせ、山形駅東西自由通路へさくらんぼの懸垂幕を掲

出するとともに、南東北３駅、東京駅で「やまがた紅王」のＰＲ動画を放映した。 

○ 県内空港と連携し、空港内のレストラン利用客に対して、旬の農産物を提供し、Ｐ

Ｒを行った。 

○ 大阪・関西万博 東北プロモーションエリア 東北農政局ブースにおいて、山形セル

リーや米沢牛などのＧＩ産品の試食ＰＲを実施した（6/13）。 

○ 「ラ・フランス」の販売開始日に合わせ、県内量販店において、ＧＩ「山形ラ・フ

ランス」プロモーションを実施した（10/28）。 

○ 地理的表示（GI）登録×輸出促進セミナーを開催した（１月）。 

○ 「啓翁桜」の認知度向上のため、県内の空港や主要駅、首都圏のホテルや飲食店等

において展示ＰＲを行った。 

○ おいしい山形ホームページ（多言語版）において、さくらんぼや「ラ・フランス」

のＰＲ動画を公開するなど県産農林水産物等の情報を発信した。 

（ⅲ）農林水産・観光・商工団体等との連携 

○ モンテディオ山形のホームゲームにおいて、県産農林水産物のＰＲを実施した。 

○ プロ野球公式戦 巨人×中日戦において、県産農林水産物のＰＲを実施した。 

○ 山形県農林水産祭、全国農林水産祭、山形花笠まつり、日本一の芋煮会等において、

県産農林水産物のＰＲを実施した。 

（ⅳ）「食の至宝 雪国やまがた伝統野菜」の認知度向上 

○ 首都圏百貨店において、伝統野菜ＰＲ大使による販売プ

ロモーションを実施した（８月、１月）。 

〇 首都圏飲食店において、高校生野菜ソムリエプロ 緒方

湊さんと旬の「やまがた伝統野菜」を楽しむ会を開催した

（11月）。 

（ⅴ）やまがたフルーツ 150 周年を契機としたさくらんぼをは

じめとする県産果物の魅力発信 

さくらんぼトップセールス 

「やまがた伝統野菜」を

楽しむ会の様子 
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○ メタバース空間を活用した、やまがたフルーツ 150 周年タイアップ商品の展示会

を開催した（７月）。 

○ Instagram を活用して、やまがたフルーツ 150 周年を記念したプレゼントキャンペ

ーンを実施し、広く情報拡散を行った。 

○ 県内ホテル等で、朝食時に旬の県産フルーツを提供いただき、来県者に「やまがた

フルーツ」の魅力をアピールした。 

【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

○ トップセールスやイベントへの参加等、関係機関と連携しながら対面での消費宣伝

活動を行うとともに、ＳＮＳの活用等、非対面型のＰＲを組み合わせながら、県産農林水産

物の消費拡大、販売促進に努めた。 

○ 県外事務所や観光・文化・スポーツ分野と連携し、集客力のあるイベントでの県産

農林水産物のＰＲを継続していく必要がある。 

○ 「食の至宝 雪国やまがた伝統野菜ＰＲ大使」を活用したＰＲを行い、伝統野菜の

特長や調理法など、伝統野菜の魅力を効果的に発信することができた。 

〇 「やまがたフルーツ 150 周年」に合わせ、県内外でのイベント、ＳＮＳやメタバー

ス等、多様な機会・ツールを活用し、県産フルーツの魅力を幅広く発信し、山形ファ

ンの拡大につながった。 

②県産農産物等販路拡大 

【方向性】 

○ 首都圏等の実需者へ直接働きかけを行い、販売につ

ながるプロモーションを積極的に実施し、県内の生産

者・事業者等の販路拡大を目指すとともに、実需者等

のニーズを踏まえた商品の展開等を支援 

【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】 

（ⅰ）県産農林水産物の流通促進 

○ 首都圏・関西圏において、マッチング支援アドバイザーのマッチングによる試行販

売等を通し、需要創出と販路開拓を図った。 

（ⅱ）食材提案による需要の創出・販路の開拓 

〇 首都圏等のホテル・レストランや大手企業社員食堂において「山形フェア」を開催

した。 

○ 首都圏への販路拡大を支援するため、東京において「おいしい山形商談会」を開催

した（11 月）。 
○ 県内の豊かな農林水産物への理解を深め、販路拡大に繋げるため、首都圏及び関西

圏のホテル・レストランのシェフ等を招いた産地見学交流会を開催した（10月）。 
（ⅲ）県産農林水産物の流通・販売形態等の把握 

○ 全国の主要卸売市場における県産農産物の取扱状況のデータ収集を行った。 

○ 東京、大阪事務所職員による市場調査を定期的に行い、県産農林水産物の流通状況

をまとめた市場レポートを作成し、産地への情報提供を実施。 

【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

産地見学交流会 
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○ 首都圏等のホテル・レストランや大手企業社員食堂等での「山形フェア」を通して

県産農林水産物等の利用拡大が図られたことから、フェアの継続的な実施を働きか

けるとともに継続取引につなげていく。 
○ おいしい山形推進機構主催の商談会及び産地見学交流会について、本県の農林水

産物等の魅力を伝えることができ、販路拡大に繋がっているため、継続して実施して

いく必要がある。 

○ 県外事務所と連携し、引き続き、首都圏・関西圏の消費地の市場の需要や消費者ニ

ーズの情報収集を通して、実需者のニーズ把握に努め、産地への情報発信を行うとと

もに、新たな需要先の開拓を目指していく。 

③県産農産加工食品等販路拡大 

【方向性】 

○ デジタルツールを活用した新たな販路の開拓を推進  

〇 県産農林水産物を使用した加工食品等の販路拡大に向けて段階的な支援を実施 

【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】 

（ⅰ）県産農産加工食品等販路拡大に向けた取組みへの支援 

○ ＥＣモールに新規出店する産地直売所、農林漁業者等に対し、ＥＣモール出店に係

る経費を助成した。 

○ 「やまがたフルーツ」や「やまがたフルーツを使った加工品」のＰＲをするため、

メタバース空間を活用した展示会を開催した（７月）。 

○ スマートフォン等で利用可能なアプリを活用して生産者と実需者のマッチングの

機会を創出し、県産農林水産物の地産地消を推進する「食と農の需給マッチング支援

事業」を実証事業として実施した（令和７(2025)年９月～サービス開始）。 

○ 首都圏・関西圏及び東北各県の小売業・卸売業との商談会を宮城県等と連携して開

催した（10月）。 
○ 県産農林水産物を使用した加工食品の販路拡大を図るため、Ｚооｍを活用した

オンライン商談会を開催した（１月）。 

○ 国内最大級の食品展示会である「スーパーマーケット・トレードショー」に山形県

ブースを設置し、県内食品製造業者の出展を支援した（２月）。 

（ⅱ）県内外への情報発信の強化 

 〇 農林水産業と食品製造業等が連携し、マーケットインの視点で新たな価値を備え、

県内外で認知され、数多く購入してもらえる商品開発を促進するため、県産農林水産

物を使用した「山形ならでは」の加工食品の優良事例を顕彰する「山形のうまいもの

『ファインフードコンテスト』」を開催した（８月）。 

＜令和７年度（第６回）山形のうまいもの「ファインフードコンテスト」 
山形県知事賞（山形のうまいもの食品大賞）受賞食品

＞ 

食品名：ががちゃおこわ 

企業名：株式会社清川屋 
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【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

○ アプリを活用した生産者と実需者のマッチング支援事業を開始し、生産者におけ

る農産物の新たな販路として、少しずつ活用が進んでいる。今後、更なる利用拡大を

進めることで、多様で活発な農産物の取引拡大につなげていく必要がある。 

○ ライフスタイルの多様化や購買行動の変化に対応するため、農林漁業者等のネッ

ト販売の導入を支援した。今後も関係機関と連携し、ｅコマースの活用に向けた取組

みが必要である。 
④県産農産物等輸出拡大 

【方向性】 

○ 台湾、香港、中国、韓国、ＡＳＥＡＮ、北米、欧州、豪州を重点地域に設定し、さ

らなる海外販路を開拓  

○ 現地輸出パートナーをはじめ、これまで培ってきた海外の人的ネットワークを活

かした海外プロモーションを展開するとともに、輸出に関係する生産者や事業者が

抱える課題の解決に向けた支援を実施 

【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】 

（ⅰ）県産農産物等の輸出拡大 

○ 台湾、香港及びＡＳＥＡＮ等の高級スーパー等における県産農産物（果実、米、牛

肉等）の販売プロモーションを実施した（随時）。 

〇 オーストラリアにおける業務市場開拓に向け、レストランでの「山形牛」プロモー

ションを実施した（10～11 月）。 

〇 Instagram を通じて、海外向けに県産農産物の情報発信を行った（随時）。 

（ⅱ）県産米の輸出拡大 

〇 米国への「つや姫」の輸出拡大を図るため、ハワイ州の

在ホノルル日本国総領事公邸での「つや姫海をわたる」10

周年記念レセプションや、短期大学での学生向け「つや姫」

や県産酒の紹介等を実施した（５月）。 

〇 カリフォルニア州の日系レストランにおいて、県産米や

「山形牛」を使用したメニューを提供する「山形フェア」

を実施した（１月）。 

（ⅲ）さくらんぼ等県産フルーツの輸出拡大 

○ 「やまがたフルーツ 150 周年」を契機とする県産フルー

ツの認知度向上や輸出促進に向けて、台湾の台中市の高級

スーパーにおいて庄内砂丘メロンをはじめとした県産品販

売プロモーションを実施するとともに、台北市の日系ホテ

ルと連携し、庄内砂丘メロンを使用した「アフターヌーンテ

ィセット」を提供いただいた（７月）。 

〇 マレーシア（クアラルンプール市内）、台湾（台北市）、香

港の高級スーパー等においてさくらんぼ販売プロモーションを実施した（６～７月）。 

〇 台湾、香港、マレーシア、タイ、ベトナム、フィリピンの高級スーパー等において、

10 周年記念レセプション 

（米国ハワイ州） 

県産品販売プロモーション 

（台湾台中市） 

-108-



ももやぶどう、りんご、西洋なし等の県産農産物の販売プロモーションを実施した

（随時）。 

（ⅳ）輸出事業者等の拡大 

○ 輸出取組者の掘り起こしを図るため、地理的表示（GI）×輸出促進セミナーを実施

した（１月）。 

〇 山形県農産物等輸出産地形成サポート補助金により、輸出産地形成に向けた取組

みを支援した（随時）。 

【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

○ 令和６(2024)年度の県産農産物の輸出実績は、海外での外食・中食需要の拡大に伴

い、新たな販路開拓が進んだことなどを背景に、輸出量は 3,041t、輸出額（推計）

は 13億 7,100 万円となり、いずれも過去最高を更新した。 

○ 今後、他県産との産地間競争の激化が見込まれるため、現地輸出パートナーとの関

係強化のもと、積極的な現地プロモーションを展開し、山形ブランドの定着や販路の

維持・拡大に取り組んでいく必要がある。 

⑤食育・地産地消推進 

【方向性】 

○ 子どもから大人まで、地域の農林水産物や郷土料理を味わう経験等を通して、地域

の「農」と「食」に対する理解を深めるとともに、県産農林水産物の利用拡大、将来

的な若者の県内定着・回帰、ひいては農林水産業の担い手の確保につながる食農教育

と地産地消を推進  

【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】 

（ⅰ）食育の県民運動 

○ 食育推進計画・地産地消促進計画を未策定の市町村に対し、速やかな策定の検討に

ついて働きかけた。 

○ 食育・地産地消活動の重要性について、県民の理解増進を図り、県民が食育・地産

地消を実践する機運を高めるため、「やまがた食育セミナー」を開催した（11月）。 

（ⅱ）学校給食における食育の推進と県産農林水産物の利用促進 

○ 学校給食における食育推進事業や、県産農林水産物及び加工品の利用拡大のた

め、市町村に対して支援を行った（交付決定７月、28市町村）。 

① 学校給食における米の使用量 

※公益財団法人山形県学校給食会調べ 

※米飯学校給食における県産１等米使用割合 100％ 

 

 

 

 

年度 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6 

年間使用数量 1,170ｔ 1,161ｔ 1,126t 1,017t 1,084t 998t 999ｔ 962ｔ 

米飯給食回数 4.2回 4.2回 4.2回 4.2回 4.4回 4.4回 4.5回 4.8回 
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② 学校給食における県産野菜、果実等の使用割合 
              単位：％  

  H22 H30 R元 R２ R３ R４ R５ R６ 調査対象品目 

野菜 25.3 35.4 34.2 33.1 35.9 35.4 32.4 30.2 
だいこん、はくさい、きゅうり、なす、トマト、ねぎ、 

キャベツ、ほうれんそう、ばれいしょ、にんじん、 

たまねぎ、レタス、さといも、ピーマン【14品目】 

果物 40.9 66.1 64.9 74.1 75.2 70.4 73.6 73.6 
りんご、ぶどう、さくらんぼ、西洋なし、もも、かき、

みかん（温州みかん）、バナナ【8品目】 

生肉 46.1 54.2 60.3 63.4 64.2 67.6 68.1 66.0 牛肉、豚肉、鶏肉【3品目】 

追加  70.0 69.5 76.3 74.5 73.4 72.1 69.3 
小松菜、えだまめ、きのこ、大豆加工品、えだまめ加

工品、郷土料理食材（任意5品目以内）【5～10品目】 

合計  45.1 44.7 46.4 56.1 57.2 56.2 52.7 野菜＋果物＋生肉＋追加品目 

※調査方法：各市町村において実施する公立小学校・中学校の学校給食を対象に、各月任意の５日間を調査対象期間と

して調査。 

※野菜 14 品目：野菜生産出荷安定法に定める「消費量が相対的に多く又は多くなることが見込まれる野菜」。 

※R2 年度までは重量ベース、R3 年度からは金額ベースでの調査としていることから、時系列の比較は注意が必要。 

 

（ⅲ）県産米粉の利用拡大に係る取組みの推進 

○ 事業者間の技術研鑽と米粉パンの認知度向上を目指し、全国の米粉パン製造事業

者を対象とした「『第３回おいしい米粉パンコンテスト』inやまがた」を開催した

（62事業者から 123 商品が応募）。 

〇 日々、多くの食事を提供する学校、福祉、医療等の給食施設での米粉の利用拡大

を図るため、専門家を講師に実習を取り入れた「給食向け米粉活用研修会」を開催

した。 

【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

○ 第４次山形県食育・地産地消推進計画に基づき、学校給食における食と農への関心

を深めることを目的として、児童・生徒が生産者と交流を行う交流給食への支援を行

った。 
○ 食育・地産地消の推進のため、交流給食に取組む回数増加、学校給食における県産

農林水産物の利用促進につながる支援となるよう、改善を進めていく必要がある。 
 

（３）新たな価値やビジネスの創出に向けた産業連携 

○ 食品製造業における県産農林水産物の利用拡大や、県産農林水産物を活用した商品

開発・販売拡大に当たっては、食品製造業側のニーズに合わせた生産が不可欠である

が、加工需要に応じた生産や、製造業者と農業者のマッチングが進んでいない。 

○ ポストコロナでの人流の回復、インバウンド消費の拡大下において、農産物直売所

の販売額は増加している一方、観光農園や農家民宿などは経営体・販売金額ともに減

少傾向であり、農林漁業者の所得向上のため、県産農林水産物の利用拡大、付加価値向

上を図る必要がある。  

○ 持続可能な地域づくりの実現のため、地域外からの旅行客を獲得し交流・関係人口

を創出する取組みが必要となる。  
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○ 県内４地域は、それぞれに異なる文化、風土、農林水産物が存在し、交流・関係人口

の創出に貢献しているが、さらなる創出のため、地域外に魅力を発信していく必要が

ある。 

①県産農産物付加価値向上・新ビジネス創出 

【方向性】 

○ 「農林漁業者自らの６次産業化」と「食品事業者による県産農産物利用拡大」を一

体的に展開し、農林漁業者等による６次産業化の様々な展開方向に応じた多彩なア

グリビジネスを創出 

○ 農林漁業者と食品産業をはじめとする多種多様な事業者間のさらなる交流を促進

し、県産農林水産物を活用した新たなビジネスを継続的に創出する仕組みづくり 

【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】 

（ⅰ）農林漁業者や食品事業者の連携促進 

○ 農林漁業者と県内食品事業者の取引の拡大に向けた、個別相談等を含むマッチン

グ交流会の開催（１月）。 

（ⅱ）地域連携推進支援コンソーシアムの構築及び新ビジネスの創出 

〇 食品企業や農林漁業者等が参画した地域連携推進支援コンソーシアムを構築し、

コンソーシアム参加者の協働による新たな食ビジネスの創出に向け、研修会や専門

部会、地域戦略マッチング等を開催（延べ６回開催）。 

（ⅲ）地域資源の有効活用に向けた支援 

○ 「山形地域資源活用・地域連携サポートセンター（運営主体：(公財)やまがた農業

支援センター）」の専門家の派遣等により、多様な地域資源を活用した付加価値向上

等に取り組む農林漁業者等に対し、経営の発展段階に即した課題の解決に向けた助

言等を実施した。 

○ 農林漁業者や食品製造業者が連携して取り組む加工食品の新商品開発、既存商品の

ブラッシュアップに向けた取組みを支援し、本県のブランド力のある農林水産物を活

用した商品開発への支援を行った（採択件数６件）。 

（ⅳ）商品力の高い農産加工品づくりへの支援 

○ 各総合支庁において、６次産業化の実績があり事業拡大に向け意欲的に取り組ん

でいる農林漁業者を対象とした、共通課題解決のための研修会や商品開発支援のた

めの求評会等を開催した。 

 ［村山］ 

〇 むらやま農産加工技術研修会を開催し、農産加工品において最も一般的に使用さ

れる材料の一つである砂糖の特徴や用途などに応じた知識や具体的な使い分けに

ついて、村山地域の農産加工実践者などを対象に研修を実施した（７月）。 

〇 農産加工品の商品販売力の強化に向け、商品の魅力を効果的に伝えるＰＯＰの役

割や作成手法等を習得する「商品魅力アップセミナー」を実施した（11月）。 

〇 農産加工品の知名度向上と販路拡大のため、主に小規模農産加工実践者等を対象

とした「美味（うま）しむらやま」見本市を開催し、県内の小売・流通企業と展示

商談等を行った（１月）。 
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[最上]  

〇 伝統的な加工技術の伝承を図るため、農産加工実践者および起業志望者を対象に

笹巻き加工のポイントを学ぶ研修会を開催した（７月）。また、農産加工による起業

志望者を対象に、農産加工活動事例、加工技術、法令等について学ぶ講座を開催し、

起業者の育成を図った（10 月～１月）。 

〇 産地直売所での農産加工品等の販売拡大を図るため、効果的なポップの作成方法

に関する研修会を開催した（11 月）。 
［置賜］ 

○ 伝統的な加工技術の伝承を目的に、加工実践者から「丸なす漬」の加工技術のポ

イントを学ぶ講座を開催した（７月）。 

○ 農産加工実践者などの商品開発力・販売力アップを目的として、マーケティング

による商品開発や市場調査の手法を学ぶセミナー（８月）及びパッケージや販売手

法を学ぶ研修会（10 月）を開催した。 

○ 農産物と農産加工品の販売における適正な食品表示の推進を目的として、研修会

を開催した（３月）。 

［庄内］ 

○ 新たに農産加工に取り組む方を対象に、加工技術や加工に関する法令等を学ぶ実

践講座を開催した（６～９月 計５回）。また、加工実践者から笹巻の加工技術を学

ぶ「手習い塾」（７月、８月）や、冬季にできるあられ等の農産加工品の技術を学ぶ

「冬しごと農産加工講座」を開催した（１月）。 

〇 新商品開発を支援するため、果実に関する加工技術（ピールカット、乾燥、冷凍）

を学ぶセミナーを開催した（11 月）。 

〇 商品のブラッシュアップを目的に、農業者による農産加工品の紹介と首都圏のス

ーパーマーケット事業者から商品改善のアドバイスをもらう研修を行った（３月）。 

（ⅴ）食品加工支援チームによる支援 

○ 食品加工技術相談窓口では、610 件の相談に対応した。 

○ 試験研究機関が開発した技術の移転等により地域特産物を活用した商品開発を支

援し、さくらんぼのセミドライ品を使用した菓子、果実を使ったゼリー飲料等が商品

化された。 

【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

○ 農林漁業者と食品業者の具体的な取引につながるマッチングを行った。今後もニ

ーズに沿ったマッチングを実現できるよう、引き続き関係者が連携し、情報収集とフ

ォローアップに努めながら支援を行う必要がある。 

○ 構築した地域連携推進支援コンソーシアムにおいて、食品企業や農林漁業者等が

連携した新たな食ビジネスを６件創出することができた。今後も、当該コンソーシア

ムの参加事業者を増やすとともに、多種多様な事業者間の更なる交流の促進と拡大

を図り、県産農林水産物を活用した新たな食ビジネスが継続的に創出する仕組みづ

くりを進めていく必要がある。 

○ 新商品開発・商品改良に意欲的な農林漁業者等を支援することで、県産農林水産物
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を使用した加工食品の開発につながった。引き続き、消費者ニーズを的確に捉えた

「売れる商品」開発を支援することが必要。 

②農業や食を活かした交流・関係人口拡大 

【方向性】 

○ 本県の豊かな農林水産物と地域の特色ある郷土料理、農村景観などの「農」と「食」

に関わる地域資源を活かし、観光をはじめとする他分野・他産業との連携を拡大する

ことで、交流・関係人口を拡大 

【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】 

（ⅰ）農山漁村滞在型旅行「農泊」の推進による関係人口の拡大 

○ 農林水産業の６次産業化の推進と農と食による観光交流拡大を図るため、農山漁

村において交流拠点となる農林漁家民宿を担う人材を育成することを目的に、農泊

推進に向けた各種研修会を開催した。 

（ⅱ）村山地域の食の魅力発信 

〇 旬の野菜（村山伝統野菜・村山特産野菜・イタリア野菜）や村山地域産のフルーツ

を使用したオリジナル料理やスイーツを管内協賛店 41 店において提供する「やまが

た野菜・フルーツ料理フェア 2025」を開催し、地域農産物の魅力を発信した。また、

関係人口拡大のため、仙台市内の旅行業者に対し、料理フェア協賛店を昼食会場に組

み入れたバスツアー商品造成の働きかけを行い、３コースが催行され、仙台圏からの

誘客の促進を図った（11 月）。 

〇 旅館・ホテル・飲食店等の実需者に向けたやまがた野菜等の市場出荷予想情報「旬

間カレンダー」の発信（毎月）を行った。 

（ⅲ）最上地域の特産物の生産振興とブランド化の推進 

○ 産地直売所のさらなる販売拡大に向けて、直売所が持つ個性の活かし方や、商品開

発の工夫、購買意欲を高めるポップの作り方について学ぶ研修会を開催し（７月、11

月）、より魅力的な店舗づくりにつながるよう、各直売所での取組みを支援した。 

○ インターネット等を活用した販売技術の向上を目的とする研修会の開催（３月）や

最上の農林水産物や加工食品を紹介するパンフレット（Mogami Food Catalog（５月、

10 月））等の作成、ＳＮＳを活用した情報発信を行い、販売チャネルの多角化に向け

た取組みへの支援を行った。 

○ ６次産業化に関心のある者を対象に、大学発の研究成果を活用した商品開発の事

例について学ぶセミナーを実施した（５月）。 

（ⅳ）置賜地域農産物の利用拡大と地域資源の魅力発信 

○ 農産加工実践者等を対象とした商品求評会を開催し、販売力アップに向けて専門

家から改善点等について個別指導をいただいた。（11月）。 

〇 道の駅関係者や専門家を講師に招き、新商品開発のポイントや販路開拓について、

事例を交えながら学ぶ講演会を開催した。（11 月）。 

〇 地域資源の魅力発信のため、置賜地域の道の駅等の観光立寄施設・管内産農産加

工品等を合わせて紹介するリーフレット「山形おきたま旅の道中ぷちみやげ」を作

成した（２月）。 
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（ⅴ）「食の都庄内」ブランドの普及・定着 

○ 羽田空港において庄内の魅力を発信するイベント「Find Your Sky in HANEDA～お

いしい庄内、いたただきます～」を開催し、庄内の食をＰＲした（10 月）。 

○ 庄内地域の料理人団体と連携し、庄内の旬の食材を使った料理や料理に合う庄内

のお酒をＰＲする「『食の都庄内』グルメ巡りキャンペーン」を実施した（10 月～12

月）。 

【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

○ 農泊推進に向けた各種研修会を通じて、農林漁家民宿開業志向者の開業意欲が高

まった。 

○ ブランド化の推進や各種ＰＲなど、地域資源の磨き上げや農林水産物の魅力発信

に取り組み、地域外からの誘客を促した。 

○ 農山漁村における持続可能な地域づくりを実現するためには、農山漁村の地域資

源を高付加価値化することにより地域外の誘客を増大し、地域における消費を拡大

することが必要。引き続き、多様な地域資源の磨き上げと魅力発信に努め、交流・関

係人口拡大を図っていく。 
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４ 「やまがた森林ノミクス」の加速化  

 

森林資源の循環利用の拡大に向けて、高度な専門人材の育成や県産木材の需要創出と

供給体制を強化していくとともに、頻発する自然災害に強い森林づくりの推進など「や

まがた森林ノミクス」の取組みを発展、加速していく。 

 

（１）持続可能な森林経営の推進 

○ 県内の林業就業者数は近年 1,200 人前後で横ばいに推移しており、県産木材の需要

増や再造林の推進に対応するためには、安定的な人材確保が必要である。  

○ 新規就業者数は増加傾向にあり、林業就業者の若返りも進んでいる一方で、新規就

業者の離職率や労働災害発生率は他産業と比べ高い水準となっている。  

○ 東北農林専門職大学において、森林資源の新しい価値を創造し、本県森林業をリー

ドしていく人材を育成している。  

○ 県民の森林吸収源対策や花粉発生源対策への期待が高まっているため、計画的な主

伐と適地での再造林、適期の間伐を確実に実行していく必要がある。  

○ 境界が不明瞭な森林が多く、森林施業の集約化や森林経営計画の策定が進んでいな

い。  

○ 取組主体となる市町村のマンパワーや専門職員が不足している中、森林経営管理制

度を着実に進めていく必要がある。  

○ 高性能林業機械の導入が進んでいる一方で、路網密度が低いことなどから林業労働

生産性は伸び悩んでいる。  

○ 航空レーザ測量成果の活用が始まっているものの、林業事業体への最新技術の導入

などスマート林業の取組みは進んでいない。 

①林業を支える人材育成と事業体強化 

【方向性】 

○ 新規就業者の定着率の向上に向けて、林業事業体の雇用管理の改善や事業の合理

化による経営力の向上を促進するとともに、林業労働における安全衛生の向上を推

進 
○ 農林大学校林業経営学科や「緑の雇用」事業等により、林業の現場を担う技術者

を育成するともに、東北農林専門職大学森林業経営学科において、高度で専門的な

知識や技術を身に付けた、収益性の高い林業を実践できる人材を育成 
【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】 

（ⅰ）林業経営を担う人材の育成 

○ 地域のリーダーとなる指導林業士１名、青年林業士５名を新たに認定した（４

月）。 

○ 国の「緑の青年就業準備給付金」を活用し、将来林業分野への就業を希望する農

林大学校生に対し給付金による支援を行った（２年生５名、１年生１名）。 

○ 県の「やまがた森林業次世代人材育成支援金」を活用し、将来県内の森林業分野

への就業を希望する東北農林専門職大学生に対し給付金による支援を行った（２年
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生３名、１年生６名）。 

○ 市町村の林務行政を支援できる人材の育成のた

め、地域林政アドバイザー認定研修会を開催し、

14 名の修了者を認定した（７月～10 月 計５日

間）。 

（ⅱ）林業事業体の体質強化 

○ 森林経営管理法に基づく「経営管理実施権の設

定を受けることを希望する民間事業者」への登録

を希望する事業体の公募・公表を行った（６～８

月、10～12 月）。 

○ 県林業労働力確保支援センターと連携し、林業事業体に対する雇用管理の改善や

事業合理化等の取組みの指導・支援を行った。 

○ 林業・木材製造業労働災害防止協会山形県支部等と連携し、労働災害防止活動を

実施した。 

○ 林業事業体の経営力強化を図る「林業事業体経営体質強化研修会」を開催した

（７月、３月 計２回）。 

【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

○ 今後も着実に新規就業者を確保していくため、緑の青年就業準備給付金による支

援のほか、県林業労働力確保支援センター等関係団体と連携のうえ、雇用情報の収

集・提供、課題解決に向けた事業体の個別指導等を行っていく必要がある。 

○ 林業事業体の中核を担うフォレストリーダーや森林施業プランナーなどの林業技

術者は着実に増加しているが、事業体の経営力を向上させるためには、更なるキャ

リアアップのほか、収益性の高い林業経営を実践できる人材を育成する必要がある。 

○ 林業士の養成・新規認定に取り組むとともに、認定者の活動を一層促進していく

必要がある。 

○ 「経営管理実施権の設定を受けることを希望する民間事業者」等による計画的な

森林経営管理の実施など、林業事業体の経営力の強化を行っていく必要がある。 

○ 森林経営管理制度等における市町村の支援や森林整備を担う林業事業体等の経営

力の強化や人材育成を行っていく必要がある。 

②森林施業の省力化・効率化 

【方向性】 

○ 森林境界の明確化、森林経営計画制度や森林経営管理制度等を活用した森林施業

の集約化を推進 
○ 林業適地における、路網整備と高性能林業機械の活用による計画的・効率的な木

材生産を推進するとともに、造林・保育作業の省力化・低コスト化や優良苗木の生

産などにより主伐後の再造林を推進  
○ 航空レーザ測量成果を活用した森林資源情報の精度向上と情報共有を進め、施業

の効率化や省力化等を図るスマート林業の取組みを促進 
 

地域林政アドバイザー認定研修会 
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【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】  

（ⅰ）森林施業の集約化の推進 

○ 森林境界明確化や森林経営計画策定について、国庫補助金を活用した支援や制度、

作成方法等に係る研修、指導を行った。 

○ 森林経営管理制度の促進に向けた情報共有･意見交換、関係者間の合意形成や課

題解決等を図るため、森林･林業･木材産業関係団体、市町村 、関係機関で構成す

る協議会や研修会を開催した（県全体の協議会１回、各地域協議会１回ずつ計４

回）。 

○ 各市町村の進捗状況に応じ発生する課題等について、（公財）やまがた森林と緑

の推進機構と連携し、効果的な指導方法に係る検討会の開催や、市町村の実務に対

するきめ細かいサポート（指導・助言）を行った。 

（ⅱ）計画的な木材生産の推進 

○ 林業適地における林内路網の開設・改良を促進し

た。 

○ 林道６路線、林業専用道３路線の開設、林道５路

線の改良を実施した。 

○ 高性能林業機械の導入については、国庫補助金を

活用して支援（６台）し、レンタル経費について

は、森林環境譲与税を活用して支援（35 台）した。 

（ⅲ）適地における(主伐)再造林・保育の推進 

○ 山形県再造林推進機構と連携した再造林の支援と

伐採・造林事業者間の連携を促進した。 

○ 花粉が少なく成長・品質が良い特定母樹の開発、 

種子・苗木生産を促進した。 

（ⅳ）スマート林業の推進 

○ ６市町村における航空レーザ測量の解析を、県と

市町村、東北森林管理局の共同により実施し、森林

資源や地形の高精度データを整備するとともに、整

備したデータを森林クラウドへの搭載などにより共有した。 

○ 林業事業体等におけるＩＣＴ活用ソフトやレーザ計測機器の導入について、国庫

補助金を活用して支援した。 

○ 最先端の林業機械の導入による作業の省力化を促進した。 

【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

○ 森林経営管理制度の取組みが進んできてはいるが、主体となる市町村や施業を担

う林業事業体のマンパワー不足などにより伸び悩んでいる。取組みが遅れている市

町村を中心に、取組状況に応じた効果的な支援を行っていく必要がある。 

○ 計画的な主伐と適地での再造林、適期の間伐を確実に実行していく必要がある。 

○ 高性能林業機械の導入が進んでいるが、路網密度が低く林業労働生産性が伸び悩

んでいる。 

再造林地 

高性能林業機械 
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○ 航空レーザ測量は民有林の８割まで解析が行われており、市町村では森林経営管

理制度や境界明確化などで活用されているが、林業事業体での活用やスマート林業

技術の導入を促進し、施業の効率化・省力化を図る必要がある。 

 

（２）県産木材の供給体制の強化と利活用の促進 

○ 県産製材品の流通量が減少しており、小規模な製材工場数は年々減少している。 

○ 品質の確かな製材品に対するニーズが高まっており、ＪＡＳ製品等を安定的に供給 

していく体制の構築が課題となっている。 

○ 資源問題などから国産広葉樹材の用材需要が高まってきている。 

○ 人口減少に伴い新築住宅着工戸数の減少が見込まれているため、住宅分野に加え、

非住宅分野においても県産木材の利用促進を図っていく必要がある。 

○ 民間施設の木造化率は全国で上位となっているが、さらなる利用拡大に向けては中

大規模木造建築物の設計に対応できる技術者の不足が課題となっている。  

○ 木質バイオマスの供給が需要に追いついておらず、供給拡大に向けた対策が必要で

ある。  

①県産木材の加工流通体制強化と付加価値向上 

【方向性】 

○ 地域の製材工場が、建築用原木を安定的に入手し、工務店等からの需要に対応で

きるサプライチェーンを構築 
○ 伐採した原木を集積するストックヤードや製材工場・乾燥施設の整備、ＪＡＳ認

証の取得促進など、需要に対応する県産木材の加工流通体制を強化 
○ 広葉樹材の用材利用や付加価値の高い県産木製品の輸出を促進 

【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】  

（ⅰ）県産木材の製材・加工施設等の整備促進 

○ 県産製材品の安定供給を図るため、木材製材機

械の導入を支援し、原木の流通体制強化を図るた

め、原木輸送用のグラップル付きトラックの導入

を支援した（１台）。 

（ⅱ）県産木材の付加価値向上の促進 

○ 木材関係団体と連携したＪＡＳ認定取得促進に

向けた普及啓発や、認定取得に向けた現地指導を

実施した。 

（ⅲ）需要に応じた県産木材の安定的な流通の促進 

○ 素材生産業者、製材工場及び工務店等が協定を

締結して実施する県産木材サプライチェーンの構

築を支援した（６件）。 

（ⅳ）広葉樹材の利用拡大 

○ 広葉樹材の流通を促進するためのストックヤー 

 ド整備を支援した。 

グラップル付きトラック 

ストックヤード整備 
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（ⅴ）県産製材品の輸出促進 

○ 製材機械導入に活用できる国庫補助金の情報提供を行った。 

【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

○ ＪＡＳ製材品等の生産量は伸び悩んでいる。加工施設整備や流通体制の支援に取

り組み、より付加価値の高い県産製材品の生産体制の強化を図っていく必要がある。 

○ 県内４地域において県産木材サプライチェーンが構築されたことから、安定的な

流通を継続していくことが必要である。 

○ ストックヤード整備が広葉樹の供給体制の強化につながっていることから、利用

を拡大させる必要がある。 

②県産木材利用促進 

【方向性】 

○ 県産木材の利用を拡大するため、公共・民間施設の木造・木質化や「しあわせウ

ッド運動」※の展開、木材需要を創出する製品・技術の開発等を推進  
※しあわせウッド運動：幼児期から就学時、事業所及び日常生活に至るまで、生涯にわたってやまがたの木に包

まれた「しあわせ（４合わせ）」な生活を送ろうという県民運動 
○ 建築士会等と連携し、中大規模木造建築物の設計に必要な知見・技術を習得する

ための講座等を開催 
○ 木工品の首都圏における展示会への出展等によ

り県外における販路を拡大 
○ 木質燃料の供給体制の整備等により、木質バイ

オマスの利用を促進 
【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】  

（ⅰ）公共・民間施設の木造化・木質化等の推進 

○ 中・大規模木造建築物を設計できる「やまがた

木造設計マイスター」を育成するため、県建築士

会と連携し、技術習得に係る講座を開催した（９

～３月）。 

（ⅱ）県産木材を活用する「しあわせウッド運動」の推進 

○ 県産木材の利用促進を図るため、県産の木製日用品の

展示会（12月）を開催した。 

（ⅲ）林工連携等による製品・技術開発の推進 

○ 林工連携を推進するため、林業・木材産業、工業、建

築関係事業者、大学・研究機関等を会員とする「山形県

林工連携コンソーシアム」において、広葉樹や大径材の

加工・利活用技術等に関する講演会（７月）を開催し

た。 
○ 林工連携に関連した製品開発を支援した。 

（ⅳ）都市との交流促進等による県産木材製品の県外への販路拡大 

やまがた木造設計マイスター講座 

県産木製日用品展示会 
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○ 広葉樹材の内装材の販路拡大を図るため、首都圏における製品ＰＲに対する支援

を行った。 

（ⅴ）県産木材の供給体制の強化 

○ 合板・集成材用原木や木質バイオマス施設用低質材の搬出支援を実施した。 

【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

○ 本県の公共建築物及び民間施設の木造率を向上させるため、建築物における県産

木材の利用拡大につながる人材育成に取り組む必要がある。 

○ 県民運動「しあわせウッド運動」の取組みとして、多くの県民に木の良さを知っ

てもらうため、県産の木製日用品の展示会を開催し、広く周知する必要がある。 

○ 林工連携関連事業者や研究機関等の連携による製品・技術開発を支援するため、

「山形県林工連携コンソーシアム」や研究開発等の支援制度を活用し、新しい製品

や技術の開発につなげていく必要がある。 

○ 広葉樹製品等の魅力発信に向け、首都圏での継続的なＰＲ支援に取り組む必要が

ある。 

  

（３）森林資源を活用した魅力ある地域づくり  

○ 山菜・きのこ等の生産は、生産者の高齢化や減少、燃油価格の高騰による生産経費

の上昇等により、非常に厳しい状況となっている。  

○ 首都圏の市場関係者から高品質産地として高く評価されているが、一般の消費者ま

で十分に伝わっていない。  

○ 特用林産物の消費は、高年齢層に偏る傾向があるため、新たな支持層を獲得し消費

拡大を図る必要がある。  

○ 森林資源を観光振興や森林由来の J－クレジット等に活用し、山村の活性化につな

げていくことが期待されている。  

○ 「やまがた森林ノミクス」の取組みは、林業関係者以外への浸透が不十分であり、

県民一人ひとりや企業が取組みに参加する必要がある。  

①特用林産物振興 

【方向性】 

○ 小規模生産者は、取引単価の高い品目への転換や加工商品の販売等による利益の

確保を目指し、大規模生産者は、生産性を向上させるための施設整備等を行い効率

的な生産を推進 
○ 山菜・きのこ等の特用林産の振興に向けた生産基盤の整備や市場関係者等への情

報発信による流通の促進、各種イベントにおける魅力発信による需要拡大など、生

産から加工、流通・販売までの総合的な取組みを推進 
○ 山菜・きのこに関する総合案内ホームページへのアクセスが増加し、消費拡大の

一翼を担っていることから、継続した情報発信を実施 
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【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】  

（ⅰ）山菜・きのこ等の生産拡大 

○ 特用林産物の生産施設整備等を行う事業体に対し

助成を行った（９事業体）。 

○ 原油高騰・物価高騰対策として包装資材や生産資

材、光熱費等の助成を行った。 

○ きのこの品質向上と生産意欲の高揚を目的に、

「きのこ品評会」を開催した（11 月）。  

（ⅱ）山菜・きのこ等の需要拡大 

○ 若年層の消費拡大を目的に、幼稚園と小学校でき

のこの栽培体験を実施した。 

○ きのこの利活用を普及するため、「きのこ料理コ

ンクール」を開催した（12 月）。 

○ 「山菜・きのこの総合案内ホームページ」で山

菜・きのこの情報発信を行った。 

【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

○ 生産施設の装置の導入に対し支援を行い、生産拡大や生産性の向上に取り組んで

きた。また、原油高騰、資材高騰の影響を受けた生産者への支援を行った。今後も

経営が継続できるよう引き続き支援する必要がある。 

○ 首都圏の市場関係者から高品質産地として評価を受けていることから、さらなる

ＰＲを進めていく必要がある。 

○ 「山菜・きのこの総合案内ホームページ」からの問い合わせが増えていることか

ら、内容を充実させていく必要がある。 

②森林の付加価値向上と県民総参加意識醸成 

【方向性】 

○ 森林資源を健康増進・観光振興等に活用する森林サー

ビス産業の取組みや森林由来のＪ－クレジット等、新た

な雇用や収入等の付加価値向上を推進 
○ 県民や企業が森林に対する理解を深め、森づくり等へ

の参加を促進していくために、体験イベント等に参加す

る機会を創出するとともに、広く情報発信を実施 
【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】  

（ⅰ）森林の付加価値向上の推進 

○ 森林サービス産業の創出に向け、県内の森林空間を活

用して新たに行う体験型モデルツアー等を公募し支援を

行った（２件）。 

（ⅱ）「やまがた森林ノミクス」の情報発信等による県民総参加意識の醸成 

○ 森林ノミクス推進課ＳＮＳ等において「やまがた森林ノミクス」に関連するイベ

ントや県内の森林・林業関係の情報発信を行った。 

きのこ品評会 

きのこ料理コンクール 

森林空間を活用したツアー 

-121-



○ 「やまがた森林ノミクス」の取組みをＰＲするため、動画

放映やパネル展示、県内郵便局でのポスター掲示を行った。 

【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

○ 森林サービス産業の創出に向けた取組みを行っているが、

県内の森林空間を十分に活用できていない。未利用の森林空

間を活用した森林サービス産業の創出やツアー等の強化に向

けた支援が必要である。 

○ 森林・林業関連イベントやＳＮＳ等を活用し、県内外に

「やまがた森林ノミクス」の情報発信を行っているが、県民

の認知度は十分とはいえない。今後も引き続き、効果的な周

知啓発により、県民への理解醸成を図っていく必要がある。 

 

（４）頻発・激甚化する自然災害への備え 

○ 近年、自然災害が激甚化・多発化しており、流域治水との連携や、治山施設の整備

が必要となっている。  

○ 整備後 50 年以上経過している治山施設が多数存在しており、計画的な長寿命化対

策等が必要である。  

○ 庄内海岸林では、松くい虫被害が急増しており、再生に向けた取組みを計画的に進

めていく必要がある。 

○ やまがた緑環境税を活用し、荒廃のおそれのある森林の整備を進めており、第２期

（H29(2017)～R8(2026)）の進捗は計画の 70％となっている。  

①災害等に強い治山対策推進 

【方向性】 

○ 森林の持つ公益的機能を高度に発揮させるため、機能の低下した保安林の森林整

備や治山施設整備を一体的に実施するとともに、大規模災害発生時における迅速な

対応及び早期の復旧を実施 
○ 政府のインフラ長寿命化基本計画に基づく、治山施設の計画的な点検・診断、長

寿命化対策を実施 
○ 海岸林の松くい虫防除対策の重点化と樹種転換を進め、海岸林機能の維持と持続

可能な管理を実施  
○ やまがた緑環境税を活用して荒廃のおそれのある森林等の整備を進める。 

【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】  

（ⅰ）治山対策による森林の有する公益的機能の発揮 

○ 山地災害危険地区や近年の豪雨災害箇所及び下流域の被害軽減を目的とした１

級・２級河川上流の治山施設等の整備を治山事業 24 か所、災害復旧等事業 14 か所

の計 38 か所で実施した。 

（ⅱ）治山施設の長寿命化対策の推進 

○ 治山施設や地すべり防止施設の長寿命化対策を７か所で着手したほか、令和６

(2024)年７月豪雨で被害が著しかった８市町村において、治山施設等の点検診断を

やまがた森林ノミクス

ＰＲポスター 

-122-



実施した。 

（ⅲ）松くい虫対策の推進 

○ 防風や飛砂防備といった保安林機能の保全・改良を図るため、庄内海岸防災林の

３か所において治山事業を実施した。 

（ⅳ）荒廃のおそれのある森林等の整備・管理の推進 

○ やまがた緑環境税を活用した荒廃のおそれのある

森林の整備を実施した。 

【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

○ 山地災害危険地区や近年の豪雨被災箇所での治山

施設等の整備を着実に進めるとともに、気候変動に

伴う自然災害の頻発化・激甚化を踏まえ、整備箇所

を重点化して効率的な事業推進を図る。 
○ 治山施設等の長寿命化対策については、補修および機能強化を引き続き実施し、

山地災害の発生を未然に防止するための施策を効率的に推進する。 
○ 松くい虫被害のさらなる拡大を踏まえ、被害対策の選択と集中を図り、国、市町

及び関係機関等と連携して防除及び再生対策の取り組みを推進する。 
○ やまがた緑環境税を活用した森林の整備を継続し森林の公益的機能の維持増進を

図る。 

 

荒廃森林整備地 
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５ 付加価値の高い持続可能な水産業の実現  

 

水産資源の減少や災害の頻発・激甚化、燃油・資材等の高騰などの水産業を取り巻く環

境の変化に対応し、水産資源の維持・増大、加工・ブランド化等の高付加価値化、漁業後

継者の育成・確保などの取組みを進め、本県水産業を振興していく。  

また、市町村と連携して大型ブランドマスの養殖や銀毛サケの増大などの高付加価値

化や河川で釣りを行う遊漁者の増加につながる取組みにより、内水面漁業、養殖業を振

興していく。 

 

（１）海面漁業の担い手の育成と所得向上 

○ 平成 25(2013)年から令和５(2023)年にかけて漁業経営体数は 359 経営体から 209 経

営体に減少しており、40 代の離職が増加している。 

○ 新規漁業就業者向けの支援が行われているが、高齢化と担い手不足が深刻化してお

り、さらなる取組みが必要である。 

○ 担い手の減少と気候変動による海水温上昇と冷水性魚種の減少により、令和６

(2024)年の漁獲量と生産額は過去最低となった。 

○ 近年の不漁や資材高騰、魚価低迷で漁業者の所得が低下している。 

①海面漁業の担い手育成 

【方向性】 

○ 意欲ある新漁業就業者の育成や確保のため、動機づけから移住、就業、定着、経営

発展までの各段階に応じた支援を行うとともに、地域の実情に応じた受入体制づく

りや積極的な情報発信を推進 
【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】  

（ⅰ）漁業就業に係る優良事例等の情報発信の強化 

○ 漁業就業支援サイト「やまがた漁業ＳＴＡＲ

Ｔ」を活用し県外高校生の就業希望事例等の情

報発信を実施した。 

（ⅱ）スタートアップ支援 

○ 就業の動機付けを図るため、希望者３名に漁

業研修体験を実施。全国で漁業振興事業を展開

する民間事業者と連携し、漁業に興味関心を持

つ方が気軽に漁業や地域との交流を体験でき

る「ぷち漁業体験」を実施した。 

（ⅲ）移住・定住、就業準備サポート 

○ 研修生２名に対し、家賃補助等の新規就業に向けた生活基盤の支援を実施した。 

（ⅳ）漁業技術バドンパス支援 

○ 国補助事業では対象となっていない、親や親族が漁業を営んでいる家庭出身であ

る漁家子弟１名が研修を受講した。 

（ⅴ）漁業技術スキルアップ支援 

漁業就業支援サイト 

「やまがた漁業ＳＴＡＲＴ」ＨＰ 
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○ 漁業経営の安定化のため、さらなる漁業技術向上に向けた研修を１名が受講した。 

（ⅵ）新規独立漁業者バックアップ支援 

○ 独立経営開始初期の経営安定を目的とした所得補償を９名に実施した。 

（ⅶ）担い手育成に係る浜のコーディネート 

○ 専門業者への委託により担い手育成に係る地域でのフォローアップ体制を整備し

た。 

【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

○ サイト経由の相談が増えたことで年間の就業相談件数が増加している（R5(2023)：

９件、R6(2024)：16 件、R7(2025)：12 件）。 

○ 漁業に興味はあるが情報だけでは就業に踏み切れない相談者が多いため、体験等

を通じた就業までのきめ細かなフォローアップ推進体制が必要である。 

②海面漁業成長産業化 

【方向性】 

○ 漁業の生産性や所得の向上に資するスマート漁業の普及を推進するとともに、庄

内浜ブランド魚の創出と安定供給、蓄養や活魚出荷による漁獲物の高付加価値化を

支援 
【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】  

（ⅰ）スマート漁業の推進 

○ 漁業試験調査船「最上丸」に次世代型衛星通信を試験導入し、漁業者へリアルタイ

ムで漁獲データ等を発信した。 

（ⅱ）県産水産物の付加価値向上 

○ 活ズワイガニ出荷に使用する水槽を市場に設置し

た。 

（ⅲ）県産水産物の認知度向上 

○ 「庄内浜文化伝道師」による伝道師講座や料理教室

の開催等を通した認知度向上と魚食普及活動を推進

した。 

（ⅳ）県産水産物の付加価値・販売力向上 

○ おいしい魚加工支援ラボを活用し、低・未利用魚を

使用した加工品を開発した（「水研魚醤（アゴゲンゲ

等）」の試験販売を開始）。 

（ⅴ）県産水産物の消費拡大 

○ 庄内地区の飲食店等での「庄内北前ガニ（10/2～翌年 1/15）」、「庄内おばこサワラ

（10/9～12/19）」、「天然ふぐ（11/30～翌年 3/15）」の各種キャンペーンを実施した。 

【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

○ 次世代型衛星通信の導入により洋上からの情報の質、量が向上した。今後はデジタ

ル技術を活用して漁業者の漁場選択を容易にするための取組みが必要である。 

○ ニーズに応じて付加価値向上に向けた加工品開発等の支援を実施。引き続き付加

価値及び販売力向上に向けた取組みの推進が必要である。 

ズワイガニの蓄養水槽 
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（２）漁業・漁村の活性化 

○ 本県の海面漁業の漁獲量は、担い手の減少や気候変動による魚種の変化などの影響

で減少傾向にある。 

○ 令和６(2024)年７月の豪雨災害などで漁業施設に被害が発生しており、施設の機能

強化と保全対策が必要である。 

○ 漁村では人口減少や高齢化で活力が低下していることから、地域活性化と水産業振

興が必要である。 

○ 不漁や資材高騰、魚価低迷で漁業者の所得が低下している。 

①漁業環境整備推進 

【方向性】 

○ 漁場整備・種苗放流や養殖の推進により漁業生産を確保するとともに、安全で生産

性の高い漁業を実現するため漁港の強靭化を推進 
○ 洋上風力発電を契機として漁業協調策・振興策を促進 

【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】  

（ⅰ）水産資源の維持増大 

○ 栽培漁業における種苗放流効果の向上に向

け、アワビ・ヒラメ放流時期の早期化を継続した

（アワビ：4/3～5/9、ヒラメ：7/23～7/25）。 

〇 水産物の生息環境創出のため鶴岡市堅苔沢・

三瀬の沿岸漁場にイワガキ増殖礁（A＝1.2ha）を

整備した。 

〇 県内 12 ふ化場でサケ 9,713 尾（R6(2024)年比

25％）を採捕し、11,345千粒（R6(2024)年比37％）

を採卵した。 

（ⅱ）漁場環境の整備・保全と多面的機能の発揮 

○ 県が管理する漁港海岸及び漁港への漂着物について、県漁業協同組合と連携し、６

箇所の漁港区域において漁業者により回収された漂流・漂着ごみの処理事業を実施

した。 

〇 水産業が持つ多面的な機能を発揮するため、漁業者と地域の住民等が参加して実

施する藻場保全や河川生態系の保全等の取組みを行う３団体の活動を支援した。 

（ⅲ）漁港施設の強靭化とインフラの有効活用 

○ 防災力と被災後の水産業の早期回復を可能とするため、漁港の強靭化として、飛島

漁港・由良漁港において岸壁の耐震・耐津波化工事を実施した。 

（ⅳ）漁業者の安全・安心な操業環境の確保 

○ 水域における安全確保と秩序遵守を促進するため冊子「釣りのルールとマナー」を

3,000 部配布するとともにホームページに掲載した。 

（ⅴ）健全な水域環境の確保 

○ 水域における安全確保と秩序遵守を促進するため漁業監視調査船「月峯」と海上保

安庁等が連携し漁場監視を実施した。 

ヒラメ放流 
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〇 ブラックバス等の外来魚による食害防止のための遊漁者による再放流禁止をホー

ムページ等により周知した。 

〇 カワウによる被害軽減対策のため、東北カワウ連絡協議会（11/14 開催）に出席し

たほか、山形県カワウ連絡協議会を３月 12 日、13 日に開催した。 

【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

○ 水産資源の維持増大に関して、栽培漁業センターの老朽化が著しいため、将来を見

据えた事業再編と施設更新を行う必要がある。 

〇 サケ資源の回復と維持に向け、行政や漁業者、組合等の関係者が一体となった取組

みを進める。 

〇 漁港施設の強靭化とインフラ施設の有効活用については災害に強い施設、ライフ

サイクルコスト（ＬＣＣ）を軽減する施設の整備を継続して推進していく。 

〇 本県唯一の漁業監視調査船「月峯」について、代船建造に向けて必要な手続きを実

施中である。 

〇 ブラックバス等の外来魚やカワウによる食害は広域的であるため、各内水面漁協

や市町村、関係機関と連携した対策が必要である。 

②漁村地域活性化 

【方向性】 

○ 海や漁村の地域資源の価値や魅力を活用した「海業」の展開を推進 

○ 未利用魚等を活用した付加価値の高い水産加工商品の開発・販売の促進や、養殖に

特化した種苗作出のための選抜育種と陸上養殖システムの実用化を促進 
【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】  

（ⅰ）海業の展開の啓発・支援 

○ 第 23 回全国漁港漁場整備技術研究発表会（10/23、24 開催）に参加し、先進事例

の視察を実施した（北海道）。 

（ⅱ）付加価値の高い水産加工品の生産拡大 

○ おいしい魚加工支援ラボを活用し、低・未利用魚を使用した加工品を開発した（「水

研魚醤（アゴゲンゲ等）」の試験販売を開始）（再掲）。 

（ⅲ）養殖技術の活用促進 

○ 庄内浜における持続可能な養殖モデルの確立に向け、県漁協を中心に企業・研究機

関・県と沿岸市町の産学官が連携したコンソーシアムを設置した。 

【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

○ 海業の推進に当たっては、漁業者のみならず地域住民や民間企業、行政など関係者

の連携が不可欠であることから、地域全体での機運醸成と体制づくりが必要である。 

○ 加工品開発や事業展開を引き続き支援していく必要がある。 

 

（３）地域資源としての内水面漁業の振興 

○ 本県の内水面漁業は専業として経営を行うには厳しい環境にあるものの、観光や食

文化における重要な地域資源となっている。  

○ 近年、カワウや外来魚のコクチバスの被害が拡大している。  
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○ ニジサクラの生産量が増えておらず、対策が必要である。  

○ 内水面漁業は気象変動や河川環境の変化による生産減少や遊漁者の減少により厳し

い経営状況にある。 

①内水面漁業振興 

【方向性】 

○ カワウ・外来魚の被害防止や河川環境の改善により魚類生息環境を保全 
○ ニジサクラの生産・流通体制を強化 
○ 内水面漁業・養殖業経営体の育成を強化するとともに、市町村等と連携した健全な

水域環境の確保と地域資源を活かした内水面振興を推進 
【令和７(2025)年度の主な取組みの内容】  

（ⅰ）水産資源の維持・増大 

○ 県内12ふ化場でサケ9,713尾（R6(2024)年比25％）を採捕し、11,345千粒（R6(2024)

年比 37％）を採卵した（再掲）。 

（ⅱ）漁場環境の再生・保全・活用 

○ 水産資源の維持・増大のため、川と海の環境保全支援事業により市町村の取組みを

支援した（19 市町村）。 

〇 水産業が持つ多面的な機能を発揮するため、漁業者と地域の住民等が参加して実

施する藻場保全や河川生態系の保全等の取組みを行う３団体の活動を支援した。（再

掲） 

（ⅲ）担い手の育成・確保 

○ 漁業就業支援サイト「やまがた漁業ＳＴＡＲＴ」で研修・支援情報を発信した。 

〇 小学生等の種苗放流体験など地域と連携した将来の担い手の育成・確保に向けた

取組みを支援した。 

（ⅳ）内水面漁業の振興に向けた連携強化 

○ 「ニジサクラ」普及のためニジサクラブランド推

進協議会総会（6/5）及び「令和７年度ニジサクラワ

ークショップ in 西村山（11/7）」を開催した。 

（ⅴ）健全な水域環境の確保 

〇 ブラックバス等の外来魚による食害防止のための

遊漁者による再放流禁止をホームページ等により周

知した。（再掲） 

〇 カワウによる被害軽減対策のため、東北カワウ連

絡協議会（11/14 開催）に出席したほか、山形県カワ

ウ連絡協議会を３月 12日、13 日に開催した。（再掲） 

（ⅵ）豊かな水域環境の活用促進 

○ がんばる水産業支援事業を活用した内水面漁協で管内のイワナ地図を作成した。 

【令和７(2025)年度のこれまでの取組みの評価及び課題】 

〇 サケ資源の回復と維持に向け、行政や漁業者、組合等の関係者が一体となった取組

みを進める。（再掲） 

令和７年度ニジサクラワークショップ 

 in 西村山 
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○ ニジサクラの生産安定化のため、ニジサクラ養殖における飼育管理の効率化と成

育不調への対応の迅速化に引き続き取り組んでいく。 

○ 漁業に興味はあるが情報だけでは就業に踏み切れない相談者が多いため、体験等

を通じた就業までのきめ細かなフォローアップ推進体制が必要である。（再掲） 

〇 ブラックバス等の外来魚やカワウによる食害は広域的であるため、各内水面漁協

や市町村、関係機関と連携した対策が必要である。（再掲） 
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第  Ⅲ  部 

 

地域の先進的な取組事例 

 

 

 

 
 



 



  

 

１ 村山地域 

園芸品目における気候変動（高温）に対応した技術の推進 

令和６(2024)年と同様に令和７(2025)年は６月から９月にかけて異常な高温少雨が続

いたことから、園芸品目において、生育障害等の様々な影響による生産性の低下を防止

するため、農業技術普及課では生産者や関係機関と連携し、対策技術の実証・導入を進

めている。 

〇 天童市では、さくらんぼ生産者が、果実が色づき始めた頃から雨よけビニールにド

ローンで遮光剤を散布したことにより、施設内の温度上昇が抑えられ、高温障害の軽

減と収穫期間の延長が確認された。 

○ 山形市では、セルリーの栽培ハウスで遮光資材の二重被覆による実証を行い、昇温

抑制が確認された。 

〇 山形市と上山市のダリアほ場では、地温抑制効果の高い白黒ダブルマルチでの被覆

や灌水チューブの設置が進んでいる。さらにパイプ支柱に遮光資材を被覆したことで

２年連続で萎れや欠株の発生を抑制し、切り花品質を高く維持できることを実証した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

すももの新たな団地育成と安定生産による産地強化 

○ 西村山地域では、すももオリジナル品種等の約 20 品種を組み合わせ、７～10 月ま

での長期出荷体制を確立してすもも生産者の所得向上を図っている。また、大江町就

農研修生受入協議会（ОＳＩＮの会）の新規就農者６名による約４ha の新たな団地が

形成され、さらなる産地拡大を図っている。 

〇 西村山農業技術普及課は、園芸農業研究所と連携して全オリジナル品種の受粉樹選

定に必要なＳ遺伝子を明らかにし、これらの交配親和性を調査することでオリジナル

品種に適した受粉樹を明確にし、さらなる安定生産を支援している。 

○ 新たな団地育成のため、農協や役場と連携して、新規就農者を対象とした栽培管理

講習会を開催し、早期の経営確立を図っている。 

○ さがえ西村山農協すもも部会は、令和６(2024)年度に目標の販売金額３億円を突破

し、産地一丸となって高品質なすももの生産拡大を推進し、「日本一のすももの里」

を目指し取り組んでいる。    
 

 

 

 

 

 

ドローンによる省力的遮光剤散布 ダリアへの遮光資材の被覆 セルリーハウス二重被覆遮光 

新規就農者対象の講習会 ３億円突破祝賀会の様子 交配試験の様子 
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異常気候に適応した新技術導入の推進 

〇高品位安定生産米づくり支援 

  「高温少雨対策マニュアル」を用いた栽培研修会の開催や、衛星リモートセンシング

データ（やまがた米づくりナビ）を活用した生育診断技術（葉色診断等）の普及等に

より、気候変動に負けない高品質良食味米の安定生産に向けた支援を行った。 

〇さくらんぼの高温対策 

果実が色づき始めて収穫始期となった頃に雨よけテント内側にさらに遮光資材

（70％遮光）を設置したことで施設内の温度が抑えられ、高温障害果の被害程度（内

部うるみ）の軽減が見られた。 

〇すいかの果実日焼け対策 

高温期の果実の日焼けを防ぐため、既存品で安価な青の防風ネット（４㎜目）をト

ンネル支柱に被覆する技術が普及拡大した。ネットを被覆することにより、果実表面の

急激な温度上昇を防ぎ日焼けも軽減されることが確認され、高品質生産につながった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ＩＣＴを活用した大倉地区の農業農村整備事業の取組み 

○ 村山市大倉地区では、用排水路のパイプライン化、農地の大区画化及び汎用化によ

る生産性の向上と担い手への農地集積の加速化を図る農地整備事業を令和３(2021)年

度より実施している。 
・事 業 名：水利施設等保全高度化事業 ・受益面積：95.5ha  
・事業工期：R3(2021)～R10(2028)（予定） 
・実施内容：R5(2023)～R8(2026) 用水路工 12.8km、排水路工 8.6km、区画整理工 92.5ha 

R8～ 地下かんがい工 93.8haなど 

○ 当地区では、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した区画整理工事を実施した。ＵＡＶ

による測量と三次元設計データ作成及び出来形測定、マシンコントロールバックホウ

による法面整形を実施したことにより、従来の測量や丁張り設置が不要となり、施工

時間の短縮や、重機と作業員の混在作業減少による安全性向上の効果が得られた。 

○ 本地区の建設現場において、県立村山産業高等学校の生徒を対象に、建設業の職場

体験や農業農村整備事業の理解醸成のため、現場体験技能実習を実施した。 

 

 

 

 

 

ＵＡＶ(ドローン)測量で作成した 

３次元設計データ 

高校生の 

現場体験 

技能実習 

ＭＣバックホウによる法面整形 
 

衛星リモートセンシング活用した 

適正な穂肥量の判断 

 

さくらんぼ雨よけテント内に 

遮光資材を設置 

防風ネットを利用した日焼防止 
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自給飼料の生産・利用拡大に向けた取組み 

配合飼料価格の高騰が続き畜産経営を圧迫しており、濃厚飼料の主体であるとうもろ

こしの生産拡大が急務となっている。村山管内においても労働生産性の高い土地利用型

作物である「子実用とうもろこし」が注目され始め、耕種農家による作付けの動きが広

がっている。畜産農家の需要も高いため、管内での栽培実証等を通して、生産・利用を

促進している。 

〇 管内４地区（天童市、西川町、東根市、朝日町）合わせて約７haの転作地に子実用

とうもろこしの実証ほを設置し、作付け支援を行った。 

〇 ドローンによる雑草防除体系を実証するための実演会を開催し、単収の安定化・向

上技術の普及を図った。 

〇 畜産農家の一層の需要に応えるため、今後も、実証ほの設置や各種研修会の開催等

により栽培技術支援や情報発信を継続し、更なる作付面積の拡大・利用を目指す。 

  
播種作業の様子(６月上旬)  ドローンによる雑草防除実演会(７月)   収穫の様子(10 月下旬)         

 
 

 

「やまがた野菜・フルーツ料理フェア２０２５」による 

伝統野菜等の消費拡大と誘客推進 

○ 村山地域の伝統野菜・特産野菜（総称「やまがた野菜」）とイタリア野菜及び村山

地域産フルーツの消費拡大を図るとともに、仙台圏における認知度向上・誘客推進、

県内他域との交流を促進するため「やまがた野菜・フルーツ料理フェア２０２５」を

開催した。 

○ オープニングイベント（試食会） 

 ・開催日：令和７(2025)年10月30日（木） 

 ・会 場：ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ ＣＯＮＦＥＴＴＩ（山形市） 

 ・参加者：生産者、流通販売業者、県立山辺高等学校・山形学院高等学校生徒 

○ 参加店による料理フェア 

・期 間：令和７(2025)年11月１日（土）～11月24日（月）の24日間 

 ・参加店：村山地域14市町の料理店等 41店舗 

 ・内 容：やまがた野菜・イタリア野菜・村山地域産フルーツを使用した各店舗オリ 

      ジナルメニュー等の提供 

 

 

 

 

 

 

   料理フェアの紹介ポスター 
オープニングイベントの様子 

オープニングイベントにて 

提供された料理 
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地域産木材の利用拡大に向けた取組み 

○ 「やまがた森林ノミクス」を推進する取組みの一環として、村山地域の代表的なブ

ランド材「西山杉」を始めとした村山地域産木材の積極的な利用を促進し、林業・木

材産業の振興を図るための取組みを行った。 

・西山杉利活用推進コンソーシアムにおいて、公共施設や民間施設の木造化・木質化

を推進するため、やまがた木造設計マイスター等の設計者と地域の製材事業者の連

携強化を図るワークショップを開催した（10 月～１月、３回実施）。 

・企業の社員等を対象に、オフィス等での木材利用促進を図るため、木をもっと身近

に感じてもらう木材利用体験ツアーを開催した（９月）。 

・村山地域において、建築物への木材の利活用と地域森林資源の循環利用を促進する

ため、川上から川下までの地域連携を考えるシンポジウムを開催した（１月）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

むらやま木育の取組み 

○ 木に触れる体験を通して、木に親しみ、木の良さや特徴、森林の働きなどを学び、

地域材利用の意義や森林への理解を醸成する「むらやま木育」を普及促進するため、

次の取組みを行った。 

・木育プログラムの実施 

山形市、上山市、山辺町、寒河江市、河北町、朝日町、尾花沢市の小学校や子育て

施設等において、こま、マグネット、ペンダント、はし、お守りなどを作製した。 

木育拠点施設である「県民の森」において、森林学習と木育プログラムを組合せて

活動し、森林と木材を結びつける木育を行った。 

・木育インストラクターの育成 

木育プログラムの実施にあたっては、木育インストラクターを活動地域に派遣し、

実践による指導技術の向上を図った。 

    

 

 

 

 

 

 

 

木材利用体験ツアー むらやま森林ノミクスシンポジウム 西山杉利活用推進コンソーシアム 

 

親子での作製状況 クラッピン寒河江での作製状況 木育インストラクター指導状況 
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２ 最上地域                                     

令和６(2024)年７月豪雨災害からの復旧・復興に向けた取組み  

令和６(2024)年７月 25 日から 26日に最上・庄内地域を中心に記録的な豪雨が発生し

た。最上地域においては農地・農業用施設、治山・林道施設で多くの被害が発生し、膨大

な工事数となった。最上総合支庁においては、現在、市町村や関係機関と連携を密にしな

がら全力で復旧・復興に取り組んでいる。 

【農地・農業用施設等】 

春の営農まで完全復旧が間に合わない被災箇所では、貸出用のポンプの設置等により用

水を確保した。また、総合支庁では、技術職員が不足している市町村に対して積算等の技

術的支援を行った。 

[復旧状況（令和８(2026)年２月末現在）]  

＜農地（市町村事業）＞ 

・被災箇所 1,977 箇所のうち 1,783 箇所が復旧済み 

＜農業用施設等（市町村事業）＞ 

・被災箇所 1,828 箇所のうち 1,551 箇所が復旧済み 

［地域別の取組み］ 

〇 舟形町の三光堰用水路では、被災直後、通水が不能となったため応急ポンプを設置し

て用水を確保した。本復旧に向けては、原位置での復旧が困難なため、被災箇所をバイ

パスするように新たにトンネルを掘削し、令和７(2025)年５月10日からの代かき用水の

通水を確保した。 

○ 戸沢村では、作付け前に農地に堆積した土砂の撤去が完了し営農が再開された。ま

た、崩落した農道は、早期復旧により通行が可能となった。 

 

 

 

 

 

 

 

【治山・林道施設等】 

[復旧状況（令和８(2026)年２月末現在）]   

＜治山施設（県事業）＞ 

・国の災害査定において８箇所、約 23億円の事業費が認められ工事を進めており、鮭

川村京塚地内の一部、舟形町堀内の一部では、既に工事が完成している。 

＜林道（市町村事業）＞ 

・国の災害査定において７箇所、約１億円の事業費が認められ、６箇所で工事が完成し

ている。 

 

 

 

 

 

【農地】戸沢村・砂子沢 【農道】戸沢村・杉沢

被災状況 被災状況 復旧状況 復旧状況 

山腹崩壊の状況 施工状況（法枠工完成） 

【治山】鮭川村京塚字府の宮地内 

法面などの被災状況 復旧状況（かご擁壁工等） 

【林道】横川線（最上町) 
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最上地域の園芸振興の取組み 

［最上主要野菜を担う若手生産者の育成］ 

農業技術普及課では、最上地域の主力野菜の産地基盤を強化するため、若手生産者の育

成を重点的に行っている。令和７(2025)年度は、新規生産者の掘起こしを目的としたバス

ツアーを初めて実施した他、生産者の定着と技術研鑽に向けて、主要な園芸品目ごとに設

立されている研究会の活動を支援した。 

○ もがみ野菜新規就農ツアー：新規就農希望者を対象に、トマト、きゅうり、にら、ね

ぎの圃場を視察し、先輩農家の生の声を聞くツアーを開催した。 

○ 先進地視察：ねぎ、にらで先進地視察の支援を行った。ねぎでは、全国の生産者が集

まる「ねぎサミット」(兵庫県)へ参加した際、他産地との交流や情報交換を支援した。 

○ 研修会の開催：各主要野菜で研修会を開催した。きゅうりでは外部講師を招聘し、土

壌肥料について研修を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［産地のブランド力強化に向けた技術開発］ 

産地研究室では、最上地域における園芸産地の強化を図るため、農業技術普及課と密接

に連携し、管内の技術的課題の解決に向けた技術開発に取組んでいる。 

○ たらのき：日本一のたらの芽産地である最上地域の産地維持・強化のため、開花によ

る収量低下が５年以上発生せず、生産性が高く、促成芽の品質が優れる新品種の開発に

取り組んでいる。併せて、現場で問題となっている立枯れ症状の対策技術開発を行って

いる。 

○ トマト：近年の高温環境下における夏秋季の安定生産を図るため、既存のパイプハウ

スに低コストで導入可能な簡易ミスト技術や日射比例灌水同時施肥技術の開発に取組ん

でいる。 

○ おうとう：最上地域におけるおうとう産地強化のため、高温対策技術の開発、大玉品

種「山形Ｃ12号」の高品質・安定生産技術の開発に加え、近年個体数減少が問題とな

っている訪花昆虫マメコバチの温暖化に対応した管理方法の開発に取組んでいる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もがみ野菜新規就農ツアー ねぎサミットでねぎを PR する生産者

s ンは 

きゅうり研究会の研修会 

たらのき品種選抜のための促成状況   トマトの果実表面温度測定状況  おうとう「山形Ｃ12 号」着果状況 
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農業の生産振興（生産基盤の整備）の取組み 

農業者の高齢化や担い手不足に対処するため、担い手への農地集積を進め、農地の生産

効率を高めていくことが課題となっている。次世代の担い手が活躍できる生産基盤を整備

するとともに、農業水利施設の長寿命化や大規模災害にも対応できる強靭な基盤強化に取

り組んでいる。 

［水田農業の低コスト化・省力化と汎用化の推進］ 

○ 農地の大区画化や用排水路のパイプライン化、遠隔操作が可能となる自動給水栓を設

置するとともに、自動操舵田植え機の導入などスマート農業に対応した基盤整備を実施

した。 

○ 水田における排水改良や地下かんがい等を実施し、高収益作物への転換を後押しし

た。また、農地中間管理機構を活用し、担い手への農地の集積・集約化を推進した。 

［自然災害等に対応した防災力の強化］ 

○ 持続的な農業生産に向けた農業用水の安定供給や農村の安全・安心な暮らしを実現す

るため、老朽化した揚水機場等の長寿命化対策やため池等の防災・減災対策を実施し

た。また、多面的機能支払制度を活用し、田んぼダムの取組みに係る地域の共同活動を

支援した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域資源のブランド化と次世代への普及に向けた取組み 

風土が育んだ地域特有の在来作物「最上伝承野菜」について、地域資源としてのブラ

ンド化の推進と利用拡大に取り組んだ。また、「最上伝承野菜」をはじめとする地域の

農畜産物への理解を深めるため、次世代への普及や地産地消を推進した。 

○ 最上伝承野菜のブランド化推進 

認知度向上と生産振興、消費拡大を目的に「最上伝承野菜・うまい 

ものフェア」（夏・秋）を開催した。 

○ 次世代への普及及び地産地消の推進 

・食文化継承と「最上伝承野菜」の利用拡大のため、管内の小学 

校と連携して植付けから収穫、調理の実習に取り組んだ。 

 ・若い世代への認知度向上を目的として「最上伝承野菜」を使っ 

た料理教室を開催した。 

・管内の高等学校と連携し、地産地消のメニューづくりを行い、 

最上総合支庁食堂で「地産地消定食」として提供した。 

 

 

 

 

 

 

農地の大区画化 

（真室川町・平枝地区） 
整備農地で自動操舵田植え機を導入

（舟形町・沖の原２期地区） 

ため池の改修 

（新庄市・小泉地区） 

最上伝承野菜・うまい 
ものフェア（秋） 

新庄神室産業高校生徒考案 

「地産地消定食」

米さずべ芋の収穫作業 
（鮭川小） 

料理教室の様子 
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最上地域の畜産振興の取組み 

飼料価格や資材費等の高止まり等により生産費が上昇していることから、経営の安定化

を図るため、飼養管理技術の向上による生産性向上や地域飼料等の活用による畜産物のブ

ランド力強化等の取組みを推進している。 

〇 飼養管理技術の向上支援 

飼養管理技術の向上を図るため、自給飼料の分析を支援し、自給飼料の生産・利用を

推進（４～３月） 

〇 地域資源を活用した畜産物生産に関する検討会の開催 

地元産飼料を活用した畜産物生産の事例を勉強し、畜産物のブランド向上に関する検

討会の開催（12 月） 

〇 酪農に関する研修会の開催 

酪農経営の生産性向上や経営基盤の強化を図るため、管内の酪農経営体や関係者向け

に、酪農経営と肉用牛経営の連携による和牛受精卵移植の事例や、畜産研究所職員によ

るゲノミック育種価を活用した牛群改良等に関する研修会を開催（12 月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

やまがた森の感謝祭２０２５の開催 

緑豊かな自然環境の恩恵に感謝し、次世代に豊かな自然を引き継ぐため、「やまがた森

の感謝祭」を６月７日（土）に新庄市民スキー場で開催した。当日は、来賓・県内各地の

緑の少年団、新庄市内の児童及び森林・林業関係者等 410 名の参加があった。 

開会式典では、長年にわたり最上地域の林業振興等に貢献した林業家 小関一也氏・マ

ルカ林業株式会社及びもがみバイオマス発電株式会社に対し、最上地域森林・林業功労者

表彰が行われたほか、森づくりに取り組む企業等を代表し、新庄信用金庫に山形県ＣＯ２

森林吸収量認証書が授与された。 

その後、新庄市内の児童６名と髙橋副知事により、「植樹するコナラを大切に育て、新

庄市の里山林として役立てていきます」と森づくり宣言が行われた後、参加者で協力して

コナラの苗 150 本の植栽を行った。また午後からは、緑の少年団等が森林散策やネイチャ

ーゲームを行い、森の中で自然に触れ合う体験を満喫した。 

 

 

 

 

 

 

  

最上地域森林・林業功労者表彰 協力してコナラの苗を植栽 植栽後の状況 

酪農に関する研修会 地域資源を活用した畜産物生産に 

関する検討会 
飼養管理技術の向上支援 
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３ 置賜地域                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「新・農業人フェア」「産地体験ツアー」を通して 

新規就農者の確保に向けた取組みを実施 

９月15日に東京国際フォーラムで開催された「新・農業人フェア」に置賜農業振興協

議会（事務局：置賜総合支庁農業振興課）として初出展し、地方での就農を志す方々に、

置賜地域農業のＰＲを行った。当ブースには８名の訪問があり、先輩就農者として参加し

た米沢市のＩターン農家の説明に、皆熱心に耳を傾けていた。ブースで翌10月に開催す

る「就農希望者向け産地体験ツアー」を紹介したところ、興味を持つ訪問者が多かった。 

10月 25～26日に実施した「就農希望者向け産地体験ツアー」には、新・農業人フェア

を契機として申し込んだ６名を含む９名の就農志望者の参加があった。 

米沢市・高畠町の農家を訪問し、里芋の収穫やブドウの青つるの剪定などの農作業体験

を行い、夜の懇談会では、訪問先農家と交流を深め、先輩農家の話を興味深く聞き入って

いた。満足度は非常に高く、実施後アンケートにおいて「とても満足」が100％であり、

一部の方は、置賜地域での就農に向けてかなり意欲的であった。 

今後も就農イベント等を活用し、新規就農者の確保に向けた取組みを行っていく。        

                           

「山形おきたま伝統野菜」と「山形おきたま郷土
ふるさと

食材」に３品目を認定し、 

置賜地域の貴重な農産物と食文化を守る取組みを展開 

「山形おきたま伝統野菜」は、置賜地域で概ね昭和20(1945)年以前から栽培される在

来種を、地域の食文化を伝えるものとして山形おきたま伝統野菜振興協議会が認定してい

る。今年度、９年ぶりに「赤湯なんばん」が伝統野菜に追加された。「赤湯なんばん」

は、120年以上前から栽培され、南陽市赤湯温泉の名物の伝統食「石焼きなんばん」とし

て親しまれた。その後一時栽培が途絶えたが、保存種子を継いだ同市内の生産者が令和５

(2023)年度に栽培を再開し、希少性と独自の食文化が評価され今回の認定に至った。 

また、同協議会は新たに「山形おきたま郷土（ふるさと）食材」区分を設け、置賜地域

で概ね30年以上前から栽培・採集され、地域の食文化を形成してきた（または今後期待

される）ものを認定することとし、今回は「行者菜」と「岡の台ごんぼ」を認定した。

「行者菜」は行者にんにくとニラから開発された野菜で、長井市で平成18(2006)年から

栽培され、生産者・行政・市民の連携で特産品化された。「岡の台ごんぼ」は白鷹町の岡

の台地域で栽培され、硬い土壌で育つため短いが、きめ細かく良質な味が特徴である。 

今後も置賜地域の貴重な農産物と食文化を守る取組みを展開していく。 

 

新・農業人フェア 里芋収穫体験 ぶどう剪定体験 

「赤湯なんばん」（左）と石焼なんばん（右） 「行者菜」 「岡の台ごんぼ」 
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高温に負けない！ 

置賜産アルストロメリアにおける省力低コストな飽差管理技術の現地普及 

アルストロメリアは、本県が全国第３位の生産量を誇る花き品目であり、県内でも

置賜地域の生産量が最も多い。ハウス栽培での周年出荷が可能であるが、高単価が期

待できる夏期収量の減少が課題となっている。そこで、置賜総合支庁農業技術普及課

では、同課産地研究室が開発した「アルストロメリアにおける省力低コストな飽差管

理技術」の栽培農家への導入を支援した。本技術は、低コストな簡易装置での自動ミ

スト噴霧によりハウス内の気温を下げながら湿度をコントロールし、気孔を開くこと

で光合成を向上する栽培技術である。導入の結果、令和５(2023)～令和７(2025)年の

夏期の高温条件下でも、花弁の障害やハダニ類の減少による品質の向上や収量の増加

が実証された。今年度は、令和４年度から本技術に試験的に取組み、令和６(2024)年

度から全面積（36a）で導入した栽培農家の圃場にて、栽培農家やＪＡ担当者、花き普

及指導員を対象に研修会を開催した。参加者の関心は高く、来年度も新たな生産者が

本技術を導入する予定である。高温に負けない！置賜産アルストロメリア生産の取組

みが着実に進んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          山形県育成のなす新品種「山形Ｎ１号」生産拡大の取組 

山形県が開発したなす新品種「山形Ｎ１号」の栽培が令和７(2025)年から始まっ

た。 
置賜地域は丸なすの生産が盛んで、なす漬の加工・販売も広く行われているが、在

来品種は食感が優れる反面、着果が不安定で着色が悪く、栽培が難しい問題があっ

た。一方、「山形Ｎ１号」は単為結果性により収量性が高く、果実の外観が良好で漬

物加工時の食感も良いことから、主力品種としての普及が期待されている。 
西置賜農業技術普及課ではこのような優位性を持つ「山形Ｎ１号」を広めるため、長

井市に栽培展示圃を設置して見学会や栽培講習会を開催している。栽培者からは「収量

性や着色が良い」、「漬物が柔らかくおいしい」、「直売でもよく売れている」などと

高く評価され、栽培面積を増やしたり施設栽培に取り組む動きも生まれている。 

現在、「山形Ｎ１号」は一部漬物業者の製品に原材料として使われているものの、知

名度がまだ乏しいことから、栽培展示や講習会などを通して生産拡大をさらに進めてい

く。 

 
「山形Ｎ１号」栽培講習会 

 
「山形Ｎ１号」の果実 

 
「山形Ｎ1 号」の浅漬け製品 

主要栽培品種「ベルーガ」 アルストロメリア振興部会研修会（7/23） 
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えだまめ安定生産技術の開発 

えだまめは県全域で栽培がおこなわれており、令和元(2019)年と令和２(2020)年には

産出額で全国第１位となっている。置賜地域でもえだまめの生産が盛んに行われてお

り、７月下旬から 10 月上旬まで長期間継続して出荷されている。近年、異常気象など

により生産が安定しない状況にあり、生産現場からは安定生産技術の開発が求められて

いる。そこで、置賜総合支庁農業技術普及課産地研究室では、令和４(2022)年度から令

和６(2024)年度に追肥の効果について試験を行った。この試験では、主力品種「湯あが

り娘」、「秘伝」の最終培土時に 10a 当たり窒素成分４kgの被覆尿素または尿素を追

肥することで、１～２割の増収効果があることを明らかにした。 

令和７(2025)年度からは「良食味と多収を両立する栽培体系の確立」と、「地球温暖

化に対応した気候変動対応技術の開発」に取り組んでおり、関係機関と連携しながら、

より生産現場に活用しやすい栽培技術の開発、普及を目指している。 

 

高校生を対象にＵＡＶ（ドローン）をテーマとした研修会の開催 

 

置賜総合支庁では、農業高校等で学ぶ高校生が各分野の専門家等と連携して、環境

調査・測量・設計等を行い、高校生の技術習得や農業農村整備事業に対する理解を深

めるとともに、農業農村分野で活躍する次世代の後継者を育成することを目的に「飛

び出せ高校生技能実習で地域共同事業」を実施している。 

令和７(2025)年度は農業農村整備事業における測量や工事のＩＣＴ化、及びため池

などの施設点検などに広く活用され、今後も様々な取組みで活用が期待されるＵＡＶ

（ドローン）をテーマとして、山形県立置賜農業高等学校の２年生を対象に研修会を

開催した。 

研修会では、置賜農村計画課及び置賜農村整備課の職員が講師となり、ＵＡＶの基

礎知識や農業農村整備事業での活用事例などを学ぶとともに、山形県高等学校サーベ

イコンテストの競技をイメージしたコースを用いた操作演習を行い、始動から離陸、

コース周回、着陸後の停止までの操作を繰り返し行うことで、操作技術の習熟度が高

まった。 

 

工事現場での活用 操作方法の教習 コースを用いた操作演習 

良食味と多収の両立試験 地球温暖化対応試験 
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森林認証取得と持続可能な森林経営への取組 

～ おきたま林業株式会社の事例 ～ 

置賜総合支庁森林整備課では、第５次農林水産業元気創造戦略に沿って、森林経営計画

の策定による計画的な森林施業及び施業の集約化を図るとともに高性能林業機械の活用や

主伐・再造林の一貫作業による森林施業の効率化を推進している。 

令和４(2022)年に白鷹町で設立したおきたま林業(株)が令和７(2025)年 10 月に県内

初となる森林認証（ＳＧＥＣ）を取得した。ＳＧＥＣ森林認証は、森林の多様性及び生

物学的、経済的、社会的な機能を将来に渡って維持できる森林管理について認証したも

ので、持続可能な森林経営の実現が期待される。 

おきたま林業(株)は森林所有者と長期受委託契約を締結し森林経営計画の認定を受

け、約 1,500ha の森林を経営している。再造林適地で成熟したスギ林を持続的に活用す

るため、年間約 30ha の主伐・再造林を実施するとともにスギ苗を生産し、「伐って、

植えて、育てる」森林資源の循環利用を自社で行っている。 

近年の住宅着工減による木材取引量の減少の中にあって、「認証木材」による取引枠

を活用し有利に販売することができている。経済性の確保なしには持続性の維持は困難

であり、森林認証木材の出荷は重要となる。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

浅川地区ほ場整備事業でのＩＣＴ施工 

米沢市浅川地内で実施中の田んぼの区画整理工事において、請負者の太田建設㈱がＩ

ＣＴ施工による現場作業の軽減に取り組んでいる。 

従来、区画整理工では多数の丁張を使い施工高さ等を確認しながら作業を行っている

が、３次元設計データをＩＣＴ建設機械に取り込むことにより、丁張なしでの施工が可

能となり、丁張設置作業を軽減することができる。また、ドローンによる空中測量デー

タにより３次元出来形管理を行い、施工管理作業の軽減も図られ、令和６(2024)年度の

工事では、従来型の施工と比較して、現場作業人員で４割程度の省力化と工事日数で３

割程度の短縮を図ることができた。 

ＩＣＴ施工については、設計図面の３次元モデル化やＩＣＴ建設機械・測量機器が高

額であることなど課題はあるが、測量や施工、出来形管理等に活用することにより、従

来の施工技術と比べ高い生産性と施工品質、さらには安全性の向上が期待されるため、

農業農村整備事業の工事において積極的な活用を推進していく。 

 

 

ICT 建設機械による基盤整地 丁張なしでの法面整形作業 マシンガイダンス 

主伐・再造林の 

一貫作業（主伐） 

主伐・再造林の 

一貫作業（再造林） 

種苗生産 
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学生向け産地見学

会 

荒田排水機場 

ため池監視カメラ 

４ 庄内地域 

「食の都庄内」づくりの推進に向けた活動 

庄内総合支庁では、管内市町等関係機関との連携の下、四季折々の多彩な食材や豊かな食

文化など、庄内の食の魅力を多方面に発信しながら「食の都庄内」づくりを推進している。 

 

○「食の都庄内」サポーターを活用した情報発信 

発信力のある「食の都庄内」サポーターを起用し、Instagram 上で庄内砂 

丘メロン、刈屋梨、酒田のラーメン、大黒様のお歳夜など旬の食材や生産 

者の想い、食文化などを発信している。 

 
 

○庄内産食材の生産現場への理解を深めてもらう産地見学会の開催（６月、９月、10月） 

「食の都庄内」サポーター・協力店向けにフルーツをテーマにした産地 

見学会を開催。「山ぶどう」や「北限のすだち」の収穫体験などを行い、 

生産者との交流を図った。 

また、食に関わる仕事を目指す学生向け産地見学会では、酒田南高校１年 

生を対象に「庄内産小麦」をテーマに行った。また、酒田調理師専門学校生を 

対象に「北限のすだち」をテーマに行い、すだちを使ったレシピを学生から 

提供してもらった。 
 

 

増大する災害リスクに対応するための農業・農村の強靭化 

気候変動により自然災害が激甚化・頻発化し、令和６(2024)年７月豪雨では農地・農業

用施設に本県過去最大の被害額となる甚大な被害が発生。農業生産活動が継続されるとと

もに、農村の安全・安心な暮らしを実現するため、災害防止・被災軽減を図る必要があ

る。 

庄内地域では、農業農村整備の強靭化に向け、次の防災・減災対策を推進している。 

（１）田んぼダム（令和６(2024)年度取組み面積 2,790ha） 

水田の雨水貯留機能を活用した「田んぼダム」の取組み面積拡大

を推進。流域治水の一環として、豪雨時の河川等への急激な流出を

抑える減災効果が期待。本県の取組み面積は令和６(2024)年度全国

第４位の 4,708ha であり、うち庄内地域は年間数百 ha 規模で拡大

し 2,790ha である。 

（２）排水機場（令和７(2025)年度まで５機場整備済み） 

河川水位が上昇して排水路から自然流下が不可能になった場合、

農地や宅地の浸水被害を防止・軽減するため、ポンプで強制的に河

川に排水する排水機場の新設及び更新を実施している。 

（３）防災重点農業用ため池（令和７(2025)年度まで５か所実施済み) 

決壊等により人的被害を及ぼすおそれのある防災重点農業用ため

池について、地震・豪雨耐性評価や改修工事のハード対策・ソフト

対策を集中的かつ計画的に推進している。 

（４）ため池監視カメラ（令和７(2025)年度１台導入） 

ため池の遠隔監視カメラ導入を支援。豪雨時等に現地に行かな 

くても、管理者がため池の水位等をリアルタイムに安全かつ的確 

に把握できるほか、万が一の際の避難判断への活用も期待される。 

平時の維持管理の安全性向上及び省力化にも繋がることが期待される。 

 

サポーターによる発信 

田んぼダムの 

普及啓発の研修会 
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気候変動対応技術と良食味生産の支援によるえだまめ産地の強化 

庄内地域では在来種のえだまめを栽培しており、市場からは良食味産地として高い評価

を得ている。しかし、気候変動による生産の不安定化や、近年の物価高騰、産地間競争の

激化が顕在化してきたことから、これらに対応するため、県では気候変動対策やブランド

力向上に向けた良食味生産の支援を行った。 

１ 少雨対応技術による安定生産支援 

   ７月以降の少雨の影響で圃場が著しく乾燥し、開花

期から子実肥大期のエダマメでは大きな減収となるこ

とが予想された。そこで、普及課では大豆の灌水を支

援する「大豆灌水支援システム」を活用した灌水技術

に関する情報発信を行った。また、ＬＩＮＥを活用し

た緊急情報の発信や、農協と連携した研修会を行うな

ど、生産者への周知を図った。その結果、例年並みの

単収を維持することができた。 

２ 光センサーを活用した新ブランド「出羽美人」の取組支援 

   えだまめの食味成分を非破壊かつ簡易迅速に分析で

きる「光センサー（近赤外線分光分析装置）」を活用

して、食味の向上に取り組む新ブランド「出羽美人」

の支援を行った。食味向上に関わる技術指導や栽培資

料の配布のほかに、優良事例としての普及及びＰＲを

目的に、現地説明会として実需者を招いた圃場視察と

試食会を行った。 

 
 

 

 

 

 

さくら「啓翁桜」の安定生産と出荷期拡大への取組み 

さくら「啓翁桜」は、転作田や果樹跡地を有効活用するこ

とができ、冬期間の作業が中心で他品目と組み合わせやすい

等の理由から、庄内地域の主要な花木品目となっている。新

梢伸長抑制を目的に環状剥皮作業が行われているが、作業労

力の負担が大きく、強風による枝折れが発生しやすくなるこ

とから、植物成長調整剤の散布処理の効果について、実証圃

を設置して検討した。 

令和６(2024)～令和７(2025)年に植物成長調整剤を散布し

た圃場において、生産者と関係機関による現地検討会を計２

回実施した。参加者には具体的な散布時期や散布量、処理時

の留意点等について説明したところ、生産者は省力効果と枝

折れの軽減効果について関心を示しており、今後の普及拡大

が見込まれる。 

また、管内の集落営農法人では冬期間の品目として栽培を

拡大する動きがあることから、新たに栽培を始める圃場につ

いて、定植前の圃場準備や株の養成方法等の技術指導を実施

した。株養成中の生育は順調であり、集落営農法人は令和９

(2027)年から出荷を始める予定である。今後も継続した指導

を行い、出荷量の増加と安定生産に向けて支援していく。 

生産者、関係機関が参加した 

現地検討会 

集落営農法人における技術指導 

地下灌漑を実施している様子 

光センサー 

（近赤外線分光分析装置） 
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ハウスアスパラガスにおける早期成園化技術の確立について 

ハウスアスパラガスは、庄内砂丘地域における新たな高収益品目として導入が進んで

おり、新規の取組みも見られる品目である。新・改植後は早期に収益を確保する必要が

あることから「早期成園化技術の開発」に取り組んだ。 

この栽培技術では、定植２年目から２t/10a以上の商品収量が確保でき、２年目から

所得が期待できる。令和３(2021)～令和６(2024)年度の試験研究の結果から、①播種は

定植前年の10月～当年１月に行い、３月に定植、②生育期間は１日に１～２回（５～８

L/株/回）の灌水③葉茎の刈払いは１月上旬に実施することで早期成園化が可能である

ことを明らかにした。 

令和７(2025)年度からは春期の収量確保技術及び夏期高温対策技術を検証し、更なる

安定生産技術の開発に取り組んでいる。今後も、現地で広く活用できる技術開発と関係

機関と連携した技術の普及に取り組んでいく。 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

庄内産フルーツのＰＲ活動 

庄内総合支庁では、「やまがたフルーツ 150 周年」に併せ、県内外での庄内産フルーツ

の認知度向上と消費拡大を図るため、以下の取組みを関係機関・団体と連携して実施し

た。 

〇「夏メロン日本一キャンペーン（※１）」の実施（７月） 

「庄内砂丘メロンの日（７月６日）」に実施した庄内空港で

の試食提供・特別販売を皮切りに、ＪＲ鶴岡駅・酒田駅でのＪ

Ｒ特別列車「リゾートしらかみ橅（ぶな）編成」利用者等への

試食提供、霞城セントラルでの庄内砂丘メロン特別メニューの

提供及び試食販売会を実施した。 

 また、上記イベントでのメロン購入者等を対象に抽選で新米 

60kg 等があたるプレゼント企画を実施した。 
 

※１ 夏メロン日本一:本県の東京都中央卸売市場における７・８月のメロン取扱量と取扱金額が全国１位 

〇「やまがた庄内 さくらんぼ＆フルーツ観光果樹園マップ」の発行（５月） 

庄内地域の観光果樹園の魅力発信と観光誘客を図るため、さくらんぼや他 

の庄内産フルーツ（いちご、ブルーベリー、日本なし等）の観光果樹園の場 

所や開園時期等をまとめた「やまがた庄内 さくらんぼ＆フルーツ観光果樹園 

マップ」を 8,000 部作成。管内の観光案内所等に設置したほか、「食の都庄 

内」ホームページにデジタル版を掲載した。 

 

春芽の収穫の様子（４月）    夏の立茎の様子（８月）      秋季研修会の様子（10 月） 

庄内空港での試食提供 

 

 

霞城セントラル内の 

飲食店で提供された 

特別メニューの例 
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ズワイガニの蓄養による単価向上の取組み 

小型底びき網漁業は本県の基幹漁業であり、漁獲金額は本県の全漁獲金額の３割を占め

ている。小型底びき網漁業の中でも、ズワイガニの漁獲金額は全体の１割超を占めること

から、ズワイガニの単価を向上させることは、底びき網漁業者の所得向上に直結する。 

そこで、庄内総合支庁では庄内浜産水産物のブランド化の取組の一環として、蓄養によ

る庄内浜産ズワイガニの単価向上を目指した。 

本県でズワイガニ漁が解禁される 10 月の海面水温はズワイガニにとっては高過ぎるた

め、漁獲直後に衰弱・瀕死となったズワイガニは“活力の低い蟹”として扱われてきた。 

しかし、県の事業等により漁船や市場に低温で管理できる蓄養設備を導入・活用したと

ころ、活力が回復して活発に脚を動かすズワイガニが高単価で扱われ、底びき網漁業者の

所得向上に寄与している。 

今後は、これまでの知見を活かし、同様の取組みを広げていく。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

～メンマ作りで竹林整備～タケノコ活用研修会の開催 

近年、荒廃竹林の増加が問題となっているが、県の竹林面積の９割以上を占める庄内

地方においても例外ではなく、整備されていない竹藪の増加や造林地、畑地等への竹の

侵入が見られる。その一方で、タケノコは県内での需要が高く、最近ではタケノコをメ

ンマに加工し、地元の飲食店に販売する業者も出てきている。そこで、今まで放置され

ていたモウソウチクの有効活用と竹林の適正な管理を目的に研修会を開催した。 

研修会は、５月 24 日（土）鶴岡市三瀬のひゃくねん森において、林業グループ会員等

を対象に開催し、16 名の参加があった。講師には、指導林業士の加藤 章氏を招き、朝

採りした約２メートルのタケノコを材料にメンマづくりを学ぶとともに、竹林整備、タ

ケノコに関する理解を深めてもらうため、統計資料などを用いて竹やタケノコを取り巻

く近年の状況についての情報提供も行った。 

今後は、一般の方や食品加工に携わる方々も研修の対象に含め、継続的な普及活動を

行い、特用林産物の生産振興と持続可能な管理された竹林の整備につなげていく。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

低温蓄養により活力を回復 漁獲直後のズワイガニ 活力が回復したズワイガニ 

研修会の様子 メンマ加工用のタケノコ 
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関 係 資 料 
 

 

○ 関連データ集 
 
 １ 山形県農林水産業の基本的な指標（県） 

・農業、林業、水産業 

 ２ 農家数、農家人口（県） 

・専業兼業別農家数、農家率、経営耕地規模別農家数 

・男女別農家人口、農家人口率 

・男女別農業就業人口、基幹的農業従事者数 

 ３ 農地（県） 

・耕地面積、耕地の拡張かい廃面積 

・農地の権利移動 

 ４ 農産物の生産（県） 

・主要作物の作付面積と収穫量 

・作付延べ面積と耕地利用率 

・養蚕農家数、収繭量 

・家畜飼養農家戸数、家畜飼養頭羽数 

・生乳・牛乳生産量 

 ５ 農業産出額（県） 

・耕種、畜産別農業産出額 

・生産農業所得、所得率 

 ６ 農業物価指数（全国） 

 ７ 農家経済（全国） 

 ８ 県内卸売市場取扱数量、価額及び価格（県） 

 

 
○ 統計関連用語 

 

○ 山形県農業基本条例 

 

 

 



 



山形県農林水産業の基本的な指標

年次 単位 山形県 全国 対全国比 全国順位 備　　　　考

総　面　積 R7 ｋｍ２ 9,323 377,975 2.5% 9位
国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」(R7年1
月1日現在)

農 農 耕地面積 R7 ｈａ 111,500 4,239,000 2.6% 11位
ピークは　153,900ｈａ(Ｓ43-45年)、
R3:115,800、R4:115,000、R5:113,500、R6:113,200

地 　　　　　田 R7 ｈａ 88,400 2,300,000 3.8% 9位
ピークは　117,100ｈａ(Ｓ45年)、
R3:91,600、R4:90,200、R5:89,800、R6:89,800

業 　　　　　畑 R7 ｈａ 23,200 1,939,000 1.2% 18位
ピークは　 42,597ｈａ(Ｓ2年)、
R3:24,200、R4:23,900、R5:23,300、R6：23,300

総農家１戸当たり耕地面積 R6 ｈａ 2.81 2.43 116.0% 6位 試算＝耕地面積（R6）／総農家数（R2）

作付け（栽培）延べ面積 R6 ｈａ 102,300 3,861,000 2.6% 11位
H29:106,800、H30:106,200、R1:105,800、
R2:105,500、R3:104,900、R4:104,200、R5:103,400

耕地利用率 R6 ％ 90.4 90.4 13位 R6作付け（栽培）延べ面積／R6耕地面積

遊休農地 R5 ｈａ 1,104 101,519 1.1% 33位
H26:1,754、H27:1,608、H28:1,345、H29:1,327、
H30:1,347、R1:1,308、R2:1,366、R3:1,187、R4:1,142

総世帯数 R2 戸 398,358 55,719,562 0.7% 38位
総務省「令和２年国勢調査（速報値）」
R2.10.1現在

総農家数 R2 戸 39,628 1,747,079 2.3% 20位 H27：46,224　ピークは117千戸(S35年)

販売農家数 R2 戸 26,796 1,027,892 2.6% 18位  H27：32,355　ピークは71千戸(H2年)

農業経営体数 R7 経営体 22,578 828,405 2.7% 15位 R2：28,241

個人経営体 R7 経営体 21,576 788,942 2.7% 14位 R2：27,233

主業経営体 R7 経営体 6,049 188,555 3.2% 9位 R2：7,698

準主業経営体 R7 経営体 2,220 86,191 2.6% 13位 R2：4,045

団体経営体 R7 経営体 1,002 39,463 2.5% 14位 R2：1,008

法人数 R7 経営体 767 33,146 2.3% 15位 R2：626

農地所有適格法人数 R6 法人 569 21,857 －
H12:103、H17:130、H22:192、H27:268、R1:427、
R2:450、R3:453、R4:516、R536　各年1月1日現在

集落営農組織 R7 組織 445 13,952 3.2% 13位
H19:246、H22:429、H25:455、H27:443、H30:481、
R1:487、R2:489、R3:479、R4：472、R5:468、R6:452

農業就業者 R2 人 43,186 1,600,906 2.7% 15位

基幹的農業従事者 R7 人 30,109 1,021,192 2.9% 11位 R2：39,034　ピークは252,983人(S35年）

うち65歳以上比率 R7 ％ 70.9 69.5 29位 R2：68.3％

認定農業者数 R6 経営体 7,819 212,123 3.7% 7位

Ｈ12:5,355、Ｈ17:7,300、H22:8,550、H27:10,183、H30:
9,966、R1:9,400、R2:8,792、R3：8,602、R4：8,473、R5：
8,269
各年度3月末現在

うち個人経営体 R6 経営体 7,106 182,452 3.9% 6位

うち法人経営体 R6 経営体 713 29,671 2.4% 16位

新規就農者数 R7 人 405 － － －

うち自営就農者 R7 人 189 － － －

うち雇用就農者 R7 人 216 － － － (前年6月～当該年5月）

R7 戸 6,837 － － －
Ｈ17:5,088、H22:8,012、H27:8,167、
R2:7,851、R3:7,473、R4:7,427、R5:7,355、R6:7,117
各年度3月末現在

R6 戸 131 4,075 3.2% 6位
Ｈ17:187、H22:183、H27:157、
R1:117、R2:113、R3:118、R4：130、R5:129戸
各年度3月末現在

R2 ha 27,969 952,888 2.9% 9位

R2 ％ 34.3% － － －

R2 戸 16,597 775,086 2.1% 18位

R2 ％ 42.1% － － －

農
業
労
働
力

担
い
手

Ｈ12：124、Ｈ17：152、Ｈ22:226、H25:251、H26:264、
H27:280、H28:300、H29:309､H30:344、R1:348、R2:353、
R3:357、R4:358、R5:378、R6:383人

項　　　　　目

環
境
保
全

特別栽培認証農家数

有機栽培認証農家数

農
業
経
営
体

中
山
間
地
域
の
現
状

経営耕地面積（販売農家）

総農家数

対全県比

対全県比

農林水産省「2020年農林業センサス」
（農業地域類型一覧表（R5.3.2改定）
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山形県農林水産業の基本的な指標

年次 単位 山形県 全国 対全国比 全国順位 備　　　　考

総　面　積 R7 ｋｍ２ 9,323 377,975 2.5% 9位
国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」(R7年1
月1日現在)

農 農 耕地面積 R7 ｈａ 111,500 4,239,000 2.6% 11位
ピークは　153,900ｈａ(Ｓ43-45年)、
R3:115,800、R4:115,000、R5:113,500、R6:113,200

地 　　　　　田 R7 ｈａ 88,400 2,300,000 3.8% 9位
ピークは　117,100ｈａ(Ｓ45年)、
R3:91,600、R4:90,200、R5:89,800、R6:89,800

業 　　　　　畑 R7 ｈａ 23,200 1,939,000 1.2% 18位
ピークは　 42,597ｈａ(Ｓ2年)、
R3:24,200、R4:23,900、R5:23,300、R6：23,300

総農家１戸当たり耕地面積 R6 ｈａ 2.81 2.43 116.0% 6位 試算＝耕地面積（R6）／総農家数（R2）

作付け（栽培）延べ面積 R6 ｈａ 102,300 3,861,000 2.6% 11位
H29:106,800、H30:106,200、R1:105,800、
R2:105,500、R3:104,900、R4:104,200、R5:103,400

耕地利用率 R6 ％ 90.4 90.4 13位 R6作付け（栽培）延べ面積／R6耕地面積

遊休農地 R5 ｈａ 1,104 101,519 1.1% 33位
H26:1,754、H27:1,608、H28:1,345、H29:1,327、
H30:1,347、R1:1,308、R2:1,366、R3:1,187、R4:1,142

総世帯数 R2 戸 398,358 55,719,562 0.7% 38位
総務省「令和２年国勢調査（速報値）」
R2.10.1現在

総農家数 R2 戸 39,628 1,747,079 2.3% 20位 H27：46,224　ピークは117千戸(S35年)

販売農家数 R2 戸 26,796 1,027,892 2.6% 18位  H27：32,355　ピークは71千戸(H2年)

農業経営体数 R7 経営体 22,578 828,405 2.7% 15位 R2：28,241

個人経営体 R7 経営体 21,576 788,942 2.7% 14位 R2：27,233

主業経営体 R7 経営体 6,049 188,555 3.2% 9位 R2：7,698

準主業経営体 R7 経営体 2,220 86,191 2.6% 13位 R2：4,045

団体経営体 R7 経営体 1,002 39,463 2.5% 14位 R2：1,008

法人数 R7 経営体 767 33,146 2.3% 15位 R2：626

農地所有適格法人数 R6 法人 569 21,857 －
H12:103、H17:130、H22:192、H27:268、R1:427、
R2:450、R3:453、R4:516、R536　各年1月1日現在

集落営農組織 R7 組織 445 13,952 3.2% 13位
H19:246、H22:429、H25:455、H27:443、H30:481、
R1:487、R2:489、R3:479、R4：472、R5:468、R6:452

農業就業者 R2 人 43,186 1,600,906 2.7% 15位

基幹的農業従事者 R7 人 30,109 1,021,192 2.9% 11位 R2：39,034　ピークは252,983人(S35年）

うち65歳以上比率 R7 ％ 70.9 69.5 29位 R2：68.3％

認定農業者数 R6 経営体 7,819 212,123 3.7% 7位

Ｈ12:5,355、Ｈ17:7,300、H22:8,550、H27:10,183、H30:
9,966、R1:9,400、R2:8,792、R3：8,602、R4：8,473、R5：
8,269
各年度3月末現在

うち個人経営体 R6 経営体 7,106 182,452 3.9% 6位

うち法人経営体 R6 経営体 713 29,671 2.4% 16位

新規就農者数 R7 人 405 － － －

うち自営就農者 R7 人 189 － － －

うち雇用就農者 R7 人 216 － － － (前年6月～当該年5月）

R7 戸 6,837 － － －
Ｈ17:5,088、H22:8,012、H27:8,167、
R2:7,851、R3:7,473、R4:7,427、R5:7,355、R6:7,117
各年度3月末現在

R6 戸 131 4,075 3.2% 6位
Ｈ17:187、H22:183、H27:157、
R1:117、R2:113、R3:118、R4：130、R5:129戸
各年度3月末現在

R2 ha 27,969 952,888 2.9% 9位

R2 ％ 34.3% － － －

R2 戸 16,597 775,086 2.1% 18位

R2 ％ 42.1% － － －

農
業
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力
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手

Ｈ12：124、Ｈ17：152、Ｈ22:226、H25:251、H26:264、
H27:280、H28:300、H29:309､H30:344、R1:348、R2:353、
R3:357、R4:358、R5:378、R6:383人
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農林水産省「2020年農林業センサス」
（農業地域類型一覧表（R5.3.2改定）
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関 係 資 料 
 

 

○ 関連データ集 
 
 １ 山形県農林水産業の基本的な指標（県） 

・農業、林業、水産業 

 ２ 農家数、農家人口（県） 

・専業兼業別農家数、農家率、経営耕地規模別農家数 

・男女別農家人口、農家人口率 

・男女別農業就業人口、基幹的農業従事者数 

 ３ 農地（県） 

・耕地面積、耕地の拡張かい廃面積 

・農地の権利移動 

 ４ 農産物の生産（県） 

・主要作物の作付面積と収穫量 

・作付延べ面積と耕地利用率 

・養蚕農家数、収繭量 

・家畜飼養農家戸数、家畜飼養頭羽数 

・生乳・牛乳生産量 

 ５ 農業産出額（県） 

・耕種、畜産別農業産出額 

・生産農業所得、所得率 

 ６ 農業物価指数（全国） 

 ７ 農家経済（全国） 

 ８ 県内卸売市場取扱数量、価額及び価格（県） 

 

 
○ 統計関連用語 

 

○ 山形県農業基本条例 

 

 

 



収穫量等

山形県 全国 対全国比 全国順位 山形県

県(国)内総生産額(名目) R4 億円 43,404 5,665,000 0.8% － H23からR4までのピークは　43,710億円(H29年)

農 農業生産 R6 億円 3,025 107,801 2.8% 13位 収穫量（R6）
S60:3,358、H7:2,690、H12:2,372、H17:2,125、
H22:1,986、H27:2,282、H30:2,480、R1:2,557、
R2:2,508、R3:2,337、R4:2,394、R5:2,441　ピークはS60

農 米 （水稲） R6 億円 1,311 25,524 5.1% 6位 354,500ｔ
S60:1,903、H7:1,298、H12:1,056、H17:951、H22:697、
H27:752、R2:837、R4:689、R5:739億円　収穫量順位：R6　6位

業 穀 大　豆 R6 億円 8 338 2.4% 9位 6,370ｔ
S60:18、H7:7、H12:21、H17:14、H22:10、H27:9、
R2:10、R4:10、R5:9億円　収穫量順位：R6　8位

産 物 そ　ば R6 億円 6 87 6.9% 5位 2,360ｔ
H12:3、H17:5、H22:6、H27:4、R2:4、R3:8、R4:5、R5:5億円
収穫量順位：R6　5位

業 出 野　菜 R6 億円 436 25,510 1.7% 21位 収穫量（R6）
S60: 295、H7: 387、H12: 359、H17:304、H22:360、H27:383、
R2:465、R3:455、R4:426、R5:418億円

額 すいか R6 億円 74 666 11.1% 2位 29,600ｔ
S60: 55、H7: 80、H12: 62、H17:46、H22:55、H27:53、
Ｒ2:58、R3:70、R4:69、R5:65億円　収穫量順位：R6　3位

・ えだまめ R6 億円 34 419 8.1% 4位 3,700ｔ
S60: 8、H7:11、H12: 24、H17:25、H22:34、H27:39、R2:49、
R3:47、R4:40、R5:36億円　収穫量順位：R6　6位

生 トマト R6 億円 36 2,442 1.5% 19位 7,390ｔ
S60: 12、H7: 24、H12: 24、H17:24、H22:28、H27:36、R2:43、
R3:40、R4:39、R5:34億円　収穫量順位：R6　24位

産 メロン R6 億円 41 707 5.8% 5位 9,020ｔ
S60:21、H7:52、H12:42、H17:34、H22:31、H27:32、R2:41、
R3:42、R4:39、R5:40億円　収穫量順位：R6　4位

量 きゅうり R6 億円 39 1,598 2.4% 12位 10,600ｔ
S60: 29、H7:40、H12: 33、H17:24、H22:29、H27:35、R2:43、
R3:30、R4:27、R5:33億円　収穫量順位：R6　15位

ねぎ R6 億円 28 1,641 1.7% 19位 7,170ｔ
H27:21、R2:29、R3:27、R4:27、R5:27億円
収穫量順位：R6　18位

アスパラガス R6 億円 20 278 7.2% 4位 1,490ｔ
H27:16、R2:21、R3:22、R4:23、R5:21億円
収穫量順位：R6　5位

にら R6 億円 15 346 4.3% 7位 2,740ｔ
H27:13、R2:17、R3:15、R4:16、R5:17億円
収穫量順位：R6　6位

果　実 R6 億円 738 10,112 7.3% 5位 収穫量（R6）
S60: 459、H7:539、H12: 496、H17: 424、H22:490、H27:673、
R2:729、R3:694、R4:766、R5:743億円

さくらんぼ R6 億円 320 401 79.8% 1位 8,590ｔ
S60:118、H7:196、H12:215、H17:204、H22:233、H27:337、
R2:333、R4:378、R5:378億円　収穫量順位：R6　1位

ぶどう R6 億円 150 2,145 7.0% 4位 14,000ｔ
S60:112、Ｈ７:122、H12:90、H17:67、H22:88、H27:111、
R2:158、R4:137、R5:139億円　収穫量順位：R6　4位

りんご R6 億円 106 1,945 5.4% 4位 32,700ｔ S60:159、H7:131、H12:95、H17:75、H22:64、H27:115、
R2:95、R4:106、R5:89億円　収穫量順位：R6　4位

西洋なし R6 億円 68 96 70.8% 1位 17,800ｔ
S60: 8、H7:30、H12:50、H17:38、H22:47、H27:55、
R2:62、R4:66、R5:60億円　収穫量順位：R6　1位

も　も R6 億円 54 725 7.4% 5位 10,300ｔ
S60:25、H7:24、H12:18、H17: 16、H22:27、H27:28、
R2:44、R4:47、R5:48億円　収穫量順位：R6　4位

か　き R6 億円 17 462 3.7% 7位 6,480ｔ
S60:30、H7:21、H12:15、H17:11、H22:18、H27:12、
R2:15、R4:13、R5:13億円　収穫量順位：R6　9位

花　き R6 億円 70 3,423 2.0% 16位 収穫量（R6）
S60:11、H7:40、H12:59、H17:67、H22:57、
H27:68、R2:68、R3:60、R4:70、R5:70億円

ば　ら R6 億円 13 155 8.4% 3位 1,260万本
S60:1、H7: 8、H12:12、H17:16、H22:11、H27:15、
R2:12、R4:13、R5:12億円　出荷量順位：R6　3位

トルコギキョウ R6 億円 6 131 4.6% 6位 305万本
H7:2、H12:5、H17:5、H22:6、H27:6、
R1:7、R2:6、R4:6、R5:7億円　出荷量順位：R6　6位

アルストロメリア R6 億円 6 49 12.2% 3位 558万本
H12:4、H17:5、H22:4、H27:5、R2:5、R4:5、R5:6億円
出荷量順位：R6　3位

畜　産 R6 億円 440 36,654 1.2% 23位
飼養頭数（R6）

生乳生産量（R6）
S60: 551、H7:352、H12:326、H17:318、H22:335、H27:368、
R2:376、R3:392、R4:411、R5:441億円

肉用牛 R6 億円 156 7,860 2.0% 14位 43,300頭
S60:147、H7:108、H12:89、H17:89、H22:95、H27:118、
R2:115、R4:145、R5:155億円　飼養頭数順位：R6　17位

乳用牛 R6 億円 85 9,767 0.9% 20位 9,950頭
S60:127、H7:104、H12:96、H17:97、H22:89、H27:84、
R2:85、R4:79、R5:81億円　飼養頭数順位：R6　20位

生乳 R6 億円 80 8,944 0.9% 20位 61,127ｔ
S60:98、H7:96、H12:88、H17:87、H22:78、H27:74、
R2:74、R4:72、R5:76億円　生乳生産量順位：R6　19位

豚 R6 億円 159 7,629 2.1% 13位 159,900頭
S60:216、H7:107、H12:103、H17:97、H22:117、H27:125、
R2:137、R4:146、R5:157億円　飼養頭数順位:R6　17位

鶏 R6 億円 37 10,655 0.3% 38位 375千羽
H20:35、H22:32、H27:36、R2:35、R4:38億円、R5:46億円
飼養羽数順位:R6　39位　　※成鶏めす羽数

R6 億円 1,206 40,932 2.9% 11位
S60: 1,595、H7:1,303、H12: 880、H17:854、
H22:750、H27:1,018、R2:932、R4:817、R5:840億円

R6 千円 7,633 6,170 123.7% 8位
※R6産出額（3,025億円）/R2総農家数（39,628戸）を用
いて算出

R6 千円 3,043 2,343 129.9% 7位
※R6生産農業所得（1,206億円）/R2総農家数（39,628
戸）を用いて算出

単位
産　　出　　額　　等

項　　　　　目 年次 備　　　　考

生産農業所得

農家１戸当たり
農業産出額

農家１戸当たり
生産農業所得
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山形県 全国 対全国比 全国順位

ｔ 3,041 ※ 110,095 － －

百万円 1,371 ※ 119,325 － －

R5
概算値

％ 148 38 － 3位

R5
概算値

％ 167 58 － 6位

生産量(R5)

山形県 全国 対全国比 全国順位 山形県

森林面積 R5 千ha 671 ※(25,025) － －

森 うち国有林 R5 千ha 355 ※(7,657) － －

森 うち民有林 R5 千ha 316 ※(17,368) － －

林 林 うち人工林 R5 千ha 125 ※(7,846) － －

・ うち天然林 R5 千ha 175 ※(8,796) － －

林 林業産出額 R6 億円 74.7 5,713.1 1.3% 24位 －
H2:145､H7:118､H12:85､H17:61､H22:82､H27:82､R2:66、
R3:69、R4:87、R5:82億円

業 林 木材生産 R6 億円 36.6 3,276.4 1.1% 22位 －
H2:89、H7:68、H12:44、H17:25、H22:27、H27:31、
R1:27、R2:25、R3:32、R4:50、R5:42億円

栽培きのこ類 R6 億円 36.6 2,322.7 1.6% 20位 －
H2:54、H7:48、H12:38、H17:34、H22:54、H27:51、
R1:44、R2:40、R3:36、R4:36、R5:39億円

業 なめこ R6 億円 21.1 100.3 21.0% 1位 4,080.5ｔ
H2:22、H7:20、H12:15、H17:13、H22:23、H27:21、R2:20、
R3:18、 R4:19、R5:22億円　生産量順位：R6 3位

えのきたけ R6 億円 1.7 341.5 0.5% 10位 615.0ｔ H2:12.5、H7:11.4、H12:5.4、H17:2.8、H22:6.8、27:4.7、
R2:2.5、R3:2.5、R4:3.1、R5:1.7億円 生産量順位：R6 9位

ひらたけ R6 億円 0.1 32.3 0.3% 10位 6.9ｔ
H2:10.3、H12:2.9、H17:1.3、H22:0.6、H27:0.5、
R2:0.1、R3:0.1、R4:-、R5:0.1億円　生産量順位：R6 14位

まいたけ R6 億円 1.1 367.6 0.3% 11位 173.9ｔ
H12:2.5、H17:0.9、H21:1.4、H22:1.7、H27:1.9、
R2:1.3、R3:1.5、R4:1.3、R5:1.1億円　生産量順位：R6 11位

わらび R6 億円 － － － － 282.7ｔ 生産量順位：R6 1位

乾ぜんまい R6 億円 － － － － 0.9ｔ 生産量順位：R6 4位

林家戸数  R2 戸 17,073 690,047 2.5% 15位
S45:49,904､S55:49,889､H2:46,521､H17:20,257､H22:20,320、
H27:19,351戸 ピークはS45の49,904戸

新規林業就業者数  R6 人 75 － － －
H23:40、H24:51、H25：57、H26：58、H27：56、H28：48、
H29:63、H30:60、R1:66、R2:48、R3:61、R4:72、R5:60人

生産量(R5)

山形県 全国 対全国比 全国順位 山形県

海面漁業経営体数 R5 経営体 209 65,652 0.3% 38位/39
S63:661、H5:628、H10:548、H15:504、
Ｈ20:416、H25:359、H30:284　ピークはS29の1,015

水 内水面養殖業経営体数 R5 経営体 53 4,077 1.3% 22位
H5:152、H10:106、H15:78、Ｈ20:99、
Ｈ25:76、H30:60　ピークはS54の363

産 漁業就業者（海面のみ） R5 人 292 121,230 0.2% 39位/39
S58:1,751、S63:1,326、H5:1,010、H10:897、
Ｈ20:600、H25:474、H30:368　ピークはS29の5,086人

業 R5 ％ 55.1 39.2 －

海面漁業・養殖業産出額 R5 億円 17.3 15,241 0.1% － 2,616ｔ
H17:28、H22:27、H27:27、H28:29、H29:25、H30:21、
R1:20、R2:22、R3:17、R4:18
※山形県は海面漁業のみ

内水面漁業・養殖業産出額 R5 億円 4.9 1,312.9 － － 302ｔ
H17:9.8、H22:8.7、H27:8.3、H28:7.8、H29:7.4、H30:6.2、
R1:5.4、R2:6.2、R3:4.6、R4:4.9
※水産振興課調べ

項　　　　　目

項　　　　　目 年次 単位

食料自給率(カロリーベース)

食料自給率(生産額ベース)

年次 単位

備　　　　考

輸出額、自給率　等
備　　考

年次

漁
業
生
産

山
菜
類

項　　　　　目

食
料
自
給
率

農産物等の輸出

漁
業
労
働
力

うち65歳以上比率

林
業
労
働
力

山形県：農産物販路開拓・輸出推進課調べ
※全国：農林水産省「農林水産物輸出入概況（2024）」のうち
「果実＋野菜＋米（援助米除く）＋牛肉＋豚肉」の合計

R6

H15:131、H16:122、H17:128、H18:133、H19:132、Ｈ20:133、H21:134、H22:139、
H23:132、H24:133、H25:136、H26:142、H27:142、Ｈ28:139、H29:137、H30:135、
R1:145、R2:143、R3:147、R4:145%

H15:172、H16:158、H17:152、H18:162、H19:154、Ｈ20:153 、H21:165、H22:168、
H23:159、H24:174、H25:169、H26:156、H27:163、Ｈ28:168、H29:173、H30:181、
R1:191、R2:190、R3:175、R4:165％

単位 備　　　　考

産　　出　　額　　等

生　　産　　額 　等

山形県：「山形県林業統計（令和5年度）」
（R7年3月）
※全国はR4年：林野庁「森林資源現況調査」（R4年3月
31日現在）
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２　農家数、農家人口（県）

３　農　地（県）

４　農産物の生産（県）

　　項　目 農　　　家　　　数 経営耕地規模別農家数  項　目
0.5 1.0 1.5 2.0 3.0

専　業 第一種 第二種 ～ ～ ～ ～ ～

 年　次 兼　業 兼　業 1.0 1.5 2.0 3.0 5.0 　　年　次 
戸 戸 戸 戸 戸 戸 ％ ％ ％ 戸 戸 戸 戸 戸 戸 戸

昭和45年 112,347 － 11,705 58,303 42,339 － 38.4 10.4 37.7 26,875 29,148 23,384 14,646 12,148 5,697 237 昭和45年
　　　50 106,353 － 7,034 46,316 53,003 － 34.5 6.6 49.9 27,218 26,512 19,959 13,315 12,495 6,444 409 　　　50
　　　55 100,597 － 6,784 37,647 56,166 － 31.1 6.7 55.9 25,850 23,669 17,569 12,154 12,909 7,592 683 　　　55
　　　60 92,776 － 6,804 30,344 55,628 － 28.0 7.3 60.0 24,327 20,797 15,091 10,471 12,133 8,470 1,313 　　　60
平成 2年 83,999 71,591 5,736 21,114 44,741 12,408 24.6 8.0 62.5 10,030 18,436 12,922 8,944 10,734 8,459 2,066 平成 2年
　　　 7 75,090 63,785 5,132 18,957 39,696 11,305 20.8 8.0 62.3 8,758 15,942 11,093 7,637 9,357 7,933 3,065 　　　 7
　　　 9 73,400 62,180 5,230 15,340 41,610 11,220 20.0 8.4 66.9 6,990 16,790 10,840 7,090 9,620 7,840 3,010 　　　 9
　　　10 72,150 61,440 5,140 13,620 42,680 10,710 19.4 8.4 69.4 7,200 16,420 11,010 6,660 9,490 7,630 3,030 　　　10
　　　11 71,010 60,110 5,000 12,060 43,050 10,900 18.9 8.3 71.6 7,980 15,530 10,750 6,190 9,050 7,360 3,250 　　　11
　　　12 67,572 56,644 5,428 13,442 37,774 10,928 17.9 9.6 66.7 7,517 13,928 9,416 6,558 8,270 7,228 3,727 　　　12
　　　13 66,310 55,220 5,510 12,000 37,710 11,090 17.5 9.6 68.3 7,820 13,000 8,650 6,400 8,290 6,900 4,170 　　　13
　　　15 64,090 53,560 6,070 11,400 36,090 10,530 16.7 11.3 67.4 7,520 12,400 8,170 6,030 7,910 7,230 4,310 　　　15
　　　17 61,567 49,013 6,409 12,547 30,057 12,554 15.9 13.1 61.3 6,268 11,349 7,951 5,553 7,147 6,472 4,273 　　　17
　　　22 53,477 39,112 6,924 8,942 23,246 14,365 13.6 17.7 59.4 5,697 9,076 6,039 4,109 5,264 4,803 4,124 　　　22
　　　27 46,224 32,355 7,891 6,743 17,721 13,869 11.7 24.4 54.8 4,088 6,836 4,728 3,416 4,438 4,307 4,542 　　　27
令和２年 39,628 26,796 12,832 9.9 4,530 5,089 3,597 2,563 3,548 3,704 5,210 令和２年
令和７年 － － － － 3,675 3,881 2,683 1,880 2,601 2,973 4,885 令和７年
資　　料 農林水産省：農業調査（昭和45,50,55,60,平成2,7,12,17,22,27,令和2,7年は農林業センサス）、平成2年以降は販売農家で集計 

農家総
数

販　売
農家数

自給的
農　家

農
家
率

専
業
率

0.5ha
未満

5.0ｈａ
以上

二
種
兼
業
率

令和2年から調査中止

項 目 農家人口 農業就業人口 基幹的農業従事者  項 目
農　家

 年 次 人口率 年 次 
人 人 人 ％ 人 人 人 人 人 人

昭和45年 592,207 285,948 306,259 48.3 244,532 109,696 134,836 176,613 91,890 84,723 昭和45年
　　　50 530,224 256,918 273,306 43.5 184,404 83,985 100,419 131,400 68,852 62,548 　　　50
　　　55 496,440 241,850 254,590 39.7 158,541 73,596 84,945 105,448 60,399 45,090 　　　55
　　　60 461,580 225,137 236,443 36.6 143,003 67,461 75,542 91,853 55,240 36,613 　　　60
平成 2年 366,485 179,021 187,464 29.1 115,300 55,218 60,082 73,223 45,250 27,973 平成 2年
　　　 7 321,633 157,376 164,257 25.6 97,676 47,061 50,615 59,479 37,739 21,740 　　　 7
　　　 9 314,850 149,790 165,070 25.1 94,320 46,200 48,110 59,580 37,480 22,090 　　　 9
　　　10 307,890 146,700 161,190 24.5 94,780 45,620 49,160 53,500 33,410 20,090 　　　10
　　　11 298,900 142,580 156,320 23.9 91,930 44,150 47,780 49,650 30,990 18,660 　　　11
　　　12 279,892 137,331 142,561 22.5 93,536 44,466 49,070 59,349 35,549 23,800 　　　12
　　　13 266,910 130,020 136,890 21.5 91,710 44,150 47,560 57,070 35,020 22,050 　　　13
　　　15 256,610 125,130 131,480 20.8 89,740 43,970 45,770 54,980 34,460 20,520 　　　15
　　　17 232,788 114,411 118,377 19.1 85,384 42,441 42,943 57,672 34,806 22,866 　　　17
　　　22 176,196 87,020 89,176 15.1 64,335 34,318 30,017 52,015 31,526 20,489 　　　22
　　　27 135,002 67,237 67,765 12.0 53,692 29,390 24,302 45,821 28,012 17,809 　　　27
令和２年 39,034 24,620 14,414 令和２年
令和７年 30,109 － － 令和７年
資　　料 農林水産省：農業調査（昭和45,50,55,60,平成2,7,12,17,22,27,令和2,7年は農林業センサス）、平成2年以降は販売農家、令和2年は個人経営体で集計 

女男 女 総　数 男総　数 男 女 総　数

令和2年から調査中止

項 目 耕　　　地　　　面　　　積 耕地の拡張かい廃面積  項 目
総面積 田 畑 田 畑

果樹園
ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

昭和45年 153,900 117,100 36,800 16,500 17,300 10,200 3,000 1,510 527 399 1,240 昭和45年
　　　50 149,200 111,900 37,300 13,900 19,200 12,700 4,230 676 1,150 1,070 518 　　　50
　　　55 146,000 110,800 35,200 13,100 17,300 12,700 4,810 20 596 433 478 　　　55
　　　60 142,400 108,700 33,700 13,200 15,800 12,100 4,660 0 446 143 601 　　　60
平成 2年 138,000 106,600 31,400 12,900 14,100 12,000 4,380 0 472 89 539 平成 2年
　　　 7 132,900 103,900 29,000 12,300 12,500 11,600 4,130 38 630 141 693 　　　 7
　　　12 127,600 101,100 26,500 11,600 11,700 11,100 3,490 16 405 59 552 　　　12
　　　17 124,900 98,500 26,400 11,900 11,500 10,900 3,020 11 903 515 76 　　　17
　　　22 123,100 96,700 26,300 12,500 11,200 - 2,640 3 140 91 144 　　　22
　　　28 119,400 94,300 25,100 12,400 10,500 - 2,250 22 1,220 178 692 　　　28
　　　30 117,700 93,000 24,700 12,100 10,400 - 2,190 28 669 184 277 　　　30
令和元年 117,300 92,600 24,800 12,200 10,300 - 2,180 41 481 293 210 令和元年
　　　 ２ 116,900 92,200 24,700 12,200 10,300 - 2,200 32 390 214 261 　　　 ２
　　　 ３ 115,800 91,600 24,200 11,900 10,100 - 2,190 20 621 208 698 　　　 ３
　　　 ４ 115,000 91,100 23,900 11,800 9,920 - 2,180 62 592 154 465 　　　 ４
　　　 ５ 113,500 90,200 23,300 11,500 9,650 - 2,150 19 915 152 785 　　　 ５
　　　 ６ 113,200 89,800 23,300 11,800 9,350 - 2,150 73 441 317 257 　　　 ６
　　　 ７ 111,500 88,400 23,200 － － － － 12 1,470 584 765 　　　 ７
資　　　料 農林水産省：面積調査

年 次 かい廃 拡　張 かい廃 年 次 拡　張計 普通畑 樹園地 牧草地

　　項　目 農　産　物　の　作　付　面　積　と　収　穫　量　（１）  項　目
水　　　　　稲 大　　　　　麦 小　　　　　麦

１０a当たり収量

 年　次 （全国順位） 年　次 
ha kg （位） t ha kg t ha kg t

昭和45年 100,200 577 （1） 578,200 108 20 245 49 69 268 185 昭和45年
　　　50 101,900 612 （1） 623,600 112 0 344 1 0 257 1 　　　50
　　　55 93,700 546 （2） 511,600 97 638 191 1,220 18 116 21 　　　55
　　　60 92,300 613 （1） 565,800 107 748 222 1,660 546 295 1,610 　　　60
平成 2年 84,700 582 （3） 493,000 100 687 191 1,310 940 263 2,470 平成 2年
　　　 7 86,500 534 （4） 461,900 92 4 250 10 49 196 96 　　　 7
　　　12 73,100 616 （2） 450,300 105 6 196 12 113 172 194 　　　12
　　　17 71,700 599 （3） 429,500 101 12 175 21 96 166 159 　　　17
　　　22 68,200 596 （2） 406,500 100 19 90 17 101 165 167 　　　22
　　　27 65,300 614 （2） 400,900 103 21 110 23 91 235 214 　　　27
　　　30 64,500 580 （3） 374,100 96 19 59 11 72 236 170 　　　30
令和元年 64,500 627 （1） 404,400 105 15 122 18 85 274 233 令和元年
       ２ 64,700 622 （2） 402,400 104 13 154 20 68 246 167        ２
       ３ 62,900 626 （1） 393,800 104 - - - 83 225 187        ３
       ４ 61,500 594 （2） 365,300 99 - - - 109 202 220        ４
       ５ 61,000 589 （3） 359,300 100 - - - 102 263 268        ５
       ６ 60,800 583 （4） 354,500 97 - - - 136 206 280        ６
資　　　料 農林水産省：作物統計調査

収穫量作況指数 １０a当たり収量 １０a当たり収量作付面積 収穫量 作付面積 作付面積収穫量
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　　項　目 農　産　物　の　作　付　面　積　と　収　穫　量　（２）  項　目
大　　　豆 そ　　　ば ば　れ　い　し　ょ き　ゅ　う　り

10a当たり 10a当たり

 年　次 収　　量 収　　量 年　次 
ha kg t ha kg t ha t ha t ha t

昭和45年 2,640 142 3,750 81 77 62 1,960 37,400 633 19,500 227 8,290 昭和45年
　　　50 2,160 127 2,740 21 65 14 1,300 26,700 701 20,500 523 28,100 　　　50
　　　55 3,260 178 5,800 450 23 104 918 19,200 752 20,500 494 27,200 　　　55
　　　60 3,400 193 6,560 434 22 95 735 16,800 832 23,400 358 17,700 　　　60
平成 2年 4,740 189 8,960 864 （調査休止） 716 16,000 777 24,300 277 12,100 平成 2年
　　　 7 1,610 175 2,820 635 45 286 524 10,600 633 19,400 277 10,900 　　　 7
　　　12 4,980 205 10,200 2,330 49 1,140 392 8,540 549 18,500 279 12,500 　　　12
　　　17 6,270 139 8,720 3,200 53 1,700 304 6,330 468 16,800 255 10,200 　　　17
　　　22 6,580 120 7,900 4,110 47 1,930 282 5,580 433 15,300 250 9,160 　　　22
　　　27 5,140 147 7,560 4,900 33 1,620 214 3,810 388 15,100 232 10,400 　　　27
　　　30 5,090 128 6,520 5,040 32 1,610 － － 352 13,300 217 10,200 　　　30
令和元年 4,950 155 7,670 5,260 49 2,580 － － 344 13,500 213 11,300 令和元年
　　　 ２ 4,830 115 5,550 5,320 41 2,180 － － 336 12,700 210 10,200 　　　 ２
　　　 ３ 4,740 154 7,300 5,430 67 3,640 － － 329 12,600 210 10,200 　　　 ３
　　　 ４ 4,910 140 6,870 5,570 42 2,340 180 2,660 319 11,900 198 9,130 　　　 ４
　　　 ５ 4,940 134 6,620 5,760 39 2,250 － － 313 11,200 195 7,670 　　　 ５
　　　 ６ 4,900 130 6,370 5,900 40 2,360 － － 290 10,600 187 7,390 　　　 ６
資　　　料 農林水産省：作物統計調査

収穫量 収穫量作付面積

ト　マ　ト

作付面積 作付面積 作付面積 作付面積収穫量 収穫量 収穫量

　　項　目 農　産　物　の　作　付　面　積　と　収　穫　量　（３）  項　目
な　す い　ち　ご す　い　か メ  ロ  ン は　く　さ　い だ　い　こ　ん

 年　次 作付面積 収穫量 作付面積 収穫量 作付面積 収穫量 作付面積 収穫量 作付面積 収穫量 作付面積 収穫量 年　次 
ha t ha t ha t ha t ha t ha t

昭和45年 1,010 24,300 190 1,800 833 25,500 352 5,760 907 30,100 1,660 58,300 昭和45年
　　　50 959 17,500 303 2,720 1,020 39,900 430 9,050 766 20,000 1,570 48,500 　　　50
　　　55 934 15,500 335 3,480 1,010 36,900 453 8,200 680 20,000 1,610 57,200 　　　55
　　　60 903 15,800 318 2,730 1,160 48,000 605 12,100 634 18,200 1,510 51,200 　　　60
平成 2年 833 14,400 220 2,170 1,300 49,100 911 19,200 553 18,200 1,300 46,800 平成 2年
　　　 7 713 9,440 105 1,190 1,110 40,900 959 19,900 449 15,800 986 36,000 　　　 7
　　　12 677 11,600 － － 1,050 42,600 870 20,300 349 13,300 747 26,300 　　　12
　　　17 564 9,160 － － 917 36,600 705 15,600 290 11,800 633 22,600 　　　17
　　　22 532 8,170 85 898 917 38,000 640 13,600 265 9,610 553 17,800 　　　22
　　　27 469 6,420 － － 845 33,500 558 12,600 214 7,470 476 16,100 　　　27
　　　30 424 5,630 － － 824 32,400 532 11,000 208 6,740 459 16,200 　　　30
令和元年 408 5,860 － － 810 31,100 527 11,200 207 6,540 447 15,700 令和元年
       ２ 392 6,400 － － 798 28,500 520 10,600 206 6,640 431 15,400        ２
       ３ 372 6,640 － － 785 32,200 495 10,400 200 6,200 419 14,600        ３
       ４ 352 5,260 54 686 765 31,400 475 9,550 192 6,030 398 14,100        ４
       ５ 335 4,900 － － 765 28,600 466 9,790 174 4,830 349 10,600        ５
       ６ 292 4,430 － － 770 29,600 460 9,020 163 4,700 332 10,400        ６

農林水産省：作物統計調査

項　目 農　産　物　の　作　付　面　積　と　収　穫　量  項　目
葉　た　ば　こ ホ　　ッ　　プ き　　　　　く ば　　　　　ら トルコギキョウ ゆり アルストロメリア 牧　　　　　草 青刈とうもろこし

 年　次 作付面積 収穫量 作付面積 収穫量 作付面積 出荷量 作付面積 出荷量 作付面積 出荷量 作付面積 出荷量 作付面積 出荷量 作付面積 収穫量 作付面積 収穫量 年　次 
ha t ha t ha 千本 ha 千本 ha 千本 ha 千本 ha 千本 ha t ha t

昭和45年 1,260 2,560 624 1,070 3,960 117,000 1,170 47,300 昭和45年
　　　50 1,160 3,290 528 972 4,980 128,400 860 30,100 　　　50
　　　55 1,290 3,320 401 637 6,760 199,300 1,000 43,900 　　　55
　　　60 1,070 2,730 334 670 53.0 7,730 2.0 2,178 7,450 194,400 1,350 50,800 　　　60
平成 2年 507 1,510 242 445 38.0 8,430 6.0 6,310 2.0 395 9,690 258,400 1,690 71,100 平成 2年
　　　 7 378 1,110 121 230 38.0 7,770 12.0 10,100 15.0 2,890 5.0 889 7,100 211,100 1,160 48,500 　　　 7
　　　12 293 726 66 131 36.0 8,490 15.0 13,400 25.0 5,180 1.0 185 13.0 6,650 7,200 219,000 930 47,000 　　　12
　　　17 216 505 55 107 － － 22.0 19,600 28.0 5,940 14.7 2,350 13.3 8,470 5,860 182,200 742 37,500 　　　17
　　　22 151 289 42 75 27.4 5,740 18.9 17,200 30.3 5,600 10.7 2,290 9.8 6,570 5,050 153,000 671 29,000 　　　22
　　　27 68 168 26 45 － － 18.4 19,500 27.1 4,730 11.2 2,510 9.2 6,510 5,080 － 605 － 　　　27
　　　30 53 120 22 31 － － 15.8 17,400 24.0 5,050 － － 8.7 6,400 － － － － 　　　30
令和元年 － － － － － － 15.0 16,200 22.5 4,820 － － 9.0 6,660 － － － － 令和元年
　　 　２ － － － － － － 13.7 14,700 21.0 4,100 － － 9.7 6,430 － － － － 　　 　２
　　 　３ － － － － － － 13.4 12,900 20.9 3,870 － － 9.5 6,000 － － － － 　　 　３
　　 　４ － － － － － － 13.4 12,800 20.8 3,660 － － 9.7 5,830 － － － － 　　 　４
　　 　５ － － － － － － 14.0 12,500 20.8 3,350 － － 9.7 5,460 4,520 91,800 816 35,800 　　 　５
　　 　６ － － － － － － 14.0 12,600 20.2 3,050 － － 10.5 5,580 － － － － 　　 　６
資　　　料 葉たばこは全国たばこ耕作組合中央会、ホップは全国ホップ連合会調べによる

　　項　目 農　産　物　の　作　付　面　積　と　収　穫　量　（４）  項　目
り　ん　ご ぶ　ど　う も　も か　き さくらんぼ 西　洋　な　し

 年　次 結果樹面積 収穫量 結果樹面積 収穫量 結果樹面積 収穫量 結果樹面積 収穫量 結果樹面積 収穫量 結果樹面積 収穫量 年　次 
ha t ha t ha t ha t ha t ha t

昭和45年 3,400 72,300 2,140 30,900 1,740 43,000 2,090 30,300 908 10,500 646 10,700 昭和45年
　　　50 3,280 56,000 2,870 36,900 1,660 32,400 1,970 29,700 1,290 10,600 550 6,650 　　　50
　　　55 3,300 77,500 3,690 42,000 1,560 25,800 1,880 30,200 1,580 10,700 315 4,520 　　　55
　　　60 3,230 78,400 3,260 41,400 1,220 19,700 1,860 25,200 1,530 18,200 194 2,680 　　　60
平成 2年 3,330 86,600 2,910 31,900 986 17,600 1,720 17,700 1,610 11,500 259 4,260 平成 2年
　　　 7 3,190 68,800 2,380 26,000 603 9,460 1,420 13,300 2,060 11,900 645 9,390 　　　 7
　　　12 2,860 43,800 2,000 22,200 580 9,190 1,240 12,800 2,460 12,900 979 20,100 　　　12
　　　17 2,550 45,000 1,790 21,000 554 9,930 1,150 10,400 2,700 13,200 1,010 20,000 　　　17
　　　22 2,360 43,700 1,670 19,700 565 8,870 1,040 9,240 2,910 14,300 950 17,100 　　　22
　　　27 2,260 50,600 1,540 18,200 602 8,190 899 7,600 2,900 13,200 873 19,000 　　　27
　　　30 2,210 41,300 1,490 16,100 611 8,070 821 6,860 2,860 14,200 854 17,700 　　　30
令和元年 2,190 40,500 1,480 16,400 615 9,350 808 7,830 2,840 11,900 846 18,900 令和元年
       ２ 2,150 41,500 1,480 15,500 621 8,510 788 6,750 2,830 13,000 839 19,100        ２
       ３ 2,110 32,300 1,460 14,600 630 8,880 768 5,530 2,800 9,160 826 13,900        ３
       ４ 2,070 41,200 1,430 14,000 632 9,800 748 6,630 2,790 12,400 814 18,200        ４
       ５ 2,020 30,300 1,410 13,800 633 8,800 710 5,260 2,770 13,000 798 13,200        ５
       ６ 1,960 32,700 1,370 14,000 641 10,300 679 6,480 2,710 8,590 780 17,800        ６
資　　　料 農林水産省：作物統計調査
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このシートの記入不要

項　目 家　　畜　　飼　　養 生乳と牛乳生産量  項　目
豚 採　　卵　　鶏

飼養羽数 生乳生産量 飲用牛乳生産量
 年　次 （成鶏めす） 年　次 

戸 頭 頭 戸 千羽 ｔ kℓ 

昭和45年 10,270 168,750 16.4 36,900 1,071 70,804 32,216 昭和45年
　　　50 6,260 208,000 33.3 14,600 891 60,111 27,400 　　　50
　　　55 3,700 242,600 65.6 5,100 777 84,602 36,514 　　　55
　　　60 2,130 222,800 104.6 1,850 744 97,550 41,649 　　　60
平成 2年 1,120 233,900 208.8 1,320 726 107,823 46,753 平成 2年
　　　 7 440 206,000 468.2 80 747 104,377 45,065 　　　 7
　　　12 260 184,850 710.8 50 688 99,255 41,275 　　　12
　　　17 － － － － － 95,722 34,705 　　　17
　　　22 － － － － － 80,477 27,368 　　　22
　　　27 － － － － － 69,101 25,674 　　　27
令和元年 95 154,600 1,627.4 20 540 63,356 24,934 令和元年
　　　 ２ － － － － － 64,386 24,224 　　　 ２
　　　 ３ 78 166,600 2,135.9 13 479 63,242 20,705 　　　 ３
　　　 ４ 74 184,900 2,498.6 12 471 64,218 22,751 　　　 ４
　　　 ５ 66 169,600 2,569.7 10 397 60,036 20,412 　　　 ５
　　　 ６ 54 159,900 2,961.1 13 427 61,127 19,907 　　　 ６
　　　 ７ － － － － － - - 　　　 ７

資　　　料 農林水産省：牛乳乳製品統計

飼養農家数 飼養頭数
１戸当たり

頭数
飼養農家数

農林水産省：畜産統計調査(平成17,22,27年、令和２、７年はセンサスのため豚、採卵鶏について調査なし)

項　目 農　産　物　の　作　付　面　積　と　耕　地　利　用　率  項　目

 年　次 年　次 
ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ％

昭和45年 146,100 101,000 91 351 236 3,780 11,200 12,500 2,480 5,790 94.9 昭和45年
　　　50 145,800 102,000 0 222 37 3,110 10,600 14,300 1,810 6,330 97.7 　　　50
　　　55 140,100 93,700 656 138 458 4,090 10,700 14,000 1,730 9,470 96.0 　　　55
　　　60 138,500 92,300 1,300 125 434 4,180 11,600 13,300 1,440 9,710 97.5 　　　60
平成 2年 133,000 84,700 1,630 123 864 5,410 11,700 13,000 806 11,600 96.4 平成 2年
　　　 7 123,400 86,500 670 82 635 2,100 10,800 12,400 537 8,610 92.9 　　　 7
　　　12 117,000 73,100 119 66 2,330 5,400 10,900 11,800 398 11,700 91.7 　　　12
　　　17 112,800 71,700 108 53 3,200 6,590 10,500 11,400 318 7,810 90.3 　　　17
　　　22 110,500 68,200 120 53 4,110 6,780 11,000 11,000 221 7,740 89.8 　　　22
　　　27 108,300 65,300 x 36 4,900 5,260 10,500 10,500 127 10,500 89.4 　　　27
令和元年 105,800 64,500 x － － － － － － － 90.5 令和元年
　　 　２ 105,500 64,700 x － － － － － － － 90.2 　　 　２
　　 　３ 104,900 62,900 x － － － － － － － 90.6 　　 　３
　　 　４ 104,200 61,500 x － － － － － － － 90.6 　　 　４
　　 　５ 103,400 61,000 x － － － － － － － 91.1 　　 　５
　　 　６ 102,300 60,800 150 － － － － － － － 90.4 　　 　６

資　　　料 農林水産省：面積調査、麦類は平成７年から子実面積

飼肥料
作物

耕　地
利用率

豆　　類 野　　菜 果　　樹
工　芸
農作物

雑　　穀
作付延べ

面　積
稲 麦　　類 かんしょ

項　目 養　　　　蚕 家　　畜　　飼　　養  項　目
乳　　用　　牛 肉　　用　　牛

 年　次 年　次 
ha 戸 箱 ｔ ㎏ 戸 頭 頭 戸 頭 頭

昭和45年 6,730 15,450 130,900 3,992 72.5 12,700 29,620 2.3 24,960 41,540 1.7 昭和45年
　　　50 6,050 10,020 96,100 2,986 61.4 5,640 22,400 4.0 14,900 39,800 2.7 　　　50
　　　55 4,190 5,560 62,900 2,075 52.5 4,160 26,800 6.4 9,170 52,410 5.7 　　　55
　　　60 3,370 3,160 38,100 1,289 43.3 2,330 24,600 10.6 6,610 63,800 9.7 　　　60
平成 2年 1,820 1,380 18,800 641 47.5 1,710 22,800 13.3 4,750 59,300 12.5 平成 2年
　　　 7 606 220 2,630 89 39.4 980 20,800 21.2 2,850 49,300 17.3 　　　 7
　　　12 215 60 890 26 37.0 640 16,800 26.3 1,700 42,400 24.9 　　　12
　　　17 507 16,100 31.8 1,190 36,100 30.3 　　　17
　　　22 395 13,900 35.2 972 42,000 43.2 　　　22
　　　27 304 11,800 38.8 780 38,900 49.9 　　　27
　　　30 253 10,800 42.7 688 38,500 56.0 　　　30
令和元年 237 11,200 47.3 664 38,400 57.8 令和元年
　　　 ２ 214 11,400 53.3 630 40,200 63.8 　　　 ２
　　　 ３ 203 11,300 55.7 606 40,900 67.5 　　　 ３
　　　 ４ 200 11,700 58.5 581 41,700 71.8 　　　 ４
　　　 ５ 186 11,200 60.2 551 42,700 77.5 　　　 ５
　　　 ６ 172 9,660 56.2 529 43,200 81.7 　　　 ６
　　　 ７ 166 9,950 59.9 501 43,300 86.4 　　　 ７
資　　　料 農林水産省：平成17年から養蚕収繭量統計調査中止 農林水産省：畜産統計調査

飼養頭数
１戸当たり

頭数飼養農家数 飼養頭数
１戸当たり

頭数 飼養農家数

10a当た
り

収繭量
桑園面積 養蚕戸数 掃立数量 収繭量
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５　農業産出額（県）

項　目 農　　業　　産　　出　　額 生産農業所得  項　目
畜 産

その他の 加工農産物 金　　額 所得率
 年　次 生乳 鶏卵 畜産物 年　次 

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 億円 ％ 

昭和45年 16,492 2,183 4,064 3,144 6,761 3,237 2,545 247 302 726 55.5 昭和45年
　　　50 53,286 8,383 8,245 5,493 20,962 5,589 3,791 107 299 1,742 63.4 　　　50
　　　55 55,566 10,663 12,664 8,676 24,949 7,156 3,769 134 190 1,451 49.3 　　　55
　　　60 55,061 14,666 12,661 9,837 21,641 5,986 3,302 107 82 1,595 47.5 　　　60
平成 2年 45,979 13,654 12,324 10,034 15,533 4,393 2,706 75 110 1,434 46.8 平成 2年
　　　 7 35,173 10,823 10,401 9,560 10,653 3,231 2,299 65 216 1,303 48.4 　　　 7
　　　12 32,700 8,900 9,600 8,800 10,300 3,400 2,400 400 200 880 37.1 　　　12
　　　17 31,800 8,900 9,700 8,700 9,700 3,300 2,300 200 400 854 40.2 　　　17
　　　22 33,500 9,500 8,900 7,800 11,700 3,200 2,200 200 500 750 37.8 　　　22
　　　27 36,800 11,800 8,400 7,400 12,500 3,600 2,300 400 500 1,018 44.6 　　　27
令和元年 37,100 12,200 8,700 7,100 12,700 3,200 1,400 400 500 1,061 41.5 令和元年
　　　 ２ 37,600 11,500 8,500 7,400 13,700 3,500 1,300 400 300 932 36.2 　　　 ２
　　　 ３ 39,200 13,300 8,200 7,100 13,700 3,700 1,700 300 200 840 35.9 　　　 ３
　　　 ４ 41,100 14,500 7,900 7,200 14,600 3,800 1,800 300 200 817 34.1 　　　 ４
　　　 ５ 44,100 15,500 8,100 7,600 15,700 4,600 2,600 300 200 840 34.4 　　　 ５
　　　 ６ 44,000 15,600 8,500 8,000 15,900 3,700 1,800 300 200 1,206 39.9 　　　 ６
資　　　料 農林水産省： 生産農業所得統計

鶏畜産計 肉用牛 乳用牛 豚

項　目 農　　業　　産　　出　　額  項　目
耕　　　　　　　　　　　　　　　　　　種

種苗・苗木
 年　次 も　　も か　　き おうとう 西洋なし その他果実 そ　の　他 年　次 

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

昭和45年 1,564 1,701 3,150 371 440 111 2,932 1,975 昭和45年
　　　50 3,028 3,018 5,657 478 646 417 6,435 2,642 　　　50
　　　55 2,108 2,582 5,348 496 1,156 706 6,777 2,067 　　　55
　　　60 2,542 3,030 11,768 528 1,034 1,001 6,138 1,764 　　　60
平成 2年 3,433 2,770 16,845 1,448 1,418 2,375 3,557 2,195 平成 2年
　　　 7 2,413 2,143 19,567 2,997 1,510 3,998 2,329 2,804 　　　 7
　　　12 1,800 1,500 21,500 5,000 1,300 5,900 1,600 2,500 　　　12
　　　17 1,600 1,100 20,400 3,800 1,300 6,700 1,100 2,100 　　　17
　　　22 2,700 1,800 23,300 4,700 1,300 5,700 700 1,200 　　　22
　　　27 2,800 1,200 33,700 5,500 1,500 6,800 500 900 　　　27
　　　30 3,100 1,300 37,400 5,600 1,900 6,900 300 x 　　　30
令和元年 3,800 1,600 36,200 5,900 1,900 6,900 400 x 令和元年
　　　 ２ 4,400 1,500 33,300 6,200 2,200 6,800 300 x 　　　 ２
　　　 ３ 4,800 1,400 31,900 5,800 1,800 6,000 300 x 　　　 ３
　　　 ４ 4,700 1,300 37,800 6,600 1,900 7,000 200 x 　　　 ４
　　　 ５ 4,800 1,300 37,800 6,000 1,600 7,000 200 x 　　　 ５
　　　 ６ 5,400 1,700 32,000 6,800 2,300 7,000 200 600 　　　 ６
資　　　料 農林水産省： 生産農業所得統計

花　　き 工芸農作物
（果実）

項　目 農　　業　　産　　出　　額  項　目
耕　　　　　　　　　　　　　　　種

麦・雑穀
 年　次 ・豆類 りんご ぶどう 年　次 

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

昭和45年 130,831 109,765 78,186 402 1,080 10,203 14,876 3,181 4,469 昭和45年
　　　50 274,714 226,516 162,866 671 1,506 18,336 33,642 8,857 11,958 　　　50
　　　55 294,176 234,177 163,321 1,894 1,316 23,057 35,039 14,522 8,827 　　　55
　　　60 335,785 278,577 190,261 2,776 1,205 29,515 45,917 15,858 11,157 　　　60
平成 2年 306,566 259,356 153,041 2,826 1,171 37,932 56,259 18,625 11,720 平成 2年
　　　 7 269,008 233,492 129,783 961 947 38,745 53,925 13,122 12,173 　　　 7
　　　12 237,200 204,400 105,600 2,700 600 35,900 49,600 9,500 9,030 　　　12
　　　17 212,500 180,200 95,100 2,000 500 30,400 42,400 7,500 6,700 　　　17
　　　22 198,600 164,600 69,700 1,700 500 36,000 49,000 6,400 8,800 　　　22
　　　27 228,200 190,900 75,200 1,300 500 38,300 67,300 11,500 11,100 　　　27
　　　30 248,000 211,300 83,500 1,500 200 47,200 70,900 9,800 11,800 　　　30
令和元年　　　30255,700 218,000 89,800 2,000 200 46,000 71,900 10,200 12,300 令和元年
　　　 ２ 250,800 212,800 83,700 1,500 400 46,500 72,900 9,500 15,800        ２
　　　 ３ 233,700 194,300 70,100 1,900 200 45,500 69,400 8,900 14,800        ３
　　　 ４ 239,400 198,100 68,900 1,500 300 42,600 76,600 10,600 13,700        ４
　　　 ５ 244,100 199,800 73,900 1,400 300 41,800 74,300 8,900 13,900        ５
　　　 ６ 302,500 258,300 131,100 1,400 700 43,600 73,800 10,600 15,000        ６
資　　　料 農林水産省： 生産農業所得統計

果実計
農　業
産出額

耕種計
米 いも類 野　　菜
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６　農業物価指数（全国）

７　農家経済（全国）

８　県内卸売市場 取扱数量等（県）

農産物 農業生産
総   合 資材総合

 昭和60年 94.7 147.2 70.9 61.2 144.0 94.1 87.9 79.4 69.7 81.1 92.5 80.7  昭和60年
 平成 2年 97.2 134.1 90.5 72.4 133.6 103.4 83.0 77.3 62.9 69.7 77.1 84.0  平成 2年
　　　　7 94.3 128.6 88.6 80.4 146.2 105.3 71.7 77.2 64.1 62.0 73.0 90.8 　　　　7
　　　 12 82.4 101.5 76.1 65.8 145.7 93.1 70.9 78.7 67.3 63.0 71.6 93.6 　　　 12
　　　 17 82.2 93.2 79.6 59.7 128.4 97.5 77.5 80.8 69.4 70.8 83.0 91.2 　　　 17
　　　 22 83.7 87.6 91.6 71.3 107.2 96.0 77.3 88.8 92.0 82.0 94.0 95.6 　　　 22
　　　 27 90.1 77.6 101.1 75.1 105.3 98.9 98.0 98.2 101.2 102.1 100.9 97.7 　　　 27
　　　 30 100.7 101.2 108.8 86.0 108.2 102.7 101.7 98.9 95.4 98.2 108.0 97.9 　　　 30
令和元年 98.5 101.7 95.9 87.5 104.7 107.9 102.2 100.1 99.2 99.4 107.8 98.4 令和元年
　　　２ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 　　　２
　　　３ 100.8 88.6 96.7 100.9 113.4 107.8 105.6 106.7 102.7 115.6 112.3 99.9 　　　３
　　　４ 102.2 82.0 106.2 101.4 113.1 117.2 105.3 116.6 130.8 138.0 127.3 100.9 　　　４
　　　５ 108.6 90.2 113.3 105.3 111.7 119.1 113.4 121.3 147.0 145.7 126.9 105.0 　　　５
　　　６ 117.3 114.5 127.7 124.9 115.4 126.1 110.6 120.6 136.9 140.5 130.0 108.3 　　　６
資　　　　料 農林水産省：農業物価統計調査(令和２年を１００とした値）、昭和60年と平成２年は年度指数、平成７年以降は暦年指数。

項　目 農　業　物　価　指　数　（令和２年＝１００）  項　目

 年　次 米 野菜 果実
工　 芸
農産物

花き 畜産物 肥料 飼料 光熱動力 農機具 年　次 

農　　　　家　　　　経　　　　済
事業 事業 営業 付加価値額 事業 労働 付加価値額 付加価値率 農業
収入 支出 利益 (事業） 従事者数 生産性 所得 粗収益 経営費 (農業） (農業） 従事者数
（千円） （千円） （千円） （千円） （人） （千円/人） （千円） （千円） （千円） （千円） （％） （人）

令和元年 6,974 6,046 928 2,098 3.97 528 1,147 6,664 5,517 1,762 26 3.94 令和元年
　　  ２ 7,215 6,378 837 2,164 4.04 536 1,175 7,003 5,828 1,829 26.1 3.99 　　  ２
　　  ３ 7,395 6,772 623 2,124 4.01 530 1,152 7,244 6,092 1,814 25.0 3.97 　　  ３
　　  ４ 7,921 7,357 564 2,103 4.22 498 1,031 7,701 6,670 1,750 22.7 4.19 　　  ４
　　  ５ 8,405 7,737 668 2,330 4.21 553 1,147 8,100 6,953 1,907 23.5 4.19 　　  ５
　　  ６ 9,937 8,974 963 2,558 4.52 566 1,694 9,018 7,324 2,587 28.7 4.50 　　  ６

資　　　料 農林水産省：農業経営統計調査「経営形態別経営統計(個別経営）」

　※令和元年から調査対象区分の見直しが行われた

項　目  項　目
農    　　　業

 年　次 年　次 

項　目 

数　　　量 価　　　額 １kg当たり 数　　　量 価　　　額 １kg当たり

（ｔ) （百万円） 価格 （円） （ｔ) （百万円） 価格 （円）

昭和55年 115,667 17,760 154 85,935 13,226 154
　　　60 119,098 19,530 164 83,399 17,238 207
平成  2年 121,834 24,767 203 77,669 19,277 248
　　　  7 122,303 25,918 212 74,486 19,529 262
　　　 12 122,075 22,964 188 75,733 18,373 243
　　　 17 111,167 20,105 181 63,781 14,297 224
　　　 22 106,966 21,252 199 66,228 14,664 221
　　　 27 111,228 21,666 195 58,004 14,371 248
 令和元年 110,642 20,637 187 57,184 14,691 257
 　　   ２ 128,799 23,598 183 66,620 16,790 252
 　　   ３ 133,426 23,165 174 70,230 16,420 234
 　　   ４ 130,852 24,124 184 70,560 17,266 245
 　　   ５ 126,142 24,600 195 68,482 17,941 262
 　　   ６ 121,508 25,478 210 67,765 18,361 271
資　　　　　料 農産物販路開拓・輸出推進課：山形県卸売市場の概要

野　　　菜 果　　実

県　内　地　方　卸　売　市　場　取　扱　数　量　と　価　額

 年　次
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統 計 関 連 用 語 

《農家等分類》 

 

 
《農業労働力関係》 

基幹的農業従事者  自営農業に主として従事した世帯員のうち、普段仕事として主に自営農業に従事

している者 
 
《農家経済》 

農業所得  農業経営によって得られた総収益額である農業粗収益から、農業粗収益をあげる

ために要した一切の経費である農業経営費を差し引いたもの 

農業生産関連事業所得 農業経営者が経営権を持っている事業の所得（農産加工、農家レストラン等） 

農外所得  農家が農業のほかに自営する兼業としての林業、水産業、商工業などの事業収入、

被用労賃及び俸給手当等の収入、貸付地小作料などをいう 

農業依存度  農家所得に占める農業所得の割合をいい、農家所得のうちどれだけが農業所得に

依存しているかを示す指標である〔農業依存度（％）＝（農業所得÷農家所得）×100〕 

農林業経営体 農林産物の生産を行うか又は委託を受けて農林業作業を行い、生産又は作業に係

る面積・頭羽数が、次の規定のいずれかに該当する事業を行う者 

【農業経営体】 (1)経営耕地面積が30a以上の規模の農業 

(2)農作業の作付面積等が次の基準以上の農業 

①露地野菜作付面積 15a ②施設野菜栽培面積    350㎡ 

③果樹栽培面積   10a ④露地花き栽培面積    10a 

⑤施設花き栽培面積 250㎡ ⑥搾乳牛飼養頭数     １頭 

⑦肥育牛飼養頭数  １頭 ⑧豚飼養頭数       15頭 

⑨採卵鶏飼養羽数  150羽 ⑩ブロイラー年間出荷羽数 1,000羽 

⑪農業生産物の総販売額50万円(調査期日前の１年間)に相当する事業の規模 

(3)農作業の受託の事業 

【林業経営体】 (1)権原に基づいて育林又は伐採（立木竹のみを譲り受けてする伐採を除く。）を行

うことができる山林の面積が3ha以上の規模の林業（調査実施年を計画期間に含

む「森林経営計画」を策定している者又は調査期日前５年間に継続して林業を行

い、育林もしくは伐採を実施した者に限る） 

(2)委託を受けて行う育林もしくは素材生産又は立木を購入して行う素材生産の事

業（ただし、素材生産は、調査期日前１年間に200㎡以上の素材を生産した者） 

 個人経営体 個人（世帯）で事業を行う経営体（法人化して事業を行う経営体は含まない） 

  主業経営体 農業所得が主（農家所得の50％以上が農業所得）で、１年間に60日以上自営農

業に従事している65歳未満の世帯員がいる個人経営体 

  準主業経営体 農外所得が主（農家所得の50％未満が農業所得）で、１年間に60日以上自営農

業に従事している65歳未満の世帯員がいる個人経営体 

  副業的経営体 １年間に60日以上自営農業に従事している65歳未満の世帯員がいない個人経営

体（主業経営体、準主業経営体以外の個人経営体） 

 団体経営体 個人経営体以外の経営体 

漁業経営体 調査期日前１年間に利潤又は生活の資を得るために、生産物を販売することを目

的として、海面において水産動植物の採捕又は養殖の事業を行った世帯又は事業所 

（漁業の海上従事日数が30日未満の個人経営体は除く） 

農  家 調査期日現在で経営耕地面積が 10ａ以上の農業を営む世帯または調査期日前１

年間の農産物販売金額が15万円以上あった世帯（1990年以降の定義） 

 販売農家 経営耕地面積が30ａ以上または農産物販売金額が50万円以上の農家 

 自給的農家 経営耕地面積が30ａ未満かつ農産物販売金額が50万円未満の農家 

-154-



 

年金・被贈等の収入  年金、恩給、政府及び地方公共団体などの交付する扶助金及び補助金、農業共済

組合から共済金として受け取った共済金収入、祝い金、香典などの被贈収入をいう 

農家総所得 農業所得と農外所得に年金・被贈等の収入を加えたもの。平成16年度から調査

体系の見直しがあり、これに農業生産関連事業所得を加えたものをいう 
 
《農業生産》 

農業産出額  市町村別の品目別生産量から中間生産物（種子、飼料、ほ乳等）を控除した生産

量に品目ごとの農家庭先販売価格を乗じたもの（平成12年まで「農業粗生産額」

という名称を使用） 

農業生産指数  一基準時点をもとにして農業の生産水準を一つの総合指標として示す数量指標。

品目ごとに基準時の生産量に対する比較年の生産量の比率をとり、基準時の農業産

出額に対する品目ごとの一万分比をウエイトとしてラスパイレス比で算出される 

作況指数  作柄の良否を表す指標で、その年の10ａ当たり平年収量に対する10ａ当たり収

量（又は予想収量）の比率で表す。水稲については、作況指数106以上を「良」、

102～105を「やや良」、99～101を「平年並み」、95～98を「やや不良」、94以下を

「不良」と表現する 

等級（一等米など）  農産物の品質の良否による区分をいう。米（玄米）については、成熟度・水分・

損傷の度合い、形質、着色の状況などから１～３等級まで区分され、これらに適合

しないものを規格外としている。また、大豆については、大きさ、水分、損傷の度

合いなどから１～３等級まで区分され（特定の加工用途に供されるものは別途基準

により「特定加工用大豆」に区分）、これらに適合しないものを規格外としている 
 
《農業地域類型区分・農地等》 

農業地域類型区分  「農林業センサス」において、地域農業の特性を明らかにするため、地域農業の

構造を規定する基盤的な条件（耕地や林野面積の割合、農地の傾斜度等）に基づき

市区町村及び旧市区町村を区分したもの。「都市的地域」、「平地農業地域」、「中間

農業地域」、「山間農業地域」に区分される。「中山間地域」とは、「中間農業地域」

と「山間農業地域」を合わせた地域をいう 

 都市的地域 ・可住地に占めるＤＩＤ面積が５％以上で、人口密度500 人／km2以上またはＤＩ

Ｄ人口２万人以上の市区町村及び旧市区町村 

・可住地に占める宅地等率が60％以上で、人口密度500人／km2以上の市区町村及

び旧市区町村。ただし、林野率80％以上のものは除く 

 平地農業地域 ・耕地率20％以上かつ林野率50％未満の市区町村及び旧市区町村。但し、傾斜20

分の１以上の田と傾斜８度以上の畑の合計面積の割合が90％以上のものを除く 

・耕地率20％以上かつ林野率50％以上で、傾斜20分の１以上の田と傾斜８度以上

の畑の合計面積の割合が10％未満の市区町村及び旧市区町村 

 中間農業地域 ・耕地率が20％未満で、「都市的地域」及び「山間農業地域」以外の市区町村及び

旧市区町村 

・耕地率が20％以上で、「都市的地域」及び「平地農業地域」以外の市区町村及び

旧市区町村 

 山間農業地域 ・林野率80％以上かつ耕地率10％未満の市区町村及び旧市区町村 

ＤＩＤ 

（人口集中地区） 

 人口密度が4,000 人／km2以上の基本単位区が市区町村内で互いに隣接して、そ

れらの隣接した地域の人口が5,000人以上を有する地区 

遊休農地 ①現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見

込まれる農地（１号遊休農地） 

②農業上の利用の程度が周辺の地域における農地の利用の程度に比べ著しく劣っ

ていると認められる農地（２号遊休農地） 
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山 形 県 農 業 基 本 条 例 
 

 

 

 

目 次 

前 文 

第１章 総則（第１条～第６条） 

第２章 施策の実施及び推進方策（第７条～第 22 条） 

第３章 農業・農村政策審議会（第 23 条～第 28 条） 

附 則 

 

前 文 

農業及び農村は、人間の生活に欠くことのできない食料を生産し、水を守り、災害の少ない豊かで

美しい環境をはぐくむとともに、居住、休養、教育の場の提供、地域経済の活性化への貢献など重要

な役割を果たしており、県民一人一人がその恩恵を享受している。 

私たちは、世界の食料情勢や地球環境を視野に入れ、長期的視点に立って、生命と暮らしの根幹を

なす食と環境を見つめ、それを支える農業及び農村を県民の貴重な財産として将来の世代に継承して

いく必要がある。 

このため、農業に携わる人々が意欲を持って経営の効率化に取り組むことができ、県民が良質な県

産農産物を安定的に消費し、良好な環境の下で健康的に生活できる社会が実現するよう、この条例を

制定することにより、県民が一体となって 21 世紀における活力にあふれた山形県農業を新たに構築し、

県民生活の安定向上を図るための基本姿勢と、その方策を明らかにするものである。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、本県が活力ある豊かな農業県を目指していくための基本方針及びその実現を図

るための基本となる事項を定めることにより、農業及び農村の振興が図られ、県民が農業の恩恵を

享受できる施策を総合的かつ計画的に推進し、もって本県の農業の持続的な発展の下での豊かで住

みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

（基本方針） 

第２条 次に掲げる基本方針に基づき、前条の目的の達成に向けた取組を推進するものとする。 

(1) 本県の農業が将来にわたって消費者に信頼される良質で安全な農産物を安定的に生産し、供給

する役割を担うこと。 

(2) 国内外の農業を取り巻く社会経済情勢の変化に的確に対応し、農業者が意欲を持って農業経営

に取り組むことができる環境の整備を図るとともに、効率的かつ安定的な農業経営が農業生産

の相当部分を担う農業構造を確立すること。 

(3) 農業及び農村が持つ国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の

伝承等の多面的な機能（以下「多面的機能」という。）の維持向上を図ること。 

（県の責務） 

第３条 県は、国、市町村、農業者及び農業に関する団体（以下「農業者等」という。）、食品産業

等の事業者並びに県民と連携を図り、農業及び農村に関する施策を策定し、及び実施する責務を有

する。 

２ 市町村がその区域内の自然的経済的社会的諸条件に応じた農業及び農村に関する施策を策定し、

及び実施しようとする場合には、県は、市町村の果たす役割の重要性にかんがみ、助言その他必要

な支援を行うものとする。 

（農業者等の役割） 

第４条 農業者等は、自立的な農業経営の展開、消費者に信頼される良質で安全な農産物の安定的な

生産及び供給並びに農産物の評価の向上に主体的に取り組むとともに、農業及び農村の振興に積極

平成 13 年 10 月 12 日 

山形県条例第 52 号 
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的な役割を果たすものとする。 

（事業者の役割） 

第５条 食品産業等の事業者は、農業及び農村の果たす役割に対する理解を深め、消費者への安全な

食品の安定的な供給、県産農産物の利用の推進等に努めるものとする。 

（県民の役割） 

第６条 県民は、農業及び農村の果たす役割に対する理解を深め、県産農産物の利用の推進等に努め

るものとする。 

 

第２章 施策の実施及び推進方策 

（県民の理解の促進） 

第７条 県は、農業及び農村の果たす役割に対する県民の理解の促進に資するため、農産物の生産等

に関する情報提供、農業に関する体験学習等食と農に関する教育の充実、健康的で豊かな日本型食

生活（米飯を主食として野菜、魚介類、畜産物、果物等の多彩な副食を組み合わせた食事を基本と

した食生活をいう。）の普及及び啓発、消費者と生産者との交流の推進等の施策を講ずるものとす

る。 

（農産物の安定的な生産及び供給） 

第８条 県は、農業者等が行う消費者に信頼される良質で安全な農産物の安定的な生産及び供給の取

組を促進するため、産地の形成の推進、農業技術の普及、農業用の機械及び施設の整備の推進、流

通の対策等の施策を講ずるものとする。 

（環境保全型農業の推進） 

第９条 県は、農業者等が行う有機物資源を活用した土づくり、化学肥料及び農薬の使用を低減した

生産等による農業の有する物質を循環させる機能を生かした環境への負荷の低減に配慮した持続的

な農業（以下「環境保全型農業」という。）の取組を促進するため、地域における有機物資源の循

環的な利用に関する推進体制の整備、環境保全型農業に関する技術の開発及び普及等の施策を講ず

るものとする。 

（農業経営の複合化、周年化及び総合産業化の推進） 

第 10 条 県は、経営の効率化、安定化及び改善による農業者の自立を促進するため、施設の整備等に

よる農業経営の複合化及び周年化並びにグリーン・ツーリズム（余暇を利用して農村に滞在しつつ

行う自然及び文化との触れ合い、地域住民との交流等の活動をいう。）の展開、付加価値を高める

ための農産物の加工等による総合産業化（生産から加工、流通、販売までにわたり農業経営を総合

的に展開していくことをいう。）の推進等の施策を講ずるものとする。 

（県産農産物の評価の向上） 

第 11 条 県は、県産農産物の評価の向上を図るため、農業者等が行う生産に関する情報提供、交流活

動等を通じた消費者の信頼の醸成を図る取組を促進するとともに、情報を収集する機能の強化等流

通及び販売に関する施策を講ずるものとする。 

（地産地消の推進） 

第 12 条 県は、地産地消（県内で生産される農産物を県内で消費することをいう。以下同じ。）を促

進し、県民が良質で安全な県産農産物をいつでも合理的な価格で消費できるよう、県民の需要に応

じた県産農産物の生産及び流通の体制の整備、県産農産物の価格の安定に向けた取組の推進等の施

策を講ずるものとする。 

（試験研究及び情報通信技術の活用） 

第 13 条 県は、農業技術の向上を図るため、新品種の開発及び生産の安定化に資する技術、農作業の

省力化に関する技術、農産物の加工に関する技術等の開発のための試験研究を推進するとともに、

その成果の普及等の施策を講ずるものとする。 

２ 県は、農業者の自立的な農業経営を支援するため、情報通信技術を活用した、生産、流通、販売、

消費者との交流及び試験研究に関する情報を提供する機能の整備、農業経営の診断、農業経営に関

する研修等の施策を講ずるものとする。 

（生産基盤の整備等） 

第 14 条 県は、農業の生産性の向上及び農業生産の安定を図るため、畑作物の生産の振興に向けた水

田の排水条件の整備その他の生産基盤の計画的な整備等の施策を講ずるものとする。 

-157-



 

２ 県は、農業生産に必要な農地の確保及び農地の有効利用を図るため、農地の利用の集積及び農地

の効率的な利用の促進等の施策を講ずるものとする。 

（担い手の育成及び確保） 

第 15 条 県は、効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担う農業構造を確立することが

重要であることにかんがみ、意欲と経営感覚を持って効率的かつ安定的な経営を目指す農業者の経

営改善のための積極的な取組に対する重点的な支援その他当該農業者の経営の安定のための施策を

講ずるものとする。 

２ 県は、農業者が創意工夫を生かし、経営感覚に優れた自立的な農業経営を展開できるようにする

ことが重要であることにかんがみ、農業者の経営管理の能力の向上及び農業経営の法人化を推進す

るための施策を講ずるものとする。 

３ 県は、農業経営を担う人材の育成及び確保を図るため、新たに就農しようとする者に対する、農

業の技術及び経営方法の習得の促進、就農時における投資に対する支援、就農に関する情報提供等

の施策を講ずるものとする。 

４ 県は、女性の農業経営における役割が適正に評価され、女性が自らの意思によって農業経営及び

これに関連する活動に参画する機会の確保を図るための施策を講ずるものとする。 

（地域営農の推進） 

第 16 条 県は、地域における営農の維持及び発展を図るため、農業者等が行う地域の合意に基づく農

地の利用の調整、農産物の加工等の営農の活動の取組を促進するとともに、高齢者等が能力を発揮

できる環境の整備の推進等の施策を講ずるものとする。 

（農村の環境の整備等） 

第 17 条 県は、美しく豊かな農村地域の環境を保全するため、自然環境等に配慮しながら生活環境の

計画的な整備等を推進するとともに、農村の住民が、農村における生活の豊かさを享受できるよう、

地域文化の継承及び都市の住民との多様な交流の推進等の施策を講ずるものとする。 

（中山間地域等の振興） 

第 18 条 県は、中山間地域等（山間地及びその周辺の地域その他の地勢等の地理的条件が悪く、農業

の生産条件が不利な地域をいう。）の活性化を図るため、地域の特性に応じて、地域特産物の生産

及び販売等を通じた農業その他の産業の振興に努めるとともに、当該地域において、多面的機能が

確保され、適切な農業生産活動が継続的に行われるよう、生産基盤及び生活環境の計画的な整備等

の施策を講ずるものとする。 

（施策の推進及び連携） 

第 19 条 県は、第２条に定める基本方針にのっとり、第７条から前条までに掲げる施策の実施に当た

っては、市町村、農業者等、食品産業等の事業者及び県民と連携を図りつつ、総合的かつ計画的に

推進するものとする。 

２ 県は、農林水産業の果たすべき役割並びに農村と山村及び漁村との密接な関係を踏まえ、第７条

から前条までに掲げる施策の実施に当たっては、森林、林業及び山村並びに水産業及び漁村に関す

る施策との連携に努めるものとする。 

（重点施策の推進） 

第 20 条 県は、第７条から第 18 条までに掲げる施策のうち、重点的に取り組む次に掲げる施策につ

いて、実行計画を策定し、計画的に推進するものとする。 

(1) 農業及び農村の果たす役割に対する理解の促進並びに地産地消の推進 

(2) 環境と調和した持続性の高い農業の展開並びに安全かつ安心な農産物の生産及び供給の推進 

(3) 畑作物の生産の振興等による農業経営の効率化及び安定化の推進 

（実施状況の報告等） 

第 21 条 知事は、毎年度、議会に農業及び農村の動向並びに県が農業及び農村に関して実施した施策

並びにその効果に関する報告を提出するとともに、これを公表するものとする。 

２ 知事は、前項の報告の作成に当たっては、山形県農業・農村政策審議会の意見を聴くものとする。 

（財政上の措置）  

第 22 条 県は、農業及び農村に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。 
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第３章 農業・農村政策審議会 

（審議会の設置） 

第 23 条 農業及び農村に関する重要事項について、知事の諮問に応じ、調査審議させるため、山形県

農業・農村政策審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（組織等） 

第 24 条 審議会は、委員 15 人以内で組織する。 

２ 委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることを妨げない。 

（会長） 

第 25 条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を

代理する。 

（会議） 

第 26 条 審議会の会議は、会長が招集する。 

２ 会長は、前項の会議の議長となる。 

３ 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。 

４ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（庶務） 

第 27 条 審議会の庶務は、農林水産部において処理する。 

（委任） 

第 28 条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定

める。 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

（参考） 

（参考） 

山形県農業・農村政策審議会委員名簿 

令和８年２月 13 日現在 

（五十音順、敬称略） 

  氏 名 所属・職名等 備 考 

1 明石 晋 山形県青年農業士  

2                                   浅野目 知美 （株）浅野目農園取締役  

3 牛尾 陽子 （株）七十七銀行取締役  

4 押野 和幸 山形県指導農業士会会長  

5 折原 敬一 山形県農業協同組合中央会代表理事会長  

6 坂井 奈緒 こめやかた  

7 佐藤 誠七 山形県町村会副会長（白鷹町長）  

8 佐藤 豪 産直たわわ環境保全部長（山形県青年農業士）  

9 玉谷 貴子 （有）玉谷製麺所専務取締役  

10 松田 直樹 山形新聞社編集局長  

11 村山 秀樹 国立大学法人山形大学副学長 会長 

12 八鍬 和泉 （株）ムラサキ農産  

13 矢萩 美智 山形県農業法人協会会長  

14 吉原 元子 国立大学法人山形大学人文社会科学部准教授  

15 和田 光子 ゆらまちっく海鮮レディース代表  

-159-



 

 

 

参    考 
 

 



 



・ ・ˋ  � �

ỉᠾ ምင൦ ಒᢿ � ᙲ・ Иʖ

ޛ   ᠾჄ င൦ ᢿ・

ԧ ᾇ  �ᾂ உˋ

ᾟᾡ ༿◌

Ƹ � Ʒ Ʒ ȸ  ޛჄஜ ૰・ ・ ˌ ɦ ǸȚ ƴ Ơ Ư ƍ Ǉ Ƣ◌ ਫ਼ ŵ
ț ȸ Ƞ Ჸ င ಅ ȷ Ơ Ɲ Ʊ ˟ � Ʒᠾ ᠾ ᠾ ምᲸ Ჸ Ჸ Ჸင င൦ ಅ ಅ ൦ ᢿ・ ・ ʖ

ࢡࢭࢫ�  � ἲ  �・

ᒣ ᙧ ┴㹆㹎 �࣮� 㸼 ・⏘  ◌࣭ �� ・ 㸼 Ỉ ᴗ�㎰ ⏘ 㸼 ᴗ㎰ 㸼 Ⴀ⤒ � ・

ͤ ࣮ࢪ ���ࢺ ᶵ� � ・⣴ ⬟ � �  � ◌ ◌�� � �� �ᘬ㏫ ・ ・ ・⣴ � ◌��� � �

ࢺ�  � ��
ࣜ
��ࢢ ・ 㸦KWWS DJULQ MS㸧 ͤ ࣮ࢪ ���ࢺ  � �࣮

ࣗ
ྑ◌� �� ࢽ

◌ୖ  � ・ ㏫⿵ 㔠 ࢡ� � 
ࣜ

�ࢡ � � � �����ᘬ ・ ・

㎰� ⁺ ・ ⪅  ◌࣭ 㛵ಀ ᅋ య ➼ � ⓙ・ ・

ճ  ・⿵ ᴗ ෆ ᐜ �♧韭
 ◌࣭ ⿵ ᴗ  �  �ෆ ௳ ᐜ ᑐ�・ せ ㇟ ⪅  �ເ
㞟 � 㛫  �  � � �  �◌ྜၥ ඛ ➼ 韭  ���♧

 � �

ձ � ࣮
ࣜ
ࢸࢦ ┠㸦 ◌ู  ⓗ 㸧 ࣮◌ࢪ

 ◌࣭ ᴗ ᴗ Ỉ ᴗ� � �㎰ ⏘ ẖศ� ・㔝 ◌ู �┠ⓗ

࣮
ࣜ
�� � �ࢸࢦ  ♧ 韭 � � �

ࢡ
ࣜ

ࢡ ࣮
ࣜ
ࢸࢦ ◌࣭� � � �� ・ ⿵ ᴗ ◌୍ ・

 �◌ືぴ・ ⛣ � � �

ղ  ・⿵ ᴗ ୍◌ࢪ � � �ぴ
 ◌࣭ ࣮

ࣜ
ࢸࢦ  ��◌ྛ ᙜ・ ヱ ⿵ ᴗ ᴫ◌ྡ

 ・ ・ せ

 � ◌�◌୍ ぴ 韭  ��� � �♧

࣮
ࣜ
ࢸࢦ ◌࣭� ࢡ

ࣜ
�ࢡ � �� � ᴗ◌ྡ

�・ ・ ヲ

 �� つ・⣽ ・��� �◌ �ࢻ ・  ♧韭  � �

ࢡ
ࣜ

�ࢡ

 � � ἲ  �⏝・

 ➼⿵ 㔠  � ௧ᘬ�㏫ ・ ・ 㸦 ᖺ ᗘ・ 㸶  �∧ ・㸧 ◌� �

 ◌� � � ᴗ� �┴ ㎰ ⁺ ➼⪅ ᵝ  �  �◌ྍ⏝ⓙ ・ ⬟  �┴ ⿵ ᴗ �ไ ᗘ �・ ㈨ 㔠 �� ◌���ሗ・ ⣴  � ⿵ 㔠  � �� ࣮� � �ᘬ�➼ ㏫ ・ ・

�࣮ࢪ  � ��� � �ᥖ・ ㍕

 � ◌� � ⏝ ◌ูᘬ �㏫ ・ ・ ・ ┠ⓗ ・ ⿵ ᴗ  � ��◌୍ �・ ➼ ぴ  ♧韭  � � �༢ෆ ᐜ� ⡆  �・ ☜ㄆ � � ���� � � ・

ࢡࢭࢫ�  � ἲ � � ἲ ḟ  �� ◌�� ◌� �  �  � � ���⏝ ⏝ᘬ � � �� ᚚ㏫ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ 㠀 ά

ࢡ
ࣜ

�ࢡ



・ ・

㸯 ௧ ・ 㸶 ண◌ึᖺ ᗘ ᙜ ⟬ ᴫ� せ

㸦㸯 ௧ ・㸧 㸶 Ỉ�ᖺ ᗘ ㎰ 㒊⏘ ண◌ึᙜ ⟬ ᴫ� せ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ S 㹼

・ ・
㸰  � ᴗ ᴫ�・ ・ せ

㎰㸦㸯㸧 ᴗ Ⴀ ࣭⤒
◌ྥә ◌ୖᚓ ・ 㐍ㄢ

 ◌࣭ ᴗ ࣟ�㎰ 㹂㹖 ࢡࢺ �ࢪ ᴗ ࣭・ ㈝  ◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭ S

 ◌࣭ ඖ Ẽ  � ᴗ ◌� ࢡࢺ �ࣟࢪ � ᴗே◌ ಖ㎰ ☜ ・ ㈝  ◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭ S

 ◌࣭ � �ᑵつ ㎰⪅ ・ ・㛵㐃 ᴗ ࣭ ࣭㈝  ◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭ S

 ◌࣭ � ��・ ㎰⫱ ᴗ  � �՚΋ᢸ ・⫱ ᴗ ࣭・ ㈝  ◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭ S

 ◌࣭ Ⴀ⤒ ᡂ య ⫱ � ᴗ ࣭ᒎⓎ ・ ・ ㈝  ◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭ S

 ◌࣭ ᴗ  � �� ◌�እ ே◌㎰ ・ ᅜ  
ࣛ
ࢺ ᴗ ࣭ ࣭◌ཷ ධ ・ ・ ・ ・ ㈝  ◌࣭ S

 ◌࣭ ᴗ  �ᡭ◌ാ ಖ ᑐ㎰ ☜ ・⟇ ᴗ ࣭ ࣭㈝  ◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭ S

㸰 ㎰ ≀ ㊰㈍⏘ ᣅ �㛤 ㍺ ฟ ・ 㐍ㄢ

 ◌࣭ ◌�  �Ꮫ ・㣗⤥  �� 㣗⫱  ◌࣭ ᆅ ᆅ⏘ ᾘ ◌ಁ 㐍㛵 ᴗಀ ・ ㈝  ◌࣭ S

 ◌࣭ ┴⏘ ࣭�㎰⏘ ရ ฟ㣗 ㍺ ᴗಀᣑ ᙉ・ ・ ・㛵  ◌࣭◌࣭◌࣭㈝  ◌࣭ S

 ◌࣭ ᆅ ᇦ ရ ・㣗ᆺ ᴗ ᦠ➼㐃 ᴗ◌ಁ ・㐍  ◌࣭◌࣭◌࣭㈝  ◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭ S

┴㸦㸱㸧 ᡓ⏘ ⡿ ␎ ・ 㐍ㄢ

 ◌࣭ ᅵ ᆅ ⏝ స・ ᆺ த ຊ ᙉ≀ ➇ ・ ⏕ ⏘
◌ྜ ᑐ⥲ ⟇ ᴗ ࣭・ ㈝  ◌࣭ S

 ◌࣭ Ỉ �  �ရ✄ ✀ � ��� ◌�� � ධᑟ ・ ・㐍 ᴗ ࣭ ࣭㈝  ◌࣭ S

 ◌࣭  � ��  � �ጲᒣ ᙧ ⱝ㞷 �ࣛࣥࢻ�  ᡓ・ ␎ ᴗ・ ・㐍  ◌࣭◌࣭㈝

 ◌࣭◌࣭◌࣭ S

㎰㸦㸲㸧 ᴗ ᢏ 辵 ⎔ ቃ ㄢ

 ◌࣭ ����� � � ࢡࢺ �ࣟࢪ � ᴗ ࣭・ ・ ㈝  ◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭ S

࣮ࢺ �࣭◌ࢫ ᴗ � ཬᢏ㎰ 辵 ᴗ・ ・㐍  ◌࣭◌࣭◌࣭㈝  ◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭ S

◌࣭�� �� ᶵ� ◌� � 㔛  �� � ᴗ ࣭ ࣭・ ・ ㈝  ◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭ S

㸦㸳㸧ᅬ ⱁ ・ ・ᅜ 㐍ㄢ

 ◌࣭ ����ࣛࣥࢻ��  ᡓᒣ ᙧ ᙉ␎ ・ ・ ・ ㈝  ◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭ S

 ◌࣭ ����� ⋤ ᅜ ᶞ� ⏘ ᆅ ・ ・⏕ ᴗ ࣭ ࣭㈝  ◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭ S

 ◌࣭ ����� ⤖ ಖᐇ ☜ ⥭ � ᴗ ࣭ ࣭ᛴ ・ ・ ㈝  ◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭ S

 ◌࣭ ᣢ ⥆  ◌��� ᶞ� ᆅ⏘ ⥭ � ᴗ ࣭ ࣭ᛴ ・ ・ ㈝  ◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭ S

 ◌࣭ �� 㢮 ᙉᆅ⏘ ࢡࢺ �ࣟࢪ � ᴗ ࣭ ࣭・ ・ ㈝  ◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭ S

 ◌࣭ ⱁᅬ �� �� ᒎⓎᆅ⏘ ࣮ࢺ �ࢧ ᴗ ࣭・ ㈝  ◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭ S

㸦㸴㸧␆ ・⏘ ⯆ ㄢ

 ◌࣭ ␆ ⏘
◌ྜ

⥲ ・ ⯆  ◌࣭◌࣭◌࣭㈝  ◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭ S

 ◌࣭ ␆ ⏘ ⏕ ⏘ ᣢ ⥆ � ᴗ ࣭ᙉ ・ ・ ・ ㈝  ◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭ S

 ◌࣭ ⏝⫗ � Ṫቑ ᑐⰋ∵ ・⟇ ᴗ ࣭ ࣭㈝  ◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭ S

◌࣭�� �� ቑ� ・ ∵ 㢌 ᴗᡓ ・ ㈝␎  ◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭ S

 ◌࣭ ⮬ ⤥ ◌�㣫 ⏕ ⏘ ᴗᑐ ・⟇  ◌࣭◌࣭◌࣭㈝  ◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭ S

 ◌࣭ ⇕㇜ ᑐ➼ ・⟇ ᴗ ࣭ ࣭㈝  ◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭ S



・ ・

㸦 ・㸵㸧 ⏘ ・ ⯆ ㄢ

 ◌࣭ ḟ Ỉୡ ௦ ே◌⏘ ◌� � ᴗฟ・ ・ ・ ㈝  ◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭ S

 ◌࣭ ��� Ỉ� ⏘ ᴗ � ᴗ ࣭ ࣭・ ・ ㈝  ◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭ S

 ◌࣭ Ỉ ⏘  �◌ྥ౯ ◌್ ◌ୖ ෆຍ ຊᗉ �≀ ・ ・ Ⓨ㨩 ᾘ�� ᣑ㈝ ಀ・ 㛵

ᴗ ࣭ ࣭ ࣭・ ㈝  ◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭ S

࣭◌��࣭�ࢫ ቑᣢ㈨※⥔ ・ ・ ・ ㈝  �� Ỉෆ� ⁺ 㠃 ᴗ ಀ ・㛵

・ ㈝  ◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭ S

 ◌࣭ Ỉ ⏘ ・㣴 � ・ ・ 㐀 ᴗ ࣭ ࣭ ࣭・ ㈝  ◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭ S

 ◌࣭࣭  ◌� ᴗሙ ഛ ⁺ ⁺ ・ ㈝  ◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭ S

 ◌࣭ ᴗ �⁺ ┘どㄪ ௦ ᘓ・ ・ 㐀・ ・ ㈝  ◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭ S

㎰㸦㸶㸧 ◌� ィ ⏬ ㄢ

 ◌࣭ ୰ ᒣ ➼㛫ᆅ ᇦ � ֨ ไ ᗘ �┤・ ㈝  ◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭ S

◌࣭�� �� � ・ 㸦�� 㸧  �� ◌�  
ࣥ
㎰��࣮ࢩࣙ ・ 㛵 ᴗಀ ・

 ◌࣭㈝  ◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭ S

 ◌࣭ ከ 㠃ⓗ・ ⬟ � ֨ ・ ・ 㔠 ◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭ S

◌࣭�� �� ᵝ  �ከ ㎰ᆅ �◌ྜ⏝ά ⥲ ᴗ ࣭・ ㈝  ◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭ S

 ◌࣭ � ᐖ ᐖ⋇㫽 龠 ・㜵 ᑐ ⟇ ᴗ・ ・㐍  ◌࣭◌࣭◌࣭㈝  ◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭ S

㎰㸦㸷㸧 ◌ ◌� � ഛ ㄢ

 ◌࣭ � � � Ỉ ᴗ ࣭ ࣭ ࣭Ⴀ┴ ・ ・ ・ ㈝  ◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭ S

 ◌࣭ ಑పࢫࢺ࣭ 㧗 ◌�౯ ◌್ຍ・ ・ ┙ᇶ ഛ ಀ ・㛵 ᴗ ࣭ ࣭㈝  ◌࣭◌࣭ S

 ◌࣭ 㜵⅏ Ⅼ㔜 ᴗ  �� ụ ◌� ᴗ ࣭ ࣭ ࣭⏝ ഛ㎰ ・ ㈝  ◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭ S

 ◌࣭ ㎰ᆅ ୰ 㛫⟶⌮ ᴗಀ ・㛵  ◌࣭◌࣭◌࣭㈝  ◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭ S

 ◌࣭ ᴗ ◌ ◌� � ഛ㎰ ㎰ ・㹇㹁㹒 ᕤ ・ ・㐍 ᴗ ࣭ ࣭㈝  ◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭ S

◌࣭�� ��� ⏣ �ࢲ � ᴗ・ ・㐍 ㈝  ◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭ S

㸦㸧 � � ���ࢫ ・ 㐍ㄢ

 ◌࣭ ᴗ� ቃ◌ാປ ⎔ � ᴗၿ ᙉ ᑐ・ ・⟇  ◌࣭◌࣭◌࣭㈝  ◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭ S

 ◌࣭� ⥳ ᴗᖺ ᑵ㟷 ഛ‽ ・⤥ ・ ・㔠 ㈝  ◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭ S

◌࣭�� �� � � ���ࢫ Ẹ ཧ
┴ ⥲ ຍ ・ ・㐍 ᴗ ࣭ ࣭㈝  ◌࣭◌࣭ S

◌࣭�� �� � � ���ࢫ �� ᴗ⏝・ ・ ・㐍  ◌࣭◌࣭◌࣭㈝  ◌࣭◌࣭ S

 ◌࣭ ・ 㐀� ・ ・㐍 ᴗ ࣭ ࣭㈝  ◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭ S

 ◌࣭ ᴗ ࣭ᒣ・ ・ ㈝  ◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭ S

 ◌࣭ � � ᐖ・ ・ ➼㜵㝖 ᴗ ࣭ ࣭ ࣭・ ㈝  ◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭◌࣭ S



  ഥ ਮ  ফ ২ ਊੂ भ ਏ・・ ・・ ・・

䠍

ԧ Ჲˋ  � �ᠾ ም ዮင൦ ਙᢿ � ᘙ・ Иʖ

௧ ・ 㸵 ௧ᖺ ᗘ ・ 㸶 ᖺ ᗘ

ண◌ึᙜ ⟬ ண◌ึᙜ ⟬ ῶ �ቑ ண⋡ ・ ⟬
� ⿵ṇ ண ⟬ 㸰 � ⿵ṇ ண ⟬

㸿 㹀 㸦㹀㸫㸿㸧㸭㸿 㹁 㹂 㹀㸩㹁㸩㹂

⥔ ಟᣢ ⧋ ㈝  

㈚ ・ 㔠

ฟ ㈨ 㔠  

✚ ❧ 㔠  

⿵  ㈝ ➼  

௳≀ ㈝

ィ  

ᴗබඹ ・ ㈝

ᴗ༢
⊂ ・ ㈝

බඹ ⅏ � ᴗᐖ ・ ・ ㈝  

༢
⊂ ⅏ � ᴗᐖ ・ ・ ㈝

ᅜ ᴗ┤ ㎄ ・ ㈇ ᢸ 㔠  

ィ

 

ͤ � ⥲ � ồ◌ྜ ணᗇ ┤・ せ ⟬  � � � Ỉ��㎰ ⏘ 㒊 ṓ ṓධ ணฟ� ⟬  ���� � �◌ྵ◌ୖ �・ ィ

ᢞ
㈨
ⓗ
⤒
㈝

 � � � � �� ・

 � �◌ྜ
ィ

◌୍ ・ ・ ィ 㸦 ◌ูᛶ ㉁ 㸧 㸦
༢

・ 㸸  �༓
・ 㸣㸧

 � �༊ ศ

௧ ・ 㸶 ᖺ ᗘ

 � � � �ே◌  ௳ ㈝

◌୍
・
足
�

㈝

௧ ・ 㸵 ᖺ ᗘ

� ᗓ � ⿵ṇ ண ⟬
ศᑐ� ᛂ➼・



ˋԧ  � �Ჲ

ᠾ င൦ ᢿ・

� ƸምИʖ

 � ᲟൔЭ  

ኖ Εό  

 � �ൔ  ģ Э ・

Ƴ ◌ྸ ဌɼ Ĥ

 �Ʒ ዮ ኺ ฎŨ ・ ӳ

ݣ ƴ ˤ Əሊ   �ᙀ

Ʒ ምಅяʙ ʖ  ሁ

䠎

ݦ ◌�ᠾ ᢃᧉ ᧙ �փ◌�� ಅᎰ ・ܖ  ʙⅎ ‥‧ …„ ‣   Ҙ ό

 ◌࣭ � � ᑓ Ꮫ �・ ㎰ ・㛛⫋ ⟶⌮ �� �Ⴀ㐠 ⫱ Ꮫ ᐇ�◊ ✲➼辵 ・

ݼ ◌�ᠾ ዮૼ ◌ ૅ ੲ ಅᙹ ӳ ʙⅎ ‧ …‥„‥‣   Ҙ ό

 ◌࣭  ��ಟᑵ ᑵ㎰◊ ㈨ つ ㎰㔠  �Ⴀ�・ ㈨ 㔠⤒ 㞠 ⏝ ◌ಁᑵ �㎰ 㐍・

 ��◌ྥ
㈨㔠 � � �ಀᑵ�・ ・ ・ つ ㎰・ ⥲  ��◌ྜ

ⓗ ・

◌�ᠾசஹ ಅ ◌ਃ ◌ૅ ੲ ಅᏋ Ꮛ⇁ ↯ ⅳ・ ・ ʙⅎ … „ ‧   Ҙ ό

 ◌࣭ ᴗ㎰ᆅ ᇦ ᣢ � ᒎ� Ⓨ ・⥔  �� ᵝ  �  � �� ḧ  �◌ྥ ᡭከ ពᢸ ・ ⓗ

�◌ྲྀ
・⤌ ࢻ�ࢲ࣮ �� � �・ ・ᆺ

⅐ ᠾ ಅ ‶⁊ ◌�ಅ∓ ⇞ ⇍ ⇕ ʙ⇽ ⇮ ૼ ᙹⅨ Ⅹ ‣  „‥‥ Ҙ ό

ࢹ࣮ ◌࣭� 門 ࢱ  
ࣝ
ࣔࢹ ࢫ �ࢧ࣮ �  ��ᥦ ౪ ධᑟ � �ⓗ・ ㎰ ᆅ �ࢳ

ࢢ
ࣥ

◌ �� ◌�◌ྲྀ ᕷ➼・ ⤌ ⏫  �� �ᑐ・ ・

ࢹ࣮ ◌࣭� 門 �ࢱ  � ᶞ� ᶞ �⏝ ◌ື�ά ➼✀ ⮬  �� ᢏ◌ุ ◌ู �辵 㛤Ⓨ

⅏ ◌�ᠾ ᡈ ֨ಅ ਖ਼҄ˊ  ․ „  …• Ҙ ό

 ◌࣭ ᴗ �㎰ ⪅ ᶵ ࣭� ◌� ��࣭ഛ ಀ ప・ タ ・ 㛗 ��・ ㈨ ・㔠 ㈚  ��

ᶵ�㈨女 㛵 Ꮚ�・ ・ ⿵⤥ 㸦 � ᣑ�㈨ ・女 ᴗཬ
◌ಁ�㎰ ' ; 㐍 ��

�� ㈨ 女 � �  ��  �タ つ 㸧

⅏ ˳ ኺޒ �◌ փ ◌ႆ ◌ૅ ੲ ಅᏋ ・ ∝ ʙ ․ „․ ‥‣ „ …• Ҙ ό

 ◌࣭ �ᐃ つㄆ �ᑵ �㎰ ᆅᇦ⪅ �  ��  �  �� ᴗ ᶵᡭ ⏝୰ ᢸ ᑐ・ ・ ㎰

࣭� �ධᑟ�・ タ ➼ ・ 㸦�  ��ᑐ・ ・㇟ ㄆ �ᐃ ᑵつ ㎰⪅ ᑵ�

◌� ཬ
ไᖺ ᖺᚋ � �㎰ 㱋 㝈  ��  �௳せ ⦆ ・ ➼ つ 㸧

⅏ ˺ ◌�ཋဇ ◌ႆ২ ಅᘐ  М  ・ ʙ  „‥   Ҙ ό

 ◌࣭ ᶍ � Ⴀస య �・ つ ⤒ ⏕ ⏘ �ᛶ ᛶ・ ・ ┈ 㧗�� ◌� � ᴗస㐺 య ⣔
ᵓ� ・⠏ ᐇ ド

ࢹ࣮ ◌࣭� 門 ◌ࢱ ◌� � � ➼・ᇶ Ỉ �✄ ・ ᇵ⟶⌮ � ື◌�ࢫ�  ・⮬ ࣮�

ࢺ ᴗ ᢏ㎰ 辵  ࣭ � ᐇ� ド㛤  ��  �つ

⅐ ◌�ૼ சஹ ಅⅾ↸ ⇂ ↫ ∓ ⇞ ⇍ ⇕ ʙↄ ⇽ ⇮ ૼ ᙹⅨ Ⅹ ․ ․ „‧ ‣ • Ҙ ό

࣮ࢺ �࣭◌ࢫ ᴗ ᶵ ჾ �㎰ Ⓨ㛤  ��◌ྥ ᕤ・ ㎰ 㐃 �� ཬᦠ �・ ◊ ✲・

ࢡࢺࢳ࣮ �ࣟࢪ � � �  �◌ୖ�❧ ・ Ⓨ・㛤  �ᚲ せ ⏕ ⏘ ⟶⌮ ࢹ࣮

�ࢱ ・ 㞟 � ⏘ ᴗ ᦠ◌ാປ 㒊㐃 ᴗ �・

˯ ˄ ь ̖͌ᠾ ᧙ �Ⴔဋ൦ ಅ ◌ૢ ಅ⇙ ⇟ ∝・ ҄  ʙⅎ ⇮ ͳ ◌� ․ „  • „‣  • Ҙ ό

 ◌࣭  �  ࣭ �ᡭᢸ � �・ ㎰ 㞟ᆅ 㞟  � ಑ప・⣙ࢫ ࢺ࣭ ཬ
ຊ �┬ ・ 㧗 ౯ ◌್ຍ・ ・

�・ ・㐍  � ��  �Ỉ◌ྥ ༊
ሙ �・ ・ ・⏬ ⏣ ỗ ⏝� �・ ➼ ᇶ ◌� ഛ┙

ʴ ◌�ᠾ ಅ ಅ↚ ⅹↀ↺   ・ Ӗ λ ∏ ⇊ ⇈ ∑ʙⅎ ⇮ ‥„  ‧ …Ҙ ό

 ◌࣭ � �㎰⦾ ␗  �� ・ 㐃ᆅ ᇦ  �� ◌�ᦠ እ ே◌ᅜ � ὴ ◌ཷ
�▷ 㐵 � �◌ྲྀ

ධ ಀ・ ⤌
�� ヨ 足

 ◌࣭ ◌�እ ே◌ᅜ  �� ᴗ◌ཷ ◌ྥ
ධ ᣑ �・ ・ ㎰ ⪅ ⌮

ཬ
◌ಁ �ゎ 㐍 ᑐ ᐇᛂ �┦ ・ ・

ᾪ ᾀ ᾬဦஜ ・

ʴ Ệݲ  
ࣖ
ݣ Ẳ Ẻ ỉ ẟ ể ễ ỉ �ᠾ ᠾኺ ዓփဃင ಅ ਤถ Ꮱӝ ・ ӧ ・ ・

⅐ ݰ ◌�֨Լ൦ ૼ ਖ਼ ಅⅤ↵ ⅼ↭ ⇂ ↕ ⇂ Ⅵ λ ʙᆖ ᆔ ԃૼ ᙹ ᙀⅨ Ⅹ≋ ≕ ↯ ≌ …• „… …Ҙ ό

 ◌࣭ 㧗 ⪏ ᛶ ᛶ・ ・ ・㔞 � � Ỉ �  �ရ◌ඃ ✄ ✀ � ��� ◌�� � ධᑟ�

 ��◌ྥ
・ ⏕ ◌�య ഛไ �⏘ � ὶ・ ㏻㈍ ᑐ ⟇ ᐇ� ・

⅏ ◌�Լ ◌ႆૼ ಅ⇐ ∐ ⇞ ∑ ・ ʙᆔ⇰ ԃᙀ≋ ≕ ↯ ≌ ‣ …„‥‥ Ҙ ό

 ◌࣭ 㧗  ◌��  �Ỉ  �� ���� � �ရ ◌ୗ ᒣ ᙧ� Ⰻ ��㉁ ✄ ・ ➼ ┴

 
ࣝ
�ࣜࢪࢼ ရ �Ⓨ㛤✀

 ◌࣭ ����� �ရ� Ⓨ㛤✀ 㛫�▷ ⦰  ��� �◌ྥ
�・ ・ タ㞵 ቑ タ

 ��  �つ

⅏ ◌�◌ྛ  င ဃௐ ಅⅾ↸ ⇂ ↫ ・  ʙϐↄ ԃᙀ≋ ≕ ↯ ≌ ‣ ‥  „‥‧ ․ Ҙ ό

 ◌࣭ ������ 㧗 ᑐ ・⟇  �ගᚲ せ 㐽 ◌ Ỉ� � � �ഛ ධᑟ�㈨ タ ➼

 �బ 㘊⸨  �� �・ ➼⏕ ✀ ရ�・ ㌿・✀ �� ・

 ◌࣭ ����� ಖᐇ� ☜⤖  ��◌ྥ ◌ཷ
・ ⢊ � � ࢳ �ࢶ � ධ ⰼ㍺ ⢊ ᑟ�

�  ��  �ධ �・ ・ つ

⅏ � ◌�ငௐ ಅᓔ ・  ҄ ∓ ⇞ ⇍ ⇕ ʙ⇽ ⇮  „‥․ ․ Ҙ ό

 ◌࣭ ・ ᇵ ቃ⎔ � �� ・ 㛵⏕ ⫱ ࢹࢱ࣮ �  ◌� �ᐈ ᣐ�➼ ほⓗ ・ ᇶ  �・ ᇵ

◌ྲྀ
�⟶⌮ ⤌ �� ⥅ ⥆ �ⓗ・ ・

◌࣭� 㔝 ࣮ࢺ �ࢫ ᴗ ᢏ�㎰ 辵 � �ኟ 㧗 ᑐ ⟇  ࣭ �ᢏ �➼ 㛤辵 ᐇ ド ・

� ཬ
・ ⏘ ᆅ � ��  ��  �ᡂ ᡭᙧ ᘬ ᢸ � ⫱  ��  �ᡂ つ

◌�ஊ ೞ ◌ૅ ੲ ಅ↳ ↭ ⅻ・ ↝ ・ ↔ ⅾ↹ ʙⅎ …‧ „ ‥ Ҙ ό

 ◌࣭ ᶵ� ᴗ �  �� ᴗ◌ྥ
ᚿ㎰ ㎰ ⪅ �  � ᴗᣦ ᑟ �ⓗ ㎰ ➼⪅ ⫱ �ᡂ ・ ・

 ��
ࣛ
�ࣟࢢ �◌ྥ

ಟ ᐇ�◊ ・

 ◌࣭ ᶵ�┴⏘ ㎰⏘ ᣑ�≀ ⏕ ⏘  ���◌ྥ
・ ・ ・

 ◌࣭ ᶵ�┴⏘ ㎰⏘ �≀ ・ ㈍ ◌ಁ 㐍�ᾘ ㈝ �⪅ ⌮ ᡂゎ㔊  ��◌ྥ
・ ・ ・ ・

�ࢺ 㛤ദ

◌�ᠾ ဇಅ ൷ ◌ૢ ಅ᧸ ໜ・ ・ ・ ↰ ʙⅎ ͳ ‣ „… …„ ․ …Ҙ ό

 ◌࣭ Ⅼ㜵 㔜⅏  �� ụ � 㟈ㄪ⪏ � �・ 㞵 �� Ỵ Ṇቯ➼・ 㜵  �� ��

� ಟ ᕤ ᐇ�・ ・

ᾪ ᾁ ᾬဦஜ ・

Ệ◌ ��  ѣ  
ࣖ
ݣ Ẳ Ẻ ・  ể ԧ ỉ ể ủ Ẻ ồ ỉᠾ ᠃ဃငಅ ੭ᛦ

⅐ � つ ⅏ ᣑ ・

⅐ ◌�ᠾ  ዮဇಮ ◌ૅ ੲ ಅ↳ ↭ ⅻ・  ↙ ・ ӳ ʙ ૼ ᙹⅨ Ⅹ ‣ •   „‣ • • Ҙ ό

 ◌࣭ ᆅ ᇦ  ���  ���◌ྜ
⏝� �ヰ ・ ㎰ άᆅ �ಀ➼・ ィ ⏬ ⟇ �ᐃ ㎰ ᆅ

�┬⟶⌮
◌ྲྀ

ຊ �・ ➼⤌ ��・ ・

 ◌࣭ ᢸ� ᆅ ᇦ  �  � �ᡭ ・ 足  �ఇ㐟 �㎰ᆅ ・ ⏕  ◌࣭ ◌ྲྀ
⏝ �・ ά ⤌ ��・

� ・

� ݣ ◌�◌ྎ ֨ሊஊ ഥ ਖ਼ ಅ᧸ᘮ ܹ◌  ܹ◌ ʙⅎ ․ ․ • „  • …Ҙ ό

 ◌࣭ ◌�ᕷ ⏫
༠
㆟  � �・ ➼ 足 Ṇ �ධ・ 㜵 �タ ⨨  �  �  � �ཬ֨ � ᛴ㏣ ⥭

�◌ື �⋓ ά ➼・ ・

 ◌࣭ � ᆅ ᇦ 足  � ᐖ⋇㫽 㜵龠 Ṇ ᑐ �・⟇ ࢨ࣮�ࢻ ὴ・ ・ 㐵  ���・ ・

・ ・ˋ  � � ỉ ˳ᠾ ሊ ኒင൦ ᢿ ᙲ・ ɼ ・
 �  �◌୍ ண◌ึᙜ・・ィ 㸸㸲⟬ 㸶㸰൨ 㸱㸪㸴㸮 ・・㸰 ᑐ㸦 ẚ๓ ᖺ ᗘ 㸸㸩㸰㸳൨ 㸳㸪㸮㸰㸳

༓
・㸳  �・ 㸩㸳㸬㸴㸣㸧

➨䛂 䠑ḟ Ỉ ᴗ� ᡓඖ㎰ ・ 㐀 䛃䛻Ẽ⏘ ␎ 䛵ᇶ 䛟 య・ ⟇ ⣔ ͤ �◌୍ ᗓ �㒊 ⿵ṇ ண �・⟬
� �◌ྵᑐ ᛂ

 �� ᵝ◌ྥ
ಟᑵ Ꮚ�㎰・ ◊

� 門�ࢹ࣮ࢱ  ��⏝ά ㎰ ✚・・・㞟ᆅ ࢪ

ᴗ  
ࣥ

◌࣮
ࣟ
㎰⏝ࢻ

ᴗ ᶵ Ე �㎰ 㛤 ᶵⓎ ・・✀ ࣮◌ࢪ

Ỉ �  �ရ✄ ✀ � ��� ◌�� �

� � ཷ◌�ࢶ
⢊ ࢳ

ᶵ� �㎰ ≀⏘ ・・・・㈍ ࢺ

Ṇ �ධ �・ 㜵 タ⨨䠏



⅏ ႆ◌ ငޒ �◌ ಅᑸ ↳ ↭ ⅻ・ ⇛ ∃∞ ʙ⇮ ‣ „…  ․ „  • Ҙ ό

 ◌࣭ ⱁᅬ  � ཬ�ࣝࢠ࣮� ◌ྠ ཬ
⏝ඹ ຊ� � �・ タ ・ ・ タ ┬ ・ ➼・ ㈨

 �� �  ��  �ഛ ධᑟ�タ ➼ ・ つ

 ◌࣭  � ᶵಖ  ᙉ ᗘᛶ � ᛶ➼ ⬟ � � �◌ඃ ⱁ・ ᅬ �ࢫ �  ��  �ධᑟ� ・ つ

ԧ ◌�ཅ ဦ ಅ⅟ ↳ ↭ ⅻ・ ↝  ・ ・ ʙ ‣   „‧  …Ҙ ό

 ◌࣭ � ᒣ⥲ ⛠ �ࣛࣥࢻ�   ��◌ྥ ◌ྥ
◌ୖຊᙧ �∵ ・ ・ ∵ ・㣗⫗ �

 �  �� � ᐇ�ぢ ・ ド

 ◌࣭ ┴⏘ ✀ 㞝  � �∵ ・ 㸱⸨ ዡ ບ�➼ ・ 㓄 襾 ⤫ 㸦⦾ Ṫ ∵㞤 �㸧 �ゎ

 ��◌ྥ
ฟ  Ꮚ �・ ∵ Ⓨ⏕ ⫱ �ࢹࢱ࣮ ・ 㞟

⅏ ◌�ዮအင ਰ ᐻӳ ‣ …„• ․ • Ҙ ό

 ◌࣭ ṇ � �� Ṫ  �◌ྲྀ
ቑබ ᘬ Ⰻ �・ ・㐍 ・␆ ⏘ ⯆  ��◌ྥ ◌ྛ

・ ✀ ಟ◊

 �ᕠ・ ᅇ ᣦ ᑟ ᐇ�➼ ・

 ◌࣭ ᐙ �㎰㓗 ங ∵・ 襾 ⤫ � � ◌ཷ
◌ඃⓗ・ ・ ∵ ⢭ ��༸

⛣  � �◌ඃ Ⰻ ・

�  �� � � �ቑᏊ∵ ∵ ⏘  
ࣝ
ࣔࢹ ᵓ� ⠏  ��  �つ

⅏ � ◌� ԃཋᠾჄ Լင င ਘ  ಅ ᙀ∝・ ・ Ј ҄ ʙ ≋ ≕ ↯ ≌  • „ ‣  Ҙ ό

 ◌࣭ ฟ㍺ � ᶵ ��  ��・ ・㛵 ┴ ㎰⏘ ⏘ �≀ ㍺  ��ᾏ◌ྥ
እฟ ᣑ ・ ・

� � � �  �◌Ǽ・ ・ ・ Ⓨ ・ ・ ・ᆅ ㈍⌧  
ࣥ
�࣮ࣟࣔࢩࣙ ᒎ�➼ 㛤

 ◌࣭ ฟ㍺ �� ᴗ �◌ྲྀ
・ ・⤌ ⪅ � � � ㉳  � �ࣝ ����ࢫ � ᕷ・・

ሙ 㛤 � ◌� ◌୍ᣅ ㏻Ẽ ㈏  ��క ㉮ �  ��  �ᐇ�・ ・ つ

⅐ ਫ਼‚ ‛ϐ ◌�ૼ சஹ ಅⅾ↸ ⇂ ↫ ∓ ⇞ ⇍ ⇕ ʙↄ ⇽ ⇮ ૼ ᙹⅨ Ⅹ․ ․ „‧ ‣ • Ҙ ό

⅐ ਫ਼‚ ‛ϐ ݰ ◌�֨Լ൦ ૼ ਖ਼ ಅⅤ↵ ⅼ↭ ⇂ ↕ ⇂ Ⅵ λ ʙᆖ ᆔ ԃૼ ᙹ ᙀⅨ Ⅹ≋ ≕ ↯ ≌ …• „… …Ҙ ό

◌�ᠾဋ ဃ ဦ൦ ಅ ಅ・ ʙϐⅎ  ‥‥„   ․ Ҙ ό

 ◌࣭� 㟂⡿ ⤥ ㄪ ◌� �Ⴀ ⤒ ә Ᏻ ᐃ ᑐᚓ �➼ ・⟇ 㐍

 ◌࣭ � ・ ・ᆅ ��◌ྲྀ
・ᆅ⤌ ⏘ �� ・

� ޛ  �◌ ֨ဦ ਖ਼ ಅᒉⅤ↓↳  ⅥⅤ ɺ Ⅵ ∏ ∙ ・ ʙⅎ ⇼ ⇯    „․ ‥• Ҙ ό

 ◌࣭ � ��  � �  �ጲ ⱝ ・㞷 � ⏕  ◌࣭⏘ ・㈍  
ࣥ
࣭◌���ࢽ�࣮ࣙ� ᡓ ␎

ᒎ� 㛤

⅏ ˺ � ݣ ◌�ཋ
ዮ ሊဇ ဃင ಅ  М  ʗ щ ҄ ӳ ʙ ≋ ≕ᇤ ԃᙀ ↯ ≌ ․ „   „ ‣ …Ҙ ό

ࢱ࣮࣮ ࣞ ࣮
ࣜ
ࣥࢺ ◌࣭�� �  ࣭ �◌ྠ

⏝ඹ� �➼ ・ ・ タ ・㞟⣙
◌ྜ

・⌮
�� ᆅ⏘ ᇶ ◌� �ഛᖿ � �・ タ ・ ・

 ◌࣭  �බ ᗈᛶ � ᛶ �┈ 㧗ᇦ  ࣭ �◌ྠ ◌ྜ
⏝ඹ �・ ・ タ ・ ・㞟⣙ ⌮  �ᑐ・

�  ��  ��  �◌ୖᔞ ・ つ

⅏ ਫ਼‚ ‛ϐ ◌� ԃ◌ྛ  င ဃௐ ಅ ᙀⅾ↸ ⇂ ↫ ・  ʙ ≋ ≕ ↯ ≌ ‣ϐↄ ‥  „‥‧ ․ Ҙ ό

 ◌࣭ ቑ・ 㔞 � � � �  ◌���◌ྥရ ◌ୖ  � ᚅ㉁ ⿵ග ・ ⨨ �ተ ᅵ Ỉ ศࢽࢱ  

� �ࣜࣥࢢ � ⏝ ◌ື⮬ �Ỉ ࣮ࢺ�ࢫ�� �ࢫ ᴗ ᢏ�・  ➼ ㎰ 辵 �Ⓨ㛤

⅏ � ◌� ԃ  ޛ ဦ ಅ ᙀⅾ↸ ⇂ ↫ ∏ ∙ ・ ҄ ʙ ≋ ≕ ↯ ≌ↄ ⇼ ⇯ ‣ • „‥․ ․ Ҙ ό

࣮ࣝ ◌࣭� ��ᒣ ᙧ ᐇ ᑐ・ ⤖ ⟇ ᙉ Ᏻ ᐃ� ・ ・ ⏕  ◌࣭⏘
ཝ

ฟ㑅 Ⲵ �・ 㐍

 ◌࣭ ��� �� ⋤⣚  �� ・ ⋢ ⏕
ཬ

�⏘ ・��ࣛࣥࢻ ・ 㐍 ��  �つ

⅏ ਫ਼‚ ‛ϐ � ◌�ငௐ ಅᓔ ・  ҄ ∓ ⇞ ⇍ ⇕ ʙ⇽ ⇮  „‥․ ․ Ҙ ό

ᾪ ᾂ ᾬဦஜ ・
・ᆙ Ủ ỉ Ệ Ӽ Ậ Ẻ ễ Ὁ Ὁ� ể◌ྵᠾ ᡫဦႎ ဃငಅ ◌් ܱ◌ ・  ոင ಅ ◌ઃ

⅏ � ݣ ◌�ሊծಅ  ◌ો ಅ・ і ・ ・ ҄ ʙ ․ „․ ‧ • Ҙ ό

 ◌࣭ ᴗ� ᴗ Ⴀయ �・ ⤒ � ၿ ⤒ �  ��  �Ⴀ ຊ ᙉ �・ ・ ・ つ

⅏ ◌�֨ဇ◌ౕ ங ਖ਼ ಅ↳ ↭ ⅻ・ ・ ∅ ⇕ ⇟ ・ М ʙ⇴ …‧ „…․  Ҙ ό

 ◌࣭ ᶍ ��� ᘓ �・ つ ≀ 㐀⠏  �◌ྥ
◌ಁ�・ ・㐍  � ��� �� � 㐀タ

� ࢫࢱ࣮ ࢢ
ࣥ
�ࢳ ᵓయ ไᘓ � � �ィ ・ ・ ・ タ ・ ♫ ⠏  ��  �つ

◌�֨ዮჄ◌ౕ ൟ ਖ਼ ಅ↳ ↭ ⅻ・ ・ ∅ ⇕ ⇟ Ӌ ь ʙⅎ ⇴  „‣ …• Ҙ ό

 ◌࣭ � � ࢫ �ࢧ࣮ ᴗ �⏘ ࢶ� 
ࣝ
�ࣔࢹ �ฟ ᐇ� �・ ・ ・ ・ ➼・ ・

◌� ޛ �   ◌ެ ဃಅ ෙ◌ ಅ ᨊ・ ʙ ≋ ϋ ・ ʙ Ў ⅾ≌ϐⅎ ‣ „‣     „․ ․   Ҙ ό

 ◌࣭ ᔂ◁ᅵ �� � ᆅ � � ᒣ ᐖ�・ ・ ᆅ ⅏ Ṇᣑ� ・ 㜵  ��◌ྥ
ಖ・ ・

� � ◌�ಖ ഛᏳ �・ タ

 �  ◌ެ ဃෙ◌ ಅϋ ・ ʙ ≋ ‣ϐⅎ ԃᙀ ᙀ․ ⅚ ≕ ↯ ≌ ‣ „‣ ․ ‣ „• • • Ҙ ό

ͤ �  � � ᴗᑐ �・ ・㛵㐃⟇ ��� ��� ・

 ◌࣭ �・⏒ �  � � ᐖ・ 龠  �Ⓨ⏕  � ��� ᾏ �ෆᗉ ᓊ �・ ・⏕  �◌ྥ

 �ᐖ龠 � � ࢶ
ࣟ

ᢠఆ�ࢡ ᑐ ᙉ� ᛶ � � � �・ ・ ・ ➼ ・⟇
 ◌࣭ �  � �ᐖ�・ 龠  �  ࣜ � � � � ��ᑡ ・ ・ 龠 � �ఆᐖ � ・ ⸆ ・

� ��ᕸ ᗏᚭ・ 㜵㝖

⅏ ݣ ◌�ᧈ ዮ ሊငಅ ಅ ಅ・ ・ ҄ ӳ ʙ ‥ ‣ „ … Ҙ ό

 ◌࣭ �・ ᆺ⎔ ᴗ  �◌ྥ
�・ ・㐍  � ◌� �ఆ㛫 ⏕ ⏘ ㊰⥙ ◌�  �ഛ ඛ 㐍  �ⓗ

ᴗ ᶵ� �Ე ධᑟ� �➼ ➼・ ・

 ◌࣭ ᛶ⇞ ㈝ ⬟ � ᴗ �  �� �  ��  �ၿస ഛ ධ ᑟ� �⋡ ・ ㈨ タ ➼・ ・ つ

ʴငഏ ൦ɭ ・ˊⅎ ◌�◌ૅ ੲ ಅоЈ ʙ ․ • „‥  Ҙ ό

 ◌࣭ ᴗ ᴗ � ᴗᑵ ᕼ ᑵ�⁺ ⪅ ᴗ �ཬ
ഛ ᑵ ᕼ�‽ ⪅ � ᐙ Ꮚ ᘵ �⁺

ᢏ♏ 辵ᇶ �� ᚓ �・ ・⩦
 ◌࣭ ᴗ �⁺ ᆅ ᇦ �యຊ� 㨩 㦂  ◌��� � � ᴗ  �య ᐇ�・ ⁺ ・㦂

ⅻ⇂ⅎ ◌�င൦ ಅ ◌ૅ ੲ ಅ↟ ↺ ʙ ․ ‣ „‥ • Ҙ ό

 ◌࣭ ᴗ⁺ ➼⪅ �◌ྥ
◌ୖຊ� ⏕ ⏘ ㈨※㐀  �� ᴟ  �◌ྥ ◌ྲྀᡂ ➼・ ✚ ⓗ ⤌

ࢻ�ࢲ࣮� � � � ・・ ᆺ �� ・

ล・ⅎ ∝・  ◌�◌ૢ ಅʙͳ ‥․  „‒‥․  Ҙ ό

 ◌࣭ Ỉ ㈨⏘ Ṫ ᡂቑ ሙ� �※ 㐀

 ◌࣭ ཬ
ቨᓊ � 㜵Ἴ ሐ � 㟈⪏  ◌࣭ ⪏ ὠ Ἴ ᶵ ᙉ�⬟ ・

⅏ ◌�ᡯင൦ ഻ சஹ ಅ・ о ʙ ‥„․ • • Ҙ ό

 
ࣛ

࣭◌ࢽࢪಘࢡ �౪Ᏻ ᐃ� ⤥  
ࣥ
�࣮ࣟࣔࢩࣙ  �� �◌ྥ ◌ྲྀ

・ ⤌ �

ᐇ ・

 ◌࣭ Ṫ ᴗ �㣴  ��◌ྥ
・ ・㐍 ⏘ ᦠᏛ ᐁ ・㐃 �㆟  ��  �タ ❧ つ

⅐ ᡯႳಅ ௹ᙻ ᑔ ᑔᛦ・ ・ˊ ◌�ಅ ૼ ᙹʙ Ⅸ Ⅹ ․ ‥ „․ ‥‣ Ҙ ό

 ◌࣭ �⪁  �� ᴗ �・ ⁺ ┘どㄪ  ��  �௦ᓟ ᘓ� �・ ・ 㐀

⅐ Ⴞင൦ ಅ ⇙ ⇟ ҄⇮ ◌�ཎ
◌ૅ ੲ ಅ ૼ ᙹК ʙ Ⅸ Ⅹ ․  „‣ ․   Ҙ ό

 ◌࣭ �  �ụሙຍ ᕤ ⁺・ ➼㣫⫱ Ỉ ᴗ� ・㛵㐃⏘ ಑ࢫࢺ �タ ┬ ・ ・

 �� �ഛ ධᑟ �㈨ タ ➼・ ・

ᾪ ᾄ ᾬဦஜ ・

˄ ь ̖͌ỉ ẟ ễ ỉ ◌ྵዓ ငਤ ൦ ಅᏡ  ܱ◌・ ӧ

ᾪ ᾃ ᾬဦஜ ・

Ẑở ộ ầ Ẻ ἠ ἱ ἁ Ἃ ẑ ỉ ᡮ◌ౕ ・ ь ҄
 ࣜࣔ

࣮ࢱ࣮ ࣞ ࣮
ࣜ
��ࣥࢺ �

�� �� ⋤⣚

ⱁ��ࢫ �ᅬ
◌ྥ

ಖ  ◌ୖᛶ

◌ཷ
ங �∵・ ⢭

༸◌ 
⛣

ࣟ�・ᆅ㈍⌧  
ࣥ
࣮ࣔࢩࣙ

ᶍ ��� ᘓ �・つ ≀ 㐀⠏ ・

ᴗ ᶵ�ᛶ㧗 ⬟ Ე

 � ᴗ య・ ⁺ 㦂

ᴗ �⁺ ┘どㄪ  ��  �ᓟ・

䠐



䠄䠍䠅 ᴗ㎰ ⤒ Ⴀ 䞉
◌ྥә ◌ୖᚓ ・ 㐍ㄢ

    ・・   

Ⴚ ・・           

  ऩ হ भ ਏ・・ ・・ ・・

Ƃ ƃ ȗ ȭ ǧ ǯ Ȉ ◌�ᠾૼ ಅ &: ಅᙹ Ǹ ʙ

Ꮡ ᛢ �・ ・

ண 㢠⟬ ◌ึᙜ 㸸
༓

・

ᴗ �・ 㛫 ௧ ・㸸 ᖺ ᗘ㹼

 門 � �ࢹࢱ࣮  ��⏝ά ㎰ᆅ ሗ・ 㸦㎰㐨 � ◌�  �ഴᖜ ᗘ� ・ 㸧  ��� � ࣮ࢺ��  �ࢫ ᴗ ᢏ�ぢ ・ ㎰ 辵 �

㛤 ࣭� �� �ධᑟ ・ ㎰ᆅ ⏝  �・ ⋡ ・ ・ ⏕ ⏘ �◌ྥ ◌ୖ ◌ಁᛶ � 㐍

ᢸ ᙜ ㄢ㸸 ᴗ Ⴀ ࣭㎰ ⤒
◌ྥә ◌ୖᚓ ・ 㐍ㄢ

ᵓ � ᢸ㐀 ⟇ ᙜ
 㟁 ヰ㸸  ◌࣭

Ⴘಅʙ ・

 ◌࣭  �ᡭᢸ �・ ㎰ ᆅ㞟✚⋡ ⌧≧ 㸣㸦 ᖺ ᗘ5 㸧 э5 㸦 ᶆ┠ 㸧 㸣

࣮ࢺ �࣭◌ࢫ ᴗ㎰ ・ 㛵  �� ᢏ 辵 � 㛤 ◌�௳Ⓨ 㸦㸲ᖺ 㛫� ⣼ ィ 㸧 ⌧ ௳≧ 㸦5 㹼 ᖺ ᗘ 㸧э 5 㸦 ᶆ┠ 㸧 ௳

ẟ Ừ Ặբ ӳ έ

ಒ ᙲ

ὉἋ ỿ Ὂ ἲಅ  ܾ◌ʙ ϋ

 ◌ިཔஏ າҮ ・ 
 �༽

 

� ⌧  �≧

 ◌࣭ ・㧗㱋 �ᚋ ・⥅ ⪅ �� �㊊・
⏕ ⏘ ⪅ ῶ  �̔̀ ◌้ᑡ� ・

 ◌࣭ ㎰ᆅ ᇦ ᴗ �  �ᥥ◌ീᑗ� ・ ᆅ ᇦ

◌�ィ ⏬ ᖺ� ᚋ �㺂  �  �ᡭᢸ

Ỵ � � � � ��  �㎰ ・㸱ᆅ ⣙

 � �  �◌ྥ
ᚋ � ᛶ・

 ◌࣭ �㎰ᆅ �௳・⏕ ⏘ ἣ �⏝・ ≧

 � � �ᢕ ᥱᐈ ほⓗ・ ㎰ ・ つᆅ

ᑵ ㎰⪅ ࢢ
ࣥ
� �ࢳ � �➼ ㎰ᆅ

� 㞟⣙ ・ ・ ・㱚㶚 �◌ಁ 㐍

ࢺ࣮ �࣭◌ࢫ ᴗ ᢏ㎰ 辵 �  ��⏝ά

ᛶ⏕ ⏘ �� � �  ��◌ྥ
◌ୖ ・ つ

ᶍ �◌ྍᣑ ・ ・⬟

門・ ࢹ �࣮◌ࢱ  ��⏝ά ㎰ ・ᆅ

 ���� ⏝ሗ �ぢ ・ ・ ㎰ ・ᆅ

� �ࢳ ⋡ ・ ・㸦 ࢢ
ࣥ

◌ � 㞟⣙
 �・ ᅋ ・ 㸧ᆅ

 門 � �ࢹࢱ࣮  ��࣮ ά⏝�ࢫ

ࢺ ᴗ ᢏ �㎰ Ⓨ 㛤辵  ◌࣭ �ධᑟ ・

� ⏕ ⏘
◌ྥ

◌ୖᛶ

 �ල య ⓗ ・ ⟇

  େ◌ା య ॹ  ॱ◌॑ ણ ৷ खञ ਹ ৷ भ ૨ ৲・・ ・・ ・・  �ண 㢠⟬  �༓
・

  ५ ঐ  ॺ ૼ भ ৫ ৰ ५ ঐ  ॺ ૼ भ έ◌া യ ਤ भञीभ স ◌੍ ର・・ ・・ ・・ ・・ ҩҩ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・

भ ૐ ૐ ৺ ৲ भ യ ਤ      ・・ ・・ ・・      ટ भ ர ಉ॑ ঽ ਖ਼ શ घॊ ૼ भ ৫・・ ・・ ・・ ・・ ・・

 � 門�ࢹࢱ࣮  ��⏝ά ㎰ᆅ �௳�・ ⏕ ⏘ ἣ �  ��⏝・ ≧ ぢ ・

 �� Ẹ 㛫ࢧ࣮  
ࣝ
ࣔࢹ �ࢫ �  � � ⏝ධ  ᑟ �ⓗ・ ㎰ ・ᆅ ⋡ ・ ・

��◌ྲྀ ᕷ⤌ ⏫ ◌�  �� � � ᑐ・ ・ 㸦⿵ 㸧 ᐇ ・

◌�ᕷ ⏫ ᴗ ጤ ဨ㎰ ・㸦  � �  ��ぢ㸧  ��・ ㎰ ・ᆅ � � �ሗ ㋃

ࢢ�◌ 
ࣥ

�ࢰ࣮ࢽ సᅗ  �ᡂ ィᆅᇦ ⏬  ◌� �  �◌ྜ ⏝�ヰ ά

ᴗ ��  �� ��ጤ ဨ㎰ ・ ・ ㎰ ・ᆅ  ◌� � � �  �� �� ᐈぢ ・

 � ��ሗほⓗ ㎰ ・ᆅ �ᑵつ ㎰ つ⪅ ᶍ �ᣑ ᕼ・ ⪅  �ᥦ ౪・

  ⋡⿵ 㸸  �◌ୖ㸦 㝈㢠 � � � �◌ึ ᖺ ᗘ � 㸧

হ ・・

५ य़  ・・

হ ਏ হ ਏ・・ ・・ ・・ ・・ � ᴗ・ ㈝  �༓
・  � ᴗ・ ㈝  �༓

・

  ഏ έ◌ ଵ ৶ ३ ५ ॸ भ ί◌ ২ ৲ ・・ ・・ ・・ ৻ ৲ ৱস  ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ '' ; യ ਤ ◌્શ ・・   भ ◌ৗ ਝ

 ◌࣭ �  �┴ Ⓨ㛤 ࢹ����◌  門 �࣮◌ࢱ  ��Ỉ⏝ �ά ✄ ⏕ ⫱ ◌� ᢏデ ・辵

࣮�࣮� � �  �� ᴗ ᶵ Ეಖ ◌ື�㎰ ⮬ ᢏ �・ 辵 ᦠ㐃

ࢹࢱ࣮ ◌࣭�門 ◌�・ ᇶ  �Ỉ ✄・ ᇵ⟶⌮ � ⮬ ࣮ࢺ�  �ࢫ � ᴗ ᢏ◌ື ・ ㎰

 ࣭ ��㛤辵 �ᐇ ᐇド ・

࣮ࢺ �࣭◌ࢫ ᴗ ᢏ ධᑟ�㎰ 辵 �  �� �◌ಁ 㐍 � � ௧ ・ 㺃㸶 㸷 �ᖺ ᗘ 㔜

�  �Ⅼ ・㛫  ◌� � � � ᴗ ◌ಁ・ ㎰ ' ; 㐍 � ൨◌ู≉ 㸦㸰 ・ 㸧� ᐃタ

 ◌࣭ ᴗ �㎰ ⪅  ◌�ప ・ ㈨女 �  �� ��  �� �◌ཷ ◌ྍ
・ ・ ⬟ � ᶵ㈨㺂女 㛵

 � � �ᑐ Ꮚ ᐇ・  ┴ ・ ⿵⤥ ・

ঢ়৴হ ・ঢ়৴হ ・

 ・ ᅬ ᆅࢹࢱ࣮ � �・ 㞟 ᅬ ᆅ ⥅ �  �ᢎ ◌ಁ 㐍 � �� � ᶞ ✀ �ᶞ �

 � ��・ ・ タ 㠃 ��✚➼ 門 �ࢹࢱ࣮  ��⏝ ◌ື ◌ุ ◌ูά ⮬  �� ᢏ

�Ⓨ㛤辵

 
ࣝ
ࣔࢹ ᆅ  ◌� �༊

・ 㞟 �ᶞ ᅬ �ᆅ ヲ ⣽ �ሗ Ꮫ・ ⩦ ・� ࢹࢱ࣮

 ◌� � 門 � �ࢹࢱ࣮ ᶞ・ ✀ �ᶞ  ��� �・ ➼ 㸿 㹇 �� ◌ື・ ⮬
 �� �ᢏ◌ุ ◌ู Ⓨ 㛤辵 �

◌ື ◌ุ⮬  �ᢏ◌ู ᐇ辵 ⌧  �� ��

�≧⌧ Ẹ ࢫ 㛫�ࢧ࣮  ◌� �� ᚓ
� � � ⏕ ⏘ ຊ ・ 㛵�� ᶞ ᅬᆅ

� �ሗ ᗈ�・ ᅖ⠊  ◌�  ⋡ ⓗ・

���� � �� �ᚓ ・

 ᴗ �・ 㛫 ௧ ・㸸 㸶㹼㸷ᖺ ᗘ

ঽ ਖ਼ શ ◌ॖ ও  ४・・

䠑



շ պ

ո չ

մ

Ѝ ᴗ య㎰ 㦂⪅

ᴗ � ㎰ࢭࣥࢱ࣮ ・
┴

ᴗᒣ ᙧ ┴㎰ ・ ㆟

◌�ᕷ ⏫

ἲ◌ཷ
ධ ே◌ ➼

 �  �  �◌ཷᡭ ᡭฟ

ㄳ⏦ ⪅

Ѝ

Ѝ

Ѝ

Ѝ

Ѝ

Ѝ

Ѝն

ձ

ղ

ճ
◌ཷ

ධ ᐙ㎰

Ƃ ƃዒ ዓ Ƴ ʴᠾ◌ ൢ ಅΨ ・ ᄩ ȗ ȭ ǧ ǯ Ȉ ◌�ಅ̬ Ǹ ʙ

� 㛵ಀ 㒊ᒁ ・ 㐃  � �ᦠ Ꮚぶ 㛫 ��・ ⤒ Ⴀ ⥅  � � ᵝ  � ◌� �ᢎ ከ ே◌ຍ ᑐ・ ㇟  ��・ ⥅ �ᢎ ・ 㸦 ୕➨ ⪅ ⥅ ᢎ ➼㸧

�� ࣜ �� ࢱ� ᐙ �・ ・ ・ ㎰ ⤒ Ⴀ ⥅ ࣮ࢺ �ࢧ � ��ᢎ ・ ⤌ �� ᵓ ⠏ ᴗ �・ 㛫 ௧ ・㸸 㸳 ᖺ ᗘ㹼㸶

ண 㢠⟬ ◌ึᙜ 㸸
༓

・

� ᑵつ ㎰⪅ ◌� 㸦5⌧ ≧㸧 ே◌ Ѝ ᐇ5㸦 ⦼ 㸧 ே◌ Ѝ ᐇ5㸦 㸧⦼ ே◌ Ѝ 5㸦 ᐇ ⦼ 㸧 ே◌ Ѝ 5㸦 㸧 ே◌
ᢸ ᙜ ㎰ㄢ㸸 ᴗ Ⴀ ࣭ ә ᚓ⤒

◌ྥ ◌ୖ ・ 㐍ㄢ

ᴗ  � ◌ྥ՚ Ӗ ◌ୖᢸ ᢸᚓ㎰ ・ 㐍 ᙜ
 㟁 ヰ㸸  ◌࣭

Ꮡ ᛢ �・ ・

Ⴘಅʙ ・

ಅ  ܾ◌ʙ ϋ

ẟ Ừ Ặբ ӳ έ

⏕ ⏘ ⪅ � 㧗㱋  � ῶ◌ཱྀ
ே◌ ᑡ・

⤒ Ⴀ ⥅ �ᢎ య ไ ᙉ�・ ・

 ◌࣭  �  � ࢢ
ࣥ
ᡭཷ◌� �ࢳ ᡭฟ � �・

Ꮚぶ 㛫⥅ � ᴗ ᴗᢎ ᑓ㎰ ・⪅  �ຍ

 �  �㎰ ・ 㛵  �� ᵝ  � ◌�ከ ே◌ᚰ �

�� � Ⴀ・ ・ ・ ⤒ ⥅ ᢎ �・ ⤌ �

 ◌���

 ◌࣭ � ᖿ�┴ ᇶ ᴗ  �ᚑ �ⓗ㎰ ・ ⪅
◌�ᖺ㸳 㛫 㸣 㸦  �ே◌

ே◌ ᖺ 㸧 ῶ ᑡ ձ ⤒ Ⴀ ⥅
◌ཱྀᢎ �┦ ・ ❆ タ ⨨ 㸦 ᴗ � ㎰ࢭࣥࢱ࣮ ・ 㸧

 ◌࣭ Ⴀ⤒ ⥅ ᢎ ဨ �┦ ・ ➼ 㓄⨨
 ◌࣭ Ⴀ⤒ ⥅ ��ࢫࢺ  ��ᶵ◌ཱྀᢎ � � � ┦ ・ ❆ ・ ⬟

 �  �մ ヨ 㞠 ⏝ యᑵ ㎰ 㦂㸦㞠⏝ ᑵ ㎰㸧㸦 ᴗᒣ ᙧ ┴㎰ ・ ㆟㸧

 ◌࣭ ἲ ��ே◌ ・ 㛗�  �  �⏝�ヨ 㞠 ㈝ ⏝ ◌୍� 㒊 ᡂ 

 ◌࣭ ᴗᑐ ㎰㸸㇟ ἲ ே◌  ➼ ⋡ ➼⿵ 㸸◌� ◌� � � �・ ・ ・ ・㛗

 �  �ճ ᑵヨ ㎰⛣ ఫయ 㦂㸦 ᑵ⊂❧ ㎰㸧㸦 ᴗ � ㎰ࢭࣥࢱ࣮ ・ 㸧

 ◌࣭ ◌�  ◌� � యᐙ � �㎰ ㎰ ➼ 㛗 㦂 ㈝⤒ ◌୍� 㒊 ᡂ 

 ◌࣭ ◌ཷ
ධᑐ ㎰㸸㇟  ᐙ ⋡ ➼⿵ 㸸◌� ◌� � �・ ・ ・ 㛗 �・

 � ᴗ ࣭ ◌ ◌� �� � �ղ య・ ㎰ ㎰ 㦂㸦 ᴗ � ㎰ࢭࣥࢱ࣮ ・ 㸧

 ◌࣭ � ᴗ య▷ ㎰ 㦂 㸦⪅ ᗘ㐌㛫 㸧⛬ Ἡ ��ᐟ� ・㈝

 ◌࣭ ᑐ ㇟ య㸸 㦂⪅ �ཬ
 ᐙ� ⋡⿵ ➼㸸 Ἡᐟ �㈝ �  � ��  �ప�・ ・ ・ 㢠

 ◌࣭ � �  ��  �◌ྠ ◌ྜ
ሙᐙ ᖏ �・ ㏻ ㈝ ◌� ・ ・㸯  �・ ┴⏘ ㎰ࣞ�ࢮ ≀␆ ⏘ ࢺ

ࣥ
◌

㸦㸯㸧� ཧ
ධつ 㺂㹓 

ࣥ
ࢱ࣮◌ �◌ཷ

ධ య ไᑵ ᙉ�㎰➼ ・

 ఫ⛣ �⪅  
ࣥ

��ࢱ࣮◌ �8・ つ

�ᑵ ᕼ �㎰ ⪅ � � � ㉳ �

 ᴗ  � Ⴀᗫ ᐙ �㎰ ・ ・ ⤒ ⥅ ᢎ

・ ・

� 

㸦㸰㸧 ᵝ  � ◌� �  ◌���ከ ே◌ ά ㌍ ⥅ �ᢎ ・ �  �༓
・

ͤ 㸦 �㸧 య・ ・ ・

㸦㸱㸧・ 㐍 ᴗ・ ➼

ࢡࢺ �ࣟࢪ �ջ ㄪ ◌� ・ ㆟  ◌࣭ ᴗ ◌ྥ
・ ・ ・㐍  ��◌�㐃 ㄪ⤡ ・ ➼㆟

 �  �༓
・

 �  �༓
・

 �  �༓
・

 �  �༓
・

 �  �༓
・

ᚋ ⥅ ⪅ ・ ᅾ ��・ 㞳 ቑ ຍ�㎰

 ◌࣭ ⏝ඖ ᑵぶ ㎰㞠  ��ಖᑵ �㎰➼ ☜

 ◌� � ᴗ� ㎰ ⏕ � ◌�㎰⏘ ࣗࢽ �ࢥ

・�ᣢࢸ ⥔ � 㞴ᅔ

⥅  �  � ᶵᢎ ᥦ ౪ᑵ �┦ ・ ・ ヨ ㎰ ・

�ᑵ ㎰ ・

 �ᡭฟ

 �◌ཷ ᡭ
չ ಟ・ タ ⧋ ᶵ ࢻ�ࢲ࣮ �Ე ධᑟ � � �㺃 ・ ・ 㸦ᕷ ⏫ ◌� 㸧

ͤ ண ⟬ � �� ・ ⫱ � ᴗ  �ᡭᢸ㎰ ⫱ � ᴗᡂ ・ ・ ㈝ ◌ୖ・ ィ

 ◌࣭ ᴗస ಟᑠ ᒇ �㎰ ➼ ⧋  ◌࣭ ㎰㈝⤒ ᶵ �◌ྲྀ ᡂ � ᚓ➼

 ◌࣭ ᑐ ㇟ 㸸⪅ ᐃㄆ � ᑵつ ㎰⪅ � ཧ
እ௨ ධ� つ 㺃 㹓 ◌࣭

ࣥ
ࢱ࣮◌ ◌༙ ◌༙

㎰ 㹖➼

 ◌࣭  ⋡ ┴⿵ 㸸  � ◌� �ᕷ ⿵⏫ ◌ୖ ᑐ 㝈㢠㇟ ㈝⤒ ・ ・

ո ⤒ Ⴀ 㛤 � ᡂጞ  ・ 㸦ᕷ ⏫ ◌� 㸧

 ◌࣭ ᑐ 㸸㇟ ⪅ ᗜᅜ ᴗ እᑐ・ ㇟ � ཧ
ධ� つ 㺃 㹓  

ࣥ
ࢱ࣮◌ ᑵ� ➼・ ㎰㈨ 㔠� ᡂ 

 ◌࣭  ⋡ ➼⿵ 㸸ᐃ 㢠  �ቑ・ ・ 㢠 � �◌� ᖺ・ 㛫

 �  �༓
・

շ ⤒ Ⴀ ⥅ �ᢎ ഛ‽ ・ 㸦 ᴗ � ㎰ࢭࣥࢱ࣮ ・ 㸧

 ◌࣭ �㈨⏘ ◌�ᐃ㚷  � � ᡂ ⏝ዎ స ㈝⣙  �◌୍�・ 㒊 ᡂ 

 ◌࣭  ⋡ ➼⿵ 㸸◌� ・ ・ ・

⥅ �ᢎ ・

 �  �༓
・

ಒ ᙲ

 �  �༓
・

Ἃ ỿ Ὂ ἲಅʙ

௨ ෆᖺ � ᚋ ⥅ �⪅ � ↓

ᴗ� ㎰ࢭಘࣥࢫ 㸦ᒣ ᙧ ┴㸧

௨ ෆᖺ �

 ��ᚋ ⥅ ⪅
㸣

ফ ਰ भ・・
ಲ ऩख・・ ・・

  

・ ᅬ ᆅ ⥅ ᢎ �・ 㐍

ᶞյ ᅬᆅ ⥅ �ᢎ ・ ・ ・ ・ 㸦┴㸧

 ◌࣭ ୕ �➨ ➼・⪅ ⥅ � �  �� ᶞᢎ ᕼ ᅬ �ሗ�・ᆅ බ 㛤 ��ࢫࢸ��  ┙ᇶ

�ヨ 㦂 ・ ・㐠 ᶓ ᒎ 㛤

 �  �༓
・

⛣ �ఫ 㹓  
ࣥ

��ࢱ࣮◌ ・

ᵝ  � ◌� �  ◌���ከ ே◌ ά ㌍

ᴗ ᐇ�㎰ ⌧

յ

ᶞ� ◌�ሙն ಟ ഛ�◊ ㎰ 㸦ᅜ ᴗᗜ ・ 㸧

 ◌࣭ � �ᑵ ᕼ㎰ ⪅  � �ಟᐇ ㊶ⓗ ◊ 足  � ◌�  �� ᴗ ᶵ◌ྥ
⏝ሙಟ ഛ�◊ ㎰ ・ ㎰

࣭� ��ഛ ධᑟ�タ ・

 �  �༓
・

պ ⤒ Ⴀ ⥅ ࢱ࣮࣮ ᢎ�ࢧ タ ⨨ � ᴗ・ ・ 㸦 ᴗ � ㎰ࢭࣥࢱ࣮ ・ 㸧

 ◌࣭ ୕➨ ⪅ ⥅ ��ᢎ Ⴀ・ ⤒ ⥅ �ᢎ 足  ��  �  �  � ࣮ࢱ࣮ �ࢧ � �� ��◌ཷ ᡭ ᡭ  ⏝ฟ ・ 㞠

・ ・㈝  ◌� � �� ・

 ◌࣭  ⋡ ➼⿵ 㸸◌� � ᖺ・ ・ ・ 㸦 ◌ୖ㛫 㝈  �・ ・ 㸧 ◌� ᖺ・ 㛫

 �  �༓
・

 �  �༓
・

䠒

䕻 ሗᗈ 䞉㻼㻾
䠄䝟䞁䝣䝺䝑䝖 ᡂస 䚸㻴㻼䞉㻿㻺㻿➼䛷䛾 ሗ ಙ・ Ⓨ 䠅

䕻 ◌ືᑵ ㎰┦ ・ ά

� ᴗ ே◌㎰䠄 䞉 䝣䜵䜰➼䛷 ᑵ ㎰┦ ・ ➼䛾 䠅

䕻 䜰䜾䝸䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥

䠄䜇䛱 ᴗ ◌ ◌� ��㎰ ㎰䞉 䜙䛧య ➼㦂 䠅

䕻䜔䜎䛜䛯 ᴗ �㎰ ・ 䝉䞁䝍䞊䛻

ᑵ ㎰・ 㐍䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍䞊䜢㓄⨨

ᶵ◌ື ・ 䛡 ẁ 㝵

Ƃ ƃ ᠾݼ ո᧙ዒ ዓ ᎍૼ ◌ ૅ ੲ ಅᙹ ʙ

 ᵝ  ��ከ ᑵつ ㎰⪅ � ಖ�☜ ⫱  �� �� � �ᡂ ᑵ ᕼ㎰ ⪅ ḧ �◌ႏព� ㉳  ���� � ᶵ  � �◌ື ・ ẁ 㝵・

 � �  � � ◌�ಠ࣮ࢣ��� ◌� �ཬഛ ◌ึᑵ ᑵ ᐃ�� ᚋ �㎰‽ ㎰ ╔ ・ ᴗ �・ 㛫㸸 ᡂᖹ ᖺ ᗘ 㹼

ண 㢠㸦⟬ ◌ึᙜ 㸧㸸
༓

・

� ᑵつ ㎰⪅ ◌� 5 ≧㸦 㸧⌧ ே◌ Ѝ ᐇ5㸦 㸧⦼ ே◌ Ѝ 5㸦 㸧 ே◌ Ѝ 5㸦 㸧 ே◌ Ѝ 5㸦 㸧 ே◌

Ꮡ ᛢ �・ ・

Ἃ ỿ Ὂ ἲಅʙ

� ᑵつ ㎰䕿 ⪅ ಖ☜䛾 䛻
◌ྥ
䛡䚸

ᶵ◌ືᑵ ㎰ ・䛾 䛡䛛䜙Ⴀ ᐃ㎰

╔ 䜎䛷
◌ྛ

ẁ 㝵䛾 䛻ᛂ 䛨䛯䛝

䜑⣽ 䛛䛺� ・ 䛸㛵 ᶵಀ 㛵䛾

㐃ᦠ

� ◌ྜᡂᑵ ᑐつ ㎰䕿 ⪅ ⫱ ⥲ ⟇
㻔 䠅䜢ᅜ ・⿵ 䛧䛺䛜䜙ᐃ ╔ 䛾

◌ಁ 㐍䛸 Ⴀ ᒎⓎ 䜢⤒ � ・

� ᑵつ ㎰ ・䛾⪅ ⛣

Ⴘಅʙ ・

ಅ  ܾ◌ʙ ϋ

5 5 5 5 5

⮬ Ⴀ ᑵ ㎰

㞠 ⏝ ᑵ ㎰

䚷

� ᑵつ ㎰⪅

 ⿵
◊
ಟ
⏕

ᴗ � ὶಟ㎰ ◊ ・䠘 䛾 䜜䠚

◊
ಟ

◌ཷ
ධ
㎰
ᐙ

㎰
・
�

・

吒
呉
吖
呎

┴ ጤ ಟク ◊

� ὶጞႠ ・䠘 㛤 䛆 䛇䛾 䜜䠚ᅜ⤒

ෆ ♧
�

つ

ᑵ
㎰
⪅

ᕷ
⏫
◌�

⥲
◌ྜ
�

ᗇ

┴  ⿵  ⿵

䕿 ᴗ ᢸ㎰ 䛔ᡭ 䛾ῶ ᑡ 䞉㧗㱋・

ᴗ ◌�ᖿ ᚑⓗ㎰ ・䞉ᇶ ⪅ 㻔䈜㻕

䠮䠎ᖺ 䠖㻟㻥㻘 ே◌㻜㻟㻠

䊻 㻾䠓ᖺ 䠖㻟㻜㻘 ே◌㻝㻜㻥
䠄䈜㻌ᖺ 㛫䛷 㻝㻘⣙ ῶே◌ ௨ ◌ୖ ᑡ㻤㻜㻜 䛾 䠅

ᴗᖿ ᚑⓗ㎰ ・䞉 䛾ᇶ ⪅
ᖹ ᖺ 㱋ᆒ 㻾䠎ᖺ 䠖 㻚㻢㻣 ・㻜

䊻 㻾䠓ᖺ 䠖 㻚㻢㻣 ・㻡

� ᑵつ ㎰䛆 䝣⪅ 䜷䝻䞊䜰䝑䝥య ไ 䛇
ᶵ ᦠಀ䛀㛵 㛵䛾㐃 䛻䜘䜛� ・ 䛁

� ᴗ ᴗ �◌ྜ ཬᢏᗇ┴ ㎰ ・ ㎰䠄 ㄢ䞉 ㄢ䠅辵⥲ ⯆

�ᢏᥦሗ ౪・ ・䞉 辵
௰ 㛫䛵䛟䜚➼

Ⴀ
㎰
ᣦ
ᑟ
呍女
㈨
➼

� つ

ᑵ ㎰⪅
咛
咒
➼

ᕷ
⏫
◌�

�

つ
ᑵ
㎰
⪅

⫱
ᡂ⥲
◌ྜ
ᑐ
⟇
➼

ᴗ �Ⴀᒣ ᙧ ᑵ┴㎰ ㎰ ・䞉 䝉⤒ 䞁䝍䞊䠄䝽䞁䝇䝖䝑䝥
◌ཱྀ

❆ 䠅

ᴗ ・⿵ 䚸 ಖ㎰ ☜ ➼ᆅ

⤒
Ⴀ
ᣑ
・

䛆 �ᑵ ㎰ ・ 䜲䝯䞊䝆 䛇

⤒
Ⴀ
㛤
ጞ

�

・

㎰
・
◊
ಟ

�

・

⮬
Ⴀ
ᑵ
㎰

ᐃ ╔ᑵ ㎰

⮬
Ⴀ
ᑵ
㎰
叙

⮬
Ⴀ
ᑵ
㎰
叙

� �ᑵつ ㎰ ・ ᅖ⪅ ⠊

㞠
・
ᑵ
㎰

⥅
⥆

㞠
・
ᑵ
㎰

�

・

㞠
・
ᑵ
㎰

・ ・䠷㛵㐃 䠹
ᴗ �Ⴀ ᑵ㎰ ㎰ ・䞉 䝉⤒ 䞁䝍䞊

ᴗႠ ◌୍・㐠 䛾 㒊㈝ ᴗ ಟ㎰ ◊䛀 䜢⏕ � ・ 䛁

䠄┴ㄆ ᴗ ᶵಟᐃ ㎰ ◊ 㛵䛷 ಟ◊ 䜢
◌ཷ
䛡䜛⪅ 䠅

䛆 䛇ᅜ ഛᑵ ㎰‽ ㈨㔠
䞉◌� ・ ・㻝㻢㻡 ・ 㻛ᖺ 䛆ቑ 㢠䛇䚸◌� 㛗㻞ᖺ 㛫

䞉 ṓ ௨㻠㻥 ◌ୗ
┴䛆 䛇⊂❧⮬ Ⴀ ᑵ ㎰⪅ ⫱ ᴗᡂ ಟ◊ ・
䞉◌� ・ ・㻝㻢㻡 ・ 㻛ᖺ ቑ䛆 㢠䛇 ṓ ◌�௨ ◌ୖ ・䠄㻢㻜

㻤㻚㻞 ・㻡 ・ ቑ䛆 㢠䛇䠅䚸◌� 㛗㻞ᖺ 㛫

䞉 ṓ ௨ ◌ୖ㻡㻜

ᴗ �ಟ㎰ ◊ ・

䛀㞠⏝ ᑵ ㎰⪅ ಟ◊ 䜢足䛖 ᴗ ἲ ே◌㎰ ➼䜢� ・ 䛁
䛆 䛇ᅜ 㞠 ⏝ ᑵ ㎰㈨㔠䠄・ ᅜ ᴗ㎰ ・ ㆟ ә 䠅
䞉◌� ・ ・㻢㻜 ・ 㻛ᖺ 䚸◌� ᡂ ᖺ㛗㻠 㛫
䞉 ṓ ௨㻠㻥 ◌ୗ

┴䛆 䛇㞠 � ᴗ⏝ ᑵ ㎰ ・ ・
䞉◌� ・ ・㻢㻜 ・ 㻛ᖺ 䚸◌� 㛗㻞 ᡂ ᖺ 㛫
䞉 ṓ ௨ ◌ୖ㻡㻜

㞠 �⏝ ᑵ ㎰ ・

�ά ㈨ ・ ➼䛀 㔠 䛁⏕
䛆 䛇ᅜ ⤒ Ⴀ 㛤ጞ ㈨㔠

⊂❧䞉 Ⴀ ᑵ ㎰⮬ 䛩䜛 �ᐃ ᑵつ ㎰ㄆ ⪅
◌�ᖺ ・ ・䞉 㛫 㻝㻢㻡 ・ 㻛ᖺ ቑ䛆 㢠䛇䚸◌� 㛗

ᖺ㻟 㛫

ṓ ௨䞉㻠㻥 ◌ୗ

ཎ
◌๎ ๓䞉 әୡᖺ ᗘ ᖏ ᚓ ・㻢㻜㻜 ௨ ◌ୗ・

┴䛆 䛇⊂❧⮬ Ⴀ ᑵ ㎰⪅ � ᡂ ᐃ ╔ ・ 㔠
⊂❧䞉 Ⴀ ᑵ ㎰⮬ 䛩䜛 �ᐃ ᑵつ ㎰ㄆ ⪅

⏝Ⴀ ㎰䞉 䛾㈝ ᐇ 䜢㈝ ᖺ 㛫

◌� ・ ・㻢㻢 ・ 㻛ᖺ 䛆ቑ 㢠䛇䚸◌� ᖺ㛗㻟 㛫

ṓ ௨ ◌ୖ䞉㻡㻜

┴䛆 䛇 �ᐃ ╔ ・ 䜰䝗䝞䜲䝄䞊・ ・
⊂❧䞉 Ⴀ ᑵ ㎰⮬ 䛩䜛 �ᐃ ᑵつ ㎰ㄆ ⪅
� ᖖ䞉 ⓗ䛻┦ ・ 䛷䛝䜛䜰䝗䝞䜲䝄䞊

タ 䜢㈝⨨ ⤒ ᡂ 

ᖺ䞉 㛫◌ୖ 㝈䠖㻝ᖺ ┠㻝㻜・ ・ 䚸㻞ᖺ ┠㻡・ ・

䛀 �Ⴀ ᒎⓎ ・⤒ 䛁
・ ・䠷㛵㐃 䠹

䛆 䛇ᅜ ⤒ � ᴗႠ ᒎⓎ ・ ・
ᑐ䞉 䠖ƫ㇟ ㈝⤒ Ე ・ タ䞉 䚸 ᶞ� ��䞉Ⲕ 䚸
䝸䞊䝇 ◌� ➼

 ᑐ䞉⿵ ᴗ ◌ୖ・㇟ ㈝ 䠖㝈 㻝㻘 ・㻜㻜㻜 ・

◌ཷ
ጞႠ ㈨䠄 㛤 㔠⤒ ◌ୖ ・䛿 㝈㻡㻜㻜⤥ ⪅ ・ 䠅

◌ྜᢸ ・ 䠖䞉 㻝㈇ ᅜ 㻛㻞䚸┴㻝㻛㻠䠄⮬ ᕫ ㈇ ᢸ 㻝㻛㻠䠅

ᑐ䞉 �ᐃ ᑵ䠖 つ ㎰ㄆ㇟ ⪅ ⪅ ᑵ ㎰䠄 ṓ ௨・ 㻠㻥 ◌ୗ 䠅

䛆 䛇ᅜ � ᑵつ ㎰⪅ 䝏䝱䝺䞁䝆・ ・ 䛆� つ䛇
ᑐ䞉 ᴗ ᶵ⏝䠖㎰㇟ ㈝⤒ Ე ධᑟ・ タ䞉

◌ୖ 䞉⿵ 䠖㝈 ಶ ே◌ 㻝㻘 ・㻡㻜㻜 ・ 䚸ἲ ே◌ 㻟㻘㻜㻜・㻜 ・
 䞉⿵ ධ⋡ 䠖㉎ 㻟㻛㻝㻜䚸䝸䞊䝇 ධᑟ 㻟㻛㻣

ᑐ䞉 �ᐃ ᑵ䠖 つ ㎰ㄆ㇟ ⪅ ⪅ ・䠄㻢㻡 � ‶ 䠅

・ ・䠷㛵㐃 䠹

┴䛆 䛇� ・ 䜢⫱ 䜐 ᴗ ᢸ㎰ 䛔ᡭ ⫱ � ᴗᡂ ・ ・
ᢸ䞉 䛔ᡭ Ⴀ ᒎⓎ䛾 䛾⤒

◌ྲྀ
䜏䜈⤌ � ・䛾

◌ୖ ⿵ 㝈㢠䠖 ・㻡㻜㻜 ・
 ⿵ ⋡ 䠖┴㻝㻛㻟䚸ᕷ ⏫ ◌� 㻝㻛㻢

ᑐ ㇟ �ᐃ ᑵ䠖 つ ㎰ ➼ㄆ⪅ ⪅

⤒ Ⴀ 㛤 �ጞ ・

Ⴀ ᑵ ㎰ 䛾⮬ ⪅
ቑ ຍ ᐃ ╔䞉 䛜 せ㔜

ᴗ Ⴀ㎰䕺 ⤒ ᐇ ᗙ㊶ㅮ
䠄� ཬ

ㄢ
༢

・ 䛾ᢏ 辵䞉⤒ Ⴀ ᣦ ᑟ ➼䠅

ᴗ㎰䕺 ⪅ 䜻䝱䝸䜰䜰䝑䝥� ᴗ・ ・
䠄 ே◌♫ ・ 䜈䛾 ᴗ ಟ㎰ ◊ ➼䠅

䕺㎰ᆅ䛾
◌ཷ
䛡ᡭ ಖ☜ 䛻

◌ྥ
䛡䛯

� ᑵつ ㎰⪅ ㄏ⮴ ⎔ ◌� ᴗቃ ഛ ・
䠄 య ไᑵ ㎰┦ ・ 䜔 ሙಟ◊ ㎰ 䛾◌� ഛ ➼䠅

䛭䛾・ 䠄 �ᐃ ╔ ・ 䞉䝸䜹䝺䞁䝖� ⫱ ➼䠅

ഛᑵ ㎰ ‽ ẁ 㝵 �◌ึᑵ ㎰ ẁ 㝵

ಒ ᙲ

ᢸ ᙜ ㎰ㄢ㸸 ᴗ Ⴀ ࣭ ә ᚓ⤒
◌ྥ ◌ୖ ・ 㐍ㄢ

ᴗ  � ◌ྥ՚ Ӗ ◌ୖᢸ ᢸᚓ㎰ ・ 㐍 ᙜ

 㟁 ヰ㸸  ◌࣭

ẟ Ừ Ặբ ӳ έ

䠓



Ƃ ƃ ǉ ƍ ◌�ᠾዒ ዓ சஹ ಅ ◌ਃ ◌ૅ ੲ ಅᏋ ᏋǛ ・ ・ ʙ

ண 㢠㸦⟬ ◌ึᙜ 㸧㸸
༓

・
ಒ ᙲ

Ꮡ ᛢ �・ ・ Ἃ ỿ Ὂ ἲಅʙಅ  ܾ◌ʙ ϋ

ᴗ �・ 㛫 ௧ ・㸸 㸵 ᖺ ᗘ㹼

 ᆅ ᇦ ᴗ ��  �� ᶍ୰ ᑠ㎰ つ ⤒ ��Ⴀ య ᑵつ ㎰ ⪅ ᵝ  �  � �� ḧ  �� ◌ྲྀᡭከ ពᢸ�➼ ・ ⤌ �  ��ᑐ・

ࢺ �࣮ࢻࢯ࣭ � ୧ 㠃 ࢻ�ࢲ࣮� � � �・ ・ ᆺ � ・

ẟ Ừ Ặբ ӳ έ

ᢸ ᙜ ㄢ㸸 ᴗ Ⴀ ࣭㎰ ⤒
◌ྥә ◌ୖᚓ ・ 㐍ㄢ

ᴗ  � ◌ྥ՚ Ӗ ◌ୖᢸ ᢸ ᙜᚓ㎰ ・ 㐍
 㟁 ヰ㸸

Ⴘಅʙ ・

 ◌࣭ � ᑵつ ㎰⪅ ◌� 㹐㸵㸦⌧ ே◌≧ э㹐 㸦 ᶆ┠ 㸧 ே◌
 ◌࣭ ㎰⚟㐃 �◌ྲྀᦠ ・ ⤌ � ⤒ ◌�Ⴀ య 㹐㸴㸦⌧≧㸧 ⤒ Ⴀ య э㹐 㸦 ᶆ┠ 㸧 ⤒ Ⴀ య

 ◌� ᶍ Ⴀ୰ ᑠ�」 つ ⤒ �� ᶵ Ეయ ・

��  � � �◌ྠ
⏝ඹ ຊ�➼ ・ ・ ┬ ・

಑ࢫࢺ ῶ �◌ಁ๐ 㐍

 � �◌ึᑵ �つ ㎰⪅ ��  � �ᢞ ㈨ ・

� �  �ᑵ ᐃ ᢲᚋ㎰ ╔

 ᵝ  � ◌� � � � �  �  ��ᡭከ ே◌ ◌ാ ・

 �� �� ቃ�ά ㌍ ⎔ ◌� ��ഛ ・

㕱 �ད
Ⴚ ・  և౫  ද ・   ・   ౫ � 

ᆅ ᇦ  ��� ◌� � ┬足 ຊ ・ ・ ⏕ ⏘ ಑ࢫࢺ ῶ ��◌ྲྀ
๐ � ⤌  �� ᑵ �つ ㎰⪅  � �  ◌��◌ཷ

ධ య ไ

��  � �◌ྲྀᣦ �┠ ・⤌ � ・

ձ  ᑐ⿵ ㇟ 㸸⪅ ҝ㸰  ◌� ᵓ  ���ᡂ Ⴀ௨ ◌ୖ ㎰⤌  ◌࣭ ᴗ㎰⧊  ��యᅋ⪅ ᑵつ ㎰⪅
◌ཷ ༠

ධ ・㆟ ➼

ղ  ⋡⿵ ┴㸸 㸰㸭㸯㸮 � ◌�ᕷ ⏫ 㸯㸭㸯㸮㸦  ᑐ⿵ ㇟ ⤒ ◌ୖ 㝈㢠㸸㈝ ・ ・ 㸧

㕲 ༶ࢪ
փ ૪  ・  ・  ・  ᄇ  ౫ � 

ᐃㄆ � ᑵつ ㎰ ➼・⪅ �� ᶍ ��  � Ⴀရ ධᣑ ᑟ�つ ・ ┠ ・ Ⓨ⤒  ��◌ྥ ◌ྲྀᒎ ・ ⤌ ���・ ・

ձ  ᑐ⿵ ㇟ 㸸⪅ ᐃㄆ � ᑵつ ㎰⪅ ➼

ཎ
㸦 � ◌ ◌� � �◌๎ ᑵ ᖺ㎰ ┠ ・㈍ �㔠㢠 ᴫ �� �・ ・ ‶ ⪅ 㸧

ղ  ⋡⿵ ┴㸸 㸯㸭㸱 � ◌�ᕷ ⏫ 㸯㸭㸴  㸦⿵ ◌ୖᑐ ㇟ ㈝⤒ 㝈㢠㸸 ・ ・ 㸧

㕳 ዻ・  ఔ  ঊ ◌ු  ◌້  ・ ・ ・  

�ዪ ᛶ 㞀  � ��  ➼ ⪅ ᵝ  � ◌� ᴗ � �ཧ
ከ ே◌ � �㎰ ・ ⏬  �� � �◌ാ ⎔  ◌���  ��◌ྥ ◌ྲྀ

ቃ ・ ⤌
���・ ・

ձ  ᑐ⿵ ㇟ 㸸⪅ Ⴀಶ ே◌� యᅋ ⤒  �Ⴀయ ㎰⤌ ⧊  � ᴗ㎰ ⪅  � ᴗయ ㎰ᅋ ࣮
ࣝ
⪅ࢢ �➼

ղ  ⋡⿵ 㸸㺨㺎㺢㺼 ᴗ  �◌ྜ
ሙ�・ ┴ 㸯  �ᕷ㸭㸱 ◌�⏫ 㸯㸭㸴  ᑐ㸦⿵ ㇟ ◌ୖ 㝈㢠㈝⤒ 㸸 ・ ・ 㸧

㺝㺪㺢 ᴗ  �༢ ◌ྜ
ሙ  ᐃ�・ ⊂ 㢠㸦⿵ ◌ୖᑐ ㇟ ㈝⤒ ┴㝈㢠㸸  �ᕷ・ ・ ⏫ ◌� ・ ・ 㸧

㕴 ༶ࢪ ࿊ཧ  
փ Ⴚ  ・  ・   ౫ � 

ᐃㄆ � ᑵつ ㎰⪅ �  �እ Ⴀ௨ ᑵ� つ ㎰ ⪅ ⤒ ⥅  � � ᴗ �  �◌ྲྀᢎ ᐃ ᣦ�㎰ ・ ╔ ┠ ⤌ ���・ ・

ձ  ᑐ⿵ ㇟ Ⴀ㸸⪅ ⤒ ⥅ �  � ���ᢎ ண ᐃ ㄆ �ᐃ ᑵつ ㎰⪅ �እ௨ ᑵ� つ ㎰ ⪅ ➼

ཎ
㸦 �◌�◌๎ ᑵ ᖺ㎰ ┠ 㸧

ղ  ⋡⿵ ┴㸸 㸯㸭㸱 � ◌�ᕷ ⏫ 㸯㸭㸴  㸦⿵ ◌ୖᑐ ㇟ ㈝⤒ 㝈㢠㸸 ・ ・ 㸧

ଡ
౦

◌ྎ
・

・
ษ
◌ೄ

 ⿵  ⿵

ͤ ◌ྲྀ�┴ᇦ ⤌ � ◌ྜሙ�

・ ・㸦
ཬෆ ᐜ �㸯

◌ྲྀ�㸱 � 㸧⤌

 ⿵
ଡ

・
ษ
◌ೄ

 ᴗ �㎰ ⪅ ῶ ᑡ � 㧗㱋・

 ◌࣭ � � ◌�ᑵ�┴ つ ㎰ ⪅
◌ྥ

ቑ ഴຍ� ・

 ��� � ᖿ� � ᇶ ᴗ ᚑ �ⓗ㎰ ・ ⪅
ῶ �ศᑡ ⿵  ◌� � � ���・

ᵝ  � ᴗ ◌�  �  �ከ ே◌ ಖ ᐃ�э ㎰ ☜ ╔

ᚲ せ

 ᴗ ᶵ � ◌�Ე �㎰ ㈨ ➼ 㧗㦐

 ◌࣭ ᴗ ᶵ  � ◌◌࣭� ἜᲔ �㎰ ㈨ ⇞ 㧗 �㦐 ⥆
 ◌� � �� � ᶍ୰ ᑠ つ ⤒ ◌�༢

Ⴀ య ⊂

ᢞഛ ᢸ� �タ ㈨ ・㈇

ᶵ  ◌� ྠ◌಑ࢫࢺ�
⏝Ე ඹ ๐�э ➼ ・

ῶ ᛶ・ ⏕ ⏘ ��◌ྥ
◌ୖ ᅗ  ��ᚲ せ

༎༎
ժ Ք իଵ ඡ ड

ሑժ ի・・ ・・ ・・

ಅ ௐʙ ј

 ⤌ ➼・⧊ ��� ᆅ ᇦ ᴗ㎰
⏕ ⏘  �◌ྥ

◌ୖຊ � ㎰ 㞟ᆅ

࣭� �㞟⣙ ◌ಁ 㐍

 � ᑵ �つ ㎰⪅  �  �ಖ ᢸ☜

 ࣭ �ᡭ Ⴀᐃ� �⤒ Ᏻ ᐃ ・

 �ዪ ᛶ 㞀  � ��  ➼ ⪅ ・㞠

��◌ಁ ・㐍 ◌ാ ಖປ ຊ �☜

ዻ・  
༶

փ ・    �ད
Ⴚ ಏ ໗・  ・  ・ᄇ

ͤ ཬ
◌ୖ グ㸯

◌ྲྀ
� � 㸱 ⤌ � ◌� � � � ᗈ� ・ ┴ ᇦ  ◌� �◌ྲྀ

� ⤌ � ◌ྵᑐ ・㇟ �

䠔

Ƃ ƃ ˳ኺ փ ◌ႆਘ ᏋΪ ・ ȷ ૅ◌ޒ �◌ ੲ ಅʙ

ಒ ᙲ

Ἃ ỿ Ὂ ἲಅʙ

ண ⟬ ◌ึᙜ㢠 㸸
༓

・

ᴗ �・ 㛫 ௧㸸 ・ 㸲ᖺ ᗘ 㹼

 ᆅ ᇦ ᴗ  �� ᴗ୰� ᚰ㎰ ・ ㎰ ⤒ Ⴀ య � ⤒ �ཬႠ ᒎ ᑵ�Ⓨ つ ㎰ ⪅  �� ᴗ ᶵ ◌�◌ྥ ཬ⏝ Ე ධ ே◌ᐃ ᑟ� �╔ ・ ㎰ ➼ ⫱ �ᡂ ・
 㞟ⴠ Ⴀ ㎰⤌ ⧊  

ࣥ
���◌ �ࢪࣙ  �ཬ ◌ྲྀල యᛶ � �ά ・ ⓗ ⤌ � 㸦 ᶵ◌ྠ ⏝ Ეඹ ධᑟ�・ ➼ 㸧 ��・ ・

ẟ Ừ Ặբ ӳ έ

ᢸ ᙜ ㄢ㸸 ᴗ Ⴀ ࣭㎰ ⤒
◌ྥә ◌ୖᚓ ・ 㐍ㄢ

ᴗ  � ◌ྥ՚ Ӗ ◌ୖᢸ ᢸ ᙜᚓ㎰ ・ 㐍

ᴗ  �ᡭ◌ാ ಖ ᑐ㎰ ☜ ⟇ ᢸ ᙜ

 㟁 ヰ㸸  ◌࣭◌࣭

Ⴘಅʙ ・

㎰⏘ ≀ ㈍ ・ 㢠 ௨ ◌ୖ �・ ・ ⤒ ◌�Ⴀ య 㸸 㹐㸴 ⌧≧ э 㹐 ᶆ┠ ⤒ Ⴀ య
㎰⏘ ≀ ㈍ ・ 㢠㸯൨ ௨ ◌ୖ �・ ⤒ ◌�Ⴀ య 㸸 㹐㸴 ⌧≧ э 㹐 ᶆ┠ ⤒ Ⴀ య

 ᴗ ᚑ㎰ ・ ⪅ ῶ ᑡ� ・ 㧗㱋  �・
㐍�  �୰ ᆅ ᇦ ᴗ ᣢ�㎰ ⥆ ⓗⓎ

�ᒎ ᅗ � � � ᚲ・ せ

  � �� � � ᆅ ᇦ ᴗ ��  ��㎰

Ⴀ୰ ᚰ ⓗ⤒ � ᵝ  �  �ᡭከయ ᢸ
㸦� ᑵつ ㎰⪅  ◌࣭ 㞟ⴠ Ⴀ ㎰⤌ ⧊ 㸧

� ⤒ ��  �� � ��Ⴀ ᒎⓎ ・

 �・ 㔜せ

 �� ᑵつ ㎰⪅ �

 ◌࣭ ᑵ ㎰㛤  � ᴗ ᶵ⏝ጞ Ეᚲ・ せ ㎰ ➼

ධᑟ� ・ ㈨ 㔠�  �� �� � ᡭせ

 ��  �ཌ
ᚲ・ せ

 �୰ ᚰ ⓗ⤒  �Ⴀ య

 ◌࣭ �  �� ⤒  �� ◌�Ⴀ ே◌ᒎ � �Ⓨ ά

�⏝ Ⴀ ⤒  
ࣥ
�ࢪࣙ  �ᡂస� ⏕ ⏘

 ��ƫ ࣭�◌ྥ ◌ྥ
◌ୖ ධᑟᛶ ・ ・ タ

 �� �  �ᑐ ᚲ・ ・ せ

� 㞟ⴠ Ⴀ ㎰⤌ ⧊ �

 ◌࣭ 㞟ⴠ Ⴀ ㎰⤌ ⧊ ◌� � ᡂᖹ ᖺ �

�・⤌ ⧊ ῶ  ◌� �� �◌ྥ
ഴᑡ 㞟ⴠ

Ⴀ �㎰ ⤌ ⧊ � �ᛶ �・ ά ・ ・ ・

 �ᚲ せ

Ꮡ ᛢ �・ ・

䐠 ᢸ 䛔ᡭ 䜈䛾 ᴗ ᶵ⏝ Ე㎰ 䞉・ タ 䛾 ධᑟ 䛆ᣑ ・ 䛇

ᆅ ᇦ ᴗ ᵓ㎰ 㐀 � ᴗ㌿・ ・ ・ 㸦ᆅ ᇦ �  ���୰� ・ ㎰ ᆅ �  ��  � �◌ཷ ᡭᘬ ᢸ �・ ・ 㸧

 �ᑐ ㇟ ⪅  � ᶆ┠ ᆅ ᅗ ・ ・ ⨨  ��� �・ ⪅  �  � ᴗ ᶵᡂ ⏝ Ეෆ ධ ᐜ ᑟ�㎰ 㺃・ タ

� ⿵  � ⋡ ㉎ ධ 㸸 ࢫ࣮ࣜ ධᑟ 㸸 � ⿵ ◌ୖ 㝈㢠 � ἲಶ ே◌ ே◌・ ・ ・ ・

� ᑵつ ㎰⪅ ࢪ
ࣥࣞࣕ
ࢳ ᴗ・ 㸦ㄆ �ᐃ ᑵつ ㎰⪅ � �� � ⤒ ��Ⴀ ᒎⓎ ・ 㸧 � つ䛆 䛇

 �ᑐ ㇟ ⪅ � ㄆ �ᐃ ᑵつ ㎰⪅ ṓ � ‶ 㸧  �  � ᴗ ᶵᡂ ⏝ Ეෆ ධ ᐜ ᑟ�㎰ 㺃・ タ

� ⿵  � ⋡ ㉎ ධ 㸸 ࢫ࣮ࣜ ධᑟ 㸸 � ⿵ ◌ୖ 㝈㢠 � ἲಶ ே◌ ே◌・ ・ ・ ・

㎰ᆅ � ᴗ⏝  ・ ⋡ ・ ➼ ・ ・ 㸦ᆅ ᇦ ィ ⏬ ・ ・ ⨨  ��� �  � �ᡭᢸ �・ ・ ・ 㸧

 �ᑐ ㇟ ⪅  � ᶆ┠ ᆅ ᅗ ・ ・ ⨨  ��� �・ ⪅  �  � ᴗ ᶵᡂ ⏝ Ეෆ ධ ᐜ ᑟ�㎰ 㺃・ タ

� ⿵ � � ⋡ ⿵ ◌ୖ 㝈㢠 �・ ・ ➼

䐟 ⤒ � ᴗႠ ᒎⓎ ・ ・ 㸦� ᑵつ ㎰⪅ ⫱ ᡂ ⥲
◌ྜ ᑐ ⟇ ◌୍� 㒊㸧

 �ᑐ ㇟ ⪅ � ㄆ �ᐃ ᑵつ ㎰⪅ 㸦 ṓ ௨ ◌ୗᑵ ㎰・ 㸧

� ⿵ ᑐ ㇟  �ƫ ࣭�  �ᐙ・ タ ␆  � ᶞ� ��  ࣮ ࣜ ࢫ� ◌�ධᑟ ➼

� ⿵  � ⋡ ➼ ・ ・ 㸦ᅜ ┴ ⮬ ᕫ ㈇ ᢸ 㸧

䐣 㞟ⴠ Ⴀ ㎰㐃ᦠ ◌ಁ 㐍 ᴗ➼・

 �ᑐ ㇟ ⪅ � 㞟ⴠ Ⴀ ㎰⤌ ⧊ 㸦ἲ ே◌ 㸭 ἲ � �ၥே◌㠀 㸧

� ⿵  �ෆ ᐜ 㞟  � ᴗ  �ᡓጼⴠ Ⴀ ල యᣦ� �㎰ ┠ ㎰ ・ ⓗ ␎ � ��◌ྜ ᡂಀ ព ᙧ➼・ ・ 㸺ᐃ 㢠㸼
 �◌ྲྀ

ල య ⓗ ⤌ �ᐇ� 足 ��・ ・

◌ྲྀ
・ ⤌ � �  �� ◌�୰ ே◌ ಖ� �・ ☜ ⤒ ㈝㸦㈤㔠➼㸧㸺ᐃ 㢠㸦 ◌ୖ・ ・ 㝈 ᖺ 㸧㸼

�  ��◌ྥ
◌ୖຊ �・ ・ ┈ ・ ⤒ Ⴀ 㒊㛛  �� ᚲ☜❧・ せ ⤒ ㈝ 㸺ᐃ 㢠㸼

�  ��◌ྥ ◌ྥ
⏝ಙ ◌ୖຊ ➼・ ⤌ ⧊ ἲ  �ே◌� ᚲ・ ・ せ ⤒ ㈝ 㸺ᐃ 㢠 㸦 ・ ・ 㸧㸼

�  � ⋡ ⓗ ⏕ ⏘  �� ᶵ◌ྠ
⏝ Ეඹ ධᑟ�� �・ ➼ ⤒ ㈝ 㸺 ௨ ෆ 㸼

ಶ

◌ู

⤒

Ⴀ

య

 ◌࣭

・

ே◌

・

�

�

・

㞟
ⴠ
Ⴀ
㎰
⤌
⧊
・
�

�

・

ಅ  ܾ◌ʙ ϋ

ㄆ
ᐃ
�

つ

ᑵ
㎰
⪅
➼

ᕷ
⏫
◌�

┴  ⿵  ⿵

㎰
・
⪅
➼

ᕷ
⏫
◌�

┴  ⿵  ⿵

㞟
ⴠ
Ⴀ
㎰

⤌
⧊

ᕷ
⏫
◌�

┴  ⿵  ⿵

ձ ⤒ � ᴗႠ ᒎⓎ ・ ・

 � ᑐ �・ ㇟ ⪅ ࢺ� �� � ᢥไ・ ・ ・ ・ᅜ

 � ᶵ ࣭ �ᡭղ ධᢸ ᑟ� �・ ・ タ

յ 㞟ⴠ Ⴀ ㎰㐃ᦠ ◌ಁ 㐍 ᴗ➼・

䐡 䜔䜎䛜䛯 ᴗ㎰ 䝡䝆䝛䝇ሿ 䛾㛤ㅮ

ᵝ  � ◌�  �⏝ከ ே◌ ◌ാປ�ά ⎔ � �ቃ ሿᏛ �➼ 㛤ㅮ  � � ᆅ ᇦ ᴗ �  �� ୰ᘬ ᚰ㎰ ≌ ⓗ ⤒ �Ⴀ య ⫱ ᡂ

�� �� ᴗ ࢫ �ࢪ � ሿճ ㎰

�

・
㎰
�

ᑓ
㛛
⫋
・

ᥦເ ฟᛂ
㎰
・
⪅

⥲
◌ྜ
�

ᗇ

 �ಟ◊ 5㛫㸸 5㹼 㸦 � 㛫 ᗘ 㸧⛬䐢 䝇䝬䞊䝖 ᴗ㎰ 䞉 ᴗ �㎰ ・ 䝃䞊䝡䝇 ᴗ ຍ・ ㏿ ・ ⥲
◌ྜ ᑐ ⟇ ・ ・

 �ᑐ ㇟ ⪅  � ᴗ � ࢫ ㎰�ࢧ࣮ ・ 㸦 ᴗ � ᴗ ᶵ◌ཷ
Ეస స �ク ㈤ ㈚ ➼㸧・ ・ ⪅

 � ࢫ�  �ࢧ࣮ ᴗ  �ᡂ ෆ ᐜ ᣑ ᚲ・ ・ ➼・ せ ㄪ �࣭ ࣮ࢺ �ࢫ ᴗ ᶵ◌ྲྀ ཬ
Ეච ධᑟᚓ � �チ ➼ ㎰ ➼

� ⿵  � ⋡ ㄪ �࣭ ◌ྲྀ
ච ᚓチ ➼㸸ᐃ 㢠 ᶵ Ე ධᑟ 㸸

� ⿵ ◌ୖ 㝈㢠� ㄪ �࣭ ◌ྲྀ
ච ᚓチ ➼㸸◌� ᶵ Ე ධᑟ・ ・ ・ 㸸◌� ・ ・ ・

 � ᑐ �・ ㇟ ⪅ ࢺ� �� � ᢥไ・ ・ ・ ・ᅜ

�ࢫ ࢫ մ�ࢧ࣮ ຍ㎰・ ㏿ ・ ・ ・

㎰
・
⪅
➼

┴  ⿵

䠕



Ƃ ƃ ƴ ƚᠾዒ ዓ ಅ Ɠ ǔ  ʴ Ȉ ȩ Ǥ Ǣ ȫ ◌�ಅ・ Ӗ λ ʙ

Ꮡ ᛢ �・ ・

ண 㢠⟬ ◌ึᙜ 㸸
༓

・

ᴗ �・ 㛫㸸 ௧ ᖺ ᗘ・ 㸴 㹼

 ᴗ  � �� ᡭே◌ �㎰ ・ ・ ㊊ ㄢ㢟  �� �� � እᑐ ᛂ・ ᅜ ◌� �� �  �� ◌� �◌ཷே◌ ධ య ഛไ� �・ ㎰ ⦾ �

� ␗  ��� ・ ┴・ 㐃 ࣮ࣞࣜ�� ὴᦠ ・ 㐵�ヨ 足 �  � ��  �  ��� � � ἲ ��◌ྥᡭ ᡭ◌ാ ಖ㏻ ☜ ・ ウ

ᢸ ᙜ ㄢ㸸 ᴗ Ⴀ ࣭㎰ ⤒
◌ྥә ◌ୖᚓ ・ 㐍ㄢ

 �ᡭ◌ാ ಖ ᑐ ᢸ ᙜ☜ ⟇
 㟁 ヰ㸸

Ⴘಅʙ ・

 
ࣛ
�࣭◌ࢺ � ・ ・ ・ ド ⤖ � � � � � �㋃ ┴・ 㐺 ��እ ᅜ ◌� �◌ཷே◌ ධ � ・ ⤌ �� ᵓ ⠏  ��

ẟ Ừ Ặբ ӳ έ

ಒ ᙲ

 � ᴗ ศ�┴ ㎰ 㔝  � �� ◌�እ ே◌・ ᅜ �

◌�ே◌ ே◌� ௧ ・㸦 ᖺ㸴 � � ᒣ・ Ⅼ

◌ാ බປᙧ ᒁ 韭㸧

  ◌� ᴗ �  ��◌ྠ
ከ◌୍ సᖺ㏻ ␆ ⏘ ⳦ Ⲗ ◌�

� �  � � ᶞ� ��◌ཷ
ከධ� 㔝  ◌� ◌ཷ

�

� �� � � ἣධ ・ ・・ ≧

 ἲ � � ◌�እෆ ே◌ ே◌� �┴ ・ ᅜ
◌ཷ

ධ�

� �� ・ 㛵  �  �� ồ ��ᥦሗ ኌ౪・

 ᴗ㎰ ➼・⪅ ◌�እ ே◌� ᅜ
◌ཷ

ධ ไ ᗘ� �

ࢺ࣮ �ࢧ ᶵ �・ ▱ ・ ⬟ ◌� ഛ
 �  � ἲ  ࣮ ࣞ ࣜ �ὴ◌ཷ ᡭධ▷ ⓗ 㐵  ��

ᐇヨ ⓗ・足 ・

 ◌� ◌ཷ
እ ே◌ᅜ � ᴗධ ㎰ ⪅

◌ཷ
ቃධ� ⎔ ◌�

 �ᡂഛ  �・ ・

 ᴗ �㎰ ⪅ ไ ᗘ ゎ⌮ � 㐍 � ◌� � � �

 ◌�እ ே◌ᅜ ᖺ�㏻ 㞠  ��⏝ ᇶ  ◌� �� �

�  � �㎰㛩 � ��࣭��� � � ・ ➼

 ◌�  � � �ධᑟ� ・

 �ఫ ◌ືᒃ ⛣ �ᡭ ಖ ಀ�ẁ ➼ ☜ ・ ㈝ ・

� �  �◌ཷ ᡭධ � ⥆ ᢸ㈇ ῶ  �ᚲ㍍ せ

ଵ ඡ

༎
ड

ሑ・ ・ ・

ಅ  ܾ◌ʙ ϋ

 � �㎰⦾ �␗ � � ᆅ ᇦ ᦠ㐃  � �・ ✭・ ➼

 �  � � � � ��◌ྜᡭ እே◌ ே◌� ᚲ せ ・ ・ ᅜ

◌� �◌ྛ
・ᆅᇦ ・ ・㡰 㐵  �� � ᘧ

 ኟ ኟ◌ึ Ꮨ㹼 �� ࣮�ࢡ ��・ ・ ✭ ・ ┴㎰

 � �� �స ◌ാ ಖປ ຊ≀ ・ ☜

◌ྙ
ఞ ଡ

ષ ৯  ऊ॒ऌण థ  योः खॆ  
প உ  ॽ থ ४ থ ऩन

    ◌া  

◌ྙ
ఞ ଡ

ષ ৯  ऊ॒ऌण థ  योः खॆ  
প உ  ॽ থ ४ থ ऩन

  ◌া   โ

ሾ ◌ၗ◌ॆ
ષ ৯  योः खॆ  ॽ থ ४ থ ऩन

   ◌া  

ଡ・ ・
ષ ৯  औऎ ै॒◌ऻ  

घः ऊ・ ・  ऩन

    ◌া  

◌া

◌া

◌া

◌া

◌া

◌ྙ
ኾ ଡ

ષ ৯  ঞ ॱ ५ ऩन
   ◌া  

    ՛ Ⴣ ଧ   փ  

Ⴣ◌॒ ே◌ ఔ  ଧ   ・ ・  

১ য ಉ・ ・

ਗ বয ౫
ଛ ◌ॉ ল ख

ປົ ⟶⌮
� ֨㈤ ➼㸦 㔠 㸧

ਗ বয ౫
◌ୣ ◌ാ

◌ୣ ◌ാ મ ◌੍ ௸

ଛ ল ◌ਃ ঢ়

◌ୣ ◌ാ ভ ・

ὴ ඛ㐵

ᴗ  �ᡭ◌ാ ಖᒣ ᙧ ᑐ┴㎰ ☜ ⟇
༠
㆟ �  � � ᴗయᐇ �・ ・ ・ ・ ㎰ ⪅ እ ᅜ ◌� �◌ཷ

ே◌ ධ
 �� � � �����◌ྥ ᑓ・ ・・ 㛛  � � ◌�  �࣮ࣟ��ᑐ ᖜ ᗈᛂⓗ ┦ ・

㕱㕱 ዿ◌॒ ே◌ ఔ ঊ・   ՛  Ⴗ ธ・  ᅏ

㕲㕲      ಲ ౮  օᄔ २ ◌ൃ ถ・

࣮ࣞࣜ ὴ 㐵�  �� ᴗ⏝ά ㎰ ➼⪅  � �ὴᡂ ・ 㐵 �⏝㈝ ◌�◌ཷ
ධ య ഛไ � ᚲ・ せ

 �� ㈝⤒ ㈇ ῶ �ᢸ ㍍ ᅗ �

ժ ի◌ൃ ඉ ◌ೄ・ᇸ ◌�እ ே◌ᅜ �ὴ 㐵 �� � ௨ ෆ・ ・㸴 ◌� �� 㛫 �◌ཷ ධ

 � �ὴ 㐵・ ・ ・⪅ ・ 㐵 ◌� ��  � ᴗ֨ Ⴀ య㎰ ➼⤒
ժ ի◌ൃ ૪ᇸ ᅉ ・ 㐵 ◌� ◌୍� 㒊

ጴժ ի◌ൃᇸ

ժ ի◌ൃ ඉ ◌ೄ・ᇸ ◌ୖ グ ・ ・㸦㸯㸧  ◌࣮ ὴ 㐵 ᡂ ᑐ ㇟ �⪅  � � ◌�◌ྲྀ ᖺ⤌
 �ᖺ ┠㸯 ᴗ Ⴀ య�㎰ ⤒ ➼

ժ ի◌ൃ ૪ᇸ ᅉ
◌ཷ ቃධ ⎔ ◌�  � ရഛ క� �・ ≀ ㉎ ධ ㈝
㸦  � � 

ࣥ
� ࢥ ᐙ: L) L ・ 㟁➼㸧

ጴժ ի◌ൃᇸ 㸯㸭㸰 ㎰㸦 ᴗ  � �Ⴀ య⤒ � ◌ୖ ⿵ 㝈㢠 ・ ・ 㸧

ዴၾ ・・

ӡӡ・・ӢӢ     ՛ Ⴣ ଧ ◌ൃ ถ

ӡ・ Ӣ ◌ႚ ◌ৄ ੩ ◌ൃธ ถ・・ ᅏ

Ἃ ỿ Ὂ ἲಅʙ

ଡ

Ⴚ ။ଡ・・ ・・ ・・ ・・ ・・
॰ ᇱ ప ਢ व・・ ・・

Ⴚ ◌ ့◌ೄ・・

・・ ᢸ 㔠㈇ ・・  ⿵ 㔠

・・ ಟ◊ ・

 ◌��➼

࣮ࢺ �ࢧ

・・  
ࣛ
ࢺ ・ ・ ・

� ・

 ◌࣭ ◌�እ ே◌ᅜ � �◌ཷ ධ� ・ 㛵 � ᴗ ◌ྥ
㎰ ⪅  �ಶ ◌ู ᐇ�┦ ・ ・ ・ᑐ ᛂ┦ ・

 ◌࣭ ��� ��  �ኸ୰ ┴$- ・ 㛵ಀ య �㛫ᅋ ◌�㐃 ㄪ⤡
 ◌࣭ ᴗ  � �� ◌�እ ே◌㎰ ・ ᅜ  

ࣛ
ࢺ �・ ・ ・ 㞠  ��⏝ ・ ・㛵 ሗ ・ ・

ಀ 僎ᶵ㛵 㛵 僔

ᦠ㐃

 
ࣛ
࣭◌ࢺ ᴗ⏝ ᐇ・ ・ ・ ・ ㎰㞠 �・⪅ ࢢ�� ࢣ࣮ࢺ �・ ・ ・ ・ ・ ㄪ

 ◌࣭ ḟ ௨ᖺ ᗘ 㝆 ᴗ ᒎ�・ ・㛤  ��◌ྥ ౯ ᳨ホ ド
儬免儈儆兏僔

౯ ᳨ホ ド

◌ୖ 㝈 ◌�ே◌◌ୖ 㝈 ◌� �◌ୖ ⿵ 㝈◌�◌ྲྀ ᖺ⤌
ே◌㸰 Ⴀ య⤒�・㸰 ே◌・ ・ � �  �ቑே◌ 㺃 㢠ᖺ ┠㸯

◌ྠ
◌ୖ

◌ྠ
◌ୖ・ ・ �ே◌ 㺃ᖺ ┠㸰

㻝㻜

Ƃ ƃ Ɩᠾዒ ዓ ಅ ・ ・ ᄩ ݣ ◌�ሊ ಅ̬ ʙ

䕿 ᴗస㎰ ・ ・ 䛻䛚䛡䜛㎰⦾ � 䛾◌ാ 䛝ᡭ ಖ☜ 䛻
◌ྥ

䛡䛶䚸 ᵝከ 䛺 ◌�ே◌ 䜢
◌ཷ

䛡ධ 䜜䚸ᣑ ・ 䛧䛶䛔䛟
◌ྲྀ

⤌ 䜏䜢
䜸䞊䝹ᒣ ᙧ 䛾య ไ 䛷・ 㐍 ᴗ �・ 㛫㸸 ᡂᖹ ᖺ ᗘ 㹼

ண 㢠㸦⟬ ◌ึᙜ 㸧㸸
༓

・

Ⴘಅʙ ・

 ᴗ ᚑ �㎰ ・ 㧗㱋⪅ � ᴗ・ ㎰ ⤒ Ⴀ
ᶍ  �� � ����క�・ つ ・ ・ ➼

ᶞ� � �స� ⱁ・ ≀ᅬ  �୰ ᚰ ・ ㎰
⦾ �  � ��  �  �ᡭ◌ാ・ ・ ㊊ ・㢧ᅾ

 ᴗ  ��◌ྥ
స ◌ാ ಖປ ຊ�㎰ ・ ・ ☜ ・

� �◌ྲྀ
⤌ 㔜  ◌� �� �� ����せ

 ◌� ඛ 足  �� �� � �ᶓ ᒎᚓ ▱ ぢ 㛤
 ◌���  ◌��� �  �య ไ ᖜ ᗈ・ どⅬ

 ◌� ◌ྜ
� ⓗ⥲  � � �◌ྲྀ

⤌ ᚲ せ

 ࣭� ◌ ◌࣭�ᕷ ⏫  �-$ ・ 㛵 ᶵಀ 㛵� ⤖
 ��㞟  ࣝ ࣮ � �  �  ◌� ᦠయ ไᒣ ᙧ 㐃

�  � �ᙉ ᗈ・ ⓗᇦ  �  � ・ ⋡ ⓗ ・

ᴗ �ᒎ 㛤 ᅗ � � � Ḟ◌ྍ
・ ・

  ���◌ാ 㠉�・ 㐍� ◌�እ ே◌ᅜ �✚

ᴟ  � � � �◌ཷ
ኚධ ໃ �ⓗ ・ ♫ ・ ・

� � � � �  ���・ ㋃ ・ ⤌  ◌���

�� � ᴗ ศ・ ㎰ 㔝 �◌ാ ಖປ ຊ� ☜

 �� � �ᙉ ・ ・ せ㔜

 ௧ ・ 㸴 � ◌� �ɔ ᡂᖺ ᗘ ᕷ・ ⏫ ဨ ・

 � � � ᴗ  �ᡭ◌ാ ಖຍ ᒣ ᙧ ᑐ┴㎰ ☜
⟇  �༠

・㆟ � �  ࣝ ࣮ � � �◌ୖ ᒣ ❧

 ◌� ��◌ྲྀ
య ไᙧ ・ 㐍⤌

 ᴗ  � �◌ྥ
స ◌ാ ಖປ ຊ�㎰ ・ ・ ☜ ・

ᐇ� ・ᆅ ᇦ  ��ᛂ・ ⊂⮬ �◌ྲྀ
� ⤌

�ᒎ 㛤

᎕ၾ ။ഌ ଡ ◌॒  ・・   ・・   ・・   ・・       ᎕ ။ ◌ৄ ੩ ◌ු  ธ  ◌້ᅏ և Ւइ

ශ   ◌ႚ◌॒ ே◌ ఔ  ・・ ・・     ୶     ・・     ��དད
    ಲ ౮   ・・     

Ꮡ ᛢ �・ ・ ಅ  ܾ◌ʙ ϋ Ἃ ỿ Ὂ ἲಅʙ

ᢸ ᙜ ㄢ㸸 ᴗ Ⴀ ࣭㎰ ⤒
◌ྥә ◌ୖᚓ ・ 㐍ㄢ

 �ᡭ◌ാ ಖ ᑐ ᢸ ᙜ☜ ⟇
 㟁 ヰ㸸  ◌࣭

ಒ ᙲ

ᴗ  �ᡭ◌ാ ಖᒣ ᙧ ᑐ┴㎰ ☜ ⟇
༠
㆟ ・

 �  ��◌ྥ ◌ྲྀᡭ◌ാ ಖ☜ ・ ⤌ ��

 ࣝ ࣮ � �  �  ◌�య ไᒣ ᙧ ・ 㐍

 ◌࣭  � �� ࢢ
ࣥ
�ࢳ ◌�ᘏGD\ZRUN・ ・ ・ 㹐㸴㸦ᐇ ⦼ 㸧㸯㸷㸪㸯㸱㸱௳ Ѝ 㹐㸯㸮㸦 ᶆ┠ 㸧㸱㸲㸪㸮㸮㸮௳

 ◌࣭ ㎰⚟ 㐃 �◌ྲྀᦠ ・ ⤌ � ⤒ Ⴀ య 㹐㸴㸦ᐇ ⦼ 㸧㸯㸯㸵⤌ ⧊ Ѝ 㹐㸯㸮㸦 ᶆ┠ 㸧㸯㸱㸮⤌ ⧊

ଵ ඡ

༎ड

ሑ・ ・ ・

፭ Ꭼ 㕸㕸Ⴉ ဗ ਢ व ฑ  ・・ ・・

௧ ・䞉 䠔ᖺ ᗘ 䜒䚸 ᴗ㎰䛂 ◌ാ 䛝ᡭ ಖ ᑐ☜ 䝽⟇ 䞊䜻䞁䜾
䝏䞊䝮䛃䜢タ 䛧⨨ 䚸ල య ⓗ䛺

◌ྲྀ
䜏⤌ ᐇ ・䛾 � ウ䞉

ẟ Ừ Ặբ ӳ έ

 ��ෆ ◌ാປ ຊ �┴ ㉳  ��

◌ാປ ⎔ ◌�ቃ ഛ ◌ಁ� 㐍

◌� �እ እே◌┴ ᅜ ◌� ࢢ
ࣥ
◌ே�ࢳ � �・ ㎰⚟ 㐃ᦠ �・ 㐍

 �� �� ᴗ ㎰�ࢡ࣡�࣮  ・ ・ 㐍

 ◌࣭ �㸯 ᴗ � ࣜ�ࢺ�  � ⏝� �㎰ ・・ GD\ZRUN ά ・ 㐍

 ᴗ �� ◌� ⏝ே◌ �・ ➼・ ά

 ◌࣭� ᕷ┴ ⏫ ◌� �ဨ➼ ・⫋ � ᴗ ◌ྲྀ�・ ⤌ �ᐇ� ・

 ◌࣭ ᴗ  � �� ᴗ・ ➼・ ・ ゎ ⚗ � � � � ᵝ  � ◌� � �ከ ே◌ �㋃ ・ ㎸ ・

 �እ ◌ാ ಖປ ຊ�┴ ・ ☜

 ◌࣭ ��� � � ��� ◌� �య� � 㦂 ồ �� ᵝ  � ◌�  � � ᴗ ᡭከ ே◌ ே◌�㎰

�・ ㊊ ⿵  �� �� ᆅ ᇦ �・ ▷  ◌�ᅾ  ���・ ⤌  ◌���

 ◌࣭ ◌�ᕷ ➼⏫ ᦠ�・ 㐃 ��・ ᆅ ᇦ � ཷ◌�ࢳ࣮ ධ ・ 㸦௬ ⛠ �㸧  �  �◌ୖ❧

 እ ே◌ᅜ ◌�  �� ◌�◌ྥ
య ഛไ�ά ㌍・

 ◌࣭  �ไ ᗘ ・ ▱ ⌮ �◌ಁゎ 㐍 �ᅗ �┦ ・ ・ ➼ 㛤ദ

 ◌࣭ ◌�እ ே◌ᅜ ὴ� � � � 㐵 �➼ ヨ 足  �  �౯ � ᳨ホ ド ・

ᆅ ᇦ  ��ᛂ・ ・ ・ ⊂⮬
◌ྲྀ

� ⤌ �

 ◌�◌ྛ
ෆ �┴ ᆅ ᇦ ồ ����  �ᡭ◌ാ ಖ☜

�◌ྲྀ
� ⤌ ��  � �ウ ᆅ ᇦ  � ᐇ・ ・ ・

  �� � � ቃ◌ാ ⎔ ◌� �ഛ ษ 㐺  �ປົ ⟶⌮
 ��・ 㛵 ಟ �◊ ・ 㛤ദ

 ㎰ 㐃⚟ �  �� ᴗཬ ◌ྥᦠ � �・ ㎰ ・⪅
 �� ��ཬ ᢏဨᣦ ᑟ・ ▱ ・ 辵 ᣦ ᑟ

ᴗ  �ᡭ◌ാ ಖ ᑐ㎰ ☜ ⟇ ࣥࢢࢳ࣮ ࣮࣡� �

䝬䝑䝏䞁䜾䛾≧・

ᘏ 䜉 㻞㻣㻘 ே◌㻜㻠㻢ồ ◌�ே◌

ᘏ 䜉 㻞㻠㻘 ே◌㻢㻥㻢◌�ᡂ ❧

㻥㻝䠂ᡂ ❧⋡

 �  �ཧ
௧ ・⪃ 㸵 ⏝ᖺ ᗘ ᐇGD\ZRUNά ⦼

௧ ᖺ・ 㸵 � � ・ Ⅼ㸧

㻝㻝



䠄䠎䠅㎰⏘ ≀ ㈍ ㊰㛤ᣅ 䞉㍺ ฟ ・ 㐍ㄢ

Ƃ ƃ ƴ ƚዒ ዓ ዅఄ Ꮛܖ ・ Ɠ ǔ・  ȷ င  ◌�֨ ᧙ �ෙ◌ෟ◌ ಅʙ

ẟ Ừ Ặբ ӳ έ

ᢸ ᙜ ㄢ㸸㎰ ≀ ㊰㈍⏘ ฟᣅ �㛤 ㍺ ・ 㐍ㄢ

 ◌࣭ ရ㣗⡿ ⢊ ᴗ � ᢸ・⏘ ᙜ
 㟁 ヰ㸸

㸯 ・ ・ ⤥ 㣗 ��・ 㣗⫱ ・ 㐍  ��� ᆅ ⏘ ᆅ ・

�◌ྲྀ� ⤌ ���・ ・

 ・ ・ ⤥ 㣗 �ᐇ ・ ・ 㸦 ◌�୰ᑠ Ꮫ 㸯㣗  � �� ・ 㸧

ඣ ❺⏕ ᚐ � ᆅᇦ ᴗ ��㎰ 㣗◌� �・ ・ ⌮ ◌ಁゎ 㐍� ᅗ �

 �� � እෆᏛ � 㣗�㎰・ 㛵  �� ᴗ ࣭ ◌� �  ��⏝ே◌・ ά

・ ・ ⤥ 㣗
◌ྲྀ

� ⤌ ���・ ・

 ᆅ⏘ ᆅᾘ �◌ྲྀ
� ⤌ ���・ ・

ͤ  � � �  �� ὶ◌ཷ
ձ ղ � � �・ ・ ・ ・ 㣗⤥ ・

 �ᐇ ᚲ・ 㡲

㸰 ┴⏘ ⡿ ⢊ 㧗㓄 ࣥ� �◌ྜ ධᑟ� ・

┴⏘ ⡿ ⢊ ࣥ�◌ྜ
㧗㓄 �ᑠ・ 㯏⢊  

ࣥ
◌ ᕪ� �㢠 �◌୍ 㒊

�◌�ᖺ 㸯ᅇ � ・

ᴗ �・ 㛫 ௧㸸 ・ 㸱ᖺ ᗘ 㹼

ಅ  ܾ◌ʙ ϋ

Ⴘಅʙ ・

Ꮡ ᛢ �・ ・

ண 㢠㸦⟬ ◌ึᙜ 㸧㸸
༓

・
ಒ ᙲ

ᵝձ ᘧά⏕  � ᵝ  ��  � �ከ ୰ Ꮚ・ ・
 ��� ᆅ ᇦ ᴗ ��㎰ 㣗・ 㛵  �� ⌮

� ῝� � �ゎ 㣗 �  �� ពᑐ・ ㆑ ◌�
 � �・ 㐺  �ษ ・ 㣗  �� 㑅  ◌���ᢥ

� ◌��ຊ ⫱  � � ᚲ・ せ

�э⏕ ⏘ ⪅ ရ ・㣗 㛵㐃 ᴗ  � እෆᏛ➼
◌�ே◌� ・ 㐃  �� ὶ ��ᦠ ・ ・㣗⤥ �

�㎰・㣗 㛵  �� �Ꮫ �・ 㐍

� ���ղ Ꮚ �・ ᆅ ᇦ ᴗ �㎰ ・ 㣗 㛵
 �� �ゎ⌮ ῝ �� �� ��・ 㣗⫱

ሙ◌୍ య・ ⓗ・ ㎰ᆅ ⏘ ⏘ ᥦ ౪�≀ ➼
�  �� � �ᐇ ・ ・ せ㔜 �➨㸦 㸲ᅜ

ḟ ・㣗 㐍⫱  � �ィ ・⏬  ◌�� ◌� ◌್ ┠
ᶆ � ᐃタ 㸧

э ・㣗 㐍⫱ �◌ྲྀ
� ・⤌ � �・ ・ ┴ ⏘

㣗 ◌� �┴ ⏘ ⏝ရຍ ᕤ ᣑ�➼ ・ ・
��  � �ᾘ �・ ᆅ ᆅ⏘ ◌ಁ 㐍

э┴⏘ ⡿ ⢊ ࣥ�◌ྜ
㧗㓄 �  � �ᥦ ౪ ◌ಁ�

┴⏘ ⡿ ⢊ ⏝ �ά ・ ⌮ �  �ᡂゎ 㔊 �

 � ��ᚲ せ

ǭ ȸ Ƞಅʙ ǹ

 ◌࣭ ᆅ ᇦ ᴗ ��㎰ 㣗◌� �・ ・ ⌮ ◌ಁゎ 㐍

 ◌࣭ ┴⏘ Ỉ�㎰ ⏘ ᴟ ⏝ ◌ಁ�≀ ✚ ά 㐍

◌ൃᇸ

 ・ ・ ⤥ 㣗 ��・ 㣗⫱ ・ 㐍

э 㣗ᆅ ᇦ ◌ ◌� � � ・㣗 �

◌� �㣴 ➼�ࢫࣛࣥ ゎ⌮

 ᆅᇦ㣗 ◌� � �� ⏝・ ⤥ 㣗ᥦ ౪

ձ ┴ 㔝⏘ �  ��⏝・ ⊩ ❧

ղ ຍ┴⏘ ᥦရ ౪ᕤ

◌ྜ
ճ 㧗㓄 ࣥ� ᥦ⡿ ⢊ ౪

эᆅ ᆅ⏘ ᾘ ព� ⩏ ⌮ ゎ

 ඣ ❺⏕ ᚐ � ᆅ ᇦ ᴗ ��㎰ 㣗◌� �・ ・ ⌮ ゎ㔊 �ᡂ ᅗ �� � ◌�Ꮫ・ ・・ ⤥ 㣗  � ��・ ┴ ⏘
Ỉ�㎰ ⏘ �⏝ ᣑ�≀ ・ ・ ⡿ ⢊ ࣥ� �◌ྀྲධᑟ ・ ⤌ �ᕷ ⏫ ◌� ��・ ・

 ◌࣭ ◌�Ꮫ ⤥ 㣗  � ��・ ᆅ ⏘ ᆅ ᾘ � ・�ࢡ ・ 㛫୰ �┴ ⏘ 㣗 ◌� ◌ྜ⏝�・ ・ 㸦㔠㢠࣮ࢫ� 㸧
㹐㸳㸦ᇶ ᖺ‽ 㸧 㸣 э 㹐 㸦 ᶆ┠ 㸧 㸣

එ ष・ ・ᇸ
༳

◌ൃ अዴၾ� �

ष ・�षĬኾଡ ◌ౌ ఎҒ

षĨ ・�षଡ ◌ౌ इғ ・ ᆀ

ᕷ ⏫ ◌�

┴

㐃ᦠ

ᇱ ୦ ◌ೄ

◌ౌ ◌ೄภ

ඳ ᆀ৫ ・

Ǎ ・ ・ | ・

�ཆඳ ・

ጊࢯ ዏ◌ੱ

ヰㅮ

ධ⣡

㻝㻞



Ƃ ƃ ཋᠾჄ င ငਘ Ϊ ȷ Լ ਘ  ・ ・Ј � ◌�᧙ � ಅ҄ ʙ

ண 㢠㸦⟬  ◌࣭ ᙜ㸰⿵ ◌ึ 㸧㸸
༓

・
ಒ ᙲ

Ꮡ ᛢ �・ ・ Ἃ ỿ Ὂ ἲಅʙ

ᾀ ỉ ụ Ắ Ẳ Ẕ ẕኵ ᎍૼ ૼឪᙹ ᙹ・ Ј ӕ ・
 ◌࣭ ◌ಁฟ㍺ ࢼ࣮ 㐍�ࢭ �  �◌ཱྀ ◌ྲྀ

ධ ・ ▱ ㆑ ᚓ 㹼◌ึ ฟ 㹼㍺ᅇ

� � ◌�ሙ ◌୍ᕷ ᣅ㛤 ㏻Ẽ ㈏  ��క ㉮ � �ᐇ・ ・

ᾁ ἅ Ὂ Ἑ ỵ Ὂ ἑ Ὂ ỉ ፗჄ Լင ᚨ・ Ј ・
 ◌࣭ ᾏ ࢫ �ࢪ � � � ᾏ �እ እಶ  ௳◌ู ᑐ� � ᛂ・・ ┦ ・ ・

ࢢ࣭࣮ࣖ
ࣥ
�ࢳ �  ��◌Ǽ ᐇ� � ・ ・ ・ ・ ・

Ȑ Ǥ Ȥ ȸ �ཋᠾᲭ Ⴤ င င ◌ႆ ・ȷ  ・・・・Ƿ ȧ ȳ ◌ૅ ੲ
 ◌࣭ ᾏ � �  

ࣥ
ಝࣙ��ࢥ ᡂእ ᙧ�・ ・ ・ Ⓨ ・

◌࣭�  ��� �ᥦ◌Ǽရ ◌Ǽᣍ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

 ◌࣭  㤶  ◌࣭ ‴ ࣭◌ྎ
㸿㹑 㸿㹃 㹌  ◌� ရ�➼ ┴ ㈍⏘ ࣮ࣔࣟ�・

 
ࣥ
ࢩࣙ ᒎ� 㛤

Ხ ᙹ ・ Ȣင・Ј  ȇ ȫ � ǁ Ʒ ǈኵ・ ӕ
 ◌࣭ ᾏ ࢽ࣮ࢬ  ࣭��ὶእ ไ  ᑐ� ᛂつ ・ ⏕ ⏘ య �㏻ ㌿⣔

�  �� ᶍ � ฟ・ ㏻ ・ つ ㍺ ᆅ⏘ ࣝ
�ࢹ  �� ◌ྲྀᡂᙧ� �

��⤌ ᐇ ・

ᾄ Ὁ Ὁ� Ệ߸ ߸・  ・ ấ Ậ Ủ Ἡ Ἷ ἴ Ὂ Ἁ Ἱ ὅ ỉ ・ޒ 
 ◌࣭ ・ᅜ⡿  � �� ┴ ⏘ ᾘ�➼⡿ ㈝㟂 �� �� �ᣑせ ・ ᅗ

 ࣞ � 
ࣥࣛ
 �◌ ࢫࢺ

ࣥ
ᑠࣟ�࣮ࣔࢩࣙ ᗑ ��・  ➼ 㛤ദ

 ◌࣭ Ḣ  � ��ᕞ ・ ┴ ⏘ �➼⡿ �ࣛࣥࢻ ౯ ◌್ ⌮  � ��◌ྥ
ゎ・

 
ࣥ
࣮ࣟࣔࢩࣙ

ࣥࣛ
��ࣞࢫࢺ 㛤ദ

 ◌࣭  � �� ᴗ ⏝◌ົᕞ ᒣ ᙧ ᣑ�・ ・ ∵ ㊰ ・ ・㈍  ࣞ � ��◌ྥ
 
ࣥ
࣮ࣟࣔࢩࣙ

ࣥࣛ
��ࢫࢺ 㛤ദ

ಅ  ܾ◌ʙ ϋ

ᴗ �・ 㛫㸸 ᡂᖹ ᖺ ᗘ 㹼

 ┴⏘ ㎰⏘ �≀ ➼ ㍺  � �◌ྥฟ ᣑ ・ ・ ㍺ � ᶵฟ ・ 㛵➼・ 㐃  ��ᦠ ㍺
◌ྀྲฟ ⤌ ⪅  �� � ㉳  ��

� ㍺ ฟ ⏘ ᆅ �  �� �  � 
ࣥ
�࣮ࣟࣔࢩࣙ � �� � ᾏᡂ እ◌Ǽᙧ �・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ➼・ ㈍

�㊰ 㛤 ࣛ�ࣥࢻ  ࣭ � �ཬᣅ ᣑ� ᒣ ᙧ ᐃ ᣑ� �・ ・ ・ 㐍

ẟ Ừ Ặբ ӳ έ

ᢸ ᙜ ㄢ㸸㎰ ≀ ㊰㈍⏘ ฟᣅ �㛤 ㍺ ・ 㐍ㄢ
ฟ ・ 㐍㍺ ಀ

 㟁 ヰ㸸

Ⴘಅʙ ・

 ◌࣭ ┴⏘ ㎰⏘ ≀ ㍺ ฟ 㢠 㹐㸴 ┤㏆ ⓒ・ ・ э 㹐 ᶆ┠ ⓒ・ ・

Ƃ ƃऴ Ѭ
 ே◌ ῶ �◌ཱྀ ᑡ 㧗 ・ ➼㱋 �� ෆ・ ᅜ � 㣗

ሙᕷ � ⦰  ◌� �� � �◌ྥ
ഴ ◌୍ ୡᑠ ⏺ �

ሙᕷ �㣗 ᣑ ・

�  
ࣟ
ᆺ ࢥ ࢼ �ឤ ᣑ ᙳ�・ 㡪 ��・ ・

 � ��  �◌ྛ
�ᅜ ⤒ ῭  � � �◌ືά ・㛤

ᴗ ⏝◌ົ 㟂  �せ ᅇ  ���ᣑ・ ・ ・ ・ ・

 �・ ᆅ⏘ 㛫  ��த➇ ・

Ẕ ẕᛢ �

 ฟ㍺ ඛ ᅜ  ◌࣭ ᆅ ᇦ  � ฟ・ ・ ㍺ �࣮ࣝࢺ ㍺

◌ྲྀ
ฟ ⤌ ⪅  �ᐃ ・ᅛ  �� � �◌ྥ

ഴ ・ つ

�࣮ࢺࢼ࣮ � � つ㍺
◌ྲྀ

ฟ �⤌ ⪅ � � ㉳

 ���ᚲ せ

እ 㣗 せ㟂 � ᅇ  ��ᴗ ◌ົᣑ ᑐ ᛂ・ ・ ・ ・
⏝ �㊰㈍ ᣅ ᣑ� ・㛤  �� �◌ྥ ◌Ǽ・ ・ ・

 
ࣥ
� ��࣮ࣟࣔࢩࣙ ᚲ せ

 ฟ㍺ ඛ ᅜ  �  � �ရ ௳� �┠ ・ ・ ・ ㎰ ⸆
 �ไ ᑐ� ᛂ ᚲつ ➼・ せ

⌧ᆅ ࢽ࣮ �ࢬ �  � � 
ࣥ
��࣮ࣟࣔࢩࣙ

ᒎ⥅ ⥆ 㛤 �� �ࣛࣥࢻ  ࣭ �ᒣ ᙧ ᐃ�・

 �ᣑ ᚲ・ せ
┴⏘ ㎰⏘ ≀ ➼䛾㍺ ฟ ᣑ ・

ሙᕷ ㄪ �

䝞䜲䝲䞊 �Ⓨ
㛵 ᵓಀ ⠏

㍺
◌ྲྀ

ฟ ⤌ ⪅ 䛾

� 䜚㉳䛣䛧

ᾏ እ 䝙䞊䝈䜔 ไつ 䛻ᑐ ᛂ 䛩䜛㍺ ฟ ⏘ ᆅ䛾 ᡂᙧ
䝞䜲䝲䞊ᣍ 䜈䛔䠄 �◌Ǽ ・ ・ 䠅
䝔䝇䝖㍺ ฟ 䞉䝔䝇䝖㈍ ・ ➼

䝥䝻䝰䞊䝅䝵䞁

ᾘ ᣑせ ・䠄 㟂 䛾 䚸㈝ ᒣ ᙧ 䝤䝷䞁䝗 ᐃ ᣑ╔ ・䛾 䞉 䠅

䛆㔜Ⅼᆅ ᇦ 䛇

◌ྎ
‴ 䚸㤶  䚸୰ ᅜ䚸㡑ᅜ 䚸㻭㻿㻱㻭㻺䚸・ ⡿ 䚸Ḣ ᕞ 䚸 ᕞ・

䞉㍺ ฟ 䝉䝭䝘䞊
䞉 ᑐ ᛂ┦ ・

䞉 � ฟᕷ ᒎぢ ➼
䞉◌Ǽ ・ ・ 㛤ദ
䞉䝬䝑䝏䞁䜾� ・

ʩ  சஹ ˄ ဇ ಅ・・ ʙ

㻝㻟

Ƃ ƃዒ ዓ    ・ ˖ ◌�ո ֨ሁԼ ಅ ◌�� ಅʙ

ண 㢠㸦⟬ ◌ึᙜ 㸧㸸
༓

・
ಒ ᙲ

Ꮡ ᛢ �・ ・ Ἃ ỿ Ὂ ἲಅʙಅ  ܾ◌ʙ ϋ

ᴗ �・ 㛫 ௧ ・㸸 㸵ᖺ ᗘ 㹼

 ᣢ ⥆  �ⓗ 㣗 ◌� �ࢫࢸ�  � ��◌ྥ� ☜❧・ 㣗・ 㛵�� ᵝ  �ከ 㛵ಀ ⪅ ��・ 㐃ᦠ ◌ಁ� 㐍
 ┴⏘ Ỉ�㎰ ⏘ �  ��� �� ࢫ �ࢧ࣮ � ࢫ��  �ࢪ �⏝ ◌Ǽရ≀ ά ➼ 㛤 ��Ⓨ・ ・

ẟ Ừ Ặբ ӳ έ

ᢸ ᙜ ㄢ㸸㎰ ≀ ㊰㈍⏘ ฟᣅ �㛤 ㍺ ・ 㐍ㄢ

ᣅ �㊰㛤㈍ 㣗ࢫ �ࢪ � ᢸ ᙜ・ 㐍
 㟁 ヰ㸸

� ⫼ � �

 ・ �ᅜ ◌� � 㣗 ◌�  ��౪ ┴・⤥  �ከ
 � Ỉ� �ᙬ ㎰ ≀⏘ ⏕ ⏘

 ┴ ㎰⏘ Ỉ� �≀⏘  �  �◌ྥ
ඛ・ せ ・

 ◌� �� ᴗရ ・㣗 ⏘  ◌� � � � ◌ೃ� Ẽ
��ኚ ◌ື ・ 㣗 ◌� ⏕ �⏘ � �Ᏻ ᐃ・ ・

ୡ ⏺ ⓗ㣗 ◌� 㐩ㄪ �� ౯� �・ ・ ・

➼㧗㦐 ࣜ㐩ㄪ � ࢫࢡ 㢧ᅾ ・

� ㄢ㢟�

 ┴ ㎰⏘ Ỉ� �≀⏘ � ◌�ཎ
⏝ ᣑ・ ・

◌� Ᏻ ᐃ� 㐩ㄪ ዲ➼ ・ ⎔ �� ⏕ �

 
ࣥ

◌࣮ �࣮ࣜࣗࢳ ཬ ᣢ� ⥆  � ◌�ⓗ 㣗

�ࢫࢸ� ᵓ� ⠏
◌ ◌� � ཎ

� � 㐩ㄪ ࢫࢡ ῶ � �� ㍍ ㄪ

ከ�㐩  � �� �◌ྥ
ෆゅ ・ ・ ┴ ㎰ ⁺

・ ・⪅ ရ㣗 〇㐀 ᴗ �・ ・⪅ ��ࢳ

ࢢ
ࣥ

◌

 ┴ ㎰⏘ Ỉ� �≀⏘ �  �⏝ ά ・ ・

 �� � �ࢪ��  �◌ྥ
౯ ◌್ ◌ୖຍ ・ ㈨

ࢫ ฟ� ・

㸯 ಝ࣮ഃ
ࣥ
಑ ・ ・ タ ⨨ 㐠 ᴗႠ ・

ᣢ ⥆  � ◌� ⓗࢩ 㣗 �ࢫࢸ  � ��◌ྥ
� �☜❧・ ᆅ ᇦ

ရ ・㣗 ᴗ � � ᴗ ከ�㎰ ⁺ ➼⪅ ᵝ  �ಀ㛵 ⪅  �ཧ
ຍ

 �� � ᦠ ・㐃ᆅ ᇦ � ・㐍 ಝ࣮ഃ
ࣥ
಑ � ᙧ� ・ ・

ᡂ

ရ ・㣗 ᴗ � � ᴗ �㎰ ⁺ 㛵㐃⪅ ᴗ �➼・✀ ᦠ㐃 ᙉ

�  � �◌ಁ・ 㐍 � � �ရ㣗 ࢫ �ࢪ � �  �� �ฟ・

�� ㄢ � ウ㢟 � � ◌� �ሙ య ഛไᐃ� � �タ ┦ ・

ᐇ ・

㸰 � ࢡࢺ �ࣟࢪ � � ᴗつ ・ ・

ᑐ ・㇟ ・ 㸸 㐃ᆅ ᇦ ᦠ ・ 㐍 ಝ࣮ഃ
ࣥ
಑ � �・ ・ ・

 ◌�  �� �ฟ・ ᆅ ᇦ ᣢ� ⥆  � ◌� ⓗࢩ 㣗

�ࢫࢸ  �� � ◌Ǽရ� �☜❧・ ㈨ 㛤Ⓨ

ࢡࢺ �ࣟࢪ � �➼

ᑐ ㇟ ⤒ ㈝ � ◌Ǽ㸸 ရ �➼ 㛤  �ᚲⓎ・ せ ㈝⤒ �㊰㈍

�ᣅ 㛤  �� ��  �ᚲ・ せ ㈝⤒ ➼㸦ࢯ

�ࢺ ᴗ ��・ ⿵ ᑐ 㸧㇟
 ⿵ ⋡ 㸸 �

Ⴘಅʙ ・

䛾㣗䛻ᆅ ᇦ 㛵䜟䜛 ᵝከ 䛺 ᦠಀ㛵 䛾㐃⪅
䛻䜘䜛䚸ᣢ ⓗ䛺⥆ ◌�㣗 䝅䝇䝔䝮 ☜❧䛾

ᅜ ┴

䞉┴⏘ Ỉ�㎰ ⏘ ≀ 䛾㣗ရ 〇㐀ᴗ �� ౯ ◌್ຍ➼・ ・ 㢠
㹐㸲㸦ᇶ ᖺ‽ 㸧 ൨ ・ э 㹐 㸦 ᶆ┠ 㸧 ൨ ・

崛嵛崥嵤崟崊嵈
ಟ◊ ・䞉 䚸 ദᑓ ・㛛㒊 䛾㛤

◌�య ഛไ┦ ・䞉 䛾

� つ䞉 䝥䝻䝆䜵䜽䝖 ฟ・䛾

� ᴗ㎰ ⁺ ➼⪅

ὶ ᴗᑠ㏻ ・䞉 ⪅

ᴗእ ୰㣗䞉 㣗 ⪅

䞉䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮 Ⴀ䛾㐠

� つ䞉 䝥䝻䝆䜵䜽䝖  䜈䛾⿵

 ⿵

ᴗရ 〇 ・㣗 㐀 ⪅

ᶵ ➼㔠 㛵女

㻝㻠



䠄䠏䠅┴⏘ ⡿ ᡓ ␎ ・ 㐍ㄢ

Ƃ ƃਘ Ϊ   ဇМ  ˺ ཋ
ᇤ � ݣ ◌�ዮ ሊဃင ಅʗ щ ҄ ӳ ʙ

ಒ ᙲ

Ꮡ ᛢ �・ ・ Ἃ ỿ Ὂ ἲಅʙಅ  ܾ◌ʙ ϋ

 ᅵ ᆅ ・ ・ ᆺ
◌ྠ ⏝స ඹ� �≀ ・ ・ タ ・ ⦅ 㞟⣙  ◌࣭ ◌ྜ

⌮  �◌� �ഛ �・ ・ ・
 ᅵ ᆅ ・ ・ ᆺ స �≀ ⏕ ⏘  �◌ྥ ◌ୖ Ᏻ ᐃᛶ ⏕ ⏘  ��◌ྥ ◌ྀྲ

➼・ ⤌ ���・ ・

㸦⌧≧㸧 㸦 ᶆ┠ 㸧

 ◌࣭ ⤒  ��Ⴀ య ᙜ ⡿ � ⏘ ฟ 㢠 㹐㸰㹼㹐㸳 㸱㸷㸳・ ・ э 㹐㸯㸮 㸵㸲㸮・ ・

 ◌࣭ ・ ㇋
༢�

・ 㹆㸰㸷㹼㹐㸳㸦㸵୰ 㸳㸧 㸯㸲㸮㹩㹥㸭㸯㸮㹟 э 㹐㸯㸮 㸯㸴㸮㹩㹥㸭㸯㸮㹟

 ◌࣭ � ༢� � ・ 㹆㸰㸷㹼㹐㸳㸦㸵୰ 㸳㸧 㸲㸯㹩㹥㸭㸯㸮㹟 э 㹐㸯㸮 㸳㸶㹩㹥㸭㸯㸮㹟

ẟ Ừ Ặբ ӳ έ

�・㸯㹼㸱 ・

ᢸ ᙜ 㸸 � ・ 㐍⡿ ⟇ ᢸ ᙜ
 㟁 ヰ㸸

 �� ・㸲 㸳 ・

ᢸ ᙜ 㸸స ᢸ≀ ・ ⯆ ᙜ
 㟁 ヰ㸸

Ⴘಅʙ ・

� �┴ ᅵ ⏝ స・ᆅ ᆺ ≀

ሙ� ⏕ ⏘ ⌧  ◌� � � ��・

த�➇ᆅ⏘ ຊ ᙉ� ・ ・ ㎰

ᴗ �・ ┈⪅  �◌ྥ ◌ႚ◌ୖᛶ �

�・ ㄢ㢟⥭  � ���� �

 � �� �� � ┙ ᇶ⏕ ⏘ ᙉ

 � �ᾘ・ ㈝  ◌࣭ ᐇ 㟂⪅ ⪅ �

 �ᛂせ・㟂  ◌� � Ᏻ ᐃ ⓗ・

 ◌࣭ ౪⏕ ⏘ ⤥  �� �య ไ ➼

ᵓ  �� ᚲ⠏  � �� �せ

� � � �  ◌�  ��◌ാ┴ ✌

✐ ・㢮 ㄪ⇱ ඹ�〇・ タ ➼

 � �◌ྠ
⏝ �・ ・ タ 㸲⣙ ・

 � ◌�⏝ ᖺ⪏ � �� 㐣㉸ �

� � � �  �◌ႚ�・ タ ➼ ⥭
 � �・ㄢ㢟  � ��� � �

 �� � � �・ タ ・ ⦅ 㞟

 ◌࣭ ◌ྜ
・⣙ ⌮ ��  � �・ ㎰

ᴗ ᵓ �㌿㐀  � � ��ᚲ・

 � �� �せ

㸯 ◌ৗ ੦ ম ੑ ৰ ಎ  ଡୗ ૡ ఌ ◌੍ ର হ・・ ・・・・ ・・� 㸰� ⿵ṇ ��  �◌ึᙜ
◌ુ ਹ ৷ ਝ भ ગ ◌ౣ ૐ ৺ ◌়৶৲◌॑ ◌੍ ର・ ・

ඹ㸦㸯㸧
◌ྠ

⏝ �・ ・ タ ・ ⦅ 㞟⣙  ◌࣭ ◌ྜ
・⌮ 㸦⿵ ⋡ 㸸 ௨ ෆ 㸧

┴㸦㸰㸧  �� �� ࣭ �◌ୖᔞ� ・ ➼・ ・ 㞟⣙ �◌ྜ
�・⌮  �� ຍ ・㏿  �  �ᣑ ・

㸦⿵ ⋡ 㸸බ ᗈᛶ �┈ ᇦ ᛶ � 㧗 �◌ྲྀ
⤌ � ◌� � �� ・ ⿵ 㢠 ௨ ෆ� ➼ 㸧

 হ ৰ ৬  ◌ੈ ◌ੌ ◌়  হ ◌ੌ ◌় ১ য  ਚ થ ◌ి ત ১・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ য ಉ

㸰  � ᴗ  ◌���ᙉ ㎰ ⥲ �◌ྜ
・ ・ ・ 㔠㸦⿵ ⋡ 㸸 ௨ ෆ ➼㸧 �  �◌ึᙜ

◌� ��◌ྠ
⏝ඹ ഛ�・ ・ タ ・

 হ ৰ ৬  ◌ੈ ◌ੌ ◌়  হ ◌ੌ ◌় ১ য  ਚ થ ◌ి ત ১・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ য ಉ

㸱 ⏘ ᆅ ⏕ ⏘ ᇶ ࣮࣡��� ᴗ┙ ・ ・ 㸦⿵ ⋡ 㸸 ௨ ෆ 㸧 �  �◌ึᙜ
಑ࢫࢺ ῶ �  �◌ྥ

ప ◌ୖ ᙉ� ᛶ � ᚲ ┙ ・ ➼・ せᇶ⏕ ⏘ ⏕ ⏘ ⏕ ⏘  � ᴗ ᶵ Ე �㎰

ࢫ࣮ࣜ ��ධᑟ ➼ ・

 হ ৰ ৬   ਓ ◌ঃড ॵ উ ੑ प ਜ਼ ◌઼હ ऐ・ ・ ・ ・  ・ ・  ◌ै◌ोञ ಉ・ ・ ・

㸲 㯏㢮⏕ ⏘ ᢏ 辵 ᴗ◌ྥ ◌ୖ ・ 㸦⿵ ⋡ 㸸ᐃ 㢠㸧 �  �◌ึᙜ
�・ ・㯏 ⫧ 㜵㝖⣔ ᵓ �� �➼・ ・⠏

 হ ৰ ৬  भ ◌ੌ ௶ घॊ ੮ ৬ ಉ・ ・ ・ ・ ・ ・

㸳  �Ᏻ ᐃ� ⏕ ⏘ ᑐ➼ ⟇ হ ・・㸦⿵ ⋡ 㸸ᐃ 㢠 � � ௨ ෆ� 㸧 �  �◌ึᙜ

 �ᢏ ධᐖ ᑐ ᑟ�‵ 辵⟇ ◌� ◌ྲྀ
ዎᖺ」 ⣙  � ��ᘬ � � ᅜ ⏘ つ㟂 �ᣑ �せ ・ ・ ・

 হ ৰ ৬  भ ◌ੌ ௶ घॊ ੮ ৬ ಉ・ ・ ・ ・ ・ ・

 � �㸯 㸰  ��㸲 㸳 ・ ・

・
・
ᐇ
・
・
య

ᕷ
⏫
◌�

┴ ᅜ

ㄳ⏦ ㄳ⏦

・ ・・ ・

ㄳ⏦

・ ・

ᴗ�・㸱

・
・
ᐇ
・
・
య

ᕷ
⏫
◌�

┴

ᇶ
㔠
⟶
⌮
ᅋ
య

ㄳ⏦ ㄳ⏦

・ ・

・ ・

ㄳ⏦

・ ・
呁
呎
吐
・
♫

㻝㻡

ண ⟬ 㢠㸦 ◌ึᙜ 㸧㸸
༓

・

�㸦㸰 ・⿵ 㸧㸸
༓

・

ᴗ �・ 㛫 ᡂᖹ㸸 ᖺ ᗘ 㹼



Ƃ ƃૼ ൦ᙹ ᆖ Լૼ žᆔ Ɩ Ǉ Ư ݰ ◌�֨ਖ਼ ಅǏ ǜ ǜſ λ ʙ

ண ⟬ 㢠㸦 ◌ึᙜ 㸧㸸
༓

・

�㸦㸰 ・⿵ 㸧㸸
༓

・

Ⴘಅʙ ・

 ⏕ ⫱ � � 㧗 ⎔  �ቃ ㄢ㢟  ��  �୰・ 㧗  �ရᙉ ・ ✀ �◌�  � � Ḟ  ◌� �� �� � Ỉ �◌ྍษ�・ ・ ・ ・ ✄

ရ ✀  �� ��� ◌�� � �ධᑟ� ・ 㐍

Ἃ ỿ Ὂ ἲಅᏑ ᛢ �・ ・ ʙ

� � ┴ ရ・ せ ✀ స� ・ 㠃

 � ��  � �ጲ� ⱝ✚ 㞷

 � � � � � ���・ 㸱ရ
 ��・ 㸶✀ � � � �༨

�

 � � ��・㸣 ◌� �ࢩ �

 � �・ 㧗

 ௧ ・ ᖺ㸳  � � ᙳ�⊛ 㡪 ◌�

 � � � �  �ရ��� ㉁ ・

 ��  �  �ప ◌ୗ ௧ ・ 㸴 㸵ᖺ

� � ⏕ ⏘ ⪅ �� ရດ ຊ ・

�ᣢ㉁ ⥔  ��� �� � ・

 �ឤᏳ ᙉ�

  㧗 ᛶ⪏ ရ ✀  �స� ・ ・

��◌ྜ ᣑ �・ ・  ┴⏘ ⡿ �

 �� ౪Ᏻ ᐃ ⤥

ᴗ �・ 㛫㸸௧ ・ 㸶ᖺ ᗘ 㹼

┴

༠ྜྠ
┴ ✐㞟⡿ Ⲵ ⤌

ᒣ ᙧ・ ㎰

⏕ ⏘ ⪅
⏕ ⏘ ⤌ ⧊

ẟ Ừ Ặբ ӳ έ

䠍䚸䠎 ಀᏊ ・䞉 㛵ᇵ✀
ᢸ䕔 సᙜ ᢸ ᙜ䠖 ≀ ・ ⯆
㟁䕔 ヰ䠖㻜㻞㻟㻙㻢㻟㻜㻙㻞㻟㻝㻢

䠏 ὶ ಀ・ ㏻㛵㈍

ᢸ䕔 ᙜ 䠖┴ 䝤⏘ ⡿ 䝷䞁䝗ᡓ ᢸ ᙜ␎
㟁䕔 ヰ䠖㻜㻞㻟㻙㻢㻟㻜㻙㻟㻞㻥㻡䞉㻞㻠㻣㻢

 ◌࣭ Ỉ �✄ 㧗 ⪏ ရᛶ ✀
◌ྜ

స ・ ・ 㹐㸴 㸦┤㏆㸧 㸣 э 㹐 㸦 ᶆ┠ 㸧 㸣

ಒ ᙲ

ಅ  ܾ◌ʙ ϋ

�ᐇ ド ・䛾ᅡ ᇵ ⤖

㸯 ✀ Ꮚ Ᏻ ᐃ� ⏕ ⏘ ᵓయ ไ � ⠏

 ᴗ ◌ྜ
┴㎰ ⥲ � ࢭࢱ࣮ࣥ �� ཎ

◊ ✲ ・ ✀ �➼⏕ ⏘  �� ◌� ഛ� ・ タ

 ⏝◌୍ స・ ・ ✀ �Ꮚ ᢸ⏕ ⏘ � ⏕ ⏘ ⤌ ⧊  � �� ౪Ᏻ ᐃ �・ ⏕ ⏘ ⤥
ᵓ  �య ไ �⠏ �ᶵ �Ე ධᑟ� ➼ ・

㸰 ・ ᇵ  
ࣗ

�ࢽ ಑ᡂసࢫࢺ పຊ  ・ ・ ・ ┬ ⏕ ⏘ ᢏ 辵 � 㛤Ⓨ

 ᐇᆅ⌧ ド ᅡ � ��・ ᇵ ⤖ � � � � �㋃ ᇶ ・ ・ᇵ  
ࣗ

ࢽ ᡂస�・ ・

  � ಑ࢫࢺ ᢏపຊ  �┤・ ・ ┬ 辵⏕ ⏘ �Ⓨ㛤

㸱 ㈍ ὶ ᑐ・ ㏻ ⟇

 ௧ ᖺ・ 㸷 ࣮ࣗ �ࢹ ࣮ࢡ��ࣟ  ྥ◌�ࢦ ᡂసᗘ �・

 Ẹ ᶵ�┴ 㐠㔊 �ᡂ ᅗ ࣮ࣗ �ࣞࢹ ࢺ�� ദ� ・ ・ ・ 㛤

 ᅜ እෆ ᐇ� 㟂 ・⪅  ��ồ ��ᑐ ホ・ ㊰㈍ ᣅ� 㛤

Ᏻ ᐃ 䛧䛯 ᵓཎ య ไ䛾✀ ⏕ ⏘ ⠏

㻝㻢

Ꮚ✀ ⏕ ⏘ ⤌ ⧊
Ᏻ ᐃ 䛧䛯 Ꮚ✀ ⏕ ⏘

ᵓ �య ไ ・䛾⠏

・ 䝬ᇵ 䝙䝳䜰 ᡂస䝹

ಀ య㛵 䛸ᅋ ᦠ㐃 䛧䛯

ὶ ᑐ・ ㏻㈍ ⟇

Ƃ ƃ ƭ  ޛዒ ዓ ž Ǎ � Ȗ ȩ ȳ ȉ ◌�֨ဦ ਖ਼ ಅᒉſ ž ɺ ſ ・ ʙ

ண ⟬ 㢠㸦 ◌ึᙜ 㸧㸸
༓

・

Ⴘಅʙ ・

 � � �௦ 韭 �ࣛ�ࣥࢻ�  ⡿  � ��  ��  �� ◌ྥጲ ౯ ◌ୖ� ホ ・ ⏕ ⏘  � �ᣑ ・ 㞷  �ⱝ �・ ㄆ
◌ྥ ◌ୖᗘ▱

� 㟂 �せ 㛤  � ��◌ྥᣅ ・ ⏕ ⏘  ◌࣭ ㈍  
ࣥ
��ࣗࢽ�࣮ࣙ� ᡓ・ ・ ␎ ᒎ� 㛤

Ἃ ỿ Ὂ ἲಅᏑ ᛢ �・ ・ ʙ

�� ・ ・ ࢻ
ࣥ

◌ �せ㟂 ᣑ ・

 � �・ 㟂 ��ቑ ຍせ ・
・ ㊊⡿ � ቑᗜ ᅾ ῶ ��・

౯⡿  �ኚ ◌ືᖜ�・

 �ཝᖺ  ���  � �ቑ  ・

 ��ᑐ ᛂ �・ ⡿ ⏕ ⏘ ᚲ せ

ᛶ

� � �௦ 韭 ���ࢺ�  �

ࣛࣥࢻ ⡿  � ��  ��ጲ �

 ��  �◌ྥ
౯ ◌ୖホ ・ 㧗 ⪏

� � � � ᣑᛶ ㋃ ⏕ ⏘ ・

 �ⱝ ・㞷 �ࣛ�ࣥࢻ�  ・

 �ⓗᅜ ▱ㄆ �  �� ᣑ� ・

 �・ 㑅ࣥࢻ�ࣛ�� � ⡿
 ��ᐃ�・ ╔

䜔䜎䛜䛯 � ᑐ ᛂ ・
䛵⡿ 䛟䜚� � �◌୍ ◌ື㐠 㒊

ᴗ �・ 㛫㸸௧ ・ 㸱ᖺ ᗘ 㹼

┴

༠ྜྠ
┴ ✐㞟⡿ Ⲵ ⤌ᒣ ᙧ・ ㎰

䝤䝷䞁䝗ᡓ ␎ ・ 㐍� 㒊

⏕ ⏘ ⪅
⏕ ⏘ ⤌ ⧊

ጤ ဨ䠘 䠚
䞉⏕ ⏘ ⪅

ὶ ಀ㏻䞉 㛵 ⪅
࿌

ಀᗈ䞉 㛵 ⪅
�䞉 ㆑ ⪅ ➼

ẟ Ừ Ặբ ӳ έ

ᡓ ಀ㛵⏕ ⏘ ␎
ᢸ䕔 సᙜ ᢸ ᙜ䠖 ≀ ・ ⯆
㟁䕔 ヰ䠖㻜㻞㻟㻙㻢㻟㻜㻙㻞㻟㻝㻢

ᡓ・ 䞉䝁㈍ ␎ 䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ᡓ ಀ㛵␎
ᢸ䕔 ᙜ 䠖┴ 䝤⏘ ⡿ 䝷䞁䝗ᡓ ᢸ ᙜ␎
㟁䕔 ヰ䠖㻜㻞㻟㻙㻢㻟㻜㻙㻟㻞㻥㻡䞉㻞㻠㻣㻢

 ◌࣭ � ��  � ◌ྲྀ
ጲ ౯ᑐ ᘬ� �┦ ・ ・ ᅜ㡰・ 㹐㸴㸦┤㏆㸧 㸰・ э 㹐 㸦 ᶆ┠ 㸧 㸯・

 ◌࣭ � 㞷  �ⱝ �・ ㄆ ᗘ▱ 㹐㸴㸦┤㏆㸧 㸣 э 㹐 㸦 ᶆ┠ 㸧 㸣

ಒ ᙲ

ಅ  ܾ◌ʙ ϋ

◌ྥᢏ ◌ୖ 䛾䛯辵 䜑䛾

ᦠ ᙉ ・㐃

ᴗ ᾘ༺ᑠ ᗑ・ 䞉 䞉 ㈝⡿ ⪅ ⪅

䝤䝷䞁䝗 ᐃ ╔䛾

㸯  � �� ࣛ�ࣥࢻ�  ᡓጲ ␎ �・ 㐍

 ᡓ ␎  �ⓗ ⏕ ⏘ ᣑ ・ ・ ・ ᇵ ᢏ �辵 ���ࣛࣥࢻ ౯ ◌್ᗏᚭ �➼・

◌ྥ
◌ୖ

 � � � �せ㟂 ◌ႏ ㉳  �� �
ࣞ

�ࢸ 㹁㹋 ��� ࣟ���సไ� ・

 
ࣥ
࣮ࣔࢩࣙ ᒎ� 㛤

ࣛࣥࢻ  ・�� ���ࢺ ⡿ �㊰㈍ ᣑ��ࣥࢻ� � ・ ・ ・ せ㟂 �

�  � � 
ࣥ
ࣟ�࣮ࣔࢩࣙ ᒎ� 㛤

㸰� 㞷 �ࣛࣥࢻ�  ᡓⱝ ・ ␎ �・ 㐍

�ࣛࣥࢻ  �  ��ᖿ� ・ 㧗ရ Ⰻ㉁・ 㣗
◌ྥ

・ ・⏕ ⏘  ��◌ྲྀ ᙉ⤌ ・

㉎ࢱ  ㈙ ࢺ �◌ �࣮◌ࢤ �� Ꮚ ⫱  ◌�  �ୡ ௦ ⯆ ᚰ・ 㛵 � ᣢࢺ�  ᐇ・ ・ ・

� �・ 㹑㹌㹑 �� ሗ ಙ・ ・ Ⓨ

 㤳㒔ᅪ �➼ 㔞 ᗑ㈍  ◌��� ദ� ・ 㛤  � �  �◌ྥ◌Ǽရ ᐃ・ ・ ・␒  ��

 
ࣥ
࣮ࣟࣔࢩࣙ ᙉ� ・

㸱 ┴⏘ ⡿ ㈍ ・ ・ 㹎㹐� ・

 㹎 㹐ࢫ ����ࢱ ・ 㹑㹌㹑 �  �� ᴟ  � �⏝ ሗ ಙ➼ ά ✚ ⓗ ・ Ⓨ

ᗑ 㢌  ◌�� 㹎㹐

䝕⏕ ⫱ 䞊䝍 ・䛾 㞟䞉

ᢏ ᥦሗ ౪・ 䛾辵

㻝㻣



䠄䠐䠅 ᴗ ᢏ㎰ 辵 ⎔ ቃ ㄢ

Ƃ ƃ ƞ Ƙ ǅ ȗ ȭ ǧ ǯ Ȉ ◌�ૼ ૼ சஹ ಅᙹ ǒǜ Ǹ ʙ

ண 㢠㸦⟬ ◌ึᙜ 㸧㸸
༓

・
ಒ ᙲ

Ꮡ ᛢ �・ ・ Ἃ ỿ Ὂ ἲಅʙಅ  ܾ◌ʙ ϋ

ᴗ �・ 㛫㸸௧ ᖺ ᗘ・ 㸶 㹼 ᖺ ᗘ

 ��� �� ・ ᇵ � ᶍ ��ຊ ᣑ�┬ ・ つ ・ ᅗ ࣮ࢺ��  �ࢫ ᴗ ᶵ ჾ ရ� �㎰ 〇 Ⓨ 㛤 ・
 ��◌ྥ ᦠᕤ㎰ 㐃 �ƫ ჾ◊ ✲・ Ⓨ㛤 ࢡࢺ �ࣟࢪ �� 㐠 � �Ⴀ 足 ��

ẟ Ừ Ặբ ӳ έ

ᢸ ᙜ ㄢ㸸 ᴗ ᢏ㎰ 辵 ⎔ ቃ ㄢ

ࢺ࣮ �ࢫ ᴗ � ཬ
㎰ ・ 㐍ᢸ ᙜ

 㟁 ヰ㸸

 �� �⫼
 ◌࣭ ����� Ⴀ⤒ ◌�  �య ᖺ�

ῶ ᑡ

 ◌࣭� ᆅ⏘ ᣢ �・⥔ ຊ┬ ・ ・ つ

ᶍ  � Ḟ◌ྍᣑ ・ ・

࣮ࢺ����� ࣭◌  �ࢫ ᴗ ⏝ ㎰

ᶵ  � �ჾ ᑡ�

 ◌࣭ ᴗ ࣮ࢺ �ࢫ ᴗ ᶵෆ �┴ ・ ㎰
ჾ � 㛤 Ⓨ�ࢫࢺ� ㊰㠃㈍ �

� ᴗ ཧ ධศᏳ・ ・ ㎰ ・㔝 ◌�

 � � � ��

 � �ㄢ㢟
 ◌࣭ ᴗ � ᴗ �ࢽࢬ࣮  � �ᢕ ᥱ・ ㎰

ᶵ ჾ 㛤 �◌�ᚋ � ᛶⓎ ・ ⟬ ⌮
 ���� ��� �� �ゎ ・

 ��ᚲ せ

 � �Ⓨ㛤 ࢡࢺ �࣮ࢺࢥࢹ࣮�ࣟࢪ ᴗ  �◌ົ�・

 ◌࣭ ᴗ ㎰ࢽࢬ࣮ ・ ⏘ ᴗ ᢏ ຊ辵 ࢢ
ࣥ
�� ���ࢳ

ᕤ㎰ 㐃 �  �ᦠ ရ�✲ ◊・ ・ タ 〇 㛤 ◌ೃ �Ⓨ ⿵
�・ ⣴ ᶵ ჾ Ⓨ㛤 ࢡࢺ �ࣟࢪ � �  �◌ୖ�❧ ・

�ƫ ◌ྥჾ Ⓨ・㛤  ���㐍 �◌�⟶⌮  ��◌୍ ㈏

�Ⴀ㐠 ᐇ ・

 � �Ⓨ㛤 ᇶ♏ࢹ࣮ ࢱ ඛ・ 㐍  �ሗ �◊ ✲・ ・ 㞟
࣮ࢺ �࣭◌ࢫ ᴗ ᶵ ჾ �㎰ Ⓨ㛤  �� � �ᚲ・ せ・

 ���� �・ ᇵ ྛ◌ࢹ࣮
✀ �ࢱ ᶵᏛ・ ➼◊ ✲

 �・㛵  �� ◌� � � �◊ ✲・ ・ ・ 㞟 ᶵ ჾ Ⓨ㛤
・ ά ・

 � �Ⓨ㛤  � ��� ᶵ  �ჾᐃ・

 ◌࣭ 㸿㹇㑅 ᶵ� � ᴗ ᶵே◌ స↓ ➼

䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍䞊 ᴗ㎰䛜 䛸 ᴗ ศ 㔝䛸⏘ 䜢
䜃⤖ ・ ・ 䜢・ 㐍

Ⴘಅʙ ・

 ◌࣭ ᴗ ᴗෆ ศ� �┴ ・ ㎰ ・㔝 ࢡࢺࢳ࣮��  �ࣟࢪ � �ཧ ◌ྥධ ・ 㸦 㸲�ࣟࢪ �ࢡࢺࢳ࣮ � ௨ ◌ୖ 㸧

 �  �◌ୖ�❧ 㸦㹐㸶㹼㹐㸷㸧

 ◌࣭  �� 
ࣔ
ࢹ ᶵ◌ྥရ〇 ・ ・ 㛤 ௳ ௨Ⓨ㸯 ◌ୖ 㸦㹐 㸧

Ⓨ・㛤 䛾䜲✀ 䝯䞊䝆

ᶵே◌ ◌ື↓䠄 㜵㝖 䠅⮬

ᵓ ᡂ ဨ ・䠄 䠅

ᴗ〇㐀 䚸⪅ ᴗ㎰ 䚸⪅ 㻶㻭䚸┴䠄ᅬ

ᴗ әⱁ ㎰ ◊ ✲ 䚸 ᴗ ᢏᕤ 䝉辵 䞁
䝍䞊䠅䚸 Ꮫ・

䝥䝻䝆䜵䜽䝖㻔㻼㻶㻕
䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍䞊

㻔እ 㒊ጤ ク䠅

ᕤ㎰ 㐃ᦠ ◊ ✲・

㻼㻶䝏䞊䝮䐟

㻼㻶䝏䞊䝮䐠

䞉
䞉
䞉

ᦠᕤ㎰ 㐃 �  � ���✲ ◊・ ・ タ

࣮ࢺ �ࢫ ᴗ ᶵ �ჾ �㎰ Ⓨ㛤 ࢫࢱ࣮ࢺ

䜰䝗䝞䜲䝇

ᦠᕤ㎰ ◊ ✲・㐃 䛾

ᴗ㎰
䝙䞊䝈

・⏘
ᢏ ຊ辵

䝥䝻䝆䜵䜽䝖タ ❧䞉
Ⓨ㛤 䝇䝍䞊䝖

ᆅ ᇦ � ・ ・ ・ 㔠 ά ・ ・ ・

㻝㻤



 ␗ ᖖ Ẽ ㇟ ࣮ࢺ�  �ࢫ � ᴗ ᢏᑐ ᛂ・ ㎰ 辵 ࣮ࢺ� � �ࢫ ᴗ ᶵ �  ��Ეᐇ ᒎ� �ド ㎰ ➼ ♧ ㏻

◌� � ᢏ 辵 ᶵධᑟ� 㐠� 㧗 � � ⏕ ⏘ �◌ྥ ◌ୖ ◌ാປᛶ ⎔ � �ቃ ၿ� ・ 㐍  ��� ��

 �� �⫼
 ◌࣭ � �┴ ᇶ ᴗᖿ ᚑⓗ㎰ ・ ⪅ ◌� 㸦ಶ

Ⴀே◌ 㸧⤒  � �௧ ᖺ ᖺ� �・ ・

◌�㛫 ῶ  �ᑡ ᖹ ᆒ ᖺ 㱋 ṓ�

 ◌� Ṇ㧗 �� � ��� �  �ᡭᢸ ・ ㊊

 �̔̀ ◌้ ・ ㎰㸦 ᴗ� ࢭಘࣥࢫ 㸧

 ◌࣭ ⏕ ⏘ ⪅ � 㧗㱋 �Ⴀ య・ ⤒ �・ つ

ᶍ  �・ 㐍� ◌�୰ ⏕ �ຊ⏘ ⥔  �ᣢ

� �� � ・�ᘬࢫ��  ⥆ �࣮ࢺ

ᴗ ᢏ �㎰ 辵 ��◌�ධᑟ 㐍  �� �

 �ᚲ・ せ

 � �ㄢ㢟

 ◌࣭ ᶍ � ・ᐇྥ◌�ࢫ��  つ ♫ ・ ・ ・

࣮◌ࢺ ᴗ ᢏ ᒎ�㎰ 辵 ࣭�  �ᐇ ド ➼

ᚲ せ

࣮ࢺ �࣭◌ࢫ ᴗ ᶵ �ᢏჾ㎰ 辵 �༑ ศ

 ��� � ◌� ᡂே◌ �・ ・ ⫱  �ᚲ せ

Ƃ ƃ Ȟ ȸ Ȉ ӏ ◌�ᠾ ֨ዒ ዓ ಅ ২ ◌୍ ਖ਼ ಅᘐǹ ʙ

ண 㢠㸦⟬ ◌ึᙜ 㸧㸸
༓

・

ಒ ᙲ

Ꮡ ᛢ �・ ・ Ἃ ỿ Ὂ ἲಅʙ

�㸯㸬門 �ࢹࢱ࣮  ��Ỉ⏝ά ✄⏕ ⫱ ⟶⌮ ಞࢫ

�ࢸ ᐇ� ド

 ◌࣭ ே◌ ᕤ 門 ◌� �  ��Ỉ ሙほ  ✄ᅡ �ࢹࢱ࣮ �ゎ

 � � � ��  � �ጲ ⱝ ・㞷  ��  ➼ ⏕ ≧・⫱ �

◌�  �◌್ ・ ㏣⫧  � ◌ྲྀสᑐ� ᛂ 㐺�  � ሗ�・ ・

� ᆅ⏘  ◌�య・ ・ ・ᇵ⟶⌮ ά ・
㸰㸬࣮ࢺ �ࢫ ᴗ ᢏ �㎰ 辵  ��◌ྥධ ಟᑟ ・ ◊

 ◌࣭ ⏕ ⫱ ⟶⌮ ࣮ࢺ� ಞࢫࢸ� �ࢫ ᴗ ᢏ � ➼ ㎰ 辵
�  �ཬ ◌ྥ

・ ・㐍  � �ಟ ᐇ◊ ・

ಅ  ܾ◌ʙ ϋ

ᴗ �・ 㛫 ௧ ・㸸 㸱ᖺ ᗘ 㹼 ᖺ ᗘ

ẟ Ừ Ặբ ӳ έ

ᢸ ᙜ ㄢ㸸 ᴗ ᢏ㎰ 辵 ⎔ ቃ ㄢ

ࢺ࣮ �ࢫ ᴗ � ཬ
㎰ ・ 㐍ᢸ ᙜ

 㟁 ヰ㸸

Ⴘಅʙ ・

䞉䝇䝬䞊䝖 ᴗ ᢏ㎰ 辵䛾ᘏ 䜉 ᢏධᑟ 辵 ◌� 䠮䠒 㻟㻘㻠㻜㻠௳ 䋻 䠮㻝㻜䠄 ᶆ┠ 䠅㻢㻘㻟㻜㻜௳

䝇䝬䞊䝖 ᴗ ᢏ㎰ 䜢辵 ・ 䛔䛣䛺䛫䜛

◌� ᡂே◌ 䛾⫱

䝅⏕ ⫱ ⟶⌮ 䝇䝔䝮 ᶵ ᐇ ド䛾 䚸⬟
ἲ� �⏝ ウ㐠 䛾

�・ᆅ⏘ ಞࢫࢸ�  ��◌ేᐇ ・ ・

ᗈ ᇦ ಞࢫࢸ�� ⏝�㐠  ���・ ⤌  ◌��� �

಑ࢫࢺ ᢸ㈇ � �� ᅾ �� ウ

┴

◌�ᕷ ⏫

䢎䡬䡲䡬➼

ᴗ㎰ ⪅
JA➼

ᆅ⏘

㻝㻥

ᢸ ᙜ ㄢ ᴗ ᢏ ቃ㎰ 辵 ⎔ ㄢ
⎔ ቃ ಖ ・ ᆺ ᴗ ᢸ ᙜ㎰

 㟁 ヰ

 ᶵ� ᴗ  �� ᴗᑐ㎰ ・ ㎰ ⪅  �ᾘ ㈝ ⪅  �ᐇ 㟂⪅ �➼ ⌮ ゎ㔊
ཬ ◌ྥᡂ ౯ ◌ୖ�ホ

 ᶵ� ᴗ  �ᡭᢸ�㎰ ⫱ ᡂ ・ ⏕ ⏘  �� �◌ྥ ཬ ᢏᣑ ᣦ ᑟ � �・ ・ ・ 辵 � 㛤Ⓨ

 ⫼ �

 ᶵ� ᴗ  � ᴗ�㎰ ㎰ ⏕ ⏘ ・ ⏤ ・

 �� ⎔ ቃ �・ ㈇ Ⲵ � పᖜ・ ・

ῶ  ��� � ᾘ・ ・・ ㈝ ⪅ ࢽ࣮

ࢬ  ��ᑐ ᛂ・ ㎰ ⏘ �≀ ⏕ ⏘  ◌࣭

 �◌ྍ
・㈍ ⬟

 ⎔ ቃ ಖ ・ ᆺ ᴗ㎰ ・ 㐍  � ��・

 �� ᶵ� ᴗᘬ ᙺ �≌ ・ ㎰ ・ 㐍

� ᅗ  � ��� � � ◌ྲྀ
⤌ ⪅ ◌� �

㠃 � ᶓ  �  ◌� �◌ྥ
ഴ� �✚ ・ ᆅ

�㛫ᇦ �� � �೫ ・

 ㄢ㢟

� ⌮ ゎ㔊  �◌ྥᡂ ౯ ◌ୖホ

ሗ ・ Ⓨಙ ᙉ� ・
 ㊰㛤㈍ ᣅ ᣑ� ・

 �  �ᡭᢸ ⫱ ᡂ ⏕ ⏘  �ᣑ ・

ᣦ ᑟ  ◌࣭ � ᵓయ ไ �・ ⠏
� ཧ

 つ �ධ ᣑ �・ ・ ・

 �ᢏ 辵 㛤  �Ⓨ

ရ ・ ᇵ ᣑ�┠ ・

 � ᶵ� ᴗ㎰ ᆅ ᇦ  ◌��� �

 ◌ྛ
ᆅ ᇦ �◌ྲྀ

� ⤌ ᙉ� ・

� つ
◌ྲྀ

⤌ �・ᆅ ᇦ ฟ

Ƃ ƃ Ǉ ƕ ƨ Ʒ Ʈ Ƙ ◌�ዒ ዓ ஊ ೞ ◌ૅ ੲ ಅǍ ・ Ǔ ʙ

 ◌࣭ ᶵ� ᴗ ◌ྀྲ�
㎰ ⤌ 㠃

◌ྜ ᣑ�✚・ ・ 㹐㸳㸦┤㏆㸧 㸣 Ѝ 㹐 㸦 ᶆ┠ 㸧 㸣

ண 㢠㸦⟬ ◌ึᙜ 㸧㸸
༓

・

Ⴘಅʙ ・

ǭ ȸ ȠᲩ ಅᏑ ᛢ �・ ʙ ǹ

ƍ Ƥբ ӳ ǘ έ

㸯 ᶵ� ᴗ �㎰ ・ ⌮ ゎ㔊 ᶵ�ᡂ ㎰⏘ �≀ 㹎㹐

ᑐ 㠃㈍ �ᗑ・ 㣧㣗 ᦠ�➼・ 㐃 �� ᶵ�・
㎰⏘ �≀ ㈍ ◌ಁ・ 㐍

࣮  �� ��� �࣮ࢪ ᶵ� ᴗ ᐇ616・ ㎰ ㊶⪅
ሗ ಙ�➼ ・ Ⓨ

ᶵ� ㎰ᴗ ・ 㐍 ࣛ�࣮��� 㛤ദ

㸰 ᶵ� ᴗ  �ᡭᢸ �㎰ ⫱ ᡂ

ᶵ� ㎰ᴗ  � ᶵ� ᴗ ࣮� ࣥ�◌ཱྀ
┦ ・ ❆ ㎰

�ࢻ� ・ ・ ・ タ ⨨ �� � ᵓయ ไ �➼・ ・ ⠏
 ◌ྛ

◊✀ ࣛ
�ࣟࢢ �ಟ ᐇ� ・

 � ᶵ� ᴗ ᐇ㎰ ㊶ㅮ  �ᗙ

 ��� �� ᶵ� ᴗ ᗙ�㎰ ・ ㅮ �

㸱 ᶵ� ᴗ � �ཧ
ධ ᣑ�㎰ ・ つ ・ ・

� � ・ ᶵ� ᴗ �  �� ᴗ  �ᐇ ᑐ�㎰ ・ ㌿・ ➼ ・ ㎰ ・⪅ �� ・

ሁ ⫧ ᚲ〇 ➼・ せ㐀  �ƫ  �� ᡂᲔ ഛ ධ  ᑟ ᑐタ ・

㸲 ᶵ� ᴗ ᢏ�㎰ 辵 㛤Ⓨ
 㔝� ᶵ� ᢏ� ・ ᇵ �Ⓨ㛤辵

㸳 ᶵ� ᴗ �㎰ ᆅ ᇦ  ◌��� � ・

ᶵ� ⏘ ᆅ  ◌��� ��◌ྲྀ ᕷ・ ⤌ ◌�⏫  �� �ᑐ➼・ ・

ಅ  ܾ◌ʙ ϋ

ᴗ �・ 㛫 ᡂ ௧ᖹ ᖺ ᗘ ᖺ・㹼 ᗘ

ᶵ� ᢏ・ Ⓨ䛾㛤辵ᇵ

ಒ ᙲ

ͤ ⪔ 㠃ᆅ Ỉ�✚ ㎰ ┬Ⓨ⏘  ��ᑐ・㸧韭 ቃ⎔ ಖ ・ ᆺ ᴗ � ֨㎰ ┤・ ・ ・ 㔠  � �� ᶵ� ᴗ ◌ྲྀ�・ ㎰ ⤌
◌ྜ�✚ ・㠃

ᴗ �・ ・㛵㐃 �ᦠ �㐃 � ・

ᶵ� ᴗ ᣑ�㎰ ・ ┴ⓗ ・
┴⏘ ᶵ� ㎰⏘ �ࣛࣥࢻ �≀ ・

 ⎔ ቃ ಖ ・ ᆺ ᴗ � ᑐ㎰ ┤・ ・ ⟇ ㈝

ᶵ� ᴗ �◌ྲྀ
�㎰ ・⤌

  � ��  � �ጲᒣ ᙧ 㞷 ⱝ�ࣛࣥࢻ�  ・ ・ ・ 㐍・ ・ ㈝

 㯏 ◌࣭ ・ ㇋  ◌࣭ �� ⏕ ⏘ ・ ⯆ ・ ・ ㈝

Ỉ  � � � �� �✄  ➼・ ⎔ ቃ ಖ ・ ᆺ ᴗ ◌ྲྀ
�㎰ ・ ⤌

�ཬ
�㎰ ⏘  ��ᑐ≀ ・ ⌮ ゎ㔊  �� ◌ྥᡂ ౯ ◌ୖ� ホ

ᶵ� ᴗ ᐇ ᗙ㎰ ㊶ㅮ

䜔䜎䛜䛯 ᶵ� 䛾㔛䛵䛟䜚䝣䜵䜰

 �  �� �ᡂᚅ
� ⌮ ゎ㔊  �◌ྥᡂ ౯ ◌ୖホ

� ᶵ ᴗ  �� ᴗᑐ㎰ ・ ㎰ ⪅  �ᾘ ㈝⪅ �➼ ⌮ ゎ㔊ᡂ
 ┴⏘ ᶵ� ㎰⏘ ྥ◌�ࣛࣥࢻ� 

౯ ◌ୖ�≀ ホ ・

 �  �ᡭᢸ ⫱ ᡂ ⏕ ⏘  �ᣑ ・

ᶵ� ᴗ ㎰ ��◌ྲྀ
・ ⤌ ᴗ ቑ�㎰ ⪅ ຍ  ᐃ ╔

ᶵ� ᴗ ㎰
◌ྲྀ

� ⤌ ✚㠃 ᣑ� ・

 �ᢏ 辵 㛤  �Ⓨ

ᶵ� ・ ᇵ ရ ᣑ�┠ ・

 � ᶵ� ᴗ㎰ ᆅ ᇦ  ◌��� �

� ᶵ ᴗ �㎰ ・ 㐍 �◌ྲྀ
・ ⤌ � ᆅᇦ㸦ᕷ ⏫ ◌� ➼㸧 ᣑ� ・

㻞㻜



䠄䠑䠅ᅬ ⱁ ・ ᅜ ・ 㐍ㄢ

䛆䛂䜔䜎䛜䛯 ⋤ 䛃⣚ 䝤䝷䞁䝗・ 䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛇

ရ ㉁・ ⋢䕿㧗 䚸⏕ ⏘
◌ྥ

◌ୖᗘ▱ㄆ 䛻䜘䜛䝤䝷䞁䝗・
・ ⋢ ・ ・ ➼䚽 䜢⏕ ⏘ ຍ㏣ 䛧䛯・ 䝬ᇵ 䝙䝳䜰䝹䛾ᣑ ・

�ኚฟ つ・䚽 䛾Ⲵ ᗏᚭ・ ▱ 䚸
ཝ

ฟ㑅 䛾Ⲵ ・ 㐍

䛆 ရ Ᏻ ᐃ㉁㧗 䝥⏕ ⏘ 䝻䝆䜵䜽䝖䛇

ኚ◌ೃ ◌ື䕿 䛻Ẽ ᑐ ᛂ 䛧䛯 ᐇ ᑐ 䚸⤖ ⟇ ・ 䛾ᇵ ⟶⌮ ᗏᚭ
・䕿 䛻ᆅ⏘ 䛚䛡䜛 � ᴗ ሗస ᗈ㐺 䜻䝱䝷䝞䞁䛾ᐇ ・

䕿 䞉⏕ ⫱ ἣฟ ≧ 䛻Ⲵ ᛂ 䛨䛯䝍䜲䝮䝸䞊䛺 ሗ ಙ・ Ⓨ

䛆
ཝ ฟ㑅 䝥Ⲵ 䝻䝆䜵䜽䝖䛇

ฟ つ・䕿 䛾Ⲵ Ᏺ㡰 䛻䜘䜛ಙ 㢗䛥䜜䜛 䛵䛟ᆅ⏘ 䜚

�ሙᕷ䕿 䚸ㄪ ฟ ・ タ ➼㞟 䛾Ⲵ ᕠ ᣦ ᑟ 䛸ᅇ ሗ ಙ・ Ⓨ

◌ྥ ◌ୖᗘ▱䛆ㄆ 䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛇

䕿 䞉ᆅ⏘ ・ 䜈䛾㈝ ᆅ ሗ ಙ・ Ⓨ 䛾ᐇ ・

䛆 ᙉ┙ ・ 䝥ᆅ ᇶ⏘ 䝻䝆䜵䜽䝖䛇

䕿䝇䝬䞊䝖 ᶵ ◌�⏝㎰ ά ・㐺 䛾� ウ

ᵓ ᡂရ䕿 䛾✀ ᛶ ・㐺 䛻䜘䜛 ᙉ┙ ・ᆅ ᇶ⏘
䛆� ᣑ ・ 䝥ᆅ⯆ ⏘ 䝻䝆䜵䜽䝖䛇

◌� ◌ୖ 䠖䕿 ሙ㐜 䛸ᆅ⏘ 䛧䛶䛾䝤䝷䞁䝗・ 䚸ရ 䛾✀ ᵝከ ・

ෆᗉ 䠖䕿 ගほ 䛥䛟䜙䜣䜌ᅬ䜢� 䛸䛧䛯⏘ ᆅ䛵䛟䜚䛾・ 㐍

Ƃ ƃ ƞ Ƙ ǅȖ ȩ ȳ ȉ � ޛ  �◌ ဦਘ ಅΪ ǒǜ ・ ҄ ʙ

ண 㢠䠄䠎⟬ ◌ึᙜ⿵䞉 䠅䠖㻝㻜㻘
༓

・㻟㻞㻞

ಒ ᙲ

Ⴘಅʙ ・

䛂ᒣ ᙧ ┴䛥䛟䜙䜣䜌 ᆅ⏘ ・ 䝡⏕ 䝆䝵䞁䛃䛻 䛵ᇶ 䛝䚸௨ ◌ୗ 䛻
◌ྲྀ

䜚 䜣⤌ 䛷䛔䛟
䕿䛂ᒣ ᙧ 䛥䛟䜙䜣䜌䝤䝷䞁䝗

༠ຊ ・ ・㐍 ㆟ 䛃䜢� 䛸䛧䛯䜸䞊䝹 య ไᒣ ᙧ 䛷䛾䝤䝷䞁䝗・ 㐍
䕿䛂䜔䜎䛜䛯⣚ ⋤ 䛃䛾䝤䝷䞁䝗・ 䛻

◌ྥ
䛡䛯㧗ရ ㉁・ ⋢ ⏕ ⏘ 䛸

◌ྡ ◌ྥ ◌ୖᗘ▱ 䛾・ 㐍
䕿Ẽ ኚ◌ೃ ◌ື 䛻㈇䛡䛺䛔Ᏻ ᐃ ⏕ ⏘ ᑐ ⟇ 䛸

ཝ
㑅ฟ Ⲵ 䛾 ᗏᚭ

�䕿 䛻ᆅ⯆ ⏘ 䛚䛡䜛 䛾ᆅ ᇦ Ⰽ≉ 䜢ά 䛛䛧䛯 ᡂᙧ 䛾ᆅ⏘ ◌ಁ 㐍䠄◌� ◌ୖ 䞉ᆅ ᇦ ෆᗉ 䠅ᆅ ᇦ

Ꮡ ᛢ �・ ・
Ἃ ỿ Ὂ ἲಅʙ

ẟ Ừ Ặբ ӳ έ

ᢸ ᙜ 䠖䕔 ㄢ ⱁ ・ ・ᅬ ᅜ 㐍ㄢ ᶞ� ಀ・ ⯆
㟁䕔 ヰ䠖㻜㻞㻟㻙㻢㻟㻜㻙㻞㻠㻡㻟

䕿䛥䛟䜙䜣䜌䛾⏘ ฟ 㢠 䛊⌧≧䛋 㻟㻡㻞൨ ・ 䠄㻾䠎䡚㻾䠑䛾 ◌್ᖹ ᖺ 䠅䊻㻌䛊 ᶆ┠ 䛋 㻟㻣㻜൨ ・ 䠄㻾㻝㻜䠅
䕿䛂䜔䜎䛜䛯⣚ ⋤ 䛃䛾⏕ ⏘ ᣑ ・ 䛊⌧≧䛋㻝㻢㻜㼔㼍䠄䠮㻣䠅䊻㻌䛊 ᶆ┠ 䛋 㻝㻥㻜㼔㼍䠄ရ ✀ ᵓ ẚᡂ 䠓㻑䠅䠄㻾㻝㻜䠅

ಅ  ܾ◌ʙ ϋ
Ἡ Ἷ Ἂ ỹ ἁ Ἒỉ ˳ ܱ◌ ・ С

ᴗ � ௧・ 䠖 ・㛫 䠔ᖺ ᗘ ᖺ ᗘ䡚㻝㻜

≧䕔 䛸⌧ ㄢ㢟

・䕿 䛷ᆅ⏘ 䜒 � ရ・ ⋢ 䛜✀ 䝕䝡䝳䞊䛩䜛䛺䛹䚸
த➇㛫 䛜ᆅ⏘ � ・

ኚ◌ೃ䕿Ẽ ◌ື 䜔 ◌ാປ ຊ ・ ㊊➼䛾ᙳ 㡪䛷䚸・ ✭㔞䛜

Ᏻ ᐃ・ 䛻䛺䛳䛶䛚䜚䚸・ ᇵ㠃✚䜒ῶ ◌ྥ
ഴᑡ

䕿 䛜⏕ ⏘ ⪅ ῶ ᑡ 䛩䜛୰ 䚸 ҝ◌୍ ᙜ 䛯䜚䛾・ ᇵ㠃✚䛜

ᣑ ・ 䛧䛶䛔䜛䛜䚸
༑

ศ 䛺 ◌ാປ ຊ 䛜・ ㊊

ᒣ ᙧ 䛥䛟䜙䜣䜌䝤䝷䞁䝗
༠ຊ ᙉ ・ ・ 㐍 ㆟ ・

䛂䜸䞊 య ไᒣ ᙧ䝹 䛃 䛷 䝤䛾 䝷䞁䝗ຊ ᙉ ・ 䛻
◌ྥ

䛡䛯
◌ྲྀ

・䜏䛾 㐍⤌

ᆅᇦ Ⰽ≉ 䜢ά 䛛䛧䛯� 䛯䛺⏘ ᆅ ᡂᙧ 䛾◌ಁ 㐍
・ ⏘ ・ 䛸䛾㐃ᦠ 䛻䜘䜛 ౯ ◌್ຍ・ 䛾 ฟ・

ᑐ ᛂ䕔
䕿䛂䜔䜎䛜䛯 ⋤ 䛃⣚ ရ ㉁・ ⋢ ・䛾㧗 䛾 㐍⏕ ⏘
䕿Ẽ ኚ◌ೃ ◌ື 䛻ᑐ ᛂ 䛧䛯Ᏻ ᐃ ⏕ ⏘ ᑐ ⟇ 䛾ᣦ ᑟ 䛸
㧗ရ ㉁䞉

ཝ
㑅ฟ Ⲵ 䛾 ᗏᚭ・ ▱

ᶍປ ຊ ᣑ・ ㊊ つ ・䕿 䜔 䛻ᑐ ᛂ 䛧䛯 ປ㍍ ⓗ䛺
・ ❧䛶� ᵓ ᡂရධᑟ ᛶ ・䛾 䜔 䛾㐺✀

ཝ ฟ㑅 䝥Ⲵ 䝻䝆䜵䜽䝖

Ẽ ኚ◌ೃ ◌ື 䛻ᑐ ᛂ 䛧䛯⤖ ᐇ ᑐ ⟇ 䛸㧗ရ ㉁⏕ ⏘ 䛾
◌ྲྀ
⤌ 䜏䛾・ 㐍

ရ ㉁䜢㔜ど䛧䛯
ཝ
㑅ฟ Ⲵ 䛾 ᗏᚭ 䛻䜘䜛䝤䝷䞁䝗ຊ ᙉ ・

㧗㱋・ 䛾㐍足䜔ᚋ ⥅ ⪅ ・ ㊊䛻ᑐ ᛂ 䛧䛯⏘ ᆅᇶ┙ 䛾ᙉ ・

⏘ ᆅ䞉・ ㈝ᆅ䜈䛾 ሗ ಙ・ Ⓨ 䛾ᙉ ・
䜸䞊䝹ᒣ ᙧ 䛷䛾㻳㻵䛾Ⓩ㘓⏦ ㄳ䛾� ウ

䛂䜔䜎䛜䛯⣚ ⋤ 䛃䝤䝷䞁䝗・ 䝥䝻䝆䜵䜽䝖

� ᣑ ・ 䝥ᆅ⯆ ⏘ 䝻䝆䜵䜽䝖

䛆ɔ ᡂ 䛇 ᴗ㎰ ᅋ య 䠄䠦㻭 ᒣ ᙧ・ ㎰ 䚸・ ⏘ ᆅ䠦䠝䠅䚸 ሙᕷ 䞉ὶ ㏻㛵ಀ ᅋ య 䠄㟷� ༠
ሙᕷ ・ 䚸

ᅬ ⱁ ⤌
◌ྜ

㐃
◌ྜ

・ 䚸㟷� ◌Ǽ ⤌ ◌ྜ
㐃

◌ྜ
・ ➼䠅䚸 ᶞ�ගほ ᅬ ᅋ య 䚸ᕷ ⏫ 䚸┴

ᙉ┙ ・ 䝥ᆅ ᇶ⏘ 䝻䝆䜵䜽䝖

ရ Ᏻ ᐃ㉁㧗 䝥⏕ ⏘ 䝻䝆䜵䜽䝖

䛂䜔䜎䛜䛯⣚ ⋤ 䛃䛾䝤䝷䞁䝗・ 䛻
◌ྥ
䛡䛯

◌ྲྀ
⤌ 䜏䛾・ 㐍

ㄆ
◌ྥ ◌ୖᗘ▱ 䝥䝻䝆䜵䜽䝖

◌� ◌ୖ ᆅ ᇦ

+ + + + 5 5 5 5 5 5 5

��
ड़

  
ʤʤ

Ա
・・

ʥʥ

फ
  

◌◌ྖྖ
ʤʤ

ͅͅ
ʥʥ

फ  �
◌ྖ

ड़  

ෆᗉ ᆅ ᇦ

ᆅ ᇦ � ・ ・ ・ 㔠
ά ・ ・ ・

㻞㻝



Ƃ ƃ ƞ Ƙ ǅ◌ྛ  ਘ Ϊ ǒǜ င ဃௐ ・  ϐ ◌�ಅʙ

༓�� ◌ึᙜ ・㢠㸰⿵ 㸸⟬
ಒ ᙲ

Ꮡ ᛢ �・ ・

ᴗ � ௧ ᖺ ᗘ・ ・㛫㸸 㸵 ᖺ ᗘ㹼

 � ��  ◌�� � ���ඛ ே◌ᖺ ・ ⠏  �� � ������ �  ⋥ ᅜ  � �� ḟ  �௦ ・ ⧅  ◌�� � �� �
 �  �����ᒣ ᙧ ┴ ・ᆅ⏘ ⏕�ࢪࣙ   

ࣥ
◌ � ・ ᇶ  ◌� �� Ẽ ᐖ ᑐ㇟ ⅏ ᢏ �辵⟇ �ධᑟ 㛤 ࣭� � �ཬ

㐍
࣮ࢺ� ��� �ࢫ ᴗ �  ��� ᶞ�⏝・ ・・ ㎰ ά ・ ・ᆺ �・ 㐍ᇵ �� �◌ྲྀ ᙉ➼・ ⤌  ◌� ᣢ㠌 ⥆

◌ྍ
⬟

 � ᶞ� ⏘  ◌���ᆅ �・ 㐍

ẟ Ừ Ặբ ӳ έ

ᢸ ᙜ ㄢ ㎰㸸 ᴗ ᢏ 辵 ⎔ ቃ ㄢ ◊ ✲ㄪ ◌� ᢸ ᙜ
 㟁 ヰ㸸

 �� �⫼
 ◌࣭ �  ◌� ᴟᙳ� ・ ➃㡪 � Ẽ 㸦㝆㟖㇟ � 㧗  � 

・ ➼㞵 �㸧  � �ከ Ⓨ ⏕ ⏘  � Ᏻ ᐃ・ ・

 ◌࣭ Ẽ ㇟ ⅏ �ᐖ ᑐ ᐇ ・⟇  � ��� ᅬ ᆅ  �� �

 � �ᑡ

 ◌࣭ Ⴀ㸯⤒  ��య ᙜ � ・ 㠃ᇵ  � ��ቑ ຍ�✚

� � � య �┴・ ・ ᇵ ✚㠃 ῶ ᑡ�

 ◌࣭ ᶞ� ⏕ ⏘ ⪅ ῶ ᑡ� ・ 㧗㱋  �・ 㐍足

 � �ㄢ㢟

 ◌࣭ Ẽ ㇟ ⅏ ᢏᐖ ᑐ �辵⟇  �ධᑟ ᚲ せ

 ◌࣭ ᛶ⏕ ⏘  �� ᴗ �◌ྥ ◌ྥ◌ୖ స ຊ  �・ ┬ ・ ⋡

 �ᚲ・ せ

Ⴘಅʙ ・

 ����� ᅬ ᆅ య �・ 㸳 ◌�・ 㧗 ᑐ ⟇ �ᐇ ・ 㸦5 㸧

 㧗 䛻䜘䜛ရ ప ◌ୗ㉁ 䠄䠮䠒䠅

ᢸ ᙜ ㄢ㸸ᅬ ⱁ ・ ・ᅜ 㐍ㄢ ᶞ� ಀ・ ⯆
 㟁 ヰ㸸

�

㺂

Ἃ ỿ Ὂ ἲಅʙಅ  ܾ◌ʙ ϋ

㸯 ◌ೃẼ  �� ����ኚ ◌ື ᙉ・ ᆅ⏘  ◌���

�㸦㸯㸧  ����  㧗 ᑐ ⟇ ᢏ �・辵 㐍

ձ  㧗 ᑐ ᚲ・⟇  � ◌◌࣭� ഛ ධᑟ�せ ㈨ タ ㈝⤒ �� ・

 �  �ղ బ ・㘊⸨ �� ➼・⏕ ✀ �ရ� ㌿・✀ � ・

ճ  㧗 ᢏᑐ 辵⟇ � ཬ� ・ 㐍

մ ᐇ⤖ ࢳ���  �ࢶ �◌ྥಖ☜ ・ ㍺ ධ ⰼ ⢊ ��ධᑟ ・

㸦◌ู ⣬  �� ���� ⤖ ಖᐇ ☜ ⥭ � ᴗ � ཧᛴ ・ ・ ↷ 㸧

㸦㸰㸧㧗 㞀 ᢏᐖ ᑐ ⟇ �辵 Ⓨ㛤

� � �ձ ・ ᇵ � ἲ  � �❧☜ ヨ 㦂  �◊ ✲

�  ��⏝ղ ୰⇕ ・ ィ ά  㧗 �ࢺࢫࣜࢡ ・ ・ ・ 㛤Ⓨ

ᶆճ 㧗 �� 㧗 ᆅ ◌�ᇦ  ����� ᐇ� �・ ᇵ ド

㸦㸱㸧Ẽ ㇟ ⅏  �  �ᐖ ᙉ Ᏻ ᛶ �・ ・ 㧗 㞵 ���ࢫ� � 㛤Ⓨ

 ◌࣭ � ᆺ 㞵 ��ࢫ� � ಑ࢫࢺ ῶపᘓ� �タ

 ◌࣭ � ��ࢫ � Ꮡ�ࢱ Ⰻ � ・ 㛤 ࣭� ᐇ ド

㸰 ⏕ ⏘  � ᶞ�ᛶ �㧗 ᆅ⏘  ◌���

࣮ࢺ �ࢫ ᴗ �  ���⏝㎰ ά ・ ᆺ ᶞ� �・ ᇵ � ド

ᶞ� ᴗ �� ࣮ࢺ�  �ࢫ � ᢏձ ᚋ � �・ ㎰ 辵 Ⓨ㛤

Ẹղ 㛫 ᴗ ᦠ・ ➼・ 㐃 ࣮ࢺ��  �ࢫ ᶵ ჾ � 㛤Ⓨ

㸯 ◌ೃẼ  �� ����ኚ ◌ື ᙉ・ ᆅ⏘  ◌���

�㸦㸯㸧  ����  㧗 ᑐ ⟇ ᢏ �・辵 㐍

ᴗձ ・ ⿵ ⋡ 㸸 ┴㸦  � ◌�ᕷ ⏫ 㸧

ᴗղ ・ ⿵
༢ ౯ 㸸 �・

ճ ࣭ �  
ࣗ
�ࢽ  ��ᢏ⏝・ ・ ά 辵 � ཬᣦ ᑟ ᗏ �� ᚭ

 ◌࣭  㧗 ᑐ ᐇ⟇ ド ᅡ ᢏ�タ ・⨨ 辵 � �ウ・ 㛤ദ

㸦㸰㸧㧗 㞀 ᢏᐖ ᑐ ⟇ �辵 Ⓨ㛤

ձ ࣭  �ᐇ 㧗 ⤖ � � �ཬရᐇ ᙳ㺃 ㉁➼・ 㡪 ��ゎ

 ◌࣭ ග 㺃㐽 �Ỉ  � �◌ྲྀ
・ ➼ ⤌ �� � �  㧗 ᑐ ⟇ �Ⓨ㛤

әሙղ ᐇ ド ┴㸸 ෆ 㸶 �ᅬ ᆅ ヨ 㦂 ᶵ◊ ✲ 㛵㸱 ә・

әሙճ ᐇ ᒣド 㸸  � Ἑ Ụⶶᙧ ᕷ ᐮ ᕷ ᖾす ⋤ ⏕ ・ ・

㸦㸱㸧Ẽ ㇟ ⅏  �  �ᐖ ᙉ Ᏻ ᛶ �・ ・ 㧗 㞵 ���ࢫ� � 㛤Ⓨ

 タ ሙ⨨ ә ┴㸸 ᅬ ᴗ  �� �ә ᕷⱁ ㎰ ◊ ✲ ⚄ ⏫

㸰 ⏕ ⏘  � ᶞ�ᛶ �㧗 ᆅ⏘  ◌���

࣮ࢺ �ࢫ ᴗ �  ���⏝㎰ ά ・ ᆺ ᶞ� �・ ᇵ � ド

ձ ◌ື⮬ �Ỉ ・� �ࢫ�� ⿵ ග�ࢫ�� ᐇ� ド

 �����ղ � 㸿 㹇㑅 ᶵ�  � ࣟ� ��ࢺ� ・ 㛤Ⓨ

ᆅ ᇦ � ・ ・ ・ 㔠
ά ・ ・ ・

㻞㻞

Ƃ ƃ ƞ Ƙ ǅኽૼ ᙹ  ܱ◌ǒǜ ᄩ ◌�� � ◌ૅ ੲ ಅ̬ ʙ

�� ◌ึᙜ㢠㸰⿵ 㸸⟬
༓

・

ಒ ᙲ

Ꮡ ᛢ �・ ・ Ἃ ỿ Ὂ ἲಅʙಅ  ܾ◌ʙ ϋ

ᴗ � ௧ ᖺ ᗘ ᖺ ᗘ・ ・㛫㸸 㸵 㹼

 Ẽ ኚ◌ೃ ◌ື ᙳ� 㡪  ◌������� ・ ✭ 㔞 �  � ���� �� �Ᏻ ᐃ・ ・ ・ ・ ⤖ ᐇ ᑐ ⟇ ◌�㈨
��  �� � ◌� �ධᑟ Ᏻ ᐃ� ・ ・ ⏕ ⏘ � ᅗ � � Ẽ  �ኚ◌ೃ ◌ື ᙉ・ ⏘ ᆅ  ◌���� ・ 㐍

ẟ Ừ Ặբ ӳ έ

ᢸ ᙜ ⱁ ・ ・ㄢ㸸 㐍ㄢᅬ ᅜ ᶞ� ಀ・ ⯆
 㟁 ヰ㸸

 �� �⫼
  ◌� �ኚ◌ೃ ◌ື ᙳ� 㡪Ẽ  �� ��ᖺ㏆

��� ・ ✭ 㔞 � Ᏻ ᐃ・

  �◌ཷᖺ㏆ ⢊  �  �� ◌���⏝ᗈ・ ά

ࢳ �ࢥ �� ῶ  �  � �ⴭᑡ�

  � �◌ཷప ◌ୗ ຍᐦ ᗘⰼ � �ゼ ・ ・ ⢊
ᶞ ΰ� �  � �◌ཷప� ⋠ ⢊  �ቃ⎔ �

・

 � �ㄢ㢟

 
◌ཷ
⢊ �ቃ⎔ �  �� �  �  �ၿ ᑐᛴ ᛂ

ᚲ せ

ࢳ �ࢥ �� ῶ �ᑡ� ⿵  � ࢳ� �ࢶ  �ཬධᑟ �

◌ཷ
⢊ ᶞ ��・ ㊊ ⿵� ㍺ ධ ⰼ ㉎⢊ �ධ �・ ・

Ⴘಅʙ ・

ࢳ �ࢶ � ◌�ධᑟ� 㸦 ಸ๓ ᖺ � 㸧 5 㸸 ⩌ Ѝ 5 㸸 ⩌

㻜
㻟㻘㻜㻜㻜
㻢㻘㻜㻜㻜
㻥㻘㻜㻜㻜

㻝㻞㻘㻜㻜㻜
㻝㻡㻘㻜㻜㻜

㻴㻞㻣㻴㻞㻥 㻾㻝 㻾㻟 㻾㻡 㻾㻣

ᖹ ᖺ ・ 㔞䠖㻝㻞㻘㻣㻜㻜㼠
㻔㼠㻕

 � ᴗ  �యᐇ・ ・ ・

 ◌࣭ ᴗ㎰ ⪅ యᅋ ҝ㸦㸱 ᴗ௨ ◌ୖ �㎰ ⪅ ◌� ⤌ �⧊ � ᅋ య 㸧

 ◌࣭ ᴗ ἲ ே◌㎰

 ��  �ᑐ・ ㇟
 ◌࣭ 㸯  ��ᙜ⩌ ��༉ ◌ྲྀ௨ ◌ୖ � ㈙ ࢳ �ࢶ

ࢳ ࢶ ࢫ ࣮
ࣜ

◌࣭� �

 ◌࣭ ㍺ ධ ⰼ ⢊
䛆⿵ ⋡ 䛇
䞉䠍䠋䠎௨ ◌ୖ

┴䠄 㻝㻛㻟䚸 ◌�ᕷ ⏫ ௨ ◌ୖ㻝㻛㻢 䈜䚸䠄௵ ព 䠖⏕ ⏘ ⪅ య 䞉ᅋ

ሙᕷ 䠅䠅
䈜䛩䛷䛻䛣䜜௨ ◌ୖ 䛾⿵ ⋡ 䛷� ・ 䜢足 䛳䛶䛚䜚䚸䛭䛾⿵

 ⋡ 䜢 ᣢ 䛩⥔ 䜛
◌ྜሙ 䛺䛹

䛆⿵ ௳ せ 䛇

◌�ᕷ䞉 ⏫ ◌ୖᔞ䛜 䛢䛧䛶⿵ 㔠 ・ ・䜢 䛩䜛䛣䛸

� ᶆᡂ ┠䞉 䜢 ᐃタ 䛧䛶䛚䜚䚸 ᶆᙜ ᐇヱ┠ 䛾 䛜⌧ ぢ
㎸䜎䜜䜛䛣䛸

ᴗ ᐇ・ ・㸦⏕ ⏘ ⪅ య・ 㸧

┴

◌�ᕷ ⏫

⏕ ⏘ ⪅ య�ᅋ ሙᕷ

˳ ể ễ Ế ề Ẇ᧙ � ᧙ೞ ɟ

˳ Ểင  μ ửብӖ ・  ծ◌ો

Ẑἱ ἢ ἓ ݰ ὺ ʴ ẑ֨ብਘ  ਖ਼・ λ ・ Ӗ

౯≀ 㧗 㦐 ᑐ ᛂ 㔜 �Ⅼ ・
ᆅ � ・ ⏕ ⮫ ・ ・ ・ 㔠ά ・ ・ ・

䛥䛟䜙䜣 �䜌⋤ ᅜ ・ ᆅ⏘ ・ ・⏕ ・ 䛾㈝ ◌�ෆ

㻞㻟



Ƃ ƃ ư Ɩዒ ዓ ዓ � �ငਤ ௐǔ ・  ◌�◌ૅ ੲ ಅʙ

ண 㢠⟬ ṇ� ⿵ 㸸
༓

・

ಒ ᙲ

Ꮡ ᛢ �・ ・ Ἃ ỿ Ὂ ἲಅʙ

౯≀ 㧗 �㦐 �ᙳ 㡪  �  �◌ཷ ౯ ・ 㧗㦐  � ࣮ࢻ�� �ࢫ �

࣮ࣖࣞ �ࢫ � � �  �� �య ᑐ� ・ ・

 � ᴗ  �యᐇ・ ・ ・

 ◌࣭ ᴗ㎰ ⪅ ᅋ య 㸦 ҝ㸱 ᴗ௨ ◌ୖ �㎰ ⪅ ◌� ⤌ �⧊ � ᅋ య 㸧

 ◌࣭ ᴗ ἲ ே◌㎰

 � ᴗ  �ෆ ᐜ・

࣮ࣖࣞ ࣮ࢻࢫ �࣭◌ࢫ � � � ୰� 㸦 � �◌ྂ ◌ྵ
㸧

� ⿵  � ⋡

 ◌࣭ 㸯㸭㸱㸦┴㸸㸰㸭㸷 � ◌�ᕷ ⏫ 㸸㸯㸭㸷㸧

� ⿵  �௳ せ

 ◌࣭ ᶞ� � ㈍
ཪ

・ 㢠  �ә ቑ ຍ� ᚓ 㢠  �� � ・

 ◌࣭ � � ࣮ࣖࣞ ࣮ࢻࢫ �ࢫ � ◌� �⏝ ௨๓ ᖺ ᖺ�� ・

 ◌� �� �◌ୖ ・

 ◌࣭ ṓ  ◌�௨ ◌ୖ ᚋ ⥅ ⪅  �Ỵ � � � � ��  �◌ྜ ᢎሙ � ⥅
 � ��ð◌ྥ

・ ᅬ ᆅ �ሗ ᕷ�・ ⏫ ◌ ◌࣭� ᴗ ጤ ဨ㎰ ・ ➼

 �� �ᥦ ౪・ ・

 ◌࣭  �࣮ࣖࣞ ࣮ࢻࢫ �ࢫ � � �ධᑟ ᕸ� つ・ 㸦 ⬟ ຊ 㸧

� ⤒ ᶍ  ��� ◌� �� �◌ྜႠ �つ ・ ぢ ・

 ◌࣭ ◌�  ��࣮ࣖࣞ ࣮ࢻࢫ �ࢫ � ◌� � � � ᶵഛ ලඹ・ ㎰

῭ �◌ື ⏘
◌ྜ

⥲ ಖ 㝤 ಖ�➼ 㝤  �� �ධຍ・ ・

ಅ  ܾ◌ʙ ϋ

ᴗ � ௧・ ・㛫㸸 ᖺ ᗘ㸶

ᗘ  �� �ᐖ㔜 Ẽ ㇟ ⅏ ◌�ᖺ �㏆ ㈨⏕ ⏘ ౯ �・ 㧗 �  � �◌ཷ
㦐 �㎰㞳 �  � ��� Ⴀ�ウ ㎰⏕ ⏘ ⪅ �� ・⥅ ⥆

 �� � ◌� �  �ຍ・ ㏿ � ῶ �ᑡ�・ ✚㠃ᇵ  � � ᶞ�ᢚ �ᆅ⏘ �ᣢ⥔ � �ᅗ

ẟ Ừ Ặբ ӳ έ

 �� �⫼

 ᖖ␗ Ẽ ㇟ � 㢖  � � �Ⓨ・ ・⏕ ⏘ Ᏻ ᐃ

 � ��� � ᶵ � � �⏝Ე �・ ➼ ㈝ ಖ☜

 ◌� ��� ⏕  �ከ⏘ ⪅  � �

 ౯ᖺ �㏆ ≀ 㧗 �㦐 ᙳ 㡪  ◌� ࣮ࢻ� �ࢫ

࣮ࣖࣞ �ࢫ ᴗ ᶵ Ე ౯ ᖜ� � �➼ ㎰ ・ ・

 �� �◌್ ◌ୖ・

 ᶞ� ・ ᇵ Ḟ ࣮ࢻࢫ�  �ࢫ �◌ྍ
・ ・

࣮ࣖ�ࣞ � �  ◌� ��� �◌�  ��Ⴀ ᛕ㎰

⏕ ⏘ ⪅  �  � � ���ᑡ

 � �ㄢ㢟

 ᶞ� ᐙ �㎰ 㞳㎰㜵Ṇ �� �・ ・ 㠃ᇵ

ῶ  �  �ᢚ ไᑡ ᖜ� � ᚲ✚ せ

 � ᴗ・ ⿵  㔠 ὶ � ��

� ࢪ�  ・ ・ ・

Ⴘಅʙ ・

Ⴀ ㎰⥅ ⥆ ��  �� � ◌� � ຍ・ ・ ㏿  �� ᶞ�・ ・ ᇵ㠃 ῶ �  ��ᢚ ไᑡ�✚ ᢸ ᙜ ㄢ㸸ᅬ ⱁ ・ ・ᅜ 㐍ㄢ ⱁᅬ ᅋ ・ᆅ ᢸ ᙜ㐍
 㟁 ヰ㸸

౯≀ 㧗 㦐 ᑐ ᛂ 㔜 �Ⅼ ・
ᆅ � ・ ⏕ ⮫ ・ ・ ・ 㔠ά ・ ・ ・

ᶞ� ・ ✚㠃ᇵ ῶ ᑡ䛾

┴
ᕷ
⏫
◌�

・
・
ᐇ
・
・
య

౯≀ 㧗㦐 ᙳ䛾 㡪䛷

� � 䛜 㞴ᅔ

�⪁ ・ 䞉� ቑ㞀 ຍ

㎰㞳 䜢� ウ

・ ✚㠃ᇵ ῶ ᑡ䛾

Ⴀ ㎰⥅ ⥆

・ ✚㠃ᇵ ᣢ䛾⥔

䛾ᆅ⏘ ᣢ⥔
� �

䠏ศ 䛾䠍
 ⿵

䠘⌧ ≧䠚 䠘䛽䜙䛔䠚

㻞㻠

ᢸ ᙜ ㄢ㸸ᅬ ⱁ ・ ・ᅜ 㐍ㄢ � ⰼ㔝  � ಀ・ ⯆
 㟁 ヰ㸸

ẟ Ừ Ặբ ӳ έႸಅʙ ・

 ⤒  ��Ⴀ య ᙜ � 㔝� � ⏘ ฟ 㢠 ⌧ ◌್≧ 㸸 ・ ・ 㸦5 㹼 ᖹ ᆒ 㸧 ᶆ ◌್э ┠ 㸸 ・ ・ 㸦5 㸧
ࢺ  ��ࢺ 㹟  � ��� ・ ✭ 㔞 ⌧ ◌್≧ 㸸 NJ㸦5 㹼 ᖹ ᆒ 㸧 ᶆ ◌್э ┠ 㸸 NJ㸦5 㸧
  � ��・ 㹟  � ��� ・ ✭ 㔞 ⌧ ◌್≧ 㸸 NJ㸦5 㹼 ᖹ ᆒ 㸧 ᶆ ◌್э ┠ 㸸 NJ㸦5 㸧

Ἃ ỿ Ὂ ἲಅʙ

㐃ᦠ

㻳㻢䡘 ෆ ◌ୣᗉ ◁ 䝯䝻䞁⏘ ᆅ ᙉ ・ 㻼㻶

◌ྲྀ య・ 䠖⤌ ෆ ◌ୣᗉ ◁ 䝯䝻䞁䝥䝻䝆䜵䜽䝖・ ㆟

ಲ ආ ਸᆗ

㻳㻡䡘� � ኟ◌୍ 䛩䛔䛛⏕ ⏘ ຊ ᙉ ・ 㻼㻶 ಲ ආ ਸᆗ

㻳㻠䡘◌� ◌ୖ 䝖䝬䝖⏘ ᆅ ᙉ ・ 䝥䝻䝆䜵䜽䝖 ಲ ආ ਸᆗ

ᆅ ᇦ
◌ྲྀ୰ ᚰ 䛾 䜏⤌

㻳㻤䡘䛔䛱䛤� ရ ✀ 䛂ᒣ ᙧ 䠯䠓
◌ྕ

䛃䛾� ཬ ᣑ ・ ਸᆗ

㻳㻣䡘䛺䛩� ရ ✀ 䛂ᒣ ᙧ 䠪䠍
◌ྕ

䛃䛾� ཬ ᣑ ・ ਸᆗ

㻳㻟䡘㧗 ⎔ ቃ 䛻ᑐ ᛂ 䛧䛯
䝖䝬䝖䛾ኟ ⛅ Ꮨ Ᏻ ᐃ ⏕ ⏘ ᢏ 辵 䛾☜❧

ಀ ଫ
ଞ ・・

㻳㻞䡘ᣢ ⥆ ᒎⓗⓎ 䛜
◌ྍ
⬟ 䛺

䝖䝬䝖⏘ ᆅ䛵䛟䜚・ 㐍㻼㻶 ಲ ආ ਸᆗ

㻳㻝䡘䝕䞊䝍㥑 ◌ື ᆺ ᴗ㎰ 䞉ᐇ ㊶㻼㻶

◌ྲྀ య・ 䠖⤌ 䜔䜎䛜䛯� ḟ ୡ ௦ᘧ ・ タ ᅬ ⱁ ・ 㐍
༠

・㆟

ಲ ආ ਸᆗ

・ ┴ⓗ䛺
◌ྲྀ

䜏⤌

ಅ  ܾ◌ʙ ϋ

㻳㻝䡘䝕䞊䝍㥑◌ື ᆺ ᴗ㎰ 䞉ᐇ ㊶䝥䝻䝆䜵䜽䝖

䞉 ��・ タ 㢮䠄䝖䝬䝖䞉䛝䜕䛖䜚➼䠅䛻䛚䛡䜛 ቃ⎔ 䝰䝙䝍䝸䞁䜾䝕䞊䝍䜢
ά ・ 䛧䛯・ 䛾ᇵ ⟶⌮ � ཬ ᣑ ・ 䚸 ෆ┴ 䛾

◌ྲྀ
・⤌ ・ 䛾䛸䜚䜎䛸䜑

㻳㻞䡘ᣢ ⥆ ᒎⓗⓎ 䛜
◌ྍ
⬟ 䛺䝖䝬䝖⏘ ᆅ 䛵䛟䜚・ 㐍䝥䝻䝆䜵䜽䝖

䞉䝇䝬䞊䝖 ᴗ ᢏ㎰ 辵 䛾 ⏝ά ・ 㐍䚸 �ኟ 㧗 ᑐ ➼⟇ 䛾ᐇ ド 䞉� ཬ
䚸

ᢸ 䛔ᡭ 䛾 ᡂ ሗ・䜔⫱ �ඹ 䜢┠ⓗ䛸䛧䛯 ಟ◊ ・ 䛾 ദ㛤

㻳㻟䡘㧗 ⎔ ቃ 䛻ᑐ ᛂ 䛧䛯䝖䝬䝖䛾ኟ ⛅ Ꮨ Ᏻ ᐃ ⏕ ⏘ ᢏ 辵 䛾☜❧

䞉㧗 ቃ ◌ୗ ⎔ 䛷Ᏻ ᐃ ⏕ ⏘
◌ྍ
⬟ 䛺ရ ✀ ᐃ㑅 䚸 ໃⲡ ప ◌ୗ 䜢㜵䛠 ᑐ 㧗 ⟇

ᢏ 辵 䛾㛤
ཬ ᏘⓎ 䜃⛅ Ᏻ ᐃ ⏕ ⏘ 䛜

◌ྍ
⬟ 䛺・ ᇵ ⟶⌮ � ἲ 䛾� ウ

㻳㻡䡘� � ኟ◌୍ 䛩䛔䛛⏕ ⏘ ຊ ᙉ ・ 䝥䝻䝆䜵䜽䝖䠷◌� � ᴗᒣ ᗇ ・ 䠹

䞉㧗 ᑐ ⟇ ᢏ 辵 ᐖ・䜔 �◌ྎᢠ ᛶ・ ➼䛾ᐇ ド 䚸 䛻ᆅ⏘ ධᑟ 䛜㐍䜐

� ရ 䛾✀ ᢕ ᥱᛶ≉ 䚸� つ・ 䛾ᇵ ⪅ ᡂ⫱

㻳㻢䡘 ෆ ◌ୣᗉ ◁ 䝯䝻䞁⏘ ᆅ ᙉ ・ 䝥䝻䝆䜵䜽䝖

䞉➨䠏� ෆ ◌ୣᗉ ◁ 䝯䝻䞁 ᆅ⏘ ᙉ ・ 䝥䝻䝆䜵䜽䝖䠄㻾㻣䡚㻝㻜䚸㻾㻣 ᐃ 䠅⟇ 䛻
䛵ᇶ 䛝 ᙉ┙ ・ 䚸ᇶ⏕ ⏘ ရ㧗 Ᏻ ᐃ㉁ 䚸⏕ ⏘ 䝤䝷䞁䝗ຊ ᙉ ・ 䜢・ 㐍

㻳㻠䡘◌� ◌ୖ 䝖䝬䝖⏘ ᆅ ᙉ ・ 䝥䝻䝆䜵䜽䝖䠷◌� � ᴗ◌ୖ ᗇ ・ 䠹

䞉 ተ ᐖ・ᅵ ᑐ 䛾⟇ ᐇ ド 䚸 �ኟ 㧗 ・ 䛾 �╔ 䛾⟶⌮ �ែ◌ᐇ 䚸ㄪ

◌� ◌ୖ ෆ 䛾⟶ ᢸ 䛔ᡭ ⫱ ᡂ 䛻
◌ྥ

䛡䛯 ಟ◊ ・ 䛾㛤ദ

㻳㻣㻌㻛㻌㻳㻤䡘䛺䛩� ရ ✀ 㻛㻌䛔䛱䛤� ရ ✀ 䛾� ཬ ᣑ ・

䞉䛺䛩䛂ᒣ ᙧ 䠪䠍
◌ྕ

䛃䚸䛔䛱䛤䛂ᒣ ᙧ 䠯䠓
◌ྕ

䛃䛾ရ ✀ ᛶ≉ 䛾・ ▱ 䚸� ཬ ᣑ
・ 䛻

◌ྥ
䛡䛯ᒎ ♧ ᅡ 䛾タ 䚸⨨ ᒎ ♧ ᅡ 䜢ᣐ Ⅼ䛸䛧䛯 ಟ◊ ・ 䛾 ദ㛤

Ꮡ ᛢ �・ ・

䕔 � ◌ྥᑐ ᛂ ᛶㄢ㢟䜈䛾 䛾
䛆䝖䝬䝖䚸䛝䜕䛖䜚䛇
䝝䜴䝇 ቃ⎔ 䜢

◌ྍ
ど・ 䛩䜛㻵㻯㼀ᢏ 辵 䜔 ቃ ไ⎔ ᚚ

ᢏ 辵 ➼䛾䝇䝬䞊䝖 ᴗ ᢏ㎰ 辵 䛾 ධᑟ 䞉 ⏝ά ・ 㐍
䛆䛩䛔䛛䛇

ᑐ 㧗 䞉⟇ ရ Ᏻ ᐃ㉁㧗 ⏕ 䛾⏘ ・ 㐍

ᢸ 䛔ᡭ 䛾 ᡂ⫱
䛆䝯䝻䞁䛇

◌୍ య 䛸ᆅ⏘ 䛺䛳䛯 ရ Ᏻ ᐃ㉁㧗 ⏕ ⏘ 䛾・ 㐍

ᢸ 䛔ᡭ 䛾 ಖ☜ 䞉 ᡂ⫱
䛆䛺䛩䞉䛔䛱䛤䛇

� ရ 䛾✀ ㎿㏿ 䛺� ཬ ᣑ ・ 䛻
◌ྥ

䛡䛯 ᛶ≉ 䛾・ ▱

䕔 ≧䛸⌧ ㄢ㢟
䛆ရ ඹ┠ ㏻䛇

ኚ◌ೃ ◌ື 䛻Ẽ 䜘䜛స ・ 䛾 Ᏻ ᐃ・ ・
䛆䝖䝬䝖䚸䛝䜕䛖䜚䚸䛩䛔䛛䛇

ᡭⱝ 䛾⏕ ⏘ ⪅ ቑ ຍ ・䋻 ᇵ ᢏ 辵 䛾� � ᚓ⩦
䛆䝯䝻䞁䛇

Ⴀ⤒ య 䛾ῶ ᑡ 䛻䜘䜛⏕ ⏘ ຊ 䛾ప ◌ୗ
䛆䛺䛩䛇

� ရ ✀ 䛂ᒣ ᙧ 䠪䠍
◌ྕ

䛃䜢⫱ ᡂ
䠄ရ ✀ Ⓩ㘓 බฟ 㢪 韭 ௧䠖 ・ 䠒ᖺ 䠒� 㻝㻣� 䠅

䛆䛔䛱䛤䛇

� ရ ✀ 䛂ᒣ ᙧ 䠯䠓
◌ྕ

䛃䜢⫱ ᡂ
䠄ရ ✀ Ⓩ㘓 බฟ 㢪 韭 ௧䠖 ・ 䠑ᖺ 㻝㻜� 䠑� 䠅

ண 㢠㸦⟬ ◌ึᙜ 㸧㸸
༓

・

ᴗ �・ 㛫 ௧㸸 ᖺ・ 㸶 ᗘ 㹼 ᖺ ᗘ

ಒ ᙲ

ᣢ䕿 ⥆
◌ྍᒎⓗⓎ 䛜 ⬟ 䛺�� 㢮䛾 䛵ᆅ⏘ 䛟䜚・ 㐍䛻

◌ྥ
䛡䛯� ᑵつ ㎰ 䛾⪅ ಖ☜ 䚸䛣䜜䛛䜙䛾 䜢ᆅ⏘ 䛡䜣ᘬ 䛩䜛ᢸ 䛔ᡭ 䛾⫱ ᡂ

ᙉ┙ ・䕿 䛾 䛻ᆅ ᇶ⏘
◌ྥ

䛡䛯
◌ྥ ◌ୖᛶ 䞉⏕ ⏘ Ẽ ᢏኚ◌ೃ ◌ື ᑐ ᛂ ➼辵 䛾 Ⓨ㛤 䞉ᐇ ド 䞉� ཬ

Ƃ ƃ �ငਘ ௐ ᓔΪ ・  ȗ ȭ ǧ ǯ Ȉ ◌�ಅ҄ Ǹ ʙ

㻞㻡



Ƃ ƃਘ ᑸΪ  ǍǇ ƕ ƨ င ◌ႆ ȝ ȸ Ȉ ޒ �◌ ಅǵ ʙ Ĭ

㸦� ᐇ ・ ・ э ・ ・
⤒  ��Ⴀ య ᙜ ⏘ ฟ 㢠 5 㹼 ᖹ5 ᆒ 㸦⌧≧㸧㸦㔝・ ・ ・ э 㹐 㸦 ᶆ┠ 㸧 ・ ・

㸦  �ⰼ ・ ・ э ・ ・

ண ◌ึᙜ㢠㸦 㸧㸸⟬
༓

・
ಒ ᙲ

Ⴘಅʙ ・

 �◌ྥ ◌ୖᛶ・ ┈ ⏕ ⏘ ᇶ ᙉ┙ ・ ・ ィ ⏬ �◌ྀྲ
ⓗ・ ⤌ � ⏘ ᆅ  ◌���� � ・

 ⪁ �  �� ◌ྠ ⏝ඹ �・ ・ ・ タ ・ ⦅ 㞟⣙  ◌࣭ ◌ྜ
⌮ �◌ྀྲ

・ ・ ⤌ � ⏘ ᆅ �� ・

Ꮡ ᛢ �・ ・

ᴗ � ௧ ᖺ ᗘ ᖺ ᗘ・ ・㛫㸸 㸵 㹼

ẟ Ừ Ặբ ӳ έ

䕔 ᢸ ᙜ ㄢ ⱁ䠖 ・ ・ 㐍ㄢᅬ ᅜ ⱁᅬ ᢸ ᙜ・ 㐍㱚㶚

䕔 㟁 ヰ 䠖㻜㻞㻟㻙㻢㻟㻜㻙㻞㻠㻢㻢

Ἃ ỿ Ὂ ἲಅʙಅ  ܾ◌ʙ ϋ

㸯 ⱁᅬ ᆅ⏘ ᇶ⏕ ⏘ ࣮࣡��� � ᴗ┙ ・ ・ ・ ྥ◌�ࢱ ◌ୖᛶ・ ┈ ・ 㸧

ⱁᅬ ᆅ⏘  �� � ᴗ ྥ◌��ࢥ ◌ୖ స  � ᛶ � �・ ┈ ㎰ ⋡ ・ ・

ࢫࢺ ῶ � � ��ഛ ධ๐ ᑟ�タ ・ 㧗ရ �㉁ ➼⏕ ⏘
◌ྲྀ
⤌ �� � ・

ᴗ ᶵ ࢫ ◌ྲྀձ Ე ධ ᑟ� � � ᚓ㎰ ➼

 ����� � �ղ �� ・ 㞵 � � �・ タ ➼ ⏕ ⏘ ◌� ධᑟ�㈨ ➼

㸰 ��ⱁᅬ  �� ᆅ⏘ ࣮ࢺ �ࢧ ᴗᒎⓎ ・

� ┴ᅬ ᴗ �ⱁ ㎰ ・ ⯆  �� ◌� � �  ��ᚲ せ・ ・ ・ᇵ � ◌ാປタ

ቃ タ⎔  � ኚഛ ◌ೃ ◌ືẼ ࣮ࢺ�  �ࢫ ᴗഛᑐ ᛂ タ ㎰ 㛵 ・㐃 Ე ධᑟ�

��➼ ・

�ձ ᆅ⏘ ᡂ⫱ �・㸯 ᴗ �  ◌� ��� ◌ྲྀ⏝ά ⤌ � 㸧

ᴗ ⏝ղ ㎰ ・ ᇵ ��ࢫ � ◌� ഛ� タ

ᶍճ ᑠ つ ᅵ ᆅ ᇶ ◌� ഛ┙

ኚմ ◌ೃẼ ◌�ഛ ഛ◌ື ᑐ ᛂ �タ ➼

յ ◌ാປ ⎔ ቃ ഛタ 㸦 �ࢺ ・ ・ ➼ 㸧 ධᑟ

 �����  ◌� ◌�ն ഛຊ� ┬ ・ ❧ ・ タ

࣮ࢺ �ࢫ ᴗշ ㎰ 㛵 ・㐃 Ე ➼ ⎔ ࢢ
ࣥࣜ
ቃࢽࢱ � ・ ➼⨨ ධᑟ�

㸱 ⱁᅬ � ᇶ � ᐇィ ⏬ ᴗ ᵓ・ ・ ㎰ 㐀 � ᴗ � �  �㌿・ ・ ・ つ

ᴗ ᵓ�㎰ 㐀 ᐇ�㌿・ ⌧  � �◌ྥ
・ ᆅ ᇦ ᴗ ��  �� �㎰ ⪁  �・

 � ◌ྠ ⏝ඹ �・ ・ タ ・ ⦅ 㞟⣙  ◌࣭ ◌ྜ
⌮ �◌ྲྀ

・ ・ ⤌ � ᆅ⏘ �� ・

� ◌ྠ ⏝ձ ඹᏑ �・ ・ タ ・ ⦅ 㞟⣙
� ◌ྜղ Ꮡ �・ タ ⌮ ・

 ᴗ㎰ ⏘ యฟ ・㢠 � 㸣 � � �༨
5

� ᴗ  ◌� ��ᘬ ᙺ� ⱁ┴㎰ ≌ ᅬ ⏘ ฟ 㢠 య�・

 ��ᶓ  � ◌ྥഴ�・

 ・㧗㱋 � 㐍�  �୰ ᅬ ⱁ ⏘ ฟ 㢠 �  �� ᣑ�

��・ ᅗ  �� � ⏘ �ᆅ �  �� ḧ  �ព ⓗ ⏕ ⏘
�⪅ ᶍ  �ᣑ ᚲつ ・ せ

 ᴗ㎰ ⪅  �ῶ  ◌�  ��◌ྥഴᑡ ・ ⛣  ��  ��୰

 �ᡭ ◌ႚಖᢸ � �つ ☜ ⥭ ◌� � ㄢ㢟  �� � ḟ ୡ

�  � ḧ  �� ᴗ௦ ពᢸ ᐃ�㎰ ⪅ ࣭� ⤒ Ⴀ ᒎⓎ

 �� � � ⱁ ᅬ ᆅ⏘  � ᢎ�・ ・ ⥅ �� � � ⏘
 ◌���ᆅ  �ᚲ せ

 ᴗ㎰ ⪅ ῶ � ◌�ᑡ� ⇞ ・㧗㦐 �� ⤒  �Ⴀ ᅔ

 �・㞴  � ��� ⪁ �  ��  �  ��Ꮡ・ ・ タ ᅾ

 ��  � ◌� �୰ �」 ・ タ ・ ⦅ 㞟⣙  � �ƫ �⬟
 ��◌ྥ Ⴀ◌ୖ ᇶ⤒ ��  �� � ��ၿ ◌ႚ�┙ ・

� ㄢ㢟⥭  ◌� �� � ḟ ୡ ௦ � ⱁ ᅬ ᆅ⏘ ᒎ�Ⓨ

 �� ◌�  �ഛ� ᚲ せ

 � � ⱁ┴ ᅬ ᆅ⏘ �  ��  �� �ᒎ� �Ⓨ ・

ᶵ ��  � �  �Ე ධ த ຊᑟ� �タ ・ ➼ ・ ➇ 㧗

�ᆅ⏘ ⫱ ᡂ

 � � ⱁ┴ ᅬ ᆅ⏘ � ⥔  �� ◌ྠඹᣢ ᙉ� �・

⏝ �・ ・ タ ➼ ・ ⦅ 㞟⣙  ◌࣭ ◌ྜ
⌮ �・ ・

・㸯 㸱 ᴗ�・

ᴗ ᐇ・ ・㹙 య・ 㹛

ᴗ�・㸯 㸸ᆅ ᇦ
༠
㆟  �ᐃ・ ➼ ⟇  �� � ᆅ⏘ ࣮࣡��� ・ ィ

⏬  � �� ・ ・ ・⨨ �� ᴗ㎰ ⪅  � ᴗయ ㎰ ➼ᅋ ⪅
㸱 ᴗ ᴗ�・ ㎰㸸 ⪅ ᅋ  � ᴗ ἲ  � ᴗ ༠ྠྜ

య ே◌㎰ ㎰ ➼⤌
>⿵ ⋡ @ 㸯ᅜ 㸰

㸰 ᴗ�・

ᴗ ᐇ・ ・㹙 య・ 㹛

ᴗ㎰ ⪅  � ᴗయ ㎰ᅋ ἲ  � ᴗ ༠ྠྜ
ே◌ ㎰ ⤌ ➼

>⿵ ⋡ @ ┴㸯㸰㸦  � ◌�ᕷ ⏫ 㸧

・
・
ᐇ
・
・
య

ᕷ
⏫
◌�

ㄳ⏦

・ ・

┴

ㄳ⏦

・ ・

・
・
ᐇ
・
・
య

ᕷ
⏫
◌�

ㄳ⏦

・ ・

┴

ㄳ⏦

・ ・

ᅜ

ㄳ⏦

・ ・

౯≀ 㧗 㦐 ᑐ ᛂ 㔜 �Ⅼ ・
ᆅ � ・ ⏕ ⮫ ・ ・ ・ 㔠ά ・ ・ ・

㻞㻢

Ƃ ƃ Ǉ ƕ ƨ ȝ ȸ Ȉ င ◌ႆਘޒ �◌ ಅᑸΪ  Ǎ ǵ ʙ ĭ

㸦 ᶞ� 㸧 ・ ・ э ・ ・
⤒  ��Ⴀ య ᙜ ⏘ ฟ 㢠 5 㹼 ᖹ5 ᆒ㸦⌧≧㸧㸦㔝・ 㸧 ・ ・ э 㹐 㸦 ᶆ┠ 㸧 ・ ・

㸦  �ⰼ 㸧 ・ ・ э ・ ・

ண ◌ึᙜ㢠㸦 㸧㸸⟬
༓

・
ಒ ᙲ

Ⴘಅʙ ・

 � � ࣝ�ࢠ࣮  �� ◌� �ཬ ཬഛ ഛຊ� �┬ ・ ・ ㈨ タ ➼ ・ ᅬ ��ࢫ ᶵⱁ � ⬟ �◌ྥ ◌ୖ ・ ・

�� � ᣢ ⥆
◌ྍ
⬟ � ᅬ ⱁ ⏘ ᆅ  ◌���� ・ 㐍

Ꮡ ᛢ �・ ・

ᴗ � ௧・ ・㛫㸸 ᖺ ᗘ㸶

ẟ Ừ Ặբ ӳ έ

䕔 ᢸ ᙜ ㄢ ⱁ䠖 ・ ・ 㐍ㄢᅬ ᅜ ⱁᅬ ᢸ ᙜ・ 㐍㱚㶚

䕔 㟁 ヰ 䠖㻜㻞㻟㻙㻢㻟㻜㻙㻞㻠㻢㻢

Ἃ ỿ Ὂ ἲಅʙಅ  ܾ◌ʙ ϋ

㸯  ◌��ᣢ ⥆ �ⱁ ᅬ ⏘ ᆅ ⥭ � ᴗᛴ ・ ・

ձ ⱁᅬ  � �� � �ࣝࢠ࣮�  �  ��ཬ ◌ྍຊ�・ タ ・ ┬ ・ ・⬟
ᶵ ࣭� ◌�ഛ ഛ�タ

 �ᑐ ㇟ ㈝⤒ �

ࣥ ��࣮ࢺ � �  
ࣥ
ከෆ� ࢸ ᙇ ᒙ � �

እ ᙇ 龠 ◌� �そ㈨ ・ ⎔  �Ժ ቃ⎔  �ไ ᚚ ・ ⨨
・ ・ ⲡ ᶵ �ส 㧗 ᴗ ◌ྎә స ㌴ ➼

 � �� � �ࣝࢠ࣮�  �◌ྠ ཬ ◌ྍ⏝ղ ඹ ຊ�・ ・ タ ・ ┬ ・ ・⬟
 �� ᶵ ࣭� ◌�ഛ ഛ�タ

 �ᑐ ㇟ ㈝⤒ �

◌ື⮬  �Ვ ໟ  ・ ・ ⏬ ◌ീ 㑅 ᶵ�  � ḟ Ე� ࢥ࣮��ࢫࢸ� ඖ・

 � � �࣭ⶶ෭ ᗜ �・ タ ・ 㑅 㑅  �ƫ Ე◌ู ᚲ・ せ ➼

㸰 ⱁᅬ ��ࢫ ධᑟ ⥭ � ᴗᛴ ・ ・

ⱁᅬ ��ࢫ ᶵ� ⬟ ᙉ㸦  �◌ ஂᗘ ⪏  � ◌ྥಖ  ᛶ ᛶ ➼㸧 �◌ୖ ・

 �� �⫼
 ◌࣭ ౯≀ 㧗㦐 ᙳ� ・㡪 �� ◌�㈨⏕ ⏘ 㧗㦐

ࣝࢠ࣮ ◌࣭�� ౯ �・ 㧗㦐 �ே◌௳ ㈝ ◌ୖ��

ⱁ ・ タᅬ  � ��・ ⏕ ⏘ ಑ࢫࢺ ቑ
 ඹ ◌ྠ ⏝ ฟ�・ 㞟 Ⲵ  � ��・ タ ・

㞟Ⲵ  ◌࣭ 㑅�࣭ ฟ Ⲵ ಑ࢫࢺ ቑ

 ◌࣭ ኚ◌ೃ ◌ືẼ ��・ ・ 㔞・

 ◌࣭ ⏕ ⏘ ಑ࢫࢺ  ��◌�᎑౯� ・ ㌿ 㐍  � � �

Ⴀ � ・⤒ Ᏻ ᐃ ・
ഛ � タ ➼ ◌� ഛ ㈨㔠  �ಖ�☜ 㞴ᅔ

 � �ㄢ㢟

ễ Ềዓ ငਤ Ꮱ ᑸӧ   Ẫ ụ ầ � ᙲ

 � ᴗ  �యᐇ・ ・ ・

ձ ・㸯 ・ 㸸 ᴗ㎰ ⪅ ᅋ  � ᴗ ἲ  � ᴗ ༠ྠయ ே◌㎰ ㎰ ⤌
◌ྜ

➼

ղ ・㸯 ・ 㸸 ᴗ ༠ྜྠ
㎰ ⤌ ➼

�・㸰 ・ 㸸 ᴗ㎰ ⪅ ᅋ  � ᴗ ἲ  � ᴗ ༠ྠయ ே◌㎰ ㎰ ⤌
◌ྜ

➼

� ⿵  � ⋡

┴㸯 㸱 ◌�ᕷ㸦 ⏫ ㈇ ௵ ពᢸ 㸧

� ⿵  �௳ せ

㸺ඹ ㏻㸼 ◌࣭ ・㈍
ཪ

㢠 ә ቑ� ᚓ �㢠 ຍ

 ◌࣭ ᶵ ◌ྥ ◌ୖ⬟  �� � ・

㸺 �㸰 ᴗ  � � ᶞ� ◌ྜሙ� �・ 㸼

 ◌࣭ ᶞ ᅬ ᆅ ⥅ ࢫ࣮ ᢎ�ࢹࢱ࣮ � ➼・ Ⓩ 㘓

㸦 ṓ  ◌�௨ ◌ୖ ᚋ ⥅ �⪅ Ỵ � � � � �� ◌ྜሙ 㸧

・
・
ᐇ
・
・
య

ᕷ
⏫
◌�

ㄳ⏦

・ ・

┴

ㄳ⏦

・ ・

౯≀ 㧗 㦐 ᑐ ᛂ 㔜 �Ⅼ ・
ᆅ � ・ ⏕ ⮫ ・ ・ ・ 㔠ά ・ ・ ・

┴䠍㻛䠏◌�ᕷ ⏫
ᢸ㈇ ௵ ព

Ⴀ ㎰⥅ �⥆ ◌� ᛕ  
�ᆅ⏘ ᣢ  㞴ᅔ⥔

 ⱁ ・ᅬ �ཬ ◌ྠ ⏝ඹ�タ ・ ・ タ ┬

࣭��  �ຊ┬ ・ ⏕ ⏘ ಑ࢫࢺ ᢚ ไ
 ⱁᅬ ��ࢫ � �� Ⴀධᑟ� ・ ・

㎰⥅ ⥆ �  �ᑗ �・ ・ ・ ᅬ ᆅ ⥅ ᢎ

�  �ᢲᚋ

ከෆ ᙇ ᒙ 䜹䞊䝔䞁䠄┬䜶䝛・ 䠅

◌ീ⏬ �㑅 ᶵ Ე ධᑟ➼䛾 䛻䜘䜚
㞟 䞉Ⲵ �㑅 ・ ⬟

◌ྥ ◌ୖ 䠄 ຊ┬ ・ 䠅

 ◌࣭ ⱁᅬ ��ࢫ ᶵ ◌ྥ ◌ୖ� ⬟ ・

�� �Ⴀ ㎰⥅ ⥆  �ᢲᚋ
 ◌࣭  �ᑗ �・ ・ ・ ᅬ ᆅ ᢎ⥅ ・

ᐤ ・

ư Ɩዓ ငਤ ᑸǔ  
� � ሁ◌ૅ ੲ ಅʙ

㻞㻣



䠄䠒䠅␆ ⏘ ・ ⯆ ㄢ

Ƃ ƃ ◌�ዮအငਘ ਰ ᐻΪ ӳ

ண ◌ึᙜ 䠖㢠䠄 䠅㻝㻠㻘⟬
༓

・㻜㻞㻜
ಒ ᙲ

Ⴘಅʙ ・

䕿㓗⫗㐃ᦠ 䛻䜘䜛 ቑ◌ඃ ᏊⰋ ・ ∵ ∵ 㢌䝰䝕䝹䛾・ ⠏ 䚸
་ ಖᖌ ᑐ⋇ ☜ ⟇ 䛾ᐇ ・ 䚸␆ ⏘ 䠣䠝䠬䛾

� ཬ
・ 㐍

ཬ
䜃␆ ⏘ 㛵ಀ ᅋ య 䜈䛾ᣦ ᑟ 䛺䛹䚸␆ ⏘ ・ ⯆ 䛻

◌ྥ
䛡䛯

◌ྛ
✀

◌ྀྲ
⤌ 䜏䜢ᒎ 㛤

Ꮡ ᛢ �・ ・

ẟ Ừ Ặբ ӳ έ

ᢸ ᙜ 䠖 ・䕔 ㄢ ㄢ␆ ⏘ ⯆ ᢸ ᙜ・␆ ⏘ ⯆
㟁䕔 ヰ䠖㻜㻞㻟㻙㻢㻟㻜㻙㻟㻟㻡㻝

䞉␆ ⏘ ⏘ ฟ 㢠 㹐㸰㸫㸳ᖺ ᖹ ᆒ ൨ ・ э 5 㸦 ᶆ┠ 㸧 ൨ ・

ኵ  ܾ◌ӕ ϋ

ᴗ � ᡂᖹ ᖺ ᗘ・ 䠖㛫 㻝㻤 䡚

ᶵ ຊᙉ┙ ・ ┬ ・䕺 䛾 䜔 䛻ᇶ⏕ ⏘ ⬟ 䜘䜛 ᛶ⏕ ⏘
◌ྥ

◌ୖ 䜢
◌ྍᐇ ᣢ䠄 䛺⌧ ⥆ ⬟ 䜔䜎䛜䛯䛾␆ ⏘ 䠅

ရ◌ඃ ᏊⰋ ∵ ㉁ ≀䞉 䜔㧗 䛾 䛻␆ ⏘ ⏕ ⏘ 䜘䜛・

◌ྥ
◌ୖᛶ┈ 䛾

ຊ┬ ・䞉 䛻䜘䜛䝁䝇䝖 ῶ๐

◌ྥ
౯ ◌ୖ┴ ≀ ホ䞉 䛾 䛻⏘ ␆ ⏘ 䜘䜛� ・ ・㈍

ኚໃ・ ・䞉 䛻ᑐ ᛂ 䛧䛯 యᣦ ᑟ⏕ ⏘ ᵓไ 䛾 ⠏

య ไᐙ ・䕺 㜵 䜢␆ ᣢ 䛩⥔ 䜛䛯䜑
་ ᖌ Ᏻ⋇䛾 䛾

ಖᐃ ☜

⫼ �

◌� ◌ Ṇ�㈨䞉㣫 䞉 䛾㧗 䜎㈝ 䜚 �⊛䜔 䛻䜘䜛ᐙ ␆
� ቑ ຍᐖ⇕䛾 龠

䐟 㓗⫗㐃ᦠ 䛻䜘䜛 ቑ◌ඃ ᏊⰋ ・ ∵ ∵ 㢌◌ಁ 㐍䝰䝕䝹
・ ・ 䛆� つ䛇

ᐙ㎰䕺㓗 䛸 Ṫ∵ ・ ∵ ㎰䠄 䠅⫗ ⦾ ᦠᐙ 䛾㐃 䛻䜘䜛
◌ཷ༸

⢭
� 䠄㻱⛣ 㼀 ᢏ䠅 䜢辵 ・ 䛔䛯 ቑ◌ඃ ᏊⰋ ・ ∵ ∵ 䛻⏘

◌ྥ
䛡䛯

◌ྲྀ
䜏䜢⤌ � ・

䐠
་ ಖᖌ ᑐ⋇ ☜ ⟇

་әဨ ಖ ◌ົᐙ ᐙ ᖌ・ ・ ・ ⋇䕺 㜵 䠄 䠅䜢門␆ ␆ ⏕ �ᕼ

䛩䜛
་ Ꮫ⋇ ・ 䛻⣔ ⏕ ᑐ 䛩䜛ಟ Ꮫ ㈨ ・㔠䛾㈚

� �༓
◌ୖ❧・ ・ 䠖 ・䞉 䜈䛾 㢠䠄 㝈䠅㻝㻤㻜 㻛⚾ ㈚⏕

� �༓
◌ୖ❧・ ・ 䠖 ・䞉 䜈䛾 㢠䠄 㝈䠅㻝㻜㻜 㻛ᅜ ㈚⏕

◌� ᖺ ➼䕺㧗 㻟 䛻⏕ ᑐ 䛧
་

ධ ◌୍Ꮫ Ꮫ⋇ ・ ・ 㔠⣔ ・䛾㈚

◌䠄ୖ 㝈㻝㻘
༓

・㻣㻡㻜 䠅
䕺䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥

ཧᐇ ⩦
་

ຍ Ꮫ⋇ ・ 䛻⣔ ⏕ ᑐ 䛩䜛�

➼䛾㈝ ᡂ 

䐡 ␆ ⏘ 㻳㻭㻼䠄⏕ ⏘ ᕤ ⛬⟶⌮ 䠅ㄆ
◌ྲྀ ᚓド ・ 㐍

䕺㻳㻭㻼 ဨᣦ ᑟ 䛾
ཬᡂ㣴 䜃 ドㄆ

◌ྲྀ
ᚓ 䛻ಀ 䜛 Ⴀ⤒ య 䜢

� ・

䐢 ␆ ⏘ ・ ⯆ 䛻ಀ 䜛ᣦ ᑟ 䞉ㄪ ◌�

ᴗಀ య ᐇ・ ・䕺 㛵 䛾 䛻ᅋ␆ ⏘ ᑐ 䛩䜛ᣦ ᑟ 䚸䜏䛴䜀䛱

◌�㌿䛾 㣫ㄪ ᣦ ᑟ䞉 䚸␆ ⏘ ቃ⎔ ಖ ・ 䛻ಀ 䜛ᕠ ᅇ ᣦ ᑟ ➼

䞉㧗 ・㱋 䛾㐍 ➼䛻足 క 䛔䚸ᅜ ᾘ ሙෆ ᕷ㈝ 䛜

ᑠ⦰

䞉ᅜ ෆ ㏆䜔 㞄ㅖ 䛷ᅜ
ཎ

・㧗 ᛶ 㫽䜲䞁䝣䝹䜶
䞁 ➼䝄 䛾 �ఏ ・ Ⓨ䛜 ⏕

⫼ �

ㄢ㢟

ᴗ ෆ ᐜ・㸺 㸼

ᦠ㓗 㐃⫗ �� ◌ཷ
・ ⢭

༸◌ 
㸦㹃⛣ �ᢏ㹒㸧 辵  �⏝ά

 � ቑ◌ඃ ᏊⰋ ・ ∵ ∵ ・⏘  ��◌ྥ
㹃㹒ᢏ ᑐ・辵 ㈝  �� 

�ᡂ ・㸦 㸧

ᴗ ᐇ・ ・㸺 య・ 㸼

ᐙ㎰ ・㓗 Ṫ・ ∵ ㎰⦾  ◌� ᵓ  ��ᡂ ҝ ௨ ◌ୖᐙ 㸰 � 㞟ᅋ

ᴗཪ ༠ྜྠ
�㎰ ⤌

 ⋡㸺⿵ 㸼
ፔศ ᙜ㸯  �� ௨ ෆ・

ᴗ ௳・ せ㸺 㸼

 ◌࣭  �� �ሙ ሙ◌ඃ ෆ ◌ୖᏊ Ꮚ ᕷⰋ �・ ∵ ∵ ┴ ∵ ・ ・

እ┴㸦
ཬ

ሙᕷ � ⮬ ಖᐙ �・␃
◌ྍ

㸧

 ◌࣭ ◌ཷ༸
௨ ◌ୖ�∵ ・ 㸶  ��ங� ∵・

 ・㸺⿵ 㔠 ὶ ��・ 㸼

┴ ရ యฟ 㸦ᅋ ᴗ ༠ྠ
㎰ ⤌

◌ྜ
➼㸧

Ệ ợ Ủ ԧ ཅ ཅո ◌ઃᣚ Ꮉ ᑣ Ο܇  ・ ̟ ἴ Ἑ Ἵ֨ ಅʙ

㻞㻤



Ƃ ƃ � ◌�ዒ ዓ ዓအငဃင ਤ ◌ૅ ੲ ಅ҄ ʙ

ண 㢠㸦⟬ ◌ึᙜ 㸧㸸
༓

・
ಒ ᙲ

Ꮡ ᛢ �・ ・ Ἃ ỿ Ὂ ἲಅʙಅ  ܾ◌ʙ ϋ

ᴗ �・ 㛫 ௧ ・㸸 㸵 ᖺ ᗘ㹼

 ᣢ ⥆
◌ྍ
⬟ � ␆ ⏘ ⤒ Ⴀ ᐇ� ⌧  � �� �◌ྥ ୰ ᑠ ᐙ・ ⤒ � � � ḧ  ��  �  �◌ྵ ᡭႠ ព ᢸ 足 �

⏕ ⏘ ᇶ ᶵ�┙ ⬟  �ᙉ ・ 㹇㹁㹒ᢏ 辵 �� ᴗ  ��⏝ స ຊ ᑐ�ά ・ ┬ ・ ⇕ ⟇
◌ྀྲ�

➼ ⤌ �� �

 ��� �・ ・ ・・ ㈍ ㊰㛤 �ᣅ 㣫㣴⟶⌮ ᢏ 辵
◌ྥ ◌ྀྲ◌ୖ� �➼ ⤌ ���・ ・

ẟ Ừ Ặբ ӳ έ

ᢸ ᙜ ㄢ㸸 ・ ㄢ␆ ⏘ ⯆
ᢸ・␆ ⏘ ⯆ ᙜ

 㟁 ヰ㸸

Ⴘಅʙ ・

㸺 ᴗ � ࣮
ࣗ

・ࢽ 㸼

㸯 ࣮�ࢻ � ・

� ◌� �ഛ➼⡆ ␆ ⯋ ・ ͤ 㸯

� ◌�ಟ ഛ✵ ➼␆ ⯋ � ・ ͤ 㸰

◌ྥ
◌ୖ� ຊᛶ ┬⏕ ⏘ ᶵ ◌� �ჾ ഛ・ , &7 ・ ͤ 㸰

� ഛᑐ ᑟ⇕ タ ➼⟇ �ධ ・ ͤ 㸱

�ᑐ ・門 ⏕ ⟇ ͤ 㸱

� � �ࣝࢠ࣮ �ഛ ධᑟタ ➼ ・ ͤ 㸲

㣫 ◌� �ᙉ┙ ・ ・ᇶ ͤ 㸳

␆ ⏘ ὶ≀ ㏻㧗 �ᗘ ・ ・ ͤ 㸴

 �  �ᢥ ௳・ せ
ͤ 㸯  �� ◌ྥәቑධ ◌ୖ ௨ ◌ୖⱝ � ᚓ・ 㸣  �ཪ � ㈝⤒ ῶ๐ 㸣௨ ◌ୖ
ͤ 㸰  �� ◌ྥәቑධ ◌ୖⱝ � ᚓ・ 㸳 ௨ ◌ୖ㸣  �ཪ � ㈝⤒ ῶ๐ 㸳㸣௨ ◌ୖ
ͤ 㸱 ᛶ⏕ ⏘

◌ྥ ◌ୖ 㸳 ௨ ◌ୖ㸣

ͤ 㸲  �� ᶵ Ეධ ഛᑟ タ ・ 㛵  �� ຊ㟁㐃
ཪ⏝ �・ 㔞 ◌� ⏝⇞ ・ 㔞�

㸳 ௨㸣 ῶ◌ୖ ๐�

ͤ 㸳 㣫 ◌� ᇶ ┙ ✚㠃 KD㸯
༊௨ ◌ୖ ᆅ ୰㸦 ᒣ 㛫ᆅ ᇦ ௨ ◌ୖK D 㸧

ͤ 㸴 ᛶ⏕ ⏘
◌ྥ ◌ୖ 㸳 ௨ ◌ୖ㸣

ཪ � ㈝⤒ ῶ๐ 㸳㸣௨ ◌ୖ

㸰 ࢺ �ࢯ � ・

◌ྥ ᢏ◌ୖᛶ 㛤辵⏕ ⏘ ࣭� �ಟ◊ ・

␆ ⏘ ࣭� ␆ ⏘ ရຍ ᕤ �㊰ 㛤㈍ �ᣅ ➼ ・

㸺 ᴗ యᐇ・ ・ ・ 㸼

Ⴀ ㎰㞟ᅋ ҝ ௨ ◌ୖ㸦㸰 ᴗ� ␆ ⏘ ⪅  �  �༠
㎰㸧 ◌�ᕷ ⏫ ➼

㸺⿵ ⋡ 㸼

࣮�ࢻ �  � ࢺ �ࢯ �ձ ղ・ ・  ◌࣭◌࣭◌࣭ ௨ ෆ
ͤ ◌�ᕷ ⏫

༠
・ ㄪ  ⿵ �◌ྜ

ሙ ◌ୖ ◌ୖ� � ・ 㝈  �・

 ・ ・⿵ 㔠 ὶ ��

⫼ �

ㄢ㢟

 ◌࣭ ␆ ⏘ ⏘ ฟ 㢠 㹐㸰㸫㸳ᖺ ᖹ ᆒ ൨ ・ э 㹐 㸦 ᶆ┠ 㸧 ൨ ・

 ◌࣭  �ᡭᢸ � 㧗㱋  ◌� ᶍ୰ ᑠ・ ➼ つ ⤒ ῶ  �Ⴀ ᑡ�

ⴭ㢧

 
ࣛ

ࢡ ࢼ�࣭◌ ໃ ᙳ�・ ・ ➼ 㡪 ��・ 㣫 ◌� ཬ
�㈝

◌� �㈨ ㈝ 㧗㦐 ◌࣭ Ṇ㧗 ��

 ◌࣭ � �� �ᐙ �⊛ ・ ␆ ᐖ⇕ 龠 ቑ ຍ�

 ◌࣭ ἲ  �� �ே◌ ◌୍・ 㐍  ◌� ◌ྥ
◌ୖᛶ⏕ ⏘ ḧ �ព�・

 � �  �Ⴀ యᣢ ᐙ ⤒  �ከ

 ◌࣭ ・㛗 ປ㛫
ཬ

◌ാ ◌ാປ ຊ� ・ ㊊

 ◌࣭ ౯≀ 㧗㦐  �ᾘక・ ㈝ ⪅ �ά ⏕ 㜵 ព門 � 㧗㆑

����  ➼・ ␆ ⏘  ��≀ せ㟂 ῶ ᑡ

 ◌࣭ 㝿ᅜ ῭⤒
༠ᦠ㐃 �� ᐃ �➼ Ⓨ ・ ␆ ⏘ �≀

➇㛫ᆅ⏘ த � � ・

 ◌࣭ � ᑐ⇕ ⟇ � � �◌ྵ
⏕ ᶵ�┙ᇶ⏘ �ᙉ ・ ┬⬟

�� ◌ྥ
ຊ ᛶ・ ・ ⏕ ⏘ ◌ୖ

 ◌࣭ ᾘ ・㈝ ⪅ �� 㑅 ��  �ရ ㉁㧗 ␆ ⏘ �≀ ⏕ ⏘
 ◌࣭ 㣫 ◌� ➼㈝ � 㧗㦐

ཬ
� ⏘ த➇㛫ᆅ  � ��・ ㈇

Ⴀ␆ ⏘ ⤒ ᡂ� ⫱

◌�ᕷ┴ ⏫ ᴗ యᐇ・ ・ ・

ә ᚓ
◌ྥ

◌ୖ

ḧព 䛒䜛
␆ ⏘ ⤒ Ⴀ య

ә䠄 ◌ྥ
◌ୖᚓ ➼

◌ྲྀ
䛾 䜏䠅⤌

ᕷ ⏫ ◌�
䠦䠝➼

◌ྲྀ
䜏䜢⤌

䝃䝫䞊䝖
・ ・䠄 ィ ➼⏬

�ᡂస ・ 䠅

┴

◌ྲྀ
䜏䜢⤌ � ・

 䠄⿵ ・ ・ 䞉

�ᢏ ・ 䠅辵

㻞㻥

Ƃ ƃ ཅဇਘ ◌ોᎹ ᑣΪ ݣ  ◌�ሊ഻ ಅʙ

ண 㢠㸦⟬ ◌ึᙜ 㸧㸸
༓

・
ಒ ᙲ

Ꮡ ᛢ �・ ・ Ἃ ỿ Ὂ ἲಅʙಅ  ܾ◌ʙ ϋ

ᴗ �・ 㛫 ௧ ・㸸 㸵 ᖺ ᗘ㹼

 ෆ �┴ 㑇ఏ ⓗ⬟  � � �◌ඃຊ ⦾ ・ 㞤∵・ ᇶ ᖿ ✀ 㞝 �∵ ィ ⏬ ⓗ・ ・ 㓄 ��� ⏕ ⏘  �� 㞝Ꮚ
�∵ ⬟ � ౯ �ຊ ホ 㑅  � �ᢤ 㑇ఏ ⓗ⬟ ຊ � 㧗 �┴⏘ ✀ 㞝 �  �� ���స ฟ∵ ・ ・ ⫗⏝ ∵

� Ⰻ �・ 㐍

ẟ Ừ Ặբ ӳ έ

ᢸ ᙜ ㄢ㸸 ・ ㄢ␆ ⏘ ⯆
ᢸ・␆ ⏘ ⯆ ᙜ

 㟁 ヰ㸸

Ⴘಅʙ ・

⫼ �

 ῶ ��◌ཱྀ
ே◌ ᑡ� ・ ᅜ ሙෆ ᕷ � ⦰ ᑠ�ࢢ

ࣝ ࣮�ࣟ�・ 㐍 �� �ᒎ ・ ᅜ እෆ � ⏘
ᆅ㛫  ��த➇ ・

 � ⥲ ⛠  � �◌ྥရ ◌ୖᒣ ᙧ �∵ ㉁ ᅗ � �� �
⬟ ຊ � 㧗 �┴⏘ ✀ 㞝  �ồ ��స ฟ�∵

� ◌� ��

 ⏘ ᆅ㛫  � ���֋ ရத �➇ ・ ・ ㉁ 㠃  ◌��

◌ඃ ಖᛶ �・ ☜

 � ⥲ ⛠  �  ࣥࣛ���◌ྥ
౯ ◌ୖᒣ ᙧ �∵ ホ ・

ຊࢻ ᙉ� ・

 ⏘ ⫗⬟  � �����◌ཱྀ
ຊ ⁐  �� ⏑ � 㤶�

 �� �・ 㣗・ ≉ 㛗�  ��ᣢ ┴ ⏘ ✀ 㞝 �∵

స ฟ

ㄢ㢟

㸯 ⫱ ✀ � Ⰻ ・ 㐍
༠
㆟ �・ ➼ 㛤ദ

 ◌࣭ �⏝ Ⰻ∵⫗ � 㔪� ⟇  �◌ೃᐃ �∵⿵ ᐃ㑅 ᴗཬ
�・ ・ 㐍➼

 ��◌ྥ
⏝・ ∵⫗ ⫱ ✀ � Ⰻ ・ 㐍

༠
・㆟ � 㛤ദ

㸰 ィ ⏬ �・ 㓄 ・ 㐍

 ◌࣭ � �ෆ ◌ඃ�┴ ⦾ Ṫ  �∵㞤 ᇶ ♏㞤  �  �◌ඃ∵ ・ ⚽ ᇶ ᖿ 㞝✀
�∵ ィ ⓗ⏬ ・ ・ 㓄

㸱 ᐃ┤・ ・

 ◌࣭ ᇶ ♏㞤 �∵・ ⏕ �� � Ꮚ㞝  ◌� � � �∵・ ⌧ �ㄪᆅ ➼・

�� ᢤ㑅  �◌ୖ� ␆ ⏘ ��ә ᐃ ᐇ�◊ ✲ ・ ┤・ ・ ・

㸲 ሙ⌧ ௦ ᳨ᐃᚋ
 ◌࣭ ᡂᐃ �┤・ ・ ⦼  � � �◌ඃ ◌ೃ ⿵ 㞝✀  �� ሙᑐ∵・ ⌧ ௦ᚋ

� �ᐃ Ꮚ㸦⏘ ⫧ ⫱  �� ⏘ ⫗ �ຊ⬟ �ㄪ 㸧

 ◌࣭ ┴⏘ 㞝✀ � ཬ 
◌ಁ∵ 㹎㹐 㐍  �� �┴ ⏘ 㞝✀ Ꮚ∵⏘ �・

ᶍ ඹつ ・㐍  �� ◌ྲྀရฟ・ ⤌ �� �  ��  �・ つ

㸳 㸿㹂㹌 ⫱ ✀ ⏝ᐇ ・ ・ 㐍
 ◌࣭�  ∵⫗ � ⏑ � � � �� � � � ᶆ �ᣦ� ・ ・ ᇶ  ◌�� ◌ೃ ⿵

㞝✀ ຊ�∵ ⬟ ౯ホ ➼

㸴 ᐙ ␆ ◌ ᴗ�ே◌ ᕤ ⢭ ◌ົ

 ◌࣭ ┴⏘ ✀㞝 �∵ ・ ⤖ ᾮ �⢭ ౪ ⤥
㸵 ຊ�∵㞤 ⬟ ౯ ᣦ ᑟホ ・

 ◌࣭ ౯⫱ ✀ �  �� ሗศ �� ・ 襾 ⤫
ཬ

�Ⓩ ・㘓 ሗ �・ ・㞟 ◌�

➼⌮
 ◌࣭ බ ᒣ ᙧ♫ ┴␆ ⏘  �༠

・ 㛤  ��ദ ඹ ・㐍 ��・ ・

 �Ṫ ㎰⦾  �ᐙ
♏㞤ᇶ  ᖿ∵ ᇶ ✀ 㞝∵㸦ィ ⏬ ・ 㓄㸧

┴⏘ 㞝✀ � ཬ 
∵ 㹎㹐◌ಁ 㐍  ⿵ 㔠 ὶ ��・ ・

┴⏘ 㞝✀ ࣮ࣗ �ࢹ �∵┴⏘ 㞝✀ ࣮ࣗ �ࢹ �∵

┴⏘ 㞝✀ �Ꮚ∵⏘ � ◌�ሙ◌ி ᕷ 㛤  ���ദ ඹ 㐍・ ・

 ��ရฟ 㝿 �� � ᑐ�・ ・ ・㈝⤒  �� ᡂ 㸦� ・ 㸧

 �ᙜ㸯㢌 � ௨ ෆ・

 ◌࣭ ရฟ � 㸱㢌௨ ◌ୖ ᅇ  ◌� �� � ・

 ◌࣭  ⿵ ◌ୖ�・ ・㔠 �㝈 ௨㢌 ◌ୗ ᖺ

� ␆ ⏘  �ә◊ ✲
ᐃ ᐇ�┤・ ・ ・ 㸦ቑ య ຊ ➼⬟ ౯ホ 㸧

 ࣭ � � ᴗ・ ᅋ ᢤ� 㑅
ㄪ ◌� ・ 㓄㸸  㢌 㸰⤌ ⧊

 ◌࣭ ⤒  ��Ⴀ య ᙜ ⫗⏝ �∵ ⏘ ฟ 㢠 㹐㸰㸫㸳ᖺ ᖹ ᆒ ・ ・ э㹐 ᶆ┠ ・ ・

 ◌࣭ 㑇ఏ ⓗ・ 㧗⬟  �ຊ ┴⏘ ✀ 㞝 స ฟ�∵

 ◌࣭ ┴⏘ ✀ 㞝 � �∵ ⥲ ⛠  �◌ඃᒣ ᙧ � Ⰻ ᛶ∵

� 㹎㹐㸦 ᶍ ඹ・ つ 㐍  � �� ရฟ・ ・ ∵

◌ୖ ධ� ・ ㈹ 㸧

ፔศ 㸦 㸧

◌ೃ ⿵ 㞝✀ ∵ 㸰㢌 ᢤᖺ 㑅

㸲㢌 ᢤᖺ 㑅

ࢡ ���ࢤ �౯ ᐙ Ⰻホ ・␆ ・ ᅋࢡ ���ࢤ �౯ ᐙ Ⰻホ ・␆ ・ ᅋ

ሙ⌧ ௦ ᳨ᐃᚋ
 �ᢤ�┴ 㑅

◌� ・ㄪ 㓄㸸 㢌

┴┴ ရ యฟ 㸦ᅋ ᴗ ༠ྠ
㎰ ⤌

◌ྜ
➼㸧ရ యฟ 㸦ᅋ ᴗ ༠ྠ

㎰ ⤌
◌ྜ

➼㸧

㻟㻜



Ƃ ƃ Ǉƕ ƨ Ʒ ԧ ཅ  ዒ ዓ Ǎ � ◌�ဦ ಅ・ ʙ

ண 㢠㸦⟬ ◌ึᙜ 㸧㸸
༓

・
ಒ ᙲ

Ꮡ ᛢ �・ ・ Ἃ ỿ Ὂ ἲಅʙಅ  ܾ◌ʙ ϋ

ᴗ �・ 㛫 ᡂᖹ㸸 ᖺ ᗘ 㹼

 ᒣ ᙧ ⏕ ࣭�� ᒣ ᙧ ⫱  � �� ⥲ ⛠  �ᒣ ᙧ �∵ ⏕ ⏘  � ��◌ྥᣑ ・ ・ ・ ∵⦾ ・ 㞤 ቑ�∵ 㢌 ◌࣭
⬟  �◌ྥ ◌ୖ ◌୍ຊ ㈏ ⤒ Ⴀ �・ ⛣ 足  �◌ྲཱྀ

⢭
༸

⛣ � �� ቑ◌ඃ ᏊⰋ �➼・ ∵ ⏘  �◌ྀྲ�・ ⤌ ��

・ 㐍  ��� � ・ ・・ ⥲ ⛠ ࣛ�ࣥࢻ�  �ຊᒣ ᙧ ᙉ�∵ ・ ᅗ �

ẟ Ừ Ặբ ӳ έ

ᢸ ᙜ ㄢ㸸 ・ ㄢ␆ ⏘ ⯆
ᢸ・␆ ⏘ ⯆ ᙜ

 㟁 ヰ㸸

Ⴘಅʙ ・

⫼ �

 ⦾ ・ ⤒ Ⴀ
 ◌࣭ ◌�ҝ � 㧗㱋 �・ 㐍  ��� ῶ ◌ྥ

ഴᒎ ᑡ・ ・

 ◌࣭ ・ ∵⦾ ・ 㞤∵㢌◌�  �� � �◌ྥ
ቑ ഴຍ� ・ ⫧ ⫱

⣲ ෆ�∵ ┴ ⮬ ⤥ �⋡ ⣙ 㸰  �ప・ ・

 ⫧ ⫱ ⤒ Ⴀ
 ◌࣭ ◌� ῶ  ��� � ἲ  �◌ྥҝ ഴ ே◌ᑡ� � �・ ・ 㐍ᒎ

 ◌࣭ ⫧ ⫱ ⣲ �∵ ⮬ � ⏕ ⏘  �  ��ಖ ◌୍☜ ㈏ ⤒ Ⴀ �・
⛣ 足 � 㐍ᒎ

�ࣛࣥࢻ⫗∵  �

ࣝ ࣮
ࣟ
・��࣭◌ࢢ 㐍 ��ᒎ ➼・ ᅜ እෆ � ⏘ ᆅ 㛫

 ��த➇ ・

  �ᡭᢸ � ⫱ ᡂ ಖ☜

 ⦾ ・ ᇶ ቑ◌ඃᙉ Ꮚ� Ⰻ �┙ ・ ・ ∵ ⏘
 ◌࣭ ・ ∵⦾ ・ 㞤 �  �� ቑ�∵ 㢌・ ⬟

◌ྥ
◌ୖຊ

 ◌࣭ ◌୍ ㈏ ⤒ Ⴀ �・ ⛣ 足 �・ ⦾ Ṫ ᢏ 辵 � ⩦ ᚓ
 ◌࣭ ◌ཷ

⢭
༸

⛣ � 㸦㹃㹒㸧 ◌ಁ� 㐍

 ∵⫗  �� � � ᶆ �  ��ᣦ�� ㏻ ┴ ⏘ ∵⫗�

◌ྥ
౯ ◌ୖホ

ㄢ㢟

㸯  ��◌ྥ
ቑ・ ∵ ・㢌 ᡓ ␎ ᒎ� 㛤

 ◌࣭ ቑ・ ∵ 㢌ᡓ ␎
༠
㆟  �・ ・ᆅ ᇦ ・㐍 ㆟  � ሿ �・ ∵ 㛤ദ

㸰 Ṫ ࣭・ ∵⦾ ◌୍⫧ ⫱ ㈏ Ⴀ 足⤒ ⛣ � ᴗ・ ・

 ◌࣭ ◌୍ ㈏ ⤒  �Ⴀ ・ 足⛣ � ⫧ ⫱ Ⴀ⤒ �ᑐ➼ ・㇟  �Ṫ⦾ ⟶⌮ ・

 �ᢏᚲ せ 辵 ᚓ ➼⩦ �Ⅼ㔜 � ・

 ◌࣭ ・ ∵⦾ Ṫ �∵㞤 㣫 ᢏ㣴 辵⟶⌮  ��◌ྥ
◌ୖ� ➼・ 㛵 ಟ �◊ ・

�ദ㛤 ᕠ ᣦᅇ ᑟ

㸱 Ṫ・ ∵⦾ ධᑟ∵㞤 ・ ・
 ◌࣭ ◌�ᕷ ⏫ ◌�・ ┴ 㔠ᇶ �  � �ᡂ 㐀 �  �୰ ⓗ ␆  �ᡭᢸ ・⏘ ・ ∵

・⦾ 㞤 �∵ ・ ㈚

㸲 � �  ��ᢏ ⏝ά辵 Ṫຊ㧗⬟ ⦾ ◌� ഛ∵ ・㞤 ・

ࢡ ���࣭◌ࢤ �  �ᢏ ⏝౯ホ ά辵 � 㧗  �ຊ⬟ Ṫ・ ∵⦾ 㞤 �∵

ᢤ㑅 ��➼ ・

 ◌࣭ 㹍㹎㹓
༸

య ෆ㸦⏕ �྾Ꮚ ᘬ 㸧 �ᢏ㹃㹒 辵  ��◌ཷ༸
⏝ά ⢭

స �〇・ ・⛣ ・ 㐍

㸳  �・ ⸨  ��➼ ά㸱  �� ᴗ⏝ ◌ඃ ಖᏊⰋ ∵☜ ・

 ◌࣭ ◌୍ ᐃ ⬟ ��  �� Ṫຊ ⦾ ∵・㞤  �・ ⸨ �㸱 �➼ ┴ ⏘ ✀ 㞝∵

Ꮚ �⏘ �� ・⏕ ⏘
㸴 ・ ∵⫗ ・㣗  �  �� � ᴗᐇ�ぢ ・ ド ・

 ◌࣭ ・㣗 � � �◌ඃ・ ⥲ ᒣ ᙧ⛠  ��∵ 㹎  ��㹐 � ��  ∵ ⫗  � �

 �� ᶆ  � ���◌୍ᣦ� � 㓟⬡ ⫫ ⤌ �ᡂ ᐃ �  ♧韭  �� ・

�ɔ�⤌ ⠏  �� ��◌ྥ ᐇ・ ド ・

 � � ┴ᇦ �� ���

ቑ・ ∵ 㢌ᡓ ␎
༠

・㆟
 ◌࣭ ◌� ቑ ┴ᇦ 㢌�・ 㐍  ��

 ��� ・ ⏬ ❧・

 ◌࣭ ሿ �・ ∵ ➼ 㛤 ��ദ ・

◌ྥᢏ ◌ୖ ・辵 ⏕ ⏘ �㛫⪅
ὶ・ ・ 㐍

 ◌࣭ ⤒  ��Ⴀ య ᙜ ⫗⏝ �∵ ⏘ ฟ 㢠 㹐㸰㸫㸳ᖺ ᖹ ᆒ ・ ・ э㹐 㸦 ᶆ┠ 㸧 ・ ・

 ◌࣭ ・ ∵⦾ ・ 㞤 �∵ 㢌◌� 㹐㸵㸦┤㏆㸧 㢌 э㹐 㸦 ᶆ┠ 㸧 㢌

 � ᐙ㎰ ・㓗 ᦠ� 㐃 㸦㹃㹒㸧

� 㧗  �ຊ⬟ Ṫ・ ∵⦾ 㞤 ◌� ഛ�∵

 �ᛶ �⏕ ⏘ Ṫ◌ྥ
◌ୖ 㸦⦾ ᢏ �辵 ᚓ⩦ 㸧

 � �ᆅ ᇦ ᆅ ᇦ ቑ 㢌

ᡓ ␎ ・ ・㐍 ㆟
 ◌࣭ ᆅ ᇦ  ◌� �ቑ ・㢌 㐍  ��

 ��� ・ ❧・⏬
 ◌࣭ Ṫ・ ∵⦾ 㸦◌୍ ㈏ 㸧ࣔࢹ ࣝ

�ᐙ㎰ ᆅᇦ  ���◌� ⫱ ᡂ

ᦠ㐃

・㣗  �  �� ����ぢ ・・ ┴ ∵⏘ �⫗
◌ྥ

౯ ◌ୖホ

┴ ᴗ ༠ྠ
㎰ ⤌

◌ྜ
➼

ᴗ ᐇ・ ・䛆 య・ 䛇 ᐙ・ ∵㎰

ࢡ�  ���ࢤ � �౯ ศ �ホ ・㈝⤒
༓

・㸶 㢌

 �┴⏘ 㞝✀  �∵ ・ ⸨ 㸱 � Ꮚ➼⏘ ⏕ ��・ ・⏘
 ◌࣭ ฟᏊ �⏘ ⏕  ◌࣭ ⫱Ⓨࢹ �࣮◌ࢱ  ➼ ・ 㞟

༓
・ 㢌

 ◌࣭ ・ 㐍 ◌ົ・ ㈝ ᴗ యᐇ・ ・ ・ 㸧 ・ 㢌

� �ᢏ ⏝ά辵  ��ຊ㧗⬟ ⦾ Ṫ ◌� ഛ∵ ・㞤 ・

 �・ ⸨  �➼㸱 �  �� ᴗ⏝ ◌ඃ ಖᏊⰋά ∵☜ ・
 ・ ・⿵ 㔠

ὶ ��

ᐙ・ ∵㎰

� 䛾⫗  㓟⬡ ⫫ ᐃ ሙᕷ 䛷 ሗ බ・ 㛤 �ド ・ 䛻ᆅ⏘ グ㍕

㻟㻝

 � �┴

ձ ✀ � 㟂⢄ ⤥
◌� �ㄪ ・ ✀  ◌࣭

・ ᇵ �  �� ・

ᢏ 辵 ᣦ ᑟ ➼

◌� � �ղ ศ㣫

ᕠ ᣦᅇ ᑟ ➼

◌� ᢏճ 㣫 ⏕ ⏘ 辵
 ᣦ ᑟ �� ゝ

մ յ ᐇ ᒎド ・ ♧

� ཬ ◌ၨ・ Ⓨ

ն ┴⏘ ◌�✐≀ 㣫
⏕ ⏘ ⏝ ಀ・ ・

��  �Ꮚウ・

 ࣟࣔ ᐇ⏝�ࢺ

ಝ಑� ⏕ ⏘ ᛶ
�  �◌ྥ

◌ୖ �・ ・

ᶵ Ე ඹ�・ ✭

�◌ྠ
⏝ స・ ・

��・ ・ ➼

Ƃ ƃ ݣ ◌�ዅ ሊဃငਘ ૰ ಅᐯΪ ・ ʙ

ண 㢠㸦⟬ ◌ึᙜ 㸧㸸
༓

・
ಒ ᙲ

Ꮡ ᛢ �・ ・ Ἃ ỿ Ὂ ἲಅʙಅ  ܾ◌ʙ ϋ

ᴗ �・ 㛫 ᡂᖹ㸸 ᖺ ᗘ 㹼

 ␆ ⏘ ⤒ �Ⴀ Ᏻ ᐃ� ・ ᅗ � �� � ✄Ⓨ 㓝⢒ 㣫 ◌� ⏝ ရᑓ ✀ �  �ཬ ◌ၨ� Ⓨ 㣫 ◌� � �ศ
࣮ഇ೿

ࣛ
ࢺ

ࣥ
�ࢥ ⫱  ��� � ಝ಑ࣟࣔ�ࢺᡂ ⏝Ꮚ ᐇ � ⏕ ⏘  ◌࣭ ◌ྀྲ ⏝� ・ ⤌ �� � ・

 � � ⮬ ⤥ 㣫 ◌� � ⏕ ⏘ �⏝・ ・ ά ・ 㐍  ��

ẟ Ừ Ặբ ӳ έ

ᢸ ᙜ䕔 ㄢ 䠖 ・ ㄢ␆ ⏘ ⯆
ᢸ ᙜ┙ᇶ␆ ⏘ ⏕ ⏘

㟁䕔 ヰ 䠖㻜㻞㻟㻙㻢㻟㻜㻙㻞㻠㻟㻡

Ṫෆ• ┴ ∵⦾ ◌�㢌 ��ቑ ຍ� ・ 㣫⢒ ◌�

�せ㟂 �㧗 �� � Ỉ ⏣ ࣝ� ⏝ά ・

�� ✄Ⓨ㓝⢒ ◌� ௨㣫 㸦  �◌ୗ 6& :✄ 㟂

��せ 㧗 �

ᶍ ◌�୰ ᑠ ᐙ�• つ ㎰␆ ⏘  �� 㧗㱋・ ➼

��・ 㣫 ◌� �⏕ ⏘  �ಖປ ຊ ☜ 㞴ᅔ

ධ• 㣫㍺ ◌� Ṇ �౯ �・ 㧗 ��� � ・ ᅜ

㣫⏘ ◌�  �  � ཌ
� ᚲ・ ㌿・ せ ≉ ・ ・ 㣫

◌�  � ◌�  ◌� ��  ࣟࣔ ཎ�ࢺ
⏝Ꮚ ᐇ�・

ಝ಑� せ㟂  �ᣑ ・

 �⏝ ရᑓ ᒣ ᙧ• ✄: &6 ✀ 㣫⣍  �◌ྕ
�

�✀ ⢄ ⏕ ⏘
ཬ

౪� ⤥
ཬᏳ ᐃ� �・ 㟂

ᣑせ ・

◌� �• 㣫 ⏕ ⏘  � �ㄳ ㈇ ⤌ ࢺ
ࣥ
⧊㸦ࢥ ࣛ

࣮ഇ೿� 㸧 ᡂ⫱
ಝ಑ࣔࣟ�ࢺ ◌ྥ

⏝ ◌ୖᏊ ᐇ � ᛶ• ⏕ ⏘

◌�ձ 㣫⮬ ⤥ ቑ ⏘ ・ 㐍・ ・

 �  �⏝ ရᑓ6& :✄ ✀ ᒣ ᙧ 㣫⣍  �◌ྕ
�

� ཬ
ሙ◌ၨ �Ⓨ タᅡ ⨨ ➼

◌� ⏝ղ ・㣫 ᗘ ・㧗 ・ 㐍・ ・

� 㣫⮬ ⤥ ◌� � ཬᡂ ศ ศ ᕠ� � ᅇ ᣦ ᑟ ➼

◌�ճ 㣫⮬ ⤥ ᴗಖᏳ ᐃ ᑐ☜ ・⟇
 ࣔ � 

ࣝ
ഇ೿࣮� ࢹ

ࣛ
ࢺ

ࣥ
�ࢥ ᡂ� ・ ⫱

ಝ಑ࣟࣔ�ࢺ⏝մ Ꮚ ᐇ ⏕ ⏘ ⏝・ ・ 㐍・ ・

 � స సయ ᐇ� �・ ≀ ・ ㍯ ⣔ ド ➼

◌� ᒣ㸦 ⥲ �◌ྜ ᗇ 㸧

յ ᆅ ᇦ ෆ ⮬ ◌� ・㣫⤥ ᴗ⏝ ᐇά ド ・

 � ಝ಑ࣟࣔ�ࢺ ⏝� ಑ࢫࢺ పᏊ ᐇ � ・ ⇱  ◌࣭ ಖຍ ᕤ � ⟶
ཬ

��・ ⤥ ᐇ ド ㈷㸦⨨ �◌ྜ
⥲ ᗇ 㸧

ն ┴⏘ ◌�✐≀ 㣫 ⏕ ⏘ ᵓ⏝ య ไ・ ⠏ ・ ・

 �┴⏘ ◌�✐≀ 㣫 ⏕ ⏘ � �  ��  �・ ウ・ つ

 � ಝ಑ࣟࣔ�ࢺ ◌ྥ
⏝Ꮚ ᐇ ᛶ⏕ ⏘ �◌ୖ ・ 㸦 �༢ ◌ྥ

◌ୖ・

⏕ ⏘ ಑ࢫࢺ ῶప� 㸧

 � ಝ಑ࣟࣔ�ࢺ � ᶵ ◌ྠ
⏝ ⏝Ე ඹᏊ ᐇ ・ ✭ ・ ・ ✭ ・

 � ಝ಑ࣟࣔ�ࢺ  ��⏝ స  Ꮚ ᐇ ・ ・ ⿵ 㔠�・ ・

Ⴘಅʙ ・

 ◌࣭ ✄Ⓨ㓝⢒ 㣫 ◌� �⏝ స・ ・ 㠃✚ 㹐㸵㸦┤㏆㸧 KD э 㹐 㸦 ᶆ┠ 㸧 KD

 ◌࣭ ಝ಑ࣟࣔ�ࢺ⏝ సᏊ ᐇ ・ 㠃✚ 㹐㸵㸦┤㏆㸧 KD э 㹐 㸦 ᶆ┠ 㸧 KD

 �ᒣ ᙧ ┴✄Ⓨ㓝⢒ 㣫 ◌� ✀ ⢄ ⏕ ⏘  ◌࣭

౪ ⤥
༠
㆟  �・

 ◌࣭6& :✄ ✀ ⢄
ཬ

�⏕ ⏘ ౪ ⤥ య ไ

Ᏻ ᐃ� ・

 ◌࣭6& :✄ ✀ ⢄ 㸦⏕ ⏘ ጤ ク㸧

 � ᐙ㎰␆ ⏘ �

 ◌࣭ 㣫 ◌� �ศ ⤖ � �  ��⏝ά

◌�㣫 ⤥ ・

 ◌࣭ ᆅ ᇦ ෆ 㣫 ◌� ⏝ ◌ಁ�・ 㐍

� ⪔ ✀ ࣮ഇ೿
ࣛ
ࢺ

ࣥ
ᐙ� ࢥ �㎰

 ◌࣭ 㣫 ◌� స ≀ ✄:㸦 &6➼㸧�・ ᇵ

 � ᣦ ᑟ ゝ

 �ᒣ ᙧ ┴⏘ ಝ಑ࣟࣔ�ࢺ⏝Ꮚ ᐇ
⏕ ⏘ ⏝・ ・ 㐍

༠
㆟  �・

 ◌࣭ ༢
・ ➼⏕

◌ྥ
◌ୖᛶ �⏘

 ◌࣭ ಝ಑ࣟࣔ�ࢺ⏝Ꮚ ᐇ ・ ✭

ᶵ ᵓ◌ྠ
⏝Ე ඹ య ไ� �・ ⠏

㻟㻞

⫼ �

ㄢ㢟



ᐃ ᐙ≉ ␆ �ఏ �・ ・

 ◌࣭ ◌ཱྀ
㋟・

 ◌࣭ ㇜ ⇕

 ◌࣭�ࣜ� ・ ㇜ ⇕

 ◌࣭ 㧗
ཎ

ᛶ・ 㫽 ・�ࣝ�ࢨࣥ ・

 ◌࣭ ཎ
ప ᛶ・ 㫽 ・�ࣝ�ࢨࣥ ・

 ◌࣭ � ᥐ� ・ ⨨  �  ��ᚲ �せ

Ƃ ƃ � ݣ ◌�༏ዒ ዓ ሁ ሊ ಅʙ

ண 㢠㸦⟬ ◌ึᙜ 㸧㸸
༓

・
ಒ ᙲ

Ꮡ ᛢ �・ ・

Ἃ ỿ Ὂ ἲಅʙ

ಅ  ܾ◌ʙ ϋ

ᴗ �・ 㛫 ௧ ・㸸 㸰ᖺ ᗘ 㹼

 ㇜ ࣭� �ࣜ�・ ㇜ ධ�⇕ ・ 㜵Ṇ � ᅗ � �� � 㜵 �  ��� �య ෆไ ᙉ・ ・ ・ ・・ ┴ ・ ᇦ � 㣫

㣴㇜  ��ᑐ・ ㇜ ࣡�  
ࣥ
�ࢡࢳ ィ ⏬  �ⓗ ・ ✀ � 足  � �Ⓨ⏕ �� ↛ ・ 㜵  ��� �ɔయ ไ� ⠏

ẟ Ừ Ặբ ӳ έ

ᢸ ᙜ䕔 ㄢ 䠖 ・ ㄢ␆ ⏘ ⯆ ᢸ ᙜ門 ⏕
㟁䕔 ヰ 䠖㻜㻞㻟㻙㻢㻟㻜㻙㻞㻠㻣㻜

Ⴘಅʙ ・

 ◌࣭ �ᡂᖹ ᖺ 㸷 � ᅜ  ◌� � �ෆ ᖺ� �・ ⇕ ㇜
�  � � �୰ឤ ・㒊ᆅ �� 㛵  ��  �・ ㏆␥ ᆅ

�  �・ ・ Ⓨ⏕ ᣑ ・

 �ཎ
� ᅉ  � �����・ ・ 㔝⏕ ಝಞ � �・

 ◌�� � � ᵝ◌ྠ
ឤ ᣑ・ ・

 ◌࣭�ࣜ� ・ ㇜  ◌� � � � ୰�⇕ ・ ᅜ ・ࢪ� ・ ・
・ ・ ・ᇦ � �  � ��� � ෆឤ ᣑ �・ ・ せᅜ

 ◌ � � ἲ ᣢ✵ ・㐪  � ��  �� �㎸ ・ Ⓨ ㇜ ⫗
�ရ ◌୍�〇 ・㒊  �  ��ཎ

య ฟ・

 ◌࣭ ௧ ᖺ・ 㸵 � � ◌� � ෆ・ ┴ 㣴 ሙ㇜  ◌�  �ሙ㎰㸯

�・㔝⏕ ಝಞ ◌� ᕷ ・⏫ �・ ⇕ 㝧㇜ ᛶ
 � ��◌�・ ・  ☜ㄆ  �� � ��  ◌�ᚋ �・ ┴ Ⓨ

⏕ࢫࣜ ᴟࢡ �◌�� 㧗 � ἣ≧

⫼ �

ㄢ㢟

◌࣭� � �㎿ ㏿  � ◌ ᶵ� �・ デ ⬟ ��ᐇ・ ・ ・㜵

 �య ไ ᙉ� ᚲ・ せ

 ◌࣭  � ��ಝಞ�ሙ �㎰ ・ ・➼ 㔝⏕ ධ◌ື �≀ ・
・㜵 �ᾘ ẘ ��ᗏ� ᚭ ➼・ 㜵 ᑐ ᙉ�・ ・⟇

 � Ḟ◌ྍ
・

 ◌࣭ �Ⓨ⏕ �  �↛ ・ 㜵  �� 
ࣥ
ࢡࢳ � � ・ ✀ య ไ

ᵓ� ⠏  �ᚲ せ

 ◌࣭  ��Ⓨ⏕  �◌ྜ
ሙ ㎿㏿  �  �ᑐ ᛂ ᚲ せ

䐟 Ⓩ㘓㣫㣴門 ⏕ ⟶⌮ ⪅ ⇕䠄 䝽㇜ 䜽䝏䞁 � ἲ・ ✀ ➼䛾 ಟ◊ 䜢 ・⤊ 䛧䛯 ሙ㎰ ⫋ ဨ 䠅䚸 ᐃ▱ ・ ㄆ
་ ᖌ⋇ 䚸 ဨᐙ ・㜵␆

䛾䠏య ไ 䛻䜘䜚䚸 ሙ㣴㇜ 䛻䛚䛡䜛 ⇕ 䝽㇜ 䜽䝏䞁 య ไ・ 䛾✀ � 䛺䜛 ᐇ・ 䜢 䛳ᅗ 䛶䛔䛟

ձ ㇜ ࣭� �ࣜ�・ ㇜ � య ไ ᙉ� � �⇕ ・

ᐙ ␆ ಖ ・ 門 ⏕ �࣭ ◌ ᶵ�ә � � �デ ⬟ �ᐇ・

�ᅗ  ��� � ᶵ� �◌�ჾ ഛ➼

 ◌࣭ ᶵ � ◌ ᶵ� ◌�ཬ ჾ ഛ� � �㟁ẅ デ

◌࣭� � ◌� ཬ⏝ ရ �デ ⸆ � � ◌� ◌� ഛ�㈨

ղ ㇜ ࣡�  
ࣥ
ࢡࢳ ・ ✀ య ไ ᙉ� ・

 ・ ᅜ � �  � ���ឤ ᣑⓗ・ ・ 㣴  ◌�ሙ �㇜ ㇜
��⇕ Ⓨ ⏕ �  �↛ ・ 㜵  �� � ෆ┴ ・ ᇦ � 㣫

㣴㇜ �ᑐ ・㇟  �� ⥅ ⥆  ࣡◌� 
ࣥ
ⓗࢡࢳ ・ ✀ య

ᵓไ � ⠏

ճ ᐃ ᐙ≉ ␆ �ఏ ・ Ⓨ⏕  � � ᵓഛ య ไ �・ ・ ⠏
  �  �◌୍・ ⇕㇜ � �◌ྵ ᐃ ᐙ≉ ␆ �  �ఏ ・ Ⓨ⏕

 ��  �◌ྜሙ ㎿㏿  �  �・ ⓗ☜ ・㜵 � �ᑐ ᛂ �

� �� ᐖ・ 龠 �◌� ᑠ 㝈  �Ṇ・ 㣗 �� ���

◌�య ഛไ �

 ◌࣭ ᐙ ␆ 㜵 ဨ・ 㸸 
ࣥ
࣡ࢡࢳ ・ ✀ ◌ ◌��ᡭ 㸦# ・ 㢌㸧

 ◌࣭ ▱ ・ ㄆ
་ ཬᐃ ᖌ �⋇ Ⓩ 㘓㣫㣴門 ⏕ ⟶⌮ ⪅ 㸸  

ࣥ
࣡ࢡࢳ ◌ྍ

⏝・ チ ⏦ ㄳ  ◌࣭ ◌ ◌��◌ྍ ᡭチ # ・ 㢌� ⸆ ・

 ◌࣭㈝ ㈝⟶⌮ ᙜ┦

䐠 ᐃ ᐙ≉ ␆ �ఏ ・ 䛾Ⓨ 䛻⏕ ഛ 䛘䚸◌ึ ◌ື ・㜵 䜢 䜔䛛䛻㏿ 䛖足 䛯䜑 య ไ䛾 䜢◌� ഛ 䛧䚸 ᐖ 䜢龠 ◌� ᑠ 㝈䛻ᢚ 䛘䜛

㐺  �ษ ㇜ ࣡�  
ࣥ
�ࢡࢳ ・ ✀ ��・ 㣴㇜  � ��ሙ ・ ㇜ ⇕ Ⓨ⏕ ࣜࢫࢡ ῶప�

㻟㻟



䠄䠓䠅・ ⏘ ・ ⯆ ㄢ

ᕷ ⏫ ◌�

ண 㢠㸦⟬ ◌ึᙜ 㸧㸸
༓

・

ಒ ᙲ

䞉⿵  ⋡ 䠖1/2䚸2/3䚸ᐃ 㢠

యᐇ ・ ・ 䠖䞉 ᶵ◌ཷ
ධ 㛵 ͤ ◌�◌୍ ᕷ䠄 㒊 䠅⏫

ሁᙀ ᙲя ˑ

䛆・ ・ 䛾・ 䜜䛇

┴
ᶵ◌ཷ

ධ 㛵 ͤ

ᴗ �・ 㛫 ௧ ・㸸 㸱ᖺ ᗘ 㹼

ᴗ �・ㄢ㢟 ᚲ ᛶせ

䖪 ᴗ ᴗ ቨᑵ ᑐ⁺ ⦆ ・䜈䛾㞀 䛾 ⟇
䞉 ᴗ⁺ 䜢▱ 䜛 య䞉 㦂䛩䜛ᶵ ・ ・ ㊊䛾 䚸㻼㻾ຊ ・ ㊊

䖪 � ᴗ ᴗᑵ Ᏻ ᐃつ⁺ ⓗ䛾 䛺⪅ ಖ☜

䞉 ഛ ಟ‽ ◊ 䛻 䜛⮳ 䜎䛷 ῭ ᢸⓗ䛾 ㈇⤒
䞉 ῭ಟ ୰◊ ⓗ䛾 䛺⤒

ཝ
䛧䛥

䖪 � ᴗ┴⁺ 䜢⏕ ⏘ � 䛘䜛 ᴗ ಖ⊂❧⁺ ☜䛾⪅
䞉 ��ฟᐙ Ꮚ ᘵ ᐙ⁺ ⁺ ㌟ ぶ ・ ・ ㊊䠄 䞉 䠅䜈䛾 䛾

䞉� ᴗ ධ Ᏻ ᐃつ⊂❧⁺ ・ ・ ・䛾 䛾⪅
䞉 �ᚋ⊂❧ 䛾 䛯䛺ᢏ 䜢辵 ᚓ 䜛ᶵ ・ ・ ㊊䛾

䕿 㻼㻾䚸 ᴗ ಟ య ᐃ⁺ ◊ 㦂䠄 㢠䠅

䕿 ഛ ಟ ᐇ‽ ◊ ・䛾 㻔┴㻝㻛㻞㻕

䕿 �・ 㔠䛾 㻔⤥ ⤥ ᐃ 㢠䚸 ṓ ௨㻠㻡 ◌ୖ 㻕

䕿 �ᐙ Ꮚ ᘵ⁺ ・ ┴䠄 㻞㻛㻟䚸 ◌�ᕷ 㻝㻛㻟䠅⏫
䕿 � ᴗ ә ൾᑵ ᚓつ 䛾 ⿵⪅
ᐃ䠄 㢠䚸 ௨ ๓㻾㻣 䛛䜙 ᑐ ┴䛾 䛿 㻝㻜㻛㻝㻜䚸㇟ ⪅

�௨ ᑐつ㻾㻤 㝆䛾 䛛䜙㇟ ⪅ 䚸┴㻞㻛㻟䚸 ◌�ᕷ 㻝㻛㻟䠅⏫
䕿 ᴗ ᢏ ᗘ ᐃ⁺ ・㧗 䠄 㢠䠅辵

ᴗ ᴗᑵ⁺䞉 㻼㻾

䞉䠬 ദ・䠦 㛤㆟

య ᐇ ・䞉 㦂䛾

ẟ Ừ Ặբ ӳ έ

䕿 ᒃ㌿ 䚸㈝  ᐙ ㈤⿵

┴䠄 㻝㻛㻞䚸 ◌�ᕷ 㻝㻛㻞䠅⏫
ᕷ ⏫ ◌�

⿵
 

ᶵ◌ཷ ධ 㛵ͤ

ಅᏑ ᛢ �  ܾ◌・ ・ ʙ ϋ

Ⴘಅʙ ・

 ◌࣭ ᖺ 㛫� ᴗ ᴗᑵつ⁺ ⪅ ◌� 㹐㸴㸦┤㏆㸧㸶 ᶆ◌ྡ ◌ྡ
э 5 ┠

Ẕ ẕዒ ዓ ʴငഏ ൦ ◌ૅ ੲɭ ・оЈ ʙˊ ◌�ಅ

 ⿵

 � ᴗ ᴗᑵつ⁺ ⪅ ಖ��☜ ⫱  � �� ᴗ ᴗ ᶵ  �� �  �◌ྥᡂ ◌ືᑵ Ᏻ ᐃ�・ ⁺ ・ ・ ➼ ⋓ ⁺ ・ ⊂
❧⤒ �Ⴀ ◌ึ � ⤒  � ᴗ ᢏႠ Ᏻ ᐃ ・ ⁺ 辵 � 㧗 � ◌�  ����◌ྛᗘ � ᛂ・ ẁ 㝵・ ⣽  ��・ ・

ᢸ ᙜ ㄢ㸸・ ・ ㄢ⏘ ⯆ Ỉ ᴗ ᡂ⏘ ᴗ ᢸ・㛗⏘ ᙜ
 㟁 ヰ㸸

ᒣ ᙧ �┴ ≧⌧
ᴗ ᴗ ◌� ῶᑵ ᑡ⁺䖃 䛿⪅

㻴 ே◌䠖㻞㻡㻠㻣㻠 㻴 ே◌䠖㻟㻜㻟㻢㻤 㻾 ே◌䠖㻡㻞㻥㻞

Ⴀಶ ே◌䖃 䛾䜏䛺⤒ ⪅
䜙䛪 ᴗᑵ㞠䜟䜜 ⪅
䜒ῶ ᑡ

� ᴗᖺ ᑵ㏆ つ䖃 䛾 ⪅
◌� ᖺ䛿 㛫䠑

◌ྡ
䡚㻝㻣

䠍䠊 ᴗ⁺ 䛾㨩 ᴗಙຊ Ⓨ ・

ᴗ ᴗ �ᑵ⁺ ・䞉 䝃䜲䝖䛻䜘䜛 ሗ ಙ・ Ⓨ

䞉㼂㻾 Ⴀ◌ື 䜔 䝇⏬ ⤒ 䝍䜲 Ꮚ・ ・䝹 䜢⤂ ά ・ 䛧䛯㻼㻾

ᴗ ᴗᑵ⁺䞉 䝣䜵䜰 ఫ䞉⛣ 䝣䜵䜰➼䛷䛾䠬䠮

ᢸ䞉 䛔՚΋ 䝥⫱ 䝻䝆䜵䜽䝖 ദ・ 㛤㆟
䠎䠊 ᴗ ᴗ �ᑵ ᕼ⁺ ⪅ 䝇䝍䞊䝖䜰䝑䝥� ᴗ・ ・

ᴗ ᴗ ᶵ◌ືᑵ⁺ 䛾 䛵䛡䜢� ・

ᴗ Ἡಟ య  ᐟ⁺ ◊䞉 㦂䠄 ⿵ �༓
ே◌・㻟 䠋 䠋 䠅

ᴗ ຊ⁺䞉 䜔 䛾㨩 䜢ᆅ ᇦ య 㦂䛷䛝䜛䛂䜇䛱 ᴗ య⁺ 㦂䛃䜢ᐇ ・

䠏䠊 ᴗ ഛᑵ ‽ 䝃䝫䞊䝖・ ・

�ጞಟ ಟ ୰◊ ・ ◊ ・㛤 䞉 䛾 䚸 ᴗ ᴗᑵ⁺ 䛾䛯䜑䛾ᇶ ᢏ♏

䛾辵 �ᚓ ・⩦
ᴗ ಟ ഛ⁺ ◊ ‽䞉 䜢� ༓

⏝ᒃ・ ㌿ ➼ ・䠄 㻝㻜㻜 䠋㈝ ே◌ 䠅

ᴗ ಟ ୰⁺ ◊ ά䞉 䛾⏕ ቃ⎔ 䜢� ༓ᐙ・ ㈤ ・䠄 㻞㻜 䠋� 䠅

ಟ◊䞉 � ・㛫 㔠䠄㻝⤥ 㻘
༓ ᖺ・㻡㻜㻜 䠋 䠅

䈜 ṓ � ᴗ௨ ◌ୖ ・㻠㻡 䛿 䚸 ・㻠㻡 � ᴗ‶ ・䛿ᅜ

䠐䠊 ᴗ ᢏ⁺ 辵䝞䝖䞁䝟䝇・ ・

ᐙ Ꮚ ᘵ⁺ 䛾 ♏ᇶ ᢏ Ⴀ䞉辵 ⤒ 䝜䜴䝝䜴䛾⩦ �ᚓ ・

ಟ◊䞉 � ・㛫 㔠䠄㻝⤥ 㻘
༓ ᖺ・㻡㻜㻜 䠋 䠅

䠑䠊 ᴗ ᢏ⁺ 辵䝇䜻䝹䜰䝑䝥・ ・

�ᚋ⊂❧ 䛾 䛯䛺ᢏ 䛾辵 ᚓ 䜢⩦ � ・
䠒䠊� ᴗつ⊂❧⁺ ⪅ ⤒ Ⴀ ⪅ 䝞䝑䜽䜰䝑䝥・ ・

� ᴗ Ⴀ Ᏻ ᐃつ⊂❧⁺ ・䛾 䜎⪅ ⤒ 䛷䛾
◌ྲྀ
⤌ 䜏䜢� ・

ጞႠ ᖺᚋ⊂❧䞉 㛤 㻟⤒ ┠䜎䛷 ᴗᑵ䛾 䛻⪅ ᑐ 䛧䚸 Ⴀ Ᏻ⤒
ᐃ ᑐ ⟇ 䛸䛧䛶ә ൾᚓ ⿵ 䜢ᐇ ・ 䠄㻝㻘

༓ ᖺ・㻡㻜㻜 䠋 䠅

ଢ଼ ఊ έ◌

ͤ Ẇ Ⴤޛ  ˟ င൦ ਰ ᐻ・ ң ң

 ⿵

 
 
म
 
◌ं
◌਼

・ਕ
・

ޑ 
◌ཱིಢ ΚΗ

䜇䛱 ᴗ య⁺ 㦂

ጤ ク

ᑓ 㛛・ ⪅

೧ ◌ౕ ++++555555

・    ◌ं ◌਼

͑ ͬ
◌ཱི  

ಢ  ◌ं

͑ ͬ
◌ཱི  

ಢ   �◌ं ʤ Ґ ・ ʥ

Ἃ ỿ Ὂ ἲಅʙ

㻟㻠



Ƃ ƃ ƕ ƹ ◌�ዒ ዓ င൦ ಅ ◌ૅ ੲ ಅǜ ǔ ʙ

ண 㢠㸦⟬ ◌ึᙜ 㸧㸸
༓

・
ಒ ᙲ

Ꮡ ᛢ �・ ・ Ἃ ỿ Ὂ ἲಅʙಅ  ܾ◌ʙ ϋ

ᴗ �・ 㛫 ௧ ・㸸 㸵 ᖺ ᗘ㹼

 ・ ⏘ ᴗ ᡂ� 㛗⏘ ᴗ � ◌ ◌࣭� Ỉෆ・ ⁺ 㠃 ᴗ⁺ ᆅ ᇦ �・ ⯆  � �� ᴗ◌ྥ
・ ⁺ ⪅ ᵝ  � 

ࣕ
➼�ከࢳ

�ࣞࣥࢪ �࣮ࢲ࣮�  ᛂࢻ�� ・ ・ ᆺ � ・

ẟ Ừ Ặբ ӳ έ

ᢸ ᙜ ㄢ㸸・ ・ ㄢ⏘ ⯆
Ỉ ᴗ ᡂ 㛗⏘ ᴗ ᢸ ᙜ・⏘

 㟁 ヰ㸸

ᴗ ᢸ⁺ 䛾 䛔 ῶᡭ ᑡ䛾 䜔 ኚ◌ೃẼ ◌ື ➼
䛻䜘䜛 ሙ ቃ⁺ ⎔ ኚ ・䛾 䚸・ ⏘ ῶ㈨※䛾

ᑡ ➼䛻䜘䜚䚸 ᴗ⁺ 䛸䛣䜜䜢� 䛘䜛 䜢ᆅ ᇦ

◌ྲྀ
䜚ᕳ 䛟 ቃ⎔

ཝ
䛿 䛧䛥䜢ቑ 䛧䛶䛔䜛

・䞉 㠃 ᴗ Ⴀ య⁺ 䛾⤒
ཬ

䜃 ᴗ ᴗᑵ⁺

◌� ῶ ᑡ䛾⪅
ཬ

䜃㧗㱋・

Ỉ ᴗෆ ⁺䞉 㠃
༠ྠྜ

⤌ 䛾
◌ྜ ဨ⤌ ◌�

ῶ ᑡ䛾

ṇ�䞉 ᴗ ἲ⁺ 䛻䜘䜛 ᗘ㧗 䛺㈨※⟶
䛸⌮ Ỉ ᴗ ᡂ䛾⏘ ・ ・㛗 䛾⏘ せㄳ

 �Ỉ ᴗ⏘ ᡂ� 㛗⏘ ᴗ  ��◌ྥ ◌ྲྀ
・ ・ ⤌ ���ࢲ࣮࣮

・ࢻ� ᆺ  ◌� �  �� �・

ͤ せ せ⥘ ��➼・㡿 ᑐ ・ タ ・㇟ ᶵ �Ე ᐃ➼ ヲ ・ つ⣽
 � ��� Ỉ�┴ ⏘  �・ ・ ㈨⯆ � �  � ��◌ྲྀ

 ⓗ ⤌
� ・ 㸦ᾘ �ရ �⪖ � ᑐ�➼ ㇟ እ 㸧

 ᑐ ⿵ ㇟ ⪅
ᴗ⁺ 㸦 Ṫ ᴗ �㣴 ��◌ྵ

㸧 �ἲ ཪႠ ே◌� యᅋ �

࣮
ࣝ
� �ࢢ  �Ẹ ᴗಶ ே◌ ・㛫 ຍ ᕤ �㸦 ὶ ᴗ㏻ ➼㸧

  ⋡⿵  � ��⪃
ᡂ 㛗⏘ ᴗ �  �බ� ᛶ �・ どⅬ ┈ 㧗 �◌ྲྀ

・⤌  ��ᑐ
Ⅼⓗ・㔜 �  �・

� ⿵ᅜ  �・㔠 �  � ��◌ཷ ◌ྜሙ・

ཪయᅋ ࣮
ࣝ
� �ࢢ ᴗ� ⁺ ┴㸸⪅  � ◌�ᕷ ⏫

・ ・㛫 ᴗ ┴㸸  �ᕷ ⏫ ◌�

� ⿵ᅜ  �・㔠 �  ��◌ཷ ◌ྜሙ・
⏕ ⏘ ⪅  �య ⁺ᅋ ᴗ ➼㸸⪅  � ◌�ᕷ┴ ⏫

ͤ ◌�◌ୖ �グ ・ ⿵ ��ෆ  ᐜ⋡ ・ ⿵  �ኚ ◌ື⋡ 㸧

�ᑂ �㸺 ⪃  �� 㸼

�እ 㒊 ㆑ ��▱ ぢ⪅  � �� Ỉ�ά ・ ┴ ・⏘ ・⯆
�  � � 㧗 ᴗ �  ��ᢥ◌ඃඛ・ ⓗ・ ・

�ᑂ㸺 ጤ ဨ 㸼

� �㆑ ⪅ ὶ ಀ㏻㛵 ⪅  �・

Ⴘಅʙ ・

 ◌࣭ ⤒  � �� ᾏႠ య � 㠃 ᴗ⁺ ⏕ ⏘ 㢠 㹐㸳㸦┤㏆㸧 ・ ・ э 㹐 㸦 ᶆ┠ 㸧 ・ ・

 ◌࣭ ┴⏘ ࣛ�ࣥࢻ 㨶✀ ͤ ᖹ� ᆒ
༢ ౯ 㹐㸳㸦┤㏆㸧 ・ NJэ 㹐 㸦 ᶆ┠ 㸧 ・ NJ

ͤ  
࣡

�࣭��
ࣛ
࣭ࢺ

ࣛ࣡
・ࢽࢧ ・ 㸦ࢫ� 㸧 ࣝ

�࣭◌ࢫ ・ ・

◌ྲྀ
㸺 ⤌ ・ 㸼

ੑ ・

఼ උ  
・ ・

 �Ỉ ⏘ ・ ⯆  �  �Ỉไ ᐃ�・ ・ ・ ⏘
・ ⯆ ィ ⏬  �ᐃ� ⟇ � ᶵ � Ỉዎ �・ ┴

ᴗ �⏘ ᣢ ⥆  �ᡂ 㛗  �� ຊ 㨩  �� ᴗ ⏘
 � � ��� � ◌� Ỉཬ ෆ�・ ・ ・・ ⁺

ᴗ⁺㠃 ᆅ �・ᇦ ⯆ �・ 㐍

 ◌࣭ � ᴗ ᴗ � ◌� � � �ಀ ഛᑵつ⁺ ・ ⁺ ・ ⏕ ⏘ ຊ ฟ・ 㸧

࣭◌ಘࢣ ሙ� �・ 㛗  ��◌�◌ྥ
ഛᑑ ・ ・ ・

බ ᛶ┈㸦  � Ỉ�㧗 ⏘ ᡂ�㈨※ 㐀 㸧

 ◌࣭ ຍ�  ≀ ⋓ ⁺ ・ 㧗 �౯ ◌್ ・ 㐍 �� �� ඛ� 㐍  �ⓗ・

ᛶ㧗 �⬟ ◌�ල ഛ ᒎ�⁺ Ⓨ㸦
◌ྲྀ

ⓗ 㸧⤌
 ◌࣭ ရຍ ᕤ 㛤 ��Ⓨ 㨶㣗

ཬ
・ 㛵  �� �◌ྲྀ

⤌
ᒎⓎ㸦

◌ྲྀ
ⓗ 㸧⤌

 
ࣥ
ࣥࢪ ◌࣭� � ᴗ �᧯・ ・ ➼ ⥅ ⥆  � �� ・ ⏕ ⏘ �ຊ ᣢ ⥔

 �� ��  � �ƫ◌ྲྀ
ᚲ・ せ 㸦⤌ ⬟ ᣢ⥔  ◌࣭ ・ᅇ 㸧

ᴗ � � ��� �  �ෆ  ᐜ �・ ・ ⦆ 㧗

�◌ྲྀ
⤌ ・ 㐍

ᖺ5 5㹼 ᖺ

⁺
・
⪅
➼

ᴗ యᐇ・ ・ ・

ᕷ
⏫
◌�

ᴗ ・⿵ ⪅

┴
఼ උ  
・ ・

ੑ ・

�ᑂ ・

ᑂ
�

ᖺ5 㹼

ୠ ਟ ઐહ স ણ ৷হ・ ・ ・

㻟㻡

ண 㢠㸦⟬ ◌ึᙜ 㸧㸸
༓

・
 ෆᗉ ・ ⏘ ・ ⏘  � ࣛ�ࣥࢻ��  �◌ྥ ཬ ◌ྥ⏝౯ ◌್ ◌ୖ ౪ຍ ຊᣑ ᙉ Ᏻ ᐃ� � �≀ ・ ・ ・ ・ ・ ⤥

ᵓయ ไ � ⠏ �  �・ 㨶㣗� ᾘཬ �➼ ㈝ ࢡࢺ �ࣟࢪ �ᣑ ᒎ�・ 㛤

ᢸ ᙜ䕔 Ỉ䠖 ・ㄢ ㄢ⏘ ⯆ ・ ⏘ ὶຍ ᕤ 䞉 ᢸ ᙜ㏻
㟁䕔 ヰ䠖㻜㻞㻟㻙㻢㻟㻜㻙㻞㻣㻟㻜

ᴗ �・ 㛫㸸 ᡂᖹ ᖺ ᗘ 㹼

ẟ Ừ Ặբ ӳ έ

◌ྥ
౯ ◌್ ◌ୖຍ・ 䛾・ 㐍 ෆᗉ ・ ⏘ ・ ⏘ ≀ 䛾 ⏝ ᣑ・ ・

Ⴘಅʙ ・

Ꮡ ᛢ �・ ・

ಒ ᙲ

 ◌࣭ ᾏ 㠃 ᴗ⁺ ⏕ ⏘ 㢠㸦ᒓ ᆅ 㸧 㹐㸳㸦┤㏆㸧 ൨ ・ э 㹐 㸦 ᶆ┠ 㸧 ൨ ・

䛆 ෆᗉ ・ ⏘ ・ ⏘ ≀ 䛾
◌ྥ

౯ ◌್ ◌ୖຍ・ 䛇

䕿䝤䝷䞁䝗ຊ 䛾ᙉ ・

 ◌࣭ ෆᗉ ・ ⏘ ・ ⏘ �� ◌� �◌ྡ
య ᗘ�≀ ・ ▱ 㧗 �

�ࣛࣥࢻ� ��  㨶✀ �  �� ရ ౯� ㉁・ 㨶 �

◌ྥ
◌ୖ

䕿 ౪Ᏻ ᐃ ⤥ య ไ 䛾・ ⠏
 ◌࣭ ኳ ◌ೃ Ⰻ・ ➼䛻䜘䜛Ỉ ᥭ 㔞 ῶ ᑡ䛾 䜔䚸・ 㔞⁺

⋓ ・ 䛻䛚䛡䜛 ౯ ప ◌ୗ㨶 䛻ᑐ ᛂ 䛩䜛䛯䜑䚸⁺ ⋓
≀ 䜢Ᏻ ᐃ ⓗ䛻౪ 䛷⤥ 䛝䜛య ไ 䛵䛟 ᚲ せ䜚䛜

䛆 ෆᗉ ・ ⏘ ・ ⏘ ≀ 䛾 ⏝ ᣑ・ ・ 䛇

䕿㨶㣗䛾� ཬ

 ◌࣭ ά㣗 䛾⏕ ኚ ・ ➼䛻䜘䜚䚸㨶䛻ゐ䜜䜛・ ・ ・䛜

ᑡ 䛧䚸㨶㞳䜜䛜㐍䜣䛷䛔䜛䛣䛸䛛䜙䚸㨶䛾⨾
・ 䛧䛥䜢ఏ 䛘䜛 ◌�ே◌ 䜢 ᡂ 䛩⫱ 䜛䛸䛸䜒䛻䚸㨶㣗

䜢� ཬ
䛩䜛

◌ྲྀ
⤌ ᚲ せ䜏䛜

䕿 ෆ┴ 䛷䛾・ ㈝ ᣑ ・

 ◌࣭ ᆅ ௳ⓗ・⌮ ◌�䜔㣗 ・ 䛾㐪䛔䛺䛹䛻䜘 ෆ䜚 㝣

・㒊䜈䛾 ㏻㔞䛜ᑡ 䛺䛟ㄆ పᗘ▱ 䛜 䛔 ෆᗉ ・

・⏘ ⏘ ≀ 䛻䛴䛔䛶䚸䛂 ᗘ㩭 䛃䜔䛂ᆅ ඖ ⏘ 䛃䜢

䝉䞊䝹䝇䝫䜲䞁䝖䛻ෆ 㝣㒊䛷䛾 ᗘ▱ㄆ 䜢
◌ྥ

◌ୖ
䛥䛫䚸 ෆ┴ ・ 䛻ᇦ 䛚䛡䜛ᾘ ᣑ ・㈝ 䜢 䜛ᅗ

◌ྲྀ

ᚲ せ䜏䛜⤌

Ƃ ƃ ˄ ь ̖͌Ӽ  � Ʒ �ཋዒ ዓ င ◌ ႆ൦ ◌ා ෙ◌ෟɥ Ŵ ϋ щ ȷ ◌� ਘ  ◌�᧙ � ಅʙ

Ὁ Ἃ ỿ Ὂ ἲಅ ಅ ܾ◌ʙ ϋ ʙ

㸱 ◌�ෆ ఏᗉ ・ ・ 㐨 ��ᖌ ・ 㨶㣗� ᴗཬ
・

 ◌࣭ �୰ᑠ Ꮫ ᑐ➼ ㇟⏕ ・ ・ ⏘ ≀ 㣗⫱ � ᐊ � 㛤ദ
 ◌࣭ Ỉෆᗉ ・ ⏘ ⏘  ◌� � � � �≀ ・ 3+616 㓇 )⏣ � ⏝0ά

 �� ሗ ಙ・ Ⓨ

 ◌࣭ � � �� � ࢺ� � ࢭ
ࣥ
�ࢥ � �ࣞ� �・・ ▷・

��ࢩ ・⤂  �� స◌ື ไ�<RX7XEH ⏬
 ◌࣭ ◌�ෆ ఏᗉ ᖌ・ ・ 㐨 ����ࢫࢸ ᗙ�・ ㅮ ᐇ� ・

㸲 ෆᗉ �・ 㨶・ ㈝ ᴗᣑ ・ ・

 ◌࣭ ᴗ⁺ ⪅  �  �ὶ ᴗ༠
┴⁺ ㏻ ➼⪅  ���◌୍ య・ ・

 � ᾘෆᗉ �・ 㨶 ㈝ �◌ྜᣑ ・ ⥲ ࢡࢺ �ࣟࢪ ・ 㐍

� 㒊  � ◌� � � Ẹ ྥ◌ࢺ� 
ദ�・ ┴ ・ ・ ・ 㛤  �➼

ᾘ ᣑ㈝  �� ��◌ྥ ◌ྲྀ
・ ・ ⤌ ᒎ 㛤

ୠ ਟ ઐહ স ણ ৷হ・ ・ ・

㻟㻢

㸯 ࣛࣥࢻ ���ࢺ Ỉෆᗉ ・ ⏘ ᴗฟ≀ ・ ・

 ◌࣭ ᗑ㣧㣗  ◌࣭ ᴗ ࣭⁺ ⪅ �足  �ᦠ㐃  � �� �ෆᗉ ・

ࣛࣥࢻ ༠
ฟ・ ・㆟  � ◌� � �ࣛࣥࢻ� ・ 㨶✀ �

ಖᗘ㩭 ��ಟ ຍᣢ ◊ ・ ・㧗 �౯ ◌್ ・ ・ 㐍

 ◌࣭ ༠
・㆟  ◌� � � �  � � 

ࣛ࣡
ෆᗉ� ࢧ �・

 �  � � � ࣮ ࢽ ࣥ ࣕ� � �ኳ ෆ ๓ �ᗉ�↛ ・
ࣥ

◌� ᐇ ・

㸰 ・ 㣴㨶ὶ  
ࣝ
ࢹ ᴗ㏻・ ・

 ◌࣭ �ὶ ᴗ༠
┴⁺ ㏻ ⪅  � ◌�ᕷ ⏫ ᦠ・ 㐃  � �� Ꮡ �

�  �⏝・ タ ά ・ 㣴㨶✀ � �ᣑ� ・ ・ 㣴
◌ྍ

㔞⬟
��ቑ ຍ� ウ

 ◌࣭�・ 㣴 ᣑせ ・ ・㟂  � � �ὶ ᴗ �◌ྥ ༠
┴⁺ ㏻ ⪅

ᗑ㣧㣗  �➼・ ・ 㣴 ・ ・㨶 �㣴  ◌� � � � 㨶� 㣗

ẚ �ᐇ・ ・ ➼ ・

౪Ᏻ ᐃ ⤥ 䛾・ 㐍



Ƃ ƃ Ǳ Ȟዒ ዓ ǵ ǹȷ ዜ ਤ   เ・ ◌� Ƽ ◌� ◌�᧙ �ಅ ൦ ಅ ಅʙ Ɠ Ǒ ϋ ・ ʙ

ண 㢠㸦⟬ ◌ึᙜ 㸧
༓

・

ಒ ᙲ

Ꮡ ᛢ �・ ・ ಅ  ܾ◌ʙ ϋ

ᴗ �・ 㛫㸸 ᡂᖹ ᖺ ᗘ 㹼

ẟ Ừ Ặբ ӳ έ

ᢸ ᙜ ㄢ㸸・ ・ ㄢ⏘ ⯆
Ỉ ᴗ ᡂ 㛗⏘ ᴗ ᢸ ᙜ・⏘

 㟁 ヰ㸸

 �Ỉ ⏘ �㈨※ 㣗ᐖ ᑐ ⟇
� ⫼ � � 㨶㣗  �እᙉᛶ � ・ 㨶 �㸦 ࢫ ࢡ ࣛ� � ➼㸧

�࣡�� �  � � � ῶቑ ຍ ᑡ� ・ ・➼ ⋓ ⁺ 㔞

� ㄢ㢟�

 ◌࣭ ὶ � �� Ἑ ᕝ� ・ ⏕ �  � � 㥑㝖 � ��㞴

� ಑ࢡ��ࢫ  � ���ቑ ຍ ᑐ ⟇  � ◌ົᛴ
࣡ ◌࣭��  �ᑐ �⟇ Ꮫ⛉ �ⓗ ・ㄪ ᇶ  ◌�� �⏕

◌�ಶ య � ⟶⌮  �ᚲ せ

 ◌࣭ ༠ྜ
⁺ ⤌  �ဨ ➼ ・⮬  �Ọⓗ・ ⥆ ᐇⓗ・ ・

 ◌���  � ᑐ⋡ ⓗ ⟇ ᢏ �辵 � �  �ཬ
ᚲ・ ・ せ

 እ ・ 㨶 ࣡ ◌࣭�� 龠 ῶ ᴗపᐖ ・

 � Ỉෆ 㠃እ ・ 㨶 ᑐ➼ ⟇ ᴗ �・

 ◌࣭ እ ・ 㨶 ᑐ➼ ⟇ � ᛶせ㔜 � ཬ ⵚ◌ၨ�

 ◌࣭ እ ・ 㨶 ᑐ➼ ⟇ ᢏ�・ 辵 �ᣦ ᑟ � ・

� ⥲
◌ྜ

・ 㐍 ᴗ �・

 ◌࣭ እ ・ 㨶 ᑐ➼ ⟇ యᐇ ・ ᅋ ��・ ・

 ࣡� � � 㐃⤡
༠
㆟

ཬ �・ 㹕㹅㐠 ᴗ �Ⴀ ・

࣡ ◌࣭�� ᑐ ・⟇  ◌� � �༠
㆟  � � 㛵ಀ

・ 㛵 �ᦠ㐃  �� �◌ྲྀ
⤌ �・ 㐍

�ಘࢣ࣭�ࢫ�   ➼ 㔜  �Ỉせ ⏘ �  � Ṫ �ቑ �㈨※ ⓗ ✀ ⱑ ⏕ ⏘ � ὶཬ �

 � ᴗ⁺ ⪅  �➼ 足  �Ỉ ⏘ �㈨※ 㣗ᐖ ᑐ ⟇ ��・ ・

 ◌࣭ Ỉෆ 㠃㣴Ṫ ࣭ ᴗ⁺ ⏕ ⏘ 㢠 ൨ ・ 㸦 ൨5 э ・ 5

 ◌࣭ 㐟 ᢎ⁺ ㄆ �ド ㈍ ・ 㢠 ⓒ・ ・ 㸦5 э ⓒ・ ・ 5 㸧

Ἃ ỿ Ὂ ἲಅʙ

ᴗ⁺ 䛾

ᡂ 㛗
⏘ ・ ・

ᣢ ⥆
◌ྍ
⬟ 䛺 ᴗ ◌ື⁺ ά

⁺ ⋓ 㔞䛸⏕ ⏘ 㢠䛾㧗 Ᏻ ᐃ・ ・
㐟⁺ ・ ⯆ 䠄 Ỉෆ 㠃

༠
⁺ 䠅

䝃䜿䞉䝬䝇➼䛾㔜 Ỉせ ⏘ ㈨※䛾⥔ ቑᣢ ・

Ⴘಅʙ ・

ಘࢣ࣭�ࢫ�  ㈨※⥔ ᴗ �ቑᣢ ・ ➼�ಘࢣ࣭�ࢫ� ・ 㔜  �Ỉせ ⏘ ㈨※

� ⫼ ࣭� � ಘࢣ  ◌�◌ྜ
◌୍ ᐃ ᖐ� ・ ᅇ  �� ��・ ・

ィ ⏬ ⓗ・ ㈨※㐀
◌ྍᡂ ⬟  �・ ᇵ ᴗ ௦�⁺ 韭 㨶

 ◌࣭  �ᖺ㏆ ᆅ � ⌫ ᙳ�・ ➼ 㡪 ・�ಘࢣ� ��

ἢ ᓊ ・ 㐟◌� ཬ
� ᅇ  �ప ◌ୗᖐ ⋡

�ࢫ
ࣛ

� ࣭◌ಘࢡ Ἑ  ◌� ῶ  �ᕝ� � ⪖  ��� �㉳ �

Ṫ � �  � �ቑ  ฟ� ・

� ㄢ㢟�

�࣭◌ಘࢣ 㔜せ㨶✀  ◌� �� � ቃ⎔  �ኚ ᛂ・ ・ 㐺 �

 �� ��� ◌� ௨ ◌ୖ ⱑ ᛶ �・ ・ 㧗 ಘࢣ�  ✀ �ⱑ
�㐺 � ὶ  �� ᚲ せ

�ࢫ
ࣛ

��� ࣭◌ಘࢡ � �� � ὶ◌ඃ ᗂ� ・ 㨶 �

◌ୖ㐳 ⣔ ✀ ��ⱑ ・ 㐀  � � ��ᡂ ᚲ せ

ಘࢣ࣭�ࢫ  ㈨※⥔ ᴗቑᣢ ・ ・

ಘࢣ࣭�ࢫ�  Ṫ ᴗ �ቑ ・

࣭◌ಘࢣ ◌ୖ㨶㈙⛶  �� ὶ ᐇ� ・

 ◌࣭ ◌ୖ㐳  
ࣛ

ಘ⣔ࢡ �ࢫ ✀ ⱑ � � ⏕ ⏘ ・㜵 ᑐ ⟇
 ◌࣭ 

ࣛ
ಘࢡ �  ┴㨶 �ࢫ � ὶᗂ� 㨶

�ࢫ� 
ࣛ

ಘࢡ ㈨※ㄪ � �

�ࢫ
ࣛ

࣭◌ಘࢡ ౯� ㈨※ホ

ಘࢣ�  ⛶ 㨶㈙ ◌ୖ ⥭ � ὶ ᴗ �ᛴ ・

 ◌࣭ ◌ೃẼ  �� �� �ኚ ◌ື ᑐ ᛂ・ ・ ᆺ  �ຍ・ ・

� ಘᚋࢣ �⩌ ⛶ �㨶㈙  �� ὶ �◌ୖ ᐇ ・

・ 䠖䝃䜿䛾㐺� � ὶ 䚸 � ὶⱑ・
ᆅ � ⌫ ・ 䛻ᑐ ᛂ 䛧䛯 ᗘ㧗 䛺䝃䜿 �㨶⛶ ・
⮬ � ὶ ศ・ 䜢┴䛷 䛔㈙ ◌ୖ 䛢䜛䛣䛸䛷 ᐇ☜ 䛻ᐇ ・

䛣䜜䜎䛷䛾
䡃� ὶ

⮬ � ὶ ศ・ 䜢ᑐ ㇟䛻䜘䜚⏕ ・ ⋡ 䛜㧗䛔
・ ᆺ䝃䜲䝈䠄 䡃௨ ◌ୖ 䠅䛷䛾㈙ ◌ୖ 䜢ᐇ ・

ᾏ Ỉ  ◌ୖ� 䛾ᙳ 㡪䜢
◌ཷ

䛡䛻䛟䛔 �ᚋ ⩌ ㈙ ◌ୖ

・ ⏘ ㈨※䛾ῶ ᑡ 䜢ᢚ ไ

 �እ ・ 㨶 ࣡ ◌࣭�� 龠 ῶ ᴗ �పᐖ ・

┴
 ⿵

㸦㸯 � �㸰

ᐃ� 㢠㸧

⁺

༠
➼

 �ᢏ 辵
 �ᣦ ᑟ

 ◌࣭ Ỉෆ 㠃
・ ⏘ ә◊ ✲

 ◌࣭ Ỉ እෆ 㠃 ・ 㨶➼

ᴗᑐ ・⟇
 ◌࣭ ◌ྜ

・ 㐍⥲ ・ ・

ୠ ਟ ઐહ স ણ ৷হ・ ・ ・

㻟㻣

Ƃ ƃ ◌�ᡯငਘ ൦ ഻ சஹ ಅΪ ・ о ʙ

ண 㢠㸦⟬ ◌ึᙜ 㸧㸸
༓

・
ಒ ᙲ

Ꮡ ᛢ �・ ・ Ἃ ỿ Ὂ ἲಅʙ

㸯 㣴Ṫ ・ 㐍・ ⯆ ᴗ � �  �・ つ

 ◌࣭ � � � �ᢏ 辵 Ẹ �㛫 � � � ���◌ྲྀຊά ㎸ 㣴

Ṫ ᴗ �・ ・ 㐍  �� �� � �  ��༠ ୰ ᚰ┴⁺ ・
⏘ ᦠᏛ ᐁ 㐃 �� � � Ṫෆᗉ・ 㣴 ᴗ ࢯ࣮

ࣥ
಑・

・� ࢩ ・ ・㆟ �ദ 㛤  � � ◌ྍᣢ ⥆ ⬟  �Ṫ㣴 ࢹࣔ

ࣝ�� ウ

㸰  
ࣛ

�ࢽࢪಘࢡ ⏕ ⏘ �ࣛࣥࢻ ◌ྥ౯ ◌್ ◌ୖᣑ �・ ・

 ◌࣭ ရ ᣢ㉁⥔  ��  �◌ྥ Ⰻ ⱑ �・ ㉁ ✀ ౪Ᏻ ᐃ ⤥
 ◌࣭ 㐲㝸 ��ᣦ ᑟ ・ 㣫⫱ ⟶⌮  � య ไᣦ ᑟ ᙉ ・

 ◌࣭ ᾘ ㈝ �・ ㄆ⪅  �◌ྥ ◌ୖᗘ▱ ・ 㣧㣗 ��ᗑ 㤋 ◌࣭

 
ࣝ

・��ࢸ ㈍ ㊰㛤  ��ᣅ �� 㹎㹐

ಅ  ܾ◌ʙ ϋ

ᴗ �・ 㛫㸸௧ ᖺ ᗘ・ 㸲 㹼

 ⏘ Ꮫ ᐁ 㐃 ಝ࣮ഃ
ࣥ
಑��  ◌�ᦠ ෆᗉ �・ ・ ・ ・ 㣴Ṫ ᴗ� � �・ ・ ウ

  
 � ࢧ࣮ࣔࣥ

ࣛ
ᒣ� ࢽࢪಘࢡ ᙧ � ⏕ ⏘ ᣑࣛ�ࣥࢻ �・ ・ ・ ・ 㐍

ẟ Ừ Ặբ ӳ έႸಅʙ ・

� ⫼ � �

 ◌࣭ ⁺ ⋓ 㔞 �ῶ  ��  � �� ��୰ᑡ ・ ┴

Ỉ� ⏘ ᴗ �ᣢ ⥆
◌ྍ
⬟  �� �� �・ ・

 � ῶ  �� � �◌ྑኳ ቑ ᕥ� �↛ ㈨※ ・
⏕ ⏘  � ��Ṫᡭ �ẁ ・ 㣴 ・ 㐍� 㔜せ

 ◌࣭ ᾘ ㈝ ⪅ ࢽࢬ࣮ �  � � ኚཷ◌ࢧ ᒣ ᙧ� ・

 
ࣥࣔ

◌࣮ � 
ࣛ

�� ࢽࢪಘࢡ Ⓨ㛤  � �௧
ᖺ・ 㸳 � ࣮ࣗ ᗘ�ࢹ ・ ・

� ㄢ㢟�

 ◌࣭ ・Ẽ ㇟  � �  � ��ཝ௳ ෆᗉ� ・ ・ 㣴

Ṫ ᴗ ᴗ  � ��◌� �◌ྥ� �・ ・ ・ ▱ ぢ

������  � �Ẹ ᴗᣢ Ꮫ・ ・㛫 �

 � � ��  �ᕳ ᚲ㎸ ウ せ

 
ࣛ

࣭◌ࢽࢪಘࢡ Ṫ㣴 ◌�  �ቑ ຍ ฟ ᑿ� Ⲵ ◌�

�ࣛࣥࢻ�  �◌ྥ౯ ◌್ ◌ୖᣑ� �・ ᅗ �

 �� � ⱑ・ ✀ ౪ ⤥  ◌࣭ య ไᣦ ᑟ ᙉ� ・

� ⥅ ⥆  �� 㹎㹐 �ᚲ せ

 ◌࣭ Ỉෆ 㠃 ᴗ ࣭⁺ 㣴・ ・ ⏕ ⏘ 㢠 ൨ ・ 㸦㹐㸲㸧 ൨э ・ 㸦㹐 㸧

ᢸ ᙜ ㄢ㸸・ ・ ㄢ⏘ ⯆
・ ・⏘ ᴗᡂ ・㛗⏘ ᢸ ᙜ

Ỉ ຍ⏘ ὶᕤ � ᢸ ᙜ㏻

 � ෆᗉ 㣴Ṫ ᴗ ಝ࣮ഃ
ࣥ
಑・ ・ ・ ・ ㆟ �

१  ঔথ  ॽ ४ १ ॡ ছ  ・・ ・・

 ◌࣭ 㣴Ṫ �◌ྀྲ
・ ⤌ � ⤒ ◌�Ⴀ య 㸵⤒ Ⴀ య 㸦㹐㸴㸧 э ⤒ Ⴀ య 㸦㹐 㸧

�ࣛࣥࢻ� 
ࣛ

ࢽࢪಘࢡ ・ 㐍
༠
㆟  �・

१ ॡ ছঐ ५・・   ডঅ・・   ・・
 ◌ॖ ড फ़य़・・

㻟㻤

 ◌ॖ ড फ़य़・・

㺺㺎㺖㺚㺌㺍㺪㺽㛤ദ

㉎ ධ ㈝ ᡂ⏝  �

㈍ ◌�◌ಁ �㈨ 㓄ᕸ

ͤ Ᏻ ᐃ ⏕ ⏘ 㺂౪ ⤥ ᵓయ ไ � ⠏ ͤ ὶ ㏻・ ㈍ �・ ㄢ㢟

� ⏕ ⏘ ฟ Ⲵ 㺭㺤㺋㺏㺷�  �ᑐ� ᛂゞ ・ ⟇ � � ウ

�ࣛࣥࢻ
ࣛ
ࢽࢪಘࢡ

・ 㐍
༠
㆟ ・

ͤ ᵓ ᡂ ဨ 㸸  
ࣛ
ࢽࢪಘࢡ 㣴・ ・ ⪅ � 㣧

㣗  � �࣭
ࣝ
ࢸ �ᗑ 㤋  �ὶ ᴗ㏻・ ⪅

⏕ ⏘ 㒊 ὶ・ ㏻・ ㈍ ・ 㒊・
ͤ  �ɔ ᡂ ဨ・ 㸸ࢡಘࢽࢪ
ࣛ 㣴・ ・ ⪅

ͤ  �ɔ ᡂ ဨ・ 㸸㣧㣗  �ᗑ

࣭
ࣝ
�ࢸ � 㤋  �ὶ ㏻㛵 ಀ
⪅



Ƃ ƃዒ ዓ ล・ ・ȷ  ◌ૢ ʙͳ ◌�ಅ

ಒ ᙲ

Ꮡ ᛢ �・ ・ Ἃ ỿ Ὂ ἲಅʙ

䠍 ᶵ⁺   ・ タ ⬟ ᴗᙉ ・ ・
・ ・㟈䜔ᆅ ➼䛾 ᐖ↛⮬ ⅏ 䛻ᑐ ᛂ 䛩䜛

䛯䜑䚸ᣐ Ⅼ䛸䛺䜛⁺   ・䛾 ᥭせ㝣 䛢 ቨᓊ
・䛾 䜢⬟ ᙉ ・ 䛩䜛

Ⰻ⏤ �⁺   䠄 ᅵ 䠅 䠖 㻚㻙㻠㻡㼙 ቨᓊ

䠎 ᶵ⁺   ・ タ ⬟ � ᴗⰋ ・

ᶵ⁺   ・ タ 䛾 � Ⰻ⬟ 䜢 䛔足 䚸 ᴗ⁺ ⪅
Ᏻ䛾 ಖ・ ☜ 䜢 䜛ᅗ

Ⰻ⏤ �⁺   䠄 䠖䠅ᅵ ᥭ・ 䛢 �ሙ Ⰻ

䠏 ・ ⏘ ⎔ ◌� ᴗቃ ഛ ・
䜲䝽䜺䜻㈨※䛸䛺䜛 Ṫቑ ♋䛸䝝䝍䝝䝍

༸
ሙ 䛸⏘ 䛺䜛 ሙ・ ♋䚸䝈䝽䜲䜺䝙ಖ ♋ㆤ

䜢◌� ഛ 䛧䚸・ ⏘ ቑ㈨※䛾 ・ 䜢 䜛ᅗ

Ṫቑ బ♋䠖㐟 ሙ⁺ 䠍ᆅ
༊

ᒸ㭯 ሙ⁺ 䠑ᆅ
༊

ሙ బ・ ♋䠖㐟 ሙ⁺ 䠍ᆅ
༊

ಖ ♋ㆤ ᒸ䠖㭯 ሙ⁺ 䠍ᆅ
༊

ಅ  ܾ◌ʙ ϋ

  ◌��� ᴗ �  �Ỉ◌ືᏳ Ᏻᚰ ⁺ ά ・ ⏘ ౪�≀ ⤥  �◌ྍ
⬟  ��  ◌�  �  ��ഛ Ᏻ ᐃ・ ⁺ ⁺ ⋓ 㔞�

 �� �� ◌�ሙಖ ഛ�☜ ⁺

ẟ Ừ Ặբ ӳ έ

ᢸ ᙜ ㄢ㸸・ ・ ㄢ⏘ ⯆
ሙ ᢸ ᙜ⁺   ⁺

 㟁 ヰ㸸

Ⴘಅʙ ・

䠄 ᴗ⁺ 䛾ᡂ 㛗⏘ ・ ・ 䠅

䜲䝽䜺䜻 Ṫቑ ♋䠄䝤䝻䝑䜽䠅

䠄ᅜ 䠅 ◌�ሙ ഛ⁺   ⁺ 㛗� ィ ⏬ 䛊R4~ R8䛋

ᒣ ᙧ ┴ᅪ ᇦ ⥲ Ỉ◌ྜ
⏘ ᇶ ◌� ᴗഛ┙ ・ ィ ⏬ 䛊R4~ R8䛋

⁺   ・ タ 䛾
㛗ᑑ ・ ・ 䛻

◌ྥ
䛡䛯

ಖ ᑐ・ ⟇

ᶍ・ つ ⮬ ↛
⅏ ᐖ 䛻ഛ 䛘
䛯ᆅ 㟈・ ・

ᑐ ⟇

・ ᇦ 䛾⎔ ቃ
ኚ ・ 䛻

ᑐ ᛂ 䛧䛯

◌�ሙ ഛ⁺

䛂Ᏻ ᚰ 䛃䛷䛝䜛 ᴗ ◌ື⁺ ά
䛂Ᏻ ・ 䛃䛺・ ⏘ ≀ 䛾౪ ⤥
䛂Ᏻ ᐃ 䛃䛧䛯⁺ ⋓ 㔞䛸⏕ ⏘ 㢠

⁺   䞉 ◌� ᴗሙ ഛ⁺ ・ ㈝

 ◌࣭ ᾏ 㠃 ᴗ⁺ ⏕ ⏘ 㢠㸦ᒓ ᆅ㸧 㹐㸳㸦┤㏆㸧 ൨ ・ э 㹐 㸦 ᶆ┠ 㸧 ൨ ・

 �� �⫼
 ◌࣭ � � � ・ 㟈⅏ � � ◌� � � �㋃ ・ ・ 㝿 ᆅ ᇦ

Ỉ ᴗ �⏘ � � ・ 㛤  ◌��� ���    ⁺・ 㜵

ຊ ᙉ⅏  �ồ ��� ◌� ��・

 ◌࣭ �  � �� � � � ��� � �┴・    ⁺

ḟ �  � �◌ྂᘓ ᖺタ ⤒ ��ᖺ �・ ・ タ ⪁
�  �・ 㐍足  � ���

 ◌࣭ ᾏ ὒ ቃᖺ �㏆ ⎔ �� ᴗኚ� ・ ➼・ ⁺ ㈨※

 �ῶ  � � ᴗᑡ ⁺ ⏕ ⏘ ᛶ �・   � ��� �

ᴗ ᚑ⁺ ・ ・⪅  ��  � � ἣ  ���ཝ
・ ≧ ・

 ��

� ㄢ㢟�

 ◌࣭ ᣐ㜵⅏
ཬ

�Ⅼ ⏕ ⏘  ��ᣐ �Ⅼ・    ⁺ ・ せ

 � Ỉཬ
ቨ ๓ᓊ ᙉ ᗘ� � �➼ 㠃 ᇦ 㟼㞃 �ᗘ

 ��  � ��ಖ ᚲ☜ せ

 ◌࣭ ṇ  �ƫᖖ ᣢ�⁺   ・ タ ⬟ ⥔  �� � ��・
ィ ⏬  �ⓗ ⿵ �◌�  �  ◌� ��ಟ ഛ ᚲ せ

 ◌࣭ Ỉ ㈨⏘ ᣢ�※ ⥆ ⓗ・ ・ ・ ・ ⏘ ౪Ᏻ ᐃ�≀

�� ᅗ⤥  �� � Ṫ  � ཬ
ቑ ሙ ಖ�♋ ・ ♋ ㆤ

◌�  �  ◌� ��ഛ� ᚲ♋ せ

ண 㢠㸦⟬ ◌ึᙜ 㸧㸸
༓

・

ᴗ �・ 㛫㸸 ᡂ ௧ᖹ ᖺ ᗘ ・㹼 ᖺ ᗘ

ቨᓊ 䛾ᣑ ᖜ

ᥭ・ 䛢ሙ
䠄◌� ㊰㒊䝁䞁䜽䝸䞊䝖⭡ ・ 䛡䠅

㻟㻥

Ƃ ƃ Ⴓૼ ಅ ௹ᙹ ᙻ ᑔᛦ・ ˊ ◌�ᡯ ಅᑔ ・ ʙ

ண 㢠㸦⟬ ◌ึᙜ 㸧㸸
༓

・
ಒ ᙲ

Ꮡ ᛢ �・ ・ Ἃ ỿ Ὂ ἲಅʙಅ  ܾ◌ʙ ϋ

ᴗ �・ 㛫㸸௧ ᖺ ᗘ・ 㸵 㹼 ᖺ ᗘ
� ᴗ၏ ◌୍ �┴ ⁺ ┘ど ㄪ �  ◌� �� � � ᓟ・ 㸦  ��� � 㸧  � �௦ ᘓ� ・ 㐀

ẟ Ừ Ặբ ӳ έ

ᢸ ᙜ ㄢ㸸・ ・ ㄢ⏘ ⯆ ・ ⏘ �足 ᢸ ᙜ
 㟁 ヰ㸸

 �� �⫼
ᴗ �  �• ⁺ ┘ど ・ㄪ �  � � � ᾏᓟ � ┴
・ᇦ  � �� ἲ ᧯㐪 ᴗ �  �ᐦ ᑐ⁺ ➼・

� �◌ྀྲ
┘ど・ ά⥾  �Ỉ◌ື ⏘ ә �◊ ✲

ᴗ⁺ ヨ 㦂 �  �・ㄪ ◌�  � �◌�◌ୖ ・ ・ 足
 � ��ὸ  ◌� ᾏ ὒ�℩ ほ  ㄪ ᴗ� ◌ົ ➼

�ᐇ ・

� ᾏ ὒ �ಖ� �• ┴ ㈨※ ⁺ㆤ ᴗ ᗎ⛛ �

ᣢ⥔  � �� ᴗ ��  ��ᐤ・ ・ ┴⁺ 㔜
 �せ ・ ・

� ㄢ㢟�

 ��・⌧ �ᡂᖹ ᖺ ᕤ ᖺ�❹ ・ ⤒ 㐣
 ��ᖺ⤒  � ・ 㐍 � � � � � ၥ௨ ◌ୗ �

�㢟  ◌� � ��ᢪ

�• 㞀 ရ�・ ・ ・ 㒊 � 㐩ㄪ ᅔ �ಟ㞴 ⌮
・㈝  ◌࣭ ಟ ⌮ � �㛫 ቑ ຍ

�• 㞀㢖 �� ᴗ �ቑ ຍ ◌ົᗘ � �・ ・ 㞀
�•ྲྀ ᑐ⥾ ㇟

◌ྥ ◌ୖ� ᛶ・ ・⬟ �� ༑ ศ

 � Ṇ  �  ◌� ��� � �ᢚ ຊ Ⓨ・

�◌ྀྲ ᑐ⥾ � ᛶ・㇟
◌ྥ ◌ୖ ・⬟  � ��ᑐ ᛂ

�  � ��◌ྀྲ ⓗ ┘ど・ ⥾ ᐇ 足  ◌���

�ഛᛶ ⬟  � � �௦ ᘓ・ 㐀

䈜ഥ ਮ  ফ  ഥ ਮ ফ भ ઝ ਜ ૿・
ষ ನ॑ ਝ ・

◌ৗ ௩ भ ऩ ಌ ਡ・ ・

ਤ ಎ ◌઼ पक़ज़  ॱ  ४ ख़ॵॺ॑ ఼ ৷• ・

࿌ਲ ૰ ଳ ढ़ ওছ ◌ृ ૬ র ॻ ট  থ॑ ◌ൗ• ・

Ⴘಅʙ ・

ᴗ௧ ᖺ・ ・ ⁺ ┘どㄪ �  ��  ��ᓟ ᕤ ��・ ・ ❹ 㐠・ 㛤ጞ

੦ ম ਝੑ

 
૦ ◌ୗ ੵ হ ◌ି ◌ু ਢ・

 
૦ ◌ୗ  ৰ ਝੑ அ ि◌  ・

 
ઈ ৷ ৫ ・

ச ৡ  ඝ ௩ ਙ भ ◌ृ ૰ ଳ ચ ৡ भ・ ・ ・
पेॉ  ・ ◌ී ૰ ଳ ৹ ਪ ௩ धखथभ・

ਙ ચ॑ ਘ ৲ ख  ೪ ◌ૃ ৡ॑ ม・

㻠㻜



䠄䠔䠅 ◌�㎰ ィ ⏬ ㄢ

㍍䝖䝷䝢䜰䝜 ◌�ⶶ・䠄 䜿ᅄ ◌� Ჴ䛾 䠅⏣

Ƃ ƃ ᧓ዒޛ  ዓ ɶ  ሁ  �◌�Ⴚ ◌ૅ・ ・С

༓ண ◌ึᙜ ・㢠㸦 㸧㸸⟬
ಒ ᙲ

Ꮡ ᛢ �・ ・ Ἃ ỿ Ὂ ἲಅʙಅ  ܾ◌ʙ ϋ

ᴗ �・ 㛫 ᡂᖹ㸸 ᖺ ᗘ 㹼

ẟ Ừ Ặբ ӳ έႸಅʙ ・

 ◌࣭ ୰ ᒣ 㛫ᆅ ᇦ �㎰ ᆅ
◌ྀྲಖ ・ ⤌ 㠃✚ 㹐㸴㸦 ᶆ ᐃ┠ タ ・ 㸧 KD э㹐 㸦 ᶆ┠ 㸧 KD

 ◌࣭ ୰ ᒣ 㛫 ◌�➼ᆅ ᇦ  ��

ᖹ ・ᆅ ・ ・ ↛⮬  �ⓗ

῭ ⓗ⤒  � ௳♫ ・ ⓗ・

 �・ ・

 ◌࣭  � ῶ  �ᡭ సᢸ ᑡ� ⪔
� Რ ᆅ �ቑ ຍ� ➼・

� � ᴗ ࣭ ◌� � �㎰ ㎰

 �� Ỉ ᾰ ᶵ※ 㣴 �⬟
・ ・ 㜵Ṇ ᶵ ➼⬟ ከ�

ⓗ・㠃  �ప ◌ୗ⬟  � �

・ ・ᅜ  ���య ・ ・

 ��̈̀ ᦆ・ ⓗ⤒ ኻ �

ᠱ ᛕ

 ◌࣭ ୰ ᒣ 㛫 ➼・ᆅ ᇦ  � �

 ◌� �  �ᡭᢸ � ⫱ ᡂ ➼

�� ᴗ・ ㎰ ⏕ ⏘ � ⥔
�  � �ከᣢ ㏻ 㠃ⓗ・

�☜⬟  ��  �ಖ ᚲ せ

 ��

 ᑐ ㇟ ᆅ ᇦ

 � ◌� ἲ  � � ◌� ἲᐃ ᒣ ᒣ≉ ㎰ ・ ⯆  � � ἲ・㐣  � �Ჴ ᆅ⏣ ἲ  �・ᇦ ⯆ ἲ ᣦ ᐃ�➼ ᆅ ᇦ

ཬ
� ᆅ ᇦ  ��ែ◌ᐇ ᗓ� ᛂ・ 㒔㐨  �  ��ᣦ ᐃ┴▱ ・ ᆅ ᇦ ≉㸦 ㄆᆅ ᇦ 㸧

 ᑐ ㇟ ⏝㎰ ᆅ

༊
⏝ ෆ㎰・ ㎰ ᆅ ᇦ  �・ ィᆅ ᇦ

༊
ෆ ・ᇦ⏬  �� ◌୍Ꮡ ᅋ ௨ ◌ୖKD㸦 㸧 ◌�⏝�㎰ ᆅ �

◌�ഴ ‽ᇶ � ����➼  ‶

  � ༢ ౯・ ・ ・ 㸦  � ��D 㸧

 ◌࣭ ༢
౯ ഴᖖ ᛴ㏻ 㸸⏣ ◌� ௨㸦 ◌ୖ 㸧  � ◌�༓

ഴ ௨ ◌ୖ・ ⦆ 㸦 㸧
༓

・

� ഴᛴ㸸 ◌� ௨r㸦
༓

◌ୖ 㸧  � ◌�ഴ ௨ ◌ୖ・ ⦆ r㸦 㸧
༓

・

 ◌࣭ ᥐຍ ⟬ ⨨ Ჴ ᆅ ᇦ⏣ ◌ື ຍ・ ά⯆ ⟬  ��⏣
༓

ᛴ・ 㸦 ◌� �ഴ 㸧
༓

ᛴ・ 㸦㉸ ◌�ഴ 㸧

◌�ഴᛴ㉸ ಖ㎰ ・ᆅ ⟶ ຍ⌮ ⟬ ⏣  � ༓
� ・

ࢡ࣮
࣡
��ࢺ ຍ・ ⟬ �┠・ 㛵ᆅ � � ◌�༓

・ ・㸦 㸧

ᶵⴠ㞟 ⬟ ຍᙉ ・ ・⟬ �・ ・ 㐣⤒ ᥐ ⨨ ┠ᆅ �� �・ 㛵
༓

・

ࢺ࣮ �ࢫ ᴗ ຍ㎰ ⟬ �┠・ 㛵ᆅ � � ༓
・

 ᑐ・ ・ ㇟ ⪅
༠

ⴠ ᐃ㞟  ◌��➼・ ᇶ  � ௨ ◌ୖᖺ 㛫  ��㎰⥅ ⥆ ᴗ ◌ືά⏕ ⏘ � �➼ ㎰足 ᴗ ➼⪅

 ᑐ ㇟  �� ◌ື・ ά

༠ ᐃ ・ ᇶ  ◌��  �� ḟ ◌ືᐇ �・ ά

ᴗձ ◌ື㎰ ά ➼⏕ ⏘ � �� ⥅ ⥆  �� � Რస◌ື� ά 㸦⪔ �Ⓨ 㜵ᆅ ⏕ Ṇ ◌ືά ➼㸧

◌�  ��  ��◌ྥ ◌ྲྀ
ղ య ഛไ ๓�� ⤌ �� 㸦 ࢡ࣮

࣡
�ࢺ ◌ື・ ά ィ ⏬ ᡂస� 㸧

 � � �ձ ղ ᐇ㸩  � �◌ྜ ༢ ◌ྜ ༢
ሙ ሙձ౯ ౯ᖖ ᐇ ᖖ� � � � � �・ ㏻ ・ ㏻ ・

୰ ᒣ 㛫ᆅ ᇦ ◌�

ᴗ�㎰ ⏕ ⏘ ά

◌ື �➼ ⥅ ⥆

�ಖ ・㲫㵺
◌ྵ

� ᴗ � ��㎰

� ᶵከ ⓗ㠃 ⬟
�Ⓨ・

 ⿵ ௳せ ➼

 ◌࣭ ᢸ㈇ ⋡ 㸸ᅜ 㸯㸰
ͤ㸦 㸧 ┴㸯㸲

ᕷ ⏫ ◌� 㸯㸲

ͤ ≉ ㄆᆅ �ᇦ
◌ྜ ◌ྛሙ � 㸯㸱

 ◌࣭ ᑐ 㸸㇟ ⪅
༠

ⴠ ᐃ ➼㞟  ◌��・ ᇶ 㸳

௨ ◌ୖᖺ 㛫  ��㎰⥅ ⥆ ᴗ ◌ືά⏕ ⏘
� �➼ 足 ᴗ㎰ ➼⪅

 � ᴗ �  �� ᶵከ�㎰ ⓗ㠃 ⬟ � �Ⓨ・

◌ಁ 㐍  ��・ 㛵 ἲ  � ◌�ᚊ ・ ᇶ  �ไ ᗘ ・

 �� ᴗ  ��௨ ◌ୗ ◌ື�・ ・ 㐃 ᐇ ・

 ᶵከ ⓗ㠃 ⬟ � ֨ ・ ・ 㔠

 ቃ⎔ ᴗಖ ・ ㎰ᆺ � ֨┤・ ・ ・ 㔠

 ᴗ㎰ ⏕ ⏘  �௳ ୰ ᒣ�・ ・ ・ 㛫ᆅ ᇦ  � �� �➼・ 㞟 �  ��༢ ⏝ⴠ ➼ ・ ・ ㎰ ᆅ � ⥔ ᣢ �

⟶⌮  �� � ��� � ༠ ᐃ� ・ ᇶ  ◌�� ᴗ㎰ ⏕ ⏘ �◌ື �ά ➼・ ・

ᢸ ᙜ ㎰ㄢ㸸 ◌� ィ ⏬ ㄢ

Ჴ୰ ᒣ �㛫 ⏣ ◌�  ◌��� ᢸ ᙜ㎰
 㟁 ヰ㸸

㻠㻝



Ƃ ƃ Ǉƕ ƨ Ƙ Ǥ Ȏ ȸᠾዒ ዓ சஹǍ ǔ ・ ș Ƿ ȧ ȳ ◌�᧙ � ಅʙ
�� �� �  �� ◌�  

ࣥ
・��ࢩ࣮ࣙ ㎰ ・

ᴗ ண・ ⟬ 㢠㸰⿵  ◌࣭ ◌ึᙜ 㸸
༓

・

ᴗ �・ 㛫㸸௧ ᖺ ᗘ・ 㸴 㹼

ಒ ᙲ

ඖ Ẽ  � ◌�  ◌��� ◌ྜ
㎰ ⥲ � ᴗ・ ・

ண ⟬ 㢠 ◌ึᙜ 㸸
༓

・

ᴗ �・ 㛫㸸௧ ・ 㸱ᖺ ᗘ 㹼

 ୰ ᒣ 㛫ᆅ ᇦ � 㞟  � �� ᴗⴠ ➼・ ㎰ ⏕ ⏘ ◌ື �ά ➼ ⥔  ��◌ྥ ◌ྀྲᣢ � ᒎⓎ ・ ⤌ ��・ ⥲ �◌ྜ
ⓗ ・

 ḧ  ��ព ᆅ ᇦ  � ��◌ྥ እᒎ�Ⓨ ・ 㒊  ������ � � � ��・ ・ Ⓨ・ 足 ◌ಁ◌ື � 㐍  �・ ᆅ ᇦ
ෆ 㒊  ���� �ᙉ� �・ ・ ・

ẟ Ừ Ặբ ӳ έ
 ◌࣭  ��ຊά ᆅ ᇦ  ◌��� �◌ྀྲᐇ� ㊶・ ⤌ � ◌�௳ 㸦⣼ ィ 㸧

㹐㸴 ┤㏆㸸㹆 㹼㹐㸴 ௳ э 㹐 ᶆ┠ 㸸㹆 㹼㹐 ௳

Ὁ Ἃ ỿ Ὂ ἲಅ ಅ ܾ◌ʙ ϋ ʙ

・ 㐠㔊ᡂ �◌ྜ ᡂព ᙧ ・ ❧䛱◌ୖ 䛢䞉 ฟⱆ 䛧� ・◌ ◌� �ᒣ ㎰  � Ⴀ� ㎰・ ⏕
 �௳・⏘ ・ ・

 㧗㱋  �  � ῶሙ◌ാ ᑡ�・

�� ⱝ �➼・ ⪅ ὶ ฟ

 � ῶ  �ᡭᢸ ᑡ�э
㞟 ᶵⴠ ⬟  �ప ◌ୗ�

 �ሙ◌ാ �・ ㊊  �・

ከ ᵝ  � ᆅ άᇦ ᛶ ・ ・ ⥔
ἲ  �ᡭᣢ Ꮡ� ᅾ

ᴗ㎰ 䜢ᆅ ᇦ ᣢ ᒎⓎ䞉 䛥⥔
䛫䛶䛔䛟䛯䜑䛻䚸

䐟 ◌�㎰ ᆅ ᇦ 䛸እ 㒊䛾䛴
䛺䛜䜚䛻䜘䜛� 䛯䛺Ⓨ
・ 䜔足 ◌ື 䛾◌ಁ 㐍

䐠ᆅ ᇦ ෆ 㒊䛾䛴䛺䛜䜚

ᙉ ・ 䛻䜘䜛ᣢ ⥆ ᛶ 䛾
☜❧

䐡ә ᚓ 䛸㞠・ ・ ・ 䛾
ಖ☜

䛻
◌ྥ

䛡䛯
◌ྲྀ

䜏䜢⤌ 㐍䜑䛶
䛔䛟䛣䛸 ・䛜 䜑䜙䜜䛶䛔䜛

Ꮡ ᛢ �・ ・

ᣢ ⥆
◌ྍ
⬟ 䛺 ◌�㎰ ᆅ ᇦ䛾 ᡂᙧ

ͤ ◌�㎰ ᆺᆅ ᇦ㐠 ◌�Ⴀ ㎰㸦 㹐⤌ ⧊ 㹋㹍㸧
◌� ⴠ� �」 㞟 ᶵ �⬟ ・⿵  � � ᴗಖ㎰ ・ ・ ㎰ᆅ �・ ㍈・ ά⏕ � ・ ➼ᆅ ᇦ ࣗࢽࢸ ・��ࢥ
ᣢ ・⥔  �� ◌ྲྀ

㈨ ⤌ �� � 足 ⤌ ⧊
Ⴘಅʙ ・

��

ʩ  சஹ ˄ ဇ ಅ・・ ʙ

ᢸ ᙜ ㎰ㄢ㸸 ◌� ィ ⏬ ㄢ

࣭�୰ ᒣ �㛫 ⏣ ◌�  ◌��� ᢸ ᙜ㎰
 㟁 ヰ㸸

ࢪ 
ࣥ
��ࢩ ��  ➼

㛤ദ

 ◌࣭ άᆅ ᇦ ඛᛶ �・ 㐍

 �◌ྲྀ
ⓗ ⤌ � �・ 㛵

� ᇶ ㄪㅮ �₇ ・ ・

�  � ��࿌
ሗ ➼ ㏻

◌�ᆅ ᇦ  �� ◌ྲྀ
� ⤌

�� ᣑ ・

 ᆅ ᇦ  ◌��� ◌�ே◌ �

⫱ ᡂ

 ◌࣭� ᆅ ᇦ ��� Ẽ ᘬ

 �  � � Ẹ ◌୍ యฟ ᐁ

 ���・ ・ᆅ ᇦ ⯆
�  ��� �ᣦ┠ ᆅ

ఫᇦ Ẹ �ῧ  �ᐤ・

 ���◌� � ᆅ ᇦ �

�� ◌୍ ㈏ ࢥ࣮�� 

���◌ �ࢺ࣮ࢹ ・

◌� �ே◌ ⫱  �� �ᡂ

� �ಟ ദ� ◊ 㛤

 足 ◌ື ィ ⏬ � ⟇ ᐃ

 ◌࣭ ⴠ ࣭㞟 ⤌ ⧊  � �➼・

�  ���◌ྜ ᑗヰ ・ ・

� �� ��◌ീ ඹ� ᅗ �

��ࣙಝ೿࣮࣡� 㛤

�  � ��ദ ➼ ㏻ ᆅ ᇦ

 � �� ◌ື �・ ィ足 ⏬
�ᐃ⟇ � ・

 ◌࣭ ୡ ௦ᙺ⌧  ◌� �� 㧗㱋
・⪅ ⱝ ⪅  � �ୡ ௦ ᆅ

ᴗ�㎰ᇦ  ◌� � �ᚭ・

 �  � �◌ྜ ◌ྜᗏ ⓗ・ ヰ

 �� ��ᡂព ᙧ � ⎔
◌� �ቃ ഛ ᐇ ・

 ◌࣭ ᕷ ⏫ ◌� �  ��୰ ᚰ ・

◌�ᆅ ᇦ  �� ◌ྲྀ
� ⤌ �

� ᐇ・ ゝ ➼ ・

��ࢫࢱࢺ࣮  �・ ・

 ◌࣭ ◌ື ィ足 ⏬  �ᥖ ᑗ・ ・

 �  �◌ྥ
◌ീ ᐇ�・ ・⌧
 ◌� � ᴗ ◌ື㎰ ά ➼⏕ ⏘
ᣢ �� ⥔  �◌ྥᒎⓎ ・

 �� � �◌ྲྀ
⤌ �� ❧

 �◌ୖ 㸦 �ヨ 㸧足 � ・

� ⿵  � ⋡ ➼

ᐃ 㢠
 ⿵ 㔠 ◌ୖ㢠

༓
・㝈

 � ᴗ ὶ � ��・

┴ Ѝ ⴠ ࣭㞟 ⤌ ⧊

ඖ Ẽ 䛺 ◌�㎰ 䛵䛟䜚⥲ � ᴗ◌ྜ
・ ・

 ᴗ ࢢ
ࣥ
�ࢳ ᶵ ཬᥦ ౪� � � �・ ・ ・

ヨ 足 �༠
◌ാ �ⓗ ・ ・

 ◌࣭ ⴠ ➼・㞟 ᴗ ࢢ
ࣥ
�ࢳ �  � �ሙ� ��・ ・ タ ⥅

 �ⓗ ・⥆ ὶ �� ࢫ��  �ࢪ �  � እฟ� ・ ・ 㒊

ᦠ�・ 㐃  ���◌ྥ
・ ・

 ◌࣭ ᆅ ᇦ ㄢ㢟 Ỵ  � �� ᴗ◌ྥ
� �ゎ ・ ・ ・ ヨ ⓗ足

༠

�◌ྲྀ
◌ാ ・ ⤌ �ⴠ ➼㞟  ��ᑐ・ ⿵ 

� ⿵  � ⋡ ➼ 㸦  ⿵ 㔠 ◌ୖ㢠 㝈
༓

・ 㸧

 � ᴗ ὶ � ��・ ┴ Ѝ ⴠ ➼㞟

 ◌�㎰ 㹐㹋㹍 �ᡂᙧ ・

 ◌࣭ ༠
� ᆅ ᇦ �・ ➼・㆟ �� ᆅ ᇦ  ��  ��◌ྜ

ヰ ㏻

⏝ ಖ㎰ ᆅ  �・ ᆅ ᇦ  �⏝㈨※ά ⏕ � �ಀά ・ ・

 
ࣥ
ᑗ�ࢪࣙ �・ ⟇

◌ྲྀᐃ �➼ ⤌ �� � ・

 �  �・ ・ ⋡ ➼
◌୍ ・ ᆺ ᐃ㸸 㢠◌ୖ 㝈  ༓ ᖺ ᖺ・ ➼ 㛫

�ᡭ◌ືά ╔ ・ ᆺ ᐃ㸸 㢠
༓

◌ୖ 㝈 ᖺ・ 㛫
ᆅ ᇦ ᦠ㐃 ᆺ ௨ ෆ㸸

༓
◌ୖ 㝈  ᖺ ᖺ・ 㛫

 � ᴗ ὶ � ��・ ᅜ Ѝ ┴ Ѝ
༠

ᆅ ᇦ ・㆟ ➼

 ◌࣭ ◌�㎰ 㹐㹋㹍 �◌ྲྀ
・ ⤌ �� ᆅ ᇦ �క ・㉮  ��

�ɔయ ไ ⠏

䜔䜎䛜䛯� ・ 䛟䜛 ◌�㎰ 䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁・ ・

㻠㻞

ண 㢠㸦⟬ ◌ึᙜ 㸧㸸
༓

・
ಒ ᙲ

Ꮡ ᛢ �・ ・ Ἃ ỿ Ὂ ἲಅʙಅ  ܾ◌ʙ ϋ

ᴗ �・ 㛫 ᡂᖹ㸸 ᖺ ᗘ 㹼

ẟ Ừ Ặբ ӳ έႸಅʙ ・

 ◌࣭ ᴗ ࣭ ◌�  � Ỉ�㎰ ㎰

ᾰ※ 㣴�↛ ⮬ ቃ⎔
 � � ከಖ� ・ ・ 㠃

ᶵ �ⓗ ⬟ �  � ��

� � Ẹᅜ  �య・ ・

� ◌ཷ
◌ா┈

 ◌࣭ ◌�㎰ ᆅ ᇦ � 㧗㱋  �・

ῶ �� �◌ཱྀ
ே◌ ᑡ ➼・

ᶵከ ⓗ㠃 �Ⓨ⬟ ・

�・ 㞀 � ��� ᠱ

ᛕ

 ◌࣭ Ỉ  � �㊰ ㎰ ➼㐨 ᆅ

�㈨※ᇦ ಖ ・ ⟶⌮
 ��  �ᡭᑐ ᢸ �・

 �ቑᢸ㈇  � �ᢸ・

 � ᶍ  �ᡭ ᣑ�つ ・

 ��ᐖ㜼 �ᠱ ᛕ

ᶵከ ⓗ㠃 �⬟ ษ㐺

ᣢ �・ ⥔  ��Ⓨ・

 ��� ᆅ �◌ືάᇦ

� ・

䠍 ㎰ᆅ ⥔ � ֨ᣢ ・ ・ 㔠

 ᑐ ㇟ ⤌ ⧊ ᴗ㎰ ➼䛷⪅ ᵓ ᡂ 䛥䜜䜛⤌ ⧊
  �� ◌ືᑐ ・ ά㇟ ㈨※ ♏ⓗ䞉 䛾 䛺ᆅ ᇦ ᇶ Ỉ Ἶಖ ◌ୖ◌ື・ ά ㊰䠄 䛾 䛢䚸 ส㎰㐨䛾ⲡ 䚸㎰ ・㐨䛾㝖 㞷䚸

ᶍᑠ つ 䛺 �ᐖ ・ 䚸⅏ �⋇㫽 㜵 䛾ㆤ ከ➼ ⓗ䛾 㠃⟶⌮ ・ 䜢⬟ � 䛘䜛
◌ྠ

ඹ ◌ືά 䠅

◌ ᵓ� ኚ㎰ ・䞉 䛾 㐀 䛻ᑐ ᛂ 䛧䛯య ไ ᐇ ᙉ・ ・䛾 䞉 ➼

 ・ ・ 㔠 㢠 䛀㻝㻜䠽䛒䛯䜚䛁 㻟㻘⏣ ・㻜㻜㻜 䚸・ 㻞㻘 ・㻜㻜㻜 䚸ⲡ ・㻞㻡㻜ᆅ

䠎 �◌ྥ ֨◌ୖ㈨※ ・ ・ 㔠
㸦㸯㸧ᆅ ᇦ �◌ྥ ◌ୖ�㈨※ ㉁ⓗ ᅗ � ◌ྠඹ ◌ືά

 ᑐ ㇟ ⤌ ⧊ ᴗ㎰ 䛸⪅ Ẹఫ 䛷ᆅ ᇦ ᵓ ᡂ 䛥䜜䜛⤌ ⧊
  �� ◌ືᑐ ・ ά㇟ ・ タ ㍍・䞉 䛾 䛺 Ỉ әᦆಟ ಶ ಟ㊰ ◚⿵ 䠄 䛾 䛾⿵ 䚸㎰ ㊰㐨䛾 ಟ㊰ ➼䞉 㠃䛾⿵⫪ 䠅

◌� ቃ ಖ ಖ◌ື ែ◌ ◌ື㎰ ・ ά ・ ά䞉 䠄 䚸⎔ ⏕ ⣔ � ᡂᙧほ 䛾䛯䜑 � ◌ື・ ά䛾 䚸

ῶ ◌ྲྀ
ቃ ప 䛾 䜏䚸㈇⎔ Ⲵ ⤌ 䜣⏣ 䜌䝎䝮

◌ྲྀ
➼䛾 䜏 䠅⤌

ᶵከ ቑⓗ䞉 㠃 䛾 㐍䜢⬟ 䜛ᅗ ◌ືά
 ・ ・ 㔠 㢠 䛀㻝㻜䠽䛒䛯䜚䛁 㻞㻘⏣ ・㻠㻜㻜 䚸・ 㻝㻘 ・㻠㻠㻜 䚸ⲡ ・㻞㻠㻜 䠄 㻝㻘ᆅ ⏣ 㻤㻜㻜・ 䚸・ 㻝㻘 ・㻜㻤㻜 䚸 ・㻝㻤㻜ᆅⲡ 䠅

䈜䠄 ෆ䠅 䛿䚸 ◌ືά 䜢䠑 ௨ ◌ୖᖺ 䛧⥅ ⥆ 䛶䛔䜛
༊

䛷ᆅ � ༢
౯ 䛾㻣㻡ᇶ 䠂

 ຍ ⟬ ᥐ ⨨ ከ ⓗ䞉 㠃 ᶵ �⬟ �  ��  �◌ྥ
ቑ ・㐍  � � �◌ືά ・ ⏣ ᆅⲡ ・ D

・ ・䞉 䛾㞵 ㈓⏣ ᶵ ᙉ ・䛾 䠄 䜣␃ ⬟ ⏣ 䜌䝎䝮䠅䛾・ 㐍 ⏣ ・ D

 ◌࣭ ቃ ㈇⎔ Ⲵ ῶ ◌ྲྀ
ప � ⤌ ��・ ・

㛗�  �  � � Ỉ  � � Ỉ  �ኟ୰ ᖸ ・ D ・ ‣ ・ D ‣ ・ D

 � �  �Ụ୰ ᖸ ᘏ �・ D タ ➼⨨ ・ D ➼

 ◌࣭ ⤌ ⧊ �య ไ ᙉ� �・ ・ ・ ・ ・ ⤌ ⧊
㸦㸰㸧 �・ タ 㛗  �� ◌ືᑑ ��・ ・ ά

 ᑐ ㇟ ⤌ ⧊ ᴗ㎰ ➼䛷⪅ ᵓ ᡂ 䛥䜜䜛 䠄䠍⤌ ⧊ 䛸
◌ྠ

䛨䠅

  �� ◌ືᑐ ・ ά㇟ ㎰ᆅ ・ 䜚 ᴗ Ỉ⏝ ⏝㎰ ・ ㊰ ㎰䛾 䜔 㐨䛺䛹 ಟ・ タ䛾 䛾⿵ 䞉� �

 ・ ・ 㔠 㢠 䛀㻝㻜䠽䛒䛯䜚䛁 㻠㻘⏣ ・㻠㻜㻜 䚸・ 㻞㻘㻜㻜㻜・ 䚸 ・㻠㻜㻜ᆅⲡ

 ◌࣭ ◌ືά ⤌ ⧊  � �� ᴗ・ 㠀㎰ ⪅
ཧ ◌ྜຍ� ・ 㹐㸴㸦┤㏆㸧 㸣 э 㹐㸶㸦 ᶆ┠ 㸧 㸣

ͤ ᴗ ◌ ◌� � ഛᒣ ᙧ ┴㎰ ㎰ 㛗� ィ ⏬

◌�㎰ 䛾ᆅ ᇦ

◌ྠ
ඹ ◌ືά 䛾
⥅ ⥆

ᴗ ◌�㎰ ㎰䞉

�䛾 䛩䜛ከ
ⓗ・㠃 䛾⬟
ᣢ Ⓨ䞉⥔ ・

 ◌࣭ ᢸ㈇ ⋡ 㸸ᅜ 㸯㸭㸰

┴ 㸯㸭㸲

ᕷ ⏫ ◌� 㸯㸭㸲

 ⿵ ⏝ ௳ ➼

 � ᴗ �  �� ᶵከ�㎰ ⓗ㠃 ⬟ �Ⓨ・

 �� ἲ・ 㛵  � ◌�ᚊ ・ ᇶ  �  �ไ ᗘ ・

 ◌� ᴗ  ��௨ ◌ୗ ◌ື ᐇ�・ ・ 㐃 ・

 �୰ ᒣ 㛫ᆅᇦ � ֨➼┤・ ・ ・ 㔠

 �ቃ⎔ ಖ ・ ᆺ ᴗ � ֨㎰ ┤・ ・ ・ 㔠

Ƃ ƃ  ◌�ዒ ዓ ʩ ˄ႎ ೞ ◌ૅᏡ ・ ・

 ᴗ ࣭ ◌� �  �� ከ�㎰ ㎰ 㠃ⓗ・ ⬟ � ⥔  � ��◌ྥᣢ � Ⓨ・ ・ ᆅ ᇦ  � �� ◌ྠඹ ◌ື �・ ά ・

� ・

ᢸ ᙜ ㎰ㄢ㸸 ◌� ィ ⏬ ㄢ

Ჴ୰ ᒣ � ㎰㛫 ⏣ ◌�  ◌��� ᢸ ᙜ
 㟁 ヰ㸸

㻠㻟



Ƃ ƃ Ǉ ƕ ƨૼ ಮᙹ Ǎ  Ƴ ᠾ  ・ ◌�ዮဇ ◌ૅ ੲ ಅӳ ʙ

ண 㢠㸦⟬ ◌ึᙜ 㸧㸸
༓

・
ಒ ᙲ

Ꮡ ᛢ �・ ・ Ὁ Ἃ ỿ Ὂ ἲಅ ಅ ܾ◌ʙ ϋ ʙ

ᴗ �・ 㛫㸸௧ ・ 㸶ᖺ ᗘ 㹼

ẟ Ừ Ặբ ӳ έ

 ᢸ ᙜ ㎰ㄢ㸸 ◌� ィ ⏬ ㄢ

Ჴ୰ ᒣ � ㎰㛫 ⏣ ◌�  ◌��� ᢸ ᙜ
 㟁 ヰ㸸

� ᆅ ᇦ  ���  ��  ��◌ྜ� ヰ ㏻ ㎰ ᆅ ◌�� 㐺 � � ἲ⏝ �ά ⟇  �ᐃ ᕷ ⏫ ◌� �� ᑵつ ㎰ ⪅ � ᆅ ᇦ

 � ��ᡭᢸ� ・ 㐟ఇ ㎰ᆅ �・ ⏕  ◌࣭ � ⏝・ ⟶⌮ ᵓయ ไ � ⠏ � ⥲ �◌ྜ
ⓗ・ ・

 � ᴗ �㎰ ⪅ 㧗㱋 �  �ᡭᢸ・ ・ ㊊

�� ⫼  � �・ ㎰ᆅ �ఇ ఇ 㐟⪔
 ��・ 㐍  �㎰ ✚㠃ᆅ ῶ  �ᑡ�

༴
・

 �� ㎰ᆅ ᇦ �ᆅ ���◌ീᑗ ・ ・

 �ィᆅ ᇦ �⏬  �ᐃ⟇ � � ��

 �  �ᡭᑗ ᢸ�・ ・ ⨨  ���・

 ◌� � � �  �ⓑ ㎰ᆅ ᆅ � ぢ

 �  � ��ᡭᢸ ᑵつ ㎰ ⪅ � ᆅ ᇦ ఫ

Ẹ � � �  ��  � ��◌ྵ ◌ྜ
ヰ ㏻

��ࢫࢺ�  � �ᢚປ ຊ ㎰ᆅ ಖ

◌ྲྀ
�・ ⤌ � � ᵝ  � ◌� ཧ

ከ ே◌ �

⏬ ��・ ㎰ᆅ � ⥅ ⥆  �ⓗ ⟶⌮
◌�  �య ഛไ � ᚲ せ

� ᆅ ᇦ ィ ⏬  ◌� � � ��・ ⓑ ᆅ �

ᾘ � � � 
ࣗ
ྵ◌��ࣛ�ࢩ

ゎ ・

�� � ・ ・・ ᆅ ᇦ ィ ⏬ እ �㎰

ᆅ ⟶⌮  �� � ᚲウ せ

Ⴘಅʙ ・

 ◌࣭ ୰ ᒣ 㛫ᆅ ᇦ �㎰ ᆅ
◌ྀྲಖ ・ ⤌ 㠃✚ 㹐㸴㸦 ᶆ ᐃ┠ タ ・ 㸧 KD э㹐 㸦 ᶆ┠ 㸧 KD

㸬㐟ఇ ㎰ᆅ ࢫࣜࢱ࣮ࢺ ᴗ・
 ◌࣭ ィᆅ ᇦ ⏬ ᶆ�┠ ᆅ ᅗ ・ ・ ・⨨  ��� � ᑗ ・ ⓗ

 ��⏝ ఇ・ ・ ά 㐟 �㎰ᆅ ᾘ ��⏝ゎ ・ ・ ά ・

� ⿵  � ⋡ ➼ ┴㸸 ௨ ෆ ᕷ ⏫ ◌� ௨ ◌ୖ
 � ᴗ ὶ � ��・ ┴ Ѝ ᕷ ⏫ ◌� Ѝ ᴗ㎰ ⪅ ➼

㸬Ⲩ ᗫ ㎰ᆅ ・ ⏕ � ᴗ・ ・

 ◌࣭ ᗫⲨ ��・ ・ ィᆅ ᇦ �⏬  ��እ ◌ഃ ఇ・ 㐟 �㎰ᆅ

ᾘ ◌ྲྀ
�ゎ ⤌ �� � ・

� ⿵  � ⋡ ➼ ⥲ ᴗ ௨ ෆ�・ ㈝ ➼

 � ᴗ ὶ � ��・ ᅜ Ѝ ┴ Ѝ ᕷ ⏫ ◌ ◌࣭� ᴗ㎰ ➼⪅

 ◌࣭ ከ� ᆅ ᇦ ᵝ  � ◌� � �ே◌ ・⤌ ⧊ ⴠ� �・㞟  ���  �� ◌�◌ྜ ᡂసヰ ・ ィ ・ ᇶ⏬  � � �㎰ᆅ � �◌ྵ
ᆅ ᇦ

�・ ⟶⌮  � ᶵ ◌� ��ධຊ ᑟᚲ �せ ┬ ・ ・

� ⿵  � ⋡ ➼

◌� ⴠ」 㞟
◌ྲྀ

� ⤌ �  �༢ ◌ྲྀ
ⴠ௨ ෆ� �⊂ 㞟 ⤌ �௨ ෆ�

 � ᴗ ὶ � ��・
┴ Ѝ ⴠ ࣭ ᴗ㎰㞟 య ➼ᅋ⪅

㸬ᆅ ᇦ �㎰ ᆅ ➼⟶⌮ ⥅ ⥆ � ᴗ・ ・

㸬 ◌�ᒣ㎰ ⁺ ・ ⯆ ・ ・ 㔠㸦◌� 㐺ᅵ ᆅ ・ ・ ⥲
◌ྜ ᑐ ⟇ 㸧

 ◌࣭ ᆅ ᇦ  ���  ��� � �◌ྜ
Ⴀ� ヰ ・ ㎰ ⥆  �� � �  �Ᏺ ・ ㎰ ᆅ � ⓗ⢒ � �⏝・ 足 �༊

㎰ ➼ᆅ  � �  �◌ྲྀ
ศ ᐇ ド ⓗ ⤌ �� �� �足 �

 ��ᡂ ⏝స ・ᅵ ᆅ ᵓ ᐇ�・ ・⌧  �  �⏝ ಖᚲ �せ ㎰ ・ᆅ � ◌ື� ά ⤒ �㈝ ᇶ ◌� � ◌� �ഛ ഛ┙ ・ タ ➼㈝ � ・

 � ᴗ �・ 㛫� � ⿵ � � ᴗ ὶ � � �⋡ ➼ ・
◌ୖ 㝈 ࢺ ᖺ�ࢯ ᐃ㸸 㢠◌ୖ 㝈  ༓ ᖺ・ ➼ ᅜ Ѝ ┴ Ѝ

༠
ᆅ ᇦ ・ ➼㆟

�ࢻ࣮ 㸸 ◌ୖ 㝈
༓ ᖺ・ 㸧

ᆅ ᇦ ィ ⏬

 ◌࣭ ィᆅ ᇦ ⏬ ᐇ� 足
 � ��◌ྥ

・ ㎰ᆅ

 � �・ ⏕ �⏝・

�  �・

 ◌࣭ �㎰ᆅ � �◌ྵ
ᆅ

�ᇦ ⟶⌮ �ィ ⏬
◌ྥᐇ ・⌧  � ��

య ไ⟶⌮ ᵓ� ⠏
��  �・

䛆ィ ⏬ 䛾⟇ ᐃ 䛇 䛆ィ ⏬ 䛾ᐇ 足 䛇䠄㎰ᆅ 䛾・ ⏕ 䞉・ ・ 䜔䚸㎰ᆅ 䛾⟶⌮ య ไ 䛾・ ⠏ 䠅

㻠㻠

Ƃ ƃ � ݣ ◌�◌ྎ ֨ዒ ዓ ሊஊ ഥ ਖ਼ ಅ᧸ᘮ ܹ◌  ܹ◌ ʙ

ண 㢠㸦⟬ ◌ึᙜ 㸧㸸
༓

・
ಒ ᙲ

Ἃ ỿ Ὂ ἲಅᏑ ᛢ �・ ・ ʙಅ  ܾ◌ʙ ϋ

ᴗ �・ 㛫 ᡂᖹ㸸 ᖺ ᗘ 㹼

ẟ Ừ Ặբ ӳ έ

 ᕷ ⏫ ◌� ༠
㆟  �・ ➼ 足  � ධ・ 㜵Ṇ � �タ ⨨  �  �� � �֨ ◌ື �㏣ ⋓ ά ➼・ ・

 స㎰ ≀ 龠 ᐖ ᑐ ⟇ ᣦ ᑟ� ⪅ 㣴 � �ᡂ ᆅ ᇦ  � ◌�య・ 足 � 㫽⋇ 龠 ᐖ ᑐ ⟇ ��・ ・

 ◌࣭��� � ᐖ� ・➼ 㫽 �� స⋇ ・ ㎰

≀ 龠  �  � � �ᐖ ᐖ� �┤・ ⓗ 龠 �

 � ᴗ㎰ ⪅ ḧ �Ⴀ ప ◌ୗព� �㎰ ➼ ㏻

 ��స⪔ � ቑᲠ �ᆅ �� ��ຍ ➼

 �� � Ỉ ᴗ�・ ㎰ ⏘  ��῝ ◌้・ ・

 �ၥ ・㢟  � ����

 ◌࣭ స㎰ ≀ 龠 ᐖ 㔠  ��㢠 㐣 ◌�  ◌� �ཤ
・

� ᡂᖹ ᖺ ᗘ � ⣙ ẚ  �൨ ・ ・ ㍑

 ◌� ௧ ・ 㸴 ῶ  � ��ᖺ ᗘ ᑡ� 㸣 �

 � ������ ᐖ �・・ 㢠龠 ౫ ↛

 ��・ 㧗 � �  ◌� � �௧ຍ ᖺ・ 㸵 ᗘ

ࢢ࣡ �ࢶ �� ◌� �ᧁ ௳�� ┠ 㐣
ཤ

◌�  � ���� �ከ ቑᐖ �・ 㢠龠 ຍ

 � �� � ◌� �  � �� ἣணぢ㎸ チ ≧

స5㎰ ≀ 龠 ᐖ 㔠㢠

൨э⣙ ・ ・ 㸦 ẚ๓ ᖺ 㸧

 ◌࣭ ⋇㫽 �� స・ ㎰ ≀ 龠 Ṇᐖ ᑐ㜵 ⟇  ��

 �ᐖ 㜵龠 㝖  � �ᑐ ⟇ ⏕ � ቃ⎔ ⟶ �⌮
 �� ᑐ⋓ ⟇  ��� 㸱 � � ⤌ � �◌ྜ

 ��◌ྜ
⥲ �◌ྲྀ

ⓗ・ ⤌ � � �・ 㔜せ

Ⴘಅʙ ・

 ◌࣭ 㫽 �� స⋇ ・ ㎰ ≀ 龠 ᐖ 㢠㹐㸳㸦 ᶆ ᐃ┠ タ ・ 㸧 ⓒ・ ・ э 㹐 㸦 ᶆ┠ 㸧 ⓒ・ ・

 ◌࣭ ṧ  �స �㎰ ≀ ➼ ⟶⌮
 ◌࣭ � ᶞ�௵ ఆ� ・

 ◌࣭ ᖏ⦆ 隶 ◌� ഛ�

 ◌࣭ Ṇධ・ 㜵 � ཬ� �タ ⨨ ⟶⌮
 ◌࣭ ⋇㫽  �֨�㏣

 ◌࣭ ㎰ᆅ  ◌��・ ㎶➼ ⋇ 㫽 �

� ⋓

䠎⏕ � ⎔ ቃ ⟶⌮

䠍龠 ᐖ 㜵㝖ᑐ ⟇

䠏� ᑐ⋓ ⟇

㫽⋇ 䛻䜘䜛 స㎰ ≀ 龠 ᐖ 㜵Ṇ ᑐ ⟇ 䛾䠏� �

ᕷ㸯㸬 ⏫ ◌� ༠
・ ➼・㆟  �� �ᑐ ・

⋇㔝 㫽⏕ �� స ᐖ�・ ㎰ ≀ ➼ 龠 �Ṇ  ��㜵  �� ᕷ・ ⏫
◌� �  ��ᡂస ⋇ 㫽 龠 Ṇᐖ ィ㜵 ⏬  ◌� ��・ ᇶ ᕷ ⏫ ◌� ༠

㆟
 �・ ➼ ᆅ ᐇ�ᇦ  ��  ��ᐇᛂ・ ・ ・ 㸱� � ᐖ ᑐ� 龠 ⟇

�� ・

・㸰㸬ᆅ ᇦ య ᐖ� 龠 ᑐ ・⟇ �� ・

� �㸱 ᐖ ᑐ� 龠 ⟇ � ᆅ ᇦ �ࣛࣥࢫ�◌ ���  � �  �ᐇ ・

 � �ࢡ� ���� �
ࣝ
�ࢩ� ࢧ స�� ・・➼ ㎰ ≀ 龠 ᐖ

ᑐ� ・⟇  ���  ◌� �� � せ㔜  ◌� �� �� � ・ ・ ⋇㫽

Ṇᐖ 㜵龠 ᑐ ᑓ� 㛛⟇ � �ᐙ ᣦ ᑟ� �・ ᆅ ᇦ య ᐖ�・ 龠
 ��ᑐ ⟇ ・ 㐍

 ᢸ ᙜ ㎰ㄢ㸸 ◌� ィ ⏬ ㄢ

Ჴ୰ ᒣ � ㎰㛫 ⏣ ◌�  ◌��� ᢸ ᙜ
 㟁 ヰ㸸

䠄䠍䠅 䛜ᆅ ᇦ య・ 䛸䛺䛳䛯
◌ྜ ᑐⓗ⥲ 䜈⟇ 䛾� ・

 ◌࣭ �◌ྛ◌ྜ
⥲  ࣔ◌ ◌� 

ࣝ
ࢹ ༊ᗇ ᆅ  �ᐃ㑅 龠 ᐖ ᑐ ᑓ ᐙ� 㛛⟇ �ὴ 㐵

䠄䠎䠅 ⋇㫽 ᐖ ᑐ龠 ᣦ ᑟ⟇ 㣴⪅ ᡂ

 ◌࣭ ⋇㫽 龠 Ṇᐖ ᑐ㜵 ⟇ ᡂᣦ ᑟ 㣴⪅ �ಟ ദ◊ ・ 㛤  � �⋇㫽 龠 ᐖ
・㜵 �ᑐ ᣦ⟇  ◌��� ◌� �ே◌ᑟ ⫱ ᡂ

䠍䠊 ᕷ ⏫ ◌� ༠
㆟ ・ ➼䛻ᑐ 䛩䜛� ・

䠄䠍䠅 ⋇㫽 ᐖ 㜵龠 Ṇ ◌ྜ ᑐ⥲ ・ ・ 㔠䛻⟇ 䜘䜛� ・

㸦 Ỉ�㎰ ⏘ ┬・ ・ 㔠 ᐃ㸸 㢠
ཪ

� 㸧

 ◌࣭ ⋇㫽 龠 ᐖ ᑐ ᐇ ・⟇ ・㝲 ��  � � � �֨㏣ ぢ ⦆ᅇ 隶 ◌�ᖏ

ഛ ◌ືά ㈝  �➼・ ⿵

 ◌࣭ Ṇධ・ 㜵 �  ��ᑐ�タ ・⨨  ⿵

 ◌࣭  ��֨㏣ ⦆ 隶 ◌�  �� �ᶵ ◌�ഛ ಀ  ᖏ � �⋓ ・ ➼・ ⿵

 ◌࣭ � �ᐖ ⋓ ⋇㫽 � 㢮✀  ◌࣭ ◌�㢌  �� ᛂ・ ⿵

┴㸦㸰㸧 �� ᕷ・ ⏫ ◌� ༠
�・㆟ Ⴀ㐠  �� �ᑐ・ ・

 ◌࣭ ᕷ ⏫ ◌� �  � ��� �  � �� Ỉ�ෆᐇ ᐜ ᛂ・ ・ ・ ㎰ ⏘ ┬

ᑐ�・ ・ 㔠 ㇟ እ ⤒ ㈝  ➼・ ⿵ ᐃ㸦 㢠㸧

䠎䠊 ᆅ ᇦ య・ 䛾龠 ᐖ ᑐ ⟇ 䜈䛾� ・

㻠㻡



䠄䠕䠅 ◌ ◌� � ഛ㎰ ㄢ

ᕷ・㛗 ◌�༊ ഛᒸ ┙䛾ᆅ ᇶⲡ

Ƃ ƃ Ɣ ƕ ƍ ◌�ዒ ዓ Ⴤ փ ൦ ಅǜ ・ ʙ

� ⫼ � �

ᴗ ᚑ ㎰ ῶ�・ ⪅  �ᑡ 㧗㱋  �ᚋ・ ⥅ ・ ㊊⪅
� 㐍足

ᴗ Ỉ ㎰  � � �ከ ᖺ� �・ ・ タ ・ ・ ・

◌�  �� � �௦ ഛᖺ ・ ⪁ �・ 㐍足  �ⴭ㢧

� ・⪁  �� �� Ỉ  �ᦆ ⏝ቯ�・ タ ・ ・ ㊊

ῶ  �ᠱస � ᛕ㎰ ≀ ・ ➼

Ỉ ᶵᥭ ሙ � ᛴ ⥭ Ṇ � Ỉ �・ ㏦ ◚⟶ ・

 � �  � �  �ቑ ຍ�・ ✺Ⓨⓗ ・ Ⓨ ⏕
◌ྥഴ

� ◌ྎ
㢼 �・ ・㞵 �Ỉ ᐖ � � ・ ・⏒ Ⓨ・㢖

� ㄢ �㢟

�� 㝈  �ண �⟬  ◌� �  �୰  �⋡ ⓗ ・ タ
・ ⬟ ⥔  �ಖᣢ � �・ ・ 㐍 ᚲ せ

� ㎰ᆅ ࣭�㞟 㞟 �ຍ・⣙  ��・㏿  �Ỉ ⟶
�┬⌮ �ຊ ・ ⥔ ᣢ �⟶⌮ ಑ࢫࢺ ◌�ప �・

 �ഛ ᚲ せ
 ・ ・㞵 �� ᐖ龠 � ῶ  �� ὥ Ỉ㍍ ㄪ ・⠇ ⬟

◌�  �ഛ� ᚲ➼ せ

ᴗ ෆ ・ ᐜ

ձ ᖿᇶ Ỉ ◌� �ഛ ᑑ�・ ・ タ ・ ・㛗  �� �

� ⿵�� ᙉ⿵

ղ ㎰ᆅ ࣭�㞟 㞟 ・ ・ ㈨⣙  �� 㺨㺽㺐㺪㺽 ・㺵㺐㺻

Ỉճ ⟶ ຊ�┬⌮ �ᣢ・ ⥔ ప�⟶⌮ ಑ࢫࢺ ・

ὥ Ỉ ᶵմ ㄪ ⠇ ⬟ ὶ Ỉᙉ �・ ➼ ・ᇦ  ��・ ㈨

◌� ഛ

 ௧ ・ 㸶
༊ᖺ ᗘ ᐇ ・ ᆅ

ձ ㎰ᆅ ◌ಁ✚㞟 㐍ᆺ 㸯
༊

㸰ᆅ

ᴗ Ỉղ ప Ⅳ ㎰⣲ ・ 㺚㺛㺡㺯・ ᆺ⠏
༊

㸯ᆅ

ճ ᖿᇶ Ỉ ಖ・ ・ タ ・ ᆺ 㸱
༊

㸯ᆅ

ᴗ Ỉմ ㎰ ㊰➼㛗 ῶᑑ ・ ・ ・ 㜵⅏ ⅏ ・ ・

༊
㸲ᆅ

յ ᐃ・ タ ィ ⏬ ⟇  ◌࣭ �ㄪ 㸯
༊

㸰ᆅ

ᴗ Ỉ ㎰ ◌� �ഛ�・ ・ タ 㛗  ��ᑑ ・ ・ ・ ・ᆅ

ỗ  ��ࣛ�� � �� Ỉ⏝ ⏝ �・ ・・ ・ ・

ỈಖᏳ ᐃ ☜ ・ ⟶ ຊ�┬⌮
◌ྜ

・ ・ ⌮  �・ ᅗ

�� �
 ◌� ഛ ᕤ ᐇ�・ ・ ・ ・

Ⴘಅʙ ・
ẟ Ừ Ặբ ӳ έ

ᢸ ᙜ ㄢ㸸 ◌ ◌� � ഛ㎰ ㄢ Ỉ ᢸ ᙜ・
 㟁 ヰ㸸

ண 㢠㸦⟬ ◌ึᙜ 㸧㸸
༓

・

ᴗ �・ 㛫 ・ ・㸸 ᖺ ᗘ 㹼

Ꮡ ᛢ �・ ・ ಅ  ܾ◌ʙ ϋ ಅ ௐʙ ј

Ỉ ᕤ㊰

䝫䞁䝥

ഛタ

ಒ ᙲ

 ⪁ �  �� ᴗ Ỉ �・ ㎰ ・ ・ タ 㛗ᑑ ᑐ・ ・ ⟇ �� � �  � ���⏝Ꮡ �・ ・ タ ά ㎰ ᆅ �� ᆅ

ỗ �⏝ �・ ・ ・ ᆅ � 㧗・ ⬟  �・ ㎰ᆅ㞟 ຍ�✚ ㏿  ��◌� �◌ྥ ഛ・ ・ ・ 㐍

 ◌࣭ ◌�Ⴀ┴ 㐀  ��ᡂ ᇶ ᴗ Ỉ ᶵᖿ �ⓗ㎰ ・ ・ タ ⬟ ಖ ・ ィ ⏬ ⟇ ᐃ ⟠ ◌�ә

㹐㸵㸦┤㏆㸧 ⟠ ә э 㹐 㸦 ᶆ┠ 㸧 ⟠ ә

䝟䜲䝥
䝷䜲䞁・

◌� ഛ ๓䛆 䛇 ◌� ഛ ᚋ䛆 䛇

㻠㻢



Ƃ ƃ ˯ ǳ Ȉዒ ዓ ǹ ・ȷ ˄ ь ̖͌҄  ᧙Ⴔ ◌ૢ ͳ ◌�ಅ̞ ʙ

ண 㢠㸦⟬ ◌ึᙜ 㸧㸸
༓

・

Ⴘಅʙ ・

 ㎰ᆅ
༊�・ ⏬ � Ỉ �ࣛ��� ಑ࢫࢺ࣭  � �⏝ ప ຊ�・ ・ ㊰ ・・ ・ ・ ➼・ ┬ ・ ・

 �  �  ◌���ᡭ Ⴀ ᢸ ⋡ ⓗ・ ㎰ ᇶ ◌� ഛ┙ ・ ㎰ᆅ � 㞟⣙ ◌ಁ�・ 㐍

ಅ ௐʙ ј

ẟ Ừ Ặբ ӳ έ

ᢸ ᙜ ㄢ㸸 ◌ ◌� � ഛ㎰ ㄢ ◌ ◌� � ഛ ᢸ ᙜ㎰
 㟁 ヰ㸸

 ◌࣭ ㎰ᆅ ◌� ഛ ᐇ ・ ᆅ
༊ ༊

�・ ⏬ ◌� ഛ 㠃✚㸦⣼ ィ 㸧 㹐㸳㸦⌧≧㸧 KD э 㹐 㸦 ᶆ┠ 㸧 KD

 ◌࣭ ᇶ ◌�  ��ഛ ᐇ┙ ・ ㎰ᆅ  ◌�  �ᡭᢸ� ・ 㞟⣙  ��� ◌ྜ
・ ・ 㸦⣼ ィ 㸧㹐㸳㸦⌧≧㸧 㸣 э㹐 㸦 ᶆ┠ 㸧 㸣

ಅ  ܾ◌ʙ ϋ

ᴗ ෆ ・ ᐜ

༊ձ ⏬ ◌� � ղ⌮ � Ὼ Ỉ � ᴗ ⏝ճ・ ㎰

Ỉ  �⏝ մ ᐈ・ ・ タ ᅵ  �յ ㎰㐨

 ◌࣭ ༊
・ ⏬ ሙ・

 ◌࣭ Ỉ⏝ ・ ㊰ ㊰⟶ ・

 ◌࣭ Ỉ⏝ �⟶⌮ ⮬ ◌ື ・

 ◌࣭ ᆅ � � �◌ୗ ・

 ・ ・ య・ ┴

༊ᢸ ㈇ ศ
ᅜ ┴ ᆅ ඖ
ͤ 㸦 ෆ ୰�㸧 ᒣ 㛫ᆅ ᇦ ➼

 ௧ ・ 㸵
༊ᖺ ᗘ ᐇ ・ ᆅ 㸴

༊
㸱ᆅ

 ◌࣭ ⥅ ⥆
༊

ᆅ 㸳㸷
༊

ᆅ

 ◌࣭ � ༊
つᆅ

༊
㸲ᆅ

 �� �⫼
ᴗ ㎰ ⪅ ῶ  � �ᑡ� ・ 㧗㱋 ᚋ ・⥅ ⪅
�㊊ 㐍足

 ・ 㣗 ⏝ � 㟂⡿  �ῶ ᑡせ㔞  � ���

 ◌� � �୰ ⏕ ⏘  �Ᏻ�┠ ・ ᇶ  ◌�� 㟂

 ���ᛂせ・ ⡿  �� ᐇ� ・

 � �ㄢ㢟
 せ・㟂  ��ᛂ ⡿  ◌����� ᴗ・ ㎰

��◌ྥә ಖ ◌ୖᚓ � ᛶ �☜ ・ ・ ┈ ᅗ

�ࣛࣥࢻ�   � � ・�಑పຍࢫ ・ ・

ࢺ࣭  � Ḟ◌ྍຊ┬ ・ ・

ᢸ  �ᡭ �・ ㎰ ᆅ  ࣭ ��㞟 �・㞟⣙
ຍ ・㏿  � �� ⡿ � ⏕ ⏘ࢥ ࢫࢺ ๐�

ῶ �� ��➼ ᅗ  � �㎰ᆅ
༊

・ ・⏬
�Ỉ ⟶ ຊ�┬⌮ ◌�  �ഛ� ᚲ・ ➼ せ

ᢸ  �ᡭ �・ ㎰ ᆅ � 㞟⣙

 
༊

・ ⏬ ◌� ഛ ✚㠃

 �ᡭᢸ
・ ✚㞟

 ◌࣭ 㞟⣙

�� ᴗస・ ㎰

� ಑పࢫࢺ࣭
ຊ┬ ・

ᴗ �・ 㛫 ・ ・㸸 ᖺ ᗘ 㹼

Ꮡ ᛢ �・ ・

 ◌࣭ ◌� ഛ㎰ᆅ 㠃
༊

✚・ ・ ⏬ 㠃✚

ಒ ᙲ

 ◌࣭ �㎰ᆅ
༊

・ ・⏬

 ◌࣭ Ỉ ◌� ഛ ⋡⏣ స ◌ാປ・ ✄ ・ 㛫

 ◌࣭ �ᕝ⊁ 㒊ᆅ
༊
㸦 ෆᗉ 㸧⏫

ὸ ༊ᕝ 㸦ᆅ ⡿ ἑ ᕷ 㸧

ᴗ ๓・ ᴗ ୰・

ẖ ᖺ䞉 ௨ ◌ୖ200ha 䜢◌� ഛ
䞉䛖䛱

༊
・ ✚㠃 䛜⏬ ௨ ◌ୖ6・

ῶ◌ാປ ᑡ・ 㛫䛜

◌� ◌ྥ
ഛ ◌ୖ⋡ 䛜

㻠㻣

Ⴘಅʙ ・

Ꮡ ᛢ �・ ・

ẟ Ừ Ặբ ӳ έ

ᢸ ᙜ ㄢ㸸 ◌ ◌� � ഛ㎰ ㄢ

◌� ᢸ㎰ 㜵⅏ ᙜ
 㟁 ヰ㸸

ᡂᖹ �ᖺ 㸵 �・ ・㞵 � � � �୰す

 � �� ụ Ỵ�ከ ቯᚰ �・

 ◌࣭ 㜵⅏ Ⅼ㔜 ᴗ  �� ụ  ◌� � �⏝ ᑠ�㎰

ᶍ  ��� ụ ◌�つ ⏒  �  �ᐖ・ Ⓨ龠 ⏕
 ◌࣭ � ᶵ  ��ዎ◌ୖ グ ・ 㜵⅏ Ⅼ㔜 ᴗ ⏝㎰

 �� ụ �・ 㑅ᐃ ᐇ� ・
 ・ ⓗᅜ  �・ 㞵㸦 ᐖ⅏ ࢫࣜࢡ ቑ� ・

 ◌࣭ �  ◌� � ᡂᖹ ᖺ�┴ 㸶 � � ௧ ・ 㸰

ᖺ 㸵� � ௧ ᖺ・ 㸲 㸶� � ௧ ・ 㸴ᖺ

�㸵 ・ グ㘓  �ⓗ ・ ・㞵 �� � ㎰

 ◌࣭ᆅ ᴗ ⏝㎰ ・ タ ・ ⏒  �  �ᐖ・ 龠 Ⓨ

 � �ᐖ⏕ ⅏ � ࢫࣜࢡ ቑ ・

 ◌࣭ 㜵⅏ 㔜 ᴗ  �� ụ⏝ �Ⅼ㎰ 㜵⅏ ◌�ᡭᕤ ・ ╔ 㹐㸵㸦┤㏆㸧 ә・ э 㹐 㸦 ᶆ┠ 㸧 ә・

ಅ  ܾ◌ʙ ϋ

㸯 �࣮ࢻ ᴗ・

 �� ụ ◌� ഛ
㟈ᆅ �・ ・㞵 �� ᐖ⅏ �ࢫࣜࢡ ῶ  �ప
� ��� 㜵⅏ ᕤ ᐇ�・ ・

� ⥅ ⥆
༊

ᆅ  �� つ㸯  �༊
ᆅ

 �� ụ Ṇᗫ

 ����� ụ Ṇᗫ ᕤ ᐇ� �・ せ・ ・ ・

� ⥅ 㸳⥆
༊

ᆅ  ��  �༊
つ ᆅ

㸰 ࢺ �ࢯ ᴗ・

 �� ụ �Ᏻ ᗘ ᐇ�・ ㄪ ・

 �� ụ � ᆅ㟈 ᛶ⪏ �ㄪ ᐇ� ・

 �� ༊
つ ᆅ �

 �� ụ ◌�య ഛไ� �┘ど 㸦 యᅋ Ⴀ 㸧

�Ỉ ᶵ ჾ�┘ど・ ・ ・ ・ ィ ➼ タ ⨨
 �� ụ ◌� ഛᏳ� �・ ・ タ 㸦 యᅋ Ⴀ 㸧

ⴠ ฟ�㌿ ・ ⬺ �ὀ �ഛ ព �タ ┳ ➼ タ ⨨
 �� ・ ⟶⌮ ⪅ ᢏ�・ 辵 ᣦ ᑟⓗ

ᖺ 㸰 � 㜵足ᅇ ⅏ Ⅼ㔜 ᴗ  �� ụ⏝ �㎰

㜵⅏ Ⅼ �  � �� ᢏ・ 辵 ᣦ ᑟⓗ

 � 㜵⅏ Ⅼ㔜 ᴗ  �� ụ �⏝ ಀ㎰ ・ 㜵⅏
ᕤ ・ ➼・ ィ㐍 ⏬  �・ ᇶ  ◌�� ᕤ �・ ➼
ィ ⓗ⏬  �ᐇ ・

ᐖ ⅏ �ࢫࣜࢡ ῶ  ��� ��ప ・ せ・

 ����� ụ Ṇᗫ�

 ┘ど・ �ࣛ� Ỉ ᶵ ჾ�・ ィ ➼ タ ⨨ ・

�� ◌�య ഛไ �┘ど

�⫼

ㄢ㢟

䛆� ᗉ ᕷ 䛇䛯䜑・ 䛾� ಟ 䜢足
䛔䚸・ ・ 龠 ᐖ 䜢ᢚ ไ

Ƃ ƃ ƨ Ǌᠾዒ ዓ ဇಅ ൷ ◌ૢ᧸ ໜ・・ ͳ ◌�ಅʙ

ண 㢠㸦⟬ ◌ึᙜ 㸧
༓

・

ᴗ �・ 㛫 ・ ・㸸 ᖺ ᗘ 㹼

ಅ ௐʙ ј

䛆◌� ᒣ ᕷ 䛇䛯䜑・ 䛾ሐ య 䜢
㛤๐ 䛧䚸㈓ ␃ ・ ⬟ 䜢 Ṇᗫ

�ሐ య ᾐయ � 㣗 ◌࣭ ὥ Ỉཬ ◌ྤኚ ຊᙧ � � ⬟
 �・ ㊊ ⏕  � � ���  � Ἠ  �ሐᗉ ᕷ ᑠ�

 ◌� � � ◌� � �ཬ ◌ྛሐ య ಟ ഛ� � �・ タ 足

 ��� � ὶ ὥ◌ୗ �・ ・ ᇦ Ỉ ᐖ 㜵龠 Ṇ � ᅗ

�� �  �ቃᏳ Ᏻ ᚰ・ ・ ⎔ � �Ⴀ�・ ㎰ ⥅
 ��⥆  �� �

Ⴀ ◌ୖ ㎰ � �ᙺ� ・ ⤊  �◌�  �ᒣ ᕷ ᒣ�ⓑ

 �� ụ  � � �� ụ ሐ య ๐� � 㛤 �Ỉ ㊰

◌� �ഛ� 足  � � ㈓ ␃ ・ ⬟ � Ṇ �ᗫ ᐖ⅏ ࣜ

�ࢫࢡ ῶ  � ��㍍

䛯䜑ụ Ṇᗫ ・䛾

ಒ ᙲ

 ᆅ㟈 ◌࣭ 㞟୰ ・ 㞵 ��➼・ ⅏ �ᐖ 㜵Ṇ  � � ◌�㎰ ᆅ ᇦ � 㜵⅏ �◌ྥ ◌ୖຊ � ᅗ � ���

⥲  �◌ྜ
ⓗ 㜵⅏  ◌࣭ ῶ ⅏ ᑐ ⟇ �・ 㐍

䛯䜑ụ � ಟ ・䛾

㻠㻤



Ƃ ƃ ᠾ  ዒ ዓ ◌�◌ྸ᧓ ᧙ �ሥ ಅɶ ʙ
ಒ ᙲ

Ⴘಅʙ ・

䕿㎰ᆅ ୰� 㛫  � ��◌ྲཱྀ
ⓗ ─・ ㎰ ᆅ ୰ 㛫⟶⌮ ᶵ ᵓ �� �  �ᢸ・

ᡭ �・ ㎰ ᆅ � 㞟 ࣭� 㞟⣙ �� ᴗ・ ・ ㎰ ⤒ Ⴀ  � �⋡ ・ ・ 㐍

Ꮡ ᛢ �・ ・

 � ῶ �◌ཱྀ
ே◌ ᑡ ・ ・㧗㱋  � �క

�㎰ᆅ ᇦ ᴗ � ῶ ᑡ⪅

 � ᴗ ��த ຊ�㎰ ➇ 㧗 � ��

 �  �ᡭᢸ� � �・ ・ ㎰ 㞟ᆅ

࣭� 㞟⣙ �� ᶍ ᣑ・ ・ つ ・

�  �・ 㐍 � ��� � ・ ・ ⏕
ᛶ⏘  �◌ྥ ཬ ᡭ◌ୖ ᢸ� � � ⫱

 �ᡂ ಖ ᚲ☜ せ

 �ே◌� ㎰ᆅ㛵㐃 �・ ⟇  �ぢ┤

 ◌� �� � ᶵ ᵓ య ไ ᙉ� ♧ ・

� � � �� � ಀ㋃ 㛵 ・ ・㛵

 ���◌୍ య �・ ㎰ᆅ ࣭�㞟

�・㞟⣙ ��㐍

䞉  �ᡭᢸ �・ ㎰ ᆅ㞟✚⋡ 㹐㸴㸦⌧≧㸧 㸣 э 㹐㸷㸦 ᶆ┠ 㸧 㸣

◌ྸᠾ  ᧓ ሥ ೞನɶ

 �බ ┈ ㈈ ᅋ ἲ �� �� ᴗ � ◌ேࢭ ㎰ ・

ࢱ࣮
ࣥ

◌� ୰㎰ 㛫ᆅ ⟶ ・ ・ ・⌮ ᣦ ᐃ

ᡂᖹ㸦 ᖺ 㸲� �㸯 㸧

 �ே◌� ㎰ᆅ  ࣥࣛ� ἲ  � �కᐃ� ・ ・

ィᆅ ᇦ ⏬ 㸦 ᶆ┠ ᆅ ᅗ �㸧 � � ◌ྥ
・

 � �ᕷ ⏫ ◌� � ᴗ  �ጤ ဨ㎰ ・ 㸿㹈 �

� Ⰻᅵ ᆅ � �༊ ༠
➼・ ・ ・ ㆟  �ሙ�

ཧ
・ ⏬

 �ಀ㛵 ・ 㛵 �ᦠ㐃  ◌࣭ �༠
ຊ �・ ⟇ ᐃ

 �� ᆅ ᇦ ィ 㸦⏬ ᶆ ᐇ�┠ 㸧ᆅ ᅗ ⌧
 �� ᴗ �  ��� �◌ྥ ᐇ・ ・ ・ ・ ・・

✚㞟ᆅ ᇦ
༠

ຊ ➼・㔠  �� �� ᶵ ᵓ

�  ��⏝ά ・㈚ �・ 㐍

 �・㈚ ᐇ ⦼  ◌࣭ ィ ⏬
 ◌࣭ ᡂᖹ 㹼 ᖺ ᗘ ᐇ㸴 ⦼ 㸸 KD

 ◌࣭ ௧ ᖺ・ 㸵 ᗘ ᐇ ぢ⦼ ㎸㸸 KD

 ◌࣭ ௧ ᖺ・ 㸶 ᗘ ィ ⏬ ぢ㎸㸸 KD

◌ ỉ� ủಅ ◌්ʙ

Ἃ ỿ Ὂ ἲಅʙ

㎰

ᆅ

�

◌ཷ

�

ᡭ

ᦠ㐃  ◌࣭ ༠ ຊ

・㸦 ጤ◌ົ ク ➼㸧

ᕷ ⏫ ◌ ◌࣭� ᴗ ጤ ဨ㎰ ・ ・ 㸿㹈  ◌࣭ ᅵᆅ  ◌࣭㐃 ᅵ � Ⰻᆅ
༊

➼
� ・

䐟䐠

㸦㸯㸧㎰ᆅ ୰ 㛫⟶⌮ ・ ・ ㈝

 ◌࣭ ᶵ ᵓ � 㐠Ⴀ ࣭  �� �య ไ ᙉ ᑐ・ ・ ・ ➼

 ◌࣭ ᇶ ἲ ᴗ ◌ྜ ◌୍�┙ ・ ・ ⤫ �య ・ ・

ͤ  ◌��ィ ・ᆅ ᇦ ᇶ⏬ �◌ಁ ᐃィ㐍 ⏬ ⟇  � �・㈚ 㸦 ศ・ 㓄  �Ⴀ⤒ ㆡ⛣ 㸧

㸦㸰㸧㎰ᆅ 㞟⣙ ・ 㐍・ ・ ㈝

 ◌࣭ ࣭ �㞟 㞟 ���・ 㐍⣙ ᆅ ᇦ ��・ ・

 ◌࣭ �㎰ᆅ  �  � �◌ཷᡭ ᡭฟ �・ ・

㎰ ᆅ ୰ 㛫 ⟶ ⌮ ・ ・

� ㎰ᆅ
◌ཷ◌ 

・ ・㈚

 
◌ཷ

・ ㎰ᆅ �➼⟶⌮

㈚

・

㎰ᆅ ୰ 㛫⟶⌮ ・ ・

㎰ᆅ ・ ㈙ ᴗ➼・ 㸦≉ ・ ・ ・ 㸧・
㈙

┴

协ᇶ
㔠

 ◌࣭
ᅜ

ᗜ
⿵
 
㔠
ά
・
卐

ᕷ
⏫
◌�

◌ ◌� � ഛᢸ ᙜ 䠖㎰䕔 ㄢ ㄢ ୰ ᢸ ᙜ㎰ 㛫ᆅ ⟶⌮
㟁䕔 ヰ䠖㻜㻞㻟㻙㻢㻟㻜㻙㻟㻝㻟㻠

ẟ Ừ Ặբ ӳ έ

ィ 㸦ᆅᇦ ⏬ ᶆ ᐇ�┠ 㸧ᆅᅗ
◌ྥ

・⌧  �� ᴗ ᐇ・ ・

㎰

ᆅ

�

ฟ

�

ᡭ

ண 㢠⟬ ᴗ �༓◌ึᙜ ・ ・ 㛫 ᡂᖹ ᖺ ᗘ 㹼୰㎰ 㛫ᆅ ⟶⌮ ・ ・ ㈝

ண 㢠⟬ ᴗ �༓◌ึᙜ ・ ・ 㛫 ᡂᖹ ᖺ ᗘ 㹼㎰ ・㞟 㐍ᆅ ⣙ ・ ・ ㈝

・

◌ཷ

・ ・

・㈚ ͤ

� ・

䐟䐠

◌ಁ

㐍

ィ

⏬

┴

ཪ

�

ᕷ

⏫

◌�

ㄆ

◌ྍ

 ◌࣭

බ

࿌

㈙

ධ

・

・

㎰ᆅ 㞟⣙ ◌ಁ・ 㐍・ ・

ձ 㞟⣙ ຍ・ ㏿ ・�ࢱ
㎰ᆅ ・��ࣥࢡ ㌿ ㈚  �� � ᅋ ✚・㠃ᆅ  ��ᛂ ・ᆅᇦ � ・ 㔠 � ��� � ・ ・・ ・・ ⏕ ᛶ⏘  ��◌ྥ ◌ྥ

◌ୖ ・

ᶍ � �・ つ ㎰ᆅ �・㞟⣙  � �◌ཷ ᡭ ・ ㎰ᅾ ᆅ  ��⏝ά ㄏ⮴ �㱚㶚 ��◌ྲྀ
ฟ・ ・ ⤌ ・ᆅ ᇦ � �・ 㔠 ・ ・

ղ ᆅ ᇦ 㞟⣙ ᐇ・ ⌧ ・�ࢱ
�㎰ ・ 㞟ᆅ ⣙ �  � ᶆᣦ┠ ┠ ᆅ  �సᅗ  �� �ᡂ ・ᆅᇦ  ◌� � � � ᶆ ◌�┠ ・ᆅᅗ ᇶ  �� ᐇ・ 㞟⣙ ⌧  �� �� �

�ᆅ ᇦ �� �� �・ ㎰ ㎰ᆅ ᆅ � � �ࣥࢡ ・・ ㈚ �・ ᆅ ᇦ � ・ 㔠�・ ・

ᆅ

ᇦ

ィ

⏬

┠

・

ᆅ

ᅗ

ᆅ

ᇦ

ィ

⏬

┠
・
ᆅ

ᅗ

◌ಁ
㐍
ィ
⏬

㻠㻥

Ƃ ƃ ᠾ ᠾዒ ዓ ಅ ◌ૢ・ ͳ � ◌�֨Ჽ ਖ਼ ಅ・・・ ʙ

ண 㢠㸦⟬ ◌ึᙜ 㸧㸸
༓

・
ಒ ᙲ

Ἃ ỿ Ὂ ἲಅᏑ ᛢ �・ ・ ʙಅ  ܾ◌ʙ ϋ

ᴗ �・ 㛫 ௧ ・㸸 㸴 ᖺ ᗘ㹼㸶
 ᴗ㎰ ᇶ ◌�  � ��ഛ ᘓ ᕤ�┙ タ ・ ・ 㹇㹁㹒 � � ᴗ ࣮ࢺ �ࢫ  ��ཬ ◌ྥෆᕤ � �・ ┴ ㎰ ・ ・

㹂㹖�・ 㐍

ẟ Ừ Ặբ ӳ έ

ᢸ ᙜ ㄢ㸸 ◌ ◌� � ഛ㎰ ㄢ

ᴗ㎰ ┙ 㹂ᇶ ᢸ ᙜ㹖
 㟁 ヰ㸸

 �� �⫼
ᴗ � ㎰ ⪅ ῶ �ᑡ 㧗㱋 �・ ・

ᚋ ・⥅ ⪅  � �㊊ 㐍足  �ᡭᢸ

Ⴀ� 㠃⤒ �� సᣑ✚ ・ ・ ㎰

ᴗ ᢸ� ㈇  �ቑ ຍ

ሙᘓ タ ⌧ ᴗ ◌�ᑵ� ⪅ ῶ ᑡ�

�・ 㧗㱋 �  �ᡭே◌➼・ ・ ㊊

῝ ◌้ ・

 � �ㄢ㢟

ᴗస � ㎰ � ⋡ ・ ᅗ �ᚲ せ

 � �� � � ᴗ ᶵ Ე ◌ື�㎰ ⮬
ᚲ・足㉮ せࢹ�  㸱㹂 �࣮◌ࢱ

ษ�㎰ᆅ ┒�࣮ࢺ ᅵ ���

࣮ࢺ�  �ࢫ ᴗ  �ᚲ・ ㎰ ・ せ

� ��  �ᥦሗ ౪  �・ ド 足
�� ◌� � � �

◌�ሙ ഛ ・  ◌� �� ⓗ㠃  �ከ・

�� ᅵ ⛣  ��� �� �◌ື ・

�ᕤ � 㐍  �� �� ◌್・ タ ィ

�  �� � � Ṧ  � �ኚ ᛶ・ ≉

� 㹇㹁㹒 ⏝ ௳ᕤ ᐇ�ά ・ ・

◌� �  � �ᑡ

㸯 ᴗ ◌ ◌� � ഛ㎰ ㎰ 㹇㹁 ᕤ・ ・㹒 㐍・ ・

 㹇㹁㹒 ⏝ ᕤ ᐇ�ά ・ ・

 ◌࣭ ◌ྛ◌ྜ
⥲ � ◌�ᗇ 㹇㹁 ⏝ ᕤά ・㹒 �ᐇ

・

�ㄢ㢟 Ỵ・ ・ ゎ㞟 � ἲ ◌ྲྀ
� � ウ・

���・

ಟ ◊ ・ ദ� 㛤

 ◌࣭ ◌� �ᢏඛ ➃ ㄢ㢟辵 � �� ウ・ ド

�� ⤖ � ᶵಀ 㛵 㛵 ◌� �ಟᏛ �◊ ・

ᐇ ・

ᴗ ㎰ ・ ᒎ ᐇ� ド㛤

 ◌࣭ � ࣮ഇ೿
ࣛ
ᡂᕤ�ࢺ � �・ ⮬ ◌ື ㉮

足�ࢻ  
ࣥ

◌࣮ࣟ 㜵㝖  �ᒎ➼・ 㛤 �ᐇ

ド ヨ 㦂

ᴗ   ・ � � � ド

 ◌࣭ 㹇㹁㹒 �⏝ ᕤ �ά ・ ・ ・ ・ ᇶ ෆ┴

� ἣ � � ��ཬ
  � �≧ ⋡ ・ ド

 ◌࣭ ᴗ ࣮ࢺ �ࢫ �ಀ�㎰ ・ ・ ㈝⤒ ・⠇
� � � ド

㸰 య・ 㐍 ไ

 㹇㹁㹒 ᢏᕤ・ ◊辵 �✲・ タ ❧

ᶵ �ෆ ಀ�┴ 㛵 㛵 Ꮫ・ ・ 㐃  � �ᦠ

 
ࣝ
ࣔࢹ �� �ᕤ ᐇ�・ ・ ド 足 �

ḟ ඖ 㸱 �ࢹ࣮ࢱ ᶵᘓタ ィ 㹇㹁㹒 ・ ・ ・

Ⴘಅʙ ・

 ◌࣭ 㹇㹁㹒�  �� ◌�⏝ ௳ᕤά ・ 㹐㸵 ┤㏆ 㸯㸲௳ э 㹐㸶 ᶆ┠ 㸰㸮௳

ᕤ ・  ◌� �� �ᚓẁ 㝵 㸱ḟ ඖ ・ ⨨ �ሗ・

ᴗ ᶵ Ე ◌ື�㎰ 足㉮⮬ ⏝➼・ ・

�ࣝࢻ࣮ࢨ࣮ ◌� ᆅ 㐀␏ ␁ ᡂ 䝞䝑䜽䝩䜴� ๐

・ ⨨  �・ ・㧗 �ሗ ・ ᇶ ・㔜  �◌ື⮬ ㌿㐠

ᕤ・㹇㹁㹒 ࢹࢱ࣮ ᴗ� �㎰ ・

ᒎ ᐇ ド㛤

 ◌࣭ ᴗ ᶵ Ე ◌ື�㎰ 足㉮⮬ � �ド

ᕤ・㹇㹁㹒 ᢏ ◊ ✲・辵 �タ ❧

ᕤ ・㹇㹁㹒 ᐇ� ・

 ◌࣭ 㸱ḟ ඖ ㉳ ᕤ   㔞

 ◌࣭ 㸱ḟ ࢹࢱ࣮ ᡂඖ సタ ィ

 ◌࣭ ᘓ㹇㹁㹒 ᶵ Ე ᕤタ ・

 ◌࣭ 㸱ḟ ඖ ฟ ᙧ・ ⟶⌮
 ◌࣭ 㸱ḟ ࢹࢱ࣮ ရඖ ⣡

�・ㄢ㢟 㞟 Ỵ � ἲ � �・ ゎ ウ

ᴗ ㎰ ┙ᇶ ◌� ഛ � 㹇㹁 ᕤ �・㹒

� ཬ
ෆ┴

ࢺ࣮ ᴗ �ࢫ ᢏ㎰ ・辵  ��ᑐ ᛂ
◌� ഛ┙ᇶ ◌ಁ� 㐍

ᴗ � � �・ ド

 
ࣝ
ࢹ

ࣔ
◌࣭  � ��ሙ ᐇ・ ・ ド

ࢹࢱ࣮ ◌ྲྀ
� ᚓ

 ◌࣭ ῶ㈝⤒ ⠇ � � ⟬ ฟ

  タ ィ ➼㔞䞉
䛻ά ・

◌� � ᕸ㈨ 䞉䝉䞁䝅䞁䜾➼
䛻ά ・

ᕤ・ ẁ 㝵 Ⴀ ㎰ẁ 㝵

ᶵ Ე ไᘓ ᚚタ 䛾
䛻ά ・

ᴗ ᶵ Ე㎰ 䛾
ไ ᚚ
䛻ά ・

�門

ሗ・ ・⨨

㻳㻺㻿㻿 ᒁᇶ ᆅ

ṇ ሗᕪ ・ㄗ ⿵

䠱䠝䠲䠄䝗䝻䞊䞁➼䠅

㻡㻜



Ⴘಅʙ ・

Ꮡ ᛢ �・ ・

ẟ Ừ Ặբ ӳ έ

ᢸ ᙜ ㄢ㸸 ◌ ◌� � ഛ㎰ ㄢ Ỉ ᢸ ᙜ・
 㟁 ヰ㸸

 �ᖺ ㏆ ・ ᅜ ⓗ・ ・ 㞵 �� ᐖ・ ⅏  �Ⓨ㢖

 ◌࣭ ・ᅜ �� ὶ ᇦ ・ ・ 㺪㺽㺹㺚㺼㺈㺖㺢ᐃ� ⟇
 ◌࣭ ὶ ᇦ ಀ㛵 㐃⪅ ��  �◌ྜᦠ ・ ⓗ⥲ ᑐ ⟇

�・ 㐍

 ◌࣭ ὶ ᇦ Ỉ �・ ・ ᆅ Ẹఫᇦ  ��ゎ⌮ ・ ㊊

 �� �  ��ὶ Ỉ⏝Ꮡ �・ タ ά ・ᇦ

 ◌࣭ ・ 㞵  � � ᴗ �◌ �ࢲ �⏝ഛ ๓�・ ㎰ ・

ὶ �� ὥ Ỉ・ ㄪ ◌� ᐜ 㔞 ಖ�☜

 ◌࣭ Ỉ ⏣  ��  �� Ỉ 㞵 � ㈓ ␃ ・ ⬟
≉ ・ ・ ⏣ � ㈓ ␃ ・ ・⬟  ��� ᚅ・

 ◌࣭ ⏣ �ࢲ �� ◌ྀྲ
⤌ 㠃✚ 㹐㸴㸦┤㏆㸧 KD э 㹐㸶㸦 ᶆ┠ 㸧 KD

ͤ ᴗ ◌ ◌� � ഛᒣ ᙧ ┴㎰ ㎰ 㛗� ィ ⏬

ಅ  ܾ◌ʙ ϋ

ᴗ ෆ ・ ᐜ

㸯 ◌ື・ ▱ ・ ά㐍

 ◌࣭ ෆ┴ ・ ᇦ  ◌� ◌ື ᐇ� �・ ▱ ά ・

◌ྲྀ
⤌ �◌ື� ⏬ ಙ㓄 �➼ 足 �

㸰 �⏣ �ࢲ � ሗ・ ・㐍 㐃 �・⤡ 㐠Ⴀ
◌࣭� ⏣ �ࢲ � �� ・ ・㛵 �ሗ ඹ

 ◌࣭ ಟ �◊ ・ ➼ 㛤ദ

㸱 �⏣ �ࢲ � ◌� ഛ・ タ 㸦௧ ᖺ・ 㸶 ᗘ 㸧

◌ྲྀ
⤌  ◌��㎰ᆅ ␏ ᙉ⿵␁  �Ỉ ᑼ タ ⨨

 ◌࣭ ㎰ᆅ స ௳・⪔ � ᴗၿ ・ 㸦 Ⴀయᅋ 㸧

ᢸ㈇
༊ ศ

ᅜ  � � ᕷ ┴ ⏫ ◌�

ᐇ ・ ᆅ
༊

㸳ᆅ
༊

 � � �・ ・ ㎰ ᆅ ◌� ᴗ �Ỉഛ ಖ・ ・ ・ タ ➼ ・

ᗘ ・ ・㧗 ᴗ Ⴀ┴㸦 ��・㸧 ⏣��ࢲ � �◌ྲྀ
・

�⤌
༊

ᆅ ᆅ
༊

 ・ ⏣ � ㈓ ␃ ・ ⬟ � ὶ◌ୗ � ᇦ  ◌�  �Ⓨ⌧
� �� ◌ྲྀ ᐙ㎰⤌ �ࢺ  �ⷧ �ឤ� � �

 �ⴠ ・㞟 �㎰ᆅ ・ ⨨ �ಀ㛵 ⤒ ��㊰➼・

Ἑ ὶ ฟᕝ�࣮ࢡ ᕪ�・ ・ ␗  �Ⓨ⏕  ��

 �� ᆅ  �༊ �・ ヲ ・⣽  �ᢕ ᥱ௳ � ᚲ せ

 �స ≀ ⏕ ⫱ ᙳ・ 㡪 � � � �・ ᅖ⠊  ◌� ◌ྲྀ�

�⤌  �ᚲ せ

�⫼

ㄢ㢟

Ƃ ƃ Ǉƕ ƨ ǅȀ Ƞ ◌�֨ዒ ዓ ဋ ਖ਼ ಅǍ ǜ ʙ

ண 㢠㸦⟬ ◌ึᙜ 㸧㸸
༓

・

ᴗ �・ 㛫 ௧ ・㸸 㸲ᖺ ᗘ 㹼

ಅ ௐʙ ј

 㞟୰ ・ 㞵� Ỉ◌୍ ・ ⓗ・ ⏣ ・ ㈓ ␃  �� � ・

�� ὶ � �࣮ࢡ  ��� � ὶᢚ ◌ୗฟ・ ᇦ ◌�

Ỉෙ◌ ᐖ �� 龠 ࢫࢡ ῶ  ���� ㍍ ᅗ �

 ・ ᇦ 㛵ಀ �・⪅ 㐃 �ᦠ ᙉ ・ ᆅ ఫᇦ Ẹ �・

◌ື・ ▱ ・ ά ・㐍 �� � ὶ Ỉ・ᇦ  ��ᑐ・

ゎ・⌮ 㜵 ព ㆑⅏ � 㧗  ����ᥭ ᅗ

ಒ ᙲ

 ᖺ �㏆ Ẽ ��ኚ◌ೃ ◌ື ・ ・ 㞵⅏ ᐖ � 㢖 � � � � ὶⓎ・ ㋃ ᇦ Ỉ ᑐ・ ⟇  ���  � ・

� ⏣ �ࢲ �� � 㸦㈓ ␃ ・ ⬟ 㸧 ᗈ� ᇦ  �◌ྀྲ
ⓗ ⤌ �ᣑ ・ ᅗ � �� ◌ື� �・ ▱ ά ・ 㐍

・ 㞵䛻䜘䜛・ ・ 䝢䞊䜽・ 䛾

Ỉ・ ㊰䛾 Ỉ ἣ⁄ ≧

㻾㻢㻚㻣� ・ 㞵䛻䛚䛡䜛
䝫䞁䝥 Ỉ ἣሙ ෙ◌ ≧

䡞⏣ 䜣䜌䝎䝮䡟䜢ᐇ ・ 䛧䛶䛔䜛・ ⏣ 䛾・ ・ 䜲䝯䞊䝆

૧ ᄢ

◌◌ྔྔ
ธ ᄜ

ဂ
ኜ

Ⴭ ෯ ・・

Ⴭ ෯ ・・     
  ፘჍ ෯ ・・
ฑ ・・       

ဂ               ՛   

㻡㻝



䠄䠍䠌䠅� � 䝜䝭䜽䝇・ 㐍ㄢ

Ƃ ƃਘ ಅΪ ・ і ・・ � ݣ ◌�ሊծ◌ો ಅ҄ ʙ

ண 㢠㸦⟬ ◌ึᙜ 㸧㸸
༓

・
ಒ ᙲ

Ꮡ ᛢ �・ ・ Ἃ ỿ Ὂ ἲಅʙಅ  ܾ◌ʙ ϋ

ᴗ �・ 㛫㸸 ᡂᖹ ᖺ ᗘ 㹼

 ᴗ� ᚑ ・ ⪅ �  ��� �� � ᴗ� ᴗ◌ྥ ◌ୖ యᐃ� �╔ ⋡ ・ ⤒ �Ⴀ ၿ ⤒ �Ⴀ ຊ ᙉ ・ 足  � �

◌ാປ ⎔ � �ቃ ၿ ᅗ �◌ྀྲ
⤌ ���・ ・

ẟ Ừ Ặբ ӳ έ

ᢸ ᙜ ㄢ㸸� � ���ࢫ ・ 㐍ㄢ

� � ᢸ・ ⏬ ᙜ
 㟁 ヰ㸸

 �� �⫼
ෆ � ┴ ᴗ� � ᴗ ◌�  �ᑵ� �・ つ ⪅

 �� �◌ྥቑ ഴຍᖺ ᖺ ᗘ㏆ ・  5 + 㹼

ᖺ ᖹ� �㛫 ᆒ  ◌� �ே◌� + 㹼

�ᖺ ᗘ ・ ⣙ ቑಸ ຍ

ᴗ� ᑵ ᴗ ༨
・⪅ �� ṓ ௨ ◌ୗ � ⱝ

�・⪅  �◌ྜ ᖺ�┤㏆ 㛫 ◌� 㸣

�� ◌� ◌ୖ・ 㸣 �

◌� � ◌୍  �� ᴗᑵ �つ 㞳⪅  �⋡ ・⫋
ᴗ ᖹ⏘ ・ ・ ・ᆒ  �Ỉ ‽㧗

 � �ㄢ㢟

 �ᚋ ・ ῶ  � ᴗ◌ཱྀே◌ కᑡ �・ ・ ・⏘
◌� �ே◌ த � �➇ ・ ・ 㧗㱋 ��・ ㏥

�⫋ ⪅  � ��� �� �ቑ ຍ ປぢ㎸
ቃ◌ാ ⎔ ��  �ၿ ဨ �⌧⫋ �ᐃ ╔ ⋡

 ��� � �◌ྥ ◌ୖ ᚲ・ せ
 ・㞠 ⟶ � ၿ�⌮ � ᴗ ◌ྜ�・ ・ ・⌮

�� ᴗ� ᴗ◌ྛ Ⴀయ �・ ⤒ �◌ྥ ◌ୖຊ

 ��� � � ᚲ・ せ

㸯 ᴗ� ᴗ య・ ⤒ ࣮ࢺ �ࢧ ᴗ � �  �Ⴀ ・ つ

ᴗ య ・ ・ �ᒣ ᙧ ┴㸸 ᴗ � ാ◌ࢭࢱ࣮ࣥ ಖປ ຊ ☜ ・

ປᑐ 㸸㇟ ἲ ◌�☜ ・ ᇶ  � ᴗᐃ ・ㄆ ・

㸯 ᴗ� ᴗ య・ ⤒ Ⴀ ಟຊ ᙉ ・ ◊ ・

ᴗ� ᴗ �Ⴀ ၿయ �・ ⤒  ◌࣭ Ⴀ ຊ⤒
 ��◌ྥ

ಟ ಶ ◌ูᙉ ・ ・ ◊ ・ ・ ┦ ・ ・

ദ� 㛤

㸰 ᴗ� ᴗ య �・ ⤒ ◌ ◌࣭� ◌� ὴႠ ே◌デ 㐵� ・

◌�Ⴀ デ ・⤒ � Ⴀ�ࢧ ⤒ ࣮◌ࢺ ◌� ዎே◌ ᐃ �� 㑅 ⣙ ⥾ ⤖
� ◌�� � ・

㸱
࿌

ሗ �・ ・ ・ 㛤ദ

� �  �� ᴗ ࣮�ࣟ�⏝ య �・ ά ・

�� � ཬ ࿌
ሗ◌ື�・ ・ ά ・ ・ ・

ദ� 㛤

Ⴘಅʙ ・

 ◌࣭ � ⏝㞠 ��⟶⌮  �  � ᴗཬ ◌ྜၿ � �・ ⌮
 ��� ᴗ� ᴗ Ⴀయ ຊ ᙉ�・ ・ ・ ⤒ ・

 ◌࣭ ᴗ� ᐃᚑ �・ ⪅
◌ྥ ◌ୖ╔ ⋡

ᴗ� � ᴗᑵ� つ ⪅ ◌� 㸦⣼ ィ 㸧
㹐㸴㸦┤㏆㸸㹐㸱㹼㹐㸴㸧 ே◌ э 㹐㸯㸮㸦 ᶆ┠ 㸸㹐㸵㹼㹐㸯㸮㸧 ே◌

㸰 ◌ാປ Ᏻ ・ 門 ⏕ ⥲
◌ྜ ᑐ ⟇

ᴗ య ・ ・ ᴗ ࣭�㸸 �� 〇㐀ᴗ Ṇ◌ാປ ᐖ 㜵⅏ �༠ ᒣ ᙧ・ ┴ 㒊

 � ᴗ� ቃ◌ാປᏳ ・ ⎔  ◌��� ࢺࣥࢫࢡ��ࣜ  ྥ◌�ࢭࢫ
・ ・ ㅮ

�・ 㛤⩦  � ◌ၨദ ᣦ ᑟ ��・ Ⓨ

♫ 㛗/
◌ྲྀ ᙺ⥾

� � ◌ྜ
䠄 㛗䠅⤌

◌� ဨᙺ ・䠄 䠅⟶ ⌮

ᢸ ᙜ ⤌ ⧊
・ 䠅

ே◌◌ົ ・䞉 䠄 䠅㒊㛛⥲
◌� � � ഛ䞉 㒊㛛

�䞉 㒊㛛⏘
・䞉 㒊㛛㈍

� Ԛ ᶞ ᶘ ᶚ ᶻ �෭˚   ・ʼ

・˚

Ḁ� ・・

 � 

ͤ ᴗ య・ 䛸 Ⴀ 䝃䝫⤒ 䞊䝖

◌�ே◌ 䛸 ᴗ ጤ ዎ◌ົ ク䛾 ⣙
䛻ಀ 䜛 እ ᑐ䛿⿵ ㇟㈝⤒

ͤ እ ᑐ⿵ ㇟

᷅᷅ḍḍ ḖḖ�� ��
ԊԊ ᴅᴅԵਉ・・

Ღ   ・・
ೌ◌Ღࢠࢠ ॾ   

 న  
৺ࢠࢠ

Step
01

Step
02

Step
03

Step
04

Step
05

ḐḐ�� �� ・・
᷅᷅ ����

1 ᴗ� ᴗ Ⴀయ・ 䝃䝫⤒ 䞊䝖・ ・

㻡㻞



Ƃ ƃ Ʒ ◌� ዒݼ�  ዓ ዯ ಅ แ ͳ ˄ ◌�ዅ ಅ・ʙ

ண 㢠㸦⟬ ◌ึᙜ 㸧㸸
༓

・
ಒ ᙲ

Ꮡ ᛢ �・ ・ Ἃ ỿ Ὂ ἲಅʙಅ  ܾ◌ʙ ϋ

ᴗ �・ 㛫 ᡂᖹ㸸 ᖺ ᗘ 㹼

 ᴗ� �ෆ ศ�┴ 㔝  ࣭ ᴗ  � ��� �◌ྥᑵ ᐃ ᑓ�・ ╔ ・ ・ ㎰ 㛛⫋ ᴗ� �Ꮫ・ ⤒ Ⴀ Ꮫ ⛉ Ꮫ ⏕ ➼

�ᑵ Ꮫ�・ ・

ẟ Ừ Ặբ ӳ έ

ᢸ ᙜ ㄢ㸸� � ���ࢫ ・ 㐍ㄢ

� � ᢸ・ ⏬ ᙜ
 㟁 ヰ㸸

 �� �⫼
� ・ ㎰� ᑓ 㛛 ・⫋ ᴗ� �Ꮫ ⤒ Ⴀ Ꮫ ⛉
 �௧ ・ 㸴 �ᖺ 㸲 ・ 㛤  � � ᴗ� � �Ꮫ

 �� � �እෆᏛ Ꮫ�┴ ・ ⏕  �ᑵ Ꮫ

 � �ㄢ㢟

� � ┴ ᴗ� � ・ 㛵  �� � � � ᴗ ᒎ・

�㛤  �◌ಁ 㐍  ◌�� � �� � � ��・ ㈨

�  ���  � ࢫ� �ࢪ � �⏝ �※ ά ❧

 ࣭�  ࣮ � � ྥ◌ࢢࢣࢸ�
◌ୖ ᣑ ・ ・ ・ ・

�Ⴀ ⤒ � �ศ ・ ⤒  �Ⴀ ・ 㛵 �▱ ㆑ �

 �� ◌� � ᴗ ࣭ே◌ ෆ ᑵ ᐃ㌟・ ・ ┴ ・ ╔

 � � ᴗ� � ศ 㔝 ◌� ᵝ ࢫ�  �ࢪ � �ከ

 �ᒎ 㛤  ◌�� � � � ᚲ・ せ

ෆ � ┴ ᴗ� � ศ 㔝  ࣭ ᴗᑵ ᐃ�・ ╔ ・

 � �� �◌ྥ ᑓ・ ㎰ 㛛 Ꮫ・⫋ ᴗ� � ⤒
Ⴀ Ꮫ ⛉ Ꮫ�➼ ⏕  �  �� ಟᏳ Ꮫ ᑓᚰ ᛕ・

 ◌��� �  �ᚲ・ せ

㸯  ��� �� ᴗ ḟ� � ◌� ᡂୡ ௦ ே◌ ⫱ �  �・ 㔠

ᑐ ㇟ 㸸� � ᑓ・ ㎰ 㛛 Ꮫ・⫋ ᴗ� � Ⴀ⤒ Ꮫ ⛉
Ꮫ� ⏕  ◌� � ᴗ� �ෆ ศ�┴ 㔝 ᑵ�・

ᴗ � �  ��ᕼ ⪅
ͤ ᴗ  �༞

௳ ᚋせ 㸸  �௨ ◌ୖᖺ㸴 ᴗ� �ෆ �┴ ・

◌ྲྀ
⤌ � ᴗ ᴗ  �� �య ᑵ・ ➼・ ・

 ・⤥ � 㛫㸸◌� ・ 㸲ᖺ 㛫㸦㸯㹼 ḟᖺ㸲 㸧

 ・ 㔠⤥
༓

㢠㸸 ᖺ・ 㸭 㸦㸲ᖺ 㢠⥲
༓

・ 㸧

㸰 � ⥳ � 㟷 ᴗ ഛᖺ ᑵ ‽ ・⤥ �㔠 㸦ᅜ ᗜ 㸧

ᑐ ㇟ 㸸 � ◌ ᴗ� � ႠᏛ㎰ ・ ⤒ Ꮫ ⛉ Ꮫ� ⏕  ◌� �

ᴗ� ศ 㔝 ᴗ � �  ��ᑵ ᕼ�・ ⪅
ͤ ᴗ  �༞

௳ ᚋせ 㸸 ・⤥ � �㛫 ಸ 㸦 ◌� ప ᖺ㸰 㸧

 � ᴗ� ᴗ ᴗ  �� �௨ ◌ୖ య ᑵ・ ➼・ ・

 ・ 㔠⤥ 㢠㸸
༓ ᖺ・ 㸭 㸦◌� ᖺ・ 㸰 㛫㸧

Ⴘಅʙ ・

ᴗ� � ᴗᑵ� つ ⪅ ◌� 㸦⣼ ィ 㸧
㹐㸴㸦┤㏆㸸㹐㸱㹼㹐㸴㸧 ே◌ э 㹐㸯㸮㸦 ᶆ┠ 㸸㹐㸵㹼㹐㸯㸮㸧 ே◌

┴
ෆ
ᑵ
・
�

ᕼ
�

�

�

Ꮫ
⏕

ᒣ
ᙧ
┴

ͤ  �ᡭ ⥆  � ◌� ᑓ�・ 㛛 ・⫋ Ꮫ ⤒ ⏤

ղ ㄳ⏦

 ◌࣭ ே◌ᗘ㧗 ◌� ᴗ �ෆ ᑵ ᐃ� �┴ ・ ╔

 ◌࣭ ᴗ� �ෆ ศ┴ 㔝  ◌� � � � ᴗ ᒎ� ・ 㛤
◌ಁ� 㐍

ձ ເ 㞟

Ỵճ ᐃ � ⤥ ・

 ��� �� ᴗ ḟ� � ◌�ୡ ௦ ே◌ ⫱ �  �ᡂ ・ 㔠
◌ྜ

ሙ�

㻡㻟

Ƃ ƃ Ǉ ƕ ƨ Ȏ ȟ ǯ ◌�֨ዒ ዓ ዮჄ◌ౕ ൟ ਖ਼ ಅǍ ・ ǹ Ӌ ь ʙ

ண 㢠㸦⟬ ◌ึᙜ 㸧㸸
༓

・
ಒ ᙲ

Ꮡ ᛢ �・ ・ Ἃ ỿ Ὂ ἲಅʙಅ  ܾ◌ʙ ϋ

ᴗ �・ 㛫 ᡂᖹ㸸 ᖺ ᗘ 㹼

 Ẹ┴ ⥲  ��ཧ ◌ྥຍ ព・ ㆑㔊  �� � ཬᡂ ሗ ◌ၨಙ��� ・ Ⓨ Ⓨ➼
  �� � ࢫ �ࢧ࣮ ⏘ ᴗ  �  ���◌ྥฟ� ・ ・ ・ ➼
 ┴⏘ ��  ���� � � ⏝�ࢻ�� �� ᣑ�・ ・ ・ 㐠  �◌ື � ・ 㐍

ẟ Ừ Ặբ ӳ έ

ᢸ ᙜ ㄢ㸸� � ���ࢫ ・ 㐍ㄢ

� � ࣭� � ᦠᕤ・ 㐃 ᢸ ᙜ
 㟁 ヰ㸸

� ⫼ � �

� � �  �� �⏝㈨※ ά ⥳ �・ ⎔
� �ࢫࢸ� ᵓ� ⠏ �� � ᴗ�・

�・ ⯆  � � 㛵㐃 ᴗ ࣭ 㞠⏘ ⏝ ฟ・

�・ ⤒ ῭ � � ⏕ �  � �ฟ ᆅ ᇦ

 ������ �� � �ᛶά ・ ・

���ࢫ ◌ྲྀ� ⤌ �� ᒎ 㛤

� ㄢ㢟�

�� �  �� � ���ࢫ ຍ� ・㏿

 � � Ẹ◌ྥ
・ ┴ ⥲

ཧ ຍ ព� 㔊㆑ ᡂ

� Ẹ � �� �  �� ᶵឤ┴ ㌟㏆・

 �� � �ቑ・ ・ ✵㛫 �� �◌ྵ
㈨

�  �⏝ � ᚲ※ ά せ

㸯  ��� �� � � � ���ࢫ � ཬ ◌ၨ� Ⓨ➼

◌࣭�� �� � � ���ࢫ Ẹ┴ ・ ㆟ ദ� 㛤

 ◌࣭ බ ᘧ ➼㹑㹌㹑 �  ��⏝ ሗ ಙά ・ Ⓨ

� ࢺ࣭◌  �� � ཬ ◌ၨ・ ・ ・➼・ Ⓨ

㸰 � � ࢫ �ࢧ࣮ ⏘ ᴗ  ���◌ྥฟ�・ ・ ・ ➼

 ◌࣭ � � �✵ ά㛫  ��⏝ ගほ ➼

ࢶ
ࣥ

ࢸ
ࣥ
ࢥ ◌� �ഛ �・ ・

ࢶ
ࣝ
ࢹ

ࣔ
◌࣭ �� ・ ・ ➼・ ・

㸱  � �ࢻ�� �� 㐠◌ື �・ 㐍

 ◌࣭ � ᒎ �♧ 㧗 �Ẹ ・㛫 タ ・

 ࣔ◌ ◌� � � 
ࣝ
ࢹ  ��ᐇⓗ・ ・

┴⏘ ◌� �  ��⏝ ෆ �ά ・ ➼

� ��㉁・ ・ ・

㸰 � � ࢫ �ࢧ࣮ ⏘ ᴗ  ���◌ྥ
ฟ�・ ・ ・

Ⴘಅʙ ・

 ◌࣭ � � �  ��◌ྀྲ⏝㈨※ ά ⤌ �� ◌�௳�・ ・ 㸦⣼ ィ 㸧
㹐㸴㸦┤㏆㸸

༢ ᖺ 㸧 㸰௳ э 㹐 㸦 ᶆ┠ 㸸㹐㸵㹼㹐 㸧 㸶௳

┴

� � �✵㛫  ��  �⏝ ᗣά ・

 ��ගほ ⫱ ᵝ  �ከ ศ�➼ 㔝

య� 㦂 ᴗ �・ 足  � ෆ �┴

ἲ ே◌� యᅋ

බ ເ

Ỵ  ᐃ � ⿵ 㸦  ⿵ ◌ୖ 㝈
༓ ཪ ༓

�・ ・ 㸧

㸱  � �ࢻ�� �� 㐠◌ື �・ 㐍㸦 
ࣝ
ࣔࢹ ᴗ・ 㸧

� � ࢫ �ࢧ࣮ ᴗ �⏘ �� � ◌�ฟ ᒣ � ᛶ・ ・ ά ・

 ���� ಀ・ 㛵  �� � �◌ཱྀ
ே◌ ฟ  ᣑ�・ ・ 㞠・

ᶵධ ಖ�・ ・ ・ ☜

ἲ ே◌� య┴ ᅋ

බ ເ

Ỵ  ᐃ � ⿵  㸦⿵ ◌ୖ 㝈
༓

・ 㸧

 � Ẹ  � �� �  � ⏝ከ  ᒎ� �┴ ・ ♧ 㧗 ・ ・㛫 タ

� �� �ෆ� ・ ㉁・ ➼・ ┴ ⏘ �� �  �ឤ㌟㏆・

�ƫ  �� �� ◌�� � �ቑ ᐇ� � �・ ・  ⁄ ⌧

� � ࢶ ᒣ・ ・ 㔠 ⏫

�ෆ ・ ㉁・

㻡㻠



Ƃ ƃ Ǉ ƕ ƨ Ȏ ȟ ǯ ◌�֨ဇਘ ◌ౕ ங ਖ਼ ಅΪ Ǎ ・ ǹ ・М ʙ

ண 㢠㸦⟬ ◌ึᙜ 㸧㸸
༓

・
ಒ ᙲ

Ꮡ ᛢ �・ ・ Ἃ ỿ Ὂ ἲಅʙಅ  ܾ◌ʙ ϋ

ᴗ �・ 㛫㸸௧ ・ 㸱ᖺ ᗘ 㹼

 ᘓ ⠏  � ��≀ ・ ┴ ⏘ �� ᾘ� ㈝  � ��◌ྥᣑ ・ ・ ┴⏘ ㄆ ◌� � �� � ⏝ド ・ ⠏ Ẹఫ Ꮿ � 㛫
��・ タ ・ ・

 ┴⏘ ��  �ὶ  ���ࣛ �ࢧ � 
ࣥ

◌࣮ �ࢳ ᵓᏳ ᐃ� ⓗ ㏻・ ・ ⠏ ��・ ・
 � 㐀 ᘓタ ィ ・ ⠏ ��・ 㟂⤥ �࣮ࢺࢥ࣮ࢹ ᶵ�・ ⬟ ᵓ� ⠏ ��・ ・

ẟ Ừ Ặբ ӳ έ

ᢸ ᙜ ㄢ㸸� � ���ࢫ ・ 㐍ㄢ

� ⏘ ・ ⯆ ᢸ ᙜ
 㟁 ヰ㸸

Ⴘಅʙ ・

� ⫼ � �

 ఫ Ꮿ ㈨ ◌� ౯ �・ 㧗㦐  �ᙳ➼ 㡪 � �� タ

◌� �ҝఫ పᏯ ᕤ╔ ㏞
� ・ ┴  � ◌�  �� � ᶍရ౯Ᏻ ᢲ ᑠ〇 ・ つ

◌�  �ሙᕤ〇 ㏥飛
ෆ � ┴ Ẹ ・ タ㛫 �� 㐀  �⋡ ・㸣 �␃
� � ┴ ⏘ �� ⏝�・ 㔞 �ప ㏞  � � ��

 �� � �௧ ᖺ ᗘ・ 㸳 �Ẹ ・ タ㛫 �୰ ・

ᶍ ᘓつ ⠏ ��≀ 㐀 �◌ྲྀ
・ ・ ⤌ �ᘓ ⠏ ኈ

 � ���� �� �・ タ ィ ・ ・㐀 ࢫ

� ࢱ࣮ 㸦㹐㸳㹼㹐㸵 ணᐃ ᐃㄆ ⪅ ◌�

�◌ྡ
㸧 㣴ᡂ

� ㄢ㢟�

� ఫ Ꮿ⠏ Ẹཬ
� ・㛫 ពᘓ�タ ⠏ ḧ ◌ႏ ㉳

ᑠ ᶍ ◌�  � �ሙᕤ ᘓつ 〇 ⠏ � �ཎ
⏝ Ᏻ ᐃ

 � � �ᡭධ ◌ົᕤ ᗑ �ⓗ・ ➼・ 㟂 ᑐせ・

 �� ◌�  �య ഛไᛂ � ᚲ せ

 � �� �� � タ ィ㐀 �� ࢫࢱ࣮� ・・

� ᶍ �୰ ᘓ・ つ 㐀 ⠏ �≀ タ ィ 㟂せ㛤ᣅ

ཬ
�・ ・ ・ タ ィ ・⪅  �ᕤ・ ⪅ � 㐀・ ・

� �◌ྲྀ
㉁・ ・ ⤌ � 㝿 ��┴ ⏘ ◌� ရ〇 ・

�ሗ ඹ

㸯 ┴⏘ ㄆ ◌�  ��� �� � � � ཬ 
⏝ ◌ಁ�ド ・ 㐍・ ・

┴⏘ �� � ᇶ ◌್‽ ͤ  ���⏝௨ ◌ୖ ・ ⠏
ཬ

ఫ Ꮿ� �

・ ・㛫  ���ᑐ� �タ ・ ・ ・ ・

ͤ ◌੍ᘏ ᗋ・ ✚㠃  ੑ◌੍
 �  �ఫ ◌ୖᏯ 㝈

༓
・

 �Ẹ 㛫  �◌ୖ・ タ 㝈
༓

・

ͤ Ẹ ・ タ㛫  ��� �� �� タ ィ ・ ・㐀 � ࢫࢱ࣮ �

 �� ◌ྜ༓
ሙ ຍタ ィ ・ ⟬

㸯 ┴⏘ ㄆ ◌�  ��� �� � � � ཬ 
⏝ ◌ಁ�ド ・

㐍・ ・

ᘓ┴ ・⠏

 ◌࣭ � � � ◌�๓ᒇ ᕤ �・ ・ ・ ・ ⏦ ㄳ � ᥦ ฟ�

 ◌࣭ ⌧ ☜ㄆᆅ � Ỵᐇ ᐃᚋ・ ・ ・ ・

 ◌࣭ Ẹ 㛫 ��・ タ 㐀・ ⋡ 㹐㸴㸦⌧ ≧㸧 㸣 э 㹐 㸦 ᶆ┠ 㸧 㸣

 ⿵

㸰 ┴⏘ �� ࣛ  �ࢧ
ࣥ

◌࣮ �ࢳ ᵓ・ ⠏ � ᴗ・ ・

 ⿵

㸰 ┴⏘ �� ࣛ  �ࢧ
ࣥ

◌࣮ �ࢳ ᵓ・ ⠏ � ᴗ・ ・

◌�⣲ ⏕ ᴗ �・⏘ ⪅ ◌� ࢺ�  ࣞ���  �ሙ ሙ ෆᕤ ᕤ〇 ┴

 �ᦠ◌ົᕤ ᗑ 㐃  ��┴⏘ �� �  �౪Ᏻ ᐃ ⓗ・ ⤥ �・ ⤌
� ◌���  �� �ᑐ・ ・ ┴ Ẹ య㛫ᅋ

◌�⣲ ⏕ ⏘
・ ・ 䚸⪅

◌� ሙᕤ〇

 ⿵

◌� ሙᕤ〇◌�⣲ ⏕ ⏘
・ ・ ⪅

䝥䝺䜹䝑䝖
ሙᕤ

◌ົᕤ ᗑ

�ཎ
⏝ᘓ 䛾⠏

◌ู ศ・㑅 䞉 䛡
◌�〇

ຍ ᕤ ・䞉 ⇱
��⏝ᘓ ⠏

ຍ ᕤ
ఫ Ꮿ ᘓ ⠏

�ཎ
⏝ᘓ ⠏

䜢 ౪Ᏻ ᐃ ⤥
◌�⏝ᘓ 〇⠏

䜢 ౪Ᏻ ᐃ ⤥
��⏝ᘓ ⠏

䜢 ౪Ᏻ ᐃ ⤥

㸱 �� �� ᘓ ⠏ � � ࣥࢪ �ࢻࢳ � ᴗ � �  �・ つ

 ��� �� � タ㐀 � ࢫࢱ࣮ �ᘓ � �ィ ・ ・ ・ タ ・ ♫

ࢢ
ࣥ
�ࢳ �・ ⤌ ・ ⠏

ཬ
�┴ ⏘ ◌� ရ �〇 㑅 ౪ᐃ � ・⤥

ሗ � ㄪ㐩 ◌��➼ ㄪ � ᥦሗ ౪・ ➼

㸱 �� �� ᘓ ⠏ � � ࣥࢪ �ࢻࢳ � ᴗ・

Ẹ య┴ 㛫ᅋ

ጤ ク

 ⿵ ௳せ 㸸 ◌� ・⣲ ⏕ ⏘ ᴗ �⪅ ◌�  �ሙ ◌ົᕤ ᕤ ᗑ〇

�� ༠
౪Ᏻ ᐃ・ ⤥ ᐃ � ⥾ ⤖

㻡㻡

Ƃ ƃ ᡯዒ ዓ ϐ ◌�֨ਖ਼ ಅ・ ʙ

ண 㢠㸦⟬ ◌ึᙜ 㸧㸸
༓

・
ಒ ᙲ

Ꮡ ᛢ �・ ・ Ἃ ỿ Ὂ ἲಅʙಅ  ܾ◌ʙ ϋ

ᴗ �・ 㛫 ᡂᖹ㸸 ᖺ ᗘ 㹼

 � � �  �� ᶵබ� ┈ ⓗ ⬟ ᣢ� ⥆  � � � �ⓗ Ⓨ・ ・ ㈨※ ・ ⎔  � ��◌ྥ⏝・ ・ ・ 㐀� ⤒ ㈝

� ཬ� �・ ・ 㐀� ・ 㐍 � �య ౪ไ ᐃ ⱑ≉ ⤥ ◌�య ഛไ �

ẟ Ừ Ặբ ӳ έ

ᢸ ᙜ ㄢ㸸� � ���ࢫ ・ 㐍ㄢ

◌� � � �ഛ� ・ ・㐀 㐍ᢸ ᙜ
 㟁 ヰ㸸

� ⫼ � �

� �⏝ ・  � � � �  ��  �ቑே◌ ୰ᕤ㏄ ・

ᡂ・ 㞟ᆺ ◌� �� ሙᕤࢫ� ㉁ ・ ・ ・ Ⓨ㟁

 ��� � ��◌ാ�・ タ ✌ ・ ・ 㟂 ቑ�せ
ఆ・ ・ ・ ✚㠃  � ���ቑ ຍ� ぢ㎸

�  ᆅ ⌫ �・ 㹑㹂㹅㹱 � ᚰ・ 㛵 �� 㧗

�  � �� � �  �� ᶵక බ�・ ┈ ⓗ Ⓨ ⬟
�  �ቑ� ᚅ・ ・ ・

� ㄢ㢟�

� � � �  �� ᶵබ ┈ ⓗ ⬟ ᣢ� ⥆ ⓗⓎ・

� � �・ ㈨※ ・ ・⎔  �� � ྾
⏝ ᑐ・ ※

 �・ ㈨⟇ � � �・ 㐀 ・ 㐍

� � �ә ➼⪅  �� �ᑐ �・ ・ 㐀 � ཬ ◌ၨ
࣭� �  � ᴗఆไ ᗘ �・ ・ ▱ ・ ・ ・⪅ 㐀

� ᴗ・ ⪅ �㛫 ᦠ㐃 ᙉ ・

 ᡂ  ��㛗  � �ᑡ ⰼ ⢊  ◌� ◌� � �◌ඃ ⱑ㉁・

� ቑ� ⏘ ◌�య ഛไ �

㸯 ・ 㐀� �・ 㐍

ձ ・ 㐀� ⤒ ��㈝ ・

 ◌࣭ ᗜᅜ  ⿵  �◌ୖᔞ�・ 㸦 ➼㸧

 ◌࣭ ᶍ �ᑠ つ ・ ・㐀 � ᡂ௦  ᐃ� ⱑ 㸦 㢠㸧

ղ ・ 㐀� య・ 㐍 ◌� ഛไ �

 ◌࣭ ・ 㐀� ຍ ᑐ・㏿ �・ ◊㆟⟇ ಟ ദ�・ 㛤

 ◌࣭ ᴗఆ ・ ・ ・⪅ 㐀� ᴗ・ ⪅ ᦠ�➼ 㐃 ◌�� �� ┦ ・

◌ཱྀ
�❆ タ ⨨

㸰 �ᐃ ⱑ≉ ͤ � ⏕ ⏘ ◌� � � యࢭࢱ࣮ࣥ ഛ ಟไ � ◊ ✲◊

 ◌࣭ ẕ ᶞ ရᐃ �≉ ✀  � �Ⓨ ぶ㛤 ᡂ� ⫱
 
ࣗ
ࢽࢳ ◌࣭� ・ ・ ✀ ᅬ � ⟶⌮
 ◌࣭ � �࣭ᐃ ᒎⱑ �≉ ♧ ヨ 㦂ᆅ㐀ᡂ

Ⴘಅʙ ・

 ◌࣭ ・ 㐀� ⋡ 㹐㸴㸦┤㏆㸧 㸣 э 㹐 㸦 ᶆ┠ 㸧 㸣

 ◌࣭ ・ 㐀� 㠃✚ 㹐㸴㸦┤㏆㸧 KD э 㹐 㸦 ᶆ┠ 㸧 KD

┴
� ᶵ ᵓᒣ ᙧ ┴・ ・㐀 㐍

� � ◌ྜ
䞉⤌ ᴗ� ᴗ య・ ➼

 ◌࣭ ᴗఆ ・・ ⪅ � ᴗ・ ・㐀 ⪅ �➼

◌��ᦠ �㐃
ཬ ◌ཱྀ�┦ ・❆ タ ⨨

ព┦ ・ ぢ䞉

ጤ ク

䠍䐟 ・ 㐀� ⤒ ㈝ � ・ 䠄・ 㐀� ⤒ ㈝ 䠂� ・ 䛾� ⤌ 䜏䠅

䐠 ・ 㐀� ・ 㐍య ไ 䛾◌� ഛ

ͤ �ᐃ ⱑ≉ 㸸

�  �ᡂ◌ึ � 㛗 � � ಸ ௨ ◌ୖ
ⰼ 㔞⢊  �  ��௨ ◌ୗᑡ

◌� �� ẕ ᶞ◌ඃ ᐃ Ꮚ�㉁➼・ ≉ ✀
�・ ⏕ ⏘  ��� �ⱑ

◌� � ᗇ㈨ 䠖䠄 㔝 䠅

� � ᴗ・

� ᴗ・ ・

◌ୖᔞ┴䛾
䛢� ・

┴㈝ 䠍 䠂

䠄◌୍ ・ ㈈ ※䠅

⥳ ⎔ ቃ ⛯ 䠂

䠄┴⛯ 䠅

䠇

┴㈝

䠄◌୍ ・ ㈈ ※䠅

 ◌࣭ � ຍ・㐀 ㏿ ᑐ �・ ・㆟⟇ ദ㛤

㻡㻢



Ƃ ƃ ዒޛ �◌ ዓ ಅ・ ʙ

ண 㢠㸦⟬ ◌ึᙜ 㸧㸸
༓

・
ಒ ᙲ

Ꮡ ᛢ �・ ・ ಅ ௐʙ јಅ  ܾ◌ʙ ϋ

ᴗ �・ 㛫 ᡂᖹ㸸 ᖺ ᗘ 㹼

 ᅵ ��ᔂ◁ ᆅ  �� ᒣ� ・ ➼ ᆅ ⅏ � Ẹᐖ �・ ┴ ⏕ ・ ・ ㈈ ⏘ �  � �� �  �ಖ ᣢ�・ ᅵ ◁ ⅏
ᐖ 㜵Ṇ �Ỉ ᾰ※ 㣴・ ⬟ ᶵබ�➼ ┈ ⓗ ⬟ � 㧗  ��� ��ᗘ �・ Ⓨ・ ・ 㛫ᕤ ᒣ� ⭡ ᕤ �➼
ಖ �・ ・ タ タ ⨨ � 㛗ᑑ ᑐ・ ・ ⟇

ཬ ᐖ�・ ・ 龠 � �ᐖ �➼ ・ ⏕

ẟ Ừ Ặբ ӳ έ

ᢸ ᙜ ㄢ㸸� � ���� ・ 㐍ㄢ

� � ಖ ᢸ ᙜ・
 㟁 ヰ㸸

� ⫼ � �

 ே◌  �ᐙ �➼ せ㔜  � ��ಖ ᑐ・ ㇟  �ᒣ ᆅ

ᐖ⅏
༴

� 㝤  � �� �� ә�� ⟠ �ᒣ ᆅ

ᐖ⅏
༴

㝤  �༊
・ᆅ  ◌� ᣦ ᐃ 㸦 ә⟠ 㸧

 ・  �・⏒ �↛⮬ ᐖ⅏ ・ ・ ᇦ  ◌�య・ ◁ᅵ

ᐖ⅏  ◌࣭ Ỉ � ῶ  �� �� ὶᐖ �㍍ ᇦ ・ ・

ᑐ� ᛂ・

ᾏෆᗉ ᓊ �  � ��ࢶ� � �・ 龠 ᐖ ᣑ ・

� ⪁  �ᶵ・ ⬟  �  ��  �ప ◌ୗ ᒣ・ ・ タ ➼

Ꮡ ᅾ

� ㄢ㢟�

 ༴
㝤  �ᗘ ᒣ�㧗 ᆅ ⅏

༴ᐖ 㝤
༊

ᆅ  ◌�� 㔜

 � ᴗᒣ �Ⅼⓗ ・ ・ ・ 㐍

 ௧ ・ 㸴 �ᖺ 㸵 ・ 㞵⅏ �Ἑ ὶ◌ୖᐖ ᕝ ᇦ ・

・ ⨨  �� � � � ᒣ ᐖ・ ᆅ ⅏ ә⟠  ◌�� ・

ᴗᒣ �・ ・ 㐍

 �ᣑ ・ � ᐖ・ ・ 龠 � � �ᐖ ᒣ ⅆ ・ ㊧ᆅ

 ◌� ◌� � � ᴗഛ� �・ ・ 㐍

� ⪁  �ᶵ・ ⬟  ��ప ◌ୗ ᒣ� �・ ・ タ ➼

ᑑ ・㛗 ᑐ�・ ⟇

�ࢲ �ᒣ ᕤ�・ ➼ ・ 㛫 ᅵ ᕤ ➼␃  ��ᒣ ᕤ� ⭡ ◌� ㄪ

◌� ◌� � � �� �ఆ� ◌᳜ ഛ ಖ� �・ ➼ ・  ┴ ・ᅵ ・ ・

ᾰ※ 㣴・ ⬟ � �  � ᶵබᣢ� �➼ ┈ ⓗ ⬟ ᗘ� 㧗 Ⓨ・

 ���� ᅗ

Ⴘಅʙ ・

 ◌࣭ ᒣ ᑐ・ ⟇ ᐇ ・ ⟠ ◌�ә 㸦⣼ ィ 㸧
㹐㸴㸦┤㏆㸸㹐㸱㹼㹐㸴㸧 ⟠ ә э 㹐 㸦 ᶆ┠ 㸸㹐㸵㹼㹐 㸧 ⟠ ә

ᒣ ᆅ ⅏ �ᐖ ・ ◌� �ಖ ഛᏳ

㸯 ᒣ ᆅ ᒣ・ ⥲
◌ྜ ᑐ ⟇

 ◌࣭ � ᒣ・ ・ 㸦ㄪ �࣭ ᕤ ・ 㸧 ә㸲⟠
 ◌࣭ � ᆅ �Ṇ・ 㜵 ᑐ ⟇ 㸦ㄪ �࣭ ᕤ ・ 㸧㸰 ә⟠

㸰 ◌� �ಖ ഛᏳ

 ◌࣭ ᐖ・ ・ 龠 � �ᐖ 㸦 ᾏ � � �ෆᗉ ᓊ �㸧 ・ ⏕
㸦 ◌� � � ഛ 㸧㸱 ә⟠

 ◌࣭ ᶍ �・ つ ㊧㔝ⅆ ⅏ 㸦㧗ᆅ ␊ ⏫ � ��㸧 ・ ⏕
㸦 ◌� � � ഛ 㸧㸯 ә⟠

 ◌࣭ �ಖ ෆ᳜Ᏻ �・ ᆅ ಖ ⫱ 㸦 ◌� � � ഛ 㸧㸱 ә⟠
㸱 ண 㜵 ᒣ・

 ◌࣭ ༴ᗫⲨ 㝤ᒣ ᔂ�ᆅ ቯ ண�➼ 㜵ᑐ ⟇
㸦ㄪ �࣭ ᕤ ・ 㸧 ә㸳⟠

㸲 ・ ⬟ ᙉ ・ ・ ⪁ � ᑐ・ ⟇
 ◌࣭ �⪁  �� ᒣ ᑑ�・ ・ ・ タ ・㛗 ᑐ・ ⟇

㸦ㄪ �࣭ ᕤ ・ 㸧 ә㸵⟠
㸳 ⅏ ᐖ 㛵㐃⥭ ᴗᛴ ・

 ◌࣭ ௧ ・ 㸶 � �ᖺ ᗘ ・ ・ Ⓨ⏕  �� ቯᒣ ᔂ⭡ ᆅ �➼

ᛴ⥭ ᑐ ⟇ � �ᐖ ・䛾龠 ⏕
ᕷ㓇䠄 䠅⏣

ᒣ ᕤ ᕤ・䛾⭡
㣤㇏ ⏫

㻡㻣

Ƃ ƃ �  ◌ެዒ ዓ ෙ◌ϋ ・ϐ ဃ ಅʙ

ண 㢠㸦⟬ ◌ึᙜ 㸧㸸
༓

・
㸦㹐㸵⿵・ 㸧㸸

༓
・

ಒ ᙲ

Ꮡ ᛢ �・ ・ Ἃ ỿ Ὂ ἲಅʙಅ  ܾ◌ʙ ϋ

ᴗ �・ 㛫㸸௧ ・ 㸵ᖺ ᗘ 㹼

 �  � �・ 龠 ��ᐖ ・ Ⲩ  �� ᾏ � � � ጼෆᗫ ᗉ ᓊ ・ ・ ・ ・ ⏕  � � ᆅ ᇦ Ẹ  �ఫ Ᏻ Ᏻ� ᚰ・

◌�� � � ・ ⏘ ᴗ � � �� � ᵝ  � �� ḟ  �༠ከ య ◌ാ ୡ ௦Ᏺ ᘬ�・ ・ ・ ⥅  ��  ◌���� ᐇ ㊶

ẟ Ừ Ặբ ӳ έ

ᢸ ᙜ ㄢ㸸� � ���� ・ 㐍ㄢ

� � ಖ ᢸ ᙜ・
 㟁 ヰ㸸

 � ᾏ �ෆᗉ ᓊ ・ ⏕ ࢡࢺ �ࣟࢪ � ・ ㆟ ௬ ⛠ �

 ◌࣭ ᾏ �ෆᗉ ᓊ �・ ⏕  ◌࣭ �ಖ ・ 㔪  �ᐃ� ・⟇

 �・ ⏕ �

ᒣ ・ ・ ・
>㹐㸵⿵ṇ ༓ ༓

◌ึ @ᙜ@ ・ > ・

 ◌࣭ �  � ��ಖ Ᏻ ・ 龠 � ࢶ
ࣟ

ᢠఆᐖ�ࢡ � ᛶ・ ・ ・

� � ・

� � ᴗ � ᴗ・ ・ ・

༓
◌ึ @ᙜ> ・

 ◌࣭ Ẹ � �  � ��・ 龠 � � � �ᐖ �・ 㐀 ᶞ �ⴥᗈ ・

� 㜵㝖�

� � ᐖ・ ・ ➼㜵 ・ ・㝖
>㹐㸵⿵ṇ ༓ ༓

◌ึ @ᙜ@ ・ > ・

 ◌࣭  �ᐖ龠  ࣜ � � � � �� ఆᑡ ・ ・ ・ ・ ・⸆ � ᕸ

 � ḟ・ 龠 ᐖ ᑐ ⟇ �

ᗫ Ⲩ � � ᛴ⥭ ◌� ᴗ �� �� ቃഛ ・ ⥳ ⎔ ⛯
༓

◌ึ @ᙜ> ・

 ◌࣭ �ே◌ බඹᐙ ・ タ ➼・ ・㞄  �� �ᐖ 龠  ◌� � �ಽ ➼

�� ༴ ә・ 㝤⟠ ఆ� ・

Ⴘಅʙ ・

 ◌࣭ � �ಽ ・ 龠 � �  �ᐖ ᘬ ㉳  �� ḟ・ 龠 ᾘ ��  �ᐖ Ᏻ�ゎ ・ ・ ⏕ ά ⎔ ቃ ಖ�☜

 ◌࣭ ・ ⏕ ィ ⏬ ᴗ ᣦ・ ・ 㔪・ ᇶ  ◌�� ィ ⏬  ��  ◌���  �ᐇ�ⓗ ・ ・

┴ � � ◌ྜ
➼⤌ጤ ク

㻡㻤

・ ・ 龠 ᐖ ᑐ ⟇

・ ⏕

㜵 㝖

┴

ᕷ ⏫ ⿵

ጤ ク � � ◌ྜ
➼⤌

Ⲩ � �ᗫ ⥭ ◌� ᴗഛᛴ ・
┴ 㸧

ᴗᒣ・ ・
ᅜ ┴

� � ᴗ � ᴗ・ ・ ・
ᅜ ᕷ┴ ⏫

┴

బ㐟 ⏫ ⿵

ጤ ク � � ◌ྜ
➼⤌ � � ᐖ・ ・ ➼㜵㝖・ ・

ᅜ ┴
ᅜ Ⴀ 㜵㝖ᅜ

� � ᐖ・ ・ ➼㜵㝖・ ・
ᅜ ┴ ⏫

� � ቃ⎔ ㆡ ・ ⛯ ᴗ ᕷ・ ⏫ᕷ ⏫

� ⫼ � �

ኟ Ꮨ � 㧗 ᑡ 㞵 ࢶ� ��
ࣟ

・�ࢡ

 � � � �  � �ᙅ ・ 龠  �ᐖ ᣑ ・

 
ࣟ

�ࢶ ࢡ Ṛ� �  ࣭ � �ቑ� ᛴ 㜵㢼

◁㣕 㜵 ᶵഛ ⬟  �ᠱప ◌ୗ� ᛕ
ᴗ ㎰ ・ �ᐖ�タ ➼・ 龠 �ಽ� ➼

�� ḟ ᐖ・ ・ 龠  �Ⓨ⏕

� ㄢ㢟�

࣭ 㜵㢼 ◁㣕 ഛ㜵 ・ ⬟ � ⥔ ��ᣢ ᅗ

 ��� � ᐖ ᆅ  ◌� � � �ᐖ� ・ 龠⏕
 �  ࣜ � � � ◌�ᑡ � ・ 㜵㝖  �ᑐ ᚲ⟇
せ

� ಽ ➼ � � � �� ༴� 㝤� ḟ�・

ᐖ ᑐ龠  � ◌ົᛴ⟇
� ・ ⏕ �� �㐍 � ◌�య ไᐇ� �・

 � Ẹ � ᴗ ��༠ഛ ຊ�・ ┴ ・ ➼ ・

ᣢ ⓗ⥆  �  �・ 㐍 ᚲ せ



令和７年度農林水産関係の表彰について 

（敬称略） 
１ 叙勲・褒章 

（１）令和７年春（令和７年４月 29 日） 
勲章（旭日双光章） 五十嵐直太郎（農業）（酒田市） 

 〃 （旭日単光章） 柿崎喜一（農業）（金山町） 
褒章（黄綬褒章）  大築義雅（農業）（山形市） 

 
（２）令和７年秋（令和７年 11 月３日） 

勲章（旭日双光章） 尾形修一郎（水産）（遊佐町） 

褒章（黄綬褒章）  渡邊正義（農林業）（小国町） 

 

２ 山形県農業賞・林業賞・水産業賞（令和７年 11 月 18 日） 

（１）大高根農場記念山形県農業賞 

佐藤茂一（鶴岡市）、渡部務（高畠町）、農事組合法人 魁（尾花沢市） 
 
（２）川村造林記念山形県林業賞 

深田周一（鮭川村） 
 
（３）山形県水産業賞 

杉原義美（真室川町）、玉庭水田養魚研究会（川西町） 

 

３ 山形県ベストアグリ賞（令和７年 12月３日） 

  農林水産大臣賞：株式会社やまがたさくらんぼファーム（天童市） 

  東北農政局長賞：渡辺誠一（大江町） 

  山形県知事賞 ：株式会社耕成（東根市）、ＪＡおいしいもがみミニトマト部会 
（新庄市、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村）、 

株式会社マイスター（川西町）、合同会社紺野農園（白鷹町）、 
農事組合法人庄内協同ファーム（鶴岡市）、 

農事組合法人アグリ南西部（遊佐町） 

 

４ 地域の農林水産業若者賞 

（１）村山地域（令和８年３月４日） 
   鈴木俊（上山市）、宇野実（河北町）、沼澤克己（尾花沢市）、松田泰之（天童市） 
 
（２）最上地域（令和７年 11月 26 日） 
   叶内勇輔（新庄市）、髙橋広大（鮭川村） 
 
（３）置賜地域（令和７年 11月４日） 

   横沢賢一郎（米沢市）、辻直人（南陽市）、樋口賢太郎（白鷹町） 
 
（４）庄内地域（令和８年２月４日） 

   佐藤優人（庄内町）、佐藤良太（鶴岡市）、鼠ヶ関ツリーサービス（鶴岡市） 

 

５ その他（主なもの） 

（１）大日本農会（令和７年 11 月 12 日） 

   緑白綬有功章（農事功労者） 市川憲司（高畠町）、早坂淳（新庄市） 
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やまがた伝統野菜の統一名称 

「食の至宝雪国やまがた伝統野菜」 

 

炊いてほれぼれ 

冷めても美味しい 

 

元気な粒に、 

うまさぎっしり。 

「おいしい山形」と「ペロリン」は、 

山形県産農産物等のキャッチフレ

ーズ、シンボルマークです 
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